
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添 付 書 類 六） 



補－添六－1 
 

添付書類六 変更後における再処理施設の安全設計に関する説明書を以下のとおり補正する。 

ページ 行 補  正  前 補  正  後 

－ － 添付書類六を右記のとおり変更する。 別紙－１のとおり変更する。 

 
添付書類六 追補を以下のとおり補正する。 

ページ 行 補  正  前 補  正  後 

－ － 
追補１「１．安全設計」の追補の記載

を右記のとおり変更する。 
（削除） 

－ － 
追補２「５．製品貯蔵施設」の追補の

記載を右記のとおり変更する。 
（削除） 

 
 



 

 

別紙－１ 

 



別添－６

前書き

添　付　書　類　六

変更後における再処理施設の安全設計に関する説明書

平成４年12月24日付け４安（核規）第844号をもって事業指定を受け，その
後，平成23年２月14日付け平成22･02･19原第11号をもって変更の許可を受けた
再処理事業変更許可申請書の添付書類六の記述のうち，下記内容を変更する。

記

 略　記　号　一　覧　図

 重大事故等対処施設　系統概要図　略記号一覧図（その１）

 再処理施設の構成（その１）

 重大事故等対処施設　系統概要図　略記号一覧図（その２）

 再処理施設の構成（その２）

 再処理施設の構成（その３）

 再処理施設の構成（その４）

 再処理施設の構成（その５）
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 1.　機器について

 2.　予備及び長期予備について

 3.　１式について

 再処理施設の構成（その６）
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1. 安全設計

 1.1 安全設計の基本方針

  1.1.1 安全機能を有する施設に関する基本方針

  1.1.2 重大事故等の拡大の防止等に関する基本方針

 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計

 1.3 放射線の遮蔽に関する設計

  1.3.1 遮蔽設計の基本方針

  1.3.2 遮蔽設計区分

  1.3.3 遮蔽の分類

  1.3.4 遮蔽設計に用いる線源

第1.3－1表 遮蔽の主要設備の仕様

第1.3－2表 核種組成表

第1.3－1図 使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（地下１
階）

第1.3－2図 使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（地上１
階）

第1.3－3図 使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（地上２
階）

第1.3－4図 使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（地上３
階）

第1.3－5図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下３
階）

第1.3－6図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２
階）

第1.3－7図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１
階）

第1.3－8図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１
階）

第1.3－9図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上２
階）

第1.3－10図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上３
階）

図

表
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第1.3－11図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋遮蔽設計区分図（地下
３階）

第1.3－12図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋遮蔽設計区分図（地下
２階）

第1.3－13図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋遮蔽設計区分図（地下
１階）

第1.3－14図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋遮蔽設計区分図（地上
１階）

第1.3－15図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋遮蔽設計区分図（地上
２階）

第1.3－16図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地下４階）

第1.3－17図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地下３階）

第1.3－18図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地下２階）

第1.3－19図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地下１階）

第1.3－20図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地上１階）

第1.3－21図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地上２階）

第1.3－22図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地上３階）

第1.3－23図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地上４階）

第1.3－24図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地上５階）

第1.3－25図 分離建屋遮蔽設計区分図（地下３階）

第1.3－26図 分離建屋遮蔽設計区分図（地下２階）

第1.3－27図 分離建屋遮蔽設計区分図（地下１階）

第1.3－28図 分離建屋遮蔽設計区分図（地上１階）

第1.3－29図 分離建屋遮蔽設計区分図（地上２階）

第1.3－30図 分離建屋遮蔽設計区分図（地上３階）

第1.3－31図 分離建屋遮蔽設計区分図（地上４階）

第1.3－32図 精製建屋遮蔽設計区分図（地下３階）

第1.3－33図 精製建屋遮蔽設計区分図（地下２階）

第1.3－34図 精製建屋遮蔽設計区分図（地下１階）

第1.3－35図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上１階）

第1.3－36図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上２階）

第1.3－37図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上３階）

第1.3－38図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上４階）
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第1.3－39図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上５階）

第1.3－40図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上６階）

第1.3－41図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地下１階）

第1.3－42図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上１階）

第1.3－43図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上２階）

第1.3－44図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上３階）

第1.3－45図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上４階）

第1.3－46図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上５階）

第1.3－47図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋遮蔽設計区分図（地
下２階）

第1.3－48図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋遮蔽設計区分図（地
下１階）

第1.3－49図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋遮蔽設計区分図（地
上１階）

第1.3－50図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋遮蔽設計区分図（地
上２階）

第1.3－51図 ウラン酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２階）

第1.3－52図 ウラン酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１階）

第1.3－53図 ウラン酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階）

第1.3－54図 ウラン酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上２階）

第1.3－55図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分
図（地下４階）

第1.3－56図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分
図（地下３階）

第1.3－57図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分
図（地下２階）

第1.3－58図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分
図（地下１階）

第1.3－59図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分
図（地上１階）

第1.3－60図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地下４
階）

第1.3－61図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地下３
階）

第1.3－62図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地下２
階）
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第1.3－63図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地下１
階）

第1.3－64図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地上１
階）

第1.3－65図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地上２
階）

第1.3－66図 第１ガラス固化体貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２階）

第1.3－67図 第１ガラス固化体貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１階）

第1.3－68図 第１ガラス固化体貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階）

第1.3－69図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（地下２階）

第1.3－70図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（地下１階）

第1.3－71図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（地上１階）

第1.3－72図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（地上２階）

第1.3－73図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（地上３階）

第1.3－74図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（屋上階）

第1.3－75図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地下２階）

第1.3－76図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地下１階）

第1.3－77図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地上１階）

第1.3－78図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地上２階）

第1.3－79図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地上３階）

第1.3－80図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地上４階）

第1.3－81図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋遮蔽
設計区分図（地下１階）

第1.3－82図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋遮蔽
設計区分図（地上１階）

第1.3－83図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋遮蔽
設計区分図（地上２階）

第1.3－84図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下４
階）

第1.3－85図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下３
階）

第1.3－86図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２
階）

第1.3－87図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１
階）
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第1.3－88図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１
階）

第1.3－89図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上２
階）

第1.3－90図 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１
階）

第1.3－91図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下３
階）

第1.3－92図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２
階）

第1.3－93図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１
階）

第1.3－94図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１
階）

第1.3－95図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上２
階）

第1.3－96図 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１
階）

第1.3－97図 分析建屋遮蔽設計区分図（地下３階）

第1.3－98図 分析建屋遮蔽設計区分図（地下２階）

第1.3－99図 分析建屋遮蔽設計区分図（地下１階）

第1.3－100図 分析建屋遮蔽設計区分図（地上１階）

第1.3－101図 分析建屋遮蔽設計区分図（地上２階）

第1.3－102図 分析建屋遮蔽設計区分図（地上３階）

第1.3－103図 核種組成領域図

 1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計

 1.5 火災及び爆発の防止に関する設計

  1.5.1 安全機能を有する施設に対する火災及び爆発の防止に関
する設計

   1.5.1.1 火災及び爆発の防止に関する設計方針

   1.5.1.2 火災及び爆発の発生防止

    1.5.1.2.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止

    1.5.1.2.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止

    1.5.1.2.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用
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    1.5.1.2.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止

   1.5.1.3 火災の感知，消火

    1.5.1.3.1 火災感知設備

    1.5.1.3.2 消火設備

    1.5.1.3.3 自然現象の考慮

    1.5.1.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による安全機能への
影響

   1.5.1.4 火災及び爆発の影響軽減

    1.5.1.4.1 火災及び爆発の影響軽減

    1.5.1.4.2 火災影響評価

   1.5.1.5 個別の火災区域又は火災区画における留意事項

   1.5.1.6 体制

   1.5.1.7 手順

  1.5.2 重大事故等対処施設に対する火災及び爆発の防止に関す
る設計

   1.5.2.1 火災及び爆発の防止に関する設計方針

   1.5.2.2 重大事故等対処施設に対する火災及び爆発の発生防止

    1.5.2.2.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止

    1.5.2.2.2 重大事故等対処施設の火災及び爆発の発生防止

    1.5.2.2.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用

    1.5.2.2.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止

   1.5.2.3 火災の感知，消火

    1.5.2.3.1 火災感知設備

    1.5.2.3.2 消火設備

    1.5.2.3.3 自然現象の考慮

    1.5.2.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対
処施設への影響

   1.5.2.4 個別の火災区域又は火災区画における留意事項

   1.5.2.5 体制

   1.5.2.6 手順

第1.5－1表 火災及び爆発の観点で考慮する事象の例

表
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第1.5－1図 自衛消防隊組織図

 1.6 耐震設計

  1.6.1 安全機能を有する施設の耐震設計

   1.6.1.1 安全機能を有する施設の耐震設計の基本方針

   1.6.1.2 耐震設計上の重要度分類

   1.6.1.3 基礎地盤の支持性能

   1.6.1.4 地震力の算定方法

    1.6.1.4.1 静的地震力

    1.6.1.4.2 動的地震力

   1.6.1.5 荷重の組合せと許容限界

    1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態

    1.6.1.5.2 荷重の種類

    1.6.1.5.3 荷重の組合せ

    1.6.1.5.4 許容限界

   1.6.1.6 設計における留意事項

    1.6.1.6.1 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構
造物

    1.6.1.6.2 波及的影響

    1.6.1.6.3 一関東評価用地震動（鉛直）

   1.6.1.7 耐震重要施設の周辺斜面

  1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設計

   1.6.2.1 重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針

   1.6.2.2 重大事故等対処施設の設備分類

   1.6.2.3 地震力の算定方法

    1.6.2.3.1 静的地震力

    1.6.2.3.2 動的地震力

   1.6.2.4 荷重の組合せと許容限界

    1.6.2.4.1 耐震設計上考慮する状態

    1.6.2.4.2 荷重の種類

図
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    1.6.2.4.3 荷重の組合せ

    1.6.2.4.4 許容限界

   1.6.2.5 重大事故等対処施設の周辺斜面

   1.6.2.6 緊急時対策所の耐震設計

  1.6.3 主要施設の耐震構造

   1.6.3.1 使用済燃料輸送容器管理建屋

   1.6.3.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

   1.6.3.3 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋

   1.6.3.4 前処理建屋

   1.6.3.5 分離建屋

   1.6.3.6 精製建屋

   1.6.3.7 ウラン脱硝建屋

   1.6.3.8 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

   1.6.3.9 ウラン酸化物貯蔵建屋

   1.6.3.10 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

   1.6.3.11 高レベル廃液ガラス固化建屋

   1.6.3.12 第１ガラス固化体貯蔵建屋

   1.6.3.13 低レベル廃液処理建屋

   1.6.3.14 低レベル廃棄物処理建屋

   1.6.3.15 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋

   1.6.3.16 ハル・エンドピース貯蔵建屋

   1.6.3.17 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋

   1.6.3.18 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋

   1.6.3.19 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋

   1.6.3.20 制御建屋

   1.6.3.21 分析建屋

   1.6.3.22 非常用電源建屋

   1.6.3.23 緊急時対策建屋

   1.6.3.24 第１保管庫・貯水所

   1.6.3.25 第２保管庫・貯水所

   1.6.3.26 溶解槽（連続式）
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   1.6.3.27 清澄機（遠心式）

   1.6.3.28 環状形パルスカラム

   1.6.3.29 円筒形パルスカラム

   1.6.3.30 その他

第1.6－1表 クラス別施設

第1.6－2表 耐震重要度に応じて定める静的地震力

第1.6－3表 耐震重要度に応じて定める動的地震力

第1.6－4表 弾性設計用地震動の最大加速度

第1.6－5表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類

第1.6－1図(1) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（ＮＳ方向）

第1.6－1図(2) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（ＥＷ方向）

第1.6－1図(3) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（ＵＤ方向）

第1.6－1図(4) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（水平方向）

第1.6－1図(5) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（鉛直方向）

第1.6－2図(1) 弾性設計用地震動Ｓｄ－ＡＨ，Ｓｄ－ＡＶの設計用模擬地

震波の加速度時刻歴波形

第1.6－2図(2) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ１の加速度時刻歴波形

第1.6－2図(3) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ２の加速度時刻歴波形

第1.6－2図(4) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ３の加速度時刻歴波形

第1.6－2図(5) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ４の加速度時刻歴波形

第1.6－2図(6) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ５の加速度時刻歴波形

第1.6－2図(7) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ１の加速度時刻歴波形

第1.6－2図(8) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ２の加速度時刻歴波形

第1.6－2図(9) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ３の加速度時刻歴波形

第1.6－2図(10) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ４の加速度時刻歴波形

第1.6－3図 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａと基準地震動Ｓ１の応答スペ

クトルの比較

第1.6－4図(1) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５）
と一様ハザードスペクトルの比較（水平方向）

図
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第1.6－4図(2) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５）
と一様ハザードスペクトルの比較（鉛直方向）

第1.6－4図(3) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ（Ｃ１～Ｃ４）と一様ハザー
ドスペクトルの比較（水平方向）

第1.6－4図(4) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ（Ｃ１～Ｃ３）と一様ハザー
ドスペクトルの比較（鉛直方向）

第1.6－5図 一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペクトル

第1.6－6図 一関東評価用地震動（鉛直）の加速度時刻歴波形

 1.7 その他の設計方針

  1.7.1 崩壊熱除去に関する設計

  1.7.2 品質保証

第1.7.2－1表 各施設における設計上考慮する試験，検査，保守等の概
要

  1.7.3 航空機に対する防護設計

   1.7.3.1 防護設計の基本方針

   1.7.3.2 防護対象施設

   1.7.3.3 防護設計条件の設定

   1.7.3.4 建物・構築物の防護設計

   1.7.3.5 航空機落下確率評価

第1.7.3－1表 防護設計を行う建物・構築物及び防護方法

第1.7.3－2表 安全上重要な施設を収納する建屋及び安全機能の維持に
必要な施設並びに標的面積

第1.7.3－3表 工程単位の航空機落下確率

第1.7.3－1図 Ｆ－16の出現頻度

第1.7.3－2図 衝撃荷重曲線

第1.7.3－3図 Ｆ－４ＥＪ改の出現頻度（Ｆ－１の観測結果に基づき算
定）

表

表

図
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  1.7.4 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の使用に対する
考慮

   1.7.4.1 安全設計の方針

   1.7.4.2 主要な使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設

第1.7.4－1表 主要な使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設

  1.7.5 セル及びグローブボックスに関する設計

第1.7.5－1表 セル及びグローブボックス

第1.7.5－2表 臨界安全管理の対象となる漏えい液受皿を設けるセル

第1.7.5－3表 予備セル

  1.7.6 放射性物質の移動に関する設計

   1.7.6.1 配管及びダクトによる移送に関する設計

   1.7.6.2 容器による移送に関する設計

   1.7.6.3 落下防止に関する設計

  1.7.7 安全機能を有する施設の設計

   1.7.7.1 安全機能を有する施設の設計方針

   1.7.7.2 安全上重要な施設の分類

   1.7.7.3 安全機能を有する施設の選定

   1.7.7.4 内部発生飛散物による損傷の防止に関する設計方針

    1.7.7.4.1 内部発生飛散物の発生要因の選定

    1.7.7.4.2 内部発生飛散物防護対象設備の選定

    1.7.7.4.3 内部発生飛散物に係る評価と設計

    1.7.7.4.4 内部発生飛散物に係るその他の設計

第1.7.7－1表 安全上重要な施設

第1.7.7－2表 安全上重要な施設に係る安全機能の分類

表

表

表
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第1.7.7－3表 安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設に係る
施設の管理

第1.7.7－4表(1) 内部発生飛散物防護対象設備使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋（1/3）

第1.7.7－4表(2) 内部発生飛散物防護対象設備使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋（2/3）

第1.7.7－4表(3) 内部発生飛散物防護対象設備使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋（3/3）

第1.7.7－4表(4) 内部発生飛散物防護対象設備使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設用安全冷却水系冷却塔Ｂ基礎

第1.7.7－4表(5) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（1/7）

第1.7.7－4表(6) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（2/7）

第1.7.7－4表(7) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（3/7）

第1.7.7－4表(8) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（4/7）

第1.7.7－4表(9) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（5/7）

第1.7.7－4表(10) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（6/7）

第1.7.7－4表(11) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（7/7）

第1.7.7－4表(12) 内部発生飛散物防護対象設備分離建屋（1/5）

第1.7.7－4表(13) 内部発生飛散物防護対象設備分離建屋（2/5）

第1.7.7－4表(14) 内部発生飛散物防護対象設備分離建屋（3/5）

第1.7.7－4表(15) 内部発生飛散物防護対象設備分離建屋（4/5）

第1.7.7－4表(16) 内部発生飛散物防護対象設備分離建屋（5/5）

第1.7.7－4表(17) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（1/6）

第1.7.7－4表(18) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（2/6）

第1.7.7－4表(19) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（3/6）

第1.7.7－4表(20) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（4/6）

第1.7.7－4表(21) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（5/6）

第1.7.7－4表(22) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（6/6）

第1.7.7－4表(23) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン脱硝建屋

第1.7.7－4表(24) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋（1/6）

第1.7.7－4表(25) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋（2/6）
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第1.7.7－4表(26) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋（3/6）

第1.7.7－4表(27) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋（4/6）

第1.7.7－4表(28) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋（5/6）

第1.7.7－4表(29) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋（6/6）

第1.7.7－4表(30) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋（1/2）

第1.7.7－4表(31) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋（2/2）

第1.7.7－4表(32) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建
屋（1/8）

第1.7.7－4表(33) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建
屋（2/8）

第1.7.7－4表(34) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建
屋（3/8）

第1.7.7－4表(35) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建
屋（4/8）

第1.7.7－4表(36) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建
屋（5/8）

第1.7.7－4表(37) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建
屋（6/8）

第1.7.7－4表(38) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建
屋（7/8）

第1.7.7－4表(39) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建
屋（8/8）

第1.7.7－4表(40) 内部発生飛散物防護対象設備第１ガラス固化体貯蔵建屋

第1.7.7－4表(41) 内部発生飛散物防護対象設備制御建屋

第1.7.7－4表(42) 内部発生飛散物防護対象設備非常用電源建屋

第1.7.7－1図 内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋（地下３階）

第1.7.7－2図 内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋（地下２階）

第1.7.7－3図 内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋（地上１階）

図
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第1.7.7－4図 内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋（地上２階）

第1.7.7－5図 内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋（地上３階）

第1.7.7－6図 内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設用安全冷却水系冷却塔Ｂ基礎（地下２
階）

第1.7.7－7図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地下４
階）

第1.7.7－8図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地下３
階）

第1.7.7－9図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地下２
階）

第1.7.7－10図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地下１
階）

第1.7.7－11図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地上１
階）

第1.7.7－12図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地上２
階）

第1.7.7－13図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地上３
階）

第1.7.7－14図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地上４
階）

第1.7.7－15図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地下３
階）

第1.7.7－16図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地下２
階）

第1.7.7－17図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地下１
階）

第1.7.7－18図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地上１
階）

第1.7.7－19図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地上２
階）

第1.7.7－20図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地上３
階）

第1.7.7－21図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地上４
階）

第1.7.7－22図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地下３
階）
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第1.7.7－23図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地下２
階）

第1.7.7－24図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地下１
階）

第1.7.7－25図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地上１
階）

第1.7.7－26図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地上２
階）

第1.7.7－27図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地上３
階）

第1.7.7－28図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地上４
階）

第1.7.7－29図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地上５
階）

第1.7.7－30図 内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン脱硝建屋（地
下１階）

第1.7.7－31図 内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン脱硝建屋（地
上２階）

第1.7.7－32図 内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋（地下２階）

第1.7.7－33図 内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋（地下１階）

第1.7.7－34図 内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋（地上１階）

第1.7.7－35図 内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋（地上２階）

第1.7.7－36図 内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウ
ム混合酸化物貯蔵建屋（地下４階）

第1.7.7－37図 内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウ
ム混合酸化物貯蔵建屋（地下３階）

第1.7.7－38図 内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウ
ム混合酸化物貯蔵建屋（地下２階）

第1.7.7－39図 内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウ
ム混合酸化物貯蔵建屋（地下１階）

第1.7.7－40図 内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウ
ム混合酸化物貯蔵建屋（地上１階）

第1.7.7－41図 内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス
固化建屋（地下４階）
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第1.7.7－42図 内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス
固化建屋（地下３階）

第1.7.7－43図 内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス
固化建屋（地下２階）

第1.7.7－44図 内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス
固化建屋（地下１階）

第1.7.7－45図 内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス
固化建屋（地上１階）

第1.7.7－46図 内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス
固化建屋（地上２階）

第1.7.7－47図 内部発生飛散物防護対象設備配置図第１ガラス固化体貯
蔵建屋（地下２階）

第1.7.7－48図 内部発生飛散物防護対象設備配置図第１ガラス固化体貯
蔵建屋（地下１階）

第1.7.7－49図 内部発生飛散物防護対象設備配置図第１ガラス固化体貯
蔵建屋（地上１階）

第1.7.7－50図 内部発生飛散物防護対象設備配置図制御建屋（地下１
階）

第1.7.7－51図 内部発生飛散物防護対象設備配置図非常用電源建屋（地
下１階）

第1.7.7－52図 内部発生飛散物防護対象設備配置図非常用電源建屋（地
上１階）

  1.7.8 安全設計用の使用済燃料の仕様

第1.7.8－1表 主な設計用の使用済燃料の仕様

  1.7.9  その他外部からの衝撃に対する考慮

   1.7.9.1 自然現象の抽出

   1.7.9.2 竜巻，落雷，森林火災及び火山の影響以外の自然現象に
対する設計方針

   1.7.9.3 異種の自然現象の重畳及び自然現象と設計基準事故の組
合せ

   1.7.9.4 人為事象の抽出

   1.7.9.5 航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以外の人為によ
る事象に対する設計方針

表
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   1.7.9.6 手順等

第1.7.9－1表 事象（自然現象）の抽出及び検討結果

第1.7.9－2表 事象（人為による事象）の抽出及び検討結果

第1.7.9－3表 重畳を想定する自然現象の組合せの検討結果

  1.7.10 竜巻防護に関する設計

   1.7.10.1 竜巻防護に関する設計方針

   1.7.10.2 設計対処施設

   1.7.10.3 設計荷重（竜巻）の設定

    1.7.10.3.1 設計竜巻の設定

    1.7.10.3.2 設計飛来物の設定

    1.7.10.3.3 荷重の組合せと許容限界

   1.7.10.4 竜巻防護設計

    1.7.10.4.1 屋外の竜巻防護対象施設

    1.7.10.4.2 竜巻防護対象施設を収納する建屋

    1.7.10.4.3 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設

    1.7.10.4.4 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施
設

    1.7.10.4.5 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設

   1.7.10.5 竜巻随伴事象に対する設計

   1.7.10.6 手順等

第1.7.10－1表 設計竜巻の特性値

第1.7.10－2表 再処理施設における設計飛来物

第1.7.10－3表 竜巻防護対象施設及び防護対策等

第1.7.10－4表 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設及び防
護対策等

第1.7.10－5表 竜巻防護対象施設を収納する建屋及び防護対策等

第1.7.10－6表 現地調査にて抽出した車両の諸元及び最大飛来距離

表

表
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第1.7.10－1図 風圧力に対する設計対処施設の選定フロー

第1.7.10－2図 気圧差に対する設計対処施設の選定フロー

第1.7.10－3図 飛来物に対する設計対処施設の選定フロー

第1.7.10－4図 建屋の耐力に関する設計対処施設の選定フロー

第1.7.10－5図 開口部に対する設計対処施設の選定フロー

第1.7.10－6図 車両に対する離隔対象施設及び飛来対策区域

  1.7.11 外部火災防護に関する設計

   1.7.11.1 外部火災防護に関する設計方針

   1.7.11.2 設計対処施設

   1.7.11.3 森林火災の想定

    1.7.11.3.1 概要

    1.7.11.3.2 森林火災の想定

    1.7.11.3.3 評価対象範囲

    1.7.11.3.4 入力データ

    1.7.11.3.5 延焼速度及び火線強度の算出

    1.7.11.3.6 火炎到達時間による消火活動

    1.7.11.3.7 防火帯幅の設定

    1.7.11.3.8 危険距離の確保及び熱影響評価について

    1.7.11.3.9 異種の自然現象の重畳及び設計基準事故との組合せ

   1.7.11.4 近隣の産業施設の火災及び爆発

    1.7.11.4.1 概要

    1.7.11.4.2 石油備蓄基地火災

    1.7.11.4.3 近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳評価

    1.7.11.4.4 敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災及び爆発

   1.7.11.5 航空機墜落による火災

    1.7.11.5.1 概要

    1.7.11.5.2 航空機墜落による火災の想定

    1.7.11.5.3 墜落による火災を想定する航空機の選定

    1.7.11.5.4 航空機墜落地点の設定

図
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    1.7.11.5.5 設計対処施設への熱影響評価について

    1.7.11.5.6 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の火
災及び爆発の重畳について

   1.7.11.6 危険物貯蔵施設等への影響

    1.7.11.6.1 概要

    1.7.11.6.2 熱影響の評価対象

    1.7.11.6.3 熱影響について

    1.7.11.6.4 近隣の産業施設の爆発の影響について

   1.7.11.7 二次的影響評価

    1.7.11.7.1 概要

    1.7.11.7.2 ばい煙の影響

    1.7.11.7.3 有毒ガスの影響

   1.7.11.8 消火体制

   1.7.11.9 火災防護計画を策定するための方針

   1.7.11.10 手順等

第1.7.11－1表 外部火災にて想定する火災及び爆発

第1.7.11－2表 敷地内に存在する危険物貯蔵施設等

第1.7.11－3表 設計対処施設（１／２）

第1.7.11－3表 設計対処施設（２／２）

第1.7.11－4表 外部火災防護対象施設を収納する建屋の熱影響評価で考
慮する壁厚

第1.7.11－5表 火災源及び爆発源として考慮する危険物貯蔵施設等

第1.7.11－6表 危険物貯蔵施設等の火災の影響評価の対象となる設計対
処施設

第1.7.11－7表 森林火災及び近隣の産業施設の火災における影響評価の
対象となる危険物貯蔵施設等

第1.7.11－8表 ばい煙及び有毒ガスによる影響評価の対象となる設備

第1.7.11－1図 防火帯，設計対処施設，危険物貯蔵施設等の配置図

第1.7.11－2図 発火点位置図

第1.7.11－3図 石油コンビナート等特別防災区域内の配置概要図

表

図
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第1.7.11－4図 石油備蓄基地以外の産業施設の配置概要図

第1.7.11－5図 高圧ガス貯蔵施設の配置概要図

第1.7.11－6図 自衛消防隊組織図

  1.7.12 落雷に関する設計

   1.7.12.1 落雷に関する設計方針

    1.7.12.1.1 落雷の特徴

    1.7.12.1.2 耐雷設計上考慮する再処理施設の特徴

   1.7.12.2 設計対処施設

    1.7.12.2.1 直撃雷により影響を受ける施設

    1.7.12.2.2 間接雷により影響を受ける施設

   1.7.12.3 耐雷設計

    1.7.12.3.1 想定する落雷の規模

    1.7.12.3.2 異種の自然現象の重畳及び設計基準事故との組合せ

    1.7.12.3.3 直撃雷の防止設計

    1.7.12.3.4 間接雷による雷サージ抑制設計

第1.7.12－1表 直撃雷に対する設計対処施設一覧

第1.7.12－2表 間接雷に対する設計対処施設一覧

第1.7.12－3表 避雷設備の設置対象一覧

第1.7.12－1図 直撃雷に対する設計対処施設の選定フロー

第1.7.12－2図 主排気筒による150ｋＡの落雷の捕捉範囲の想定

  1.7.13 火山事象に関する設計

   1.7.13.1 火山事象に関する設計方針

   1.7.13.2 設計対処施設の選定

   1.7.13.3 設計条件

    1.7.13.3.1 降下火砕物の設計条件及び特徴

    1.7.13.3.2 降下火砕物で考慮する影響

図

表
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   1.7.13.4 設計対処施設に影響を与える可能性のある影響因子

    1.7.13.4.1 直接的影響因子

    1.7.13.4.2 間接的影響因子

   1.7.13.5 設計対処施設の設計方針

    1.7.13.5.1 直接的影響に対する設計方針

    1.7.13.5.2 間接的影響に対する設計方針

   1.7.13.6 火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活
動を行う体制の整備の方針

   1.7.13.7 実施する主な手順

   1.7.13.8 火山の状態に応じた対処方針

  1.7.14 再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する設計

   1.7.14.1 安全設計

   1.7.14.2 体制

   1.7.14.3 手順等

第1.7.14－1図 核物質防護に関する緊急時の組織体制図

  1.7.15 溢水防護に関する設計

   1.7.15.1 溢水防護に関する設計方針

   1.7.15.2 溢水防護対象設備を抽出するための方針

   1.7.15.3 考慮すべき溢水事象

   1.7.15.4 溢水源及び溢水量の想定

    1.7.15.4.1 想定破損による溢水

    1.7.15.4.2 消火水等の放水による溢水

    1.7.15.4.3 地震起因による溢水

    1.7.15.4.4 その他の溢水

   1.7.15.5 溢水防護区画及び溢水経路を設定するための方針

   1.7.15.6 溢水防護対象設備を防護するための設計方針

    1.7.15.6.1 没水の影響に対する設計方針

    1.7.15.6.2 被水の影響に対する設計方針

    1.7.15.6.3 蒸気放出の影響に対する設計方針

図
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    1.7.15.6.4 その他の溢水に対する設計方針

    1.7.15.6.5 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持
に関する設計方針

    1.7.15.6.6 溢水防護区画を有する建屋外からの流入防止に関する設
計方針

    1.7.15.6.7 溢水影響評価

    1.7.15.6.8 手順等

第1.7.15‐1表 溢水防護対象設備の機能喪失高さの考え方

第1.7.15‐2表 蒸気影響における配管の想定破損評価の条件

  1.7.16 化学薬品の漏えい防護に関する設計

   1.7.16.1 化学薬品の漏えい防護に関する設計方針

   1.7.16.2 再処理施設における化学薬品取扱いの基本方針

   1.7.16.3 化学薬品防護対象設備を抽出及び設計上考慮すべき化学
薬品の設定のための方針

    1.7.16.3.1 化学薬品防護対象設備を抽出するための方針

    1.7.16.3.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針

     1.7.16.3.2.1 漏えいによる影響を検討する化学薬品及び構成部材の抽
出

     1.7.16.3.2.2 検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せを踏まえた
設計上考慮すべき化学薬品の設定

   1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の漏えい事象

   1.7.16.5 化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量の想定

    1.7.16.5.1 想定破損による化学薬品の漏えい

    1.7.16.5.2 消火剤の放出による化学薬品の漏えい

    1.7.16.5.3 地震起因による化学薬品の漏えい

    1.7.16.5.4 その他の化学薬品の漏えい

    1.7.16.5.5 洞道内で発生する化学薬品の漏えい

   1.7.16.6 化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路を設定する
ための方針

   1.7.16.7 化学薬品防護対象設備を防護するための設計方針

    1.7.16.7.1 没液の影響に対する設計方針

表
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    1.7.16.7.2 被液の影響に対する設計方針

    1.7.16.7.3 腐食性ガスの影響に対する設計方針

    1.7.16.7.4 その他の化学薬品の漏えいに対する設計方針

    1.7.16.7.5 洞道内の化学薬品防護対象設備を防護するための設計方
針

    1.7.16.7.6 化学薬品防護区画を有する建屋外からの流入防止に関す
る設計方針

    1.7.16.7.7 化学薬品の漏えい影響評価

    1.7.16.7.8 手順等

第1.7.16－1表 再処理プロセスで使用する化学薬品

第1.7.16－2表 設計上考慮すべき化学薬品と化学薬品防護対象設備の主
要な構成部材の組合せ

  1.7.17 誤操作の防止に関する設計

   1.7.17.1 誤操作の防止に関する設計方針

   1.7.17.2 事故等時における容易な操作に関する設計方針

  1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計

第1.7.18－1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類

第1.7.18－2表 重大事故等時における環境温度，環境圧力，湿度及び放
射線

第1.7.18－3表 安全機能に対する設備の耐震設計

第1.7.18－1図 主要な重大事故等対処設備の設置場所及び保管場所

  1.7.19 準拠規格及び基準

 1.8 耐津波設計

 1.9 再処理施設に関する「再処理施設の位置，構造及び設備
の基準に関する規則」への適合性

  1.9.1 概要

  1.9.2 核燃料物質の臨界防止

表

表
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  1.9.3 遮蔽等

  1.9.4 閉じ込めの機能

  1.9.5 火災等による損傷の防止

  1.9.6 安全機能を有する施設の地盤

  1.9.7 地震による損傷の防止

  1.9.8 津波による損傷の防止

  1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止

  1.9.10 再処理施設への人の不法な侵入等の防止

  1.9.11 溢水による損傷の防止

  1.9.12 化学薬品の漏えいによる損傷の防止

  1.9.13 誤操作の防止

  1.9.14 安全避難通路等

  1.9.15 安全機能を有する施設

  1.9.16 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止

  1.9.17 使用済燃料の貯蔵施設等

  1.9.18 計測制御系統施設

  1.9.19 安全保護回路

  1.9.20 制御室等

  1.9.21 廃棄施設

  1.9.22 保管廃棄施設

  1.9.23 放射線管理施設

  1.9.24 監視設備

  1.9.25 保安電源設備

  1.9.26 緊急時対策所

  1.9.27 通信連絡設備

  1.9.28 重大事故等の拡大の防止等

  1.9.29 火災等による損傷の防止

  1.9.30 重大事故等対処施設の地盤

  1.9.31 地震による損傷の防止

  1.9.32 津波による損傷の防止

  1.9.33 重大事故等対処設備
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  1.9.34 臨界事故の拡大を防止するための設備

  1.9.35 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備

  1.9.36 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めの設備

  1.9.37 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備

  1.9.38 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

  1.9.39 放射性物質の漏えいに対処するための設備

  1.9.40 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備

  1.9.41 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備

  1.9.42 電源設備

  1.9.43 計装設備

  1.9.44 中央制御室

  1.9.45 監視測定設備

  1.9.46 緊急時対策所

  1.9.47 通信連絡を行うために必要な設備

 1.10 参考文献一覧
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2. 施設配置

 2.1 概要

 2.2 全体配置

  2.2.1 設計方針

  2.2.2 全体配置

  2.2.3 評価

第2.2-1図(1) 再処理施設一般配置図

第2.2-1図(2) 再処理施設一般配置図

第2.2-1図(3) 再処理施設一般配置図

 2.3 建物及び構築物

  2.3.1 設計方針

  2.3.2 建物及び構築物

  2.3.3 使用済燃料輸送容器管理建屋

  2.3.4 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

  2.3.5 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋

  2.3.6 前処理建屋

  2.3.7 分離建屋

  2.3.8 精製建屋

  2.3.9 ウラン脱硝建屋

  2.3.10 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

  2.3.11 ウラン酸化物貯蔵建屋

  2.3.12 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

  2.3.13 高レベル廃液ガラス固化建屋

  2.3.14 第１ガラス固化体貯蔵建屋

  2.3.15 低レベル廃液処理建屋

  2.3.16 低レベル廃棄物処理建屋

  2.3.17 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋

  2.3.18 ハル・エンドピース貯蔵建屋

  2.3.19 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋

図
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  2.3.20 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋

  2.3.21 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋

  2.3.22 主排気筒

  2.3.23 海洋放出管

  2.3.24 制御建屋

  2.3.25 分析建屋

  2.3.26 非常用電源建屋

  2.3.27 主排気筒管理建屋

  2.3.28 緊急時対策建屋

  2.3.29 第１保管庫・貯水所

  2.3.30 第２保管庫・貯水所

  2.3.31 その他

第2.3－1図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－2図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－3図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（地上２階）

第2.3－4図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（地上３階）

第2.3－5図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（断面）

第2.3－6図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地下３階）

第2.3－7図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地下２階）

第2.3－8図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－9図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－10図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地上２階）

第2.3－11図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地上３階）

第2.3－12図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（断面）

第2.3－13図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（地下３
階）

第2.3－14図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（地下２
階）

第2.3－15図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（地下１
階）

第2.3－16図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（地上１
階）

図
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第2.3－17図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（地上２
階）

第2.3－18図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（断面）

第2.3－19図 前処理建屋機器配置図（地下４階）

第2.3－20図 前処理建屋機器配置図（地下３階）

第2.3－21図 前処理建屋機器配置図（地下２階）

第2.3－22図 前処理建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－23図 前処理建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－24図 前処理建屋機器配置図（地上２階）

第2.3－25図 前処理建屋機器配置図（地上３階）

第2.3－26図 前処理建屋機器配置図（地上４階）

第2.3－27図 前処理建屋機器配置図（地上５階）

第2.3－28図 前処理建屋機器配置図（断面）

第2.3－29図 分離建屋機器配置図（地下３階）

第2.3－30図 分離建屋機器配置図（地下２階）

第2.3－31図 分離建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－32図 分離建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－33図 分離建屋機器配置図（地上２階）

第2.3－34図 分離建屋機器配置図（地上３階）

第2.3－35図 分離建屋機器配置図（地上４階）

第2.3－36図 分離建屋機器配置図（Ａ－Ａ断面）

第2.3－37図 分離建屋機器配置図（Ｂ－Ｂ断面）

第2.3－38図 分離建屋機器配置図（Ｃ－Ｃ断面）

第2.3－39図 精製建屋機器配置図（地下３階）

第2.3－40図 精製建屋機器配置図（地下２階）

第2.3－41図 精製建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－42図 精製建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－43図 精製建屋機器配置図（地上２階）

第2.3－44図 精製建屋機器配置図（地上３階）

第2.3－45図 精製建屋機器配置図（地上４階）

第2.3－46図 精製建屋機器配置図（地上５階）

第2.3－47図 精製建屋機器配置図（地上６階）

 6－目－30



第2.3－48図 精製建屋機器配置図（Ａ－Ａ断面）

第2.3－49図 精製建屋機器配置図（Ｂ－Ｂ断面）

第2.3－50図 精製建屋機器配置図（Ｃ－Ｃ断面）

第2.3－51図 精製建屋機器配置図（Ｄ－Ｄ断面）

第2.3－52図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－53図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－54図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地上２階）

第2.3－55図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地上３階）

第2.3－56図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地上４階）

第2.3－57図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地上５階）

第2.3－58図 ウラン脱硝建屋機器配置図（断面）

第2.3－59図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図（地下２
階）

第2.3－60図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図（地下１
階）

第2.3－61図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図（地上１
階）

第2.3－62図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図（地上２
階）

第2.3－63図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図（断面）

第2.3－64図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図（地下２階）

第2.3－65図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－66図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－67図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図（地上２階）

第2.3－68図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図（断面）

第2.3－69図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図
（地下４階）

第2.3－70図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図
（地下３階）

第2.3－71図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図
（地下２階）

第2.3－72図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図
（地下１階）

第2.3－73図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図
（地上１階）
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第2.3－74図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図
（断面）

第2.3－75図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地下４階）

第2.3－76図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地下３階）

第2.3－77図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地下２階）

第2.3－78図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－79図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－80図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地上２階）

第2.3－81図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（Ａ－Ａ断面）

第2.3－82図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（Ｂ－Ｂ断面）

第2.3－83図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（Ｃ－Ｃ断面）

第2.3－84図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（地下２階）

第2.3－85図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－86図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－87図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（断面）

第2.3－88図 低レベル廃液処理建屋機器配置図（地下２階）

第2.3－89図 低レベル廃液処理建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－90図 低レベル廃液処理建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－91図 低レベル廃液処理建屋機器配置図（地上２階）

第2.3－92図 低レベル廃液処理建屋機器配置図（地上３階）

第2.3－93図 低レベル廃液処理建屋機器配置図（断面）

第2.3－94図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図（地下２階）

第2.3－95図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－96図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－97図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図（地上２階）

第2.3－98図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図（地上３階）

第2.3－99図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図（地上４階）

第2.3－100図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図（断面）

第2.3－101図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋機器
配置図（地下１階）

第2.3－102図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋機器
配置図（地上１階）
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第2.3－103図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋機器
配置図（地上２階）

第2.3－104図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋機器
配置図（断面）

第2.3－105図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地下４階）

第2.3－106図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地下３階）

第2.3－107図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地下２階）

第2.3－108図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－109図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－110図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地上２階）

第2.3－111図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（断面）

第2.3－112図 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－113図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図（地下３階）

第2.3－114図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図（地下２階）

第2.3－115図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－116図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－117図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図（地上２階）

第2.3－118図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図（断面）

第2.3－119図 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－120図 制御建屋機器配置図（地下２階）

第2.3－121図 制御建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－122図 制御建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－123図 制御建屋機器配置図（地上２階）

第2.3－124図 制御建屋機器配置図（地上３階）

第2.3－125図 制御建屋機器配置図（断面）

第2.3－126図 分析建屋機器配置図（地下３階）

第2.3－127図 分析建屋機器配置図（地下２階）

第2.3－128図 分析建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－129図 分析建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－130図 分析建屋機器配置図（地上２階）

第2.3－131図 分析建屋機器配置図（地上３階）

第2.3－132図 分析建屋機器配置図（断面）
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第2.3－133図 非常用電源建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－134図 非常用電源建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－135図 非常用電源建屋機器配置図（地上２階）

第2.3－136図 非常用電源建屋機器配置図（断面）

第2.3－137図 主排気筒管理建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－138図 緊急時対策建屋機器配置図（地下１階）

第2.3－139図 緊急時対策建屋機器配置図（地上１階）

第2.3－140図 第１保管庫・貯水所機器配置図（地下）

第2.3－141図 第１保管庫・貯水所機器配置図（地上１階）

第2.3－142図 第１保管庫・貯水所機器配置図（地上２階）

第2.3－143図 第１保管庫・貯水所機器配置図（断面）

第2.3－144図 第２保管庫・貯水所機器配置図（地下）

第2.3－145図 第２保管庫・貯水所機器配置図（地上１階）

第2.3－146図 第２保管庫・貯水所機器配置図（地上２階）

第2.3－147図 第２保管庫・貯水所機器配置図（断面）
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3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

 3.1 設計基準対象の施設

  3.1.1 概要

  3.1.2 設計方針

  3.1.3 主要設備の仕様

  3.1.4 系統構成及び主要設備

   3.1.4.1 使用済燃料受入れ設備

   3.1.4.2 使用済燃料貯蔵設備

  3.1.5 試験・検査

  3.1.6 評価

 3.2 重大事故等対処設備

  3.2.1 代替注水設備

   3.2.1.1 概要

   3.2.1.2 系統構成及び主要設備

   3.2.1.3 設計方針

   3.2.1.4 主要設備及び仕様

   3.2.1.5 試験・検査

  3.2.2 スプレイ設備

   3.2.2.1 概要

   3.2.2.2 系統構成及び主要設備

   3.2.2.3 設計方針

   3.2.2.4 主要設備及び仕様

   3.2.2.5 試験・検査

  3.2.3 漏えい抑制設備

   3.2.3.1 概要

   3.2.3.2 系統構成及び主要設備

   3.2.3.3 設計方針

   3.2.3.4 主要設備及び仕様

   3.2.3.5 試験・検査

  3.2.4 臨界防止設備

   3.2.4.1 概要
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   3.2.4.2 系統構成及び主要設備

   3.2.4.3 設計方針

   3.2.4.4 主要設備及び仕様

   3.2.4.5 試験・検査

  3.2.5 監視設備

   3.2.5.1 概要

   3.2.5.2 系統構成及び主要設備

   3.2.5.3 設計方針
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第5.3－1表 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主要設備の
仕様

第5.3－2表 ＭＯＸ燃料加工施設の主要設備の仕様（再処理施設と共
用）

第5.3－3表 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主要設備の
臨界安全管理表

第5.3－4表 試験結果のまとめ

図
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第5.3－1図 貯蔵ホール概要図

第5.3－2図 混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さ計画値

5.4 参考文献一覧
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6. 計測制御系統施設

 6.1 設計基準対象の施設

  6.1.1 概要

  6.1.2 計測制御設備

   6.1.2.1 概要

   6.1.2.2 設計方針

   6.1.2.3 主要設備の仕様

   6.1.2.4 主要設備

   6.1.2.5 試験・検査

   6.1.2.6 評価

第6.1.2－1表(1) 主要な計測制御系の核計装

第6.1.2－1表(2) 主要な計測制御系の核計装

第6.1.2－1表(3) 主要な計測制御系の核計装

第6.1.2－2表(1) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(2) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(3) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(4) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(5) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(6) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(7) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(8) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(9) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(10) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(11) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(12) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(13) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(14) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(15) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(16) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(17) 主要な計測制御系の工程計装

表
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第6.1.2－2表(18) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(19) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(20) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－2表(21) 主要な計測制御系の工程計装

第6.1.2－3表 計測制御系の主要な設定値一覧表

第6.1.2－1図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の主要な計測制御
系の系統概要図

第6.1.2－2図 せん断処理施設の主要な計測制御系の系統概要図（せん
断処理施設のせん断機）

第6.1.2－3図 溶解施設の主要な計測制御系の系統概要図（溶解設備の
溶解槽及び硝酸供給槽）

第6.1.2－4図 分離施設の主要な計測制御系の系統概要図（抽出塔，第
１洗浄塔，第２洗浄塔及び補助抽出器）

第6.1.2－5図 分離施設の主要な計測制御系の系統概要図（分配設備の
プルトニウム分配塔及びプルトニウム洗浄器）

第6.1.2－6図 分離施設の主要な計測制御系の系統概要図（分配設備の
ウラン濃縮缶）

第6.1.2－7図 精製施設の主要な計測制御系の系統概要図（プルトニウ
ム精製設備の逆抽出塔及びプルトニウム洗浄器）

第6.1.2－8図 精製施設の主要な計測制御系の系統概要図（プルトニウ
ム精製設備のプルトニウム濃縮缶及び注水槽）

第6.1.2－9図 脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン脱硝
設備の脱硝塔）

第6.1.2－10図 脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン脱硝
設備内に置くウラン酸化物貯蔵容器）

第6.1.2－11図 脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝設備）

第6.1.2－12図 脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝設備）

第6.1.2－13図 脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝設備）

第6.1.2－14図 脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝設備）

第6.1.2－15図 脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝設備）
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第6.1.2－16図 脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（秤量器によ
る粉末払出装置の起動回路)

第6.1.2－17図 酸及び溶媒の回収施設の主要な計測制御系の系統概要図
（酸回収設備の第２酸回収系の蒸発缶）

第6.1.2－18図 酸及び溶媒の回収施設の主要な計測制御系の系統概要図
（溶媒回収設備の第１蒸発缶及び溶媒蒸留塔)

第6.1.2－19図 気体廃棄物の廃棄施設の主要な計測制御系の系統概要図
（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

第6.1.2－20図 気体廃棄物の廃棄施設の主要な計測制御系の系統概要図
（分離建屋塔槽類廃ガス処理設備）

第6.1.2－21図 液体廃棄物の廃棄施設の主要な計測制御系の系統概要図
（高レベル廃液濃縮缶）

第6.1.2－22図 高レベル濃縮廃液貯槽に係る安全冷却水系及び安全圧縮
空気系の系統概要図（高レベル廃液処理設備の高レベル
濃縮廃液貯槽）

第6.1.2－23図 固体廃棄物の廃棄施設の主要な計測制御系の系統概要図
（高レベル廃液ガラス固化設備）

  6.1.3 安全保護回路

   6.1.3.1 概要

   6.1.3.2 設計方針

   6.1.3.3 主要設備の仕様

   6.1.3.4 主要設備

   6.1.3.5 試験・検査

   6.1.3.6 評価

第6.1.3－1表(1) 安全保護回路一覧表

第6.1.3－1表(2) 安全保護回路一覧表

第6.1.3－1図 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温
度高による加熱停止回路

第6.1.3－2図 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及
びせん断処理施設のせん断機のせん断停止回路

第6.1.3－3図 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路
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第6.1.3－4図 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止
回路

第6.1.3－5図 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱温度高による加熱停
止回路

第6.1.3－6図 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気
温度高による加熱停止回路

第6.1.3－7図 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給
停止回路

第6.1.3－8図 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工
程停止回路

第6.1.3－9図 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気
出口温度高による加熱停止回路

第6.1.3－10図 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路

第6.1.3－11図 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路

第6.1.3－12図 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉
止ダンパの閉止回路（分離建屋）

第6.1.3－13図 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉
止ダンパの閉止回路（精製建屋）

第6.1.3－14図 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高に
よるガラス流下停止回路

第6.1.3－15図 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル
隔離ダンパの閉止回路

  6.1.4 制 御 室

   6.1.4.1 概要

   6.1.4.2 設計方針

   6.1.4.3 主要設備の仕様

   6.1.4.4 主要設備

    6.1.4.4.1 中央制御室

    6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

   6.1.4.5 試験・検査

   6.1.4.6 評価

第6.1.4－1表 制御室の主要設備の仕様
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  6.1.5 制御室換気設備

   6.1.5.1 概要

   6.1.5.2 設計方針

   6.1.5.3 主要設備の仕様

   6.1.5.4 主要設備

   6.1.5.5 試験・検査

   6.1.5.6 評価

第6.1.5－1表 制御建屋中央制御室換気設備の主要設備の仕様

第6.1.5－2表 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の主要設備
の仕様

第6.1.5－1図 制御建屋中央制御室換気設備系統概要図

第6.1.5－2図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備系統概要図

 6.2 重大事故等対処設備

  6.2.1 計装設備

   6.2.1.1 概要

   6.2.1.2 設計方針

   6.2.1.3 主要設備及び仕様

   6.2.1.4 系統構成及び主要設備

   6.2.1.5 試験・検査

第6.2.1－1表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
（1/16）

第6.2.1－1表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
（2/16）

第6.2.1－1表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
（3/16）

第6.2.1－1表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
（4/16）

第6.2.1－1表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
（5/16）
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第6.2.1－1表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
（6/16）

第6.2.1－1表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
（7/16）

第6.2.1－1表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
（8/16）

第6.2.1－1表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
（9/16）

第6.2.1－1表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
（10/16）

第6.2.1－1表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
（11/16）

第6.2.1－1表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
（12/16）

第6.2.1－1表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
（13/16）

第6.2.1－1表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
（14/16）

第6.2.1－1表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
（15/16）

第6.2.1－1表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
（16/16）

第6.2.1－2表 重要代替監視パラメータの代替方法（1/12）

第6.2.1－2表 重要代替監視パラメータの代替方法（2/12)

第6.2.1－2表 重要代替監視パラメータの代替方法（3/12）

第6.2.1－2表 重要代替監視パラメータの代替方法（4/12）

第6.2.1－2表 重要代替監視パラメータの代替方法（5/12）

第6.2.1－2表 重要代替監視パラメータの代替方法（6/12）

第6.2.1－2表 重要代替監視パラメータの代替方法（7/12）

第6.2.1－2表 重要代替監視パラメータの代替方法（8/12）

第6.2.1－2表 重要代替監視パラメータの代替方法（9/12）

第6.2.1－2表 重要代替監視パラメータの代替方法（10/12）

第6.2.1－2表 重要代替監視パラメータの代替方法（11/12）

第6.2.1－2表 重要代替監視パラメータの代替方法（12/12）

第6.2.1－3表 補助パラメータ（重大事故等対処設備）（1/3）

第6.2.1－3表 補助パラメータ（重大事故等対処設備）（2/3）
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第6.2.1－3表 補助パラメータ（重大事故等対処設備）（3/3）

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(1/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(2/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(3/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(4/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(5/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(6/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(7/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(8/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(9/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(10/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(11/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(12/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(13/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(14/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(15/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(16/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(17/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(18/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(19/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(20/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(21/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(22/41)
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第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(23/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(24/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(25/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(26/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(27/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(28/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(29/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(30/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(31/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(32/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(33/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(34/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(35/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(36/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(37/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(38/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(39/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(40/41)

第6.2.1－4表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様
(41/41)
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第6.2.1－1図 主要パラメータを計測する設備の計測概要図（エアパー
ジ式）

第6.2.1－2図 主要パラメータを計測する設備の計測概要図（熱電対／
測温抵抗体）

第6.2.1－3図 主要パラメータを計測する設備の計測概要図（水素濃度
計）

第6.2.1－4図 主要パラメータを計測する設備の計測概要図（使用済燃
料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設備）

第6.2.1－5図 臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器
配置図（前処理建屋　地下２階）

第6.2.1－6図 臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器
配置図（前処理建屋　地下１階）

第6.2.1－7図 臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器
配置図（前処理建屋　地上１階）

第6.2.1－8図 臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器
配置図（前処理建屋　地上２階）

第6.2.1－9図 臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器
配置図（前処理建屋　地上３階）

第6.2.1－10図 臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器
配置図（精製建屋　地下３階）

第6.2.1－11図 臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器
配置図（精製建屋　地下１階）

第6.2.1－12図 臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器
配置図（精製建屋　地上１階）

第6.2.1－13図 臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器
配置図（精製建屋　地上２階）

第6.2.1－14図 臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器
配置図（精製建屋　地上４階）

第6.2.1－15図 臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器
配置図（制御建屋　地下１階）

第6.2.1－16図 臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器
配置図（制御建屋　地上１階）

第6.2.1－17図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（前処理建屋　地下４階）

第6.2.1－18図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（前処理建屋　地下３階）

第6.2.1－19図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（前処理建屋　地下１階）

図
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第6.2.1－20図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（前処理建屋　地上１階）

第6.2.1－21図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（前処理建屋　地上２階）

第6.2.1－22図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（前処理建屋　地上３階）

第6.2.1－23図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（分離建屋　地下２階）

第6.2.1－24図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（分離建屋　地下１階）

第6.2.1－25図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（分離建屋　地上１階）

第6.2.1－26図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（分離建屋　地上２階）

第6.2.1－27図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（分離建屋　地上３階）

第6.2.1－28図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（分離建屋　地上４階）

第6.2.1－29図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋　地下３階）

第6.2.1－30図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋　地下２階）

第6.2.1－31図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋　地下１階）

第6.2.1－32図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋　地上１階）

第6.2.1－33図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋　地上２階）

第6.2.1－34図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋　地上３階）

第6.2.1－35図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋　地上４階）

第6.2.1－36図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋　地下２階）

第6.2.1－37図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋　地下１階）
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第6.2.1－38図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋　地上１階）

第6.2.1－39図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋　地上２階）

第6.2.1－40図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋
地下３階）

第6.2.1－41図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋
地下２階）

第6.2.1－42図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋
地下１階）

第6.2.1－43図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋
地上１階）

第6.2.1－44図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋
地上２階）

第6.2.1－45図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（前処理建屋　地下４
階）

第6.2.1－46図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（前処理建屋　地下３
階）

第6.2.1－47図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（前処理建屋　地下１
階）

第6.2.1－48図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（前処理建屋　地上１
階）

第6.2.1－49図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（前処理建屋　地上３
階）

第6.2.1－50図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（分離建屋　地下２
階）

第6.2.1－51図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（分離建屋　地下１
階）
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第6.2.1－52図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（分離建屋　地上１
階）

第6.2.1－53図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（分離建屋　地上２
階）

第6.2.1－54図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（分離建屋　地上３
階）

第6.2.1－55図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（分離建屋　地上４
階）

第6.2.1－56図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（精製建屋　地下３
階）

第6.2.1－57図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（精製建屋　地下２
階）

第6.2.1－58図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（精製建屋　地下１
階）

第6.2.1－59図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（精製建屋　地上１
階）

第6.2.1－60図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（精製建屋　地上２
階）

第6.2.1－61図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（精製建屋　地上３
階）

第6.2.1－62図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（精製建屋　地上４
階）

第6.2.1－63図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋　地下２階）

第6.2.1－64図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋　地下１階）

第6.2.1－65図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋　地上１階）
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第6.2.1－66図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋　地上２階）

第6.2.1－67図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス
固化建屋　地下３階）

第6.2.1－68図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス
固化建屋　地下２階）

第6.2.1－69図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス
固化建屋　地下１階）

第6.2.1－70図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス
固化建屋　地上１階）

第6.2.1－71図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するた
めに必要な計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス
固化建屋　地上２階）

第6.2.1－72図 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋　地下２階）

第6.2.1－73図 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋　地上１階）

第6.2.1－74図 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋　地上２階）

第6.2.1－75図 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋　地上３階）

第6.2.1－76図 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋　地上４階）

第6.2.1－77図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設備の機
器配置図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋　地下２階）

第6.2.1－78図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設備の機
器配置図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋　地上１階）

第6.2.1－79図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設備の機
器配置図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋　地上２階）

第6.2.1－80図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（前処理建屋　地下４階）

第6.2.1－81図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（前処理建屋　地下３階）

第6.2.1－82図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（前処理建屋　地下２階）
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第6.2.1－83図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（前処理建屋　地下１階）

第6.2.1－84図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（前処理建屋　地上１階）

第6.2.1－85図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（前処理建屋　地上２階）

第6.2.1－86図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（前処理建屋　地上４階）

第6.2.1－87図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（分離建屋　地下３階）

第6.2.1－88図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（分離建屋　地下２階）

第6.2.1－89図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（分離建屋　地下１階）

第6.2.1－90図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（分離建屋　地上１階）

第6.2.1－91図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（分離建屋　地上２階）

第6.2.1－92図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（分離建屋　地上３階）

第6.2.1－93図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（分離建屋　地上４階）

第6.2.1－94図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（精製建屋　地下３階）

第6.2.1－95図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（精製建屋　地下２階）

第6.2.1－96図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（精製建屋　地下１階）

第6.2.1－97図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（精製建屋　地上２階）

第6.2.1－98図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋　地下２階）

第6.2.1－99図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋　地下１階）

第6.2.1－100図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋
地下４階）
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第6.2.1－101図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋
地下２階）

第6.2.1－102図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋
地下１階）

第6.2.1－103図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要
な計装設備の機器配置図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地上１階）

第6.2.1－104図 重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計装
設備の機器配置図（第１保管庫・貯水槽）

第6.2.1－105図 重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計装
設備の機器配置図（第２保管庫・貯水槽）

  6.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

   6.2.2.1 概　　要

   6.2.2.2 系統構成及び主要設備

   6.2.2.3 設計方針

   6.2.2.4 主要設備の仕様

   6.2.2.5 試験・検査

第6.2.2－1表(1) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の主要設備の仕様

第6.2.2－1表(2) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路に関連する計装設
備の概略仕様

第6.2.2－1表(3) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路に関連する電気設
備の概略仕様

第6.2.2－1図 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の系統概要図

  6.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

   6.2.3.1 概要

   6.2.3.2 系統構成及び主要設備

   6.2.3.3 設計方針

   6.2.3.4 主要設備の仕様

図
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   6.2.3.5 試験・検査

第6.2.3－1表(1) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の主要設備の仕
様

第6.2.3－1表(2) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路に関連する計装
設備の概略仕様

第6.2.3－1表(3) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路に関連する電気
設備の概略仕様

第6.2.3－1図 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路（前処理建屋）
の系統概要図

第6.2.3－2図 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路（精製建屋）の
系統概要図

  6.2.4 重大事故時供給停止回路

   6.2.4.1 概要

   6.2.4.2 系統構成及び主要設備

   6.2.4.3 設計方針

   6.2.4.4 主要設備の仕様

   6.2.4.5 試験・検査

図
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第6.2.4－1表(1) 重大事故時供給停止回路の主要設備の仕様

第6.2.4－1表(2) 重大事故時供給停止回路に関連する計装設備の概略仕様

第6.2.4－1表(3) 重大事故時供給停止回路に関連する電気設備の概略仕様

第6.2.4－1図 重大事故時供給停止回路の系統概要図

  6.2.5 制御室

   6.2.5.1 概要

   6.2.5.2 設計方針

   6.2.5.3 主要設備及び仕様

   6.2.5.4 系統構成及び主要設備

    6.2.5.4.1 中央制御室

    6.2.5.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

   6.2.5.5 試験・検査

第6.2.5－1表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（1/8）

第6.2.5－1表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（2/8）

第6.2.5－1表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（3/8）

第6.2.5－1表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（4/8）

第6.2.5－1表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（5/8）

第6.2.5－1表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（6/8）

第6.2.5－1表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（7/8）

第6.2.5－1表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（8/8）

第6.2.5－1表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様
（1/3）

第6.2.5－1表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様
（2/3）

第6.2.5－1表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様
（3/3）

第6.2.5－1表(3) 制御室（重大事故等時）に関連する補機駆動用燃料補給
設備の概略仕様

表

図
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第6.2.5－1図 中央制御室の外から中央制御室に連絡する通路上の出入
管理区画配置概要図(制御建屋　地上1階)

第6.2.5－2図 出入管理建屋から中央制御室に連絡する通路上の出入管
理区画配置概要図(出入管理建屋　地上1階)

第6.2.5－3図 出入管理建屋から中央制御室に連絡する通路上の出入管
理区画配置概要図(制御建屋　地上1階)

第6.2.5－4図 中央制御室の重大事故等対処設備の機器配置概要図（制
御建屋地下１階）

第6.2.5－5図 中央制御室の重大事故等対処設備の機器配置概要図（制
御建屋地上１階）

第6.2.5－6図 中央制御室の重大事故等対処設備の機器配置概要図（制
御建屋地上２階）

第6.2.5－7図 中央制御室の重大事故等対処設備の機器配置概要図（制
御建屋地上３階）

第6.2.5－8図 パラメータの監視及び記録に使用する情報把握計装設備
の系統図

第6.2.5－9図 パラメータの監視及び記録する計測制御設備の系統概要
図

第6.2.5－10図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図（その１）

第6.2.5－11図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図（その２）

第6.2.5－12図 屋外から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
に連絡する通路上の出入管理区画配置概要図（使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋　地上１階）

第6.2.5－13図 屋外から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
に連絡する通路上の出入管理区画配置概要図(使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋　地上２階）

第6.2.5－14図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の重大事
故等対処設備の機器配置概要図（使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋地上１階）

第6.2.5－15図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の重大事
故等対処設備の機器配置概要図（使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋地上２階）

第6.2.5－16図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室（重大事
故等時）系統概要図(その１）

第6.2.5－17図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室（重大事
故等時）系統概要図(その２)
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    7.2.1.5.6 評価
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第7.2－9表 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設
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第7.2－2図 せん断処理・溶解廃ガス処理設備系統概要図

第7.2－3図 フィルタ概要図

第7.2－4図(1) 塔槽類廃ガス処理設備系統概要図（その１）
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第7.2－7図（2） 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図

第7.2－8図 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図
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第7.2－9図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備系統概要図

第7.2－10図 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備系統
概要図

第7.2－11図 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図

第7.2－12図 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要
図

第7.2－13図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽
類廃ガス処理設備系統概要図

第7.2－14図 ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備系統
概要図

第7.2－15図 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図

第7.2－16図 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備系統概要図

第7.2－17図 ルテニウム吸着塔概要図

第7.2－18図(1) 換気設備排気系系統概要図（その1）

第7.2－18図(2) 換気設備排気系系統概要図（その２）

第7.2－19図 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備系統概要図

第7.2－20図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備系統概要図

第7.2－21図 前処理建屋換気設備系統概要図

第7.2－22図 分離建屋換気設備系統概要図

第7.2－23図 精製建屋換気設備系統概要図

第7.2－24図 ウラン脱硝建屋換気設備系統概要図

第7.2－25図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備系統概要図

第7.2－26図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備系統
概要図

第7.2－27図 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備系統概要図

第7.2－28図 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備系統概要図

第7.2－29図 低レベル廃液処理建屋換気設備系統概要図

第7.2－30図 低レベル廃棄物処理建屋換気設備系統概要図

第7.2－31図 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備系統概要図

第7.2－32図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気
設備系統概要図

第7.2－33図 分析建屋換気設備系統概要図

第7.2－34図 北換気筒概要図
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第7.2－35図 低レベル廃棄物処理建屋換気筒概要図

第7.2－36図 主排気筒概要図

第7.2－37図(1) セル導出設備の系統概要図（その１）

第7.2－37図(2) セル導出設備の系統概要図（その２）

第7.2－38図(1) 代替セル排気系の系統概要図（その１）

第7.2－38図(2) 代替セル排気系の系統概要図（その２）

第7.2－39図(1) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 前処理建屋（地下４階）

第7.2－39図(2) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 前処理建屋（地下３階）

第7.2－39図(3) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 前処理建屋（地下１階）

第7.2－39図(4) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 前処理建屋（地上１階）

第7.2－39図(5) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 前処理建屋（地上２階）

第7.2－39図(6) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 分離建屋（地下３階）

第7.2－39図(7) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 分離建屋（地下２階）

第7.2－39図(8) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 分離建屋（地下１階）

第7.2－39図(9) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 分離建屋（地上１階）

第7.2－39図(10) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 分離建屋（地上２階）

第7.2－39図(11) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 分離建屋（地上４階）
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第7.2－39図(12) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 精製建屋（地下３階）

第7.2－39図(13) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 精製建屋（地下2 階）

第7.2－39図(14) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 精製建屋（地下1 階）

第7.2－39図(15) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 精製建屋（地上1 階）

第7.2－39図(16) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 精製建屋（地上２階）

第7.2－39図(17) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 精製建屋（地上３階）

第7.2－39図(18) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 精製建屋（地上４階）

第7.2－39図(19) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 精製建屋（地上５階）

第7.2－39図(20) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下２階）

第7.2－39図(21) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

第7.2－39図(22) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

第7.2－39図(23) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）

第7.2－39図(24) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図　高レベル廃液ガラス固化建屋（地下４階）

第7.2－39図(25) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図　高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階）
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第7.2－39図(26) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図　高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）

第7.2－39図(27) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図　高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

第7.2－39図(28) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概
要図　高レベル廃液ガラス固化建屋（地上２階）

第7.2－40図(1) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　前処理建屋（地下４階）

第7.2－40図(2) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　前処理建屋（地下３階）

第7.2－40図(3) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　前処理建屋（地下２階）

第7.2－40図(4) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　前処理建屋（地下１階）

第7.2－40図(5) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　前処理建屋（地上１階）

第7.2－40図(6) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　前処理建屋（地上２階）

第7.2－40図(7) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　前処理建屋（地上３階）

第7.2－40図(8) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　分離建屋（地下３階）

第7.2－40図(9) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　分離建屋（地下２階）

第7.2－40図(10) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　分離建屋（地下１階）

第7.2－40図(11) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　分離建屋（地上１階）
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第7.2－40図(12) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　分離建屋（地上２階）

第7.2－40図(13) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　分離建屋（地上４階）

第7.2－40図(14) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　精製建屋（地下３階）

第7.2－40図(15) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　精製建屋（地下２階）

第7.2－40図(16) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　精製建屋（地下１階）

第7.2－40図(17) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　精製建屋（地上１階）

第7.2－40図(18) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　精製建屋（地上２階）

第7.2－40図(19) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　精製建屋（地上３階）

第7.2－40図(20) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　精製建屋（地上４階）

第7.2－40図(21) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　精製建屋（地上５階）

第7.2－40図(22) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下２階）

第7.2－40図(23) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

第7.2－40図(24) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

第7.2－40図(25) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）
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第7.2－40図(26) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　高レベル廃液ガラス固化建屋（地下４階）

第7.2－40図(27) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階）

第7.2－40図(28) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）

第7.2－40図(29) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）

第7.2－40図(30) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

第7.2－40図(31) 代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排
気系による対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概
要図　高レベル廃液ガラス固化建屋（地上２階）

第7.2－41図 廃ガス貯留設備の系統概要図（前処理建屋）

第7.2－42図 廃ガス貯留設備の系統概要図（精製建屋）

第7.2－43図(1) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（前処理建屋　地下３
階）

第7.2－43図(2) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（前処理建屋　地下１
階）

第7.2－43図(3) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（前処理建屋　地上１
階）

第7.2－43図(4) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（前処理建屋　地上２
階）

第7.2－43図(5) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（精製建屋　地下１
階）

第7.2－43図(6) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（精製建屋　地上２
階）

第7.2－43図(7) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（精製建屋　地上４
階）

第7.2－43図(8) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（精製建屋　地上５
階）

 7.3 液体廃棄物の廃棄施設

  7.3.1 概要
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第7.3－4図 高レベル濃縮廃液貯槽概要図

第7.3－5図 低レベル廃液処理設備系統概要図
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    7.4.4.3.6 評価

   7.4.4.4 雑固体廃棄物処理系

    7.4.4.4.1 概要
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第7.4－1表 高レベル廃液ガラス固化設備の主要設備の仕様

第7.4－2表 ガラス固化体貯蔵設備の主要設備の仕様

第7.4－3表 低レベル濃縮廃液処理系の主要設備の仕様

第7.4－4表 廃溶媒処理系の主要設備の仕様

第7.4－5表 雑固体廃棄物処理系の主要設備の仕様
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第7.4－6表 ＣＢ・ＢＰ処理系の主要設備の仕様

第7.4－7表 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の主要設備の仕様

第7.4－1図 高レベル廃液ガラス固化設備系統概要図

第7.4－2図 ガラス溶融炉概要図

第7.4－3図 ガラス固化体概要図

第7.4－4図（1） ガラス固化体貯蔵設備概要図（第１ガラス固化体貯蔵建
屋東棟）

第7.4－4図（2） ガラス固化体貯蔵設備概要図（第１ガラス固化体貯蔵建
屋西棟）

第7.4－5図（1） 貯蔵ピット概要図（第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟）

第7.4－5図（2） 貯蔵ピット概要図（第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟）

第7.4－6図 低レベル固体廃棄物処理設備系統概要図

第7.4－7図 乾燥装置概要図

第7.4－8図 熱分解装置概要図
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第8.2－3表(3) 放射線管理施設に関連する電気設備の概略仕様

第8.2－3表(4) 放射線管理施設に関連する補機駆動用燃料補給設備の概
略仕様

第8.2－1図 監視測定設備の機器配置概要図（主排気筒管理建屋地上
１階）

第8.2－2図 監視測定設備の機器配置概要図（制御建屋地下１階）

第8.2－3図 監視測定設備の機器配置概要図（制御建屋地上１階）

第8.2－4図 監視測定設備の機器配置概要図（使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋地上２階）

第8.2－5図 代替モニタリング設備（主排気筒管理建屋）の系統概要
図

第8.2－6図 代替モニタリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵管理建
屋）の系統概要図

第8.2－7図 可搬型データ伝送装置及び可搬型データ表示装置の系統
概要図

第8.2－8図 可搬型発電機接続時の系統図

 8.3 参考文献一覧

9. その他再処理設備の附属施設

 9.1 概要

 9.2 電気設備

  9.2.1 設計基準対象の施設

   9.2.1.1 概要

   9.2.1.2 設計方針

   9.2.1.3 主要設備の仕様

   9.2.1.4 主要設備

    9.2.1.4.1 受電開閉設備

    9.2.1.4.2 変圧器

    9.2.1.4.3 所内高圧系統

    9.2.1.4.4 所内低圧系統

    9.2.1.4.5 ディーゼル発電機
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第9.2－5表(1) 直流電源設備の主要設備の仕様

第9.2－5表(2) 直流電源設備の主要設備の仕様

第9.2－6表(1) 計測制御用交流電源設備の主要設備の仕様

第9.2－6表(2) 計測制御用交流電源設備の主要設備の仕様

第9.2－7表 照明設備の主要設備の仕様

第9.2－8表 非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備の主要設備の仕
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第9.2－1図 受変電設備及びディーゼル発電設備単線結線図

第9.2－2図(1) 主要建屋内単線結線図

第9.2－2図(2) 主要建屋内単線結線図

第9.2－2図(3) 主要建屋内単線結線図

第9.2－2図(4) 主要建屋内単線結線図

第9.2－2図(5) 主要建屋内単線結線図

第9.2－3図 直流電源設備単線結線図

第9.2－4図 計測制御用交流電源設備単線結線図

第9.2－5図 第１非常用ディーゼル発電機負荷容量曲線

第9.2－6図 第２非常用ディーゼル発電機負荷容量曲線

第9.2－7図 燃料油供給系統概要図

第9.2－8図 可搬型発電機の機器配置概要図

第9.2－9図 前処理建屋の重大事故対処用母線配置図（地上１階）

第9.2－10図 分離建屋の重大事故対処用母線配置図（地上４階）

第9.2－11図 精製建屋の重大事故対処用母線配置図（地上１階）

第9.2－12図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母
線配置図（地上１階）

第9.2－13図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母
線配置図（地下１階）

第9.2－14図 高レベル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用母線配置
図（地下１階）

第9.2－15図 全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（前処
理建屋可搬型発電機接続時）

第9.2－16図 全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（分離
建屋可搬型発電機接続時）

第9.2－17図 全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（制御
建屋可搬型発電機接続時）

第9.2－18図 全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機接続時（精
製建屋への給電を含む））

第9.2－19図 全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（高レ
ベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機接続時）

第9.2－20図 全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機接続時）
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第9.2－21図(1) 全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等
に対処するための設備の系統図（1／8）

第9.2－21図(2) 全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等
に対処するための設備の系統図（2／8）

第9.2－21図(3) 全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等
に対処するための設備の系統図（3／8）

第9.2－21図(4) 全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等
に対処するための設備の系統図（4／8）

第9.2－21図(5) 全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等
に対処するための設備の系統図（5／8）

第9.2－21図(6) 全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等
に対処するための設備の系統図（6／8）

第9.2－21図(7) 全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等
に対処するための設備の系統図（7／8）

第9.2－21図(8) 全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等
に対処するための設備の系統図（8／8）
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    9.3.2.2.2 系統構成及び主要設備

    9.3.2.2.3 設計方針

    9.3.2.2.4 主要設備の仕様

    9.3.2.2.5 試験・検査

第9.3－1表 圧縮空気設備の主要設備の仕様

第9.3－2表(1) 水素掃気用安全圧縮空気系から圧縮空気を供給する主要
機器

第9.3－2表(2) 水素掃気用安全圧縮空気系から圧縮空気を供給する主要
機器

第9.3－3表 水素爆発の発生を仮定する機器

第9.3－4表(1) 代替安全圧縮空気系の主要設備の仕様

第9.3－4表(2) 代替安全圧縮空気系に関連する計装設備の概略仕様

第9.3－4表(3) 代替安全圧縮空気系に関連する補機駆動用燃料補給設備
の概略仕様

第9.3－5表(1) 臨界事故時水素掃気系の主要設備の仕様

第9.3－5表(2) 臨界事故時水素掃気系に関連する計装設備の概略仕様

第9.3－5表(3) 臨界事故時水素掃気系に関連する電気設備の概略仕様

第9.3－5表(4) 臨界事故時水素掃気系に関連する圧縮空気設備の概略仕
様

第9.3－1図 圧縮空気設備系統概要図

第9.3－2図 安全圧縮空気系系統概要図

第9.3－3図 代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（前処理建
屋）（その１）

第9.3－3図 代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（前処理建
屋）（その２）

第9.3－4図 代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（分離建屋）
（その１）

第9.3－4図 代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（分離建屋）
（その２）

図

表
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第9.3－5図 代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（精製建屋）
（その１）

第9.3－5図 代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（精製建屋）
（その２）

第9.3－6図 代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋）（その１）

第9.3－6図 代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋）（その２）

第9.3－7図 代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（高レベル廃
液ガラス固化建屋）（その１）

第9.3－7図 代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（高レベル廃
液ガラス固化建屋）（その２）

第9.3－8図 代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（前処理建
屋）（その１）

第9.3－8図 代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（前処理建
屋）（その２）

第9.3－9図 代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（分離建屋）
（その１）

第9.3－9図 代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（分離建屋）
（その２）

第9.3－10図 代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（精製建屋）
（その１）

第9.3－10図 代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（精製建屋）
（その２）

第9.3－11図 代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋）（その１）

第9.3－11図 代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋）（その２）
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第9.3－12図 代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（高レベル廃
液ガラス固化建屋）（その１）

第9.3－12図 代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給に使用する設備）の系統概要図（高レベル廃
液ガラス固化建屋）（その２）

第9.3－13図(1) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（前処理建屋　地
下４階）

第9.3－13図(2) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（前処理建屋　地
下３階）

第9.3－13図(3) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（前処理建屋　地
上１階）１／２

第9.3－13図(3) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（前処理建屋　地
上１階）２／２

第9.3－13図(4) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（前処理建屋　地
上２階）

第9.3－13図(5) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋　地下
３階）

第9.3－13図(6) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋　地下
２階）

第9.3－13図(7) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋　地下
１階）

第9.3－13図(8) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋　地上
１階）

第9.3－13図(9) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋　地上
２階）

第9.3－13図(10) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋　地上
３階）

第9.3－13図(11) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋　地下
３階）

第9.3－13図(12) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋　地下
２階）

第9.3－13図(13) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋　地下
１階）

第9.3－13図(14) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋　地上
１階）

第9.3－13図(15) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋　地上
２階）

第9.3－13図(16) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋　地上
３階）
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第9.3－13図(17) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋　地上
４階）

第9.3－13図(18) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋　地下２階）

第9.3－13図(19) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋　地下１階）

第9.3－13図(20) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋　地上１階）

第9.3－13図(21) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋　地下４階）

第9.3－13図(22) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋　地下３階）

第9.3－13図(23) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋　地下２階）

第9.3－13図(24) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋　地下１階）

第9.3－13図(25) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋　地上１階）

第9.3－13図(26) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋　地上２階）

第9.3－14図(1) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（前
処理建屋　地上１階）（水素爆発を未然に防止するため
の空気の供給）

第9.3－14図(2) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分
離建屋　地下２階）（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給）

第9.3－14図(3) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分
離建屋　地上１階）（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給）

第9.3－14図(4) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分
離建屋　地上２階）（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給）

第9.3－14図(5) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分
離建屋　地上３階）（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給）

第9.3－14図(6) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精
製建屋　地下１階）（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給）

第9.3－14図(7) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精
製建屋　地上１階）（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給）

 6－目－89



第9.3－14図(8) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精
製建屋　地上２階）（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給）

第9.3－14図(9) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精
製建屋　地上３階）（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給）

第9.3－14図(10) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝建屋　地上１階）（水素爆
発を未然に防止するための空気の供給）

第9.3－14図(11) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝建屋　地上２階）（水素爆
発を未然に防止するための空気の供給）

第9.3－14図(12) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高
レベル廃液ガラス固化建屋　地下３階）（水素爆発を未
然に防止するための空気の供給）

第9.3－14図(13) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高
レベル廃液ガラス固化建屋　地下２階）（水素爆発を未
然に防止するための空気の供給）

第9.3－14図(14) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高
レベル廃液ガラス固化建屋　地下１階）（水素爆発を未
然に防止するための空気の供給）

第9.3－14図(15) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高
レベル廃液ガラス固化建屋　地上１階）（水素爆発を未
然に防止するための空気の供給）

第9.3－14図(16) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（前
処理建屋　地上１階）（水素爆発の再発を防止するため
の空気の供給）

第9.3－14図(17) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（前
処理建屋　地上２階）（水素爆発の再発を防止するため
の空気の供給）

第9.3－14図(18) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分
離建屋　地下１階）（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給）

第9.3－14図(19) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分
離建屋　地上１階）（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給）

第9.3－14図(20) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分
離建屋　地上２階）（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給）

第9.3－14図(21) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分
離建屋　地上３階）（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給）
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第9.3－14図(22) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精
製建屋　地下１階）（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給）

第9.3－14図(23) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精
製建屋　地上１階）（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給）

第9.3－14図(24) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精
製建屋　地上２階）（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給）

第9.3－14図(25) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精
製建屋　地上３階）（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給）

第9.3－14図(26) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精
製建屋　地上４階）（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給）

第9.3－14図(27) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝建屋　地上１階）（水素爆
発の再発を防止するための空気の供給）

第9.3－14図(28) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝建屋　地上２階）（水素爆
発の再発を防止するための空気の供給）

第9.3－14図(29) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高
レベル廃液ガラス固化建屋　地下３階）（水素爆発の再
発を防止するための空気の供給）

第9.3－14図(30) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高
レベル廃液ガラス固化建屋　地下２階）（水素爆発の再
発を防止するための空気の供給）

第9.3－14図(31) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高
レベル廃液ガラス固化建屋　地下１階）（水素爆発の再
発を防止するための空気の供給）

第9.3－14図(32) 代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高
レベル廃液ガラス固化建屋　地上１階）（水素爆発の再
発を防止するための空気の供給）

第9.3－15図(1) 臨界事故時水素掃気系の系統概要図（前処理建屋）

第9.3－15図(2) 臨界事故時水素掃気系の系統概要図（精製建屋）

第9.3－16図(1) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（前処理建屋
地上１階）

第9.3－16図(2) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（前処理建屋
地上３階）

第9.3－16図(3) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（精製建屋　地
下１階）
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第9.3－16図(4) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（精製建屋　地
上１階）

第9.3－16図(5) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（精製建屋　地
上２階）

第9.3－16図(6) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（精製建屋　地
上４階）

第9.3－17図(1) 臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧
（前処理建屋　地上１階）

第9.3－17図(2) 臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧
（前処理建屋　地上３階）

第9.3－17図(3) 臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧
（精製建屋　地下１階）

第9.3－17図(4) 臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧
（精製建屋　地上１階）

第9.3－17図(5) 臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧
（精製建屋　地上２階）

第9.3－17図(6) 臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧
（精製建屋　地上４階）
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第9.4－1表 給水処理設備の主要設備の仕様

第9.4－2表(1) 水供給設備の主要設備の仕様

第9.4－2表(2) 水供給設備に関連する計装設備の概略仕様

第9.4－2表(3) 水供給設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕
様

第9.4－1図(1) 給水処理設備系統概要図

第9.4－1図(2) 給水処理設備系統概要図

第9.4－2図 水供給設備の系統概要図（蒸発乾固への対処及び燃料貯
蔵プール等への注水）

第9.4－3図 水供給設備の系統概要図（燃料貯蔵プール等への水のス
プレイ，燃料貯蔵プール等への大容量の注水に係る第１
貯水槽への水の補給）

第9.4－4図 水供給設備の系統概要図（大気中への放射性物質の放出
抑制への対処に係る第１貯水槽への水の補給）

第9.4－5図 水供給設備の系統概要図（航空機衝突による航空機燃料
火災，化学火災への対処）

第9.4－6図 水供給設備の機器配置概要図（第１保管庫・貯水所　地
下）

第9.4－7図 水供給設備の機器配置概要図（第１保管庫・貯水所　地
上１階）

第9.4－8図 水供給設備の機器配置概要図（第１保管庫・貯水所　断
面）

第9.4－9図 水供給設備の機器配置概要図（第２保管庫・貯水所　地
下）

第9.4－10図 水供給設備の機器配置概要図（第２保管庫・貯水所　地
上１階）

第9.4－11図 水供給設備の機器配置概要図（第２保管庫・貯水所　断
面）

 9.5 冷却水設備

  9.5.1 設計基準対象の施設

   9.5.1.1 概要

   9.5.1.2 設計方針

   9.5.1.3 主要設備の仕様

   9.5.1.4 主要設備

図
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   9.5.1.5 試験・検査

   9.5.1.6 評価

  9.5.2 重大事故等対処設備

   9.5.2.1 代替安全冷却水系

    9.5.2.1.1 概要

    9.5.2.1.2 系統構成及び主要設備

    9.5.2.1.3 設計方針

    9.5.2.1.4 主要設備の仕様

    9.5.2.1.5 試験・検査

第9.5－1表(1) 冷却水設備の主要設備の仕様

第9.5－1表(2) 冷却水設備の主要設備の仕様

第9.5－2表 再処理設備本体用の安全冷却水系から崩壊熱除去用冷却
水の供給が必要な施設

第9.5－3表(1) 代替安全冷却水系の主要設備の仕様

第9.5－3表(2) 代替安全冷却水系に関連する計装設備の概略仕様

第9.5－3表(3) 代替安全冷却水系に関連する放射線管理施設の概略仕様

第9.5－3表(4) 代替安全冷却水系に関連する水供給設備の概略仕様

第9.5－3表(5) 代替安全冷却水系に関連する補機駆動用燃料補給設備の
概略仕様

第9.5－4表 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機
器

第9.5－1図 冷却水設備系統概要図

第9.5－2図(1) 一般冷却水系系統概要図

第9.5－2図(2) 一般冷却水系系統概要図

第9.5－2図(3) 一般冷却水系系統概要図

第9.5－2図(4) 一般冷却水系系統概要図

第9.5－2図(5) 一般冷却水系系統概要図

第9.5－3図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系
系統概要図

第9.5－4図 再処理設備本体用の安全冷却水系系統概要図

図

表

 6－目－94



第9.5－5図 第２非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系系統概要
図

第9.5－6図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用　安全冷却水系
冷却塔Ｂ基礎機器配置図（地下２階）

第9.5－7図 代替安全冷却水系の系統概要図（内部ループへの通水に
よる冷却）（その１）

第9.5－7図 代替安全冷却水系の系統概要図（内部ループへの通水に
よる冷却）（その２）

第9.5－8図(1) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地下４階）

第9.5－8図(2) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地下３階）

第9.5－8図(3) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地下１階）

第9.5－8図(4) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地上１階）

第9.5－8図(5) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地下３階）

第9.5－8図(6) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地下２階）

第9.5－8図(7) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地下１階）

第9.5－8図(8) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地上１階）

第9.5－8図(9) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地上２階）

第9.5－8図(10) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地上３階）

第9.5－8図(11) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地下３階）

第9.5－8図(12) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地下２階）

第9.5－8図(13) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地下１階）

第9.5－8図(14) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上１階）

第9.5－8図(15) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上２階）
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第9.5－8図(16) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上３階）

第9.5－8図(17) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上４階）

第9.5－8図(18) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋（地下１階）

第9.5－8図(19) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋（地上１階）

第9.5－8図(20) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋（地上２階）

第9.5－8図(21) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建
屋（地下４階）

第9.5－8図(22) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建
屋（地下３階）

第9.5－8図(23) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建
屋（地下２階）

第9.5－8図(24) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建
屋（地下１階）

第9.5－8図(25) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建
屋（地上１階）

第9.5－8図(26) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建
屋（地上２階）

第9.5－9図(1) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
通水接続口配置図及び接続口一覧 前処理建屋（地下３
階）

第9.5－9図(2) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
通水接続口配置図及び接続口一覧 分離建屋（地下２
階）

第9.5－9図(3) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
通水接続口配置図及び接続口一覧 分離建屋（地下１
階）
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第9.5－9図(4) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
通水接続口配置図及び接続口一覧 分離建屋（地上１
階）

第9.5－9図(5) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
通水接続口配置図及び接続口一覧 分離建屋（地上３
階）

第9.5－9図(6) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
通水接続口配置図及び接続口一覧 精製建屋（地下２
階）

第9.5－9図(7) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
通水接続口配置図及び接続口一覧 精製建屋（地下１
階）

第9.5－9図(8) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
通水接続口配置図及び接続口一覧 ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋（地下１階）

第9.5－9図(9) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
通水接続口配置図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラス
固化建屋（地下２階）

第9.5－9図(10) 代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の
通水接続口配置図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラス
固化建屋（地上１階）

第9.5－10図 代替安全冷却水系の系統概要図（貯槽等への注水）（そ
の１）

第9.5－10図 代替安全冷却水系の系統概要図（貯槽等への注水）（そ
の２）

第9.5－11図(1) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 前処理建屋（地下４階）

第9.5－11図(2) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 前処理建屋（地下３階）

第9.5－11図(3) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 前処理建屋（地下１階）

第9.5－11図(4) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 前処理建屋（地上１階）

第9.5－11図(5) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 前処理建屋（地上３階）

第9.5－11図(6) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 分離建屋（地下３階）

第9.5－11図(7) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 分離建屋（地下２階）

第9.5－11図(8) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 分離建屋（地下１階）
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第9.5－11図(9) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 分離建屋（地上１階）

第9.5－11図(10) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 分離建屋（地上２階）

第9.5－11図(11) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 分離建屋（地上３階）

第9.5－11図(12) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 精製建屋（地下３階）

第9.5－11図(13) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 精製建屋（地下２階）

第9.5－11図(14) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 精製建屋（地下１階）

第9.5－11図(15) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 精製建屋（地上１階）

第9.5－11図(16) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 精製建屋（地上２階）

第9.5－11図(17) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 精製建屋（地上３階）

第9.5－11図(18) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 精製建屋（地上４階）

第9.5－11図(19) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下
１階）

第9.5－11図(20) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上
１階）

第9.5－11図(21) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上
２階）

第9.5－11図(22) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下４階）

第9.5－11図(23) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階）

第9.5－11図(24) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）

第9.5－11図(25) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）

第9.5－11図(26) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）
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第9.5－11図(27) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口
配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上２階）

第9.5－12図(1) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置
図及び接続口一覧 前処理建屋（地上１階）

第9.5－12図(2) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置
図及び接続口一覧 前処理建屋（地上３階）

第9.5－12図(3) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置
図及び接続口一覧 分離建屋（地下１階）

第9.5－12図(4) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置
図及び接続口一覧 分離建屋（地上１階）

第9.5－12図(5) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置
図及び接続口一覧 分離建屋（地上２階）

第9.5－12図(6) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置
図及び接続口一覧 分離建屋（地上３階）

第9.5－12図(7) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置
図及び接続口一覧 精製建屋（地上１階）

第9.5－12図(8) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置
図及び接続口一覧 精製建屋（地上４階）

第9.5－12図(9) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置
図及び接続口一覧 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
（地上１階）

第9.5－12図(10) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置
図及び接続口一覧 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
（地上２階）

第9.5－12図(11) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置
図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下
３階）

第9.5－12図(12) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置
図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下
２階）

第9.5－12図(13) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置
図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下
１階）

第9.5－12図(14) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置
図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上
１階）

第9.5－13図 代替安全冷却水系の系統概要図（冷却コイル等への通水
による冷却）（その１）

第9.5－13図 代替安全冷却水系の系統概要図（冷却コイル等への通水
による冷却）（その２）
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第9.5－14図(1) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地下４階）

第9.5－14図(2) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地下３階）

第9.5－14図(3) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地下１階）

第9.5－14図(4) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地上１階）

第9.5－14図(5) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地下３階）

第9.5－14図(6) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地下２階）

第9.5－14図(7) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地下１階）

第9.5－14図(8) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地上１階）

第9.5－14図(9) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地上２階）

第9.5－14図(10) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地上３階）

第9.5－14図(11) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地下３階）

第9.5－14図(12) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地下２階）

第9.5－14図(13) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地下１階）

第9.5－14図(14) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上１階）

第9.5－14図(15) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上２階）

第9.5－14図(16) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上４階）

第9.5－14図(17) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋（地下１階）

第9.5－14図(18) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋（地上１階）
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第9.5－14図(19) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋（地上２階）

第9.5－14図(20) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化
建屋（地下４階）

第9.5－14図(21) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化
建屋（地下３階）

第9.5－14図(22) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化
建屋（地下２階）

第9.5－14図(23) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化
建屋（地下１階）

第9.5－14図(24) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化
建屋（地上１階）

第9.5－14図(25) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化
建屋（地上２階）

第9.5－15図(1) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の通水接続口配置図及び接続口一覧 前処理建屋（地下
３階）

第9.5－15図(2) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の通水接続口配置図及び接続口一覧 前処理建屋（地下
１階）

第9.5－15図(3) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の通水接続口配置図及び接続口一覧 前処理建屋（地上
１階）

第9.5－15図(4) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の通水接続口配置図及び接続口一覧 分離建屋（地下２
階）

第9.5－15図(5) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の通水接続口配置図及び接続口一覧 分離建屋（地下１
階）

第9.5－15図(6) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の通水接続口配置図及び接続口一覧 分離建屋（地上１
階）

第9.5－15図(7) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の通水接続口配置図及び接続口一覧 分離建屋（地上２
階）
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第9.5－15図(8) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の通水接続口配置図及び接続口一覧 分離建屋（地上３
階）

第9.5－15図(9) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の通水接続口配置図及び接続口一覧 精製建屋（地下３
階）

第9.5－15図(10) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の通水接続口配置図及び接続口一覧 精製建屋（地下２
階）

第9.5－15図(11) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の通水接続口配置図及び接続口一覧 精製建屋（地下１
階）

第9.5－15図(12) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の通水接続口配置図及び接続口一覧 ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋（地下１階）

第9.5－15図(13) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の通水接続口配置図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラ
ス固化建屋（地下２階）

第9.5－15図(14) 代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）
の通水接続口配置図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラ
ス固化建屋（地下１階）

第9.5－16図 代替安全冷却水系の系統概要図（凝縮器への通水）（そ
の１）

第9.5－16図 代替安全冷却水系の系統概要図（凝縮器への通水）（そ
の２）

第9.5－17図(1) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 前処理建屋（地下４階）

第9.5－17図(2) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 前処理建屋（地下３階）

第9.5－17図(3) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 前処理建屋（地下１階）

第9.5－17図(4) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 前処理建屋（地上１階）

第9.5－17図(5) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 分離建屋（地下３階）

第9.5－17図(6) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 分離建屋（地下２階）

第9.5－17図(7) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 分離建屋（地下１階）

第9.5－17図(8) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 分離建屋（地上１階）
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第9.5－17図(9) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 分離建屋（地上２階）

第9.5－17図(10) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 分離建屋（地上３階）

第9.5－17図(11) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 精製建屋（地下３階）

第9.5－17図(12) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 精製建屋（地下２階）

第9.5－17図(13) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 精製建屋（地下１階）

第9.5－17図(14) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 精製建屋（地上１階）

第9.5－17図(15) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 精製建屋（地上２階）

第9.5－17図(16) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 精製建屋（地上４階）

第9.5－17図(17) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下
１階）

第9.5－17図(18) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上
１階）

第9.5－17図(19) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上
２階）

第9.5－17図(20) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下４階）

第9.5－17図(21) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階）

第9.5－17図(22) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）

第9.5－17図(23) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口
配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

第9.5－18図(1) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置
図及び接続口一覧 前処理建屋（地下１階）

第9.5－18図(2) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置
図及び接続口一覧 前処理建屋（地上１階）

第9.5－18図(3) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置
図及び接続口一覧 分離建屋（地上２階）
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第9.5－18図(4) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置
図及び接続口一覧 分離建屋（地上３階）

第9.5－18図(5) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置
図及び接続口一覧 精製建屋（地上２階）

第9.5－18図(6) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置
図及び接続口一覧 精製建屋（地上４階）

第9.5－18図(7) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置
図及び接続口一覧 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
（地上１階）

第9.5－18図(8) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置
図及び接続口一覧 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
（地上２階）

第9.5－18図(9) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置
図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上
１階）

 9.6 蒸気供給設備

  9.6.1 概要

  9.6.2 設計方針

  9.6.3 主要設備の仕様

  9.6.4 主要設備

  9.6.5 試験・検査

  9.6.6 評価

第9.6－1表 蒸気供給設備の主要設備の仕様

第9.6－1図 蒸気供給設備系統概要図

第9.6－2図 一般蒸気系系統概要図

第9.6－3図 安全蒸気系系統概要図

 9.7 主要な試験施設

 9.8 分析設備
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  9.8.3 主要設備の仕様

  9.8.4 系統構成及び主要設備

  9.8.5 試験・検査

  9.8.6 評価

第9.8－1表 分析設備の主要設備の仕様

第9.8－2表 主要な試料採取項目

第9.8－3表 分析済溶液処理系の主要設備の臨界安全管理表

第9.8－1図 分析済溶液処理系系統概要図

 9.9 化学薬品貯蔵供給設備

  9.9.1 概要

  9.9.2 設計方針

  9.9.3 主要設備の仕様

  9.9.4 主要設備

  9.9.5 評価

第9.9－1表 化学薬品貯蔵供給設備の主要設備の仕様

第9.9－1図 主要な化学薬品貯蔵供給系系統概要図

 9.10 火災防護設備

  9.10.1 安全機能を有する施設に対する火災防護設備
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  9.10.2 重大事故等対処施設に対する火災防護設備

   9.10.2.1 概要

   9.10.2.2 設計方針

   9.10.2.3 主要設備の仕様

   9.10.2.4 主要設備

   9.10.2.5 試験・検査

   9.10.2.6 評価

第9.10－1表 火災感知設備の火災感知器の組合せ

第9.10－2表 消火設備の主要設備の仕様

第9.10－3表 火災感知設備の火災感知器の組合せ

第9.10－4表 消火設備の主要設備の仕様

第9.10－1図 火災感知設備系統概要図

第9.10－2図 消火水供給設備系統概要図

第9.10－3図 火災感知設備系統概要図（重大事故等対処施設用）

第9.10－4図 消火水供給設備系統概要図（緊急時対策建屋）

 9.11 竜巻防護対策設備

  9.11.1 概　　要

  9.11.2 設計方針

  9.11.3 主要設備の仕様
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第9.11.3－1表 竜巻防護対策設備の主要設備の仕様

第9.11.4－1図 竜巻防護対策設備配置図

第9.11.4－2図（1） 飛来物防護板概略図（非常用電源建屋）
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第9.11.4－2図（2） 飛来物防護板概略図（主排気筒周辺）

第9.11.4－2図（3） 飛来物防護板概略図（開口部）

第9.11.4－3図 飛来物防護ネット概略図

 9.12 溢水防護設備

 9.13 化学薬品防護設備

 9.14 補機駆動用燃料補給設備

  9.14.1 概要

  9.14.2 設計方針

  9.14.3 主要設備の仕様

  9.14.4 系統構成

  9.14.5 試験・検査

第9.14－1表 補機駆動用燃料補給設備の設備仕様

第9.14－1図 軽油貯槽の配置図

第9.14－2図 補機駆動用燃料補給設備の系統概要図

 9.15 放出抑制設備

  9.15.1 放水設備

   9.15.1.1 概要

   9.15.1.2 設計方針

   9.15.1.3 主要設備の仕様

   9.15.1.4 系統構成及び主要設備

   9.15.1.5 試験・検査

  9.15.2 注水設備

   9.15.2.1 概要

   9.15.2.2 設計方針

   9.15.2.3 主要設備の仕様

   9.15.2.4 系統構成及び主要設備

図

表
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   9.15.2.5 試験・検査

  9.15.3 抑制設備

   9.15.3.1 概要

   9.15.3.2 設計方針

   9.15.3.3 主要設備の仕様

   9.15.3.4 系統構成及び主要設備

   9.15.3.5 試験・検査

第9.15－1表(1) 放水設備の主要設備の仕様

第9.15－1表(2) 放水設備に関連する計装設備の概略仕様

第9.15－1表(3) 放水設備に関連する水供給設備の概略仕様

第9.15－1表(4) 放水設備に関連する代替安全冷却水系の概略仕様

第9.15－1表(5) 放水設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様

第9.15－2表(1) 注水設備の主要設備の仕様

第9.15－2表(2) 注水設備に関連する計装設備の概略仕様

第9.15－2表(3) 注水設備に関連する水供給設備の概略仕様

第9.15－2表(4) 注水設備に関連する代替安全冷却水系の概略仕様

第9.15－2表(5) 注水設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様

第9.15－3表(1) 抑制設備の主要設備の仕様

第9.15－3表(2) 抑制設備に関連する水供給設備の概略仕様

第9.15－3表(3) 抑制設備に関連する代替安全冷却水系の概略仕様

第9.15－3表(4) 抑制設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様

第9.15－1図 放水設備の系統概要図（大気中への放射性物質の放出を
抑制）

第9.15－2図 放水設備の系統概要図（再処理施設の各建物周辺におけ
る航空機衝突による航空機燃料火災，化学火災への対
処）

第9.15－3図 注水設備の系統概要図（工場等外への放射線の放出を抑
制）

第9.15－4図 抑制設備の配置図

図
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 9.16 緊急時対策所

  9.16.1 設計基準対象の施設

   9.16.1.1 概要

   9.16.1.2 設計方針

   9.16.1.3 主要設備の仕様

   9.16.1.4 主要設備

   9.16.1.5 試験・検査

  9.16.2 重大事故等対処設備

   9.16.2.1 概要

   9.16.2.2 設計方針

   9.16.2.3 主要設備の仕様

   9.16.2.4 系統構成及び主要設備

   9.16.2.5 試験・検査

第9.16－1表(1) 緊急時対策所の主要設備及び仕様

第9.16－1表(2) 通信連絡設備の概略仕様

第9.16－2表(1) 緊急時対策所の主要設備及び仕様（重大事故等対処設
備）

第9.16－2表(2) 放射線管理施設の概略仕様

第9.16－2表(3) 通信連絡設備及び代替通信連絡設備の概略仕様

第9.16－1図 データ収集装置及びデータ表示装置の系統概要図

第9.16－2図 緊急時対策建屋機器配置図（地下1階）

第9.16－3図 緊急時対策建屋機器配置図（地上1階）

第9.16－4図 緊急時対策建屋換気設備の系統概要図

第9.16－5図 情報収集装置及び情報表示装置の系統概要図

第9.16－6図 緊急時対策建屋電源設備の系統概要図

第9.16－7図 燃料補給設備の系統概要図

 9.17 通信連絡設備

  9.17.1 設計基準対象の施設

図

表
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   9.17.1.1 概要

   9.17.1.2 設計方針

   9.17.1.3 主要設備の仕様

   9.17.1.4 主要設備

   9.17.1.5 試験・検査

   9.17.1.6 手順等

第9.17.1－1表(1) 通信連絡設備の主要設備の仕様

第9.17.1－1表(2) 通信連絡設備の主要設備の仕様

  9.17.2 重大事故等対処設備

   9.17.2.1 概要

   9.17.2.2 設計方針

   9.17.2.3 主要設備の仕様

   9.17.2.4 系統構成及び主要設備

   9.17.2.5 試験・検査

第9.17.2－1表(1) 通信連絡設備の一覧

第9.17.2－1表(2) 通信連絡設備の一覧

第9.17.2－2表 代替通信連絡設備の一覧

第9.17.2－3表(1) 通信連絡設備及び代替通信連絡設備の主要機器仕様

第9.17.2－3表(2) 通信連絡設備に関連する電気設備の概略仕様

第9.17.2－3表(3) 代替通信連絡設備に関連する制御室（重大事故等時）の
概略仕様

第9.17.2－3表(4) 代替通信連絡設備に関連する放射線管理施設の概略仕様

第9.17.2－3表(5) 代替通信連絡設備に関連する電気設備の概略仕様

第9.17.2－3表(6) 代替通信連絡設備に関連する緊急時対策建屋電源設備の
概略仕様

第9.17.2－1図 通信連絡設備の系統概要図

第9.17.2－2図 代替通信連絡設備の系統概要図

第9.17.2－3図 代替通信連絡設備の機器配置図（使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋　地上１階）

表

図
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第9.17.2－4図 代替通信連絡設備の機器配置図（使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋　地上２階）

第9.17.2－5図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋　地下４
階）

第9.17.2－6図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋　地下３
階）

第9.17.2－7図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋　地下１
階）

第9.17.2－8図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋　地上１
階）

第9.17.2－9図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋　地上２
階）

第9.17.2－10図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋　地上３
階）

第9.17.2－11図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋　地上４
階）

第9.17.2－12図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋　地下２階）

第9.17.2－13図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋　地下１階）

第9.17.2－14図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋　地上１階）

第9.17.2－15図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋　地上２階）

第9.17.2－16図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋　地上３階）

第9.17.2－17図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋　地上４階）

第9.17.2－18図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋　地下２階）

第9.17.2－19図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋　地下１階）

第9.17.2－20図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋　地上１階）

第9.17.2－21図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋　地上２階）

第9.17.2－22図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋　地上３階）

第9.17.2－23図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋　地上４階）

第9.17.2－24図 代替通信連絡設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋　地下２階）

第9.17.2－25図 代替通信連絡設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋　地下１階）

第9.17.2－26図 代替通信連絡設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋　地上１階）

第9.17.2－27図 代替通信連絡設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋　地上２階）
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第9.17.2－28図 代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固
化建屋　地下４階）

第9.17.2－29図 代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固
化建屋　地下３階）

第9.17.2－30図 代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固
化建屋　地下２階）

第9.17.2－31図 代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固
化建屋　地下１階）

第9.17.2－32図 代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固
化建屋　地上１階）

第9.17.2－33図 代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固
化建屋　地上２階）

第9.17.2－34図 代替通信連絡設備の機器配置図（制御建屋　地下１階）

第9.17.2－35図 代替通信連絡設備の機器配置図（制御建屋　地上３階）

第9.17.2－36図 代替通信連絡設備の機器配置図（緊急時対策建屋　地下
１階）
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10. 運転保守

 10.1 基本方針

 10.2 組織及び職務

 10.3 運転管理

 10.4 放射性廃棄物管理

 10.5 放射線管理

 10.6 保守管理

 10.7 緊急時の措置

 10.8 教育及び訓練

 10.9 健康管理

 10.10 所員以外の者に対する保安措置

 10.11 記録及び報告
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添付１　 重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被
ばく評価
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再処理施設の構成（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 備 

使用済燃料の受入れ 
施設及び貯蔵施設 

使用済燃料の受入れ 
施設 

使用済燃料の貯蔵施 

設 

使用済燃料受入れ設備 

使用済燃料貯蔵設備 

再 処 理 設 備 本 体 

精 製 施 設 

分 離 施 設 

溶 解 施 設 

せ ん 断 処 理 施 設 

脱 硝 施 設 

酸及び溶媒の回収 

施 設 

製 品 貯 蔵 施 設 

ウ ラ ン 脱 硝 設 備 

プルトニウム精製設備 

ウ ラ ン 精 製 設 備 

分 配 設 備 

分 離 設 備 

清 澄 ・ 計 量 設 備 

溶 解 設 備 

せ ん 断 処 理 設 備 

ウラン酸化物貯蔵設備 

溶 媒 回 収 設 備 

酸 回 収 設 備 

燃 料 供 給 設 備 

分離建屋一時貯留処理設備 

精製建屋一時貯留処理設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

 

燃 料 移 送 設 備 

燃 料 取 出 し 設 備 

燃 料 取 出 し 準 備 設 備 

燃 料 貯 蔵 設 備 

プ ー ル 水 浄 化 系 補 給 水 設 備 

プール水浄化・冷却設備 

燃 料 送 出 し 設 備 

プ ー ル 水 冷 却 系 

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備 

使用済燃料輸送容器返却準備設備 

 
使用済燃料輸送容器保守設備 

受 入 れ 系 

 
蒸 発 濃 縮 系 

 

溶 液 系 

 

第 １ 酸 回 収 系 

 

ウ ラ ン 脱 硝 系 

 

焙 焼 ・ 還 元 系 

粉 体 系 

 

第 ２ 酸 回 収 系 

 
溶 媒 再 生 系 

 

溶 媒 処 理 系 

 

ウラン･プルトニウム 

混合脱硝設備 
ウラン・プルトニウム混合脱硝系 

分 離 ・ 分 配 系 

プ ル ト ニ ウ ム 精 製 系 

ウ ラ ン 精 製 系 

施 設 設備又は系 系 

還 元 ガ ス 供 給 系 
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再処理施設の構成（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 測 制 御 系 統 施 設 計 測 制 御 設 備 

制 御 室 換 気 設 備 
制 御 室 

安 全 保 護 回 路 

塔槽類廃ガス処理設備 

放 射 性 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 気体廃棄物の廃棄 
施 設 

精 製 建 屋 塔 槽 類 
廃 ガ ス 処 理 設 備 

分 離 建 屋 塔 槽 類 
廃 ガ ス 処 理 設 備 

前 処 理 建 屋 塔 槽 類 
廃 ガ ス 処 理 設 備 

雑固体廃棄物焼却処理 
廃 ガ ス 処 理 系 

廃 溶 媒 処 理 
廃 ガ ス 処 理 系 

不 溶 解 残 渣 廃 液 
廃 ガ ス 処 理 系 

低レベル濃縮廃液処理 
廃 ガ ス 処 理 系 

高 レ ベ ル 濃 縮 廃 液 
廃 ガ ス 処 理 系 

塔槽類廃ガス処理系 
（プルトニウム系） 

塔槽類廃ガス処理系 
（ウラン系） 

溶媒処理廃ガス処理系 

塔槽類廃ガス処理系 

パルセータ廃ガス処理系 

パルセータ廃ガス処理系 

ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 

低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類 
廃ガス処理設備 

低 レ ベ ル 廃 棄 物 
処 理 建 屋 塔 槽 類 
廃 ガ ス 処 理 設 備 

 

高レベル廃液ガラス 
固化建屋塔槽類廃ガス 
処 理 設 備 

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン 
処 理 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備 

分 析 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備 

塔槽類廃ガス処理系 

（その 3 へ） （その 3 へ） 

施 設 設 備 設備又は系 系 
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再処理施設の構成（その３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 
換 気 設 備 使用済燃料輸送容器 

管 理 建 屋 換 気 設 備 

第１ガラス固化体貯蔵 
建 屋 換 気 設 備 

高レベル廃液ガラス 
固 化 建 屋 換 気 設 備 

ウラン・プルトニウム 
混合脱硝建屋換気設備 

ウ ラ ン 脱 硝 建 屋 
換 気 設 備 

使用済燃料受入れ・ 
貯 蔵 建 屋 換 気 設 備 

ウラン・プルトニウム 
混合酸化物貯蔵建屋 
換 気 設 備 

前処理建屋換気設備 

精 製 建 屋 換 気 設 備 

分 離 建 屋 換 気 設 備 

使用済燃料輸送容器 
管 理 建 屋 給 気 系 

使用済燃料受入れ・ 
貯 蔵 建 屋 排 気 系 

使用済燃料受入れ・ 
貯 蔵 建 屋 給 気 系 

第１ガラス固化体貯蔵 
建 屋 排 気 系 

第１ガラス固化体貯蔵 
建 屋 給 気 系 

高レベル廃液ガラス 
固 化 建 屋 排 気 系 

高レベル廃液ガラス 
固 化 建 屋 給 気 系 

ウラン・プルトニウム 
混合脱硝建屋排気系 

ウラン・プルトニウム 
混合脱硝建屋給気系 

使用済燃料輸送容器 
管 理 建 屋 排 気 系 

ウラン・プルトニウム 
混合酸化物貯蔵建屋 
給 気 系 

ウラン・プルトニウム 
混合酸化物貯蔵建屋 
排 気 系 

精 製 建 屋 排 気 系 

ウラン脱硝建屋排気系 

ウラン脱硝建屋給気系 

精 製 建 屋 給 気 系 

分 離 建 屋 給 気 系 

前 処 理 建 屋 排 気 系 

分 離 建 屋 排 気 系 

前 処 理 建 屋 給 気 系 

（その 2 から） （その 2 から） 

（その 4 へ） （その 4 へ） （その 4 へ）

施 設 設 備 設備又は系 系 
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再処理施設の構成（その４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物の廃棄 
施  設 

低レベル廃液処理設備 

高レベル廃液処理設備 

主 排 気 筒 

ハル・エンド ピース 
貯 蔵 建 屋 換 気 設 備 

低レベル廃棄物処理 
建 屋 換 気 設 備 

低レベル廃液処理建屋 
換 気 設 備 

チャンネル ボックス･ 

バーナブル ポイズン 

処 理 建 屋 換 気 設 備 

高レベル廃液貯蔵設備 

高レベル廃液濃縮設備 

北 換 気 筒 

分 析 建 屋 換 気 設 備 

洗 濯 廃 液 処 理 系 

海 洋 放 出 管 理 系 

油 分 除 去 系 

第２低レベル廃液処理系 

第１低レベル廃液処理系 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系 

ハル・エンド ピース 
貯 蔵 建 屋 排 気 系 

ハル・エンド ピース 
貯 蔵 建 屋 給 気 系 

低レベル廃棄物処理 
建 屋 排 気 系 

低レベル廃棄物処理 
建 屋 給 気 系 

低レベル廃液処理建屋 
排 気 系 

低レベル廃液処理建屋 
給 気 系 

チャンネル ボックス･ 
バーナブル ポイズン 
処 理 建 屋 排 気 系 

チャンネル ボックス･ 
バーナブル ポイズン 
処 理 建 屋 給 気 系 

高レベル廃液濃縮系 

アルカリ廃液濃縮系 

分 析 建 屋 排 気 系 

分 析 建 屋 給 気 系 

低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

 

共 用 貯 蔵 系 

不溶解残渣廃液貯蔵系 

アルカリ濃縮廃液貯蔵系 

高レベル濃縮廃液貯蔵系 

（その 3 から） （その 3 から） （その 3 から） 

（その 5 へ） 

施 設 設 備 設備又は系 系 
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再処理施設の構成（その５） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固体廃棄物の廃棄 
施 設 

放 射 線 管 理 施 設 

 

高レベル廃液ガラス固化設備 
ガラス固化体貯蔵設備 

個 人 管 理 用 設 備 

環 境 管 理 設 備 

放 射 線 監 視 設 備 

試 料 分 析 関 係 設 備 

出 入 管 理 関 係 設 備 

低レベル固体廃棄物貯 
蔵設備 

低レベル固体廃棄物処 
理設備 

低レベル濃縮廃液処理系 

屋外モニタリング設備 

屋内モニタリング設備 

廃 溶 媒 処 理 系 
雑固体廃棄物処理系 

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン貯蔵系 

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理系 

ハル・エンド ピース貯蔵系 

廃 樹 脂 貯 蔵 系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系 

第１低レベル廃棄物貯蔵系 

放出管理分析設備 

汚 染 管 理 設 備 

出 入 管 理 設 備 

放射能測定設備 

放射線サーベイ機器 

（その 4から） 

施 設 設 備 設備又は系 系 

第４低レベル廃棄物貯蔵系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系 

第 ２ 貯 蔵 系 
第 １ 貯 蔵 系 

環境試料測定設備 
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再処理施設の構成（その６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 再 処 理 設 備 の 
 附 属 施 設 

圧 縮 空 気 設 備 

冷 却 水 設 備 

蒸 気 供 給 設 備 

分 析 設 備 

火 災 防 護 設 備 

給 水 処 理 設 備 

電 気 設 備 

化学薬品貯蔵供給設備 

竜 巻 防 護 対 策 設 備 

 

直 流 電 源 設 備 
デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 

所 内 低 圧 系 統 

所 内 高 圧 系 統 

受 電 開 閉 設 備 

ケーブル及び電線路 

一 般 圧 縮 空 気 系 

安 全 圧 縮 空 気 系 

一 般 冷 却 水 系 

安 全 冷 却 水 系 

変 圧 器 

一 般 蒸 気 系 

安 全 蒸 気 系 

化学薬品貯蔵供給系 

酸素ガス製造供給系 

窒素ガス製造供給系 

計測制御用交流電源設備 

照明及び作業用電源設備 

施 設 設 備 設備又は系 系 

溢 水 防 護 設 備 

放 出 抑 制 設 備 

補機駆動用燃料補給設備 

緊 急 時 対 策 所 
通 信 連 絡 設 備 

化 学 薬 品 防 護 設 備 
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1. 機器について 

機器は，配管を含むものとし，以下「機器」と定義する。 

2. 予備及び長期予備について 

主要設備の仕様に記載する主要機器の予備及び長期予備について以下の

とおりとする。 

a. 予  備 

使用中の設備・機器が故障した場合，直ちに待機中の設備・機器に切

り替えて運転する。この待機中の設備・機器を「予備」と定義する。 

(例) 気体廃棄物の廃棄施設のフィルタ，排風機等 

b. 長期予備 

使用の可能性は極めて少ないが，万一，使用中の設備・機器が故障し

た場合，再処理設備及びその附属施設（以下「再処理施設」という。）

の長期停止を避けるため，予備品として施設内に備える設備・機器に切

り替えて運転する。この施設内に備える設備・機器を「長期予備」と定

義する。 

(例) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶 

なお，故障時に切り替えて使用する場合のほかに，運転上の要求から同

時使用もあり得るものについては，特に，予備，長期予備と断らないものと

する。 

(例) せん断処理施設のせん断機，溶解施設の溶解槽，清澄機，液体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯槽等 

3. １式について 

主要設備の仕様に記載する容器，設備，装置等の「１式」について，再

処理施設の運転に必要なものひとそろいを「１式」と定義する。 

なお，「１式」には運転性向上等のため運転開始後に必要に応じ設置又
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は備えるものも含むものとする。 
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1. 安全設計

1.1  安全設計の基本方針 

1.1.1  安全機能を有する施設に関する基本方針 

  再処理施設の安全性を確保するために，異常の発生を防止すること，仮

に異常が発生したとしてもその波及，拡大を抑制すること，さらに，異常

が拡大すると仮定してもその影響を緩和することとする「深層防護」の考

え方を適切に採用した設計とする。 

  また，再処理施設は，平常時において，周辺監視区域外の公衆の線量及

び放射線業務従事者の線量が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律」（以下「原子炉等規制法」という。）に基づき定められてい

る線量限度を超えないように設計する。さらに，公衆の線量については，

合理的に達成できる限り低くなるように設計する。すなわち，施設設計の

実現可能性を考慮しつつ，周辺環境に放出する放射性物質に起因する線量

については，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針

（昭和50年５月13日原子力委員会決定）」において定める線量目標値が実

効線量で年間50μＳｖであることを踏まえて，年間50μＳｖを超えないよ

う設計する。 

(１) 再処理施設のうち，「再処理施設の安全性を確保するために必要な構

築物，系統及び機器」を「安全機能を有する施設」とし，「再処理施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事業指定基準規

則」という。）に適合した設計とする。 

(２) 安全上重要な施設については，機能喪失時の公衆への線量影響等を

考慮して安全機能を有する施設から選定し，事業指定基準規則に適合

した設計とする。 

(３) 安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その機
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能を確保するものとする。 

(４) 安全上重要な施設は，機械又は器具の単一故障が発生した場合にお

いてもその機能が失われることのない設計とする。 

(５) 安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至る

までの間に想定される全ての環境条件において，その安全機能を発揮

できる設計とする。 

(６) 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，そ

の安全機能の重要度に応じ，再処理施設の運転中又は停止中に試験又

は検査ができる設計とする。 

(７) 安全機能を有する施設は，安全機能を健全に維持するための適切な

保守及び修理ができる設計とする。 

(８) 安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水又は化学薬品

の漏えい及びポンプその他の機器の損壊に伴う飛散物により，安全機

能を損なわない設計とする。 

(９) 安全機能を有する施設は，二以上の原子力施設と共用する場合には，

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

(10) 安全機能を有する施設は，臨界事故を防止するため技術的に見て想

定されるいかなる場合でも臨界とならない設計とする。また，万一の

臨界事故に備え，必要に応じて臨界警報装置及び可溶性中性子吸収材

を注入する設備を設置する。 

(11) 安全機能を有する施設は，運転時及び停止時において再処理施設か

らの直接線及びスカイシャイン線による再処理事業所周辺の空間線量

率を十分に低減する設計とする。 

また，安全機能を有する施設は，再処理事業所内における外部放射

線による放射線障害を防止する必要がある場合には，管理区域その他
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再処理事業所内の人の立ち入る場所における線量を低減できるよう，

遮蔽その他適切な措置を講ずる設計とし，放射線業務従事者が運転時

の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において，迅速に対応するた

めに必要な操作ができる設計とする。 

(12) 安全機能を有する施設は，周辺環境への放射性物質の過度の放出を

防ぐため，多重性を考慮した放射性物質の閉じ込め設備を設け，万一

事故が起こった場合でも敷地周辺の公衆の安全を確保できる設計とす

る。 

(13) 安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再処理施設の安全性

が損なわれないよう，可能な限り不燃性又は難燃性材料の使用，可燃

性物質を使用する系統及び機器における着火源の排除等，火災及び爆

発の発生を防止することができ，かつ，消火設備及び火災感知設備並

びに火災及び爆発の影響を軽減する機能を有する設計とする。消火設

備は，破損，誤作動又は誤操作が起きた場合においても安全上重要な

施設の安全機能を損なわない設計とする。 

(14) 安全機能を有する施設は，地震力が作用した場合においても当該安

全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設置すると

ともに，地震力に十分に耐えることができる設計とする。この地震力

は，地震の発生により生ずるおそれがある安全機能を有する施設の安

全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算

定する。 

また，地震（津波を含む。）の発生により，再処理施設に重大な影響

を及ぼすおそれがあると判断した場合は，必要に応じて再処理施設へ

の影響を軽減するための措置を講ずるよう手順を整備する。 

(15) 安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除
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く。）が発生した場合においても安全機能を損なわない設計とする。 

安全上重要な施設は，当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作

用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮した設計と

する。さらに，安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺におい

て想定される再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがあ

る事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「人

為事象」という。）に対して安全機能を損なわない設計とする。 

また，想定される自然現象及び人為事象の発生により，再処理施設

に重大な影響を及ぼすおそれがあると判断した場合は，必要に応じて

使用済燃料の再処理を停止する等，再処理施設への影響を軽減するた

めの措置を講ずるよう手順を整備する。 

(16) 安全機能を有する施設は，誤操作を防止するための措置を講ずる設 

計とする。また，安全上重要な施設は，容易に操作することができる

設計とする。 

(17) 安全機能を有する施設は，使用済燃料等から発生する崩壊熱等を適

切に除去する設計とする。 

(18) 再処理施設は，安全上重要な施設がその機能を維持するために必要

となる電力を当該安全上重要な施設に供給するため，電力系統に連係

した設計とする。非常用電源設備及びその附属設備は，多重性及び独

立性を確保し，その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生し

た場合であっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時に

おいて安全上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備がそ

の機能を確保するために十分な容量を有する設計とする。 

(19) 再処理施設は，設計，材料の選定，製作，建設，試験及び検査を通
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じ，原則として現行国内法規に基づく規格及び基準により，信頼性の

高いものとする。ただし，外国の規格及び基準による場合又は規格及

び基準で一般的でないものを適用する場合には，それらの規格及び基

準の適用の根拠，国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用

の妥当性を明らかにするものとする。 

(20) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設は，再処理設備本体の運転

開始に先立ち使用できる設計とする。 

(21) 再処理施設における放射性物質の移動は，配管，容器等によるもの

とし，閉じ込め，臨界防止，遮蔽のための措置等適切な安全対策を講

ずる設計とする。 

 

1.1.2  重大事故等の拡大の防止等に関する基本方針 

 (１) 再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合に

おいて，重大事故の発生を防止することができる設計とする。 

(２) 再処理施設は，重大事故が発生した場合においては，当該重大事故

の拡大を防止することができる設計とし，工場等外への放射性物質の

異常な水準の放出を防止することができる設計とする。 
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1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

  安全機能を有する施設は，再処理施設の運転中及び停止中において想定

される系統及び機器の単一故障若しくはその誤動作又は運転員の単一の誤

操作を想定した場合において，核燃料物質が臨界に達することがないよう

にするため，核的に安全な形状にすることその他の適切な措置を講ずる。 

また，臨界管理上重要な施設に対しては，臨界が発生した場合にも，

その影響を緩和できるよう，臨界の発生を直ちに検知するため臨界警報装

置を設けるとともに，中性子吸収材の注入による未臨界措置が講じられる

設計とする。 

臨界防止に対する設計方針は，以下のとおり。 

 (１) 単一ユニットの臨界安全設計 

   核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下「単一ユニット」とい

う。）については，形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成

管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，臨界を防止

する設計とする。設計に当たり，これらの管理に対して適切な核的制

限値（臨界管理を行う体系の未臨界確保のために設定する値）を設定

する。 

   核的制限値の設定に当たっては，取り扱う核燃料物質の物理的・化学

的性状並びにカドミウム，ほう素及びガドリニウムの中性子の吸収効

果，酸化物中の水分濃度，溶解槽中のペレット間隔，エンドピース酸

洗浄槽中のペレット間隔及び水の密度による減速条件並びにセル壁構

造材及び機器構造材の反射条件に関し，工程，ユニットの設置環境及

び使用済燃料の仕様も含めて，それぞれの想定される状態の変動の範

囲において，中性子増倍率が最も大きくなる場合を仮定し，計算コー

ドの計算誤差も含めて，十分な安全余裕を見込んで設定する。 
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   核的制限値に対応する単一ユニットとしての実効増倍率が，ＪＡＣＳ，

ＬＥＯＰＡＲＤ等の十分に検証された計算コード シ ス テ ム
（１）（２６）（２７）

で0.95

以下
（ １ ）

となるようにする。 

   濃度管理，質量管理及び可溶性中性子吸収材による臨界管理を行う系

統及び機器は，その単一故障又は誤動作若しくは運転員の単一誤操作

を想定しても，臨界にならない設計とするとともに，臨界管理されて

いる系統及び機器から単一故障又は誤動作若しくは運転員の単一誤操

作によって，臨界管理されていない系統及び機器へ核燃料物質が流入

することがないよう設計する。 

   なお，プルトニウム溶液を内包する機器は，原則として全濃度安全形

状寸法管理及び必要に応じて中性子吸収材の併用による臨界安全設計

を行う。（ここでいう全濃度安全形状寸法管理は，液体の核燃料物質

を内包する機器において，濃度に制限値を設定する必要がないように

設計する形状寸法管理であり，以下「全濃度安全形状寸法管理」とい

う。） 

 (２) 複数ユニットの臨界安全設計 

   二つ以上の単一ユニットが存在する場合（以下，「複数ユニット」と

いう。）については，単一ユニット相互間の適切な配置の維持及び単

一ユニット相互間への中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せによ

り臨界を防止する設計とする。また，単一ユニット相互間の中性子相

互干渉を考慮し，直接的に計量可能な単一ユニット相互間の配置，間

接的に管理可能な単一ユニット相互間の配置，中性子吸収材の配置及

び形状寸法について適切な核的制限値を設定する。 

   核的制限値の設定に当たっては，単一ユニット相互間の中性子の吸収

効果，減速条件及び反射条件に関し，核燃料物質移動時の核燃料物質
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の落下，転倒及び接近の可能性も踏まえ，それぞれの想定される変動

の範囲において，反応度が最も大きくなる場合を仮定し，計算コード

の計算誤差を含めて，十分な安全余裕を見込んで設定する。 

   また，核的制限値に対応する複数ユニットとしての実効増倍率が，Ｊ

ＡＣＳ，ＬＥＯＰＡＲＤ等の十分に検証された計算コードシ ス テ ム
（１）（２６）（２７）

で0.95以下
（ １ ）

となるようにする。 

   複数ユニットの核的制限値の維持については，十分な構造強度をもつ

構造材を使用する等適切な対策を講ずる設計とする。 

 (３) その他の臨界安全設計 

   臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の機器への液移送に

ついては，誤操作を防止するための施錠管理を行った上で，濃度分析

を伴う回分操作により管理する設計とするが，連続液移送を行う場合

は，放射線検出器により核燃料物質濃度が有意量以下であることを監

視する設計とする。分析を伴う回分操作で臨界安全管理を行う場合の

ウラン及びプルトニウムの同位体分析並びにウラン及びプルトニウム

の濃度分析は，標準試料と逐次並行分析を行い，複数回の測定を実施

する分析管理とする。 

   中性子吸収材として使用するほう素入りコンクリートについては，十

分なほう素濃度を有するものを使用する設計とする。また，外側をス

テンレス鋼で保護する設計とする。 

   臨界が発生する可能性は極めて低いと考えられるが，臨界事故を想定

しても，公衆及び従事者の被ばくの影響を最小限に抑えるため，以下

の対策を講ずる設計とする。 

 ａ．設計基準事故として臨界を想定している溶解施設の溶解槽並びに臨界

事故を想定した場合に，従事者に著しい放射線被ばくをもたらすおそ
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れのあるセル及び室の周辺には，臨界の発生を直ちに検知するため臨

界警報装置を設置する。 

 ｂ．多数の管理方法の組合せで臨界を防止していることにより，臨界管理

上重要な施設としている溶解施設の溶解槽では，万一臨界が発生した

場合においても，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び可溶性中性子

吸収材緊急供給系により，自動で中性子吸収材の注入による未臨界措

置が講じられる設計とする。 

 (４)  主要施設の臨界安全設計の概要方針は，次のとおりである。 

 ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，使用済燃料集合体の燃焼

度及び使用済燃料集合体平均濃縮度（以下「平均濃縮度」という。）

に応じて適切な燃料間隔をとることによる臨界安全設計とする。 

  また，燃料取出し装置及び燃料取扱装置は，使用済燃料集合体を１台

当たり一時に１体ずつ取り扱う設計とする。 

 ｂ．せん断処理施設 

燃料供給設備の燃料横転クレーン及びせん断処理設備のせん断機は，

使用済燃料集合体を１台当たり一時に１体ずつ取り扱う設計とする。 

   また，せん断機は，溶解槽への使用済燃料の過剰装荷の防止及びエン

ドピース酸洗浄槽への有意量の核燃料物質の流入を防止するために，

せん断停止系を設ける設計とする。 

 ｃ．溶解施設 

 (ａ) 溶解設備 

溶解設備は，濃度管理と形状寸法管理との組合せによる管理方法

（以下「制限濃度安全形状寸法管理」という。），濃度管理，質量管

理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せによる臨界安全設計と
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する。 

ⅰ．溶解槽 

溶解槽は，制限濃度安全形状寸法管理，装荷量制限による質量管理

及び初期濃縮度に応じた所定の燃焼度未満の使用済燃料集合体を溶解

する場合は可溶性中性子吸収材の使用による臨界安全設計とする。な

お，可溶性中性子吸収材を使用する場合は，下流の計量・調整槽及び

計量補助槽までは可溶性中性子吸収材の存在を前提とした臨界安全設

計とする。 

    また，万一，溶解槽で臨界になった場合に対処するために，可溶性

中性子吸収材緊急供給回路（安全保護回路）及び可溶性中性子吸収材

緊急供給系を設ける。 

  ⅱ．第１よう素追出し槽等 

    第１よう素追出し槽，第２よう素追出し槽及び中間ポットは，濃度

管理による臨界安全設計とする。 

  ⅲ．エンドピース酸洗浄槽 

    エンドピース酸洗浄槽は，濃度管理による臨界安全設計とする。 

 (ｂ) 清澄・計量設備 

   清澄・計量設備は，濃度管理，同位体組成管理及びこれらの組合せに

よる臨界安全設計とする。 

  ⅰ．中継槽等 

中継槽，清澄機，リサイクル槽，計量前中間貯槽，計量・調整槽及

び計量補助槽は，濃度管理による臨界安全設計とする。さらに，計量 

・調整槽において下流工程の臨界安全のために，調整後の溶解液のウ

ラン及びプルトニウムの同位体組成及び濃度が核的制限値（ウラン－

235≦1.6ｗｔ％，プルトニウム－240≧17ｗｔ％等）を満足すること
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を分析により確認する設計とする。 

  ⅱ．計量後中間貯槽 

    計量後中間貯槽は，濃度管理による臨界安全設計とする。 

 ｄ．分離施設 

   分離施設は，ウラン及びプルトニウムの同位体組成について，ウラン

－235が1.6ｗｔ％以下及びプルトニウム－240が17ｗｔ％以上であるこ

とを前提とした臨界安全設計とする。 

   なお，ウラン－235の同位体組成比が1.6ｗｔ％以下のウラン硝酸溶液

については，いかなるウラン濃度に対しても未臨界である。 

 (ａ) 分離設備及び分配設備 

   分離設備及び分配設備は，全濃度安全形状寸法管理，制限濃度安全形

状寸法管理，濃度管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せに

よる臨界安全設計とする。 

  ⅰ．抽出塔等 

    抽出塔，第１洗浄塔，第２洗浄塔，ＴＢＰ洗浄塔，プルトニウム分

配塔，ウラン洗浄塔，プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器，プルトニウム

溶液受槽及びプルトニウム溶液中間貯槽は，中性子吸収材を併用した

全濃度安全形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

  ⅱ．補助抽出器及びＴＢＰ洗浄器 

    補助抽出器及びＴＢＰ洗浄器は，中性子吸収材を併用した制限濃度

安全形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

  ⅲ．溶解液中間貯槽等 

    溶解液中間貯槽，溶解液供給槽，抽出廃液受槽，補助抽出廃液受槽，

抽出廃液中間貯槽及びプルトニウム洗浄器は，濃度管理による臨界安

全設計とする。 

６－１－11



 (ｂ) 分離建屋一時貯留処理設備 

   分離建屋一時貯留処理設備のプルトニウム溶液を内包する一時貯留処

理槽は，濃度管理又は中性子吸収材を併用した全濃度安全形状寸法管

理による臨界安全設計とする。 

 ｅ．精製施設 

   精製施設は，ウラン及びプルトニウムの同位体組成について，ウラン

－235が1.6ｗｔ％以下及びプルトニウム－240が17ｗｔ％以上であるこ

とを前提とした臨界安全設計とする。 

 (ａ) プルトニウム精製設備 

   プルトニウム精製設備は，全濃度安全形状寸法管理，濃度管理及び中 

性子吸収材管理並びにこれらの組合せによる臨界安全設計とする。 

  ⅰ．第１酸化塔等 

    第１酸化塔，第１脱ガス塔，ウラン洗浄塔，補助油水分離槽，第２

酸化塔，第２脱ガス塔及びプルトニウム濃縮缶は，全濃度安全形状寸

法管理による臨界安全設計とする。 

  ⅱ．抽出塔等 

    抽出塔，核分裂生成物洗浄塔，ＴＢＰ洗浄塔，逆抽出塔，ＴＢＰ洗

浄器，プルトニウム洗浄器及びプルトニウム溶液を内包する槽は，中

性子吸収材を併用した全濃度安全形状寸法管理による臨界安全設計と

する。 

  ⅲ．低濃度プルトニウム溶液受槽 

    低濃度プルトニウム溶液受槽は，濃度管理による臨界安全設計とす

 る。 

 (ｂ) 精製建屋一時貯留処理設備 

   精製建屋一時貯留処理設備のプルトニウム溶液を内包する一時貯留処
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理槽は，濃度管理又は中性子吸収材を併用した全濃度安全形状寸法管

理による臨界安全設計とする。 

 (ｃ) 漏えい液受皿 

   プルトニウムの無限体系の未臨界濃度（8.2ｇ／Ｌ）以上のプルトニ

ウムを内包する機器を収納するセルの漏えい液受皿は，セル内でプル

トニウム濃度の最も高い溶液が，セル内で漏えい量が最大となる箇所

から漏えいしたことを想定しても，臨界とならないよう液厚を制限す

る形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

 ｆ．脱硝施設 

   脱硝施設は，ウラン及びプルトニウムの同位体組成について，ウラン

－235が1.6ｗｔ％以下及びプルトニウム－240が17ｗｔ％以上であるこ

とを前提とした臨界安全設計とする。 

 (ａ) ウラン脱硝設備 

   ウラン脱硝設備は，形状寸法管理及び質量管理による臨界安全設計と

する。 

  ⅰ．脱硝塔等 

    脱硝塔，シール槽，ＵＯ３受槽，規格外製品受槽，規格外製品容器

及びＵＯ３溶解槽は，形状寸法管理による臨界安全設計とする。ただ

し，脱硝塔は，塔内温度の管理により塔内のウラン酸化物（以下「Ｕ

Ｏ３」という。）粉末の含水率を低く抑える設計とする。 

  ⅱ．充てん台車及び貯蔵容器クレーン 

    充てん台車及び貯蔵容器クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器を一時

に１本ずつ取り扱う設計とする。 

 (ｂ) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

   ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，形状寸法管理，濃度管理，質
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量管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せによる臨界安全設

計とする。 

  ⅰ．硝酸プルトニウム貯槽等 

    硝酸プルトニウム貯槽，混合槽，一時貯槽及び凝縮廃液受槽は，中

性子吸収材を併用した全濃度安全形状寸法管理による臨界安全設計と

する。さらに，混合槽において下流工程の臨界安全のために，混合調

整後のウラン濃度に対するプルトニウム濃度の比（プルトニウム／ウ

ラン）が1.5以下であることを分析により確認する設計とする。 

  ⅱ．定量ポット等 

    定量ポット，中間ポット及び凝縮廃液ろ過器は，形状寸法管理によ

る臨界安全設計とする。 

  ⅲ．脱硝装置（脱硝皿） 

    脱硝皿は，脱硝皿へのウラン・プルトニウム混合溶液の注入量を，

定量ポットで一定量に制限する質量管理を行い，脱硝の過程を考慮し

た形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

  ⅳ．脱硝皿取扱装置 

    脱硝皿取扱装置は，質量管理による臨界安全設計とし，脱硝皿を一

時に最大５皿取り扱う設計とする。 

  ⅴ．凝縮廃液貯槽 

    凝縮廃液貯槽は，濃度管理による臨界安全設計とする。 

  ⅵ．焙
ばい

焼
しょう

炉等 

    焙
ばい

焼
しょう

炉，還元炉，固気分離器，粉末ホッパ，粉砕機，保管容器，

混合機及び粉末充てん機は，形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

  ⅶ．保管ピット 

    保管ピットは保管容器の適切な配置による臨界安全設計とし，各ピ
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ットに保管容器を１本ずつ収納する設計とする。 

  ⅷ. 保管容器移動装置等 

    保管容器移動装置，保管昇降機，粉末缶払出装置，充てん台車及び

搬送台車は，保管容器等を一時に１本ずつ取り扱う設計とする。 

  ⅸ. 漏えい液受皿 

    プルトニウムの無限体系の未臨界濃度（8.2ｇ／Ｌ）以上のプルト

ニウムを内包する機器を収納するセルの漏えい液受皿は，セル内でプ

ルトニウム濃度の最も高い溶液が，セル内で漏えい量が最大となる箇

所から漏えいしたことを想定しても，臨界とならないよう液厚を制限

する形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

 ｇ．製品貯蔵施設 

製品貯蔵施設は，ウラン及びプルトニウムの同位体組成について，

ウラン－235が1.6ｗｔ％以下及びプルトニウム－240が17ｗｔ％以上で

あることを前提とした臨界安全設計とする。 

 (ａ) ウラン酸化物貯蔵設備 

   ウラン酸化物貯蔵設備は，形状寸法管理，質量管理及び中性子吸収材

管理並びにこれらの組合せによる臨界安全設計とする。 

  ⅰ．貯蔵バスケット 

    貯蔵バスケットは，中性子吸収材を併用したウラン酸化物貯蔵容器

の適切な配置による臨界安全設計とする。 

  ⅱ．ウラン酸化物貯蔵容器 

    ウラン酸化物貯蔵容器は，形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

  ⅲ．貯蔵容器搬送台車及び移載クレーン 

貯蔵容器搬送台車及び移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器を一

時に１本ずつ取り扱う設計とする。 
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 (ｂ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，形状寸法管理及び質

量管理並びにこれらの組合せによる臨界安全設計とする。 

  ⅰ．粉末缶 

    粉末缶は，質量管理による臨界安全設計とする。 

  ⅱ．混合酸化物貯蔵容器 

    混合酸化物貯蔵容器は，粉末缶を最大３缶収納する設計とするとと

もに形状寸法管理による臨界安全設計とする。 

  ⅲ．貯蔵ホール 

    貯蔵ホールは混合酸化物貯蔵容器の適切な配置による臨界安全設計

とし，各ホールに混合酸化物貯蔵容器を１本ずつ収納する設計とする。 

  ⅳ．昇降機及び混合酸化物貯蔵容器用台車 

    昇降機及び混合酸化物貯蔵容器用台車は，混合酸化物貯蔵容器を一

時に１本ずつ取り扱う設計とする。 

 ｈ．その他再処理設備の附属施設 

 (ａ) 分析設備 

分析設備の分析済溶液処理系は，全濃度安全形状寸法管理，濃度管

理，質量管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せによる臨界

安全設計とする。 
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1.3 放射線の遮蔽に関する設計 

 再処理施設の遮蔽設計に当たっては，周辺監視区域外の線量及び放射線

業務従事者の線量が，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する

規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年８月31日原子力

規制委員会告示第８号）」（以下「線量告示」という。）に定められた線

量限度を超えないことはもとより，公衆の被ばく線量及び放射線業務従事

者が立ち入る場所における線量を合理的に達成できる限り低くするため，

以下の遮蔽等の対策を講ずる設計とする。 

1.3.1 遮蔽設計の基本方針 

 (１) 再処理施設は，通常運転時，定期検査時等において，放射線業務従事

  者の受ける線量が，「線量告示」に定められた線量限度を超えないよう

  にすることはもちろん，放射線業務従事者の立ち入り場所における線量

  を合理的に達成できる限り低くする設計とする。 

 (２) 再処理施設からの平常時の直接線及びスカイシャイン線による公衆の

受ける線量が合理的に達成できる限り低くなるよう遮蔽等を行う。 

 (３)  再処理施設の主要設備は，取り扱う放射性物質の種類，量及びその

移動を考慮し，放射線の低減効果のある機器，洞道，セル及び建屋の

内部に放射性物質を収納する設計とする。 

 (４) 放射線業務従事者の作業場所への立ち入り頻度及び立ち入り時間を考

慮した遮蔽設計区分を設け，区分ごとの基準線量率を満足する設計と

する。 

 また，放射線業務従事者の立ち入る場所の線量率は，放射性物質を内

包する機器の遮蔽及びこれらの機器を収納するセル又は室の遮蔽を適切

に組み合わせることによって低減する。 

 (５) 開口部又は配管，ダクト等の壁貫通部は，迷路構造，遮蔽材を設置
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する等処理をして放射線を遮蔽する設計とする。 

 (６) 遮蔽設計に用いる線源は，最大再処理能力，最大貯蔵量，工程内で核

種の組成や濃度が変化するといった再処理施設の特徴を考慮し，遮蔽

設計上厳しい条件を設定する。 

また，遮蔽計算に
（ ２ ）

おいては，信頼性のある計算コードを用いて計算

するとともに，遮蔽材の形状及び材質並びに計算誤差等を考慮し，十

分な安全余裕を見込む設計とする。 

 (７) 再処理施設は，設計基準事故時においても，敷地周辺の公衆に対して

著しい放射線被ばくのリスクを与えないようにする。 

 (８) 運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において，再処理施設

の状態の監視及び必要な操作を行う制御室は，運転員がその場にとどま

っても過度の被ばくを受けない設計とする。 
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1.3.2 遮蔽設計区分 

 遮蔽設計区分は，放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者

（以下「放射線業務従事者等」という。）の立ち入り頻度，立ち入り時間

を考慮して５段階に区分するとともに，放射線業務従事者の被ばく低減に

留意した設計基準線量率を定める。 

区         分 基準線量率 

管理区域外 Ⅰ1: 管理区域外 ≦ 2.6μSv/h 

管理区域内 

Ⅰ2: 週48時間以内しか 

   立ち入らないところ 
≦  10μSv/h 

Ⅰ3: 週10時間程度しか 

   立ち入らないところ 
≦  50μSv/h 

Ⅰ4: 週１時間程度しか 

     立ち入らないところ 
≦ 500μSv/h 

Ⅰ5: 通常は立ち入らない 

     ところ 
＞ 500μSv/h 

 

（注）上表区分欄に示す時間は，毎週必ず立ち入る時間を示すも

のではなく，立ち入りに対する制限は線量率，作業に要す

る時間及び個人の線量を考慮して決定する。 

  遮蔽設計区分図を第1.3－１図～第1.3－102図に示す。 
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1.3.3 遮蔽の分類 

 再処理施設には，敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者等の被ばくを低

減するため以下の遮蔽を設ける。 

(１) セル遮蔽

セル遮蔽は，セル，貯蔵室等を構成する構築物であり，セル内，貯蔵

室内等の放射性物質を内包する機器等からの放射線を低減するためのも

ので，主要部はコンクリート壁等の遮蔽体で構成する。 

(２) 補助遮蔽

補助遮蔽は，設備，機器周りの遮蔽で放射性物質を内包する機器等か

らの放射線を低減するためのもので，コンクリート壁，水，鉛板，鉄板

等の遮蔽体で構成する。 

(３) 外部遮蔽

外部遮蔽は，建物外壁等を構成する構築物であり，建物又は施設の外

側及び周辺監視区域外への放射線を低減するためのもので，主要部はコ

ンクリート壁等の遮蔽体で構成する。

また，以上の遮蔽のほかに，機器及び設備の補修等のために一時的

に使用する一時的遮蔽として，コンクリートブロック，鉛板，鉄板等

からなる遮蔽体を必要に応じて使用する。 

再処理施設の遮蔽の主要設備の仕様を第1.3－１表に示す。 
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1.3.4 遮蔽設計に用いる線源 

  遮蔽設計に用いる線源は，以下のとおり設定する。 

 (１) 遮蔽設計に用いる設計用燃料仕様 

 再処理施設の各施設における遮蔽設計に用いる設計用燃料仕様を第1.

7.8－１表に示すとおり設定する。また，製品貯蔵施設等での娘核種の

ビルドアップを考慮した設計とする。 

 (２) 遮蔽設計に用いる線源強度 

ａ．ガンマ線の遮蔽設計に用いる線源強度及びエネルギスペクトルは，

設備，機器等の最大放射能量を考慮するとともに，遮蔽設計に用い

る設計用燃料仕様に基づき，ＯＲＩＧＥＮ２コー ド
（３）

により算出され

る核種組成を基準に，工程内での組成変化，濃度変化等を考慮し，

遮蔽設計上厳しい評価結果を与えるように設定する。 

ｂ．中性子線の遮蔽設計に用いる線源強度は，設備，機器等の最大放

射能量を考慮するとともに，遮蔽設計に用いる設計用燃料仕様に基

づき，ＯＲＩＧＥＮ２コードにより算出されるアクチノイド及びそ

の娘核種の工程内での組成変化，濃度変化等を考慮して中性子発生

数を設定し，遮蔽設計上厳しい評価結果を与えるように設定する。

また，中性子線エネルギスペクトルは，遮蔽設計上厳しい評価結果

を与えるようにキュリウム－242による（α，ｎ）反応で生成する中

性子線のエネルギスペクトルとす る
（４）

。ただし，プルトニウム精製設

備からウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備までは，プルトニ

ウム－239の（ｎ，ｆ）反応により生成する中性子線のエネルギスペ

クトルとする
（５）

。 

ｃ．使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器（以下「キャスク」と

いう。）を取り扱う工程での遮蔽設計に用いる線源強度は，キャス
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ク表面から１ｍ離れた位置での線量当量率を100μＳｖ／ｈとし，ま

た，エネルギスペクトルは，遮蔽設計上厳しい評価結果を与えるよ

うにキャスクから放出される放射線エネルギのうち高エネルギの７

ＭｅＶ単一ガンマ線として設定する。 

ｄ．原子炉施設から使用済燃料集合体等とともに持ち込まれる腐食生

成物質を取り扱う工程での遮蔽設計に用いる線源強度は，原子炉施

設の実績等
（６）（７）（２８）

に基づいて設定し，また，エネルギスペクトルは，遮蔽

設計上厳しい評価結果を与えるようにコバルト－60を代表核種とし

て設定する。 

 (３) 遮蔽設計に用いる線源の核種組成 

再処理施設は，ウラン及びプルトニウムと核分裂生成物質等を分離

する施設であるので，再処理工程内における放射性物質の組成は領域

ごとに異なる。 

遮蔽設計においては，線源の組成が大きく寄与することから，再処

理工程内での放射性物質の挙動を考慮し，第1.3－103図に示す核種組

成の領域及び第1.3－２表に示す核種組成を基に遮蔽設計に用いる線源

の核種組成を設定する。 

ここで，分離設備下流のウラン精製設備，プルトニウム精製設備を

含むＳ５領域の組成をルテニウム，ロジウムで代表させているが，こ

れは，分離設備出口以降の工程では，核分裂生成物質のうちルテニウ

ム，ロジウム及び気体状の核分裂生成物質を除くもの（以下「その他

のＦＰ」という。）のガンマ線エネルギスペクトルへの影響が，ルテ

ニウム，ロジウムに比べて無視できる程度であることを表している。

分離設備における抽出特性の差異から，分離設備出口以降ではルテニ

ウム，ロジウムのその他のＦＰ核種に対する割合は増加する。ルテニ
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ウム，ロジウムとその他のＦＰを加えた全てのアルファ線を放出しな

い核種及びルテニウム，ロジウムに対して報告されている知見等から，

ルテニウム，ロジウムのその他のＦＰに対する相対的な割合は分離設

備入口に比べて約24倍以上に増加す る 。
（２９）（３０）

こうした場合，全てのガンマ

線源核種をルテニウム，ロジウムと考えても，単位線源強度当たりの線

量当量率は同じと見なせ，遮蔽設計用燃料仕様の持つ安全余裕等を考

慮すると，あらゆる遮蔽厚さに対する線源条件として，安全余裕は確

保される。そこで，分離設備下流のウラン精製設備，プルトニウム精

製設備を含む領域を統合し，線源組成として100％（Ｒｕ，Ｒｈ) を設

定する。 
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第1.3－１表 遮蔽の主要設備の仕様 

 

 (１) 使用済燃料輸送容器管理建屋＊  

セル遮蔽(除染室)         厚さ 約0.9ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

外部遮蔽             厚さ 約1.0ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

 (２) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋＊  

セル遮蔽(燃料貯蔵プール)     厚さ 約1.5ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

補助遮蔽(燃料貯蔵プール)     水深 約6.9ｍ 

                 材料 水 

外部遮蔽             厚さ 約1.0ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

 (３) 前処理建屋 

セル遮蔽(清澄機セル)            厚さ 約1.4ｍ以上 

                                材料 コンクリート 

セル遮蔽(溶解槽セル)       厚さ 約1.1ｍ以上 

                 材料 重量コンクリート 

外部遮蔽             厚さ 約1.0ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

 (４) 分離建屋 

セル遮蔽(高レベル廃液濃縮缶セル) 

                 厚さ 約1.6ｍ以上 

                 材料 コンクリート 
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外部遮蔽             厚さ 約1.0ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

 (５) 精製建屋 

セル遮蔽(第２酸回収蒸発缶セル)  厚さ 約0.9ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

外部遮蔽             厚さ 約1.0ｍ以上 

                   材料 コンクリート 

 (６) ウラン脱硝建屋 

セル遮蔽(硝酸ウラニル貯蔵室)   厚さ  約0.3ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

外部遮蔽             厚さ 約1.0ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

 (７) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

セル遮蔽(硝酸プルトニウム貯槽セル) 

                 厚さ 約0.8ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

外部遮蔽             厚さ 約1.0ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

 (８) ウラン酸化物貯蔵建屋 

セル遮蔽(貯蔵室)             厚さ 約0.5ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

外部遮蔽             厚さ 約1.0ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

 (９) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

セル遮蔽(貯蔵室)              厚さ 約0.5ｍ以上 
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                  材料 コンクリート 

外部遮蔽             厚さ 約1.0ｍ以上 

                  材料 コンクリート 

 (10) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

セル遮蔽(高レベル濃縮廃液貯槽セル) 

                 厚さ 約1.5ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

セル遮蔽(固化セル)         厚さ 約1.3ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

セル遮蔽(貯蔵区域)     厚さ コンクリート約1.4ｍ以上 

                ＋鉄板約4cm(天井及び床） 

             材料 コンクリート，鉄 

外部遮蔽             厚さ 約1.0ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

 (11) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

   第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟 

セル遮蔽(貯蔵区域)    厚さ コンクリート約1.7ｍ以上 

                ＋鉄板約4cm(天井及び床） 

             材料 コンクリート，鉄 

外部遮蔽                厚さ 約0.2ｍ以上 

                    材料 コンクリート 

   第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟 

セル遮蔽(貯蔵区域)    厚さ コンクリート約1.7ｍ以上 

                ＋鉄板約4cm(天井） 

             材料 コンクリート，鉄 
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外部遮蔽                厚さ 約0.2ｍ以上 

                    材料 コンクリート 

 (12) 低レベル廃液処理建屋 

セル遮蔽(第１低レベル第２廃液受槽室) 

                 厚さ 約0.6ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

外部遮蔽             厚さ 約1.0ｍ以上 

                  材料 コンクリート 

 (13) 低レベル廃棄物処理建屋 

セル遮蔽(第１廃棄物取扱室)      厚さ 約0.9ｍ以上 

                       材料 コンクリート 

外部遮蔽                  厚さ 約1.0ｍ以上 

                   材料 コンクリート 

 (14) チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋 

セル遮蔽(貯蔵室)         厚さ 約1.4ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

外部遮蔽             厚さ 約1.0ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

 (15) ハル・エンド ピース貯蔵建屋 

セル遮蔽(貯蔵プール)        厚さ 約1.5ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

補助遮蔽(貯蔵プール)        水深 約1.5ｍ以上 

                 材料 水 

外部遮蔽              厚さ 約1.0ｍ以上 

                   材料 コンクリート 
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 (16) 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋＊  

外部遮蔽      厚さ 約0.5ｍ以上(天井) 

                       約0.5ｍ以上及び約0.7ｍ以上(側壁） 

                 材料 コンクリート 

 (17) 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋＊ 

外部遮蔽                        厚さ 約1.0ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

 (18) 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋＊ 

    外部遮蔽      厚さ 約0.5ｍ以上(天井) 

                 約0.5ｍ以上及び約0.7ｍ以上(側壁) 

              材料 コンクリート 

(19) 分析建屋 

セル遮蔽(回収槽セル)    厚さ コンクリート約0.7ｍ以上 

                ＋鉄板約19㎝(天井) 

                コンクリート約1.0ｍ以上(側壁) 

             材料 コンクリート，鉄 

外部遮蔽         厚さ 約1.0ｍ以上 

             材料 コンクリート 

 注）＊印の建物の遮蔽は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備で  

   ある。 
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第1.3－２表 核種組成表 
 

領  域 線  源  組  成  (注) 

Ｓ０  
 

Ｓ１  
 

Ｓ２  
 

Ｓ３  
 

Ｓ４  
 

Ｓ５  
 

Ｓ７  
 
 

Ｓ８  
 
 

Ｓ９  
 
 
 
 
 

Ｓ１０ 
 
 
 

Ｓ１１ 
 
 
 
 
 

Ｓ１２ 
 
 

ＦＰ＋ＡＰ＋アクチノイド 
 
ＦＰ＋アクチノイド 
 
ＡＰ＋0.5 ％ＦＰ＊１＋5.1 ％（Ｒｕ，Ｒｈ） 
 
構造材 2ｋｇ中のＡＰ＋51％（Ｒｕ，Ｒｈ） 
 
ＦＰ（気体状のＦＰを除く）＋アクチノイド 
 
Ｒｕ，Ｒｈ 
 
Ｐｕ＋Ｐｕ１ｇ当たり4.44×10５Bq（Ｒｕ，Ｒｈ) 
＋5,000ppm ２４１Ａｍ／Ｐｕ 
 
Ｕ＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮｐそれぞれ7,500 αdpm） 
＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq（Ｒｕ，Ｒｈ） 
 
精製後１年を経過したＰｕ＊２ 
＋Ｐｕ１ｇ当たり4.44×10５Bq（Ｒｕ，Ｒｈ） 
＋精製後１年を経過したＵ＊３ 
＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮｐそれぞれ7,500 αdpm） 
＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq（Ｒｕ，Ｒｈ) 
 
精製後１年を経過したＵ＊３ 
＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮｐそれぞれ7,500 αdpm） 
＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq（Ｒｕ，Ｒｈ） 
 
遮蔽設計上最も厳しくなる貯蔵期間を経過したＰｕ＊２ 
＋Ｐｕ１ｇ当たり4.44×10５Bq（Ｒｕ，Ｒｈ） 
＋遮蔽設計上最も厳しくなる貯蔵期間を経過したＵ＊３ 
＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮｐそれぞれ7,500 αdpm） 
＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq（Ｒｕ，Ｒｈ） 
 
遮蔽設計上最も厳しくなる貯蔵期間を経過したＵ＊３ 
＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮｐそれぞれ7,500 αdpm） 
＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq（Ｒｕ，Ｒｈ） 

 ＦＰ  ：核分裂生成物質 
 ＡＰ  ：放射化生成物質 
 ＦＰ＊１：核分裂生成物質のうちＲｕ及びＲｈを除く 
 Ｐｕ＊２：Ｐｕ及びその核壊変によって生成した物質 
 Ｕ＊３ ：Ｕ及びその核壊変によって生成した物質 
 
（注）線源組成は，ＯＲＩＧＥＮ２コードにより求められた単位質量当た 
  りの各核種の量を表中の分類に従って合成することにより得られる。 
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使用済燃料受入れ・ 貯蔵管理建屋

除染エリ ア

保守エリ ア

除染移送台車

接合室

保守室

Ⅰ１

Ⅰ２

Ⅰ２

Ⅰ２

Ⅰ３

Ⅰ３

Ⅰ４

Ⅰ５

Ⅰ１ ≦

Ⅰ２ ≦

２ ． ６ μＳ ｖ ／ｈ

μＳ ｖ ／ｈ１ ０

Ⅰ３ ≦ μＳ ｖ ／ｈ５ ０

Ⅰ４ ≦ μＳ ｖ ／ｈ５ ０ ０

第1.3－1図　 使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（ 地下１ 階）

Ⅰ５ ＞ μＳ ｖ ／ｈ５ ０ ０

第1.3－１図　使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（地下１階）
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除染エリ ア
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天井ク レ ーン
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用
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燃

料
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れ

・
貯

蔵
管
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建

屋

使用済燃料輸送容器管理建屋

ト レ ーラ エリ ア

使用済燃料収納

使用済燃料輸送容器

保管庫

空使用済燃料輸送容器

保管庫

使用済燃料輸送容器

移送台車

ト レ ーラ エリ ア

Ⅰ２

Ⅰ４

Ⅰ１

Ⅰ１

Ⅰ２

Ⅰ１Ⅰ１

Ⅰ２

Ⅰ２

Ⅰ５

Ⅰ２

Ⅰ１ ≦

Ⅰ２ ≦

２ ． ６ μＳ ｖ ／ｈ

μＳ ｖ ／ｈ１ ０

Ⅰ３ ≦ μＳ ｖ ／ｈ５ ０

Ⅰ４ ≦ μＳ ｖ ／ｈ５ ０ ０

第1.3－2図　 使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（ 地上１ 階）

Ⅰ５ ＞ μＳ ｖ ／ｈ５ ０ ０

第1.3－２図　使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（地上１階）
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除染エリ ア

保守エリ ア

除染室

給気機械室

建屋送風機

除染ピッ ト

建屋排風機

第１ 排気機械室

Ⅰ１

Ⅰ２

Ⅰ５

Ⅰ２

Ⅰ３

Ⅰ１ ≦

Ⅰ２ ≦

２ ． ６ μＳ ｖ ／ｈ

μＳ ｖ ／ｈ１ ０

Ⅰ３ ≦ μＳ ｖ ／ｈ５ ０

Ⅰ４ ≦ μＳ ｖ ／ｈ５ ０ ０

第1.3－3図　 使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（ 地上２ 階）

Ⅰ５ ＞ μＳ ｖ ／ｈ５ ０ ０

第1.3－３図　使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（地上２階）
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除染エリ ア

保守エリ ア

第２ 排気機械室

建屋排気フ ィ ルタ ユニッ ト

除染室天井ク レ ーン

保守室天井ク レ ーン

Ⅰ２

Ⅰ２

Ⅰ３

Ⅰ３

Ⅰ５

Ⅰ１

Ⅰ１ ≦

Ⅰ２ ≦

２ ． ６ μＳ ｖ ／ｈ

μＳ ｖ ／ｈ１ ０

Ⅰ３ ≦ μＳ ｖ ／ｈ５ ０

Ⅰ４ ≦ μＳ ｖ ／ｈ５ ０ ０

第1.3－4図　 使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（ 地上３ 階）

Ⅰ５ ＞ μＳ ｖ ／ｈ５ ０ ０

第1.3－４図　使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（地上３階）
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1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計 

安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区域に閉じ込める

ために，放射性物質を内包する系統及び機器は，腐食し難く，漏えいし難

い構造とするとともに，セル，グローブボックス及びこれらと同等の閉じ

込め機能を有する施設（以下「セル等」という。）又は室に収納する設計

とする。 

また，粉末状の放射性物質を非密封で取り扱う場合は，密閉した系統

及び機器内で取り扱う設計とする。 

さらに，放射性物質を内包する系統及び機器，セル等及び室並びにセ

ル等及び室を収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持す

る設計とする。 

また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合には，漏えいの拡大

を防止し安全に処置できる設計とする。 

(１) 放射性物質を内包する系統及び機器は，使用する化学薬品，取り扱

う放射性物質，圧力及び温度並びに保守及び修理の条件を考慮し，ス

テンレス鋼，ジルコニウムその他の腐食し難い材料を使用するととも

に，腐食しろを確保する設計とする。 

さらに，溶接構造，爆着接合法による異材継手，フランジ継手及び

水封により接続することにより，放射性物質が漏えいし難い設計とす

る。 

また，以下の基本方針により材料選定及び異種材料の接続を行う。 

ａ．材料選定の基本方針 

放射性物質を含む硝酸溶液を取り扱う系統及び機器は，ステンレス
（ ８ ） ～ （ １ ４ ）

鋼を使用し，常圧沸騰状態で比較的硝酸濃度の高い溶液を取り扱う場

合にはジルコニウム
（ １ ４ ） ～ （ １ ６ ）

を使用する。 

６－１－119



 

ｂ．異種材料の接続の基本方針 

ジルコニウムとステンレス鋼との接続は，爆着接合法による異材継
（１４）～（１７）

手，フランジ継手及び水封を使用する。 

フランジ継手は，セル外において異種材料の接続を行う場合に用い

る。 

また，水封は，保守が必要なセル内の機器の気相部の接続に用いる。 

(２) 放射性物質を内包する系統及び機器は，その性状に応じてセル等又

は室に適切に収納する設計とする。プルトニウムを含む溶液及び粉末

並びに高レベル放射性液体廃棄物（以下「高レベル廃液」という。）

を内包する系統及び機器は，分析のため少量を取り扱う場合や，ウラ

ン・プルトニウム混合酸化物（ＵＯ２・ＰｕＯ２，以下「ＭＯＸ」とい

う。）粉末を封入した混合酸化物貯蔵容器を取り扱う場合を除き，セ

ル等に収納する設計とする。 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の床

にはステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，万一液体状の放射性物

質がセル等に漏えいした場合は，漏えい検知装置により漏えいを検知

し，漏えいの拡大を防止するとともに，スチームジェットポンプ，ポ

ンプ又は重力流により漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移

送し処理できる設計とする。 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には

漏えい液受皿を設置し，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合は，

漏えいを検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の

移送及び処理ができる設計とする。 

漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあるか又はＴＢＰ，

ｎ－ドデカン及びこれらの混合物（以下「有機溶媒」という。）を含
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む漏えいした液がｎ－ドデカンの引火点に達するおそれのあるセル等

については，漏えいを検知するための漏えい検知装置を多重化し，万

一外部電源が喪失した場合でも，漏えいした液を確実に移送するため

に，スチームジェットポンプを使用する場合の蒸気は，その他再処理

設備の附属施設の安全蒸気系に，ポンプを使用する場合の電源は，非

常用所内電源系統に接続する設計とする。また，ポンプは，多重化す

るか，万一故障しても漏えいした液が沸騰に至らない間に修理又は交

換できる設計とする。 

精製施設のプルトニウム精製設備及び脱硝施設のウラン・プルトニ

ウム混合脱硝設備には，通常の運転状態おいて硝酸プルトニウム並び

に硝酸プルトニウム及び硝酸ウラニルの混合溶液の無限体系の未臨界

濃度以上のプルトニウムを含む溶液を内包する機器から，万一漏えい

が発生した場合でも臨界とならない漏えい液受皿を設ける設計とする。 

連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウ

ムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検知装置を臨

界安全管理の観点から多重化し，万一漏えいした場合には，漏えいを

確実に検知し移送する設計とする。 

通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウム

を含む溶液を連続移送する配管から漏えいのおそれがあり，漏えいし

たプルトニウムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい

液受皿の集液溝を監視する装置により，漏えいを検知する設計とする。 

(３) プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器

並びにウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器は，運転切替え

に伴う変動時を除き，気体廃棄物の廃棄施設により常時負圧に保ち，

それらの系統及び機器からの廃ガスは，洗浄，凝縮，吸着及びろ過に
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より放射性物質を合理的に達成できる限り除去した後，主排気筒から

放出する設計とする。 

また，セル等及びこれらを収納する建屋並びにウランを非密封で大

量に取り扱う系統及び機器を収納する建屋は，運転切替えに伴う変動

時を除き，気体廃棄物の廃棄施設により常時負圧に保ち，排気は，ろ

過した後，主排気筒から放出する設計とする。 

さらに，それぞれの気圧は，原則として，建屋，セル等，系統及び

機器の順に気圧が低くなる設計とするとともに，気体廃棄物の廃棄施

設は，漏えい及び逆流を防止する設計とする。 

設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持，漏えい及び逆流

防止の機能が確保される設計とするとともに，一部の換気系統の機能

が損なわれた場合においても，再処理施設全体としては，その機能が

維持され，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないよう，

気体の閉じ込めの機能を確保する設計とする。 

(４) プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器

並びにウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器を除く放射性物

質を内包する系統及び機器は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に保

ち，それらの系統及び機器からの廃ガスは，洗浄，凝縮及びろ過によ

り放射性物質を合理的に達成できる限り除去した後，主排気筒又は北

換気筒から放出する設計とする。 

また，セル等及びこれらを収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設

により負圧に保ち，排気は，ろ過した後，主排気筒若しくは北換気筒

又は低レベル廃棄物処理建屋換気筒から放出する設計とする。 

さらに，それぞれの気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に気

圧が低くなるように設計するとともに，気体廃棄物の廃棄施設は，漏
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えい及び逆流を防止する設計とする。 

(５) ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物質を非密封で

取り扱う場合は，密閉した系統及び機器内で取り扱う設計とする。 

(６) 安全機能を有する施設の閉じ込めは，取り扱う放射性物質の種類及

び性状（気体，液体及び固体）に応じて設計する。 

 ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料取出しピット，燃料仮

置きピット，燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピットは，ステンレス

鋼を内張りすることによりプール水が漏えいし難い構造とするととも

に，万一燃料貯蔵プール水が漏えいした場合でもプール水の漏えいを

検知し安全に処置できる設計とする。 

 ｂ．再処理設備本体 

せん断処理施設は，せん断粉末が漏えいし難い設計とする。 

溶解施設，分離施設，精製施設及び脱硝施設の放射性物質を内包す

る系統及び機器は，腐食し難い材料を用いるとともに，漏えいし難い

構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

酸及び溶媒の回収施設の放射性物質を内包する系統及び機器は，腐

食し難い材料を用いるとともに，漏えいし難い構造とし，漏えいの拡

大を防止し安全に処置できる設計とする。 

また，酸及び溶媒の回収施設の蒸発缶は，減圧下で蒸発を行い運転

温度を低くすることにより，腐食し難い環境とする設計とする。 

 ｃ．製品貯蔵施設 

ウラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵容器にＵＯ３を封入し，

閉じ込め機能を確保する設計とする。 
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ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，混合酸化物貯蔵容器

にＭＯＸを封入し，閉じ込め機能を確保する設計とする。 

 ｄ．放射性廃棄物の廃棄施設 

 (ａ) 気体廃棄物の廃棄施設 

   せん断処理・溶解廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処

理設備及び塔槽類廃ガス処理設備の放射性物質を内包する系統及び機

器は，腐食し難い材料を用いるとともに，漏えいし難い構造とし，気

体状の放射性物質の漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とす

る。 

また，これらの設備は気体状の放射性物質の漏えい及び逆流を防止

する設計とする。 

換気設備は，汚染のおそれのある区域を清浄区域より負圧に維持で

きる設計とし，汚染の程度の低い区域から高い区域に空気を流すこと

のできる設計とする。 

 (ｂ) 液体廃棄物の廃棄施設 

高レベル廃液処理設備の放射性物質を内包する系統及び機器は，腐

食し難い材料を用いるとともに，漏えいし難い構造とし，漏えいの拡

大を防止し安全に処置できる設計とする。 

また，高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮缶は，減圧下で蒸

発を行い，運転温度を低くすることにより，腐食し難い環境とする設

計とする。 

低レベル廃液処理設備の放射性物質を内包する系統及び機器は，腐

食し難い材料を用いるとともに，漏えいし難い構造とし，漏えいの拡

大を防止し安全に処置できる設計とする。 

 (ｃ) 固体廃棄物の廃棄施設 
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固体廃棄物の廃棄施設の液体状の放射性物質を内包する系統及び機

器は，腐食し難い材料を用いるとともに，漏えいし難い構造とし，漏

えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。 

ｅ．その他再処理設備の附属施設 

分析設備の分析装置及び分析済溶液処理系の機器は，セル等又は室

に収納し，液体状の放射性物質の漏えいの拡大を防止し，安全に処置

できる設計とする。 

また，セル等又は室は，気体廃棄物の廃棄施設により閉じ込め機能

を確保できる設計とする。 
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1.5 火災及び爆発の防止に関する設計 

火災及び爆発の防止に関する設計は，安全機能を有する施設に対する

火災及び爆発の防止に関する設計並びに重大事故等対処施設に対する火災

及び爆発の防止に関する設計を行う。 

1.5.1 安全機能を有する施設に対する火災及び爆発の防止に関する設計 

1.5.1.1 火災及び爆発の防止に関する設計方針 

安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再処理施設の安全性が

損なわれないよう，火災及び爆発の発生を防止し，早期に火災発生を感知

し消火を行い，かつ，火災及び爆発の影響を軽減するために，火災防護対

策を講ずる設計とする。 

火災又は爆発によってその安全機能が損なわれないことを確認する施

設を，全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とする。 

火災防護対策を講ずる対象としては，安全評価上その機能を期待する

構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，

系統及び機器を抽出することで，火災又は爆発により，冷却，水素掃気，

火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を損なわないよう対策を講ず

る設計とし，安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設に火災区域及

び火災区画を設定した上で，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消

火並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講

ずることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

また，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び

機器についても火災区域を設定した上で，火災及び爆発の発生防止，火災

の感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮した火災

防護対策を講ずることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

再処理施設の火災区域又は火災区画における火災防護対策に当たって
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は，実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（以下

「火災防護審査基準」という。）及び原子力発電所の内部火災影響評価ガ

イド（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）を参考として再処理施

設の特徴（引火性の多種の化学薬品を取り扱うこと，高線量下となるセル

が存在すること等）及びその重要度を踏まえた火災防護対策を講ずる設計

とする。 

その他の安全機能を有する施設を含め再処理施設は，消防法，建築基

準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備等に

応じた火災防護対策を講ずる設計とする。 

 (１) 安全上重要な施設 

再処理施設は，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止，遮

蔽並びに閉じ込めに係る安全機能が火災又は爆発によって損なわれないよ

う，適切な火災防護対策を講ずる設計とする。 

具体的には，安全機能を有する施設のうち，安全評価上その機能を期

待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な

施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器（以下「安重機能を有する

機器等」という。）を抽出し，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び

消火並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を

講ずる。 

安全上重要な施設は，「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」の(１)～(15)

に示す施設が該当する。 

上記方針に基づき，以下の建物及び構築物並びに屋外に設置する設備

に火災区域及び火災区画を設定する。 

 ａ．建物 

 (ａ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 
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 (ｂ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂ基 

  礎 

 (ｃ) 前処理建屋 

 (ｄ) 分離建屋 

 (ｅ) 精製建屋 

 (ｆ) ウラン脱硝建屋 

 (ｇ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 (ｈ) ウラン酸化物貯蔵建屋 

 (ｉ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

 (ｊ) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

 (ｋ) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

 (ｌ) チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 

 (ｍ) ハル・エンドピース貯蔵建屋 

 (ｎ) 主排気筒管理建屋 

 (ｏ) 制御建屋 

 (ｐ) 分析建屋 

 (ｑ) 非常用電源建屋 

 ｂ．屋外施設 

 (ａ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔 

 (ｂ) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 

 (ｃ) 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔 

 (ｄ) 主排気筒 

 ｃ．燃料貯蔵設備 

 (ａ) 第１非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備 

 (ｂ) 第２非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備 
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 ｄ．洞道 

 (ａ) 分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋を接続する洞道 

 (ｂ) 前処理建屋，分離建屋，精製建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，制御建屋，非常用電源建屋，再

処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，主排気筒及び主排気筒

管理建屋を接続する洞道 

 (ｃ) 分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋，低レベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び分析

建屋を接続する洞道のうち，ウラン脱硝建屋及びウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋に接続する洞道を除く部分 

 (ｄ) 精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を接続する洞道 

 (ｅ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂを接続する洞道 

 (ｆ) 高レベル廃液ガラス固化建屋と第１ガラス固化体貯蔵建屋を接続する

洞道 

 (ｇ) ウラン脱硝建屋とウラン酸化物貯蔵建屋を接続する洞道 

 (２) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器 

安全機能を有する施設のうち，再処理施設において火災及び爆発が

発生した場合，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するための

構築物，系統及び機器のうち，「（１） 安全上重要な施設」に示す安全上

重要な施設を除いたものを「放射性物質貯蔵等の機器等」として選定

する。 

放射性物質貯蔵等の機器等を収納する建屋（安全上重要な施設を除

く）を以下に示す。 

 ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋 
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 ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

 ｃ．低レベル廃液処理建屋 

 ｄ．低レベル廃棄物処理建屋 

 ｅ．第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 ｆ．第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 ｇ．第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 ｈ．出入管理建屋 

 ｉ．北換気筒 

 (３) その他の安全機能を有する施設 

「(１) 安全上重要な施設」及び「(２) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込

め機能を有する構築物，系統及び機器」以外の安全機能を有する施設

を含め再処理施設は，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気

協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる

設計とする。 

 (４) 火災区域及び火災区画の設定 

安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を収納する

建屋に，耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火戸，防火ダンパ等），天

井及び床（以下「耐火壁」という。）によって囲われた火災区域を設定

する。建屋の火災区域は，「(１) 安全上重要な施設」及び「(２) 放射性

物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器」におい

て選定する機器等の配置も考慮して火災区域を設定する。 

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な安重機器を有する機器等及び

放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域は，３時間以上の耐火

能力を有する耐火壁として，３時間耐火に設計上必要な 150ｍｍ以上の

壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により３時間以上の耐火
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能力を有する耐火壁により隣接する他の火災区域と分離する。 

屋外の安全上重要な施設を設置する区域については，周囲からの延

焼防止のために火災区域を設定する。 

火災区画は，建屋内で設定した火災区域を，耐火壁，離隔距離及び

系統分離状況に応じて分割して設定する。 

 (５) 火災防護上の最重要設備 

安全上重要な施設のうち，その重要度と特徴を考慮し，火災時にお

いても継続的に機能が必要となる設備である以下の設備を火災防護上

の最重要設備（以下「最重要設備」という。）とし，系統分離対策を講

ずる設計とする。 

 ａ．プルトニウムを含む溶液又は粉末及び高レベル放射性液体廃棄物の閉

じ込め機能（異常の発生防止機能を有する排気機能）を有する気体廃

棄物の廃棄施設の排風機 

 ｂ．崩壊熱除去機能のうち安全冷却水系のうち重要度の高いもの，ウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備貯蔵室からの排気系 

 ｃ．安全圧縮空気系 

 ｄ．上記機能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源系統 

 (６) 火災防護計画 

再処理施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防

護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，

責任の所在，責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保，教

育訓練，火災防護対策を実施するために必要な手順等について定める

とともに，安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に

ついては，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに

火災及び爆発の影響軽減の３つの深層防護の概念に基づき，必要な火

６－１－131



災防護対策を行うことについて定める。 

重大事故等対処施設については，火災及び爆発の発生防止，火災の

早期感知及び消火を行うことについて定める。 

その他の再処理施設については，消防法，建築基準法，都市計画法

及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護

対策を行うことについて定める。 

敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災

及び爆発（以下「外部火災」という。）については，安全機能を有する

施設を外部火災から防護するための運用等について定める。 

火災防護計画の策定に当たっては，火災防護審査基準の要求事項を

踏まえ，以下の考えに基づき策定する。 

 ａ．安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等の防護を目的

として実施する火災防護対策を適切に実施するために，火災防護対策

全般を網羅した火災防護計画を策定する。 

 ｂ．安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等の防護を目的

として実施する火災防護対策及び火災防護計画を実施するために必要

な手順，機器，組織体制を定める。具体的には，火災防護対策の内容，

その対策を実施するための組織の明確化（各責任者と権限），火災防護

計画を遂行するための組織の明確化（各責任者と権限），その運営管理

及び必要な要員の確保と教育・訓練の実施について定める。 

 ｃ．安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を火災及び爆

発から防護するため，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び

消火並びに火災及び爆発の影響軽減の深層防護の概念に基づいた，火

災区域及び火災区画を考慮した火災防護対策である，火災及び爆発の

発生防止対策，火災の感知及び消火対策，火災及び爆発の影響軽減対
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策を定める。 

 ｄ．火災防護計画は，再処理施設全体を対象範囲とし，具体的には，以下

の項目を記載する。 

 (ａ) 事業指定基準規則の第五条に基づくｃ.で示す対策 

 (ｂ) 事業指定基準規則の第二十九条に基づく火災及び爆発の発生防止，

火災の早期感知及び消火の対策並びに重大事故等対処施設の火災及び

爆発により安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等並

びに重大事故等対処施設の安全性が損なわれないための火災防護対策 

 可搬型重大事故等対処設備，その他再処理施設については，設備等

に応じた火災防護対策 

 (ｃ) 森林火災，近隣の工場，石油コンビナート等特別防災区域，危険物

貯蔵所及び高圧ガス貯蔵施設（以下「近隣の産業施設」という。）の爆

発，再処理施設敷地内に存在する危険物貯蔵施設の火災及び爆発から

安全機能を有する施設を防護する対策 

 ただし，原子力災害に至る火災発生時の対処，原子力災害と同時に

発生する火災発生時の対処，大規模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによる再処理施設の大規模な損壊（以

下「大規模損壊」という。）に伴う大規模な火災が発生した場合の対処

は，別途定める文書に基づき対応する。 

 なお，上記に示す以外の構築物，系統及び機器は，消防法，建築基

準法に基づく火災防護対策を実施する。 

 (ｄ) 火災防護計画は，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消火並

びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮し，火災防護関係法

令・規程類等，火災発生時における対応手順，可燃性物質及び火気作

業に係る運営管理に関する教育・訓練を定期的に実施することを定め
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る。 

 (ｅ) 火災防護計画は，その計画において定める火災防護計画全般に係る

定期的な評価及びそれに基づく改善を行うことによって，継続的な改

善を図っていくことを定め，火災防護審査基準への適合性を確認する

ことを定める。 

 (ｆ) 火災防護計画は，再処理事業所再処理施設の「核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律」第 50 条第 1 項の規定に基づく再

処理事業所再処理施設保安規定（以下「保安規定」という。）に基づく

文書として制定する。 

 (ｇ) 火災防護計画の具体的な遂行のルール，具体的な判断基準等を記載

した文書，業務処理手順，方法等を記載した文書の文書体系を定める

とともに，持ち込み可燃性物質管理や火気作業管理，火災防護に必要

な設備の保守管理，教育訓練などに必要な要領については，各関連文

書に必要事項を定めることで，火災防護対策を適切に実施する。 
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1.5.1.2 火災及び爆発の発生防止 

1.5.1.2.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止 

再処理施設の火災及び爆発の発生防止については，再処理施設で取り

扱う化学薬品等のうち，可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質を使用又

は生成する系統及び機器に対する着火源の排除，異常な温度上昇の防止対

策，可燃性物質の漏えい防止対策，可燃性又は熱的に不安定な物質の混入

防止対策を講ずる設計とするとともに，熱的制限値及び化学的制限値を設

ける設計とする。 

火災及び爆発の観点で考慮する事象の例を第 1.5－１表に示す。 

 (１) 有機溶媒による火災及び爆発の発生防止 

有機溶媒による火災及び爆発の発生を防止するために，以下の対策

を講ずる設計とする。 

 ａ．有機溶媒を内包する機器は，腐食し難い材料を使用するとともに，漏

えいし難い構造とすることにより有機溶媒の漏えいを防止する。 

ｂ．有機溶媒を内包する機器で加温を行う機器は，化学的制限値としてｎ

－ドデカンの引火点（74℃）を設
（ １ ８ ）

定し，74℃を超えて加温することが

ないように，溶液の温度を監視して，温度高により警報を発するとと

もに，自動で加温を停止する設計とする。 

ｃ．静電気の発生のおそれのある有機溶媒を内包する機器は，接地を施す

ことにより着火源を排除する。 

また，これらの機器を収納するセルには，着火源を有する機器は設

置しない。 

ｄ．有機溶媒を内包する系統及び機器を内部に設置するセル，グローブボ

ックス及び室については，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備で換気を

行う設計とする。 
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ｅ．使用済有機溶媒の蒸発及び蒸留を行う機器は，有機溶媒へ着火するお

それのない可燃領域外で有機溶媒の処理を行う設計とするとともに，

廃ガスには不活性ガス（窒素）を注入して排気する設計とする。 

また，溶媒処理系の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除する

設計とする。 

 蒸発缶を減圧するための系統の圧力を監視し，圧力高により警報を

発するとともに自動で不活性ガス（窒素）を系内に注入し，有機溶媒

の蒸発缶への供給及び加熱蒸気の供給を自動で停止する設計とする。 

 溶媒蒸留塔の圧力を監視し，圧力高により警報を発するとともに自

動で不活性ガス（窒素）を系内に注入し，有機溶媒の蒸発缶への供給

及び加熱蒸気の供給を自動で停止する設計とする。 

 (２) 廃溶媒及び廃溶媒の熱分解ガスによる火災及び爆発の発生防止 

廃棄する有機溶媒（以下「廃溶媒」という。）を処理する熱分解装置

は，窒素ガスを供給することにより，廃溶媒を不活性な雰囲気下で熱

分解する設計とする。 

また，外部ヒータを適切に制御するとともにその内部温度を測定し，

運転状態を監視し，温度高により外部ヒータ加熱及び廃溶媒供給を停

止する設計とする。 

 熱分解ガスを燃焼する装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を

監視し，温度低により熱分解装置への廃溶媒供給を停止する設計とす

る。 

また，可燃性ガスを取り扱う室に設置する電気接点を有する機器は，

防爆構造とする設計とする。 

 (３) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生防止 

りん酸三ブチル（以下「ＴＢＰ」という。）又はその分解生成物であ
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るりん酸二ブチル，りん酸一ブチル（以下「ＴＢＰ等」という。）と硝

酸，硝酸ウラニル又は硝酸プルトニウムの錯体（以下「ＴＢＰ等の錯

体」という。）の急激な分解反応
（１９）（２０）（２１）

を防止するため，濃縮缶及び蒸発缶

（以下「濃縮缶等」という。）ではＴＢＰの混入防止対策としてｎ－ド

デカン（以下「希釈剤」という。）を用いて濃縮缶等に供給する溶液を

洗浄し，ＴＢＰを除去する設計とする。 

 また，濃縮缶等でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止す
（１９）（２０）（２１）

るた

め，ＴＢＰの混入防止対策として濃縮缶等に供給する溶液から有機溶

媒を分離することができる設計とするとともに，水相を槽の下部から

抜き出す設計とする。 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応のおそれの
（ １ ９ ）（ ２ ０ ）（ ２ １ ）

ある機器には，熱的制

限値として加熱蒸気最高温度（135℃）を設定
（ ２ ０ ）（ ２ １ ）

し，濃縮缶等の加熱部に

供給する約 130℃の加熱蒸気の温度を加熱蒸気の圧力により制御し，温

度計により監視し，温度高により警報を発するとともに，加熱蒸気の

温度が 135℃を超えない
（ ２ ０ ）（ ２ １ ）

ために，蒸気発生器に供給する一次蒸気及び濃

縮缶等の加熱部に供給する加熱蒸気を自動で遮断する設計とする。 

 (４) 運転で使用する水素による爆発の発生防止 

ａ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉 

水素ガスを使用する脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備

の還元炉には化学的制限値として還元用窒素・水素混合ガス中の水素

最高濃度（6.0ｖｏｌ％）を設定し
（ ２ ２ ）（ ２ ３ ）（ ２ ４ ）

，還元ガス受槽では，還元炉へ供給

する還元用窒素・水素混合ガス中の水素濃度を測定し，還元用窒素・

水素混合ガスが空気といかなる混合比においても可燃限界濃度未満と

なるようにする。万一，水素濃度が 6.0ｖｏｌ％を超える
（ ２ ２ ）（ ２ ３ ）（ ２ ４ ）

場合には，還

元炉への還元用窒素・水素混合ガスの供給を自動で停止する窒素・水
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素混合ガス停止系を設ける設計とする。 

ｂ．ウラン精製設備のウラナス製造器 

ウラナス製造器は，水素の可燃領域外で運転する設計とする。 

洗浄塔は，その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備の一般圧縮

空気系から空気を供給し，廃ガス中の水素濃度を可燃限界濃度未満に

抑制する設計とする。洗浄塔に供給する空気の流量を監視し，流量低

により警報を発するとともに，自動で窒素ガスを洗浄塔に供給する設

計とする。 

第２気液分離槽は，窒素ガスを供給し，４価のウラン（以下「ウラ

ナス」という。）を含む硝酸溶液中に溶存する水素を追い出すとともに，

廃ガス中の水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。第２気液

分離槽に供給する窒素ガスの流量を監視し，流量低により警報を発す

る設計とする。 

また，水素を取り扱う室に設置する電気接点を有する機器は，防爆

構造とする設計とする。 

 (５) 放射線分解により発生する水素による爆発の発生防止 

空気の供給が停止したときに，溶液及び有機溶媒の放射線分解によ

り発生する水素の濃度が可燃限界濃度に達するおそれのある機器のう

ち，可燃限界濃度に達するまでの時間余裕が小さい機器は，その他再

処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給（水素掃気）し，

発生する水素の濃度を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。可燃

限界濃度に達するまでの時間が１日以上を要する時間余裕が大きい機

器は，非常用所内電源系統から給電する塔槽類廃ガス処理設備の排風

機による排気，一般圧縮空気系等から空気を供給する配管を用いて空

気を取り入れることができる設計とする。 
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(６) 硝酸ヒドラジンによる爆発の発生防止

再処理施設で使用する硝酸ヒドラジンは，自己反応性物質であるこ

とから，硝酸ヒドラジンによる爆発の発生を防止するため，消防法に

基づき，貯蔵及び取扱い時の漏えい防止を講ずる設計とする。 

(７) ジルコニウム及びその合金粉末による火災及び爆発の発生防止

せん断処理施設のせん断機は，空気雰囲気でせん断を行っても，せ

ん断時に生じるジルコニウム及びその合金粉末による火災及び爆発の

おそれはないが，せん断粉末の蓄積を防止するために，せん断機から

溶解槽側へ窒素ガスを吹き込むことで不活性雰囲気となる設計とする。 

(８) 分析試薬による火災及び爆発の発生防止

分析試薬による火災及び爆発を防止するため，消防法に基づき，貯

蔵及び取扱い時の漏えい防止を講ずる設計とする。 

また，加熱機器，裸火及び分析試薬の使用場所を制限することによ

り，可燃性分析試薬による火災及び爆発を防止する。 

使用済みの可燃性分析試薬の貯槽は，接地し，着火源を適切に排除

する設計とする。 

1.5.1.2.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止 

再処理施設の火災及び爆発の発生防止については，発火性又は引火性

物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に

対する火災及び爆発の発生防止対策を講ずるとともに，可燃性の蒸気又は

可燃性の微粉に対する対策，発火源に対する対策，水素に対する換気，漏

えい検出対策及び接地対策，放射線分解により発生する水素の蓄積防止対

策，電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対策等を講ずる設計とす

る。 
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 (１) 発火性物質又は引火性物質 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する

火災区域又は火災区画には，以下の火災及び爆発の発生防止対策を講

ずる設計とする。発火性又は引火性物質としては，消防法で定められ

る危険物又は少量危険物として取り扱うもののうち「潤滑油」，「燃料

油」に加え，再処理施設で取り扱う物質として，ＴＢＰ，ｎ－ドデカ

ン等（以下「有機溶媒等」という。），硝酸ヒドラジン，高圧ガス保安

法で高圧ガスとして定められる水素，窒素，二酸化炭素，アルゴン，

ＮОx，プロパン及び酸素のうち，可燃性ガスである「水素」及び「プ

ロパン」並びに上記に含まれない「分析試薬」を対象とする。 

分析試薬については，少量ではあるが可燃性試薬及び引火性試薬を

含む多種類の分析試薬を取り扱うため，保管及び取扱いに係る火災及

び爆発の発生防止対策を講ずる。 

 ａ．漏えいの防止及び拡大防止 

火災区域に対する漏えいの防止対策及び拡大防止対策の設計につい

て以下を考慮した設計とする。 

 (ａ) 発火性又は引火性物質である潤滑油，燃料油，有機溶媒等を内包す

る設備 

火災区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質である

火災区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質である潤

滑油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジンを内包する設備（以下

「油内包設備」という。）は，溶接構造又はシール構造により漏えい防

止対策を講ずる設計とするとともに，漏えい液受皿又は堰を設置し，

漏えいした潤滑油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジンが拡大す

ることを防止する設計とする。 
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セル内に設置する有機溶媒等を内包する設備から有機溶媒等が漏え

いした場合については，セルの床等にステンレス鋼製の漏えい液受皿

を設置し，漏えい検知装置により漏えいを検知するとともに，スチー

ムジェットポンプ，ポンプ又は重力流により漏えいした液の化学的性

状に応じて定めた移送先に移送し処理できる設計とする。 

 (ｂ) 発火性又は引火性物質である水素及びプロパンを内包する設備 

火災区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質である

発火性物質又は引火性物質である水素及びプロパンを内包する設備

（以下「可燃性ガス内包設備」という。）は，溶接構造等により可燃性

ガスの漏えいを防止する設計とする。 

ｂ．配置上の考慮 

火災区域における設備の配置については，発火性物質又は引火性物

質の油内包設備及び可燃性ガス内包設備の火災及び爆発により，火災

及び爆発の影響を受けるおそれのある安重機能を有する機器等及び放

射性物質貯蔵等の機器等を損なわないように，発火性物質又は引火性

物質を内包する設備と安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等

の機器等の間は，耐火壁，隔壁の設置又は離隔による配置上の考慮を

行う設計とする。 

ｃ．換気 

火災区域に対する換気について，以下の設計とする。 

 (ａ) 発火性又は引火性物質である油内包設備 

火災区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質である

潤滑油，燃料油又は再処理工程で使用する有機溶媒等，硝酸ヒドラジ

ンを内包する設備のうち，放射性物質を含まない設備を設置する区域

は，漏えいした場合に気体状の発火性物質又は引火性物質が滞留しな
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いよう，機械換気を行う設計とする。 

また，屋外に設置する燃料貯蔵設備については，自然換気を行う設

計とする。 

 再処理工程で使用する有機溶媒等を内包する設備のうち，放射性物

質を含む設備は，塔槽類廃ガス処理設備等に接続し，機械換気を行う

設計とする。 

 (ｂ) 発火性又は引火性物質である可燃性ガス内包設備 

火災区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質である

可燃性ガスのうち，水素を内包する設備である蓄電池，ウラナス製造

器，還元炉，水素ボンベ又はプロパンを設置又は使用する火災区域は，

火災及び爆発の発生を防止するために，以下に示す換気設備による機

械換気により換気を行う設計とする。 

ⅰ．蓄電池 

蓄電池を設置する火災区域は機械換気を行うことにより，水素濃度

を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。安全上重要な施設の蓄電池，

非常用直流電源設備等を設置する火災区域の換気設備は，非常用母線

から給電する設計とする。それ以外の蓄電池を設置する火災区画の換

気設備は，建屋換気系，電気盤室，非管理区域等の排風機による機械

換気又は建屋換気系の送風機による換気を行う設計とする。 

ⅱ．ウラン精製設備のウラナス製造器 

ウラナス製造器に供給する水素ガスの流量を制御し，水素ガスの圧

力及び硝酸ウラニル溶液の流量を監視し，水素ガスの圧力高又は硝酸

ウラニル溶液の流量低により警報を発するとともに，ウラナス製造器

に供給する水素ガス及び硝酸ウラニル溶液を自動で停止する設計とす

る。 
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第１気液分離槽に受け入れる未反応の水素ガス濃度は約 100％であ

り，水素ガスの可燃領域外である。第１気液分離槽から洗浄塔へ移送

する未反応の水素ガスの圧力を制御，監視し，圧力高により警報を発

する設計とするとともに，未反応の水素ガスの流量を監視し，流量高

により警報を発する設計とする。 

洗浄塔は，その他再処理設備の附属施設の一般圧縮空気系から空気

を供給し，気体廃棄物の廃棄施設の精製建屋換気設備に移送する廃ガ

ス中の水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。 

洗浄塔に供給する空気の流量を監視し，流量低により警報を発する

とともに，自動で窒素ガスを洗浄塔に供給する設計とする。 

第２気液分離槽は，窒素ガスを供給し，ウラナスを含む硝酸溶液中

に溶存する水素を追い出すとともに，廃ガス中の水素を可燃限界濃度

未満に抑制する設計とする。第２気液分離槽に供給する窒素ガスの流

量を監視し，流量低により警報を発する設計とする。廃ガスは，建屋

換気系の排風機による機械換気を行う設計とする。 

ウラナス製造器等を設置するウラナス製造器室は非常用母線から給

電する建屋換気設備の建屋排風機による機械換気を行い，室内に滞留

した水素を換気できる設計とする。 

ⅲ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉 

水素ガスを使用する脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備

の還元炉には化学的制限値として還元用窒素・水素混合ガス中の水素

最高濃度（6.0ｖｏｌ％）を設定し，還元ガス受槽では，還元炉へ供

給する還元用窒素・水素混合ガス中の水素濃度を測定し，還元用窒

素・水素混合ガスが空気といかなる混合比においても可燃限界濃度未

満となるようにする。万一，水素濃度が 6.0ｖｏｌ％を超える場合に

６－１－143



 

は，還元炉への還元用窒素・水素混合ガスの供給を自動で停止する窒

素・水素混合ガス停止系を設ける設計とする。 

還元炉はグローブボックス内に設置し，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋換気設備のグローブボックス・セル換気系の排風機による機

械換気を行う設計とする。 

また，火災区域に設定しないが，精製建屋ボンベ庫，還元ガス製造

建屋に設置する水素ボンベは，安全弁を備えたガスボンベを転倒しな

いようにボンベユニットに設置し，万一の損傷による漏えいを防止す

るとともに，自然換気により，屋内の空気を屋外に排気することによ

り，火災区域又は区画内にガスが滞留しない設計とする。 

ⅳ．プロパンボンベ 

プロパンガスボンベは，前処理建屋に安全弁を備えたガスボンベを

転倒しないようにボンベユニットに設置し，また，機械換気により，

屋内の空気を屋外に排気することにより，火災区域又は火災区画内に

ガスが滞留しない設計とする。 

また，火災区域には設定しないが，低レベル廃棄物処理建屋プロパ

ンボンベ庫においても，安全弁を備えたガスボンベを転倒しないよう

に設置し，漏えいガスを屋外に放出する自然換気を行う設計とする。 

 ｄ．防爆 

火災区域に対する防爆について，以下の設計とする。 

 (ａ) 発火性又は引火性物質である引火性液体を内包する設備 

ⅰ．火災区域内に設置する引火性液体を内包する設備は，潤滑油又は

燃料油が設備の外部への漏えいを想定しても，引火点は発火性又は

引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備を設置する室内

温度よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃性の
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蒸気となることはない。 

 また，燃料油である重油を内包する設備を設置する火災区域又は

火災区画については，重油が設備の外部へ漏えいし，万一，可燃性

の蒸気が発生した場合であっても，非常用母線より給電する換気設

備で換気していることから，可燃性の蒸気が滞留するおそれはない。 

ⅱ．工場電気設備防爆指針における危険箇所には該当しないが，火災

区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質の有機溶媒

等を内包する設備の漏えいにより，環境条件が「電気設備に関する

技術基準を定める省令」及び「工場電気設備防爆指針」で要求され

る爆発性雰囲気となるおそれのある廃溶媒処理系の熱分解装置等の

廃溶媒を取り扱う機器は，有機溶媒等を約 450℃で熱分解しているこ

とから，廃溶媒処理系の熱分解装置等の廃溶媒を取り扱う機器を設

置する室の電気接点を有する機器は，防爆構造とする設計とする。 

また，静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。 

 (ｂ) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

工場電気設備防爆指針における危険箇所には該当しないが，火災区

域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質の水素を内包す

る設備の漏えいにより，環境条件が「電気設備に関する技術基準を定

める省令」及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気

となるおそれのあるウラン精製設備のウラナス製造器は，高濃度の水

素を使用することから，ウラナス製造器等を設置するウラナス製造器

室に設置する電気接点を有する機器は，防爆構造とする設計とする。    

また，静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。 

 ｅ．貯蔵 

火災区域に設置する発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器につ
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いては，以下の設計とする。 

発火性物質又は引火性物質として貯蔵を行う再処理工程で用いる有

機溶媒等，ディーゼル発電機用の燃料油及び安全蒸気系のボイラ用の

プロパンガスに対し以下の措置を講ずる。 

 (ａ) 再処理工程内で用いる有機溶媒等は，処理運転に必要な量に留めて

貯蔵する設計とする。 

 (ｂ) ディーゼル発電機へ供給する屋内の燃料油は，必要な量を消防法に

基づき屋内タンク貯蔵所に安全に貯蔵できる設計とする。貯蔵量は７

日間の外部電源喪失に対してディーゼル発電機を連続運転するために

必要な量を屋外に貯蔵する設計とする。 

 (ｃ) 前処理建屋に設置する安全蒸気系のボイラ用のプロパンガスについ

ては，蒸気供給に必要な量を貯蔵する設計とする。 

また，他の安全上重要な施設を収納する室と耐火壁で隔てた室にお

いて，安全弁を備えたガスボンベを転倒しないようにボンベユニット

に設置し，また，漏えいガスを建屋外に放出できる構造とし，安全に

貯蔵する設計とする。 

 (ｄ) 再処理工程で用いる硝酸ヒドラジンは，処理運転に必要な量に留め

て貯蔵する設計とするとともに，自己反応性物質であることから，硝

酸ヒドラジンによる爆発の発生を防止するため，消防法に基づき，貯

蔵及び取扱い時の漏えい防止を講ずる設計とする。 

 (ｅ) ウラン精製設備のウラナス製造器に供給する水素は，精製建屋ボン

ベ庫から供給する設計とする。 

また，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉に使用する還元

用窒素・水素混合ガスは還元ガス製造建屋の還元炉還元ガス供給系で

製造し還元炉へ供給する。 
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 精製建屋ボンベ庫，還元ガス製造建屋の水素ボンベは，運転に必要

な量を考慮した本数とし，安全弁を備えたガスボンベを転倒しないよ

うにボンベユニットに設置し，万一の損傷による漏えいを防止すると

ともに，自然換気により，屋内の空気を屋外に排気することにより，

火災区域又は火災区画内にガスが滞留しない設計とする。 

 (２) 可燃性蒸気・微粉の対策 

火災区域における可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を取り扱う設備に

ついては以下の設計とするとともに，火災区域には金属粉や布による

研磨機のように静電気が溜まるおそれがある設備を設置しない設計と

する。 

 ａ．可燃性蒸気が滞留するおそれがある機器 

可燃性の蒸気が滞留するおそれがある設備として，廃溶媒処理系の

熱分解装置等の廃溶媒を取り扱う機器は，有機溶媒等を約 450℃で熱分

解しており，可燃性蒸気が滞留するおそれがあることから，熱分解装

置は，常時不活性ガス（窒素）を吹き込み，熱分解装置の内部で可燃

性ガスが燃焼することを防止する。可燃性ガスは，燃焼装置(約 900℃)

へ導いて燃焼し，燃焼後の廃ガスは気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃

ガス処理設備へ移送し，排気する設計とする。 

廃溶媒処理系の熱分解装置等の廃溶媒を取り扱う機器を設置する室

は，排風機による機械換気を行い，電気接点を有する機器は，防爆構

造とする設計とする。 

また，静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。 

火災区域における現場作業において有機溶剤を使用する場合は必要

量以上持ち込まない運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞留するお

それがある場合は，使用する作業場所において，換気，通風，拡散の
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措置を行うとともに，建屋の送風機及び排風機による機械換気により

滞留を防止する設計とする。 

 ｂ．可燃性の微粉が滞留するおそれがある機器 

再処理施設において，「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃

性粉じん（空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や「爆

燃性粉じん（空気中の酸素が少ない雰囲気中又は二酸化炭素中でも着

火し，浮遊状態では激しい爆発をする金属粉じん）」に該当するおそれ

のある物質は，使用済燃料集合体の被覆管及びチャンネルボックス等

で使用しているジルカロイの切断に伴うジルカロイ粉末である。 

一般的にジルカロイ粉末は活性であり空気中において酸素と反応し

発火する可能性があることから，可燃性の微粉が滞留するおそれがあ

るせん断処理施設のせん断機並びに使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋のチャンネルボッ

クス切断装置は，火災及び爆発の発生を防止するために以下に示す設

計とする。 

 (ａ) せん断処理施設のせん断機 

自然発火性材料であるジルカロイのせん断を行うせん断処理施設の

せん断機は，空気雰囲気でせん断を行っても，せん断時に生じる燃料

粉末によりジルコニウム粉末及びその合金粉末が希釈されることから

火災及び爆発のおそれはないが，せん断機から溶解槽側へ窒素ガスを

吹き込むことにより，せん断粉末の蓄積を防止し，かつ，不活性雰囲

気とする設計とする。 

また，吹き込んだ窒素ガスは，せん断処理・溶解廃ガス処理設備の

機械換気により，気体廃棄物として高所より排出する設計とする。 

せん断時に生じたジルコニウム粉末及びその合金粉末は，溶解槽，
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清澄機，ハル洗浄槽等を経由し，燃料被覆管せん断片及び燃料集合体

端末片（以下「ハル・エンドピース」という。）等を詰めたドラム又は

ガラス固化体に収納するが，その取扱いにおいては溶液内で取り扱う

ことから，火災及び爆発のおそれはない。 

 (ｂ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の第１チャンネルボックス切断装置及

びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の第２チャンネ

ルボックス切断装置 

使用済燃料から取り外したジルカロイのチャンネルボックスは，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋の第１チャンネルボックス切断装置等によ

り，水中で取り扱うため，微粉が滞留することはない。 

 (３) 発火源への対策 

火花の発生を伴う設備は，発生する火花が発火源となることを防止

する設計とするとともに，周辺に可燃性物質を保管しないこととする。 

また，高温となる設備は，高温部を保温材又は耐火材で覆うことに

より，可燃性物質との接触及び可燃性物質の加熱を防止する設計とす

る。 

 ａ．火花の発生を伴う設備 

 (ａ) 溶接機Ａ，Ｂ（高レベル廃液ガラス固化建屋） 

溶接機Ａ，ＢはＴＩＧ自動溶接方式であり，固化セル内に設置する。

溶接機Ａ，Ｂ周辺には可燃性物質を配置せず，また，運転を行う際は

複数のＩＴＶカメラで溶接機の周囲を監視し，可燃性物質を溶接機に

近接させないことで，発火源とならない設計とする。 

 (ｂ) 第１，２チャンネルボックス切断装置（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋） 

第１チャンネルボックス切断装置及び第２チャンネルボックス切断
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装置は，溶断式であるが，水中で切断することにより，発火源となら

ない設計とする。 

 ｂ．高温となる設備 

 (ａ) 脱硝装置，焙焼炉，還元炉（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋） 

脱硝装置は，運転中は温度を監視するとともに，脱硝終了は温度計

及び照度計により，ＭＯＸ粉体の白熱を検知してマイクロ波の照射を

停止する設計としており，加熱が不要に持続しない設計とする。 

焙焼炉，還元炉の周囲には断熱材を設置することにより，温度上昇

を防止する設計としている。 

また，温度が 890℃を超えた場合には，ヒータ加熱が自動で停止する

設計とする。 

 (ｂ) ガラス溶融炉Ａ，Ｂ（高レベル廃液ガラス固化建屋） 

炉内表面が耐火材で覆われており，耐火材の耐久温度を超えて使用

しない設計とすることで，過熱による損傷により内包する溶融ガラス

が漏れ出る事に伴う火災及び爆発に至るおそれはない。 

また，ガラス溶融炉Ａ，Ｂの周辺には可燃性物質がなく，ガラス溶

融炉Ａ，Ｂは発火源にはならない設計とする。 

 (ｃ) 焼却装置，燃焼装置，セラミックフィルタ，熱分解装置（低レベル

廃棄物処理建屋） 

雑固体廃棄物処理系の焼却装置及びセラミックフィルタ並びに廃溶

媒処理系の燃焼装置は，耐火物を内張りし，機器外面における過度の

温度上昇を防止する設計とするとともに，焼却装置は燃焼状態を監視

する設計とすることにより，発火源とはならない設計とする。 

廃溶媒処理系の燃焼装置は，可燃性ガスの未燃焼によるガスの滞留

を防止するために，内部温度の測定及び燃焼状態を監視することによ
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り，温度低により熱分解装置への廃溶媒供給を停止する設計とする。

熱分解装置は，窒素ガスを供給することにより，廃溶媒を不活性な雰

囲気下で熱分解する設計とする。 

熱分解装置は，外部ヒータを適切に制御するとともにその内部温度

を測定し，運転状態を監視する設計とする。 

 (４) 水素対策 

火災区域に対する水素対策については，以下の設計とする。 

火災区域に設置する水素内包設備は，溶接構造等により区域内への

水素の漏えいを防止するとともに，機械換気を行うことにより，水素

濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。 

蓄電池を設置する火災区域は，充電時において蓄電池から水素が発

生するおそれがあることから，当該区域に可燃性物質を持ち込まない

こととする。 

また，蓄電池の上部に水素漏えい検知器を設置し，水素の燃焼限界

濃度である４ｖоｌ％の１／４以下で中央制御室又は使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報を発する設計とする。 

ウラン精製設備のウラナス製造器は，水素を用いて硝酸ウラニル溶

液を還元してウラナスを製造することから，万一の室内への水素の漏

えいを早期に検知するため，ウラナス製造器，第１気液分離槽，洗浄

塔及び第２気液分離槽を設置するウラナス製造器室に水素漏えい検知

器を設置し，中央制御室に警報を発する設計とする。 

なお，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉に供給する還元

用窒素・水素混合ガスは，ガス中の水素最高濃度 6.0ｖｏｌ％を設定し，

還元ガス受槽では，還元炉へ供給する還元用窒素・水素混合ガス中の

水素濃度を測定し，還元用窒素・水素混合ガスが空気といかなる混合
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比においても可燃限界濃度未満となるようにする。万一，水素濃度が

6.0ｖоｌ％を超える場合には，中央制御室へ警報を発し，還元炉への

還元用窒素・水素混合ガスの供給を自動で停止する窒素・水素混合ガ

ス停止系を設ける設計とする。 

また，漏えいした場合において，空気との混合を想定し，可燃限界

濃度以下となるような組成としているため，水素漏えい検知器を設置

しない。 

 (５) 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策 

放射線分解による水素は，濃度が可燃限界濃度に達するおそれのあ

る機器のうち，可燃限界濃度に達するまでの時間余裕が小さい機器は，

安全圧縮空気系から空気を供給（水素掃気）し，発生する水素の濃度

を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。 

可燃限界濃度に達するまでの時間が１日以上を要する時間余裕が大

きい機器は，非常用所内電源系統から給電されている塔槽類廃ガス処

理設備の排風機による排気，一般圧縮空気系等から空気を供給する配

管を用いて空気を取り入れる設計とする。 

 (６) 過電流による過熱防止対策 

再処理施設内の電気系統に対する過電流による過熱及び焼損の防止

対策として，電気系統は，機器の損壊，故障及びその他の異常を検知

した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することにより，故障の

影響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる設

計とする。 

 

1.5.1.2.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等は，可能な限
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り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性

材料の使用が技術上困難な場合は，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上

の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）を使用する設計とする。  

また，構築物，系統及び機器の機能を確保するために代替材料の使用

が技術上困難な場合は，当該機器等における火災に起因して，他の安重機

能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等において火災が発生する

ことを防止するための措置を講ずる設計とする。 

 (１) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等のうち，機

器，配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管及び盤の筐体並びにこれ

らの支持構造物の主要な構造材は，火災及び爆発の発生防止を考慮し，

金属材料又はコンクリートを使用する設計とする。 

また，放射性物質を内包する機器を収納するグローブボックス等の

うち，非密封で放射性物質を取り扱うグローブボックス等で，万一の

火災時に閉じ込め機能を損なうおそれのあるものについては，不燃性

材料又は難燃性材料を使用する設計する。 

グローブボックスのパネルに可燃性材料を使用する場合は，火災に

よるパネルの損傷を考慮しても収納する機器の閉じ込め機能を損なわ

ないよう，難燃性材料であるパネルをグローブボックスのパネル外表

面に設置することにより，難燃性パネルと同等以上の難燃性能を有す

ることについて，ＵＬ94 垂直燃焼試験及びＪＩＳ酸素指数試験におけ

る燃焼試験により確認するものとする。 

ただし，配管等のパッキン類は，その機能を確保するために必要な

代替材料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置

し直接火炎に晒されることなく，火災による安全機能への影響は限定
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的であること，また，他の安重機能を有する機器等及び放射性物質貯

蔵等の機器等に延焼するおそれがないことから，不燃性材料又は難燃

性材料ではない材料を使用する設計とする。 

また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に

覆われた機器内部のケーブルは，発火した場合でも他の安重機能を有

する機器等に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではな

い材料を使用する設計とする。 

 (２) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油の内包 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等のうち，建

屋内に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内包しない乾式を使用す

る設計とする。 

 (３) 難燃ケーブルの使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に使用する

ケーブルには，実証試験により延焼性（米国電気電子工学学会規格Ｉ

ＥＥＥ383－1974 又はＩＥＥＥ1202－1991 垂直トレイ燃焼試験）及び

自己消火性（ＵＬ1581（Ｆｏｕｒｔｈ Ｅｄｉｔｉｏｎ）1080ＶＷ－

１ＵＬ垂直燃焼試験）を確認したケーブルを使用する設計とする。 

ただし，機器の性能上の理由から実証試験にて延焼性及び自己消火

性を確認できないケーブルは，難燃ケーブルと同等以上の性能を有す

る材料を使用する設計とする。 

具体的には，燃焼度計測装置の一部に使用する放射線測定器用のケ

ーブルは，微弱電流又は微弱パルスを取り扱う必要があり，耐ノイズ

性を確保するために高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設

計とする必要がある。 

したがって，本ケーブルに対しては，火災を想定した場合にも延焼
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が発生しないように，専用電線管に収納するとともに，電線管の両端

は，電線管外部からの酸素供給防止を目的とし，耐火性を有するシー

ル材を処置するとともに，機器との接続部においては可動性を持たせ

る必要があることから当該部位のケーブルが露出しないように不燃性，

遮炎性，耐久性及び被覆性を確認した防火シートで覆う等により，難

燃ケーブルと同等以上の性能を確保する設計とする。 

非難燃ケーブルを使用する場合については，上記に示す代替措置を

施した上で，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能（延

焼性及び自己消火性）を有することを実証試験により確認し，使用す

る設計とすることにより，他の安全機能を有する施設において火災及

び爆発が発生することを防止する設計とする。 

 (４) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料及び難燃性材料の使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等のうち，換

気設備のフィルタは，「ＪＡＣＡ Ｎо.11Ａ(空気清浄装置用ろ材燃焼

性試験方法指針(公益社団法人日本空気清浄協会))」により難燃性を満

足する難燃性材料又は不燃性材料を使用する設計とする。 

 (５) 保温材に対する不燃性材料の使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に対する保

温材は，ロックウール，グラスウール，けい酸カルシウム，耐熱グラ

スフェルト，セラミックファイバーブランケット，マイクロサーム，

パーライト，金属等，平成 12 年建設省告示第 1400 号に定められたも

の又は建築基準法で不燃性材料として定められたものを使用する設計

とする。 

 (６) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

建屋内装材は，建築基準法に基づく不燃性材料若しくはこれと同等

６－１－155



 

の性能を有することを試験により確認した材料又は消防法に基づく防

炎物品若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した

材料を使用する設計とする。 

ただし，塗装は当該場所における環境条件を考慮したものとする。

管理区域の床は，耐汚染性，除染性，耐摩耗性等を考慮し，原則とし

て腰高さまでエポキシ樹脂系塗料等のコーティング剤により塗装する

設計とする。 

塗装は，難燃性能を確認したコーティング剤を不燃性材料であるコ

ンクリート表面に塗布すること，また，建屋内に設置する安重機能を

有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等には不燃性材料又は難燃

性材料を使用し，周辺には可燃性物質がないことから，塗装が発火し

た場合においても他の安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等

の機器等において火災及び爆発を生じさせるおそれは小さい。 

 

1.5.1.2.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止 

再処理施設において，設計上の考慮を必要とする自然現象は，地震，

津波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響

（降下火砕物によるフィルタの目詰まり等）（以下「火山の影響」とい

う。），生物学的事象，森林火災及び塩害である。 

風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して再処理施設

の安全機能を損なうことのないように，自然現象から防護する設計とする

ことで，火災及び爆発の発生を防止する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響については，侵入防止対

策によって影響を受けない設計とする。 

津波，凍結，高温，降水，積雪，他の生物学的事象及び塩害は，発火

６－１－156



 

源となり得る自然現象ではなく，火山の影響についても，火山から再処理

施設に到達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮すると，発火源

となり得る自然現象ではない。 

したがって，再処理施設で火災及び爆発を発生させるおそれのある自

然現象として，落雷及び地震を選定し，これらの自然現象によって火災及

び爆発が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講ずる設計とす

る。 

 (１) 落雷による火災及び爆発の発生防止 

落雷による火災及び爆発の発生を防止するため，「原子力発電所の耐

雷指針」（ＪＥＡＧ4608），建築基準法及び消防法に基づき，日本産業

規格に準拠した避雷設備を設置する設計とする。重要な構築物は，建

築基準法及び消防法の適用を受けないものであっても避雷設備を設け

る設計とする。 

各防護対象施設に設置する避雷設備は，構内接地系と連接すること

により，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布の平坦

化を図る設計とする。 

避雷設備設置箇所を以下に示す。 

ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋 

ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

ｃ．精製建屋 

ｄ．ウラン脱硝建屋 

ｅ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

ｆ．ウラン酸化物貯蔵建屋 

ｇ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

ｈ．第１ガラス固化体貯蔵建屋 
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ｉ．低レベル廃液処理建屋 

ｊ．低レベル廃棄物処理建屋 

ｋ．チャンネルボックス･バーナブルポイズン処理建屋 

ｌ．ハル・エンドピース貯蔵建屋 

ｍ．分析建屋 

ｎ．制御建屋 

ｏ．非常用電源建屋 

ｐ．出入管理建屋 

ｑ．主排気筒 

ｒ．北換気筒 

ｓ．低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

ｔ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ※ 

ｕ．再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ※ 

ｖ．第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ※ 

ｗ．第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ｂ※ 

※安全冷却水系冷却塔を覆う竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット）

に避雷設備を設置する。 

 (２) 地震による火災及び爆発の発生防止 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等は，耐震重

要度分類に応じた地震力が作用した場合においても支持することがで

きる地盤に設置し，自らの破壊又は倒壊による火災及び爆発の発生を

防止する。 

耐震については事業指定基準規則の第七条に示す要求を満足するよ

う，事業指定基準規則の解釈に従い耐震設計を行う設計とする。 
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1.5.1.3 火災の感知，消火 

火災の感知及び消火については，安重機能を有する機器等及び放射性

物質貯蔵等の機器等に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火災

感知設備及び消火設備を設置する設計とする。具体的な設計を「1.5.1.3.

1 火災感知設備」～「1.5.1.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作によ

る安全機能への影響」に示す。 

このうち，火災感知設備及び消火設備が，地震等の自然現象に対して，

火災感知及び消火の機能，性能が維持され，かつ，安重機能を有する機器

等及び放射性物質貯蔵等の耐震重要度分類に応じて，機能を維持できる設

計とすることを「1.5.1.3.3 自然現象の考慮」に示す。また，消火設備は，

破損，誤動作又は誤操作が起きた場合においても，安全上重要な施設の安

全機能を損なわない設計とすることを「1.5.1.3.4 消火設備の破損，誤動

作又は誤操作による安全機能への影響」に示す。 

 

1.5.1.3.1 火災感知設備 

火災感知設備は，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機

器等を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に感知するために設置

する設計とする。 

 (１) 火災感知器の環境条件等の考慮及び多様化 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置する

火災区域又は火災区画の火災感知器の型式は，放射線，取付面高さ，

温度，湿度，空気流等の環境条件及び予想される火災の性質を考慮し

て選定する。 

また，火災を早期に感知するとともに，火災の発生場所を特定する

ために，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器又は同等の機能
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を有する機器を組み合わせて設置する設計とする。 

火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の火災

感知器は，原則，煙感知器（アナログ式）及び熱感知器（アナログ

式）を組み合わせて設置し，炎感知器（非アナログ式の熱感知カメラ

（サーモカメラ）含む）のようにその原理からアナログ式にできない

場合を除き，誤作動を防止するため平常時の状況を監視し，急激な温

度や煙の濃度の上昇を把握することができるアナログ式を選定する。

炎感知器はアナログ式ではないが，炎が発する赤外線又は紫外線を感

知するため，炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知

に優位性がある。 

なお，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設

置する火災区域又は火災区画のうち，コンクリート製の構造物や金属

製の配管，タンク等のみで構成する機器等を設置する火災区域又は火

災区画は，機器等を不燃性の材料で構成しており，火災の影響により

機能を喪失するおそれがないことから，固有の信号を発する異なる種

類の火災感知器の組合せは行わず，消防法に基づいた設計とする。 

消防法施行令及び消防法施行規則において火災感知器の設置が除外

される区域についても，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵

等の機器等が火災による影響を考慮すべき場合には設置する設計とす

る。 

ただし，以下の火災のおそれがない区域又は他の設備により火災発

生の前後において有効に検出できる場合は除く。 

 ａ．通常作業時に人の立入りがなく，可燃性物質がない区域 

 (ａ) 可燃性物質がないセル及び室（高線量区域） 

   高レベル放射性廃液等を貯蔵するセル又はセルではないが，高線量に
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より通常時に人の立ち入りの無い室のうち可燃性物質が設置されてお

らず，不要な可燃性物質を持ち込まない可燃性物質管理を行う場所は，

通常運転時における火災の発生及び人による火災の発生のおそれがな

いことから，火災の感知の必要は無い。 

 (ｂ) 可燃性物質がない室（ダクトスペース及びパイプスペース） 

   ダクトスペースやパイプスペースは高線量区域ではないが，可燃性物

質が設置されておらず，不要な可燃性物質を持ち込まない可燃性物質

管理を行う場所であり，また点検口は存在するが，通常時には人の入

域は無く，人による火災の発生のおそれがないことから，火災感知器

を設置しない設計とする。 

 ｂ．通常作業時に人の立入りがなく，少量の可燃性物質の取扱いはあるが，

取扱いの状況を踏まえると火災のおそれがない区域 

本区域は以下のとおり，可燃性物質の引火点に至らない設計として

おり，火災に至るおそれがない。 

セル内に配置する放射線測定装置の減速材（ポリエチレン），溶解

槽の駆動部に塗布するグリスなど，セル内には少量の可燃性物質が存

在する。しかし，放射線測定装置の減速材が存在するセル内には加熱

源は無く，漏えい液の沸騰を仮定しても，ポリエチレンの引火点に至

るおそれがない。 

また，少量の有機溶媒等を取り扱うセルのうち，漏えいした有機溶

媒等が自重により他のセルに移送されるセルは，有意な有機溶媒等が

セル内に残らず，さらにセル換気設備により除熱されることから，発

火点に至るおそれはないため，火災感知器を設置しない設計とする。 

同様に溶解槽セルにおいても一部蒸気配管が存在するが，当該セル

で最も高温となる部位に接しても，グリスの引火点には至らない。ま
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た，設備の設置状況により火災を発生させるような火災源がなく，可

燃性物質の過度な温度上昇を防止する設計とするため火災に至るおそ

れはないことから，火災の感知の必要は無い。 

 ｃ．可燃性物質の取扱いはあるが，火災感知器によらない設備により早期

感知が可能な区域 

高線量となるセル内等については，放射線による故障に伴う誤作動

が生じる可能性があるため，火災の発生が想定されるセル内等につい

ては，漏えい検知装置，火災検知器（熱電対），耐放射線性のＩＴＶ

カメラ等の火災の感知が可能となる設備について多様性を確保して設

置する設計とする。 

 (２) 火災感知設備の性能と設置方法 

感知器については消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第二

十三条第４項に従い設置する設計とする。 

また，環境条件等から消防法上の火災感知器の設置が困難となり，

感知器と同等の機能を有する機器を使用する場合においては，同項に

おいて求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器

及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和56年自治省令第17

号）第十二条～第十八条までに定める感知性能と同等以上の方法によ

り設置する設計とする。 

火災感知設備の火災感知器は，環境条件並びに安重機能を有する機

器等及び放射性物質貯蔵等の機器等の特徴を踏まえ設置することとし，

アナログ式煙感知器及びアナログ式熱感知器の組合せを基本として設

置する設計とする。 

一方，以下に示すとおり，屋内において取り付け面高さが熱感知器

又は煙感知器の上限を超える場合及び外気取入口など気流の影響を受
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ける場合並びに屋外構築物の監視に当たっては，アナログ式感知器の

設置が適さないことから，非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式

の熱感知カメラを設置する設計とする。 

非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式の熱感知カメラは，炎が

発する赤外線や紫外線を感知するため，煙や熱と比べて感知器に到達

する時間遅れがなく，火災の早期感知に優位性がある。 

また，非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式の熱感知カメラ

（サーモカメラ）を設置する場合は，それぞれの監視範囲に火災の検

知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とするとともに，誤

動作防止対策のため，屋内に設置する場合は，外光が当たらず，高温

物体が近傍にない箇所に設置することとし，屋外に設置する場合は，

屋外型を採用するとともに，必要に応じて太陽光の影響を防ぐ遮光板

を設置する設計とする。 

なお，蓄電池室は換気設備により清浄な状態と保たれていること，

及び水素漏えい検知器により爆発性雰囲気とならないことを監視して

いることから，通常のアナログ式の感知器を設置する設計とする。 

よって，非アナログ式の感知器を採用してもアナログ式の感知器と

同等以上の性能を確保することが可能である。 

非アナログ式感知器を設置する火災区域又は火災区画を以下に示す。 

 ａ．設置高さ及び気流の影響のある火災区域又は火災区画（屋内） 

屋内の火災区域又は火災区画のうち設置高さが高い場所や，気流の

影響を考慮する必要のある場所には，熱や煙が拡散することから，ア

ナログ式感知器（煙及び熱）を組み合わせて設置することが適さない

ことから，一方は非アナログ式の炎感知器を設置する設計とする。 

 ｂ．燃料貯蔵プール 
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燃料貯蔵プールは上記ａ．と同様に，天井が高く大空間となってお

り，アナログ式煙感知器と，非アナログ式の炎感知器を設置する設計

とする。 

 ｃ．屋外の火災区域（安全冷却水系冷却塔） 

屋外に設置する安全冷却水系冷却塔は屋外に開放された状態で設置

されており，火災による熱及び煙が周囲に拡散することからアナログ

式感知器（煙及び熱）の設置が適さないこと及び雨水等の浸入により

火災感知器の故障が想定されることから，非アナログ式の炎感知器及

び非アナログ式の熱感知カメラ（サーモカメラ）を設置する設計とす

る。 

 ｄ．地下埋設物（重油タンク） 

地下タンク室上部の点検用マンホールから地上までの空間に燃料が

気化して充満することを想定し感知器を設置するため防爆構造の感知

器とする必要がある。 

よって，それぞれ防爆型のアナログ型熱感知器（熱電対）に加え，

非アナログ式の炎感知器を設置する設計とする。 

 (３) 火災感知設備の電源確保 

火災感知設備は，外部電源喪失時にも火災の感知が可能となるよう,

蓄電池を設け，火災感知の機能を失わないよう電源を確保する設計と

する。 

また，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設

置する火災区域又は火災区画に対して多様化する火災感知設備につい

ては，感知の対象とする設備の耐震重要度分類に応じて非常用母線又

は運転予備用母線から給電する設計とする。 

 (４) 火災受信器盤 
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中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に設

置する火災受信器盤に火災信号を表示するとともに警報を発すること

で，適切に監視できる設計とする。 

また，火災受信器盤は，感知器の設置場所を１つずつ特定できるこ

とにより，火災の発生場所を特定できる設計とする。 

火災感知器は火災受信器盤を用いて以下のとおり点検を行うことが

できるものを使用する設計とする。 

ａ．自動試験機能又は遠隔試験機能を有する火災感知器は，火災感知の機

能に異常がないことを確認するため，定期的に自動試験又は遠隔試験

を実施する。 

ｂ．自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，火災感知器

の機能に異常がないことを確認するため，消防法施行規則に基づき，

煙等の火災を模擬した試験を定期的に実施する。 

(５) 火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備

火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再

処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

(６) 試験・検査

火災感知設備は，その機能を確認するため定期的な試験及び検査を行

う。 

1.5.1.3.2 消火設備 

消火設備は，以下に示すとおり，安重機能を有する機器等及び放射性

物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に消火

できるように設置する設計とする。 

(１) 火災に対する二次的影響の考慮 
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再処理施設内の消火設備のうち，消火栓，消火器等を適切に配置す

ることにより，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等に火災の二次的影響が及ばない設計とする。 

消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性の高いガスを採用するこ

とで，火災が発生している火災区域又は火災区画からの火炎，熱によ

る直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的

影響が安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に悪影

響を及ぼさない設計とする。また，煙の二次的影響が安全機能を有す

る構築物，系統及び機器に悪影響を及ぼす場合は，防火ダンパを設け

る設計とする。 

消火設備は火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しな

いように，ボンベに接続する安全弁によりボンベの過圧を防止する設

計とするとともに，ボンベ及び制御盤については消火対象を設置する

エリアとは別の火災区域又は火災区画又は十分に離れた位置に設置す

る設計とする。 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室床

下コンクリートピットは，固定式消火設備を設置することにより，早

期に火災の消火を可能とする設計とする。制御室床下含め，固定式消

火設備の種類及び放出方式については，火災に対する二次的影響を考

慮したものとする。 

さらに，非常用ディーゼル発電機を設置する火災区域の消火は，二

酸化炭素により行い，非常用ディーゼル発電機は外気を直接給気する

ことで，万一の火災時に二酸化炭素消火設備が放出しても，窒息する

ことにより非常用ディーゼル発電機の機能を喪失することが無い設計

とする。 
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 (２) 想定される火災の性状に応じた消火剤容量 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に

応じた容量の消火剤を備える設計とする。 

油火災（油内包設備や燃料タンクからの火災）が想定される非常用

ディーゼル発電機室及び有機溶媒等の引火性物質の取扱い室には，消

火性能の高い二酸化炭素消火設備（全域）を設置しており，消防法施

行規則第十九条に基づき算出した必要量の消火剤を配備する設計とす

る。 

その他の安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を

設置する火災区域又は火災区画に設置する全域消火設備のうち，不活

性ガス消火設備（二酸化炭素又は窒素）については上記同様に消防法

施行規則第十九条，ハロゲン化物消火設備については消防法施行規則

第二十条，及び粉末消火設備については消防法施行規則第二十一条に

基づき，単位体積あたりに必要な消火剤を配備する。 

また，局所消火設備を用いる場合においては，不活性ガス（二酸化

炭素）又はハロゲン化物を消火剤に用いる設計とすることから，不活

性ガス消火設備（二酸化炭素）については上記同様に消防法施行規則

第十九条，ハロゲン化物消火設備については消防法施行規則第二十条

に基づき必要な消火剤を配備する設計とする。 

ただし，中央制御室床下及びケーブルトレイ内の消火に当たって必

要となる消火剤量については，上記消防法を満足するとともに，その

構造の特殊性を考慮して，設計の妥当性を試験により確認した消火剤

容量を配備する。 

火災区域又は火災区画に設置する消火器については，消防法施行規

則第六条～八条に基づき延床面積又は床面積から算出した必要量の消
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火剤を配備する設計とする。 

消火剤に水を使用する消火用水の容量は，「(12) 消火用水の最大放

水量の確保」に示す。 

 (３) 消火栓の配置 

火災区域又は火災区画に設置する屋内消火栓及び屋外消火栓は，火

災区域の消火活動（セルを除く）に対処できるよう，消防法施行令第

十一条（屋内消火栓設備に関する基準），第十九条及び都市計画法施

行令第二十五条（屋外消火栓設備に関する基準，開発許可の基準を適

用するについて必要な技術的細目）に準拠し配置することにより，消

火栓により消火を行う必要のあるすべての火災区域又は火災区画（セ

ルを除く）における消火活動に対処できるように配置する設計とする。 

 (４) 移動式消火設備の配備 

火災時の消火活動のため，「使用済燃料の再処理の事業に関する規

則」（以下「再処理規則」という。）第十二条に基づき，消火ホース

等の資機材を備え付けている移動式消火設備として，大型化学高所放

水車を配備するとともに，故障時の措置として消防ポンプ付水槽車を

配備する設計とする。 

また，航空機落下による化学火災（燃料火災）時の対処のため化学

粉末消防車を配備する設計とする。 

 (５) 消火設備の電源確保 

消火設備のうち，消火用水供給系の電動機駆動消火ポンプは運転予

備用母線から受電する設計とするが，ディーゼル駆動消火ポンプは，

外部電源喪失時でもディーゼル機関を起動できるように，専用の蓄電

池により電源を確保する設計とする。 

また，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設
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置する火災区域又は火災区画の消火活動が困難な箇所に設置する固定

式消火設備のうち作動に電源が必要となるものは，外部電源喪失時に

おいても消火が可能となるよう，非常用母線から給電するとともに，

設備の作動に必要な電源を供給する蓄電池を設ける設計とする。 

地震時において固定式消火設備による消火活動を想定する必要の無

い火災区域又は火災区画に係る消火設備については運転予備用母線か

ら給電する設計とする。 

ケーブルトレイに対する局所消火設備等は，消火剤の放出に当たり

電源を必要としない設計とする。 

 (６) 消火設備の故障警報 

固定式消火設備（全域），電動機駆動消火ポンプ及びディーゼル駆

動消火ポンプは，電源断等の故障警報を使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室又は中央制御室に吹鳴する設計とする。 

 (７) 系統分離に応じた独立性の考慮 

再処理施設の安全上重要な施設を系統間で分離し設置する火災区域

又は火災区画の消火に用いる消火設備は，消火設備の動的機器の単一

故障によっても，以下のとおり，系統分離に応じた独立性を備えるも

のとする。 

 ａ．建屋内の系統分離した区域への消火に用いる屋内消火栓設備は，動的

機器を多重性又は多様性を備えることにより，動的機器の単一故障に

より同時に機能を喪失しない設計とする。 

 ｂ．異なる区域に系統分離し設置するガス系消火設備は，消火設備の動的

機器の故障によっても，系統分離した設備に対する消火設備の消火機

能が同時に喪失することがないよう，動的機器である容器弁及び選択

弁のうち，容器弁（ボンベ含む）は必要数量に対し１以上多く設置す
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るとともに，選択弁は各ラインにそれぞれ設置することにより同時に

機能が喪失しない設計とする。 

 なお，万一，系統上の選択弁の故障を想定しても，手動により選択

弁を操作することにより，消火が可能な設計とする。 

 また，消火配管は静的機器であり，かつ，基準地震動Ｓｓで損傷し

ない設計とすることから，多重化しない設計とする。 

 (８) 安重機器等を設置する区域のうち消火困難となる区域の消火設備 

火災の影響を受けるおそれのある安重機能を有する機器等を設置す

る火災区域又は火災区画のうち，煙又は放射線の影響により消火困難

となる箇所については以下のとおり自動又は制御室等からの手動操作

による固定式消火設備を設置することにより，消火活動を可能とする。 

なお，安重機能を有する機器等を設置するセルは，人の立ち入りが

困難であることから可燃性物質がある場合は，消火困難となる可能性

があるが，「1.5.1.3.1(１)ｂ．通常作業時に人の立入りがなく，少量の

可燃性物質の取扱いはあるが，取扱いの状況を踏まえると火災のおそ

れがない区域」に示すとおり，少量の可燃性物質はあるが，その環境

条件から火災に至るおそれはない。また，同様に高レベル廃液ガラス

固化建屋の固化セルについては，運転時に監視しており，異常時には

潤滑油を内包する固化セルクレーンを固化セルクレーン収納区域に退

避することにより，作業員により手動で消火することが可能である。 

一方，多量の有機溶媒等を取り扱う機器等を設置するセルに設置す

る安重機能を有する機器等は，金属製の不燃性材料により構成するが，

有機溶媒等を取り扱うこと及び放射線の影響を考慮する必要がある。 

したがって，安重機能を有する機器等を設置するセルのうち，消火

困難となる区域としては放射性物質が含まれる有機溶媒等を貯蔵する
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セルを対象とする。 

なお，上記以外の火災区域又は火災区画については，取り扱う可燃

性物質の量が小さいこと，消火に当たり扉を開放することで隣室から

の消火が可能なこと，再処理施設は動的閉じ込め設計としており，換

気設備による排煙が可能であるため，有効に煙の除去又は煙が降下す

るまでの時間が確保できることにより消火困難とならないため，消防

法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。また，屋

外の火災区域については，火災による煙は大気中に拡散されることか

ら，消火困難とはならない。消火活動においては，煙の影響をより軽

減するため，可搬式排煙機及びサーモグラフィを配備する。 

 ａ．多量の可燃性物質を取り扱う火災区域又は火災区画 

危険物の規制に関する政令に規定される著しく消火困難な製造所等

に該当する場所は，引火性液体を取り扱うことから火災時の燃焼速度

が速く，煙の発生により人が立ち入り消火活動を実施することが困難

な区域となることから，固定式消火設備（全域）を設置し，早期消火

が可能となるよう使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は

中央制御室から消火設備を起動できる設計とする。 

また，セル内において多量の有機溶媒等を取り扱う火災区域又は火

災区画については，放射線の影響を考慮し，固定式消火設備（全域）

を設置することにより，消火が可能な設計とする。 

なお，本エリアについては，取り扱う物質を考慮し，金属などの不

燃性材料で構成する安重機能を有する機器等についても，万一の火災

影響を想定し，固定式消火設備（全域）を設置する設計とする。 

 ｂ．可燃性物質を取り扱い構造上消火困難となる火災区域又は火災区画 

 (ａ) 制御室床下 
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中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

（以下「制御室」という。）の床下は，制御室内の火災感知器及び人

による感知並びに消火が困難となるおそれを考慮し，火災感知器に加

え，床下に固定式消火設備（全域）を設置する。消火に当たっては，

固有の信号を発する異なる種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知

器）により火災を感知した後，制御室からの手動起動により早期に消

火ができる設計とする。 

制御室には常時当直（運転員）が駐在することを考慮し，人体に影

響を与えない消火剤を使用する設計とする。 

 (ｂ) 一般共同溝 

一般共同溝内は，万一，ケーブル火災が発生した場合，煙の排出が

可能なよう排気口を設ける構造としているが，自然換気であること及

び一般共同溝の面積が広く消火活動まで時間を有することを考慮し，

固定式消火設備（局所）を設置することにより，早期消火が可能とな

る設計とする。 

一般共同溝の可燃性物質はケーブルと有機溶媒配管内の有機溶媒で

あるが，有機溶媒配管は二重管とすること及び基準地震動Ｓｓにより

損傷しない構造とすることから火災に至るおそれはないことを踏まえ，

ケーブルトレイに対し，局所消火を行う設計とする。 

消火剤の選定に当たっては，人体に影響を与えない消火剤又は消火

方法を選択することとする。 

 ｃ．等価火災時間が３時間を超える火災区域又は火災区画 

等価火災時間が３時間を超える場合においては，火災感知器に加え，

固定式消火設備を設置し，早期消火が可能となるよう使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は中央制御室から消火設備を起動で
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きる設計とする。 

固定式消火設備は原則全域消火方式とするが，消火対象がケーブル

のみ等局所的な場合は設置状況を踏まえ局所消火方式を選定する設計

とする。 

 ｄ．安全上重要な電気品室となる火災区域又は火災区画 

電気品室は電気ケーブルが密集しており，万一の火災による煙の影

響を考慮し，固定式消火設備（全域）を設置することにより，早期消

火が可能となるよう制御室から消火設備を起動できる設計とする。 

 (９) 放射性物質貯蔵等の機器等を設置する区域のうち消火困難となる区

域の消火活動 

放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域のうち，当該機器が

火災の影響を受けるおそれがあることから消火活動を行うに当たり，

煙又は放射線の影響により消火困難となる箇所については以下のとお

り固定式消火設備を設置することにより，消火活動を可能とする。 

危険物の規制に関する政令に規定される著しく消火困難な製造所等

に該当する場所は，引火性液体や多量の可燃性物質を取り扱うことか

ら火災時の燃焼速度も速く，煙の発生により人が立ち入り消火活動を

実施することが困難な区域となることから，固定式消火設備（全域）

を設置し，早期消火が可能となるよう使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室又は中央制御室から消火設備を起動できる設計とする。

本エリアについては，取り扱う物質を考慮し，金属などの不燃性材料

で構成する安重機能を有する機器等についても，万一の火災影響を想

定し，固定式消火設備（全域）を設置するものとする。 

上記以外の火災区域又は火災区画については，消防法又は建築基準

法に基づく消火設備で消火する設計とする。消火活動においては，煙
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の影響を軽減するため，可搬式排煙機及びサーモグラフィを配備する。 

 (10) 消火活動のための電源を内蔵した照明器具 

屋内消火栓及び消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，

移動経路，屋内消火栓設備及び消火設備の現場盤周辺に，現場への移

動時間約10分～40分及び消防法の消火継続時間20分を考慮し，２時間

以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。 

 (11) 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は，火災防護審査基準に基

づく消火活動時間２時間に対し十分な容量を有するろ過水貯槽及び消

火用水貯槽を設置し，双方からの消火水の供給を可能とすることで，

多重性を有する設計とする。 

また，消火ポンプは電動機駆動消火ポンプに加え，同等の能力を有

する異なる駆動方式であるディーゼル駆動消火ポンプを設置すること

で，多様性を有する設計とする。 

水源の容量は，再処理施設は危険物取扱所に該当する施設であるた

め，消火活動に必要な水量を考慮したものとし，その根拠は「(12) 消

火用水の最大放水量の確保」に示す。 

 (12) 消火用水の最大放水量の確保 

消火剤に水を使用する消火設備（屋内消火栓，屋外消火栓）の必要

水量を考慮し，水源は消防法施行令及び危険物の規制に関する規則に

基づくとともに，２時間の最大放水量（426ｍ３）を確保する設計とす

る。 

また，消火用水供給系の消火ポンプは，必要量を送水可能な電動機

駆動ポンプ及びディーゼル駆動ポンプ（定格流量450ｍ３／ｈ）を１台

ずつ設置する設計とし，消火配管内を加圧状態に保持するため，機器
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の単一故障を想定し，圧力調整用消火ポンプを２基設ける設計とする。 

 (13) 水消火設備の優先供給 

消火用水は他の系統と兼用する場合には，他の系統から隔離できる

弁を設置し，遮断する措置により，消火水供給を優先する設計とする。 

 (14) 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

管理区域内で放出した消火水は，管理区域外への流出を防止するた

め，管理区域と管理区域外の境界に堰等を設置するとともに，各室の

排水系統から液体廃棄物の廃棄施設に回収し，処理する設計とする。 

また，管理区域においてガス系消火剤による消火を行った場合にお

いても，建屋換気設備のフィルタ等により放射性物質を低減したのち，

排気筒等から放出する設計とする。 

 (15) 固定式ガス消火設備等の従事者退避警報 

全域放出方式の固定式ガス消火設備は，作動前に従事者等の退出が

できるよう警報又は音声警報を吹鳴する設計とする。 

また，二酸化炭素消火設備（全域）及びハロゲン化物消火設備（全

域）は，作動に当たっては20秒以上の時間遅れをもって消火ガスを放

出する設計とする。 

ハロゲン化物消火設備（局所）は，従事者が酸欠になることはない

が，消火時に生成するフッ化水素が周囲に拡散することを踏まえ，作

動前に退避警報を発する設計とする。 

なお，固定式ガス消火設備のうち，防火シート，金属製の筐体等に

よる被覆内に局所的に放出する場合においては，消火剤が内部に留ま

り，外部に有意な影響を及ぼさないため，消火設備作動前に退避警報

を発しない設計とする。 

 (16) 他施設との共用 
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消火用水貯槽に貯留している消火用水を供給する消火水供給設備は，

廃棄物管理施設及びウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設

（以下「ＭＯＸ燃料加工施設」という。）と共用する。 

また，消火栓設備の一部及び防火水槽の一部は，廃棄物管理施設と

共用する。 

廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する消火水供給設備

並びに廃棄物管理施設と共用する消火栓設備及び防火水槽は，廃棄物

管理施設又はＭＯＸ燃料加工施設へ消火水を供給した場合においても

再処理施設で必要な容量を確保できる設計とする。また，消火水供給

設備においては，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止す

ることにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の

異常が発生した施設からの波及的影響を防止する設計とすることで，

共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 (17) 火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備 

火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再

処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

 (18) 試験・検査 

消火設備は，その機能を確認するため定期的な試験及び検査を行う。 

 

1.5.1.3.3 自然現象の考慮 

再処理施設において，設計上の考慮を必要とする自然現象は，地震，

津波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響，

生物学的事象，森林火災及び塩害である。 

これらの自然現象のうち，落雷については，「1.5.1.2.4(１) 落雷によ

る火災及び爆発の発生防止」に示す対策により，機能を維持する設計とす
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る。 

風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して再処理施

設の安全機能を損なうことのないように，自然現象から防護する設計とす

ることで，火災及び爆発の発生を防止する。 

凍結については，以下「(１) 凍結防止対策」に示す対策により機能を

維持する設計とする。竜巻，風(台風)に対しては，「(２) 風水害対策」

に示す対策により機能を維持する設計とする。地震については，「 (３) 

地震時における地盤変位対策」及び「(４) 想定すべき地震に対する対

応」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

上記以外の津波，高温，降水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森

林火災，塩害については，「(５) 想定すべきその他の自然現象に対する

対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

 (１) 凍結防止対策 

屋外に設置する火災感知器及び消火設備は，設計上考慮する冬期最

低気温－15.7℃を踏まえ，当該環境条件を満足する設計とする。 

屋外消火設備のうち，消火用水の供給配管は凍結を考慮し，凍結深

度（ＧＬ－60ｃｍ）を確保した埋設配管とするとともに，地上部に配

置する場合には保温材を設置する設計とすることにより，凍結を防止

する設計とする。 

また，屋外消火栓は，消火栓内部に水が溜まらないような構造とし，

自動排水機構により通常は排水弁を通水状態，消火栓使用時は排水弁

を閉にして放水する設計とする。 

 (２) 風水害対策 

消火ポンプは建屋内に設置する設計とし，風水害によって性能を阻

害されないように設置する設計とする。 
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その他の不活性ガス消火設備（二酸化炭素又は窒素），ハロゲン化

物消火設備，粉末消火設備及び水噴霧消火設備についても，風水害に

対してその性能が著しく阻害されることが無いよう，各建屋内に設置

する設計とする。 

屋外消火栓設備は風水害に対してその機能が著しく阻害されること

がないよう，雨水の浸入等により動作機構が影響を受けない構造とす

る。 

屋外の火災感知設備は，屋外仕様とするとともに火災感知器の予備

を確保し，風水害の影響を受けた場合は，早期に火災感知器の取替え

を行うことにより，当該設備の機能及び性能を復旧する設計とする。 

 (３) 地震時における地盤変位対策 

屋内消火栓設備は，地震時における地盤変位により，消火水を建物

へ供給する消火配管が破断した場合においても，消火活動を可能とす

るよう，大型化学高所放水車又は消防ポンプ付水槽車から消火水を供

給できるよう建屋内に送水口を設置し，また，破断した配管から建屋

外へ流出させないよう逆止弁を設置する設計とする。 

建屋内に設置する送水口は，迅速な消火活動が可能となるよう，外

部からのアクセス性が良い箇所に設置する設計とする。 

 (４) 想定すべき地震に対する対応 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置する

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，地震時に火災

を考慮する場合は，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の

機器等が維持すべき耐震重要度分類に応じて機能を維持できる設計と

する。 

また，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等のう
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ち，基準地震動Ｓｓに対しても機能を維持すべき機器等に対し影響を

及ぼす可能性がある火災区域又は火災区画に設置する，油を内包する

耐震Ｂクラス及び耐震Ｃクラスの設備は，以下のいずれかの設計とす

ることで，地震によって機能喪失を防止する設計とする。 

有機溶媒等を保有するセルに設置する機器及び配管は，基準地震動 

Ｓｓによっても損傷しない堅牢な構造としており，地震による漏えい

は無い。 

また，万一地震発生後に漏えいが発生した場合においても，漏えい

液は漏えい液回収装置により移送することから，セル内への残留量は

極僅かであり，当該残液が自己の崩壊熱により発火することを想定し

ても，崩壊熱により火災に至るおそれのあるセル給気口に設置した防

火ダンパを閉止することにより，消火は可能である。よって，セル内

に設置する固定式消火設備については，地震時の火災を想定する必要

は無いことから，耐震Ｃクラスにて設計するものとする。 

 ａ．基準地震動Ｓｓにより油が漏えいしない。 

 ｂ．基準地震動Ｓｓによって火災が発生しても，安全機能に影響を及ぼす

ことが無いよう，基準地震動Ｓｓによって火災が発生しても機能を維

持する固定式消火設備によって速やかに消火する。 

 ｃ．基準地震動Ｓｓによって火災が発生しても，安全機能に影響を及ぼす

ことがないよう隔壁等により分離する又は適切な離隔距離を確保する。 

 (５) 想定すべきその他の自然現象に対する対策 

想定すべきその他の自然現象として，凍結，風水害，地震以外に考

慮すべき自然現象により火災感知設備及び消火設備の性能が阻害され

た場合は，原因の除去又は早期の取替え，復旧を図る設計とするが，

必要に応じて監視の強化，代替消火設備の配備等を行い，必要な性能
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を維持することとする。 

 

1.5.1.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による安全機能への影響 

消火設備の破損，誤作動又は誤操作により，安重機能を有する機器等

及び放射性物質貯蔵等の機器等の安全機能を損なわないよう以下の設計と

する。 

また，火災時における消火設備からの放水による溢水に対しては，

「1.7.15 溢水防護に関する設計」に基づき，安全機能へ影響がないよう

設計する。 

 (１) 電気盤室に対しては，消火剤に水を使用しない二酸化炭素消火器又

は粉末消火器を配置する。 

 (２) 非常用ディーゼル発電機は，不活性ガスを用いる二酸化炭素消火設

備の破損により給気不足を引き起こさないように外気より給気する構

造とする。 

 (３) 電気絶縁性が大きく，揮発性が高いハロゲン化物消火設備を設置す

ることにより，設備の破損，誤作動又は誤操作により消火剤が放出し

ても電気及び機械設備に影響を与えない設計とする。 

 (４) 固定式消火設備を設置するセルのうち，形状寸法管理機器を収納す

るセルには，水を使用しないガス消火設備を選定する。 
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1.5.1.4 火災及び爆発の影響軽減 

1.5.1.4.1 火災及び爆発の影響軽減 

再処理施設の安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等

を設置する火災区域又は火災区画内の火災及び爆発並びに隣接する火災区

域又は火災区画の火災及び爆発による影響に対し，以下に記す火災及び爆

発の影響軽減のための対策を講ずる設計とする。 

 (１) 安全上重要な施設の火災区域の分離 

再処理施設の安重機能を有する機器等を設置する火災区域は，他の

火災区域と隣接する場合は，３時間以上の耐火能力を火災耐久試験に

より確認した耐火壁によって他の区域と分離する。 

また，火災区域又は火災区画のファンネルには，他の火災区域又は

火災区画からの煙の流入防止を目的として，煙等流入防止装置を設置

する設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設にて設置するＭＯＸ燃料加工施設とウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉については，火災区域設定

のため，火災影響軽減設備としてＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

共用する火災影響軽減設備は，ＭＯＸ燃料加工施設における火災又

は爆発の発生を想定しても，影響を軽減できるよう十分な耐火能力を

有する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。 

 (２) 最重要設備に係る機器及びケーブルの系統分離 

再処理施設における安全上重要な施設の中でも，最重要設備（機器

及び当該機器を駆動又は制御するケーブル）に対し，以下に示すいず

れかの系統分離対策を講ずる設計とする。 

また，最重要設備のケーブルの系統分離においては，最重要設備の
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ケーブルと同じトレイ等に敷設するなどにより，最重要設備のケーブ

ルの系統と関連することとなる最重要設備のケーブル以外のケーブル

も当該系統に含め，他系統との分離を行うため，以下の設計とする。 

 ａ．３時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離 

系統分離し配置している最重要設備となる安重機能を有する機器等

は，火災耐久試験により３時間以上の耐火能力を確認した，耐火壁で

系統間を分離する設計とする。 

 ｂ．水平距離６ｍ以上の離隔距離の確保，火災感知設備及び自動消火設備

の設置による分離 

互いに相違する系列の最重要設備は，水平距離間には仮置きするも

のを含め可燃性物質が存在しないようにし，系列間を６ｍ以上の離隔

距離により分離する設計とし，かつ，火災感知設備及び自動消火設備

を設置することで系統間を分離する設計とする。 

 ｃ．１時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び自動消火設備の設置に

よる分離 

互いに相違する系列の最重要設備を１時間の耐火能力を有する隔壁

で分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置することで系

統間を分離する設計とする。 

 (３) 中央制御室に対する火災及び爆発の影響軽減 

中央制御室は上記と同等の保安水準を確保する対策として，以下の

とおり火災及び爆発の影響軽減対策を講ずる。 

中央制御室に設置する最重要設備である制御盤及びそのケーブルに

ついては，当直（運転員）の操作性及び視認性向上を目的として近接

して設置することから，以下に示す実証試験に基づく分離対策，制御

盤内への火災感知器の設置及び当直（運転員）による消火活動を実施
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する設計とする。 

なお，最重要設備には該当しないが使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室についても以下の設計とする。 

 ａ．制御盤の分離 

 (ａ) 中央制御室においては，異なる系統の制御盤を系統別に個別の不燃

性の筐体で造る盤とすることで分離する。盤の筐体は1.5ｍｍ以上の鉄

板で構成することにより，１時間以上の耐火能力を有する設計とする。 

 (ｂ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においては，一部同

一盤に異なる系統の回路を収納する場合，3.2ｍｍ以上の鉄板により，

別々の区画を設け，回路を収納することにより分離する設計とする。 

 さらに，鉄板により分離した異なる系統の配線ダクトのうち，片系

統の配線ダクトに火災が発生しても，もう一方の配線に火災の影響が

及ばないように，配線ダクト間には水平方向に30ｍｍ以上の分離距離

を確保する設計とする。 

 (ｃ) 鋼板で覆った操作スイッチで火災が発生しても，その近傍の他操作

スイッチに影響が及ばないように，垂直方向に20ｍｍ，水平方向に15

ｍｍの分離距離を確保する設計とする。 

 ｂ．制御盤内の火災感知器 

制御室には異なる種類の火災感知器を設置するとともに，万一の制

御盤内における火災を想定した場合，可能な限り速やかに感知・消火

を行い，安全機能への影響を防止できるよう，高感度煙感知器を設置

する設計とする。 

 ｃ．制御盤内の消火活動 

制御盤内の火災において，高感度煙感知器が煙又は制御室内の火災

感知器により火災を感知した場合，当直（運転員）は，制御盤周辺に
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設置する二酸化炭素消火器を用いて早期に消火を行う。消火時には火

災の発生箇所の特定が困難な場合も想定し，サーモグラフィを配備す

る。 

 ｄ．制御室床下の系統分離対策 

 (ａ) 制御室の床下フリーアクセスフロアに敷設する互いに相違する系列

のケーブルについては，１時間以上の耐火能力を有する分離板又は障

壁で分離する設計とする。 

 (ｂ) 制御室床下フリーアクセスフロアには，固有の信号を発する異なる

種類の火災感知器を組み合わせて設置し，火災の発生場所が特定でき

る設計とする。 

 (ｃ) 制御室床下フリーアクセスフロアは，制御室からの手動操作により

早期の起動が可能な固定式ガス消火設備を設置する設計とする。この

消火設備は，故障警報及び作動前の警報を各制御室に発する設計とす

る。 

制御室床下フリーアクセスフロアの固定式ガス消火設備は，消火後

に発生する有毒ガスを考慮するものとする。制御室は空間容積が大き

いため拡散による濃度低下が想定されることから，制御室に常駐する

当直（運転員）に影響を与えるおそれはないが，消火の迅速性と人体

への影響を考慮して，手動操作による起動とする。 

また，制御室床下フリーアクセスフロアの固定式ガス消火設備は，

異なる２種の火災感知器を設置すること，制御室内には当直（運転

員）が常駐することから，手動操作による起動により，自動起動と同

等に早期の消火が可能な設計とする。 

 (４) 放射性物質貯蔵等の機能に関わる火災区域の分離 

放射性物質貯蔵等の機能に関わる火災区域は，他の火災区域と隣接
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する場合は，３時間以上の耐火能力を火災耐久試験により確認した耐

火壁によって他の区域と分離する設計とする。 

 (５) 換気設備に対する火災及び爆発の影響軽減対策 

火災区域境界を貫通する換気ダクトには防火ダンパを設置すること

で，他の区域からの火災及び爆発の影響が及ばない設計とする。 

ただし，セルについては，放射性物質による汚染のおそれのある区

域を常時負圧にすることで閉じ込め機能を維持する動的な閉じ込め設

計とするため，構成する耐火壁を貫通する給気側ダクトに防火ダンパ

を設置し，火災及び爆発の発生時には防火ダンパを閉止することによ

り，火災の影響を軽減できる設計とする。 

一方，セル排気側ダクトについては防火ダンパを設置しない設計と

するが，耐火壁を貫通するダクトについては，厚さ1.5ｍｍ以上の鋼板

ダクトにより，３時間耐火境界となるよう排気系統を形成することか

ら，他の火災区域又は火災区画に対する遮炎性能を担保することがで

きる。 

なお，原則セル内は有意な可燃性物質を設置せず，一時的に取り扱

う場合においてもその取扱い状況から火災及び爆発には至らない。一

方，多量の有機溶媒等を取り扱うセルにおいても，堅牢な構造として

いること，消火設備を有することから，大規模な火災及び爆発に至る

おそれはない。 

火災により発生したガスは排気ダクトを経由し排気することから，

他の火災区域との離隔距離を有していることに加え，排風機により常

時排気が行われていることから他の火災区域又は火災区画に熱的影響

を及ぼすおそれはない。 

また，換気設備の高性能粒子フィルタは難燃性のものを使用する設
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計とする。 

 (６) 煙に対する火災及び爆発の影響軽減対策 

当直（運転員）が駐在する中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の火災及び爆発の発生時の煙を排気するため

に，建築基準法に基づく容量の排煙設備を設置する設計とする。 

排煙設備は非管理区域である制御室等を対象としているため，放射

性物質の環境への放出を考慮する必要はない。 

また，電気ケーブルや引火性液体が密集する火災区域に該当する制

御室床下，引火性液体が密集する非常用ディーゼル発電機室及び危険

物の規制に関する政令に規定される著しく消火困難な製造所等に該当

する場所については，固定式消火設備により，早期に消火する設計と

する。 

 (７) 油タンクに対する火災及び爆発の影響軽減対策 

火災区域又は火災区画に設置する油タンクのうち，放射性物質を含

まない有機溶媒等及び再処理施設で使用する油脂類のタンクはベント

管により屋外へ排気する設計とする。 

また，再処理工程で使用する放射性物質を含む有機溶媒等のタンク

は，塔槽類廃ガス処理設備に接続し，排気する設計とする。 

 

1.5.1.4.2 火災影響評価 

再処理施設の特徴を踏まえ，各火災区域又は火災区画における安全上

重要な施設への火災防護対策について内部火災影響評価ガイド及び事業指

定基準規則の解釈を参考に，再処理施設における火災又は爆発が発生した

場合においても安全上重要な施設の安全機能を損なわないこと及び内部火

災により，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生する場合は，
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それらに対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常状態を収

束できることについて確認する。内部火災影響評価の結果，安全上重要な

施設の安全機能に影響を及ぼすおそれがある場合には，火災防護対策の強

化を図る。 

 (１) 火災伝播評価 

火災区域又は火災区画に火災を想定した場合に，隣接火災区域又は

火災区画への影響の有無を確認する。 

火災影響評価に先立ち隣接火災区域との境界の開口の確認及び等価

火災時間と障壁の耐火性能の確認を行い，隣接火災区域又は火災区画

へ影響を与えるか否かを評価する。 

 (２) 隣接火災区域に影響を与えない火災区域に対する火災伝播評価 

隣接火災区域又は火災区画に影響を与えない火災区域又は火災区画

のうち，当該火災区域又は火災区画内に設置する全機器の動的機能喪

失を想定しても，安全上重要な施設が同時に機能を喪失しない場合は，

再処理施設の安全機能に影響を与えないことを確認する。 

また，当該火災区域又は火災区画内に設置する全機器の動的機能喪

失を想定し，再処理施設の安全機能に影響を与える場合においては，

以下について確認する。 

 ａ．多重化された安全上重要な施設のうち，多重化された最重要設備が，

「1.5.1.4.1(２) 最重要設備に係る機器及びケーブルの系統分離」に示

す火災防護対策の実施状況を確認し，火災区域又は火災区画の系統分

離等の火災防護対策を考慮することにより，最重要設備の安全機能に

影響がないことを確認する。 

 ｂ．最重要設備以外の安全上重要な施設が機能喪失するおそれのある火災

区域又は火災区画は，当該火災区域又は火災区画における最も過酷な
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単一の火災を想定して，火災力学ツール（以下「ＦＤＴＳ」という。）

を用いた火災影響評価を実施し，安全上重要な施設が同時に機能を喪

失しないことを確認することで，再処理施設の安全機能に影響を与え

ないことを確認する。 

 (３) 隣接火災区域に火災の影響を与える火災区域に対する火災影響評価 

隣接火災区域又は火災区画に影響を与える火災区域又は火災区画は，

当該火災区域又は火災区画内の火災に伴う当該火災区域又は火災区画

及び隣接火災区域又は火災区画の２区画内（以下「隣接２区域（区

画）」という。）に設置する全機器の動的機能喪失を想定しても，再

処理施設の安全機能に影響を与えないことを確認する。 

また，隣接２区域（区画）に設置する全機器の動的機能喪失を想定

し，再処理施設の安全機能に影響を与える場合においては，以下につ

いて確認する。 

 ａ．多重化された安全上重要な施設のうち，多重化された最重要設備が火

災影響を受けるおそれのある場合は，「1.5.1.4.1(２) 最重要設備に係

る機器及びケーブルの系統分離」に示す火災防護対策の実施状況を確

認し，系統分離等の火災防護対策を考慮することにより，最重要設備

の安全機能が少なくとも一つは確保されることを確認する。 

 ｂ．最重要設備以外の安全上重要な施設が機能喪失するおそれのある隣接

２区域（区画）において，当該火災区域又は火災区画における最も過

酷な単一の火災を想定して，ＦＤＴＳを用いた火災影響評価を実施し，

安全上重要な施設が同時に機能を喪失しないことを確認することで，

再処理施設の安全機能に影響を与えないことを確認する。 
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1.5.1.5 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

 再処理施設における火災区域又は火災区画は以下のとおりそれぞれの特

徴を考慮した火災防護対策を実施する。 

 (１) ケーブル処理室 

  再処理施設において，実用発電用原子炉のケーブル処理室に該当する

箇所は無いが，安全上重要な施設の異なる系統（安全系回路の各系統，

安全系回路と関連回路，生産系回路）のケーブルは，ＩＥＥＥ384Ｓｔ

ｄ1992に準じて，異なる系統のケーブルトレイ間の分離距離を水平900

ｍｍ以上又は垂直1,500ｍｍ以上，ソリッドトレイ（ふた付き）の場合

は，水平25ｍｍ以上又は垂直25ｍｍ以上とすることにより，互いに相

違する系統間で影響を及ぼさない設計とする。 

また，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室の床下コンクリートピットは，異なる種類の火災感知器を組み合

わせて設置するとともに，当直（運転員）による消火活動を行うこと

が困難であることから，手動操作により起動する固定式消火設備（ハ

ロゲン化物消火設備）を設置する設計とする。 

 (２) 電気室 

電気室は，電源供給のみに使用する設計とする。 

 (３) 蓄電池室 

蓄電池室は，以下のとおりの設計とする。 

 ａ．通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放出するおそれのある蓄

電池室には，原則として直流開閉装置やインバータを収納しない設計

とする。 

  ただし，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の蓄電池は，無停

電電源装置等を設置している部屋に収納する設計とするが，当該蓄電
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池自体は厚さ2.3ｍｍの鋼板製筐体に収納し，水素ガス滞留を防止する

ため筐体内を専用の排風機により排気することで火災又は爆発を防止

する設計とする。本方式は，社団法人電池工業会「蓄電池室に関する

設計指針」（ＳＢＡ Ｇ 0603-2001）「2.2 蓄電池室」の種類のう

ちキュービクル式（蓄電池をキュービクルに収納した蓄電池設備）に

該当し，指針に適合させることで安全性を確保する設計とする。 

 ｂ．蓄電池室及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の蓄電池は，

社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指針」（ＳＢＡ Ｇ 060

3-2001）に基づき，蓄電池室排風機及び蓄電池排風機を水素ガスの排

気に必要な換気量以上となるよう設計することによって，蓄電池室内

及び蓄電池内の水素濃度を２ｖоｌ％以下に維持する設計とする。 

 ｃ．蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央制御室等の監視制御盤

に警報を発する設計とする。 

 ｄ．常用系の蓄電池と非常用系の蓄電池は，常用の蓄電池が非常用の蓄電

池に影響を及ぼすことがないように位置的分散を図る設計とする。 

 (４) ポンプ室 

  潤滑油を内包するポンプは，シール構造の採用により漏えい防止対策 

を講ずる設計若しくは漏えい液受皿又は堰を設置し，漏えいした潤滑油 

が拡大することを防止する設計とする。 

 安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等のポンプの

設置場所のうち，火災発生時の煙の充満により消火困難な場所には，

固定式消火設備を設置する設計とする。 

 また，上記以外のポンプを設置している部屋は，換気設備による排

煙が可能であることから，煙が滞留し難い構造としており，人による

消火が可能である。 
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 (５) 中央制御室等 

 中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，

 以下のとおりの設計とする。 

 ａ．中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室と他

 の火災区域の換気設備の貫通部には，防火ダンパを設置する設計とする。 

 ｂ．中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室のカ

ーペットは，消防法に基づく防炎物品又はこれと同等の性能を有する

ことを試験により確認した材料を使用する設計とする。 

 (６) 使用済燃料貯蔵設備，新燃料貯蔵設備及び使用済燃料乾式貯蔵設備 

 燃料貯蔵設備（燃料貯蔵プール）は，水中に設置する設備であり，

 未臨界となるよう間隔を設けたラックに貯蔵することから，消火活動に

 より消火用水が放水されても未臨界を維持できる設計とする。 

 なお，使用済燃料輸送容器管理建屋に保管する使用済燃料輸送容器

の内部は，未臨界となるよう間隔を確保すること，外部への中性子線

を遮蔽する構造としていることから，使用済燃料輸送容器管理建屋の

消火活動により消火用水が放水されても，未臨界を維持できる。 

 (７) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

 液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備及び固体廃棄物の廃

棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備，ガラス固化体貯蔵設備，低レ

ベル廃棄物処理設備及び低レベル固体廃棄物貯蔵設備等は，以下のと

おりの設計とする。 

 ａ．再処理施設は火災時にも動的閉じ込めを維持することにより放射性物

質を建屋に閉じ込める設計とする。このため，換気設備により，貯槽，

セル等，建屋内の圧力を常時負圧に保ち，負圧は，建屋，セル等，貯

槽の順に気圧が低くなるように管理する必要があることから，換気設
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備の隔離は行わないが，火災時の熱影響，ばい煙の発生等を考慮した

場合においても環境への放射性物質の放出を防止するためにフィルタ

により放射性物質を除去し周辺監視区域外の放射性物質濃度を十分に

低減できる設計とする。 

 ｂ．管理区域での消火活動により放水した消火水が管理区域外に流出しな

いように，管理区域と管理区域外の境界に堰等を設置するとともに，

各室の床ドレン等から液体廃棄物の廃棄施設に回収し，処理を行う設

計とする。 

 ｃ．放射性物質を含んだ廃樹脂及び廃スラッジは，廃樹脂貯槽に貯蔵する

設計とする。 

 ｄ．放射性物質を含んだフィルタ類及びその他の雑固体は，処理を行うま

での間，金属製容器に封入し，保管する設計とする。 

 ｅ．放射性物質による崩壊熱は，冷却水，空気による冷却を行うことによ

り，火災の発生防止を考慮した設計とする。 
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1.5.1.6 体制 

火災及び爆発の発生時において再処理施設の消火活動を行うため，通

報連絡者及び消火活動のための消火専門隊の要員が常駐するとともに，火

災及び爆発の発生時には，再処理事業部長等により編成する自衛消防隊を

設置する。自衛消防隊の体制を第 1.5－１図に示す。再処理施設の火災及

び爆発における消火活動においては，敷地内に常駐する自衛消防隊の消火

班が対応する。 
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1.5.1.7 手順 

 再処理施設を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護計画を

策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，

責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保，教育訓練及び火災防

護対策を実施するために必要な手順について定めるとともに，再処理施設

の安全機能を有する施設を火災及び爆発から防護するため，火災及び爆発

の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減の３

つの深層防護の概念に基づく火災防護対策について定める。 

このうち，火災防護対策を実施するために必要なものを以下に示す。 

 (１) 火災が発生していない平常時の対応においては，以下の手順をあら

かじめ整備し，的確に行う。 

 ａ．中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に設置

する火災受信器盤によって，施設内で火災が発生していないこと及び

火災感知設備に異常がないことを確認する。 

 ｂ．消火設備の故障警報が発報した場合には，中央制御室，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに必要な現場の制御盤の警報を

確認するとともに，消火設備が故障している場合には，早期に必要な

修理を行う。 

 (２) 消火設備のうち，自動消火設備を設置する火災区域又は火災区画に

おける火災発生時の対応においては，以下の手順を整備し，操作を行

う。 

 ａ．火災感知器が作動した場合は，火災区域又は火災区画からの退避警報

及び自動消火設備の作動状況を確認する。 

 ｂ．自動消火設備の作動後は，消火状況の確認，運転状況の確認等を行う。 

 (３) 消火設備のうち，手動操作による固定式消火設備を設置する火災区
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域又は火災区画における火災発生時の対応においては，以下の手順を

あらかじめ整備し，的確に操作を行う。 

ａ．火災感知器が作動し，火災を確認した場合は，消火活動を行う。 

ｂ．消火活動が困難な場合は，当直（運転員）の退避を確認後，固定式消

火設備を手動操作により動作させ，消火設備の動作状況，消火状況の

確認及び運転状況の確認を行う。 

(４) 中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にお

ける火災及び爆発発生時の対応においては，以下の手順を整備し，操

作を行う。 

ａ．火災感知器及び高感度煙感知器により火災を感知し，火災を確認した

場合は，常駐する当直（運転員）により制御盤内では二酸化炭素消火

器，それ以外では粉末消火器を用いた消火活動，運転状況の確認等を

行う。 

ｂ．煙の充満により運転操作に支障がある場合は，火災及び爆発発生時の

煙を排気するため，排煙設備を起動する。 

(５) 水素漏えい検知器を設置する火災区域又は火災区画における水素濃

度上昇時の対応として，換気設備の運転状態の確認を実施する手順を

整備する。 

(６) 火災感知設備の故障その他の異常により監視ができない状況となっ

た場合は，現場確認を行い，火災の有無を確認する。 

(７) 消火活動においては，あらかじめ手順を整備し，火災発生現場の確

認，通報連絡及び消火活動を実施するとともに，消火状況の確認及び

運転状況の確認を行う。 

(８) 可燃性物質の持込み状況，防火戸の状態，火災及び爆発の原因とな

り得る加熱及び引火性液体の漏えい等を監視するための監視手順を定
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め，防火監視を実施する。 

 (９) 火災及び爆発の発生の可能性を低減するために，再処理施設におけ

る試験，検査，保守又は修理で使用する資機材のうち可燃性物質に対

する持込みと保管に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 (10) 再処理施設において可燃性又は難燃性の雑固体を一時的に集積・保

管する必要がある場合，火災及び爆発の発生並びに延焼を防止するた

め，金属製の容器への収納又は不燃性材料による養生及び保管に係る

手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 (11) 火災及び爆発の発生を防止するために，再処理施設における火気作

業に対する以下の手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

ａ．火気作業前の計画策定 

ｂ．火気作業時の養生，消火器の配備及び監視人の配置 

ｃ．火気作業後の確認事項（残り火の確認等） 

ｄ．安全上重要と判断された区域における火気作業の管理 

ｅ．火気作業養生材に関する事項（不燃シートの使用等） 

ｆ．仮設ケーブル（電工ドラム含む）の使用制限 

ｇ．火気作業に関する教育 

 (12) 火災及び爆発の発生を防止するために，化学薬品の取扱い及び保管

に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 (13) 火災防護に必要な設備は，機能を維持するため，適切に保守管理及

び点検を実施するとともに，必要に応じ修理を行う。 

 (14) 火災時の消火活動に必要となる防火服，空気呼吸器の資機材の点検

及び配備に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 (15) 火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽

車及び化学粉末消防車を配備する。 
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 (16) 火災区域及び火災区画の変更並びに設備改造及び増設を行う場合は，

内部火災影響評価への影響を確認し，評価結果に影響がある場合は，

再処理施設内の火災及び爆発によっても，多重化した安全上重要な施

設の安全機能が同時に喪失することにより，再処理施設の安全機能に

影響を及ぼさないよう設計変更及び管理を行う。 

 (17) 火災区域又は火災区画の隔壁等の設計変更に当たっては，再処理施

設内の火災及び爆発によっても，最重要設備の作動が要求される場合

には，火災及び爆発による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれ

の系統が同時に機能を失うことなく，再処理施設の安全機能が確保で

きることを火災影響評価により確認する。 

 (18) 当直（運転員）に対して，再処理施設内に設置する安重機能を有す

る機器等を火災及び爆発から防護することを目的として，火災及び爆

発から防護すべき機器，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消

火並びに火災及び爆発の影響軽減に関する教育を定期的に実施する。 

ａ．火災区域及び火災区画の設定 

ｂ．火災及び爆発から防護すべき安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等 

ｃ．火災及び爆発の発生防止対策 

ｄ．火災感知設備 

ｅ．消火設備 

ｆ．火災及び爆発の影響軽減対策 

ｇ．火災影響評価 

 (19) 再処理施設内に設置する安全機能を有する施設を火災及び爆発から

防護することを目的として，消火器及び水による消火活動について，

要員による消防訓練，消火班による総合的な訓練及び当直（運転員）
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による消火活動の訓練を定期的に実施する。 
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1.5.2 重大事故等対処施設に対する火災及び爆発の防止に関する設計 

1.5.2.1 火災及び爆発の防止に関する設計方針 

  重大事故等対処施設は，火災又は爆発により重大事故に至るおそれがあ

る事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。）若しくは重

大事故（以下「重大事故等」という。）に対処するために必要な機能が損

なわれないよう，重大事故等対処施設を設置する区域を火災区域及び火災

区画に設定し，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれ

を考慮した火災防護対策を講ずる設計とする。 

  火災防護対策を講ずる対象として，重大事故等対処施設のうち，火災又

は爆発が発生した場合に，重大事故等に対処するために必要な機能に影響

を及ぼす可能性のある構築物，系統及び機器を選定する。具体的には，重

大事故等対処施設のうち常設のものに対して火災区域及び火災区画を設定

し，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した

火災防護対策を講ずる設計とする。 

火災区域又は火災区画における火災防護対策に当たっては，火災防護

審査基準及び内部火災影響評価ガイドを参考として再処理施設の特徴（引

火性の多種の化学薬品を取り扱うこと，高線量下となるセルが存在するこ

と等）及びその重要度を踏まえた火災防護対策を講ずる設計とする。 

  重大事故等対処設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故等対処設

備」という。）のうち，外部からの影響を受ける事象（以下「外的事象」

という。）以外の動的機器の故障，及び静的機器の損傷等（以下「内的事

象」という。）を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設

備であり，必要に応じて関連する工程を停止することにより重大事故に至

らずその機能を必要としないものについては，消防法，建築基準法，都市

計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備等に応じた火災
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防護対策を講ずる設計とする。 

  なお，重大事故等対処設備のうち，可搬型のものに対する火災防護対策

については，火災防護計画に定めて実施する。 

 (１) 火災区域及び火災区画の設定 

   重大事故等対処施設を設置するエリアについて，重大事故等対処施設

と設計基準事故に対処するための設備の配置を考慮して火災区域及び

火災区画を設定する。 

   重大事故等対処施設は，火災又は爆発により重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なうおそれがないよう，火災防護対策を講ずる設計

とする。火災防護対策を講ずる設計を行うに当たり，重大事故等対処施

設を設置する区域を火災区域及び火災区画に設定する。 

火災区域は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，３時間

耐火に設計上必要な 150ｍｍ以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災

耐久試験により３時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁

により隣接する他の火災区域と分離する。 

   屋外の重大事故等対処施設を設置する区域については，他の区域と分

離して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施設と設計基準

事故に対処するための設備の配置を考慮して周囲からの延焼防止のため

に火災区域を設定する。 

   火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を重大事故等対処施

設と設計基準事故に対処するための設備の配置等を考慮して，耐火壁

又は離隔距離に応じて設定する。 

   上記方針に基づき，以下の建屋に火災区域及び火災区画を設定する。 

 ａ．建物 

 (ａ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 
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 (ｂ) 前処理建屋 

 (ｃ) 分離建屋 

 (ｄ) 精製建屋 

 (ｅ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 (ｆ) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

 (ｇ) 主排気筒管理建屋 

 (ｈ) 制御建屋 

 (ｉ) 第１保管庫・貯水所 

 (ｊ) 第２保管庫・貯水所 

 (ｋ) 緊急時対策建屋 

ｂ．屋外施設 

 (ａ) 主排気筒 

 ｃ．燃料補給設備等 

 (ａ) 重油貯槽 

 (ｂ) 軽油貯槽 

 (２) 火災防護計画 

   火災防護計画は，「1.5.1.1(６) 火災防護計画」に示す。 
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1.5.2.2 重大事故等対処施設に対する火災及び爆発の発生防止 

1.5.2.2.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止 

重大事故等対処施設の火災及び爆発の発生防止については，再処理施

設で取り扱う化学薬品等のうち，可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質

を使用又は生成する系統及び機器に対する着火源の排除，異常な温度上昇

の防止対策，可燃性物質の漏えい防止対策，可燃性又は熱的に不安定な物

質の混入防止対策を講ずる設計とするとともに，熱的制限値及び化学的制

限値を設ける設計とする。 

火災及び爆発の観点で考慮する事象の例を第 1.5－１表に示す。 

 (１) 有機溶媒による火災及び爆発の発生防止 

「1.5.1.2.1(１) 有機溶媒による火災及び爆発の発生防止」の基本方

針を適用する。 

 (２) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生防止 

「1.5.1.2.1(３) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生防止」の基

本方針を適用する。 

 (３) 運転で使用する水素による爆発の発生防止 

「1.5.1.2.1(４) 運転で使用する水素による爆発の発生防止」の基本

方針を適用する。 

 (４) 放射線分解により発生する水素による爆発の発生防止 

「1.5.1.2.1(５) 放射線分解により発生する水素による爆発の発生防

止」の基本方針を適用する。 

 (５) 硝酸ヒドラジンによる爆発の発生防止 

「1.5.1.2.1(６) 硝酸ヒドラジンによる爆発の発生防止」の基本方針

を適用する。 

 (６) ジルコニウム及びその合金粉末による火災及び爆発の発生防止 
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「1.5.1.2.1(７) ジルコニウム及びその合金粉末による火災及び爆発

の発生防止」の基本方針を適用する。 

 (７) 分析試薬による火災及び爆発の発生防止 

「1.5.1.2.1(８) 分析試薬による火災及び爆発の発生防止」の基本方

針を適用する。 

 

1.5.2.2.2 重大事故等対処施設の火災及び爆発の発生防止 

  重大事故等対処施設の火災及び爆発の発生防止については，発火性物質

又は引火性物質を内包する設備に対する及びこれらの設備を設置する火災

区域又は火災区画に対する火災及び爆発の発生防止対策を講ずるとともに，

可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，発火源に対する対策，水素

に対する換気，漏えい検出対策及び接地対策，放射線分解により発生する

水素の蓄積防止対策，電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対策等

を講ずる設計とする。 

 (１) 発火性物質又は引火性物質 

   発火性物質又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置す

る火災区域又は火災区画には，以下の火災及び爆発の発生防止対策を

講ずる設計とする。発火性又は引火性物質としては，消防法で定めら

れる危険物又は少量危険物として取り扱う「潤滑油」，「燃料油」に加

え，再処理施設で取り扱う物質として，有機溶媒等，硝酸ヒドラジン，

高圧ガス保安法で高圧ガスとして定められる水素，窒素，二酸化炭素，

アルゴン，ＮОx，プロパン及び酸素のうち，可燃性ガスである「水

素」及び「プロパン」並びに上記に含まれない「分析試薬」を対象と

する。 

分析試薬については，少量ではあるが可燃性試薬及び引火性試薬を
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含む多種類の分析試薬を取り扱うため，保管及び取扱いに係る火災及

び爆発の発生防止対策を講ずる。 

 ａ．漏えいの防止，拡大防止 

   火災区域に対する漏えいの防止対策及び拡大防止対策の設計について

以下を考慮した設計とする。 

 (ａ) 発火性物質又は引火性物質である油内包設備 

   火災区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質である油

内包設備は，溶接構造又はシール構造の採用により漏えいの防止対策

を講ずるとともに，漏えい液受皿又は堰を設置し，漏えいした潤滑油，

燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジンが拡大することを防止する設

計とする。 

   セル内に設置する有機溶媒等を内包する設備から有機溶媒等が漏えい

した場合については，セルの床等にステンレス鋼製の漏えい液受皿を

設置し，漏えい検知装置により漏えいを検知するとともに，スチーム

ジェットポンプ，ポンプ又は重力流により漏えいした液の化学的性状

に応じて定めた移送先に移送し処理できる設計とする。 

 (ｂ) 発火性又は引火性物質である可燃性ガス内包設備 

火災区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質である

可燃性ガス内包設備は，溶接構造等により可燃性ガスの漏えいを防止

する設計とする。 

 ｂ．配置上の考慮 

  火災区域における設備の配置については，発火性物質又は引火性物質

の油内包設備及び可燃性ガス内包設備の火災及び爆発により，重大事

故等に対処するために必要な機能が損なわれないよう，発火性物質又

は引火性物質を内包する設備と重大事故等対処施設は，耐火壁，隔壁

６－１－204



の設置又は離隔による配置上の考慮を行う設計とする。 

 ｃ．換  気 

   火災区域に対する換気について，以下の設計とする。 

 (ａ) 発火性物質又は引火性物質である油内包設備 

   建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の発火

性物質又は引火性物質の潤滑油，燃料油又は再処理工程で使用する有

機溶媒等，硝酸ヒドラジンを内包する設備のうち，放射性物質を含ま

ない設備を設置する区域は，漏えいした場合に気体状の発火性物質又

は引火性物質が滞留しないよう，機械換気を行う設計とする。 

   また，屋外に設置する燃料貯蔵設備は，自然換気を行う設計とする。 

再処理工程で使用する有機溶媒等を内包する設備のうち，放射性物

質を含む設備は，塔槽類廃ガス処理設備等に接続し，機械換気を行う

設計とする。 

 (ｂ) 発火性物質又は引火性物質である可燃性ガス内包設備 

火災区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質である

可燃性ガスのうち，水素を内包する設備である蓄電池，ウラナス製造

器，還元炉，水素ボンベ又はプロパンを設置又は使用する火災区域は，

火災及び爆発の発生を防止するために，以下に示す換気設備による機

械換気により換気を行う設計とする。 

ⅰ．蓄電池 

蓄電池を設置する火災区域は機械換気を行うことにより，水素濃度

を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。安全上重要な施設の蓄電池，

非常用直流電源設備等を設置する火災区域の換気設備は，非常用母線

から給電する設計とする。緊急時対策建屋の蓄電池を設置する火災区

域の換気設備は，緊急時対策建屋用発電機から給電する設計とする。
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それ以外の蓄電池を設置する火災区画の換気設備は，建屋換気系，電

気盤室，非管理区域等の排風機による機械換気又は建屋換気系の送風

機による換気を行う設計とする。 

ⅱ．ウラン精製設備のウラナス製造器 

ウラナス製造器に供給する水素ガスの流量を制御し，水素ガスの圧

力及び硝酸ウラニル溶液の流量を監視し，水素ガスの圧力高又は硝酸

ウラニル溶液の流量低により警報を発するとともに，ウラナス製造器

に供給する水素ガス及び硝酸ウラニル溶液を自動で停止する設計とす

る。 

第１気液分離槽に受け入れる未反応の水素ガス濃度は約 100％であ

り，水素ガスの可燃領域外である。第１気液分離槽から洗浄塔へ移送

する未反応の水素ガスの圧力を制御，監視し，圧力高により警報を発

する設計とするとともに，未反応の水素ガスの流量を監視し，流量高

により警報を発する設計とする。 

洗浄塔は，その他再処理設備の附属施設の一般圧縮空気系から空気

を供給し，気体廃棄物の廃棄施設の精製建屋換気設備に移送する廃ガ

ス中の水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。 

洗浄塔に供給する空気の流量を監視し，流量低により警報を発する

とともに，自動で窒素ガスを洗浄塔に供給する設計とする。 

第２気液分離槽は，窒素ガスを供給し，ウラナスを含む硝酸溶液中

に溶存する水素を追い出すとともに，廃ガス中の水素を可燃限界濃度

未満に抑制する設計とする。第２気液分離槽に供給する窒素ガスの流

量を監視し，流量低により警報を発する設計とする。廃ガスは，建屋

換気系の排風機による機械換気を行う設計とする。 

ウラナス製造器等を設置するウラナス製造器室は非常用母線から給
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電する建屋換気設備の建屋排風機による機械換気を行い，室内に滞留

した水素を換気できる設計とする。 

ⅲ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉 

水素ガスを使用する脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備

の還元炉には化学的制限値として還元用窒素・水素混合ガス中の水素

最高濃度（6.0ｖｏｌ％）を設定し，還元ガス受槽では，還元炉へ供

給する還元用窒素・水素混合ガス中の水素濃度を測定し，還元用窒

素・水素混合ガスが空気といかなる混合比においても可燃限界濃度未

満となるようにする。万一，水素濃度が 6.0ｖｏｌ％を超える場合に

は，還元炉への還元用窒素・水素混合ガスの供給を自動で停止する窒

素・水素混合ガス停止系を設ける設計とする。 

還元炉はグローブボックス内に設置し，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋換気設備のグローブボックス・セル換気系の排風機による機

械換気を行う設計とする。 

また，火災区域に設定していないが，精製建屋ボンベ庫，還元ガス

製造建屋に設置する水素ボンベは，安全弁を備えたガスボンベを転倒

しないようにボンベユニットにて設置して万一の損傷による漏えいを

防止するとともに，自然換気により，屋内の空気を屋外に排気するこ

とにより，火災区域又は火災区画内にガスが滞留しない設計とする。 

ⅳ．プロパンボンベ 

プロパンガスボンベは，前処理建屋に安全弁を備えたガスボンベを

転倒しないようにボンベユニットに設置し，また，機械換気により，

屋内の空気を屋外に排気することにより，火災区域又は火災区画内に

ガスが滞留しない設計とする。 

 ｄ．防  爆 
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火災区域に対する防爆について，以下の設計とする。 

(ａ) 発火性物質又は引火性物質である引火性液体を内包する設備

  ⅰ．火災区域内に設置する引火性液体を内包する設備は，潤滑油又は燃

料油が設備の外部へ漏えいしても，引火点は発火性物質又は引火性物

質である潤滑油又は燃料油を内包する設備を設置する室内温度よりも

十分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃性の蒸気となるこ

とはない。 

 また，燃料油である重油を内包する設備を設置する火災区域又は

火災区画については，重油が設備の外部へ漏えいし，万一，可燃性

の蒸気が発生した場合であっても，非常用母線より給電する換気設

備で換気していることから，可燃性の蒸気が滞留するおそれはない。 

  ⅱ．火災区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質の有

機溶媒等を内包する設備の漏えいにより，環境条件が「電気設備に

関する技術基準を定める省令」及び「工場電気設備防爆指針」で要

求される爆発性雰囲気となるおそれのある電気接点を有する機器は，

防爆構造とする設計とする。 

なお，工場電気設備防爆指針における危険箇所には該当しないが，

重油貯槽及び第１軽油貯槽及び第２軽油貯槽（以下「軽油貯槽」と

いう。）について，電気接点を有する機器は，防爆構造とする設計と

する。 

また，静電気の発生のおそれのある機器は，防爆構造とする設計

とする。 

(ｂ) 発火性物質又は引火性物質である水素を内包する設備 

火災区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質の水素

を内包する設備の漏えいにより，環境条件が「電気設備に関する技術

６－１－208



基準を定める省令」及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発

性雰囲気となるおそれのある電気接点を有する機器は，防爆構造とす

る設計とする。 

また，静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。 

 ｅ．貯  蔵 

火災区域に設置する発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器につ

いては，以下の設計とする。 

発火性物質又は引火性物質として貯蔵を行う再処理工程で用いる有

機溶媒，ディーゼル発電機用の燃料油，安全蒸気系のボイラ用のプロ

パンガス，重油貯槽及び軽油貯槽の燃料油（重油及び軽油）に対し以

下の措置を講ずる。 

 (ａ) 再処理工程内で用いる有機溶媒は，処理運転に必要な量に留めて貯

蔵する設計とする。 

 (ｂ) ディーゼル発電機へ供給する屋内の燃料油は，必要な量を消防法に

基づき屋内タンク貯蔵所に安全に貯蔵できる設計とする。貯蔵量は７

日間の外部電源喪失に対してディーゼル発電機を連続運転するために

必要な量を屋外に貯蔵する設計とする。 

 (ｃ) 前処理建屋に設置する安全蒸気系のボイラ用のプロパンガスについ

ては，蒸気供給に必要な量を貯蔵する設計とする。 

また，他の安全上重要な施設を収納する室と耐火壁で隔てた室にお

いて，安全弁を備えたガスボンベを転倒しないようにボンベユニット

に設置し，また，漏えいガスを建屋外に放出できる構造とし，安全に

貯蔵する設計とする。 

 (ｄ) 再処理施設で使用する硝酸ヒドラジンは，処理運転に必要な量に留

めて貯蔵する設計とするとともに，自己反応性物質であることから，
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硝酸ヒドラジンによる爆発の発生を防止するため，消防法に基づき，

貯蔵及び取扱い時の漏えい防止を講ずる設計とする。 

 (ｅ) ウラン精製設備のウラナス製造器に供給する水素は，精製建屋ボン

ベ庫から供給する設計とする。 

また，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉に使用する還元

用窒素・水素混合ガスは還元ガス製造建屋の還元炉還元ガス供給系で

製造し還元炉へ供給する。 

 精製建屋ボンベ庫，還元ガス製造建屋の水素ボンベは，運転に必要

な量を考慮した本数とし，安全弁を備えたガスボンベを転倒しないよ

うにボンベユニットに設置し，万一の損傷による漏えいを防止すると

ともに，自然換気により，屋内の空気を屋外に排気することにより，

火災区域又は火災区画内にガスが滞留しない設計とする。 

 (ｆ) 重油貯槽及び軽油貯槽のうち，重油貯槽は，緊急時対策建屋用発電

機を７日間以上連続運転するために必要な量を貯蔵することを考慮し

た設計とする。 

   軽油貯槽は，可搬型発電機等を７日間以上連続運転するために必要な

量を貯蔵することを考慮した設計とする。 

 (２) 可燃性の蒸気・微粉への対策 

   火災区域における可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を取り扱う設備につ

いては，以下の設計とするとともに，火災区域には金属粉や布による

研磨機のように静電気が溜まるおそれがある設備を設置しない設計と

する。 

 ａ．可燃性蒸気が滞留するおそれがある機器 

   重大事故等対処施設を設置するエリアでは，可燃性蒸気が滞留するお

それがある機器を設置しない設計とする。 
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   地下に設置する重油貯槽及び軽油貯槽は消防法に基づき，通気管によ

る排気を行う設計とする。 

   また，静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。 

   火災区域における現場作業において有機溶剤を使用する場合は必要量

以上持ち込まない運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞留するおそ

れがある場合は，使用する作業場所において，換気，通風，拡散の措

置を行うとともに，建屋の送風機及び排風機による機械換気により滞

留を防止する設計とする。 

 ｂ．可燃性微粉が滞留するおそれがある機器 

再処理施設において，「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃

性粉じん（空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や「爆

燃性粉じん（空気中の酸素が少ない雰囲気中又は二酸化炭素中でも着

火し，浮遊状態では激しい爆発をする金属粉じん）に該当するおそれ

のある物質は，使用済燃料集合体の被覆管及びチャンネルボックス等

で使用しているジルカロイの切断に伴うジルカロイ粉末である。 

一般的にジルカロイ粉末は活性であり空気中において酸素と反応し

発火する可能性があることから，可燃性の微粉が滞留するおそれがあ

る機器のせん断処理施設のせん断機並びに使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋のチャンネルボックス切断装置は，火災及び爆発の発生を防止する

ために以下に示す設計とする。 

 (ａ) せん断処理施設のせん断機 

自然発火性材料であるジルカロイのせん断を行うせん断処理施設の

せん断機は，空気雰囲気でせん断を行っても，せん断時に生じる燃料

粉末によりジルコニウム粉末及びその合金粉末が希釈されることから

火災及び爆発のおそれはないが，せん断機から溶解槽側へ窒素ガスを
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吹き込むことにより，せん断粉末の蓄積を防止し，かつ，不活性雰囲

気とする設計とする。 

また，せん断処理・溶解廃ガス処理設備による機械換気を行う設計

とする。 

せん断時に生じたジルコニウム粉末及びその合金粉末は，溶解槽，

清澄機，ハル洗浄槽等を経由し，ハル・エンドピース等を詰めたドラ

ム又はガラス固化体に収納するが，その取扱いにおいては溶液内で取

り扱うことから，火災及び爆発のおそれはない。 

 (ｂ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の第１チャンネルボックス切断装置 

使用済燃料から取り外したジルカロイのチャンネルボックスは，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋の第１チャンネルボックス切断装置により，

水中で取り扱うため，微粉が滞留することはない。 

重大事故等対処施設を設置するエリアでは，可燃性微粉が滞留する

おそれがある機器を設置しない設計とする。 

 (３) 発火源への対策 

火花の発生を伴う設備は，発生する火花が発火源となることを防止

する設計とするとともに，周辺に可燃性物質を保管しないこととする。 

また，高温となる設備は，高温部を保温材又は耐火材で覆うことに

より，可燃性物質との接触及び可燃性物質の加熱を防止する設計とす

る。 

 ａ．火花の発生を伴う設備 

 (ａ) 溶接機Ａ，Ｂ（高レベル廃液ガラス固化建屋） 

溶接機Ａ，ＢはＴＩＧ自動溶接方式であり，固化セル内に設置する。

溶接機Ａ，Ｂ周辺には可燃性物質を配置せず，また，運転を行う際は

複数のＩＴＶカメラで溶接機の周囲を監視し，可燃性物質を溶接機に
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近接させないことで，発火源とならない設計とする。 

 (ｂ) 第１チャンネルボックス切断装置（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋） 

第１チャンネルボックス切断装置は，溶断式であるが，水中で切断

することにより，発火源とならない設計とする。 

 ｂ．高温となる設備 

 (ａ) 脱硝装置，焙焼炉，還元炉（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋） 

脱硝装置は，運転中は温度を監視するとともに，脱硝終了は温度計

及び照度計により，ＭＯＸ粉体の白熱を検知してマイクロ波の照射を

停止する設計としており，加熱が不要に持続しない設計とする。 

焙焼炉，還元炉の周囲には断熱材を設置することにより，温度上昇

を防止する設計としている。 

また，温度が 890℃を超えた場合には，ヒータ加熱が自動で停止する

設計とする。 

 (ｂ) ガラス溶融炉Ａ，Ｂ（高レベル廃液ガラス固化建屋） 

炉内表面が耐火材で覆われており，耐火材の耐久温度を超えて使用

しない設計とすることで，過熱による損傷により内包する溶融ガラス

が漏れ出る事に伴う火災及び爆発に至るおそれはない。 

また，ガラス溶融炉Ａ，Ｂの周辺には可燃性物質がなく，ガラス溶

融炉Ａ，Ｂは発火源にはならない設計とする。 

 (４) 水素対策 

   火災区域に対する水素対策については，以下の設計とする。 

   火災区域に設置する水素内包設備は，溶接構造等により区域内への水

素の漏えいを防止するとともに，機械換気を行うことにより，水素濃

度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時において蓄電池
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から水素が発生するおそれがあることから，機械換気を行うことによ

り，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計し，当該区域に可燃

性物質を持ち込まないこととする。 

   また，蓄電池の上部に水素漏えい検知器を設置し，水素の燃焼限界濃

度である４ｖｏｌ％の１／４以下で中央制御室，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室又は緊急時対策建屋の建屋管理室に警報を

発する設計とする。 

ウラン精製設備のウラナス製造器は，水素を用いて硝酸ウラニル溶

液を還元してウラナスを製造することから，万一の室内への水素の漏

えいを早期に検知するため，ウラナス製造器，第１気液分離槽，洗浄

塔及び第２気液分離槽を設置するウラナス製造器室に水素漏えい検知

器を設置し，中央制御室に警報を発する設計とする。 

なお，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉に供給する還元

用窒素・水素混合ガスは，ガス中の水素最高濃度 6.0ｖｏｌ％を設定し，

還元ガス受槽では，還元炉へ供給する還元用窒素・水素混合ガス中の

水素濃度を測定し，還元用窒素・水素混合ガスが空気といかなる混合

比においても可燃限界濃度未満となるようにする。万一，水素濃度が

6.0ｖоｌ％を超える場合には，中央制御室へ警報を発し，還元炉への

還元用窒素・水素混合ガスの供給を自動で停止する窒素・水素混合ガ

ス停止系を設ける設計とする。 

また，漏えいした場合にも，空気との混合を想定しても可燃限界濃

度以下となるような組成としているため，水素漏えい検知器を設置し

ない。 

 (５) 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策 

「1.5.1.2.2(５) 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策」
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の基本方針を適用する。 

 (６) 過電流による過熱防止対策 

「1.5.1.2.2(６) 過電流による過熱防止対策」の基本方針を適用する。 

 

1.5.2.2.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

  重大事故等対処施設は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用す

る設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，代

替材料を使用する設計とする。 

また，構築物，系統及び機器の機能を確保するために代替材料の使用

が技術上困難な場合は，当該重大事故等対処施設における火災に起因して，

他の重大事故等対処施設の火災が発生することを防止するための措置を講

ずる設計とする。 

 (１) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

   重大事故等対処施設を構成する機器等のうち，機器，配管，ダクト，

ケーブルトレイ，電線管及び盤の筐体並びにこれらの支持構造物の主

要な構造材は，火災及び爆発の発生防止を考慮し，金属材料又はコン

クリートを使用する設計とする。 

また，放射性物質を内包する機器を収納するグローブボックス等の

うち，非密封で放射性物質を取り扱うグローブボックス等で，万一の

火災時に閉じ込め機能を損なうおそれのあるものについては，不燃性

材料又は難燃性材料を使用する設計する。 

グローブボックスのパネルに可燃性材料を使用する場合は，火災に

よるパネルの損傷を考慮しても収納する機器の閉じ込め機能を損なわ

ないよう，難燃性材料であるパネルをグローブボックスのパネル外表

面に設置することにより，難燃性パネルと同等以上の難燃性能を有す
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ることについて，ＵＬ94 垂直燃焼試験及びＪＩＳ酸素指数試験におけ

る燃焼試験により確認するものとする。 

   ただし，配管等のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代

替材料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し

直接火炎に晒されることなく，火災及び爆発による安全機能への影響

は限定的であること，また，これにより他の重大事故対処施設に延焼

するおそれがないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料

を使用する設計とする。 

   また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆

われた機器内部のケーブルは，発火した場合でも他の重大事故等対処

施設に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料

を使用する設計とする。 

 (２) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油の内包 

   重大事故等対処施設の機器等のうち，建屋内に設置する変圧器及び遮

断器は，可燃物である絶縁油を内包しない乾式を使用する設計とする。 

 (３) 難燃ケーブルの使用 

   重大事故等対処施設に使用するケーブルは，実証試験により延焼性

（米国電気電子工学学会規格ＩＥＥＥ383－1974 又はＩＥＥＥ1202－

1991 垂直トレイ燃焼試験）及び自己消火性（ＵＬ1581（Ｆｏｕｒｔｈ 

Ｅｄｉｔｉｏｎ）1080 ＶＷ－１ ＵＬ垂直燃焼試験）を確認したケー

ブルを使用する設計とする。 

   ただし，機器の性能上の理由から実証試験にて延焼性及び自己消火性

を確認できないケーブルは，難燃ケーブルと同等以上の性能を有する

材料を使用する設計とする。 

   具体的には，ケーブルに対し，金属製の筐体等に収納，延焼防止材に
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より保護，専用の電線管に敷設等の措置を講ずることにより，他の重

大事故等対処施設及び設計基準事故に対処するための設備において火

災及び爆発が発生することを防止する設計とする。 

 (４) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用 

「1.5.1.2.3(４) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性

材料の使用」の基本方針を適用する。 

 (５) 保温材に対する不燃性材料の使用 

「1.5.1.2.3(５) 保温材に対する不燃性材料の使用」の基本方針を適

用する。 

 (６) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

「1.5.1.2.3(６) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用」の基本方針

を適用する。 

 

1.5.2.2.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止 

  重大事故時における再処理施設の敷地及びその周辺での発生の可能性，

重大事故等対処施設への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，重大事故時に重大事故等対処施設に影響を与えるおそれが

ある事象として，地震，津波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。 

  生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響については，侵入防止対策

によって影響を受けない設計とする。 

  津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び塩害は，発火源とな

り得る自然現象ではなく，火山の影響についても，火山から再処理施設に

到達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮すると，発火源となり

得る自然現象ではない。 
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  したがって，再処理施設で火災及び爆発を発生させるおそれのある自然

現象として，落雷，地震，竜巻（風（台風）を含む。）及び森林火災につ

いて考慮することとし，これらの自然現象によって火災及び爆発が発生し

ないように，以下のとおり火災防護対策を講ずる設計とする。 

 (１) 落雷による火災及び爆発の発生防止 

   落雷による火災及び爆発の発生を防止するため，「原子力発電所の耐

雷指針」（ＪＥＡＧ4608），建築基準法及び消防法に基づき，日本産業

規格に準拠した避雷設備で防護された建屋内又は範囲内に設置する設

計とする。 

   各々の防護対象施設に設置する避雷設備は，構内接地系と連接するこ

とにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布の平

坦化を図る設計とする。 

避雷設備設置箇所を以下に示す。 

ａ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

ｂ．精製建屋 

ｃ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

ｄ．制御建屋 

ｅ．主排気筒 

 (２) 地震による火災及び爆発の発生防止 

   重大事故等対処施設は，耐震設計上の重要度分類に応じた地震力が作

用した場合においても支持することができる地盤に設置し，自らの破

壊又は倒壊による火災及び爆発の発生を防止する。 

耐震については事業指定基準規則の第三十一条に示す要求を満足す

るよう，事業指定基準規則の解釈に従い耐震設計を行う設計とする。 

 (３) 竜巻（風（台風）を含む。）による火災及び爆発の発生防止 
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重大事故等対処施設は，重大事故等時の竜巻（風（台風）を含む。）

の影響により火災及び爆発が発生することがないように，竜巻防護対

策を行う設計とする。 

 (４) 森林火災による火災及び爆発の発生防止 

森林火災については，防火帯により，重大事故等対処施設の火災及

び爆発の発生防止を講ずる設計とする。 
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1.5.2.3 火災の感知，消火 

火災の感知及び消火については，重大事故等対処施設に対して，早期

の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設

計とする。具体的な設計を「1.5.2.3.1 火災感知設備」～「1.5.2.3.4 消

火設備の破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設への影響」に

示す。 

このうち，火災感知設備及び消火設備が，地震等の自然現象に対して，

火災感知及び消火の機能，性能が維持され，かつ，重大事故等対処施設の

耐震設計上の重要度分類に応じて，機能を維持できる設計とすることを

「1.5.2.3.3 自然現象の考慮」に示す。また，消火設備は，破損，誤動作

又は誤操作が起きた場合においても，重大事故等対処施設の機能を損なわ

ない設計とすることを「1.5.2.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作に

よる重大事故等対処施設への影響」に示す。 

 

1.5.2.3.1 火災感知設備 

  火災感知設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画

の火災を早期に感知するために設置する設計とする。 

 (１) 火災感知設備の環境条件等の考慮及び多様化 

「1.5.1.3.1(１) 火災感知設備」の基本方針を適用する。 

 (２) 火災感知設備の性能と設置方法 

感知器については消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第二

十三条第４項に従い設置する設計とする。 

また，環境条件等から消防法上の火災感知器の設置が困難となり，

感知器と同等の機能を有する機器を使用する場合においては，同項に

おいて求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器
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及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和56年自治省令第17

号）第十二条～第十八条までに定める感知性能と同等以上の方法によ

り設置する設計とする。 

火災感知設備の火災感知器は，環境条件及び重大事故等対処施設の

特徴を踏まえ設置することとし，アナログ式煙感知器及びアナログ式

熱感知器の組合せを基本として設置する設計とする。 

一方，以下に示すとおり，屋内において取り付け面高さが熱感知器

又は煙感知器の上限を超える場合及び外気取入口など気流の影響を受

ける場合並びに屋外構築物の監視に当たっては，アナログ式感知器の

設置が適さないことから，非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式

の熱感知カメラを設置する設計とする。 

非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式の熱感知カメラは，炎が

発する赤外線や紫外線を感知するため，煙や熱と比べて感知器に到達

する時間遅れがなく，火災の早期感知に優位性がある。 

また，非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式の熱感知カメラ

（サーモカメラ）を設置する場合は，それぞれの監視範囲に火災の検

知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とするとともに，誤

動作防止対策のため，屋内に設置する場合は，外光が当たらず，高温

物体が近傍にない箇所に設置することとし，屋外に設置する場合は，

屋外型を採用するとともに，必要に応じて太陽光の影響を防ぐ遮光板

を設置する設計とする。 

なお，蓄電池室は換気設備により清浄な状態と保たれていること，

及び水素漏えい検知器により爆発性雰囲気とならないことを監視して

いることから，通常のアナログ式の感知器を設置する設計とする。 

よって，非アナログ式の感知器を採用してもアナログ式の感知器と
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同等以上の性能を確保することが可能である。 

非アナログ式感知器を設置する火災区域又は火災区画を以下に示す。 

 ａ．設置高さ及び気流の影響のある火災区域又は火災区画（屋内） 

屋内の火災区域又は火災区画のうち設置高さが高い場所や，気流の

影響を考慮する必要のある場所には，熱や煙が拡散することから，ア

ナログ式感知器（煙及び熱）を組み合わせて設置することが適さない

ことから，一方は非アナログ式の炎感知器を設置する設計とする。 

 ｂ．燃料貯蔵プール 

燃料貯蔵プールは上記ａ．と同様に，天井が高く大空間となってお

り，アナログ式煙感知器と，非アナログ式の炎感知器を設置する設計

とする。 

 ｃ．地下埋設物（重油貯槽，軽油貯槽） 

地下タンク室上部の点検用マンホールから地上までの空間に燃料が

気化して充満することを想定し感知器を設置するため防爆構造の感知

器とする必要がある。 

よって，それぞれ防爆型のアナログ型熱感知器（熱電対）に加え，

非アナログ式の炎感知器を設置する設計とする。 

 (３) 火災感知設備の電源確保 

   火災感知設備は，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の多重故

障（以下「全交流動力電源喪失」という。）時にも火災の感知が可能と

なるよう，電源を確保する設計とする。 

   また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に対して

多様化する火災感知設備については，感知の対象とする設備の耐震設

計上の重要度分類に応じて，各建屋の可搬型発電機等，非常用母線又

は運転予備用電源若しくは緊急時対策建屋用発電機から給電する設計
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とする。 

 (４) 火災受信器盤 

   中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室若しく

は緊急時対策建屋の建屋管理室に設置する火災受信器盤に火災信号を

表示するとともに警報を発することで，適切に監視できる設計とする。 

   また，火災受信器盤は，感知器の設置場所を１つずつ特定できること

により，火災の発生場所を特定することができる設計とする。 

   火災感知器は火災受信器盤を用いて以下のとおり点検を行うことがで

きるものを使用する設計とする。 

 ａ．自動試験機能又は遠隔試験機能を有する火災感知器は，火災感知の機

能に異常がないことを確認するため，定期的に自動試験又は遠隔試験

を実施する。 

 ｂ．自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，火災感知器

の機能に異常がないことを確認するため，消防法施行規則に基づき，

煙等の火災を模擬した試験を定期的に実施する。 

 (５) 火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備 

「1.5.1.3.1(５) 火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

係る設備」の基本方針を適用する。 

 (６) 試験・検査 

「1.5.1.3.1(６) 試験・検査」の基本方針を適用する。 

 

1.5.2.3.2 消火設備 

  消火設備は，以下に示すとおり，重大事故等対処施設を設置する火災区

域又は火災区画の火災を早期に消火できるように設置する設計とする。 

 (１) 火災に対する二次的影響の考慮 
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   消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大事故等

対処施設に及ばないよう適切に配置する設計とする。 

   消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性の高いガスを採用すること

で，火災が発生している火災区域又は火災区画からの火炎，熱による

直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影

響が重大事故等対処施設に悪影響を及ぼさない設計とする。 

   具体的には，消火に用いるガス消火剤のうち二酸化炭素は不活性ガス

であることから，設備の破損，誤作動又は誤動作により消火剤が放出

しても電気及び機械設備に影響を与えない。 

   消火設備は，火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しな

いように，ボンベに接続する安全弁によりボンベの過圧を防止する設

計とするとともに，ボンベ及び制御盤については消火対象を設置する

エリアとは別の火災区域又は火災区画又は十分に離れた位置に設置す

る設計とする。 

   中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊

急時対策建屋の対策本部室の床下は，固定式消火設備を設置すること

により，早期に火災の消火を可能とする設計とする。固定式消火設備

の種類及び放出方式については，火災に対する二次的影響を考慮した

ものとする。 

 (２) 想定される火災の性状に応じた消火剤容量 

「1.5.1.3.2(２) 想定される火災の性状に応じた消火剤容量」の基本

方針を適用する。 

 (３) 消火栓の配置 

「1.5.1.3.2(３) 消火栓の配置」の基本方針を適用する。 

 (４) 移動式消火設備の配備 
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「1.5.1.3.2(４) 移動式消火設備の配備」の基本方針を適用する。 

 (５) 消火設備の電源確保 

   消火設備のうち，消火用水供給系の電動機駆動消火ポンプは運転予備

用母線から受電する設計とするが，ディーゼル駆動消火ポンプは，外

部電源喪失時でもディーゼル機関を起動できるように，専用の蓄電池

により電源を確保する設計とする。 

   また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の消火活

動が困難な箇所に設置する固定式消火設備は，全交流動力電源喪失時

においても消火が可能となるよう，各建屋の可搬型発電機等，非常用

母線又は緊急時対策建屋用発電機から給電するとともに，設備の作動

に必要な電源を供給する蓄電池を設ける設計とする。 

   なお，地震時において固定式消火設備による消火活動を想定する必要

の無い火災区域又は火災区画に係る消火設備については運転予備用母

線から給電する設計とすることとし，作動に電源が不要となる消火設

備については上記の限りではない。 

 (６) 消火設備の故障警報 

   固定式消火設備（全域），電動機駆動消火ポンプ及びディーゼル駆動

消火ポンプは，電源断等の故障警報を使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室，中央制御室又は緊急時対策建屋の建屋管理室に吹鳴

する設計とする。 

 (７) 重大事故等対処施設を設置する区域のうち消火困難となる区域の消火

設備 

   重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち， 煙又

は放射線の影響により消火困難となる箇所については以下のとおり自

動又は制御室等からの手動操作による固定式消火設備を設置すること
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により，消火活動を可能とする。 

なお，重大事故等対処施設を設置するセルは，人の立ち入りが困難

であることから可燃性物質がある場合は，消火困難となる可能性があ

るが，「1.5.1.3.1(１)ｂ．通常作業時に人の立入りがなく，少量の可燃

性物質の取扱いはあるが，取扱いの状況を踏まえると火災のおそれが

ない区域」に示すとおり，少量の可燃性物質はあるがその環境条件か

ら火災に至るおそれはない。 

なお，上記以外の火災区域又は火災区画については，取り扱う可燃

性物質の量が小さいこと，部屋面積が小さく消火に当たり室内への入

域が不要なこと，再処理施設は動的閉じ込め設計としており，換気設

備による排煙が可能であるため，有効に煙の除去又は煙が降下するま

での時間が確保できることにより消火困難とならないため，消防法又

は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。消火活動にお

いては，煙の影響をより軽減するため，可搬式排煙機及びサーモグラ

フィを配備する。 

 ａ．多量の可燃性物質を取り扱う火災区域又は火災区画 

危険物の規制に関する政令に規定される著しく消火困難な製造所等

に該当する場所は，引火性液体を取り扱うことから火災時の燃焼速度

も速く，煙の発生により人が立ち入り消火活動を実施することが困難

な区域となることから，固定式消火設備（全域）を設置し，早期消火

が可能となるよう制御室等から消火設備を起動できる設計とする。 

 ｂ．可燃性物質を取扱い構造上消火困難となる火災区域又は火災区画 

制御室等の床下は，制御室内の火災感知器及び人による感知並びに

消火が困難となるおそれを考慮し，火災感知器に加え，床下に固定式

消火設備（全域）を設置する。消火に当たっては，固有の信号を発す
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る異なる種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知器）により火災を感

知した後，制御室等からの手動起動により早期に消火ができる設計と

する。 

制御室等には常時当直（運転員）が駐在することを考慮し，人体に

影響を与えない消火剤を使用する設計とする。 

 ｃ．等価火災時間が３時間を超える火災区域又は火災区画 

等価火災時間が３時間を超える場合においては，火災感知器に加え，

固定式消火設備を設置し，早期消火が可能となるよう制御室等から消

火設備を起動できる設計とする。 

固定式消火設備は原則全域消火方式とするが，消火対象がケーブル

のみ等局所的な場合は設置状況を踏まえ局所消火方式を選定する設計

とする。 

 ｄ．電気品室 

電気品室は電気ケーブルが密集しており，万一の火災による煙の影

響を考慮し，固定式消火設備（全域）を設置することにより，早期消

火が可能となるよう制御室等から消火設備を起動できる設計とする。 

 (８) 消火活動のための電源を内蔵した照明器具 

「1.5.1.3.2(10) 消火活動のための電源を内蔵した照明器具」の基本

方針を適用する。 

 (９) 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

   消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は，火災防護審査基準に基づ

く消火活動２時間に対し十分な容量を有するろ過水貯槽及び消火用水

貯槽を設置し，双方からの消火水の供給を可能とすることで，多重性

を有する設計とする。 

   また，消火ポンプは電動機駆動消火ポンプに加え，同等の能力を有す
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る異なる駆動方式であるディーゼル駆動消火ポンプを設置することで，

多様性を有する設計とする。 

   緊急時対策建屋の消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は，同建屋

に消火水槽，建屋近傍に防火水槽を設置し，双方からの消火水の供給

を可能とすることで多重性を有する設計とする。また，消火ポンプは

電動駆動消火ポンプを２台設置することで，多重性を有する設計とす

る。 

   水源の容量は，再処理施設は危険物取扱所に該当する施設であるため，

消火活動に必要な水量を考慮したものとし，その根拠は「(10)  消火用水

の最大放水量の確保」に示す。 

 (10) 消火用水の最大放水量の確保 

「1.5.1.3.2(12) 消火用水の最大放水量の確保」の基本方針を適用す

る。 

 (11) 水消火設備の優先供給 

   消火用水は他の系統と兼用する場合には，他の系統から隔離できる弁

を設置し，遮断する措置により，消火水供給を優先する設計とする。 

また，緊急時対策建屋の消火用水供給系の消火水槽は他の系統と兼

用しない設計とすることから，消火用水の供給を優先する。 

 (12) 管理区域からの放出消火剤の流出防止 

「1.5.1.3.2(14) 管理区域からの放出消火剤の流出防止」の基本方針

を適用する。 

 (13) 固定式ガス消火設備等の従事者退避警報 

「1.5.1.3.2(15) 固定式ガス消火設備等の従事者退避警報」の基本方

針を適用する。 

 (14) 他施設との共用 

６－１－228



「1.5.1.3.2(16) 他施設との共用」の基本方針を適用する。 

 (15) 火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備 

「1.5.1.3.2(17) 火災防護設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

係る設備」の基本方針を適用する。 

 (16) 試験・検査 

「1.5.1.3.2(18) 試験・検査」の基本方針を適用する。 

 

1.5.2.3.3 自然現象の考慮 

  再処理施設において，設計上の考慮を必要とする自然現象は，地震，津

波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響，生

物学的事象，森林火災及び塩害である。 

  これらの自然現象のうち，落雷については，「1.5.2.2.4(１) 落雷による

火災及び爆発の発生防止」に示す対策により，機能を維持する設計とする。 

  風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して重大事故等

対処施設の機能を損なうことのないように，自然現象から防護する設計と

することで，火災及び爆発の発生を防止する。 

  凍結に対しては，以下「(１) 凍結防止対策」に示す対策により機能を維

持する設計とする。竜巻，風(台風)に対しては，「(２) 風水害対策」に示

す対策により機能を維持する設計とする。地震については，「(３) 地震時

における地盤変位対策」及び「(４) 想定すべき地震に対する対応」に示す

対策により機能を維持する設計とする。 

  上記以外の津波，高温，降水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森林

火災，塩害については，「(４) 想定すべきその他の自然現象に対する対

策」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

 (１) 凍結防止対策 
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「1.5.1.3.3(１) 凍結防止対策」の基本方針を適用する。 

 (２) 風水害対策 

「1.5.1.3.3(２) 風水害対策」の基本方針を適用する。 

 (３) 地震時における地盤変位対策 

「1.5.1.3.3(３) 地震時における地盤変位対策」の基本方針を適用す

る。 

 (４) 想定すべき地震に対する対応 

   重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備

及び消火設備は，地震時に火災を考慮する場合においては，重大事故

等対処施設が維持すべき耐震設計上の重要度分類に応じて機能を維持

できる設計とする。 

   また，重大事故等対処施設のうち，基準地震動Ｓs に対しても機能を

維持すべき機器等に対し影響を及ぼす可能性がある火災区域又は火災

区画に設置する，油を内包する耐震Ｂクラス及び耐震Ｃクラスの設備

は，以下のいずれかの設計とすることで，地震によって機能喪失を防

止する設計とする。 

 ａ．基準地震動Ｓs により油が漏えいしない。 

 ｂ．基準地震動Ｓs によって火災が発生しても，重大事故等に対処するた

めに必要な機能に影響を及ぼすことがないよう，基準地震動Ｓs によっ

て火災が発生しても機能を維持する固定式消火設備によって速やかに

消火する。 

 ｃ．基準地震動Ｓs によって火災が発生しても，重大事故等に対処するた

めに必要な機能に影響を及ぼすことがないよう隔壁等により分離する

又は適切な離隔距離を確保する。 

 (５) 想定すべきその他の自然現象に対する対策 
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「1.5.1.3.3(５) 想定すべきその他の自然現象に対する対策」の基本

方針を適用する。 

 

1.5.2.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設

への影響 

「1.5.1.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による安全機能へ

の影響」の基本方針を適用する。 
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1.5.2.4 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画は以下のとおり

それぞれの特徴を考慮した火災防護対策を実施する。 

 (１) ケーブル処理室 

   再処理施設において，発電炉のケーブル処理室に該当する箇所は無い

が，異なる系統（安全系回路の各系統，安全系回路と関連回路，生産

系回路）のケーブルは，ＩＥＥＥ384Ｓｔｄ1992に準じて，異なる系統

のケーブルトレイ間の分離距離を水平900ｍｍ以上又は垂直1,500ｍｍ

以上，ソリッドトレイ（ふた付き）の場合は，水平25ｍｍ以上又は垂

直25ｍｍ以上とすることにより，互いに相違する系統間で影響を及ぼ

さない設計とする。 

   また，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室並びに緊急時対策建屋の対策本部室の床下コンクリートピットは，

異なる感知方式の感知器を組み合わせて設置するとともに，当直（運

転員）又は非常時組織対策要員による消火活動を行うことが困難であ

ることから，手動操作により起動する固定式消火設備を設置する設計

とする。 

 (２) 電気室 

「1.5.1.5(２) 電気室」の基本方針を適用する。 

 (３) 蓄電池室 

「1.5.1.5(３) 蓄電池室」の基本方針を適用する。 

 (４) ポンプ室 

「1.5.1.5(４) ポンプ室」の基本方針を適用する。 

 (５) 中央制御室等 

   中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊
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急時対策建屋の対策本部室は，以下のとおり設計する。 

 ａ．中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊

急時対策建屋の対策本部室と他の火災区域の換気設備の貫通部には，

防火ダンパを設置する設計とする。 

 ｂ．中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊

急時対策建屋の対策本部室のカーペットは，消防法に基づく防炎物品

若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料を

使用する設計とする。 

 (６) 使用済燃料貯蔵設備，新燃料貯蔵設備及び使用済燃料乾式貯蔵設備 

「1.5.1.5(６) 使用済燃料貯蔵設備，新燃料貯蔵設備及び使用済燃料

乾式貯蔵設備」の基本方針を適用する。 

 (７) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

「1.5.1.5(７) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備」の

基本方針を適用する。 
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1.5.2.5 体制 

「1.5.1.6 体制」の基本方針を適用する。 
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1.5.2.6 手  順 

再処理施設を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護計画

を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，

責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保，教育訓練，火災防護

対策を実施するために必要な手順等について定めるとともに，重大事故等

対処施設については，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火

の火災防護対策等について定める。 

このうち，火災防護計画を実施するために必要な手順の主なものを以

下に示す。 

(１) 火災が発生していない平常時の対応においては，以下の手順を整備し，

操作を行う。 

ａ．中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は緊急

時対策建屋の建屋管理室に設置する火災受信器盤によって，施設内で

火災が発生していないこと及び火災感知設備に異常がないことを確認

する。 

ｂ．消火設備の故障警報が発報した場合には，中央制御室，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策建屋の建屋管理室並び

に必要な現場の制御盤の警報を確認するとともに，消火設備が故障し

ている場合には，早期に必要な修理を行う。 

 (２) 消火設備のうち，自動消火設備を設置する火災区域又は火災区画にお

ける火災発生時の対応においては，以下の手順を整備し，操作を行う。 

 ａ．火災感知器が作動した場合は，火災区域又は火災区画からの退避警報

及び自動消火設備の作動状況を確認する。 

 ｂ．自動消火設備の作動後は，消火状況の確認，運転状況の確認等を行う。 

 (３) 消火設備のうち，手動操作による固定式消火設備を設置する火災区域
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又は火災区画における火災発生時の対応においては，以下の手順をあ

らかじめ整備し，的確に操作を行う。 

ａ．火災感知器が作動し，火災を確認した場合は，消火活動を行う。 

ｂ．消火活動が困難な場合は，当直（運転員）の退避を確認後，固定式消

火設備を手動操作により動作させ，消火設備の動作状況，消火状況の

確認及び運転状況の確認を行う。 

 (４) 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊

急時対策所における火災及び爆発の発生時の対応においては，以下の

手順を整備し，操作を行う。 

ａ．火災感知器及び高感度煙感知器により火災を感知し，火災を確認した

場合は，常駐する当直（運転員）により制御盤内では二酸化炭素消火

器，それ以外では粉末消火器を用いた消火活動，運転状況の確認等を

行う。 

ｂ．煙の充満により運転操作に支障がある場合は，火災及び爆発の発生時

の煙を排気するため，排煙設備を起動する。 

(５) 水素漏えい検知器を設置する火災区域又は火災区画における水素濃

度上昇時の対応として，換気設備の運転状態の確認を実施する手順を

整備する。 

(６) 火災感知設備の故障その他の異常により監視ができない状況となっ

た場合は，現場確認を行い，火災の有無を確認する。 

(７) 消火活動においては，あらかじめ手順を整備し，火災発生現場の確

認，通報連絡及び消火活動を実施するとともに，消火状況の確認及び

運転状況の確認を行う。 

(８) 可燃性物質の持込み状況，防火戸の状態，火災及び爆発の原因とな

り得る加熱及び引火性液体の漏えい等を監視するための監視手順を定
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め，防火監視を実施する。 

 (９) 火災及び爆発の発生の可能性を低減するために，再処理施設におけ

る試験，検査，保守又は修理で使用する資機材のうち可燃性物質に対

する持込みと保管に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 (10) 再処理施設において可燃性又は難燃性の雑固体を一時的に集積・保

管する必要がある場合，火災及び爆発の発生並びに延焼を防止するた

め，金属製の容器への収納又は不燃性材料による養生及び保管に係る

手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 (11) 火災及び爆発の発生を防止するために，再処理施設における火気作

業に対する以下の手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

ａ．火気作業前の計画策定 

ｂ．火気作業時の養生，消火器の配備及び監視人の配置 

ｃ．火気作業後の確認事項（残り火の確認等） 

ｄ．安全上重要と判断された区域における火気作業の管理 

ｅ．火気作業養生材に関する事項（不燃シートの使用等） 

ｆ．仮設ケーブル（電工ドラム含む）の使用制限 

ｇ．火気作業に関する教育 

 (12) 火災及び爆発の発生を防止するために，化学薬品の取扱い及び保管

に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 (13) 火災防護に必要な設備は，機能を維持するため，適切に保守管理及

び点検を実施するとともに，必要に応じ修理を行う。 

 (14) 火災時の消火活動に必要となる防火服，空気呼吸器の資機材の点検

及び配備に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 (15) 火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽

車及び化学粉末消防車を配備する。 

６－１－237



 (1６) 当直（運転員）に対して，再処理施設内に設置する重大事故等対処

施設を火災及び爆発から防護することを目的として，火災及び爆発か

ら防護すべき機器，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消火に

関する教育を定期的に実施する。 

ａ．火災区域及び火災区画の設定 

ｂ．火災及び爆発から防護すべき重大事故等対処施設 

ｃ．火災及び爆発の発生防止対策 

ｄ．火災感知設備 

ｅ．消火設備 

 (1７) 再処理施設内に設置する安全機能を有する施設を火災及び爆発から

防護することを目的として，消火器及び水による消火活動について，

要員による消防訓練，消火班による総合的な訓練及び当直（運転員）

による消火活動の訓練を定期的に実施する。 
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第 1.5－１表 火災及び爆発の観点で考慮する事象の例 
 

施 設 名 機 器 名 考慮する事象 

 せん断処理施設  せん断機  ジルコニウム及びその合金粉 

   末の火災及び爆発 

 溶解施設  中間ポット  溶液の放射線分解により発生 

  不溶解残渣回収槽  する水素の爆発 

  計量・調整槽等  

 分離施設  抽出塔  有機溶媒のセル内火災及び爆発 

  ウラン逆抽出器等 機器内火災及び爆発 

  ウラン濃縮缶  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解 

   反応 

  溶解液中間貯槽  溶液及び有機溶媒の放射線分 

  抽出塔等  解により発生する水素の爆発 

 精製施設  抽出塔  有機溶媒のセル内火災及び爆発 

  逆抽出塔等 機器内火災及び爆発 

  プルトニウム濃縮缶等  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解 

   反応 

  プルトニウム溶液供給槽  溶液及び有機溶媒の放射線分 

  抽出塔等  解により発生する水素の爆発 

 脱硝施設  還元炉  還元用ガス中の水素の爆発 

  硝酸プルトニウム貯槽等  溶液の放射線分解により発生 

   する水素の爆発 

 酸及び溶媒の回収施設  蒸発缶（第２酸回収系）  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解 

   反応 

  第１洗浄器（分離・分配系）  有機溶媒のセル内火災及び爆発 

  第３洗浄器（分離・分配系）等 機器内火災及び爆発 

  第１洗浄器（分離・分配系）  溶液及び有機溶媒の放射線分 

   解により発生する水素の爆発 

 液体廃棄物の廃棄施設  高レベル廃液濃縮缶  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解 

   反応 

  高レベル濃縮廃液貯槽  溶液の放射線分解により発生 

  高レベル濃縮廃液一時貯槽  する水素の爆発 

  不溶解残渣廃液貯槽  

  高レベル廃液共用貯槽  

 固体廃棄物の廃棄施設  高レベル廃液混合槽  溶液の放射線分解により発生 

  供給液槽  する水素の爆発 

  供給槽  

  熱分解装置  有機溶媒の室内火災及び爆発 

  機器内火災及び爆発 
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1.6 耐震設計 

再処理施設の耐震設計は，事業指定基準規則に適合するように，

「1.6.1 安全機能を有する施設の耐震設計」に基づき設計する。 

1.6.1 安全機能を有する施設の耐震設計 

1.6.1.1 安全機能を有する施設の耐震設計の基本方針 

(１) 安全機能を有する施設は，地震力に十分耐えることができるように設

計する。 

(２) 安全機能を有する施設は，地震により発生するおそれがある安全機能

の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，

耐震重要度に応じてＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類し，それぞ

れの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えることができるように設計す

る。 

(３) Ｓクラスの安全機能を有する施設は，その供用中に大きな影響を及ぼ

すおそれがある地震動（以下「基準地震動」という。）による地震力に

対してその安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。また，

Ｓクラスの安全機能を有する施設は，弾性設計用地震動による地震力又

は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に

留まる範囲で耐えるように設計する。 

(４) Ｂクラス及びＣクラスの安全機能を有する施設は，静的地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計する。また，Ｂク

ラスの安全機能を有する施設のうち，共振のおそれのある施設について

は，その影響についての検討を行う。その場合，検討に用いる地震動は，

弾性設計用地震動に２分の１を乗じたものとする。 
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1.6.1.2 耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を，事業指定基準規則に

基づき，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類する方針とする。 

具体的には，平成４年12月24日付け４安（核規）第844号をもって事業

の指定を受け，その後，平成９年７月29日付け９安（核規）第468号，平

成14年４月18日付け平成14･04･03原第13号，平成17年９月29日付け平成1

7･09･13原第５号及び平成23年２月14日付け平成22･02･19原第11号で変更

の許可を受けた再処理事業指定申請書の本文及び添付書類（以下「旧申請

書」という。）における再処理施設安全審査指針（昭和61年２月20日原子

力安全委員会決定。）に基づく耐震重要度の分類であるＡクラス及びＡｓ

クラスをＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスをそれぞれＢクラス及びＣクラ

スに置き換えるが，以下の施設については，事業指定基準規則の要求事項

に照らし，当該設備に求められる安全機能の重要度に応じたクラスに分類

するものとして，耐震重要度分類を見直す。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の定量ポット，中間ポット又は脱

硝装置を収納するグローブボックスは，収納した設備の点検，保守及び修

理作業を行う際に核燃料物質を閉じ込める設備である。点検，保守及び修

理作業の際，グローブボックス内には少量の核燃料物質が存在するが，当

該グローブボックスの閉じ込め機能が喪失したとしても環境への影響がＳ

クラス施設と比べ小さいことから，旧申請書でＡクラスとしていたものを

Ｂクラスとする。また，当該グローブボックスに付随する排気系統等も同

様にＢクラスに見直す。 

なお，Ｓクラスの施設を内包するグローブボックスについては，当該

Ｓクラス施設への波及的影響を及ぼさない設計とする。 

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
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屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の換気設備排気系は，汚染のおそれの

ある区域からの排気を閉じ込める機能を有する設備であることから，換気

設備の排気経路において，建屋排気フィルタユニットより下流の設備の信

頼性を向上させるため，旧申請書ではＣクラスとしていたものをＳクラス

とする。 

分離設備の臨界に係る計測制御系及び遮断弁並びにプルトニウム精製

設備の注水槽及び注水槽の液位低警報に関しては，安全上重要な施設の区

分見直しのとおり，当該設備は地震時においても機能を期待するものでは

ないことから，Ａクラス又はＡｓクラスとしていたものをＣクラスとする。 

安全保護回路及び遮蔽設備等，旧申請書において主要設備としての具

体的な記載がなく，その後の設計及び工事の方法の認可申請書において耐

震重要度分類を示した設備について記載を明確にする。 

(１) 耐震重要度による分類 

ａ．Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しており

その機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，

放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止するために必要

な施設及び事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響

を低減させるために必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。 

ｂ．Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラス

に属する施設と比べ小さい施設。 

ｃ．Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施

設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 
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(２) クラス別施設 

上記耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示す。 

ａ．Ｓクラスの施設 

(ａ) その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設 

ⅰ．形状寸法管理を行う設備のうち，平常運転時その破損又は機能喪

失により臨界を起こすおそれのある設備。 

(ｂ) 使用済燃料を貯蔵するための施設 

ⅰ．使用済燃料受入れ設備の燃料取出し設備,使用済燃料貯蔵設備の燃

料貯蔵設備，燃料移送設備，燃料送出し設備のプール，ピット，移

送水路，ラック，架台。 

 (ｃ) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器 

ⅰ．高レベル廃液を内蔵する系統及び機器のうち安全上重要な施設。 

 (ｄ) プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

ⅰ．プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器のうち安全上重

要な施設。 

 (ｅ) 上記(ｃ)及び(ｄ)の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，そ

の影響の拡大を防止するための施設 

ⅰ．上記(ｃ)及び(ｄ)のＳクラスの設備を収納するセル等及びせん断セル。 

 (ｆ) 上記(ｃ)，(ｄ)及び(ｅ)に関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑制

するための施設 

ⅰ．上記(ｃ)及び(ｄ)のＳクラスの機器の廃ガス処理設備のうち安全上重要

な施設。 

ⅱ．上記(ｅ)のＳクラスのセル等の換気設備のうち安全上重要な施設。 

ⅲ．上記(ｅ)のＳクラスのセル等を収納する構築物の換気設備のうち安全

上重要な施設。 
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 (ｇ) 上記(ａ)～(ｆ)の施設の機能を確保するために必要な施設 

ⅰ．非常用所内電源系統，安全圧縮空気系及び安全蒸気系。 

ⅱ．安全冷却水系及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済

燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備のプール水浄化・冷却設備の

プール水冷却系（以下「プール水冷却系」という。）。 

ⅲ．安全保護回路及び保護動作を行う機器。 

ⅳ．安全上重要な施設の漏えい液を受ける漏えい液受皿の集液溝の液

位警報及び漏えい液受皿から漏えい液を回収するための系統のうち

安全上重要な施設。 

ⅴ．計測制御系統施設等に係る安全上重要な施設のうち，地震後にお

いても，その機能が継続して必要な施設。 

 (ｈ) その他の施設 

ⅰ．固化セル移送台車。 

ⅱ．ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風管。 

ⅲ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備のうち貯蔵室

から排風機までの範囲。 

ⅳ．使用済燃料貯蔵設備の補給水設備。 

ⅴ．その機能喪失により臨界に至る可能性のある計測制御系統施設に

係る安全上重要な施設は，Ｓクラスとするか又は検出器の故障を検知

し警報を発する故障警報及び工程停止のための系統をＳクラスとす

る。 

ⅵ．制御建屋中央制御室換気設備。 

ⅶ．水素掃気用の安全圧縮空気系はＳクラスとする。 

また,Ｓクラスの水素掃気用の安全圧縮空気系が接続されている機器

は，溶液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止するた
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め，Ｓクラスとする。 

ⅷ．遮蔽設備のうち安全上重要な施設。 

 ｂ．Ｂクラスの施設 

 (ａ) 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設

（ただし，内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により，その破損により公

衆に与える放射線の影響が十分小さいものは除く。） 

ⅰ．使用済燃料貯蔵設備のプール水浄化系。 

ⅱ．高レベル廃液を内蔵する設備のうち，溶解施設，分離施設，高レ

ベル廃液処理設備，高レベル廃液ガラス固化設備の系統及び機器。 

ⅲ．プルトニウムを含む溶液を内蔵する設備のうち，溶解施設，分離

施設，精製施設，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の系統及び機

器。 

ⅳ．ウランを内蔵する系統及び機器。 

ⅴ．プルトニウムを含む粉体を内蔵する系統及び機器。 

ⅵ．酸回収設備及び溶媒回収設備。 

ⅶ．低レベル廃液処理設備，ただし，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設等からの洗濯廃液等（以下「洗濯廃液」という。），床ドレ

ンの一部，試薬ドレン，手洗いドレン，空調ドレンに係る設備及び

海洋放出管の一部を除く。 

ⅷ．低レベル固体廃棄物処理設備。 

ⅸ．分析設備。 

 (ｂ) 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するた

めの施設でＳクラスに属さない施設 

ⅰ．Ｂクラスの設備を収納するセル等。 

ⅱ．Ｂクラスの機器の廃ガス処理設備のうち，塔槽類から排風機を経
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て弁までの範囲。 

ⅲ．Ｂクラスのセル等の換気設備のうち，セル等から排風機を経てダ

ンパまでの範囲。 

 (ｃ) その他の施設 

ⅰ．放射性物質を取り扱う移送機器及び装置類。ただし，以下の設備

を除く。 

(ⅰ) 放射性物質の環境への放出のおそれがない移送機器及び装置類。 

(ⅱ) 放射性物質の濃度が非常に低いか，又は内蔵量が非常に小さいも

のを取り扱う移送機器及び装置類。 

ⅱ．主要な遮蔽設備。 

ｃ．Ｃクラスの施設 

 上記Ｓ，Ｂクラスに属さない施設。 

(３) 耐震重要度分類上の留意事項 

 ａ．再処理施設の安全機能は，その機能に直接的に関連するもののほか，

補助的な役割をもつもの及び支持構造物等の間接的な施設を含めて健

全性を保持する観点で，これらを主要設備等，補助設備，直接支持構

造物，間接支持構造物及び波及的影響を検討すべき設備に区分する。 

   安全上要求される同一の機能上の分類に属する主要設備等，補助設備

及び直接支持構造物については同一の耐震重要度とするが，間接支持

構造物の支持機能及び波及的影響の評価については，それぞれ関連す

る設備の耐震設計に適用される地震動に対して安全上支障がないこと

を確認する。 

ｂ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホールは，基準地震

動にて臨界安全が確保されていることの確認を行う。 

 ｃ．上位の分類に属する設備と下位の分類に属する設備間で液体状の放射
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性物質を移送するための配管及びサンプリング配管のうち，明らかに

取扱い量が少ない配管は，設備のバウンダリを構成している範囲を除

き，下位の分類とする。 

 ｄ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の定量ポット，中間ポット及び脱

硝装置のグローブボックスは，収納するＳクラスの機器へ波及的影響

を及ぼさない設計とする。 

 ｅ．分離施設の補助抽出器中性子検出器の計数率高による工程停止回路及

び遮断弁，抽出塔供給溶解液流量高による送液停止回路及び遮断弁，

抽出塔供給有機溶媒液流量低による工程停止回路及び遮断弁，第１洗

浄塔洗浄廃液密度高による工程停止回路及び遮断弁，精製施設のプル

トニウム濃縮缶に係る注水槽の液位低による警報及び注水槽は，上位

の分類に属するものへ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

 ｆ．竜巻防護対策設備は，竜巻防護施設に波及的影響を及ぼさない設計と

する。 

 ｇ．溢水防護設備は，地震及び地震を起因として発生する溢水によって安

全機能を有する施設のうち，再処理施設内部で想定される溢水に対し

て，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を

維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」という。）の

安全機能が損なわれない設計とする。 

ｈ．化学薬品防護設備は，地震及び地震を起因として発生する化学薬品

の漏えいによって安全機能を有する施設のうち，再処理施設内部で想定

される化学薬品の漏えいに対して，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防

止，臨界防止等の安全機能を維持するために必要な設備（以下「化学薬

品防護対象設備」という。）の安全機能が損なわれない設計とする。 

 ｉ．主排気筒及びその排気筒モニタのＳクラスとＢクラス以下の配管又は
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ダクトの取合いは，Ｂクラス以下の廃ガス処理設備又は換気設備の機

能が喪失したとしても，Ｓクラスの廃ガス処理設備又は換気設備に影

響を与えないようにする。 

上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第1.6－１表に示す。 
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1.6.1.3 基礎地盤の支持性能 

(１) 安全機能を有する施設は，耐震設計上の重要度に応じた地震力が作

用した場合においても，当該安全機能を有する施設を十分に支持するこ

とができる地盤に設置する。 

(２) 建物・構築物を設置する地盤の支持性能については，基準地震動又

は静的地震力により生じる施設の基礎地盤の接地圧が，安全上適切と認

められる規格及び基準に基づく許容限界に対して，妥当な余裕を有する

よう設計する。 
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1.6.1.4 地震力の算定方法 

安全機能を有する施設の耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方

法で算定される静的地震力及び動的地震力とする。 

1.6.1.4.1 静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用するこ

ととし，それぞれ耐震重要度分類に応じて以下の地震層せん断力係数及び

震度に基づき算定する。 

耐震重要度分類に応じて定める静的地震力を第1.6－２表に示す。 

(１) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要

度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定す

るものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上

とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類，地震層せん断力の係

数の高さ方向の分布係数，地震地域係数を考慮して求められる値とす

る。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉ

に乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，耐震重要度分類の各

クラスともに1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は1.0以上

とする。 

Ｓクラスの建物・構築物については，水平地震力と鉛直地震力は同

時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度
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0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類を考慮し

て求めた鉛直震度より算定するものとする。ただし，鉛直震度は高さ

方向に一定とする。 

 (２) 機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの地震力は，上記(１)に示す地震層せん断力

係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度

とし，当該水平震度及び上記(１)の鉛直震度をそれぞれ20％増しとした震

度より求めるものとする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利

な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向

に一定とする。 

上記(１)及び(２)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐

震性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係

を考慮して設定する。 

 

1.6.1.4.2 動的地震力 

Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，基準地震動及び弾性

設計用地震動から定める入力地震動を入力として，建物・構築物の三次元

応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮し，水平２方向及び

鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

Ｂクラスの施設のうち支持構造物の振動と共振のおそれのあるものに

ついては，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性設計用地震動に２分の１を

乗じたものから定める入力地震動を入力として，建物・構築物の三次元応

答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮し，水平２方向及び鉛

直方向について適切に組み合わせて算定する。 
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水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，

水平２方向及び鉛直方向の地震力の影響が考えられる施設，設備に対して，

許容限界の範囲内にとどまることを確認する。 

耐震重要度分類に応じて定める動的地震力を第1.6－３表に示す。 

弾性設計用地震動は，基準地震動との応答スペクトルの比率の値が目

安として0.5を下回らないよう基準地震動に係数を乗じて設定する。 

ここで，基準地震動に乗じる係数は，工学的判断として，再処理施設

の安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率に対応する値とする。

さらに，「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」を踏まえ，弾

性設計用地震動については，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指

針（昭和56年７月20日原子力安全委員会決定，平成13年３月29日一部改

訂）」に基づく基準地震動Ｓ１が設計上果たしてきた役割を一部担うもの

であることとされていることから，応答スペクトルに基づく地震動評価に

よる基準地震動Ｓｓ－Ａに乗ずる係数は，旧申請書における再処理施設の

基準地震動Ｓ１の応答スペクトルを下回らないよう配慮した値とする。 

具体的には，工学的判断により，敷地ごとに震源を特定して策定する

地震動のうち基準地震動Ｓｓ－Ｂ１～Ｂ５及び震源を特定せず策定する地

震動のうち基準地震動Ｓｓ－Ｃ１～Ｃ４に対して係数0.5を乗じた地震動，

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動のうち基準地震動Ｓｓ－Ａに対

しては，基準地震動Ｓ１を上回るよう係数0.52を乗じた地震動を弾性設計

用地震動として設定する。 

また，建物・構築物及び機器・配管系ともに同じ値を採用することで，

弾性設計用地震動に対する設計に一貫性をとる。 

弾性設計用地震動の最大加速度を第1.6－４表に，応答スペクトルを第

1.6－１図（１）～第1.6－１図（５）に，弾性設計用地震動の加速度時刻歴波
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形を第1.6－２図（１）～第1.6－２図（10）に，弾性設計用地震動と基準地震

動Ｓ１の応答スペクトルの比較を第1.6－３図に，弾性設計用地震動と解

放基盤表面における地震動の一様ハザードスペクトルの比較を第1.6－４

図（１）～第1.6－４図（4）に示す。 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ－Ｂ１～Ｂ５の年超過確率はおお

むね10-3～10-4程度，Ｓｄ－Ｃ１～Ｃ４の年超過確率はおおむね10-3～10-5

程度である。 

 (１) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新

第三紀の鷹架層が十分な広がりをもって存在することが確認されてい

る。 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が0.7ｋｍ／ｓ以

上を有する標高約－70ｍの位置に想定することとする。 

基準地震動は，解放基盤表面で定義する。 

建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基

盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮して作成したものとする

とともに，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤

のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。また，必要に応じ敷

地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ

設定する。 

 (２) 動的解析法 

ａ．建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を

踏まえ，地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適

切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じて十分な調査に
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基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻歴

応答解析法を用いて求めるものとする。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれ

らの形状，構造特性，振動特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集

中質点系に置換した解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考

慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，

地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等については，必要に応

じて地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地

盤物性値に基づくものとする。設計用地盤定数は，原則として，弾性

波試験によるものを用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散

及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。 

基準地震動及び弾性設計用地震動に対する応答解析において，主要

構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に

基づき，該当する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適

切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

構築物のうち洞道の動的解析に当たっては，洞道と地盤の相互作用

を考慮できる連成系の地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法

は，地盤及び洞道の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，

線形，等価線形又は非線形解析のいずれかによる。地盤の地震応答解

析モデルは，洞道と地盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用

いる。洞道の地震応答解析に用いる減衰定数については，地盤と洞道

の非線形性を考慮して適切に設定する。 

ｂ．機器・配管系 
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機器については，その形状を考慮して，１質点系又は多質点系モデ

ルに置換し，設計用床応答曲線を用いた応答スペクトル・モーダル解

析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用

いた応答スペクトル・モーダル解析法により応答を求める。 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速

度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。 

動的解析に用いる減衰定数は，既往の振動実験，地震観測の調査結

果等を考慮して適切な値を定める。 
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1.6.1.5 荷重の組合せと許容限界 

安全機能を有する施設に適用する荷重の組合せと許容限界は，以下に

よるものとする。 

1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(１) 建物・構築物 

ａ．運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

ｂ．設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。 

(２) 機器・配管系 

ａ．運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動

又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想

される外乱によって発生する異常な状態であって，当該状態が継続し

た場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が

安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計

上想定すべき事象が発生した状態。 

ｃ．設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，

当該状態が発生した場合には再処理施設から多量の放射性物質が放出

するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状

態。 
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1.6.1.5.2 荷重の種類 

(１) 建物・構築物 

ａ．再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，

すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧 

ｂ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

ｃ．積雪荷重及び風荷重 

ただし，運転時の荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含ま

れるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管

系からの反力が含まれるものとする。 

(２) 機器・配管系 

ａ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

ｃ．設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用してい

る荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋

外に設置される施設については，建物・構築物に準じる。 

 

1.6.1.5.3 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

(１) 建物・構築物 

Ｓクラスの建物・構築物について，基準地震動による地震力と組み

合わせる荷重は，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧

及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重

とする。Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス施設を有する建物・構築物

について，基準地震動以外の地震動による地震力又は静的地震力と組
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み合わせる荷重は，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作

用する荷重，積雪荷重及び風荷重とする。この際，常時作用している

荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動による地震力又は弾

性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土

圧及び水圧とする。 

(２) 機器・配管系 

Ｓクラスの機器・配管系について，基準地震動による地震力，弾性

設計用地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，常

時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の

異常な過渡変化時に生じる荷重，設計基準事故時に生じる荷重とする。

Ｂクラスの機器・配管系について，共振影響検討用の地震動による地

震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，常時作用している荷重，

運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生

じる荷重とする。Ｃクラスの機器・配管系について，静的地震力と組

み合わせる荷重は，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作

用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重とする。なお，

屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及

び風荷重を組み合わせる。 

(３) 荷重の組合せ上の留意事項 

ａ．ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明している

場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがある。 

ｂ．耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機

能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要度に応じた

地震力と常時作用している荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組

み合わせる。 
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ｃ．機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時（以下

「事故等」という。）に生じるそれぞれの荷重については，地震によっ

て引き起こされるおそれのある事故等によって作用する荷重及び地震

によって引き起こされるおそれのない事故等であっても，いったん事

故等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故

等の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切

な地震力と組み合わせて考慮する。 

ｄ．積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による

受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の

割合が無視できる施設を除き，地震力との組合せを考慮する。 

ｅ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設

のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないよう

な構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合せを考慮す

る。 

 

1.6.1.5.4 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以

下のとおりとする。 

 (１) 建物・構築物 

 ａ．Ｓクラスの建物・構築物 

(ａ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終

局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひ

ずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安

全余裕を持たせることとする。 
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なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重を漸次増大していく

とき，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，

既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。 

(ｂ) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許

容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性

状態に留まるように，発生する応力に対して，建築基準法等の安全上

適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物 

上記ａ.(ｂ)による許容応力度を許容限界とする。 

ｃ．建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（屋外重要土木構造物である洞道を除く）については，

当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して，耐震重

要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。 

 (２) 機器・配管系 

ａ．Ｓクラスの機器・配管系 

(ａ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレ

ベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に

影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制限する値を許容限界と

する。なお，地震時又は地震後の機器・配管系の動的機能要求につい

ては，実証試験等により確認されている機能維持加速度等を許容限界

とする。 

 (ｂ) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する

許容限界 
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発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まる

ように，降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界と

する。 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記ａ．(ｂ)による応力を許容限界とする。 

ｃ．動的機器 

地震時及び地震後に動作を要求される機器・配管系については，実

証試験等により確認されている機能維持加速度等を許容限界とする。 
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1.6.1.6 設計における留意事項 

1.6.1.6.1 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度の

区分に応じた地震力に十分耐えることができるよう設計するとともに，安

全機能を有する施設のうち，地震の発生によって生ずるおそれがあるその

安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きい

施設（以下「耐震重要施設」という。）に該当する設備は，基準地震動に

よる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐

震重要度分類に適用する地震動による地震力に対して支持機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

1.6.1.6.2 波及的影響 

耐震重要施設は，耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設（以下

「下位クラス施設」という。）の波及的影響によって，その安全機能が損

なわれないものとする。 

評価に当たっては，以下の４つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した

調査・検討を行い，各観点より選定した事象に対して波及的影響の評価を

行い，波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能へ

の影響がないことを確認する。 

波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動

又は地震力を適用する。なお，地震動又は地震力の選定に当たっては，施

設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。また，波及的影響の

確認においては水平２方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に

影響を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。 
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なお，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報をもとに，４つ

の観点以外に検討すべき事項がないか確認し，新たな検討事項が抽出され

た場合には，その観点を追加する。 

(１) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下

による影響 

ａ．不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下に

より，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

ｂ．相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施

設と耐震重要施設の相対変位により，耐震重要施設の安全機能へ影響

がないことを確認する。 

(２) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要

施設に接続する下位クラス施設の損傷により，耐震重要施設の安全機

能へ影響がないことを確認する。 

(３) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重

要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の

下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機

能へ影響がないことを確認する。 

(４) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重

要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の

下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機
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能へ影響がないことを確認する。 

また，波及的影響の評価においては，地震に起因する溢水防護，化

学薬品防護及び火災防護の観点からの波及的影響についても評価する。 

 

1.6.1.6.3 一関東評価用地震動（鉛直） 

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水

平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には，工学

的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動（以下「一関

東評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いる。 

一関東評価用地震動（鉛直）は，一関東観測点における岩手・宮城内

陸地震で得られた観測記録のＮＳ方向及びＥＷ方向のはぎとり解析により

算定した基盤地震動の応答スペクトルを平均し，平均応答スペクトルを作

成する。水平方向に対する鉛直方向の地震動の比３分の２を考慮し，平均

応答スペクトルに３分の２を乗じた応答スペクトルを設定する。一関東観

測点における岩手・宮城内陸地震で得られた鉛直方向の地中記録の位相を

用いて，設定した応答スペクトルに適合するよう模擬地震波を作成する。

作成した模擬地震波により厳しい評価となるように振幅調整した地震動を

一関東評価用地震動（鉛直）とする。 

一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペクトルを第1.6－５図に，

設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形を第1.6－６図に示す。 
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1.6.1.7 耐震重要施設の周辺斜面 

耐震重要施設の周辺斜面は，基準地震動による地震力に対して，耐震

重要施設に影響を及ぼすような崩壊を起こすおそれがないものとする。な

お，耐震重要施設周辺においては，基準地震動による地震力に対して，施

設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面

はない。 
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1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設計 

1.6.2.1 重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

  重大事故等対処施設については，安全機能を有する施設の耐震設計にお

ける動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大事故等対

処施設の構造上の特徴，重大事故等時における運転状態及び重大事故等の

状態で施設に作用する荷重等を考慮し，適用する地震力に対して重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的とし

て，以下のとおり耐震設計を行う。 

 (１) 重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に

対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，以下の設備分類

に応じて設計する。 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事

故に対処するための設備が有する機能を代替するもの。 

 ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備であって，上記ａ．以外のもの。 

 (２) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設

は，基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。  

 (３) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設は，代替する機能を有する安全機能を

有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に対

し十分に耐えることができるように設計する。 

   また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備

は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類方針
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に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏まえて，当該設備の機能

喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じて分類し，その地

震力に対し十分に耐えることができるように設計する。 

 (４) 重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平２方向及び鉛直

方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 

 (５) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に

ついては，基準地震動による地震力が作用した場合においても，接地圧

に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

   また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設については，代替する機能を有する

安全機能を有する施設が属する耐震重要度のクラスに適用される地震力

が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤

に設置する。 

 (６) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

周辺斜面は，基準地震動による地震力に対して，重大事故等の対処に必

要な機能へ影響を及ぼすような崩壊を起こすおそれがないものとする。 

 (７) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設

は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設，可

搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 
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1.6.2.2 重大事故等対処施設の設備分類 

  重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処

するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，以下の区分に分類する。 

(１) 常設重大事故等対処設備 

   重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生した場合におい

て，対処するために必要な機能を有する設備であって常設のもの。 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設（Ｓクラスに属する

施設）に属する安全機能を有する施設が有する機能を代替するもの。 

 ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備であって，上記ａ．以外のもの。 

  上記に基づく重大事故等対処施設の設備分類について第 1.6－５表に示

す。 

なお，第 1.6－５表には，重大事故等対処設備を支持する建物・構築物

の支持機能が損なわれないことを確認する地震力についても併記する。 
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1.6.2.3 地震力の算定方法 

  重大事故等対処施設の耐震設計に用いる地震力の算定方法は，以下のと

おり適用する。 

 

1.6.2.3.1 静的地震力 

  常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設について，「1.6.1.4.1 静的地震力」に示す

Ｂクラス又はＣクラスの施設に適用する地震力を適用する。 

 

1.6.2.3.2 動的地震力 

  常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設につ

いて，「1.6.1.4.2 動的地震力」に示す基準地震動による地震力を適用

する。 

  常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラス施設の機能を代替する施設で

あって共振のおそれのある施設については，「1.6.1.4.2 動的地震力」

に示す共振のおそれのあるＢクラス施設に適用する地震力を適用する。 

  また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

で，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうち，

Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に適用する地震力を適

用する。 

  なお，重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設の基本構造と

異なる施設については，適用する地震力に対して，要求される機能及び構

造健全性が維持されることを確認するため，当該施設の構造を適切にモデ

ル化した上での地震応答解析，加振試験等を実施する。 
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1.6.2.4 荷重の組合せと許容限界 

  重大事故等対処施設に適用する荷重の組合せと許容限界は，以下による

ものとする。 

 

1.6.2.4.1 耐震設計上考慮する状態 

  地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

 (１) 建物・構築物 

 ａ．運転時の状態 

   「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」の「(１) 建物・構築物」に

示す「ａ．運転時の状態」を適用する。 

 ｂ．重大事故等時の状態 

   再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態

で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。 

 ｃ．設計用自然条件 

   「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」の「(１) 建物・構築物」に

示す「ｂ．設計用自然条件」を適用する。    

 (２) 機器・配管系 

 ａ．運転時の状態 

   「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」の「(２) 機器・配管系」に

示す「ａ．運転時の状態」を適用する。 

 ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態 

   「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」の「(２) 機器・配管系」に

示す「ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態」を適用する。 

 ｃ．設計基準事故時の状態 

   「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」の「(２) 機器・配管系」に
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示す「ｃ．設計基準事故時の状態」を適用する。 

ⅾ．重大事故等時の状態 

   再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態

で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。 

 

1.6.2.4.2 荷重の種類 

 (１) 建物・構築物 

 ａ．再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，

すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧 

 ｂ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

 ｃ．重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 ｄ．積雪荷重及び風荷重 

   ただし，運転時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重には，

機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震

時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるものとする。 

 (２) 機器・配管系 

 ａ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

 ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

 ｃ．設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

 ⅾ．重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

   ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している

荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に

設置される施設については，建物・構築物に準じる。 
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1.6.2.4.3 荷重の組合せ 

  地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

 (１) 建物・構築物 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で施設に作用する

荷重と基準地震動による地震力とを組み合わせる。 

 ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作

用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある事象によ

って作用する荷重と基準地震動による地震力とを組み合わせる。 

 ｃ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作

用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象によ

る荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率

の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動によ

る地震力）と組み合わせる。この組み合わせについては，事故事象の発

生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総

合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考

慮した上で設定する。 

 ⅾ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用して

いる荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設
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に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と，弾性設計用地震動による地震

力又は静的地震力とを組み合わせる。 

   なお，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地

震動による地震力，弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合

は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

 (２) 機器・配管系 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施

設に作用する荷重と基準地震動による地震力とを組み合わせる。 

 ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡

変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある事象に

よって作用する荷重と基準地震動による地震力とを組み合わせる。 

 ｃ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡

変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象に

よる荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確

率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動に

よる地震力）と組み合わせる。この組み合わせについては，事故事象の

発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，

総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も

考慮した上で設定する。 

 ⅾ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設
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置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，常時作用して

いる荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重及び運転時の異常な過渡

変化時の状態と弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力とを組み

合わせる。 

   なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪

荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 (３) 荷重の組合せ上の留意事項 

 ａ．ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比較

して明らかに厳しいことが判明している場合には，その他の荷重の組合

せ状態での評価は行わないことがある。 

 ｂ．設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該

部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の設備分類

に応じた地震力と常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重及び重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 ｃ．積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による

受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割

合が無視できる施設を除き，地震力との組み合わせを考慮する。 

 ⅾ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設

のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような

構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組み合わせを考慮す

る。 

 ｅ．重大事故等時の状態で施設に作用する荷重の組み合わせにおける，地

震によって引き起こされるおそれがある事象又は地震によって引き起こ

されるおそれがない事象については，「第 1.7.18－１表 主要な重大
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事故等対処設備の設備分類」の重大事故等の要因事象に示す。 

 ｆ．重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，「1.7.18 重大事故等

対処施設に関する設計」の「(３) 環境条件等」の「ａ．環境条件」の

「(ｃ) 重大事故等時における環境条件」に示す条件を考慮する。 

 ｇ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，

代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうち，

Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に係る機器・配管系

の荷重の組合せを適用する。 

 

1.6.2.4.4 許容限界 

  各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次

のとおりとし，安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性

が確認されている許容応力を用いる。 

 (１) 建物・構築物 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物は，「1.6.1.5.4 許容限界」の「(１) 建物・構築物」の

「ａ．Ｓクラスの建物・構築物」に示す「(ａ) 基準地震動による地震力

との組合せに対する許容限界」を適用する。 

 ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構築物は，「1.6.1.5.4 許容限

界」の「(１) 建物・構築物」に示す「ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建

物・構築物」を適用する。 

ｃ．設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物は，上

記ａ．を適用するほか，建物・構築物が，変形等に対してその支持機能

を損なわれないものとする。なお，当該施設を支持する建物・構築物の
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支持機能を損なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施設

に適用される地震力とする。 

ｄ．建物・構築物（屋外重要土木構造物である洞道を除く）の保有水平耐

力は，「1.6.1.5.4 許容限界」の「(１) 建物・構築物」に示す「ｃ．

建物・構築物の保有水平耐力」を適用する。 

 (２) 機器・配管系 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系は，「1.6.1.5.4 許容限界」の「(２) 機器・配管系」の

「ａ．Ｓクラスの機器・配管系」に示す「(ａ) 基準地震動による地震力

との組合せに対する許容限界」を適用する。 

 ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の機器・配管系は，「1.6.1.5.4 許容限

界」の「(２) 機器・配管系」に示す「ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの機

器・配管系」を適用する。 

   また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設

備で，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備の

うち，Ｓクラスの施設はａ．に示す常設耐震重要重大事故等対処設備に

係る機器・配管系の許容限界を適用する。 

 ｃ．動的機器は，「1.6.1.5.4 許容限界」の「(２) 機器・配管系」に示

す「ｃ．動的機器」を適用する。 

 (３) 基礎地盤の支持性能 

   建物・構築物が設置する地盤の支持性能については，基準地震動又は

静的地震力により生じる施設の基礎地盤の接地圧が，安全上適切と認め

られる規格及び基準に基づく許容限界に対して，妥当な余裕を有するよ

う設計する。 
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1.6.2.5 重大事故等対処施設の周辺斜面 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

周辺斜面は，基準地震動による地震力に対して，重大事故等に対処するた

めに必要な機能に影響を及ぼすような崩壊を起こすおそれがないものとす

る。なお，当該施設の周辺においては，基準地震動による地震力に対して，

重大事故等に対処するために必要な機能に影響を与えるような崩壊を起こ

すおそれのある斜面はない。 
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1.6.2.6 緊急時対策所の耐震設計 

  緊急時対策所については，基準地震動による地震力に対して，重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

  緊急時対策建屋については，耐震構造とし，基準地震動による地震力に

対して，遮蔽性能を確保する。 

  また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンクリート構造と

し，基準地震動による地震力に対して，緊急時対策建屋の換気設備の性能

とあいまって緊急時対策所にとどまる原子力防災組織又は非常時対策組織

（以下「非常時対策組織」という。）の要員の実効線量が７日間で 100ｍ

Ｓｖを超えない設計とする。 

  なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については，

「1.6.1.4 地震力の算定方法」及び「1.6.1.5 荷重の組合せと許容限

界」に示す建物・構築物及び機器・配管系を適用する。 
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1.6.3 主要施設の耐震構造 

1.6.3.1 使用済燃料輸送容器管理建屋 

使用済燃料輸送容器管理建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋

コンクリート造及び鉄骨造）で，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管

庫，空使用済燃料輸送容器保管庫及びトレーラエリアが地上１階（地上高

さ約 26ｍ），除染エリアが地上３階（地上高さ約 16ｍ），地下１階，並び

に保守エリアが地上２階（地上高さ約 21ｍ），地下１階，平面が約 68ｍ

（南北方向）×約 180ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設

置する。 

建物のうち，除染エリアは，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度

に応じた耐震性を有する構造とする。また，他のエリアは，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋

コンクリート造及び鉄骨造）で，地上３階（地上高さ約 21ｍ），地下３

階，平面が約 130ｍ（南北方向）×約 86ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 

 建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.3 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上２

階（地上高さ約 15ｍ），地下３階，平面が約 53ｍ（南北方向）×約 33ｍ

（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 
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建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.4 前処理建屋 

前処理建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及

び鉄骨造）で，地上５階（地上高さ約 32ｍ），地下４階，平面が約 87ｍ

（南北方向）×約 69ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設

置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上

の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.5 分離建屋 

分離建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上４階（地上高さ約 26ｍ），

地下３階，平面が約 89ｍ（南北方向）×約 65ｍ（東西方向）の建物であ

り，堅固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上

の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.6 精製建屋 

 精製建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上６階（地上高さ約29ｍ），地

下３階，平面が約92ｍ（南北方向）×約71ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

 建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 
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1.6.3.7 ウラン脱硝建屋 

ウラン脱硝建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上５階（地上高さ約 27

ｍ），地下１階，平面が約 39ｍ（南北方向）×約 41ｍ（東西方向）の建

物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有

する構造とする。 

 

1.6.3.8 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上

２階（地上高さ約 16ｍ），地下２階，平面が約 69ｍ（南北方向）×約 57

ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有

する構造とする。 

 

1.6.3.9 ウラン酸化物貯蔵建屋 

ウラン酸化物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリ

ート造）で，地上２階（地上高さ約 13ｍ），地下２階，平面が約 53ｍ

（南北方向）×約 53ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設

置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有

する構造とする。 

 

1.6.3.10 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，

地上１階（地上高さ約 14ｍ），地下４階，平面が約 56ｍ（南北方向）×
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約 52ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有

する構造とする。 

なお，本建屋の地下４階において，ＭＯＸ燃料加工施設の貯蔵容器搬

送用洞道（以下「貯蔵容器搬送用洞道」という。）と接続する。 

 

1.6.3.11 高レベル廃液ガラス固化建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋

コンクリート造及び鉄骨造）で，地上２階（地上高さ約 15ｍ），地下４

階，平面が約 59ｍ（南北方向）×約 84ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上

の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.12 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コ

ンクリート造及び鉄骨造）で，地上１階（地上高さ約 14ｍ），地下２階，

平面が第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟で約 47ｍ（南北方向）×約 56ｍ

（東西方向），第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟で約 47ｍ（南北方向）×

約 56ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有

する構造とする。 

 

1.6.3.13 低レベル廃液処理建屋 

低レベル廃液処理建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上３階（地上高さ約
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17ｍ），地下２階，平面が約 63ｍ（南北方向）×約 58ｍ（東西方向）の建

物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上

の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.14 低レベル廃棄物処理建屋 

低レベル廃棄物処理建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上４階（地上

高さ約 29ｍ），地下２階，平面が約 98ｍ（南北方向）×約 99ｍ（東西方

向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上

の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.15 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋は，鉄筋コンクリ

ート造で，地上２階（地上高さ約 26ｍ），地下１階，平面が約 61ｍ（南

北方向）×約 61ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置す

る。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上

の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.16 ハル・エンドピース貯蔵建屋 

ハル・エンドピース貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋

コンクリート造及び鉄骨造）で，地上２階（地上高さ約 18ｍ），地下４

階，平面が約 43ｍ（南北方向）×約 54ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 
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建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上

の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.17 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上１階

（地上高さ約６ｍ），平面が約 73ｍ（南北方向）×約 38ｍ（東西方向）

の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.18 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上２階

（地上高さ約 13ｍ），地下３階，平面が約 70ｍ（南北方向）×約 65ｍ

（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有

する構造とする。 

 

1.6.3.19 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上１階

（地上高さ約６ｍ），平面が約 73ｍ（南北方向）×約 38ｍ（東西方向）の

建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.20 制御建屋 

制御建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）で，地上３階（地上

高さ約 18ｍ），地下２階，平面が約 40ｍ（南北方向）×約 71ｍ（東西方
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向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.21 分析建屋 

 分析建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，

地上３階（地上高さ約18ｍ），地下３階，平面が約46ｍ（南北方向）×約

104ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上

の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.22 非常用電源建屋 

非常用電源建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（地上高さ約 14

ｍ），地下１階，平面が約 25ｍ（南北方向）×約 50ｍ（東西方向）の建

物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.23 緊急時対策建屋 

緊急時対策建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート

造）で，地上１階（一部地上２階建て）（地上高さ約17ｍ），地下１階，

平面が約60ｍ（南北方向）×約79ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.24 第１保管庫・貯水所 

第１保管庫・貯水所は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（保管庫）
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（地上高さ約16ｍ，地下に第１貯水槽を収納する），地下１階（貯水槽），

平面が約52ｍ（南北方向）×約113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な

基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

1.6.3.25 第２保管庫・貯水所 

第２保管庫・貯水所は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（保管庫）

（地上高さ約16ｍ，地下に第２貯水槽を収納する），地下１階（貯水槽），

平面が約52ｍ（南北方向）×約113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な

基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

  

1.6.3.26 溶解槽（連続式） 

溶解槽（連続式）は，補強リブ等によって剛性が高く，十分な耐震性

を持つ構造とする。また，これを取り付ける支持構造物も十分剛性を持っ

た耐震性のあるものとする。 

 

1.6.3.27 清澄機（遠心式） 

清澄機（遠心式）のケーシングは，十分剛性のある構造とし，建物の

床に固定することで耐震性を持たせる。また，回転部分も耐震性を十分考

慮した設計とする。 

 

1.6.3.28 環状形パルスカラム 

環状形パルスカラムは細長い容器であるため，支持構造物を建物に取

り付け，それによって全体として十分な剛性を持った耐震性のある構造と
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する。 

 

1.6.3.29 円筒形パルスカラム 

円筒形パルスカラムは細長い容器であるため，支持構造物を建物に取

り付け，それによって全体として十分な剛性を持った耐震牲のある構造と

する。 

 

1.6.3.30 その他 

その他の機器・配管系は，運転時荷重，地震荷重による荷重により不都

合な応力が生じないよう必要に応じロッドレストレイント，スナバ，その

他の装置を使用し耐震性を確保する。 
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ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｓ
 

 ７
）
上
記
１
)～

６
)の

施
設
 

 
  
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
 

 
  
の
設
備
 

 
  
（

安
全

上
重

要
な

施
設

の

漏
え

い
液

を
受

け
る

漏

え
い

液
受

皿
の

集
液

溝

の
液

位
警

報
及

び
漏

え

い
液

受
皿

か
ら

漏
え

い

液
を

回
収

す
る

た
め

の

系
統

の
う

ち
安

全
上

重

要
な
施
設
）
 （
つ
づ
き
）
 

 

－
 

以
下

の
セ

ル
の

漏
え

い

液
受

皿
の

集
液

溝
の

液

位
警

報
及

び
漏

え
い

液

受
皿

か
ら

漏
え

い
液

を

回
収
す
る
た
め
の
系
統
 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
混
合
脱
硝
建
屋
 

硝
酸
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
 

貯
槽
セ
ル
 

混
合
槽
セ
ル
 

一
時
貯
槽
セ
ル
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
 

ス
固
化
建
屋
 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
 

貯
槽
セ
ル
 

不
溶
解
残
渣
廃
液
貯
 

槽
セ
ル
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
 

貯
槽
セ
ル
 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
 

一
時
貯
槽
セ
ル
 

不
溶
解
残
渣
廃
液
一
 

時
貯
槽
セ
ル
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
 

槽
セ
ル
 

固
化
セ
ル
 

以
下

の
セ

ル
の

漏
え

い

液
受

皿
の

集
液

溝
の

液

位
警
報
 

精
製
建
屋
 

 
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製

塔
セ
ル
 

 
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮

缶
供
給
槽
セ
ル
 

 
油
水
分
離
槽
セ
ル
 

 
放

射
性

配
管

分
岐

第

１
セ
ル
 

Ｓ
                          

Ｓ
 

 
 

 機
器
等
の
支
持
構
造
 

Ｓ
 

 精
製
建
屋
 

 

 
 

 
 物

 
  
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
 

 

 
 

 
 

  
脱
硝
建
屋
 

 

 
 

 
 

  
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
 

 

 
 

 
 

  
屋
 

 

 
 

 
 

 
  
制
御
建
屋
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                        (つ
づ
き

) 

耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 
  

 
ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要

設
備

等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
(注

１
) 

補
助

設
備

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

２
）
 

直
接

支
持

構
造

物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

３
) 

間
接

支
持

構
造

物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

４
) 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

10
) 

波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
設
備

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 (
注
５
) 

 
 施

設
名
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｓ
 

 ７
）
上
記
１
)～

６
)の

施
設
 

 
  
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
 

 
  
の
設
備
 

 
  
（
地
震
後
に
お
い
て
，
そ
の

機
能

が
継

続
し

て
必

要

な
計
測
制
御
施
設
等
）
 

－
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶

加
熱

蒸
気

温
度

高
に

よ

る
加

熱
停

止
回

路
及

び

遮
断
弁
 

せ
ん

断
処

理
・

溶
解

廃

ガ
ス

処
理

設
備

の
系

統

の
圧
力
警
報
 

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設

備
の

う
ち

，
下

記
の

系

統
の
圧
力
警
報
 

前
処
理
建
屋

塔
槽

類

廃
ガ
ス
処
理
設
備
 

分
離
建
屋
塔

槽
類

廃

ガ
ス

処
理

設
備

 
塔

槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系
 

精
製
建
屋
塔

槽
類

廃

ガ
ス

処
理

設
備

 
塔

槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系
 

（
Ｐ
ｕ
系
）
 

 ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備
 

 高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ
ス
処
理
設
備
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス

固
化

廃
ガ

ス
処

理
設

備

の
系
統
の
圧
力
警
報
 

結
合

装
置

圧
力

信
号

に

よ
る

流
下

ノ
ズ

ル
加

熱

停
止
回
路
 

制
御

建
屋

中
央

制
御

室

換
気
設
備
 

Ｓ
    

Ｓ
   

Ｓ
                   

Ｓ
   

Ｓ
   

Ｓ
  

 
  
機
器
等
の
支
持
構
造
 

物
 

Ｓ
 

 前
処
理
建
屋
 

 分
離
建
屋
 

 精
製
建
屋
 

 ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
 

脱
硝
建
屋
 

 高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

 制
御
建
屋
 

 

 

６－１－300



 

                        (つ
づ
き

) 

耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 
  

 
ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要

設
備

等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
(注

１
) 

補
助

設
備

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

２
）
 

直
接

支
持

構
造

物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

３
) 

間
接

支
持

構
造

物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

４
) 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

10
) 

波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
設
備

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 (
注
５
) 

 
 施

設
名
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ｓ
 

 ８
）
そ
の
他
の
施
設
 

 
  
（

機
能

喪
失

に
よ

り
臨

界

に
至

る
可

能
性

の
あ

る

計
測

制
御

系
統

施
設

に

係
る

安
全

上
重

要
な

施

設
）
 

－
 

燃
料

せ
ん

断
長

位
置

異

常
に

よ
る

せ
ん

断
停

止

回
路
 

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

せ
ん

断

位
置

異
常

に
よ

る
せ

ん

断
停
止
回
路
 

溶
解

槽
溶

解
液

密
度

高

に
よ

る
せ

ん
断

停
止

回

路
 

第
１

よ
う

素
追

出
し

槽

及
び

第
２

よ
う

素
追

出

し
槽

の
溶

解
液

密
度

高

に
よ
る
警
報
 

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄

槽
洗

浄
液

密
度

高
に

よ

る
せ
ん
断
停
止
回
路
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

洗
浄

器

ア
ル

フ
ァ

線
検

出
器

の

故
障

警
報

及
び

工
程

停

止
回
路
（
分
離
施
設
）
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

洗
浄

器

ア
ル

フ
ァ

線
検

出
器

の

故
障

警
報

及
び

工
程

停

止
回
路
（
精
製
施
設
）
 

  

Ｓ
   

Ｓ
   

Ｓ
   

Ｓ
    

Ｓ
   

Ｓ
     

Ｓ
   

 

 
 

 機
器
等
の
支
持
構
造
 

物
 

Ｓ
 

 前
処
理
建
屋
 

 分
離
建
屋
 

 精
製
建
屋
 

 制
御
建
屋
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 (つ
づ
き
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耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 
  

 
ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要

設
備

等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
(注

１
) 

補
助

設
備

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

２
）
 

直
接

支
持

構
造

物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

３
) 

間
接

支
持

構
造

物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

４
) 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

10
) 

波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
設
備

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 (
注
５
) 

 
 施

設
名
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ｓ
 

 ８
）
そ
の
他
の
施
設
 

 
  
（

機
能

喪
失

に
よ

り
臨

界

に
至

る
可

能
性

の
あ

る

計
測

制
御

系
統

施
設

に

係
る

安
全

上
重

要
な

施

設
）
 

 
 
 
 
 
 
（
つ
づ
き
）
 

 

－
 

せ
ん

断
刃

位
置

異
常

に

よ
る
せ
ん
断
停
止
回
路
 

溶
解

槽
溶

解
液

温
度

低

に
よ

る
せ

ん
断

停
止

回

路
 

硝
酸

供
給

槽
硝

酸
密

度

低
に

よ
る

せ
ん

断
停

止

回
路
 

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材

緊
急

供
給

槽
液

位
低

に

よ
る
せ
ん
断
停
止
回
路
 

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄

槽
洗

浄
液

温
度

低
に

よ

る
せ
ん
断
停
止
回
路
 

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄

槽
供

給
硝

酸
密

度
低

に

よ
る
せ
ん
断
停
止
回
路
 

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄

槽
供

給
硝

酸
流

量
低

に

よ
る
せ
ん
断
停
止
回
路
 

Ｓ
  

Ｓ
   

Ｓ
   

Ｓ
   

Ｓ
   

Ｓ
    

Ｓ
   

 

 
 

 機
器
等
の
支
持
構
造
 

物
 

Ｓ
 

 前
処
理
建
屋
 

 制
御
建
屋
 

 

 

６－１－302



 

                        (つ
づ
き

) 

耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 
  

 
ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要

設
備

等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
(注

１
) 

補
助

設
備

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

２
）
 

直
接

支
持

構
造

物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

３
) 

間
接

支
持

構
造

物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

４
) 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

10
) 

波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
設
備

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 (
注
５
) 

 
 施

設
名
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｓ
 

 ８
）
そ
の
他
の
施
設
 

 
  
（
遮
蔽
設
備
）
 

－
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス

固
化

建
屋

の
ガ

ラ
ス

固

化
体

除
染

室
の

遮
蔽

設

備
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス

固
化

建
屋

の
ガ

ラ
ス

固

化
体

検
査

室
の

遮
蔽

設

備
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス

固
化

建
屋

の
貯

蔵
区

域

の
遮
蔽
設
備
 

第
１

ガ
ラ

ス
固

化
体

貯

蔵
建

屋
の

貯
蔵

区
域

の

遮
蔽
設
備
 

第
１

ガ
ラ

ス
固

化
体

貯

蔵
建

屋
の

受
入

れ
室

の

遮
蔽
設
備
 

第
１

ガ
ラ

ス
固

化
体

貯

蔵
建

屋
床

面
走

行
ク

レ

ー
ン
の
遮
蔽
設
備
 

第
１

ガ
ラ

ス
固

化
体

貯

蔵
建

屋
の

ト
レ

ン
チ

移

送
台
車
の
遮
蔽
設
備
 

チ
ャ

ン
ネ

ル
ボ

ッ
ク

ス
・

バ
ー

ナ
ブ

ル
ポ

イ

ズ
ン

処
理

建
屋

の
貯

蔵

室
の
遮
蔽
設
備
 

ハ
ル

・
エ

ン
ド

ピ
ー

ス

貯
蔵

建
屋

の
貯

蔵
プ

ー

ル
の
遮
蔽
設
備
 

分
離

建
屋

と
高

レ
ベ

ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋

を
接

続
す

る
洞

道
の

遮

蔽
設
備
 

Ｓ
    

Ｓ
    

Ｓ
   

Ｓ
   

Ｓ
   

Ｓ
   

Ｓ
   

Ｓ
    

Ｓ
   

Ｓ
 

 
 

 機
器
等
の
支
持
構
造
 

物
 

Ｓ
 

チ
ャ
ン
ネ
ル
ボ
ッ
ク
ス
・
バ
ー
ナ

ブ
ル
ポ
イ
ズ
ン
処
理
建
屋
 

ハ
ル
・
エ
ン
ド
ピ
ー
ス
貯
蔵
建
屋
 

 高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

 第
１
ガ
ラ
ス
固
化
体
貯
蔵
建
屋
 

 洞
道
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づ
き
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耐
 
震
 

ク
ラ
ス
 
  

 
ク
ラ
ス
別
施
設
 

主
要

設
備

等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
(注

１
) 

補
 
 
助

 
 
設

 
 
備

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

２
）
 

直
接

支
持

構
造

物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

３
) 

間
接

支
持

構
造

物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

４
) 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(注

10
) 

波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
設
備

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 (
注
５
) 

 
 施

設
名
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

耐
 
震
 

 
ク
ラ
ス
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

適
用

範
囲

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

Ｂ
 

 １
）
放
射
性
物
質
の
放
出
を
 

 気
体
廃
棄
 
 Ｂ

ク
ラ
ス
の
塔
槽
類
 

  
Ｂ
 

 
  
機
器
等
の
支
持
構
造
 

Ｂ
 

 前
処
理
建
屋

 
 

  
 
伴
う
よ
う
な
場
合
に
，
そ
 

 物
の
廃
棄
 
 の

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
 

 
 

  
物
 

 
 分

離
建
屋

 
 

  
 
の
外
部
放
散
を
抑
制
す
る
 

 施
設
 

 理
設
備
 

 
 

 
 

 
 精

製
建
屋

 
 

  
 
た
め
の
施
設
で
，
Ｓ
ク
ラ
 

 
 

 
 

 
 

 
 ウ

ラ
ン
脱
硝
建
屋

 
 

 
 
 

ス
に
属
さ
な
い
施
設
 

  
  
Ｂ
ク
ラ
ス
の
塔
 

 
 

 
 

 
 ウ

ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合

 
 

 
 

  
  
槽
類
か
ら
排
風
 

 
 

 
 

 
 脱

硝
建
屋
 

 

 
 

  
  
機
を
経
て
弁
ま
 

 
 

 
 

 
 高

レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建

 
 

 
 

  
  
で
の
範
囲
 

 
 

 
 

 
 屋

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 低

レ
ベ
ル
廃
液
処
理
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（
注
１
）
主
要
設
備
等
と
は
，
当
該
機
能
に
直
接
的
に
関
連
す
る
設
備
及
び
構
築
物
を
い
う
。
 

（
注
２
）
補
助
設
備
と
は
，
当
該
機
能
に
間
接
的
に
関
連
し
，
主
要
設
備
等
の
補
助
的
役
割
を
持
つ
設
備
を
い
う
。
 

（
注
３
）
直
接
支
持
構
造
物
と
は
，
主
要
設
備
等
，
補
助
設
備
に
直
接
取
り
付
け
ら
れ
る
支
持
構
造
物
，
又
は
こ
れ
ら
の
設
備
の
荷
重
を
直
接
的
に
受
け
る
支
持
構
造
物
を
い
う
。
 

（
注
４
）
間
接
支
持
構
造
物
と
は
，
直
接
支
持
構
造
物
か
ら
伝
達
さ
れ
る
荷
重
を
受
け
る
構
造
物
（
建
物
・
構
築
物
）
を
い
う
。
 

（
注
５
）
波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
設
備
と
は
，
下
位
の
耐
震
ク
ラ
ス
に
属
す
る
も
の
の
破
損
に
よ
っ
て
上
位
の
分
類
に
属
す
る
も
の
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る

設
備
で
あ
り
，
主
要
設
備
等
に
適
用
さ
れ
る
地
震
力
に
よ
り
，
上
位
の
分
類
に
属
す
る
も
の
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
設
計
す
る
。
 

（
注
６
）
第
１
切
断
装
置
は
，
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
で
あ
る
が
，
燃
料
貯
蔵
設
備
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
ボ
ッ
ク
ス
・
バ
ー
ナ
ブ
ル
ポ
イ
ズ
ン
取
扱
ピ
ッ
ト
に
設
置
し
て
い
る
た
め
，

当
該
ピ
ッ
ト
へ
の
波
及
的
影
響
を
考
慮
す
べ
き
設
備
と
し
て
，
本
欄
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
注
７
）
第
１
ガ
ラ
ス
固
化
体
貯
蔵
建
屋
床
面
走
行
ク
レ
ー
ン
は
Ｂ
ク
ラ
ス
で
あ
る
が
，
Ｓ
ク
ラ
ス
の
遮
蔽
容
器
と
一
体
構
造
の
た
め
，
Ｓ
ク
ラ
ス
施
設
に
適
用
さ
れ
る
地
震
力
に

対
し
，
耐
え
る
よ
う
に
設
計
す
る
。
 

（
注
８
）
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
管
理
建
屋
の
使
用
済
燃
料
収
納
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
保
管
庫
及
び
ト
レ
ー
ラ
エ
リ
ア
は
，
輸
送
容
器
に
波
及
的
破
損
を
与
え
な
い
よ
う
設
計
す

る
。
 

（
注
９
）
溶
解
設
備
の
ハ
ル
洗
浄
槽
，
水
バ
ッ
フ
ァ
槽
，
分
配
設
備
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
洗
浄
器
，
分
離
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備
の
第
５
一
時
貯
留
処
理
槽
，
第
９
一
時
貯
留
処
理

槽
，
第
10
一
時
貯
留
処
理
槽
，
精
製
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備
の
第
４
一
時
貯
留
処
理
槽
及
び
溶
媒
回
収
設
備
の
溶
媒
再
生
系
分
離
・
分
配
系
の
第
１
洗
浄
器
は
Ｂ
ク
ラ

ス
で
あ
る
が
，
溶
液
の
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
の
爆
発
を
適
切
に
防
止
す
る
た
め
，
Ｓ
ク
ラ
ス
と
す
る
。
 

（
注
10
）
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
管
理
建
屋
の
除
染
エ
リ
ア
，
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
，
前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，
ウ
ラ
ン
脱
硝
建
屋
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル

ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
，
ウ
ラ
ン
酸
化
物
貯
蔵
建
屋
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
貯
蔵
建
屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
，
第
１
ガ
ラ
ス
固
化
体

貯
蔵
建
屋
，
低
レ
ベ
ル
廃
液
処
理
建
屋
，
低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
処
理
建
屋
，
チ
ャ
ン
ネ
ル
ボ
ッ
ク
ス
・
バ
－
ナ
ブ
ル
ポ
イ
ズ
ン
処
理
建
屋
，
ハ
ル
・
エ
ン
ド
ピ
ー
ス
貯
蔵
建

屋
，
第
２
低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
貯
蔵
建
屋
及
び
分
析
建
屋
の
遮
蔽
設
備
は
Ｂ
ク
ラ
ス
と
す
る
。
 

（
注
11
）
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
含
む
溶
液
を
内
蔵
す
る
系
統
及
び
機
器
で
Ｓ
ク
ラ
ス
と
す
る
設
備
の
う
ち
，
臨
界
の
発
生
防
止
の
観
点
で
形
状
寸
法
管
理
を
行
う
設
備
は
，
溶
解
設
備

の
溶
解
槽
（
連
続
式
）
か
ら
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
設
備
の
混
合
槽
に
至
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
溶
液
の
主
要
な
流
れ
に
位
置
す
る
設
備
並
び
に
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

精
製
設
備
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
溶
液
一
時
貯
槽
，
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
液
一
時
貯
槽
，
リ
サ
イ
ク
ル
槽
，
希
釈
槽
，
分
離
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備
の
第
１
一
時
貯
留
処
理

槽
，
第
２
一
時
貯
留
処
理
槽
，
第
７
一
時
貯
留
処
理
槽
，
第
８
一
時
貯
留
処
理
槽
，
精
製
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備
の
第
１
一
時
貯
留
処
理
槽
，
第
２
一
時
貯
留
処
理
槽
，

第
３
一
時
貯
留
処
理
槽
及
び
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
設
備
の
一
時
貯
槽
と
す
る
。
ま
た
，
こ
れ
ら
の
設
備
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
含
む
溶
液
を
内
蔵
す
る
機
器

と
し
て
も
Ｓ
ク
ラ
ス
に
属
す
る
設
備
で
あ
り
，
こ
れ
ら
を
収
納
す
る
セ
ル
等
も
Ｓ
ク
ラ
ス
と
す
る
。
 

（
注
12
）
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
設
備
の
定
量
ポ
ッ
ト
，
中
間
ポ
ッ
ト
及
び
脱
硝
装
置
の
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
は
，
損
傷
に
よ
り
公
衆
に
与
え
る
放
射
線
の
影
響
が
十
分

小
さ
い
た
め
Ｂ
ク
ラ
ス
と
す
る
。
た
だ
し
，
収
納
す
る
Ｓ
ク
ラ
ス
の
機
器
へ
波
及
的
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
Ｓ
ク
ラ
ス
施
設
に
適
用
さ
れ
る
地
震
力
に
対
し
，
耐
え
る
よ
う

に
設
計
す
る
。
 

（
注
13
）
北
換
気
筒
は
Ｃ
ク
ラ
ス
で
あ
る
が
，
Ｓ
ク
ラ
ス
の
冷
却
塔
へ
波
及
的
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
Ｓ
ク
ラ
ス
施
設
に
適
用
さ
れ
る
地
震
力
に
対
し
，
耐
え
る
よ
う
に
設
計
す
る
。
 

 

６－１－311



第 1.6－２表 耐震重要度に応じて定める静的地震力 

（１） Kh(3.0Ci)は，3.0Ciより定まる建物・構築物の水平地震力。Ciは下式による。

Ci=Rt・Ai・Co  Rt：振動特性係数 Ai：Ciの分布係数 Co：標準せん断力係数 

（２） Kv(1.0Cv)は，1.0Cvより定まる建物・構築物の鉛直地震力。Cvは下式による。

Cv=0.3・Rt    Rt：振動特性係数

（３） Kh(3.6Ci)は，3.6Ciより定まる機器・配管系の水平地震力。

（４） Kv(1.2Cv)は，1.2Cvより定まる機器・配管系の鉛直地震力。

項 目 
耐震 

重要度分類 

静的地震力 

水平 鉛直 

建物・構築物 

Ｓ Kh（3.0Ci）
(1) Kv（1.0Cv）

(2) 

Ｂ Kh（1.5Ci） － 

Ｃ Kh（1.0Ci） － 

機器・配管系 

Ｓ Kh（3.6Ci）
(3) Kv（1.2Cv）

(4) 

Ｂ Kh（1.8Ci） － 

Ｃ Kh（1.2Ci） － 
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第 1.6－３表 耐震重要度に応じて定める動的地震力 

 

（１） Kh(Ss)は，水平方向の基準地震動に基づく水平地震力。 

（２） Kh(Sd)は，水平方向の弾性設計用地震動に基づく水平地震力。 

（３） Kv(Ss)は，鉛直方向の基準地震動に基づく鉛直地震力。 

（４） Kv(Sd)は，鉛直方向の弾性設計用地震動に基づく鉛直地震力。 

（５） Kh(Sd/2)は，水平方向の弾性設計用地震動に２分の１を乗じたものに基づく水平地震力で

あって，Ｂクラスの施設の地震動に対して共振のおそれのある施設について適用する。 

（６） Kv(Sd/2)は，鉛直方向の弾性設計用地震動に２分の１を乗じたものに基づく鉛直地震力で

あって，Ｂクラスの施設の地震動に対して共振のおそれのある施設について適用する。 

 

項 目 
耐震 

重要度分類 

動的地震力 

水平 鉛直 

建物・構築物 

Ｓ 
Kh（Ss）(1) 

Kh（Sd）(2) 

Kv（Ss）(3) 

Kv（Sd）(4) 

Ｂ Kh（Sd/2）(5) Kv（Sd/2）(6) 

Ｃ － － 

機器・配管系 

Ｓ 
Kh（Ss）(1) 

Kh（Sd）(2) 

Kv（Ss）(3) 

Kv（Sd）(4) 

Ｂ Kh（Sd/2）(5) Kv（Sd/2）(6) 

Ｃ － － 
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第 1.6－４表 弾性設計用地震動の最大加速度 

 
 

 
  

 

弾性設計用地震動 
ＮＳ 
方向 

ＥＷ 
方向 

ＵＤ 
方向 

Ｓｄ－Ａ 364 243 

Ｓｄ－Ｂ１ 205 244 171 

Ｓｄ－Ｂ２ 215 222 175 

Ｓｄ－Ｂ３ 221 225 203 

Ｓｄ－Ｂ４ 269 216 162 

Ｓｄ－Ｂ５ 229 241 185 

Ｓｄ－Ｃ１ 310 160 

Ｓｄ－Ｃ２ 225※１ 245※２ 160 

Ｓｄ－Ｃ３ 215 200 150 

Ｓｄ－Ｃ４ 270 250 - 

※１：ダム軸方向 
※２：上下流方向 
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設
備

分
類

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
回

路
緊

急
停

止
系

（
前

処
理

建
屋

用
，

電
路

含
む

）
安

全
保

護
回

路
の

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
回

路
及

び
せ

ん
断

停
止

回
路

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
前

処
理

建
屋

S
s

－

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
槽

－

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
弁

－

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
系

主
配

管
・

弁
－

安
全

圧
縮

空
気

系
－

緊
急

停
止

系
（

前
処

理
建

屋
用

，
電

路
含

む
）

C
前

処
理

建
屋

静
的

地
震

力
－

緊
急

停
止

系
（

精
製

建
屋

用
，

電
路

含
む

）
S

精
製

建
屋

S
s

－

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

槽
（

ハ
ル

洗
浄

槽
用

）
－

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

弁
（

ハ
ル

洗
浄

槽
用

）
－

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

系
配

管
・

弁
（

ハ
ル

洗
浄

槽
用

）
－

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

槽
（

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄
槽

用
）

－

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

弁
（

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄
槽

用
）

－

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

系
配

管
・

弁
（

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄
槽

用
）

－

一
般

圧
縮

空
気

系
（

一
般

圧
縮

空
気

系
）

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

前
処

理
建

屋
静

的
地

震
力

－

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

槽
（

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
用

）
－

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

弁
（

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
用

）
－

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

系
配

管
・

弁
（

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
用

）
－

安
全

圧
縮

空
気

系
（

安
全

圧
縮

空
気

系
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

－

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

槽
（

第
５

一
時

貯
留

処
理

槽
用

）
－

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

弁
（

第
５

一
時

貯
留

処
理

槽
用

）
－

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

系
配

管
・

弁
（

第
５

一
時

貯
留

処
理

槽
用

）
－

一
般

圧
縮

空
気

系
（

一
般

圧
縮

空
気

系
）

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

精
製

建
屋

静
的

地
震

力
－

溶
解

設
備

の
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

緊
急

供
給

系
S

建
物

・
構

築
物

－ －
S

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊

急
供

給
系 重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
回

路
－ －

B

第
1
.
6
－
５
表
　
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
主
要
設
備
）
の

設
備

分
類

第
3
4
条

　
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

系
統

機
能

設
備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接

支
持

構
造

物
間

接
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

前
処

理
建

屋
S
s

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

前
処

理
建

屋
静

的
地

震
力

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

精
製

建
屋

S
s

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
の

自
動

供
給

B
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

精
製

建
屋

静
的

地
震

力

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

系
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（
つ

づ
き

）

設
備
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類

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

安
全

圧
縮

空
気

系
（

安
全

圧
縮

空
気

系
）

（
S
）

－

機
器

圧
縮

空
気

供
給

配
管

・
弁

安
全

圧
縮

空
気

系
S

－

一
般

圧
縮

空
気

系
（

一
般

圧
縮

空
気

系
）

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

前
処

理
建

屋
，

精
製

建
屋

静
的

地
震

力
－

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

隔
離

弁
－

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

逆
止

弁
－

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

廃
ガ

ス
貯

留
槽

－

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

配
管

・
弁

－

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

空
気

圧
縮

機
－

C
静

的
地

震
力

－

凝
縮

器
－

高
性

能
粒

子
フ

ィ
ル

タ
－

排
風

機
－

隔
離

弁
－

せ
ん

断
処

理
・

溶
解

廃
ガ

ス
処

理
設

備
主

配
管

・
弁

－

前
処

理
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
主

配
管

（
前

処
理

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

）
（

S
）

－

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
　

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

廃
ガ

ス
処

理
系

主
配

管

（
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

）
（

S
）

－

凝
縮

器
－

高
性

能
粒

子
フ

ィ
ル

タ
－

排
風

機
－

隔
離

弁
－

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

主
配

管
・

弁
－

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

主
配

管
（

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

）
（

S
）

－

安
全

圧
縮

空
気

系
（

安
全

圧
縮

空
気

系
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

前
処

理
建

屋
，

精
製

建
屋

S
s

－

一
般

圧
縮

空
気

系
（

一
般

圧
縮

空
気

系
）

－

一
般

冷
却

水
系

（
一

般
冷

却
水

系
）

－

第
１

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

系
（

第
１

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

系
）

－

主
排

気
筒

（
主

排
気

筒
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
－

－
支

持
鉄

塔
，

基
礎

S
s

－

（
せ

ん
断

処
理

・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

）
（

S
）

廃
ガ

ス
貯

留
設

備

臨
界

事
故

に
よ

り
発

生
す

る
放

射
線

分
解

水
素

の
掃

気
臨

界
事

故
時

水
素

掃
気

系

S
s

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

S
s

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
前

処
理

建
屋

，
精

製
建

屋

直
接

支
持

構
造

物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物

（
C
）

第
3
4
条

　
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

静
的

地
震

力

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

前
処

理
建

屋
，

精
製

建
屋

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

－
S

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

（
精

製
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
）

（
S
）

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留

S
s

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

S
s

前
処

理
建

屋

前
処

理
建

屋
，

洞
道

精
製

建
屋

精
製

建
屋

，
洞

道

建
物

・
構

築
物

間
接

支
持

構
造

物

前
処

理
建

屋
，

精
製

建
屋

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備
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（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

内
部

ル
ー

プ
配

管
・

弁
－

冷
却

コ
イ

ル
配

管
・

弁
－

冷
却

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
配

管
・

弁
－

冷
却

水
給

排
水

配
管

・
弁

－

水
供

給
設

備
第

１
貯

水
槽

機
器

注
水

配
管

・
弁

－

冷
却

水
注

水
配

管
・

弁
－

水
供

給
設

備
第

１
貯

水
槽

冷
却

コ
イ

ル
配

管
・

弁
－

冷
却

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
配

管
・

弁
－

冷
却

水
給

排
水

配
管

・
弁

－

水
供

給
設

備
第

１
貯

水
槽

配
管

・
弁

－

隔
離

弁
－

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

か
ら

セ
ル

に
導

出
す

る
ユ

ニ
ッ

ト
－

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

フ
ィ

ル
タ

－

凝
縮

器
－

予
備

凝
縮

器
－

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
凝

縮
器

－

第
１

エ
ジ

ェ
ク

タ
凝

縮
器

－

気
液

分
離

器
－

凝
縮

液
回

収
系

－

ダ
ク

ト
・

ダ
ン

パ
－

凝
縮

器
冷

却
水

給
排

水
配

管
・

弁
－

冷
却

水
配

管
・

弁
（

凝
縮

器
）

－

水
供

給
設

備
第

１
貯

水
槽

ダ
ク

ト
・

ダ
ン

パ
－

主
排

気
筒

へ
排

出
す

る
ユ

ニ
ッ

ト
－

主
排

気
筒

（
主

排
気

筒
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
－

－
支

持
鉄

塔
，

基
礎

S
s

－

代
替

安
全

冷
却

水
系

安
全

冷
却

水
系

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
前

処
理

建
屋

，
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

，
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
，

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
S
s

代
替

セ
ル

排
気

系

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
前

処
理

建
屋

，
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

，
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
，

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
S
s

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

，
洞

道

S
s

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
前

処
理

建
屋

，
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

，
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
，

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
S
s

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

貯
槽

等
へ

の
注

水
代

替
安

全
冷

却
水

系

安
全

冷
却

水
系

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

S
s

第
4
1
条

に
記

載

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

S
s

内
部

ル
ー

プ
通

水
に

よ
る

冷
却

代
替

安
全

冷
却

水
系

安
全

冷
却

水
系

第
4
1
条

に
記

載

冷
却

コ
イ

ル
等

へ
の

通
水

に
よ

る
冷

却
代

替
安

全
冷

却
水

系

安
全

冷
却

水
系

第
4
1
条

に
記

載

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及

び
代

替
セ

ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
セ

ル
導

出
設

備

建
屋

換
気

設
備

系
統

機
能

設
備

第
3
5
条

　
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ

る
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備

直
接

支
持

構
造

物
間

接
支

持
構

造
物

建
物

・
構

築
物

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

S

第
4
1
条

に
記

載

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備
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（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

水
素

掃
気

配
管

・
弁

－

機
器

圧
縮

空
気

供
給

配
管

・
弁

－

建
屋

内
空

気
中

継
配

管
－

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

－

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

－

機
器

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

－

機
器

圧
縮

空
気

供
給

配
管

・
弁

－

建
屋

内
空

気
中

継
配

管
－

圧
縮

空
気

手
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

－

配
管

・
弁

－

隔
離

弁
－

水
封

安
全

器
－

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

か
ら

セ
ル

に
導

出
す

る
ユ

ニ
ッ

ト
－

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

フ
ィ

ル
タ

－

ダ
ク

ト
・

ダ
ン

パ
－

ダ
ク

ト
・

ダ
ン

パ
－

主
排

気
筒

へ
排

出
す

る
ユ

ニ
ッ

ト
－

主
排

気
筒

（
主

排
気

筒
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
－

－
支

持
鉄

塔
，

基
礎

S
s

－

セ
ル

導
出

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
前

処
理

建
屋

，
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

，
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
，

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
S
s

代
替

セ
ル

排
気

系

水
素

爆
発

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
空

気
の

供
給

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
前

処
理

建
屋

，
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

，
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
，

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
S
s S
s

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

S
s

建
物

・
構

築
物

安
全

圧
縮

空
気

系
S

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接

支
持

構
造

物
間

接
支

持
構

造
物

安
全

圧
縮

空
気

系
S

建
屋

換
気

設
備

S

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及

び
代

替
セ

ル
排

気
系

に
よ

る
対

応

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

，
洞

道

第
3
6
条

　
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備

水
素

爆
発

の
再

発
を

防
止

す
る

た
め

の
空

気
の

供
給

代
替

安
全

圧
縮

空
気

系

代
替

安
全

圧
縮

空
気

系
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（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
へ

の
供

給
液

の
供

給
停

止
重

大
事

故
時

供
給

停
止

回
路

緊
急

停
止

系
（

精
製

建
屋

用
，

電
路

含
む

）
安

全
保

護
回

路
の

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
加

熱
蒸

気
温

度
高

に
よ

る
加

熱
停

止
回

路
S

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

精
製

建
屋

S
s

－

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

加
熱

の
停

止
重

大
事

故
時

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
加

熱
停

止
設

備
一

次
蒸

気
停

止
弁

一
般

蒸
気

系
C

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

精
製

建
屋

静
的

地
震

力
－

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

隔
離

弁
－

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

逆
止

弁
－

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

廃
ガ

ス
貯

留
槽

－

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

配
管

・
弁

－

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

空
気

圧
縮

機
－

C
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
精

製
建

屋
静

的
地

震
力

－

高
性

能
粒

子
フ

ィ
ル

タ
－

隔
離

弁
－

排
風

機
－

廃
ガ

ス
ポ

ッ
ト

－

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

主
配

管
・

弁
－

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

主
配

管
－

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
　

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

廃
ガ

ス
処

理
系

主
配

管
－

セ
ル

排
気

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

－

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

・
セ

ル
排

風
機

－

精
製

建
屋

換
気

設
備

ダ
ク

ト
・

ダ
ン

パ
－

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

換
気

設
備

ダ
ク

ト
・

ダ
ン

パ
－

安
全

圧
縮

空
気

系
（

安
全

圧
縮

空
気

系
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

精
製

建
屋

S
s

－

一
般

圧
縮

空
気

系
（

一
般

圧
縮

空
気

系
）

－

一
般

冷
却

水
系

（
一

般
冷

却
水

系
）

－

第
１

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

系
（

第
１

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

系
）

－

主
排

気
筒

（
主

排
気

筒
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
－

－
支

持
鉄

塔
，

基
礎

S
s

－

廃
ガ

ス
貯

留
設

備

－
S

精
製

建
屋

，
洞

道

（
建

屋
換

気
設

備
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

（
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
）

直
接

支
持

構
造

物
間

接
支

持
構

造
物

建
物

・
構

築
物

精
製

建
屋

精
製

建
屋

，
洞

道

精
製

建
屋

S
s

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

S
s

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
精

製
建

屋
静

的
地

震
力

第
3
7
条

　
有

機
溶

媒
等

に
よ

る
火

災
又

は
爆

発
の

拡
大

防
止

の
た

め
の

設
備

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

精
製

建
屋

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
S
s
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（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
の

注
水

水
供

給
設

備
第

１
貯

水
槽

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
の

ス
プ

レ
イ

水
供

給
設

備
第

１
貯

水
槽

サ
イ

フ
ォ

ン
ブ

レ
ー

カ
－

止
水

板
及

び
蓋

－

燃
料

仮
置

き
ラ

ッ
ク

（
燃

料
取

出
し

設
備

）
－

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
－

バ
ス

ケ
ッ

ト
仮

置
き

架
台

（
実

入
り

用
）

－

（
燃

料
貯

蔵
設

備
）

建
物

・
構

築
物

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
S
s

第
4
1
条

に
記

載

第
4
1
条

に
記

載

プ
ー

ル
水

浄
化

・
冷

却
設

備
　

プ
ー

ル
水

冷
却

系
（

プ
ー

ル
・

ピ
ッ

ト
へ

の
戻

り
の

配
管

の
逆

止
弁

）
S

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
S
s

第
3
8
条

　
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

冷
却

等
の

機
能

喪
失

の
発

生
防

止
の

た
め

の
設

備

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接

支
持

構
造

物
間

接
支

持
構

造
物

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

の
漏

え
い

抑
制

漏
え

い
抑

制
設

備

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

に
お

け
る

臨
界

防
止

臨
界

防
止

設
備
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（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
の

大
容

量
の

注
水

／
建

物
放

水
／

航
空

機
衝

突
に

よ
る

航
空

機
燃

料
火

災
及

び
化

学
火

災
に

係
る

措
置

水
供

給
設

備
第

１
貯

水
槽

第
4
1
条

に
記

載

第
4
0
条

　
工

場
等

外
へ

の
放

射
性

物
質

等
の

放
出

を
抑

制
す

る
た

め
の

設
備

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接

支
持

構
造

物
間

接
支

持
構

造
物

建
物

・
構

築
物
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（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

各
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

水
源

確
保

／
工

場
等

外
へ

の
放

射
性

物
質

等
の

放
出

の
抑

制
に

係
る

対
応

の
た

め
の

水
源

確
保

／
第

２
貯

水
槽

か
ら

第
１

貯
水

槽
へ

の
水

の
補

給
／

敷
地

外
水

源
か

ら
第

１
貯

水
槽

へ
の

水
の

補
給

水
供

給
設

備
第

１
貯

水
槽

給
水

処
理

設
備

C
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

－
－

第
１

保
管

庫
・

貯
水

所
静

的
地

震
力

〇

第
２

貯
水

槽
か

ら
第

１
貯

水
槽

へ
の

水
の

補
給

水
供

給
設

備
第

２
貯

水
槽

給
水

処
理

設
備

C
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

－
－

第
２

保
管

庫
・

貯
水

所
静

的
地

震
力

〇

系
統

機
能

設
備

建
物

・
構

築
物

第
4
1
条

　
重

大
事

故
等

へ
の

対
処

に
必

要
と

な
る

水
の

供
給

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接

支
持

構
造

物
間

接
支

持
構

造
物

６－１－322



（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

受
電

開
閉

設
備

－

受
電

変
圧

器
－

非
常

用
電

源
建

屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
非

常
用

主
母

線
－

前
処

理
建

屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
非

常
用

母
線

－

制
御

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
非

常
用

母
線

－

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
非

常
用

母
線

－

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
非

常
用

母
線

－

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予

備
用

主
母

線
－

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
常

用
主

母
線

－

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

－

第
２

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予

備
用

主
母

線
－

第
２

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
常

用
主

母
線

－

前
処

理
建

屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

－

分
離

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

－

精
製

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

－

制
御

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

－

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

－

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
の

6
.
9

ｋ
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
－

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
処

理
建

屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

－

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
常

用
母

線
－

S
s

受
電

開
閉

設
備

（
受

電
開

閉
設

備
）

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
，

第
２

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
静

的
地

震
力

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

よ
る

給
電

所
内

高
圧

系
統

（
非

常
用

所
内

高
圧

系
統

）
（

S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

前
処

理
建

屋
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

，
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

，
制

御
建

屋
，

非
常

用
電

源
建

屋
，

洞
道

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
，

第
２

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
，

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

，
低

レ
ベ

ル
廃

棄
物

処
理

建
屋

，
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

，
制

御
建

屋
，

洞
道

静
的

地
震

力

第
4
2
条

　
電

源
設

備

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接

支
持

構
造

物
間

接
支

持
構

造
物

建
物

・
構

築
物

（
常

用
所

内
高

圧
系

統
）
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（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

非
常

用
電

源
建

屋
の

4
6
0
Ｖ

非
常

用
母

線
－

前
処

理
建

屋
の

4
6
0
Ｖ

非
常

用
母

線
－

分
離

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

非
常

用
母

線
－

精
製

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

非
常

用
母

線
－

制
御

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

非
常

用
母

線
－

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

非
常

用
母

線
－

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
の

4
6
0

Ｖ
非

常
用

母
線

－

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

4
6
0
Ｖ

非
常

用
母

線
－

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の

4
6
0
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
－

第
２

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の

4
6
0
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
－

前
処

理
建

屋
の

4
6
0
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
－

分
離

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
－

精
製

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
－

制
御

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
－

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
－

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
の

4
6
0

Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

－

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
処

理
建

屋
の

4
6
0
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
－

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
－

ハ
ル

・
エ

ン
ド

ピ
ー

ス
貯

蔵
建

屋
の

4
6
0

Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

－

ウ
ラ

ン
脱

硝
建

屋
の

4
6
0
V
運

転
予

備
用

母
線

－

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

よ
る

給
電

所
内

低
圧

系
統

（
非

常
用

所
内

低
圧

系
統

）
（

S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

，
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

，
非

常
用

電
源

建
屋

，
制

御
建

屋
，

洞
道

S
s

（
常

用
所

内
低

圧
系

統
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
，

第
２

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
，

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

，
低

レ
ベ

ル
廃

棄
物

処
理

建
屋

，
低

レ
ベ

ル
廃

液
処

理
建

屋
，

ハ
ル

・
エ

ン
ド

ピ
ー

ス
貯

蔵
建

屋
，

ウ
ラ

ン
脱

硝
建

屋
，

制
御

建
屋

，
洞

道

直
接

支
持

構
造

物
間

接
支

持
構

造
物

建
物

・
構

築
物

静
的

地
震

力

第
4
2
条

　
電

源
設

備

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

（
C
）
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（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

第
１

非
常

用
直

流
電

源
設

備
－

非
常

用
電

源
建

屋
の

第
２

非
常

用
直

流
電

源
設

備
－

前
処

理
建

屋
の

第
２

非
常

用
直

流
電

源
設

備
－

分
離

建
屋

の
第

２
非

常
用

直
流

電
源

設
備

－

精
製

建
屋

の
第

２
非

常
用

直
流

電
源

設
備

－

制
御

建
屋

の
第

２
非

常
用

直
流

電
源

設
備

－

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

の
第

２
非

常
用

直
流

電
源

設
備

－

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
の

第
２

非
常

用
直

流
電

源
設

備
－

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の

直
流

電
源

設
備

－

第
２

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の

直
流

電
源

設
備

－

前
処

理
建

屋
の

直
流

電
源

設
備

－

制
御

建
屋

の
直

流
電

源
設

備
－

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
処

理
建

屋
の

直
流

電
源

設
備

－

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

建
屋

の
直

流
電

源
設

備
－

ハ
ル

・
エ

ン
ド

ピ
ー

ス
貯

蔵
建

屋
の

直
流

電
源

設
備

－

ウ
ラ

ン
脱

硝
建

屋
の

直
流

電
源

設
備

－

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

よ
る

給
電第

4
2
条

　
電

源
設

備

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接

支
持

構
造

物

直
流

電
源

設
備

（
非

常
用

直
流

電
源

設
備

）

（
常

用
直

流
電

源
設

備
）

（
C
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
，

非
常

用
電

源
建

屋
，

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

制
御

建
屋

，
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
，

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
，

洞
道

S
s

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
，

第
２

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
，

前
処

理
建

屋
，

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
処

理
建

屋
，

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

建
屋

，
ハ

ル
・

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

貯
蔵

建
屋

，
ウ

ラ
ン

脱
硝

建
屋

，
制

御
建

屋
，

洞
道

静
的

地
震

力

間
接

支
持

構
造

物
建

物
・

構
築

物
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（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

前
処

理
建

屋
の

非
常

用
計

測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

－

分
離

建
屋

の
非

常
用

計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備
－

精
製

建
屋

の
非

常
用

計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備
－

制
御

建
屋

の
非

常
用

計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備
－

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

の
非

常
用

計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備
－

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
の

非
常

用
計

測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

－

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

非
常

用
計

測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

－

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の

計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備
－

第
2
ユ

ー
テ

ィ
リ

テ
ィ

建
屋

の
計

測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

－

前
処

理
建

屋
の

計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備
－

分
離

建
屋

の
計

測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

－

精
製

建
屋

の
計

測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

－

制
御

建
屋

の
計

測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

－

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

の
計

測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

－

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
の

計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備
－

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備
－

前
処

理
建

屋
の

重
大

事
故

対
処

用
母

線
（

常
設

分
電

盤
，

常
設

電
源

ケ
ー

ブ
ル

）
－

分
離

建
屋

の
重

大
事

故
対

処
用

母
線

（
常

設
分

電
盤

，
常

設
電

源
ケ

ー
ブ

ル
）

－

精
製

建
屋

の
重

大
事

故
対

処
用

母
線

（
常

設
分

電
盤

，
常

設
電

源
ケ

ー
ブ

ル
）

－

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

の
重

大
事

故
対

処
用

母
線

（
常

設
分

電
盤

，
常

設
電

源
ケ

ー
ブ

ル
）

－

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
の

重
大

事
故

対
処

用
母

線
（

常
設

分
電

盤
，

常
設

電
源

ケ
ー

ブ
ル

）
－

第
１

軽
油

貯
槽

－

第
２

軽
油

貯
槽

－

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
よ

る
給

電

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備
に

よ
る

給
油

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備

燃
料

貯
蔵

設
備

代
替

所
内

電
気

設
備

電
気

設
備

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

－
－

基
礎

S
s

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

間
接

支
持

構
造

物
建

物
・

構
築

物

S
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

S
s

第
4
2
条

　
電

源
設

備

系
統

機
能

（
S
）

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接

支
持

構
造

物

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

よ
る

給
電

計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備

（
非

常
用

計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備
）

（
常

用
計

測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

）

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

，
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

，
制

御
建

屋
，

洞
道

S
s

（
C
）

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
，

第
２

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
，

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

制
御

建
屋

，
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
，

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
，

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
，

洞
道

静
的

地
震

力
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
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（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

安
全

圧
縮

空
気

系
（

安
全

圧
縮

空
気

系
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

S
s

－

一
般

圧
縮

空
気

系
（

一
般

圧
縮

空
気

系
）

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

静
的

地
震

力
－

臨
界

検
知

用
放

射
線

検
出

器
－

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

圧
力

計
－

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

流
量

計
－

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

放
射

線
モ

ニ
タ

－

溶
解

槽
圧

力
計

前
処

理
建

屋
－

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

計
精

製
建

屋
－

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

計
前

処
理

建
屋

，
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

－

混
合

廃
ガ

ス
凝

縮
器

入
口

圧
力

計
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
－

漏
え

い
液

受
皿

液
位

計
前

処
理

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

－

貯
槽

温
度

計
－

貯
槽

液
位

計
－

漏
え

い
液

受
皿

液
位

計
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

，
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
－

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

圧
力

計
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

－

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

計
前

処
理

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

－

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
－

水
素

掃
気

系
統

圧
縮

空
気

圧
力

計
－

貯
槽

温
度

計
－

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
加

熱
蒸

気
温

度
計

－

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

－

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

液
位

計
－

供
給

槽
ゲ

デ
オ

ン
流

量
計

－

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
圧

力
計

－

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
気

相
部

温
度

計
－

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
液

相
部

温
度

計
－

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
静

的
地

震
力

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
S
s

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

計
装

設
備

精
製

建
屋

（
計

測
制

御
設

備
）

（
計

測
制

御
設

備
）

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

（
C
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

計
装

設
備

（
計

測
制

御
設

備
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

（
C
）

静
的

地
震

力
精

製
建

屋

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

（
計

測
制

御
設

備
）

（
計

測
制

御
設

備
）

（
計

測
制

御
設

備
）

（
C
）

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

冷
却

機
能

の
喪

失
に

よ
る

蒸
発

乾
固

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

臨
界

事
故

の
拡

大
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
の

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
計

装
設

備

（
計

測
制

御
設

備
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

S
s

放
射

線
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

静
的

地
震

力

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
前

処
理

建
屋

，
精

製
建

屋
静

的
地

震
力

－
C

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

S
s

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

間
接

支
持

構
造

物
建

物
・

構
築

物
系

統
機

能
設

備
代

替
す

る
機

能
を

有
す

る
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
〔

（
 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接

支
持

構
造

物

第
4
3
条

　
計

装
設

備

圧
縮

空
気

設
備

S
s

計
装

設
備

（
S
）

有
機

溶
媒

等
に

よ
る

火
災

又
は

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

共
通
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（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

圧
力

計
－

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

流
量

計
－

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

水
位

計
－

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

温
度

計
－

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

状
態

監
視

カ
メ

ラ
－

放
射

線
監

視
設

備
ガ

ン
マ

線
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
（

放
射

線
監

視
設

備
）

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
静

的
地

震
力

－

計
装

設
備

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

状
態

監
視

カ
メ

ラ
（

計
測

制
御

設
備

）
（

C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
静

的
地

震
力

－

ガ
ン

マ
線

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
－

建
屋

内
線

量
率

計
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

，
前

処
理

建
屋

，
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

，
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
，

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋

－

重
大

事
故

等
へ

の
対

処
に

必
要

と
な

る
水

の
供

給
設

備
の

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
計

装
設

備
貯

水
槽

水
位

計
（

計
測

制
御

設
備

）
（

C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

第
１

保
管

庫
・

貯
水

所
，

第
２

保
管

庫
・

貯
水

所
静

的
地

震
力

－

監
視

制
御

盤
（

制
御

室
）

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

制
御

建
屋

静
的

地
震

力
－

安
全

系
監

視
制

御
盤

（
制

御
室

）
（

S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

制
御

建
屋

S
s

－

情
報

把
握

計
装

設
備

用
屋

内
伝

送
系

統

－

建
屋

間
伝

送
用

無
線

装
置

－

間
接

支
持

構
造

物

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接

支
持

構
造

物
設

備

第
4
3
条

　
計

装
設

備

系
統

機
能

監
視

・
記

録
設

備
計

測
制

御
装

置

情
報

把
握

計
装

設
備

計
測

制
御

設
備

C
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
静

的
地

震
力

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷

却
等

の
た

め
の

設
備

の
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

計
装

設
備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

静
的

地
震

力

（
計

測
制

御
設

備
）

（
C
）

建
物

・
構

築
物

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
静

的
地

震
力

－
C

放
射

線
監

視
設

備

（
放

射
線

監
視

設
備

）
（

C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

工
場

等
外

へ
の

放
射

性
物

質
等

の
放

出
を

抑
制

す
る

た
め

の
設

備
の

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ

前
処

理
建

屋
，

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
，

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

，
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

，
制

御
建

屋
，

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
，

第
１

保
管

庫
・

貯
水

所
，

第
２

保
管

庫
・

貯
水

所

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

有
機

溶
媒

等
に

よ
る

火
災

又
は

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

計
装

設
備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

精
製

建
屋

静
的

地
震

力
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（
つ

づ
き

）

中
央

制
御

室
送

風
機

－

制
御

建
屋

の
換

気
ダ

ク
ト

－

制
御

室
送

風
機

－

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
の

換
気

ダ
ク

ト
－

制
御

建
屋

安
全

系
監

視
制

御
盤

制
御

建
屋

－

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
安

全
系

監
視

制
御

盤
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

－

中
央

制
御

室
遮

蔽
中

央
制

御
室

遮
蔽

（
中

央
制

御
室

遮
蔽

）
制

御
建

屋
〇

制
御

室
遮

蔽
制

御
室

遮
蔽

（
制

御
室

遮
蔽

）
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

〇

静
的

地
震

力

S
s

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
制

御
室

換
気

設
備

計
測

制
御

装
置

（
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

制
御

室
換

気
設

備
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

－
－

第
4
4
条

　
制

御
室

静
的

地
震

力
（

C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

制
御

室
遮

蔽
設

備

制
御

建
屋

S
s

制
御

建
屋

中
央

制
御

室
換

気
設

備

（
S
）

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

制
御

室
換

気
設

備

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

（
制

御
室

）
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物

（
制

御
建

屋
中

央
制

御
室

換
気

設
備

）

６－１－329



（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

主
排

気
筒

の
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
排

気
筒

モ
ニ

タ
（

放
射

線
監

視
設

備
〉

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

S
s

－

主
排

気
筒

の
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
排

気
サ

ン
プ

リ
ン

グ
設

備
（

放
射

線
監

視
設

備
〉

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

静
的

地
震

力
－

北
換

気
筒

（
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

換
気

筒
）

の
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
　

排
気

筒
モ

ニ
タ

－

北
換

気
筒

（
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

換
気

筒
）

の
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
　

排
気

サ
ン

プ
リ

ン
グ

設
備

－

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
換

気
設

備
（

建
屋

排
風

機
か

ら
北

換
気

筒
ま

で
の

ダ
ク

ト
）

（
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

制
御

室
換

気
設

備
）

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

，
洞

道
－

北
換

気
筒

（
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

換
気

筒
）

（
北

換
気

筒
）

－
－

支
持

鉄
塔

，
基

礎
－

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

 
ポ

ス
ト

－

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

ダ
ス

ト
 
モ

ニ
タ

－

代
替

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
換

気
設

備
（

ダ
ク

ト
の

一
部

）
（

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
換

気
設

備
）

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
管

理
建

屋
静

的
地

震
力

－

放
出

管
理

分
析

設
備

　
放

射
能

測
定

装
置

（
ガ

ス
フ

ロ
ー

 
カ

ウ
ン

タ
）

－

放
出

管
理

分
析

設
備

　
放

射
能

測
定

装
置

（
液

体
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
 
カ

ウ
ン

タ
）

－

放
出

管
理

分
析

設
備

　
核

種
分

析
装

置
－

環
境

試
料

測
定

設
備

　
核

種
分

析
装

置
－

風
向

，
 
風

速
そ

の
他

の
気

象
条

件
の

測
定

環
境

管
理

設
備

気
象

観
測

設
備

（
環

境
管

理
設

備
）

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

環
境

管
理

建
屋

静
的

地
震

力
－

試
料

分
析

関
係

設
備

（
試

料
分

析
関

係
設

備
）

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

線
量

の
測

定

（
C
）

静
的

地
震

力
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管

等
の

支
持

構
造

物
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

分
析

建
屋

静
的

地
震

力

放
射

線
監

視
設

備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
－

－
－

－

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接

支
持

構
造

物
間

接
支

持
構

造
物

建
物

・
構

築
物

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
北

換
気

筒
管

理
建

屋
静

的
地

震
力

（
放

射
線

監
視

設
備

〉
（

C
）

（
放

射
線

監
視

設
備

）
（

C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

主
排

気
筒

管
理

建
屋

第
4
5
条

　
監

視
測

定
設

備

系
統

機
能
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（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

緊
急

時
対

策
建

屋
緊

急
時

対
策

建
屋

の
遮

蔽
設

備
－

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

－
－

緊
急

時
対

策
建

屋
S
s

〇

緊
急

時
対

策
建

屋
送

風
機

－

緊
急

時
対

策
建

屋
排

風
機

－

緊
急

時
対

策
建

屋
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
－

緊
急

時
対

策
建

屋
加

圧
ユ

ニ
ッ

ト
－

緊
急

時
対

策
建

屋
換

気
設

備
ダ

ク
ト

・
ダ

ン
パ

－

緊
急

時
対

策
建

屋
加

圧
ユ

ニ
ッ

ト
配

管
・

弁
－

対
策

本
部

室
差

圧
計

－

待
機

室
差

圧
計

－

監
視

制
御

盤
－

情
報

収
集

装
置

－

情
報

表
示

装
置

－

デ
ー

タ
収

集
装

置
（

デ
ー

タ
収

集
装

置
）

－

デ
ー

タ
表

示
装

置
（

デ
ー

タ
表

示
装

置
）

－

一
般

加
入

電
話

一
般

携
帯

電
話

衛
星

携
帯

電
話

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
Ｉ

Ｐ
電

話

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム

デ
ー

タ
伝

送
設

備

ペ
ー

ジ
ン

グ
装

置

専
用

回
線

電
話

緊
急

時
対

策
建

屋
用

発
電

機
－

緊
急

時
対

策
建

屋
高

圧
系

統
 
6
.
9
k
V
緊

急
時

対
策

建
屋

用
母

線
－

緊
急

時
対

策
建

屋
低

圧
系

統
 
4
6
0
V
緊

急
時

対
策

建
屋

用
母

線
－

燃
料

油
移

送
ポ

ン
プ

－

燃
料

油
配

管
・

弁
－

重
油

貯
槽

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
－

－
基

礎
S
s

－

必
要

な
指

示
及

び
通

信
連

絡
に

関
わ

る
設

備
緊

急
時

対
策

建
屋

緊
急

時
対

策
建

屋

S
s

静
的

地
震

力

第
4
7
条

に
記

載

第
4
7
条

に
記

載

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

機
器

・
配

管
等

の
支

持
構

造
物

常
設

耐
震

重
要
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第 1.6－１図(１) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（ＮＳ方向） 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ１ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ２ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ３ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ４ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ５ 
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第 1.6－１図(２) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（ＥＷ方向） 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ１ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ２ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ３ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ４ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ５ 
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第 1.6－１図(３) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（ＵＤ方向） 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ１ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ２ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ３ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ４ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ５ 
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第 1.6－１図(４) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（水平方向） 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ１ 水平方向 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ２ ダム軸方向 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ２ 上下流方向 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ３ NS 方向 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ３ EW 方向 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ４ NS 方向  

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ４ EW 方向  
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第 1.6－１図(５) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（鉛直方向） 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ１ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ２ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ３ 
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第 1.6－２図(１) 弾性設計用地震動Ｓｄ－ＡＨ，Ｓｄ－ＡＶの設計用模擬地震波の 

加速度時刻歴波形 
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第 1.6－２図(２) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ１の加速度時刻歴波形 
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第 1.6－２図(３) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ２の加速度時刻歴波形 
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第 1.6－２図(４) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ３の加速度時刻歴波形 

６－１－341



0 10 20 30 40 50 60
-300
-200
-100

0
100
200
300

時間(s)

加
速

度
(c
m
/
s2

)
269.1

 

 

（a）ＮＳ方向 

 

0 10 20 30 40 50 60
-300
-200
-100

0
100
200
300

時間(s)

加
速

度
(c
m
/
s2

)

216.4

 

 

（b）ＥＷ方向 

 

0 10 20 30 40 50 60
-300
-200
-100

0
100
200
300

時間(s)

加
速

度
(c
m
/
s2

)

162.5

 

 

（c）ＵＤ方向 

 

第 1.6－２図(５) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ４の加速度時刻歴波形 
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第 1.6－２図(６) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ５の加速度時刻歴波形 
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第 1.6－２図(７) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ１の加速度時刻歴波形 
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第 1.6－２図(８) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ２の加速度時刻歴波形 
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第 1.6－２図(９) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ３の加速度時刻歴波形 
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第 1.6－２図(10) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ４の加速度時刻歴波形 
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第 1.6－３図 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａと基準地震動Ｓ１の応答スペクトルの 

比較 
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第 1.6－４図(１) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５） 

と一様ハザードスペクトルの比較（水平方向） 
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第 1.6－４図(２) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５） 

と一様ハザードスペクトルの比較（鉛直方向） 
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一様ハザードスペクトルの比較（水平方向） 
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第 1.6－４図(４) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ（Ｃ１～Ｃ３）と 

一様ハザードスペクトルの比較（鉛直方向） 
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1.7 その他の設計方針 

1.7.1 崩壊熱除去に関する設計 

 (１) 再処理施設は，使用済燃料等から発生する崩壊熱を適切に除去するこ

ととし，構造物の温度を適切に維持すること
（２５）

，また，放射性物質を含

む溶液の崩壊熱による機器内での沸騰を防止すること等の過度の温度

上昇を防止する設計とする。 

 (２) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホールは，換気設備

により混合酸化物貯蔵容器を冷却することにより，構造物の温度を適

切に維持する設計とする。また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固

化体からの崩壊熱を，崩壊熱により生じる通風力によって流れる冷却

空気により除去することにより，ガラス固化体及び構造物の温度を適

切に維持する設計とする。 

 (３) 崩壊熱により溶液が沸騰するおそれのある場合は，その他再処理設備

の附属施設の安全冷却水系により冷却し，冷却能力の喪失による溶液

の沸騰を防止する。さらに，沸騰までの時間的余裕が小さい場合は，

独立した２系統の安全冷却水系による冷却を行う。また，安全冷却水

系により冷却する場合は，塔槽類の冷却コイル又は冷却ジャケットを

多重化する設計とする。 

   なお，漏えい液が沸騰するおそれがある場合は，セル等の漏えい液受

皿で受けるとともに，安全に移送及び処理ができる設計とする。 

 (４) 崩壊熱除去のために必要な安全上重要な系統及び機器は，動的機器の

単一故障を仮定しても，その冷却機能を損なうことのない設計とする。 
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1.7.2 品質保証 

(１) 再処理施設の安全性及び信頼性を確保するために，設計，製作，建設，

試験及び検査の各段階において，以下の方針で適切な品質保証活動を実施

する。 

 ａ．品質保証活動に参画する組織，業務分担及び責任を明確にし，確実に

  品質保証活動を遂行する。 

 ｂ．施設の設計者及び製作者の分担する品質保証活動が正しく遂行される

  ことを確認するため，これに関する設計者及び製作者の体制，要領及び

  能力を事前に確認するとともに，実施状況についても必要に応じて立会

  検査等により確認する。 

 ｃ．施設の設計者及び製作者の外注先についても，上記と同様に確認する。 

 ｄ．設計，製作，建設，試験及び検査の各段階では，これらに適用する法

  令，規格及び基準の要求並びに再処理施設の機能及び安全に係る基本的

  設計条件を満足することを関係資料の審査，立会検査等により確認する。 

 ｅ．立会検査及び承認を必要とする項目については，事前に施設の設計者

  及び製作者と協議決定し，確実に実施されることを確認する。 

 ｆ．文書，図面，仕様書，資料，品質管理記録等については，処理手順及

  び管理方法を明確にし，確実に保管する。 

(２) 再処理施設における試験，検査，保守等に対する基本的な設計上の考

え方は以下のとおり。 

ａ．試験，検査に対する設計上の考慮 

   安全上重要な施設は，それらの安全機能を確認するために，必要に応

じて，再処理施設の運転中又は定期点検等の停止時に安全機能を損な

うことなく適切な方法により試験及び検査ができる設計とする。 

   安全上重要な施設以外の施設とした第1.7.7－３表に示す設備及び機
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器は，安全上重要な施設への波及的影響防止，多重化等の高い信頼性

を確保して既に設置され運用されている経緯を踏まえ，安全上重要な

施設と同等の信頼性を維持する設計とする。 

ｂ．保守等に対する設計上の考慮 

   再処理施設は，ウラン及びプルトニウムをはじめとする放射性物質を

取り扱うため，放射線業務従事者の被ばくの低減を考慮し，以下のよ

うな設計を行う。 

 (ａ) せん断処理施設のように機械処理を行う工程等においては，部品の消

  耗あるいは往復又は回転部の万一の故障等を考慮して，放射線業務従事

  者が機器等に直接接触することのできないものは，遠隔操作により保守

  等を行えるように，機器を収納するセルの上部等に保守セルを設け，保

  守等に必要なクレーン，マニプレータ等の機器を設置する。 

 (ｂ) 分離施設のように化学処理を行う工程等において，取り扱う流体によ

  り腐食のおそれがある機器については，過去の実績及び実験等で得られ

  た適切な腐食代を設け，保守が不要となるような設計としているが，万

  一の故障等が生じた場合には放射線業務従事者が直接保守ができるよう

  に配慮した設計とする。放射線業務従事者がセル等に入室して保守等の

  作業を行う場合には，必要に応じ，放射線業務従事者による保守作業が

  可能な放射線レベルになるまで除染作業を十分行った後，防護衣，防護マ

  スク等を着用して行う。 

 (ｃ) 安全上重要な施設以外の施設とした第1.7.7－３表に示す設備及び機

器は，安全上重要な施設への波及的影響防止，多重化等の高い信頼性

を確保して既に設置され運用されている経緯を踏まえ，安全上重要な

施設と同等の信頼性を維持する設計とする。 
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 上記の基本的な考え方に基づく各施設における設計上考慮する試験，検査，

保守等の概要を第1.7.2－１表及び第1.7.7－３表に示す。 
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第 1.7.2－1 表 各施設における設計上考慮する試験，検査，保守等の概要 

     施設・設備・機器      設計上考慮する試験，検査，保守等の概要 

 使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設  

 ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ  

  ーン      ・定期的な試験及び検査 

 ・プール水浄化・冷却設備      ・定期的な巡視点検 

  ・プール水冷却系  

 ・補給水設備  

 せん断処理施設  

 ・燃料供給設備  

  ・燃料横転クレーン  ・燃料横転クレーン保守セルでの，クレーン，マニプレータ 

   等を用いた遠隔保守 

  ・定期的な作動試験及び検査 

 ・せん断処理設備  

  ・せん断機  ・せん断機・溶解槽保守セルでの，クレーン，マニプレータ 

   等を用いた遠隔保守 

 溶解施設  

 ・溶解設備 溶解槽  ・せん断機・溶解槽保守セルでの，クレーン，マニプレータ 

   等を用いた遠隔保守 

 ・清澄・計量設備 清澄機  ・清澄機を設置するセル上部のクレーンを有する室での保守 

 ・可溶性中性子吸収材緊急供給系  ・運転停止時に安全保護回路の可溶性中性子吸収材緊急供給 

   回路からの信号による定期的な作動試験及び検査 

 分離施設  

 ・プルトニウム洗浄器停止系  ・運転停止時に送液停止回路等からの信号による定期的な作 

 ・抽出塔，補助抽出器の停止系＊   動試験及び検査 

 精製施設  

 ・プルトニウム精製設備＊  ・運転停止時に安全保護回路のプルトニウム濃縮缶加熱停止 

  ・プルトニウム濃縮缶停止系   回路からの信号による定期的な作動試験及び検査 

 脱硝施設  

 ・ウラン脱硝設備  

  ・硝酸ウラニル濃縮液供給停止系  ・運転停止時に硝酸ウラニル濃縮液供給停止回路からの信号 

   による定期的な作動試験及び検査 

 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備  

  ・窒素・水素混合ガス供給停止系  ・運転停止時に安全保護回路の還元ガス供給停止回路からの 

   信号による定期的な作動試験及び検査 

 酸及び溶媒の回収施設  

 ・第２酸回収系蒸発缶の加熱蒸気停止系  ・運転停止時に安全保護回路の加熱停止回路からの信号によ 

   る定期的な作動試験及び検査 

 計測制御系統施設  

 ・安全上重要な施設の安全機能を維持す  ・試験回路による定期的な試験及び検査 

  るために必要な計測制御系＊  ・警報の作動確認，インターロックの作動確認 

 ・安全保護回路  ・試験回路による定期的な試験及び検査 

 ・制御室換気設備で安全上重要な送風機  ・定期的な健全性の確認 

  及びフィルタ  
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＊は安全上重要な施設以外の施設である機器を含む。

（つづき）

  施設・設備・機器  設計上考慮する試験，検査，保守等の概要 

 気体廃棄物の廃棄施設 

・排風機 ・定期切替えによる健全性の確認

・クレーン等による保守，補修

・加熱器 ・定期切替えによる健全性の確認

（せん断処理・溶解廃ガス処理設備） 

・高性能粒子フィルタ

・よう素フィルタ

（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

・よう素濃度の定期的な測定（よう素フィルタ）

・クレーン等による保守，補修

・交換時の据付け状態の健全性の確認（高性能粒子フィル

タ）

・廃ガスの冷水系，純水系の動的機器

（高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理

設備） 

・定期切替えによる健全性の確認

 液体廃棄物の廃棄施設 

・高レベル廃液処理濃縮設備

・高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に ・運転停止時に信号入力による作動試験及び検査

係る遮断弁及び加熱蒸気，冷却水 ・室内の作業者が容易に接近できる場所への配置

の切替弁

 固体廃棄物の廃棄施設 

・高レベル廃液ガラス固化設備

・ガラス溶融炉等 ・保守・補修が容易かつ短期間にでき，放射線業務従事者の

線量当量を可能な限り低くするよう，保守用の室を設置

・クレーン等による保守・補修

・流下停止系の冷却空気供給用弁 ・定期的な開閉の作動状態の確認

・ガラス固化体貯蔵設備
・収納管内面の目視等による観察

・貯蔵ピット収納管

 放射線管理施設 
・定期的な検査，点検及び校正

・主排気筒の排気筒モニタ

 電気設備 非常用所内電源系統 

・ディーゼル発電機 ・定期的な起動試験

・蓄電池 ・定期的な巡視点検

 圧縮空気設備 

・安全圧縮空気系の空気圧縮機 ・定期的な予備機切替え

 冷却水設備 

・安全冷却水系の冷却水循環ポンプ等 ・定期的な試験及び検査

 蒸気供給設備 

・安全蒸気系のボイラ ・定期的な試験及び検査
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1.7.3 航空機に対する防護設計 

1.7.3.1 防護設計の基本方針 

三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定

したときに，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれの

ある施設は，航空機に対して貫通が防止でき，かつ，航空機による衝撃荷

重に対して健全性が確保できる堅固な建物・構築物で適切に保護する等，

安全確保上支障がないように設計する。 

上記の防護設計を踏まえ，再処理施設への航空機落下確率を評価し，

追加の防護設計の要否を確認する。 
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1.7.3.2 防護対象施設 

三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定

したときに，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれの

ある施設は防護対象とする。安全上重要な施設については原則として防護

対象とする。 

防護方法としては，安全上重要な施設とその他の施設が同じ区域に設

置されている等の再処理施設の特質を配慮して，建物の外壁及び屋根によ

り建物全体を適切に保護する方法を基本とし，建物内部に設置されている

施設の安全性を確保する。放射性物質を内蔵する防護対象施設が一箇所に

集中している使用済燃料輸送容器管理建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋

は，建物の壁及び床により防護対象とする区画を適切に保護する方法を用

いる。また，放射性物質を内蔵しておらずかつ多重化が要求される冷却水

設備の安全冷却水系，非常用電源建屋の第２非常用ディーゼル発電機及び

一部の洞道は同時に２系列破損しないよう十分な離隔距離をとって配置す

る方法を用いる。 

防護設計を行う建物・構築物を，第1.7.3－１表に示す。 

安全上重要な施設であり防護対象外とする施設は，主排気筒，主排気

筒の排気筒モニタ，安全蒸気系のボイラ用燃料ボンベ及び第１ガラス固化

体貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい容器である。これら施設について

は，航空機が施設に墜落する可能性は無視できる
（７６）

こと，又は仮に航空機が

施設に墜落することを想定しても，公衆に対して著しい放射線被ばくのリ

スクを与えないことから防護対象外とする。 

ここでは防護対象施設選定の妥当性を確認するために，仮に形状の大

きい主排気筒に航空機が墜落することを想定して，公衆に与える線量当量

を評価する。なお，航空機の墜落により主排気筒が破損しても，主排気筒
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の倒壊に至る可能性は無視できる。 

本評価において，次のような経過を想定する。 

主排気筒の破損発生とともに新たに使用済燃料の処理は行わないとし，

その時点にせん断処理施設のせん断機及び溶解施設の溶解槽にある使用済

燃料を約１ｔとし，その溶解に伴って発生するクリプトン－85及び炭素－

14が，気体廃棄物の廃棄施設の前処理建屋せん断処理・溶解廃ガス処理設

備を経由して，破損した主排気筒から，せん断処理施設及び溶解施設の処

理能力を考慮して，約６時間の間に放出されるものとする。気体廃棄物の

廃棄施設の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）のうちプルトニウム濃縮液一時貯槽等から発生する廃ガス並び

に高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備のうち高レベル廃液

貯蔵設備から発生する廃ガス及び低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理

設備からの廃ガスについては，平常時と同じ放射性物質が１年間にわたっ

て放出されるものとする。その他の廃ガスについては，主排気筒の破損発

生に伴って工程内洗浄等の工程停止操作を行うため，１箇月以内に放射性

物質の放出は収束するが，ここでは平常時と同じ放射性物質が１箇月間に

わたって放出されるものとする。 

航空機の墜落による主排気筒の破損に伴い放出される廃ガス中の放射

性物質の放出量は，添付書類七「4.2.2 気体廃棄物の推定放出量」に示さ

れる推定年間放出量に基づいて，前述の各発生源別の放出時間を考慮し，

設定する。 

大気中への主な放射性物質の放出量は，以下のとおりである。 
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核    種 放出量(Ｂｑ) 

Ｈ－３ 
Ｃ－14 

Ｋｒ－85 
Ｓｒ－90 
Ｒｕ－106 
Ｉ－129  
Ｉ－131  
Ｐｕ－238 
Ｐｕ－239 
Ｐｕ－240 
Ｐｕ－241 
Ａｍ－241 
Ｃｍ－244 

6.9×10１４ 
6.5×10１０ 
4.1×10１４ 
5.1×10８  
7.6×10９  
2.0×10９  
1.5×10１０ 
6.8×10７  
6.1×10６  
9.6×10６  
2.2×10９  
6.0×10６  
1.7×10７  

線量当量の評価に当たっては，大気中へ放出される放射性物質は破損

した主排気筒から放出するものとして，地上放散を仮定し計算する。 

敷地境界外の地表空気中濃度及び放射性雲からのガンマ線による外部

被ばくに係る線量当量は，添付書類四「2.5 安全解析に使用する気象条件」

に記述する使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における相対濃度及び相対線量に，

放射性物質の放出量を乗じて求める。 

放射性物質の吸入による敷地境界外の内部被ばくに係る線量当量ＤＩ

(Ｓｖ）は次式で計算する。 

D =  Q   ∙ R ∙ χ／Q ∙ (H  )  
ここで， 

ＱＩｉ ：事故期間中の放射性核種ｉの大気放出量（Ｂｑ） 

Ｒ  ：人間の呼吸率（ｍ３／ｓ） 

呼吸率Ｒは，「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する

審査指針
（７７）

」の付録Ⅱに基づき，短時間放出の場合の活動時間中

の呼吸率3.33×10－４（ｍ３／ｓ）を用いる。 

χ／Ｑ ：線量評価に用いる放射性物質の相対濃度（ｓ／ｍ３） 
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(Ｈ５０)ｉ：核種ｉの吸入による預託線量当量換算係数
（７８）

 

（Ｓｖ／Ｂｑ） 

  放射性雲からのガンマ線外部被ばくに係る線量当量Ｄｒ（Ｓｖ）は，次

式で計算する。 D = K ∙ D／Q ∙ Q  
  ここで， 

Ｋ  ：空気吸収線量から線量当量への変換係数（Ｓｖ／Ｇｙ)(実効

線量当量に対してＫ＝１とする） 

Ｄ／Ｑ：相対線量（Ｇｙ／Ｂｑ） 

Ｑｒ ：事故期間中のクリプトン－85の大気放出量（Ｂｑ）（ガンマ

線実効エネルギの0.5ＭｅＶ換算値） 

  上記に基づいて評価した敷地境界外の線量当量は，約１ｍＳｖである。 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及び第１低レベル廃棄物貯蔵建屋等

の安全上重要な施設を収納しない建物・構築物で防護設計を行わないもの

については，航空機が施設に墜落する可能性は極めて小さいが，仮に航空

機が施設に墜落することを想定しても，航空機の墜落及び火災による環境

への移行率をそれぞれ１％として
（７９）

，線量当量評価を行った結果，主排気筒

の評価値を下回っており，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与

えることはない。 
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1.7.3.3 防護設計条件の設定 

防護設計の条件設定に当たっては，Ｆ－16
（８０）

の諸元を用い余裕を考慮し

て設定した条件に平成９年３月に三沢基地に配備されたＦ－４ＥＪ改を考

慮する。なお，平成12年10月から順次，三沢基地に配備されるＦ－２につ

いて検討した結果，Ｆ－２の航空機条件は，Ｆ－16の諸元を用い余裕を考

慮して設定した条件を上回るものではないことが確認されている
（８１）

。 

Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定した条件とは，平成９年３月

より以前に三沢対地訓練区域で最も多く訓練飛行を行っていた航空自衛隊

のＦ－１及び米国空軍のＦ－16のうち，機体の質量が大きく，厳しい結果

を与えるＦ－16の諸元に基づき以下のとおり設定した条件である。 

Ｆ－16等の戦闘機の事故要因
（７６）

のうち，三沢対地訓練区域での発生が考

えられない要因並びに基地周辺及び訓練コース近傍でしか発生しない要因

を除外し，再処理施設まで到達する可能性があるものを摘出すると，エン

ジン推力を喪失する場合が挙げられる。 

なお，コックピット火災等によりパイロットが直ちに脱出した後も飛

行を継続する場合も考えられるが，このような事象が生じる可能性は過去

の事例
（７６）

からみて無視できる。 

エンジン推力を喪失すると，通常パイロットは安全確保のために，機

体の安定に必要な操作等を行った後最良滑空状態にし
（７６）（８２）

，基地又は海上等

への到達を図る。到達が不可能と判断した場合でも，原子力関係施設等の

回避を行った後，パイロット自身の安全確保等のため減速して脱出する
（８３）

。

このときの航空機の速度は最良滑空速度と失速速度の間にあると考えられ

る。回避が行われずに航空機が施設まで滑空することは考えられないが，

ここでは回避が行われずに最良滑空速度で滑空する場合を想定する。 

三沢対地訓練区域で訓練飛行中のＦ－16について，昭和63年９月から
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２年間にわたり当社が調査した結果では，搭載物は燃料タンク及び小型の

模擬弾（約10ｋｇ）であり，質量としては，第1.7.3－１図に示すように

大部分が約13ｔ以下であるが，現実には搭載しないと考えられる訓練時の

最大装備を仮定し，航空機の質量を1 6ｔ
（８４）

とする。 

このときの最良滑空速度を下式
（８５）

により求めると144ｍ／ｓとなる。 

V = �
2𝑊𝑊

𝜌𝜌 ∙ 𝑆𝑆 ∙ 𝐶𝐶𝑟𝑟
 C𝑟𝑟＝�𝐶𝐶𝐿𝐿2 + 𝐶𝐶𝐷𝐷2 

ここで， 

Ｖ ：飛行速度(ｍ／ｓ） 

Ｗ ：Ｍ×ｇ 

Ｍ ：航空機の質量（ｋｇ） 

ｇ ：重力加速度（ｍ／ｓ２） 

ρ ：空気密度(ｋｇ／ｍ３) 

Ｓ ：主翼面積(ｍ２) 

ＣＬ：揚力係数(－) 

ＣＤ：抗力係数(－) 

上式において主翼面積は2 8ｍ
（８０）

２とし，揚力係数及び抗力係数は各々

0.44,0. 044
（８６）

とする。 

航空機を対象とした衝撃荷重及びエンジンに係る条件として，航空機

の質量16ｔ，速度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重，及びエンジンの質量 

1. 5ｔ
（８０）

，エンジン吸気口部直径0.9 8ｍ
（８７）

，エンジンの衝突速度150ｍ／ｓと

する。 

さらに，建物・構築物の防護設計においては，余裕を考慮し，航空機

の質量20ｔ，速度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重を用いる。また，貫通限

界厚さの算定についても同様に,余裕を考慮し，エンジンの質量1.9ｔ，エ
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ンジン吸気口部直径0.98ｍ，エンジンの衝突速度150ｍ／ｓとする。 

以下にＦ－４ＥＪ改の航空機条件を適切に設定し，上記条件と比較す

る。 

Ｆ－４の事故要因
（７６）

のうち，三沢対地訓練区域での発生が考えられない

要因並びに基地周辺及び訓練コース近傍でしか発生しない要因を除外し，

再処理施設まで到達する可能性があるものを摘出すると，エンジン推力を

喪失する場合が挙げられる。 

エンジン推力喪失時のパイロットの対応及び脱出時の速度は，前述の

場合と同じであり，また，回避が行われずに航空機が施設まで滑空するこ

とは考えられないが，ここでも，回避が行われずに最良滑空速度で滑空す

る場合を想定する。 

航空機の質量は，文献
（８８）

や三沢対地訓練区域で訓練飛行中のＦ－１の外

部搭載物搭載状況を昭和63年９月から６年間にわたり当社が調査した結果

から22ｔと見積もった。Ｆ－１の観測結果に基づき算定したＦ－４ＥＪ改

の出現頻度を第1.7.3－３図に示す。なお，Ｆ－４ＥＪ改の質量が22ｔを

超える場合がわずかにあるとしても，三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航

空機の施設への墜落の可能性が極めて小さい
（７６）

ことを考えれば，そのよう

な航空機が施設へ墜落する可能性は無視できる。 

Ｆ－４ＥＪ改の最良滑空速度を上式により求めると155ｍ／ｓとなる。

上式において，主翼面積は49. 2ｍ
（８８）

２とし，揚力係数及び抗力係数は各々

0.3，0. 036
（８９）

とする。 

Ｆ－４ＥＪ改を対象とした衝撃荷重及びエンジンに係る条件として航

空機の質量22ｔ，速度155ｍ／ｓから求まる衝撃荷重，及びエンジンの質

量1.745ｔ／基
（９０）

，エンジン吸気口部直径0.99 2ｍ
（９０）

，エンジンの衝突速度

155ｍ／ｓとする。 
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建物・構築物の防護設計においては，Ｆ－４ＥＪ改のこれらの条件か

ら求まる衝撃荷重の応答について評価した結果，前述の航空機の質量20ｔ，

速度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重の応答を上回るものではないことを確

認したことから，衝撃荷重に係る条件として，Ｆ－16の諸元を用い余裕を

考慮して設定した条件である航空機の質量20ｔ，速度150ｍ／ｓから求ま

る衝撃荷重とする。 

また，貫通限界厚さの算定についてもＦ－４ＥＪ改を考慮し，エンジ

ンに係る条件として，Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定した条件で

あるエンジンの質量1.9t,エンジン吸気口部直径0.98ｍ及びエンジンの衝

突速度150ｍ／ｓ並びにＦ－４ＥＪ改を対象とした条件であるエンジンの

質量1.745ｔ／基，エンジン吸気口部直径0.992ｍ及びエンジンの衝突速度

155ｍ／ｓとする。 
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1.7.3.4 建物・構築物の防護設計 

航空機は，柔な機体とそれに比べて比較的硬いエンジンから構成され

ているという構造的特徴があり，航空機衝突時の建物・構築物の損傷の評

価においては，比較的硬いエンジンの衝突による貫通等の局部的な破壊と

機体全体の衝突による鉄筋コンクリート版等の全体的な破壊という二つの

現象を考慮する。 

防護設計を行う建物・構築物は，エンジンの衝突による貫通を防止で

き，航空機全体の衝撃荷重によるコンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼

材の破断による版の全体的な破壊を防止できる堅固な構造とする。 

壁等に設けられた開口部について，開口面積の大きいものは，迷路構

造により開口内部を直接見込めない構造とすること等によって防護設計を

行う。 

また，航空機が再処理施設まで滑空する場合には，東又は南方向から

角度をもって施設に向かうと考えられるが，安全側の設計として，荷重は

すべての方向の壁及び天井に対して直角に作用するものとする。 

なお，防護設計を行う建物・構築物は航空機搭載燃料の燃焼による火

災を考慮した設計とする。この際の圧力影響は，無視できるほど小さい
（９１）

た

め考慮しない。 

 (１) エンジンによる鉄筋コンクリート版の防護厚さは，適合性が確認さ

れているＤｅｇｅｎによる剛飛来物の貫通限界厚さの評価式
（９２）

に，実物

航空機のエンジンを用いた実験
（９３）

から得られた成果を反映した下式によ

り求められる貫通限界厚さを下回らないものとする。 

ｅ＝O.65ｅ’ 

ただし， 

1.52≦Ｘ／ｄ≦13.42の場合ｅ'/ｄ＝0.69+1.29(Ｘ／ｄ） 
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1.52≧Ｘ／ｄ   の場合 ｅ'/ｄ＝2.2(Ｘ／ｄ)－0.3(Ｘ／ｄ)２ 

貫入深さ(Ｘ)は， 

Ｘ／ｄ≦2.0の場合 

Ｘ／ｄ＝２｛(180／√fc′)・0.72d０．２・Ｄ(Ｖ／1000)１．８｝０．５ 

Ｘ／ｄ≧2.0の場合 

Ｘ／ｄ＝(180／√fc′)・0.72ｄ０．２・Ｄ(Ｖ／1000)１．８＋１ 

ここで， 

ｅ : 貫通限界厚さ(ｉｎ) 

ｅ’: Ｄｅｇｅｎ式による貫通限界厚さ(ｉｎ) 

Ｘ : 貫入深さ(ｉｎ) 

ｄ : エンジン有効直径(ｉｎ) 

fc' : コンクリート圧縮強度(ｌｂｆ／ｉｎ２) 

Ｄ : Ｗ／ｄ３ (ｌｂｆ／ｉｎ３) 

Ｗ : エンジン重量(ｌｂｆ) 

Ｖ : 衝突速度(ｆｔ／ｓ） 

なお，エンジン有効直径としては，エンジン吸気口部直径を用いるこ

ととする。 

 (２) 機体全体の衝突による建物・構築物の破壊に対しては，衝撃荷重を

用いた版の応答解析を行い，コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼

材の破断を生じさせない設計とする。 

ａ．衝撃荷重は，Ｒｉｅｒａが理論的に導いた評価式
（９４）

に，実物航空機を用

いた実験
（９３）

から得られた成果を反映した下式により求める。 

  Ｆ(ｔ)＝Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝＋0.9μ｛ｘ(ｔ)｝・Ｖ(ｔ)２ 

ここで， 

Ｆ(ｔ)    :衝撃荷重(Ｎ) 
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Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝:衝突面における航空機の破壊強度(N) 

μ｛ｘ(ｔ)｝ :衝突面における航空機の単位長さ当たりの 

質量（ｋｇ／ｍ） 

Ｖ(ｔ)    :衝突面における航空機の速度(ｍ／ｓ) 

ｘ(ｔ)    :時刻ｔにおける機体軸方向の衝突位置(ｍ) 

Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝及びμ｛ｘ(ｔ)｝は，文献
（９３）

を参考に，航空機の重量，

長さに合わせて策定し，設計に用いる衝撃荷重曲線は，上式による算

定結果に対し，全体的な形状をとらえ，力積が下回らないように平滑

化した。 

上記により得られた衝撃荷重曲線を第1.7.3－２図に示す。 

ｂ．コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断による版の破壊防止

に対する許容値は，米国土木学会等の文献
（９５）（９６）

及び日本産業規格を参考に次

の値とする。 

コンクリートの圧縮歪:6,500×10－６ 

鉄筋及び鋼材の引張歪:60,000×10－６ 
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1.7.3.5 航空機落下確率評価 

航空機落下確率評価に当たっては「実用発電用原子炉施設への航空機

落下確率の評価基準について」（平成14・07・29原院第４号（平成14年７

月30日 原子力安全・保安院制定））（以下「航空機落下評価ガイド」と

いう。）等に基づき，施設に対する追加の防護設計の要否を確認する。 

再処理施設は，使用済燃料の受入れ・貯蔵，前処理，分離，精製等の

工程ごとに安全機能が独立して複数の建屋で構成されていることから，工

程単位で評価を行う。 

安全機能を有する施設は，その重要度に応じてその機能を確保するこ

とが要求されていること，安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設

はその機能の喪失により公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすお

それがあること，並びに安全機能を有する施設は冷却，水素掃気，火災･

爆発の防止，臨界防止等の安全機能を損なわないことを要求されているこ

とから，安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設を収納する建屋及

び安全機能の維持に必要な施設を航空機落下確率の評価対象とする。 

 (１) 評価対象とする航空機落下事故の選定 

航空機落下については，航空機落下評価ガイドに基づき，航空機落下

事故の分類ごとに航空機落下確率評価の要否を確認する。 

 ａ．計器飛行方式民間航空機の落下事故 

 (ａ) 飛行場での離着陸時における落下事故について，再処理施設周辺に

立地する三沢空港の滑走路端から滑走路方向に対して±60°の扇型区域

から外れることから，航空機落下確率評価は不要とする。 

 (ｂ) 航空路を巡航中の落下事故について，再処理施設上空に航空法第37

条に基づく航空路の指定に関する告示により指定されている航空路は

存在しないが，航空路誌（ＡＩＰ）に掲載された直行経路ＭＩＳＡＷ
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Ａ（ＭＩＳ）－ＣＨＩＴＯＳＥ（ＺＹＴ）が存在することから，当該

直行経路を計器飛行方式民間航空機が飛行することを想定し，航空機

落下確率評価を行う。 

 ｂ．有視界飛行方式民間航空機の落下事故 

   再処理施設上空の三沢特別管制区は，航空法第94条の２により計器飛

行方式によらなければ飛行してはならないとされていることから，航

空機落下確率評価は不要とする。 

 ｃ．自衛隊機又は米軍機の落下事故 

 (ａ) 訓練空域内で訓練中及び訓練空域外を飛行中の落下事故について，

再処理施設の上空に訓練空域は存在しないことから，訓練空域外を飛

行中の落下事故について，航空機落下確率評価を行う。 

 (ｂ) 基地－訓練空域間往復時の落下事故について，再処理施設は，基地

－訓練空域間の往復の想定飛行範囲内に位置しないことから，航空機

落下確率評価は不要とする。 

 

 (２) 評価対象とする航空機落下事故 

評価対象とする航空機落下事故は，国内における落下事故とし，対

象期間は計器飛行方式民間航空機については平成11年１月から平成30

年12月までの20年間，自衛隊機又は米軍機については平成11年４月か

ら平成31年３月までの20年間とする。 

 ａ．計器飛行方式民間航空機の落下事故 

   対象期間において，航空路を巡航中の落下事故は発生していないが，

安全側に事故件数を0.5回とする。 

 ｂ．自衛隊機又は米軍機の落下事故 

   再処理施設は，Ｆ－16等が再処理施設に衝突した場合でも，鉄筋コン
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クリート版等の機体全体の衝突による全体的な破壊及びエンジンの衝

突による局部的な破壊（貫通及び裏面剥離）により安全上重要な施設

の安全機能が損なわれないよう，原則として建物全体を外壁及び屋根

により保護する設計とする。 

   これらを踏まえ，再処理施設のうち建物全体を外壁及び屋根により保

護する設計とする建物・構築物に対する航空機落下確率評価において

は，航空機落下評価ガイドの「有視界飛行方式民間航空機の落下事故」

の落下確率評価を参考とし，航空機の衝突による影響がＦ－16等と同

程度かそれ以下の航空機については，有視界飛行方式民間航空機の落

下確率を求める際に小型機に対して用いる１／10の係数を適用する。 

   係数を適用する場合の条件を以下に示す。 

 (ａ) 機体全体の衝突による全体的な破壊 

   全体的な破壊に用いる衝撃荷重の設定要素となる機体重量及び速度の

いずれもＦ－16等の防護設計条件を下回る場合は係数を適用する。 

 (ｂ) エンジンの衝突による局部的な破壊 

   局部的な破壊に用いる貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さの算定要素

となるエンジン重量及び速度のいずれもＦ－16等の防護設計条件を下

回る場合は係数を適用する。 

   評価対象とする航空機落下事故は，自衛隊機10回（うち８回が係数適

用）及び米軍機３回（うち２回が係数適用）となる。 

 

 (３) 標的面積の設定 

   再処理施設は，使用済燃料の受入れ・貯蔵，前処理，分離，精製等の

工程ごとに安全機能が独立して複数の建屋で構成されていることから，

追加の防護設計の要否判断は工程単位で行う。具体的には，前処理建
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屋等の安全上重要な施設を収納する建屋ごとに，当該建屋の面積及び

その施設の安全機能の維持に必要な施設（安全冷却水系冷却塔，非常

用電源建屋及び制御建屋等）の面積を合算したものを標的面積とする。 

   また，安全圧縮空気系，安全冷却水系，非常用所内電源系統，主排気

筒，安全保護回路及び安全上重要な計測制御系の安全上重要な施設に

係る建物・構築物間に敷設する配管，ダクト及びケーブルについては，

地下に位置する洞道内にあり，航空機落下の影響を受けるおそれがな

いことから標的面積には含めない。 

   工程単位で安全上重要な施設を収納する建屋及び安全機能の維持に必

要な施設の選定結果及び標的面積を第1.7.3－２表に示す。 

   第1.7.3－２表に示すとおり，ウラン・プルトニウム混合脱硝を対象

としたウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び安全機能の維持に必要

な施設の面積を合算した場合の0.043ｋｍ２が最大の標的面積となる。

そのうち，建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする建物・

構築物については，１／10の係数を適用して評価し，標的面積は0.031

ｋｍ２となる。一方，建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とし

ない建物・構築物については，１／10の係数を適用せずに評価し，標

的面積は0.012ｋｍ２となる。 

 

 (４) 落下確率の評価方法 

   「計器飛行方式民間航空機」及び「自衛隊機又は米軍機」の航空機落

下確率の評価式を以下に示す。 

ａ．計器飛行方式民間航空機 

Ｐｃ＝ 
ｆＣ×ＮＣ×Ａ 

Ｗ 
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    ＰＣ：再処理施設への巡航中の航空機落下確率（回／年） 

    ＮＣ：評価対象とする直行経路の年間飛行回数（飛行回／年） 

    Ａ：再処理施設の標的面積（ｋｍ２） 

    Ｗ：航空路幅（ｋｍ） 

    ｆｃ＝ＧＣ／ＨＣ：単位飛行距離当たりの巡航中の落下事故率 

（回／（飛行回・ｋｍ）） 

    ＧＣ：巡航中事故件数（回） 

    ＨＣ：延べ飛行距離（飛行回・ｋｍ） 

 

ｂ．自衛隊機又は米軍機 

ＰＳＯＸ＝ＰＳＯ１＋ＰＳＯ２ 

    ＰＳＯＸ：訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設へ

の航空機落下確率（回／年） 

    ＰＳＯ１：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする再処理

施設への訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の航空

機落下確率（回／年） 

    ＰＳＯ２：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としない再処

理施設への訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の航

空機落下確率（回／年） 

 

ＰＳＯ１＝（ 
ｆＳＯ１ 

×Ａ１×α)＋（ 
ｆＳＯ２ 

×Ａ１） ＳＯ ＳＯ 

 

     ｆＳＯ１：係数を適用する航空機による単位年当たりの訓練空域外

落下事故率（回／年） 
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     ｆＳＯ２：係数を適用しない航空機による単位年当たりの訓練空域

外落下事故率（回／年） 

     ＳＯ：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積

（ｋｍ２） 

     Ａ１：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする再処理

施設の標的面積（ｋｍ２） 

      α：航空機の衝突による影響がＦ－16 等と同程度かそれ以下

の航空機に対する係数 

 

ＰＳＯ２＝（ 
ｆＳＯ１＋ｆＳＯ２ 

×Ａ２ ） ＳＯ 

 

     ｆＳＯ１：係数を適用する航空機による単位年当たりの訓練空域外

落下事故率（回／年） 

     ｆＳＯ２：係数を適用しない航空機による単位年当たりの訓練空域

外落下事故率（回／年） 

     ＳＯ：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積

（ｋｍ２） 

     Ａ２：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としない再処

理施設の標的面積（ｋｍ２） 

 

 (５) 再処理施設への航空機落下確率 

   再処理施設への航空機落下確率は，「計器飛行方式民間航空機」及び

「自衛隊機又は米軍機」の航空機落下確率の総和とする。 

   最大の標的面積となるウラン・プルトニウム混合脱硝のウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び安全機能の維持に必要な施設を対象とした
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場合，計器飛行方式民間航空機の航空機落下確率は2.3×10－1 0 

（回／年），自衛隊機又は米軍機の航空機落下確率は4.5×10－８ 

（回／年），航空機落下確率の総和は，4.6×10－８（回／年）となり，

防護設計の判断基準である10－７（回／年）を超えないことから，追加

の防護設計は必要ない。 

   なお，全ての安全上重要な施設を収納する建屋及び安全機能の維持に

必要な施設の面積を合算した場合の航空機落下確率の総和は，8.8× 

10－８（回／年）となる。 

   工程単位の航空機落下確率を第1.7.3－３表に示す。 
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第 1.7.3－１表 防護設計を行う建物・構築物及び防護方法 

 

 

 

 

 

 

防護設計を行う建物・構築物 防 護 方 法 

使用済燃料輸送容器管理建屋 
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫

を壁等により防護する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

前処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

分離建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

精製建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン脱硝建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン酸化物貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 
貯蔵区域及び受入れ室を壁等により保護す

る。 

低レベル廃液処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

低レベル廃棄物処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

制御建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

分析建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

非常用電源建屋 
電気室を壁等により保護する。第２非常用

ディーゼル発電機は分離配置を行う。 

冷却水設備の安全冷却水系 分離配置を行う。 
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（つづき） 

防護設計を行う建物・構築物 防 護 方 法 

洞 道  

・分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋を接続する

洞道 

・洞道を堅固な構造とする。 

・分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，低レベル廃液処理建屋，

低レベル廃棄物処理建屋及び分析建屋を接続する洞

道のうち，低レベル廃液処理建屋に接続する東側の

洞道並びにウラン脱硝建屋及びウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋に接続する洞道を除く部分 

・洞道を堅固な構造とする。 

・精製建屋とウラン脱硝建屋を接続する洞道 ・洞道を堅固な構造とする。 

・精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を接

続する洞道 

・洞道を堅固な構造とする。 

・ウラン脱硝建屋とウラン酸化物貯蔵建屋を接続する

洞道 

・洞道を堅固な構造とする。 

・高レベル廃液ガラス固化建屋と第１ガラス固化体貯

蔵建屋を接続する洞道 

・洞道を堅固な構造とする。 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と冷却水設備の安全冷

却水系を接続する洞道 

・分離配置を行う。 

・前処理建屋，分離建屋，精製建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，制御建屋，非常用電源建屋，冷却水設備の安全

冷却水系，主排気筒及び主排気筒管理建屋を接続す

る洞道のうち，安全上重要な施設としての排気ダク

ト又は主排気筒の排気筒モニタに接続する非常用所

内電源ケーブルのみを収納する洞道を除く部分 

・冷却水設備の安全冷却水系に接続する部

分は分離配置し，その他は洞道を堅固な

構造とする。 
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第 1.7.3－２表 安全上重要な施設を収納する建屋及び安全機能の維持に 

必要な施設並びに標的面積 

工 程 
上段：安全上重要な施設を収納する建屋※４ 標的面積※１ 

Ａ 
（ｋｍ２） 下段：安全機能の維持に必要な施設※４ 

使用済燃料の受入
れ・貯蔵 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋  0.016 
A1:0.010 
A2:0.006 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

前処理 

前処理建屋 

0.039 
A1:0.027 
A2:0.012 

LPG ボンベユニット(前処理建屋)，地上部安全冷却水系配管等（前処理
建屋）※２，分離建屋※５，地上部ダクト(分離建屋) ※２，精製建屋※５，地
上部ダクト(精製建屋)，高レベル廃液ガラス固化建屋※５，地上部ダクト
(高レベル廃液ガラス固化建屋) ※２，制御建屋，非常用電源建屋，再処
理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２，第２非常用ディーゼル発
電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２，主排気筒※２※３ 

分離 

分離建屋 

0.039 
A1:0.027 
A2:0.012 

前処理建屋，LPG ボンベユニット(前処理建屋)，地上部安全冷却水系配
管等（前処理建屋）※２，地上部ダクト(分離建屋) ※２，精製建屋※５，地
上部ダクト(精製建屋) ※２，高レベル廃液ガラス固化建屋※５，地上部ダ
クト(高レベル廃液ガラス固化建屋) ※２，制御建屋，非常用電源建屋，
再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２，第２非常用ディーゼ
ル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２，主排気筒※２※３ 

精製 

精製建屋  

0.039 
A1:0.027 
A2:0.012 

前処理建屋，地上部安全冷却水系配管等（前処理建屋）※２，分離建屋※

５，地上部ダクト(分離建屋) ※２，地上部ダクト(精製建屋) ※２，高レベ
ル廃液ガラス固化建屋※５，地上部ダクト(高レベル廃液ガラス固化建屋) 
※２，制御建屋，非常用電源建屋，再処理設備本体用 安全冷却水系冷却
塔Ａ，Ｂ※２，第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，
Ｂ※２，主排気筒※２※３ 

ウラン脱硝 
ウラン脱硝建屋 0.005 

A1:0.005 
A2: －  制御建屋 

ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

0.043 
A1:0.031 
A2:0.012 

前処理建屋，地上部安全冷却水系配管等（前処理建屋）※２，分離建屋※

５，地上部ダクト(分離建屋) ※２，精製建屋※５，地上部ダクト(精製建
屋) ※２，高レベル廃液ガラス固化建屋※５，地上部ダクト(高レベル廃液
ガラス固化建屋) ※２，制御建屋，非常用電源建屋，再処理設備本体用 
安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２，第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷
却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２，主排気筒※２※３ 

ウラン酸化物貯蔵 
ウラン酸化物貯蔵建屋 0.003 

A1:0.003 
A2: － 該当なし 

ウラン・プルトニウ
ム混合酸化物貯蔵 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 0.012 
A1:0.007 
A2:0.005 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，非常用電源建屋，第２非常用ディ
ーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２ 

高レベル廃液ガラス
固化 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

0.039 
A1:0.027 
A2:0.012 

前処理建屋，LPG ボンベユニット(前処理建屋) ※２，地上部安全冷却水系
配管等（前処理建屋）※２，分離建屋※５，地上部ダクト(分離建屋) ※２，
精製建屋※５，地上部ダクト(精製建屋) ※２，地上部ダクト(高レベル廃液
ガラス固化建屋) ※２，制御建屋，非常用電源建屋，再処理設備本体用 
安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２，第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷
却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２，主排気筒※２※３ 

ガラス固化体貯蔵 
第１ガラス固化体貯蔵建屋 0.006 

A1: －   
A2:0.006 該当なし 

チャンネル ボック
ス・バーナブル ポイ
ズン処理 

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋 0.004 

A1:0.004 

A2: －   該当なし 
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（つづき） 

工 程 
上段：安全上重要な施設を収納する建屋※４ 標的面積※１ 

Ａ 
（ｋｍ２） 下段：安全機能の維持に必要な施設※４ 

ハル・エンド ピース
貯蔵 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋 0.003 
A1:0.003 
A2: －   該当なし 

分析 
分析建屋 0.005 

A1:0.005 
A2: －   該当なし 

制御建屋※６ 
該当なし 0.008 

A1:0.003 
A2:0.005 

非常用電源建屋，第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔
Ａ，Ｂ※２ 

非常用電源建屋※６ 
該当なし 0.005 

A1: －   
A2:0.005 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２ 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔

Ａ※６ 

該当なし 0.013 
A1:0.010 
A2:0.003 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔

Ｂ※６ 

該当なし 0.014 
A1:0.010 
A2:0.004 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

再処理設備本体用 

安全冷却水系冷却塔

Ａ※６ 

該当なし 0.012 
A1:0.006 
A2:0.006 

前処理建屋，地上部安全冷却水系配管等（前処理建屋）※２，非常用電源
建屋，第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２ 

再処理設備本体用 

安全冷却水系冷却塔

Ｂ※６ 

該当なし 0.006 
A1: － 
A2:0.006 

非常用電源建屋，第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔
Ａ，Ｂ※２ 

第２非常用ディーゼ

ル発電機用安全冷却

水系冷却塔Ａ※６ 

該当なし 0.003 
A1: － 
A2:0.003 非常用電源建屋 

第２非常用ディーゼ

ル発電機用安全冷却

水系冷却塔Ｂ※６ 

該当なし 0.003 
A1: － 
A2:0.003 非常用電源建屋 

主排気筒※６ 

該当なし 
0.022 

A1:0.018 
A2:0.004 

分離建屋※５，地上部ダクト(分離建屋) ※２，精製建屋※５，地上部ダクト
(精製建屋) ※２，高レベル廃液ガラス固化建屋※５，地上部ダクト(高レベ
ル廃液ガラス固化建屋) ※２ 

※１ A1：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする建物・構築物の面積 

   A2：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としない建物・構築物の面積 

※２ 竜巻防護対策設備を含む。 

※３ 主排気筒管理建屋及び地上部ダクトを含む。 

※４ 建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としない建物・構築物を斜体で示す。 

※５ 地上部ダクトの支持構造物となる建物・構築物 

※６ 前処理，分離等の工程の安全機能の維持に必要な以下の施設について，それぞれの安全

機能の維持に必要な施設の面積を合算した標的面積を示す。 

  ・制御建屋，非常用電源建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷

却塔Ａ，Ｂ，再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，第２非常用ディーゼル発

電機用安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，主排気筒 
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第 1.7.3－１図 Ｆ－16の出現頻度 
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第 1.7.3－２図 衝撃荷重曲線 
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第 1.7.3－３図 Ｆ－４ＥＪ改の出現頻度 

      （Ｆ－１の観測結果に基づき算定） 
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1.7.4 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の使用に対する考慮 

  使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の安全設計の方針並びに範囲

を以下に示す。 
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1.7.4.1 安全設計の方針 

  使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設は，再処理設備本体の運転開

始に先立ち使用する場合においても安全機能が確保でき，後続する施設

の工事施工により安全機能を損なうことがないよう下記の方針に基づき

設計を行う。 

 (１) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設は原則として専用の施設と

して設置する。 

   なお，再処理設備本体の運転開始時に監視信号の伝送及び廃液の

移送等のため，ケーブル及び配管等の接続が必要な設備は，予備的

措置を施す。 

 (２) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設は，原則として使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設を収納する建物（使用済燃料輸送容器管理

建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理

建屋）に設置する。 

 (３) 再処理設備本体の運転開始に先立ち使用済燃料の受入れ及び貯蔵の

ために使用する施設は，後続する施設の工事施工との干渉が原則とし

て少ない配置とし，取合い工事のために予備的措置を施す。 

 (４) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を収納する建物及び洞道等

は，後続する建物及び洞道等の工事施工との干渉が原則として少ない

配置とし，取合い工事のために予備的措置を施す。 

 (５) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を収納する建物及び洞道等

は，後続する建物及び洞道との接続工事施工により，閉じ込め機能及

び遮蔽機能が損なわれないように予備的措置を施す。 
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1.7.4.2 主要な使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設 

  主要な使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設，配置及び工事上後続

する施設との取合いを第1.7.4－１表に示す。 
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第 1.7.4－１表 主要な使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設 

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設 
配    置 工事上後続する設備との取合い 

   施   設    主 要 設 備 

使用済燃料の受入れ 
施設及び貯蔵施設 

使用済燃料収納使用済燃料輸 
送容器保管庫 

使用済燃料輸送容器管理建屋 
 

なし 
 

 空使用済燃料輸送容器保管庫 使用済燃料輸送容器管理建屋 なし 

 
使用済燃料輸送容器管理建屋 
天井クレーン 

使用済燃料輸送容器管理建屋 
 

なし 
 

 使用済燃料輸送容器移送台車 使用済燃料輸送容器管理建屋 なし 

 保守室天井クレーン(注３) 使用済燃料輸送容器管理建屋 なし 

 除染移送台車(注３) 使用済燃料輸送容器管理建屋 なし 

 除染室天井クレーン(注３) 使用済燃料輸送容器管理建屋 なし 

 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 
天井クレーン 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 
 

なし 
 

 燃料取出しピット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 燃料仮置きピット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 燃料仮置きラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 燃料取出し装置 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 防染バケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 燃料貯蔵プール 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 燃料移送水中台車 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 燃料取扱装置 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 燃料送出しピット 
 
 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 
 
 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋               
（燃料送出しピット上部）と前 
処理建屋の接続 

 

 

 バスケット仮置き架台 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 バスケット(注１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 プール水冷却系熱交換器 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 プール水冷却系ポンプ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 プール水浄化系ろ過装置 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 プール水浄化系脱塩装置 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 プール水浄化系ポンプ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 
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使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設 
配    置 工事上後続する設備との取合い 

   施   設    主 要 設 備 

 使用済燃料の受入れ 
補給水槽 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 施設及び貯蔵施設 

     （つづき） 補給水設備ポンプ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 計測制御系統施設 使用済燃料の受入れ施設及び 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 信号伝送用ケーブルの接続 

 貯蔵施設の計測制御系 等  

        (注１)(注２)   

 気体廃棄物の廃棄施設の計測 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 信号伝送用ケーブルの接続 

 制御系(注１)(注２) 等  

 液体廃棄物の廃棄施設の計測 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 信号伝送用ケーブルの接続 

 制御系(注１)(注２) 等  

 固体廃棄物の廃棄施設の計測 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 信号伝送用ケーブルの接続 

 制御系(注１) 等  

 使用済燃料の受入れ施設及び 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 信号伝送用ケーブルの接続 

 貯蔵施設の制御室   

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋  なし 

 制御室換気設備   

 (1)制御室フィルタユニット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋  

 (2)制御室送風機 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 気体廃棄物の廃棄 使用済燃料輸送容器管理建屋  なし 

 施設 換気設備 使用済燃料輸送容器管理建屋  

  換気設備 (1)建屋送風機(注３)   

 (2)建屋排気フィルタユニッ 使用済燃料輸送容器管理建屋 なし 

  ト(注３)   

 (3)建屋排風機(注３) 使用済燃料輸送容器管理建屋 なし 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 使用済燃料受入れ・貯蔵管理 なし 

 換気設備 建屋  

 (1)建屋送風機   

 (2)建屋排気フィルタユニッ 使用済燃料受入れ・貯蔵管理 なし 

  ト 建屋  

 (3)建屋排風機 使用済燃料受入れ・貯蔵管理 なし 

  建屋  

 北換気筒   

 (1)使用済燃料輸送容器管理建 北換気筒 なし 

  屋換気筒(注３)   

 (2)使用済燃料受入れ・貯蔵建 北換気筒 なし 

  屋換気筒   

 

６－１－391



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設 
配    置 工事上後続する設備との取合い 

   施   設    主 要 設 備 

 液体廃棄物の廃棄 
 施設 
  低レベル廃液処理 
  設備 

使用済燃料の受入れ施設及び   

貯蔵施設廃液処理系   

(1)除染ピット(注３) 使用済燃料輸送容器管理建屋 なし 

(2)第１ろ過装置 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

(3)第２ろ過装置 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 (4)脱塩装置 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 (5)第５低レベル廃液蒸発缶 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 低レベル廃液移送配管の接続 

 (6)第６低レベル廃液蒸発缶 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

              (注３)   

 (7)低レベル濃縮廃液貯槽 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

      (注１) (注２)   

 (8)洗濯廃液ろ過装置 使用済燃料受入れ・貯蔵管理 低レベル廃液移送配管の接続 

  建屋  

 海洋放出管理系   

 (1)第２放出前貯槽 使用済燃料受入れ・貯蔵管理 なし 

  建屋  

 (2)第２海洋放出ポンプ 使用済燃料受入れ・貯蔵管理 なし 

  建屋  

 (3)海洋放出管 敷地内及び敷地東側汀線から 第１海洋放出ポンプから導かれ 

  ３㎞の海域 る海洋放出管との接続及び第２ 

   海洋放出ポンプから導かれる部 

   分の切り離し 

固体廃棄物の廃棄 
施設 
  低レベル固体廃棄 
物処理設備 

低レベル濃縮廃液処理系   

  固化装置(注３) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

  低レベル固体廃棄 
物貯蔵設備 

廃樹脂貯蔵系   

  廃樹脂貯槽(注１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

   

第１低レベル廃棄物貯蔵系 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 なし 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

 低レベル廃棄物貯蔵系   

 第２低レベル廃棄物貯蔵系の 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 なし 

 第１貯蔵系   

 第４低レベル廃棄物貯蔵系 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 なし 

 放射線管理施設 出入管理関係設備(注１) 使用済燃料受入れ・貯蔵管理 なし 

  建屋等  

 試料分析関係設備(注１) 使用済燃料受入れ・貯蔵管理 なし 

  建屋  

 放射線監視設備(注１)(注２) 使用済燃料受入れ・貯蔵管理 放射線監視データ伝送用ケーブ 

  建屋 ルの接続 

  第２低レベル廃棄物貯蔵建屋  

  等  

 

（つづき） 
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使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設 
配    置 工事上後続する設備との取合い 

   施   設    主 要 設 備 

その他再処理設備 
 の附属施設 
  電気設備 

154ｋＶ 母線 開閉所 なし 

遮断器 開閉所 なし 

受電変圧器 ユーティリティ建屋 なし 

所内高圧系統(注1) ユーティリティ建屋 6.9ｋＶ常用主母線の接続等 

第１非常用ディーゼル発電機 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

直流電源設備 (注1) (注2) 使用済燃料輸送容器管理建屋 なし 

 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

等 
 

計測制御用交流電源設備 使用済燃料輸送容器管理建屋 なし 

       (注１) (注２) 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

等 

 

通信連絡設備 (注１) (注２) 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

事務建屋（再処理施設緊急時

対策所）等 

通信用ケーブルの接続 

信号伝送用ケーブルの接続 

  圧縮空気設備 
一般圧縮空気系 (注１) (注

２) 
ユーティリティ建屋 圧縮空気用配管の接続 

  使用済燃料輸送容器管理建屋  

  給水処理設備 純水装置 ユーティリティ建屋 なし 

 純水貯槽 ユーティリティ建屋 純水供給配管の接続 

  冷却水設備 安全冷却水系 (注１) 使用済燃料輸送容器管理建屋 冷却水配管の接続 

  東側及び使用済燃料受入れ・  

  貯蔵建屋西側  

 一般冷却水系 (注３) 使用済燃料輸送容器管理建屋 なし 

  蒸気供給設備 ボイラ (注１) ボイラ建屋 蒸気供給配管の接続 

    

    

  分析設備 分析試料採取装置 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

      (注１) (注２) 等  

 分析装置 (注１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なし 

  等  

  火災防護設備 火災検出装置 (注１) (注２) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 信号伝送用ケーブルの接続 

  
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

等 
 

 消火装置 (消火ポンプ) ユーティリティ建屋 消火水供給配管の接続 

           (注１)   

  緊急時対策所 通信連絡設備(注４) 緊急時対策建屋 通信用ケーブルの接続 

   信号伝送用ケーブルの接続 

  溢水防護設備 堰，防水扉(注１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

等 

なし 

  竜巻防護対策設備 飛来物防護ネット(注１) 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設用 安全冷却水系冷

却塔Ａ，Ｂ 

なし 

(注１)：本設備の一部が，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な設備に該当する。 

(注２)：本設備の一部が，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に伴う設備に該当する。 

(注３)：本設備が，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に伴う設備に該当する。 

(注４)：本設備は，その他再処理設備の附属施設の電気設備の主要設備である。 

（つづき） 
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1.7.5 セル及びグローブボックスに関する設計 

  再処理施設は，プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル廃液を

内包する系統及び機器をセル及びグローブボックスに収納する設計とする。 

セル及びグローブボックスは，閉じ込め機能，臨界安全，遮蔽機能，耐

震性等を考慮し以下の方針に基づき設計する。 

(１) 液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル及びグロ

ーブボックスは，液体状の放射性物質が漏えいした場合に，セル及び

グローブボックスの外に漏えいが拡大することを防止するために，ス

テンレス鋼製の漏えい液受皿を設置するとともに，漏えいを検知する

ための漏えい検知装置を設置し，漏えいの拡大を防止する。 

また，セル及びグローブボックスにおいて，万一液体状の放射性物

質が漏えいした場合は，漏えいした液を安全に移送及び処理できる設

計とする。漏えいした液は，スチームジェットポンプ，ポンプ又は重

力流により漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送する。移

送先は，臨界安全，漏えいした液の沸騰防止等を考慮して設計する。 

(２) 漏えいした液の発熱量が大きく，漏えいした液の沸騰のおそれがある

か，又は有機溶媒を含む漏えいした液がｎ－ドデカンの引火点を超え

るおそれのあるセル及びグローブボックスについては，漏えいを確実

に検知するために，漏えい検知装置を多重化し，万一外部電源が喪失

した場合でも漏えいした液を確実に移送するために，スチームジェッ

トポンプを使用する場合の蒸気は，その他再処理設備の附属施設の安

全蒸気系に，ポンプを使用する場合の電源は，非常用所内電源系統に

接続する設計とする。また，ポンプは，多重化するか，万一故障して

も漏えいした液が沸騰に至る前に修理又は交換ができる設計とする。 

(３) セルは，気体廃棄物の廃棄施設のセル排気系に接続することにより，
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また，グローブボックスは，グローブボックス排気系に接続すること

により適切に負圧に維持する設計とする。 

(４) 精製施設のプルトニウム精製設備及び脱硝施設のウラン・プルトニウ

ム混合脱硝設備には，通常の運転状態において硝酸プルトニウム並び

に硝酸プルトニウム及び硝酸ウラニルの混合溶液の無限体系の未臨界

濃度以上のプルトニウムを含む溶液を内包する機器から，万一漏えい

が発生した場合でも臨界とならない漏えい液受皿を設ける設計とする。 

また，連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプル

トニウムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検知装

置を臨界安全管理の観点から多重化し，万一漏えいした場合には，漏

えいを確実に検知し移送する設計とする。 

(５) セルは，コンクリート，鉛等による遮蔽機能を有する設計とする。

グローブボックスは，必要に応じて鉛等による遮蔽機能を有する設計

とする。 

(６) セル及びグローブボックスは，耐震設計上の重要度分類に応じた設計

地震力に対し十分な耐震性を有する設計とする。 

(７) 将来機器を設置するためのセル（以下「予備セル」という。）には，

機器を設置する場合に，取り合い工事が可能なように放射性物質を移

送する配管，冷却水配管等を設置する予備的措置を講ずる設計とする。 

放射性物質を移送する配管，冷却水配管，蒸気配管，圧縮空気配管，

計測制御用の配管等は，セル内まで設置し閉止する設計とする。 

予備セルは，遮蔽機能及び耐震設計上の重要度分類に応じた設計地震

力に対し十分な耐震性を有する設計とする。 

予備セルは，気体廃棄物の廃棄施設のセル排気系に接続する設計とす

る。 
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(８) 安全上重要な系統及び機器を収納するセル並びに可燃物を取り扱うセ

ルには，取り扱う可燃物の量を考慮し火災検出装置を設置する。また，

安全上重要な系統及び機器を収納し，かつ，火災の発生のおそれのあ

るセルには，固定式消火設備を設置する。 

なお，固定式消火設備を設置するセルのうち，臨界安全管理の対象

機器を収納するセルには，ガス消火設備を設置する。 

セルの耐火壁を貫通する換気系の給気側ダクトには防火ダンパを設置

し，火災発生時には防火ダンパを閉止し火災の拡大を防止する。 

核燃料物質を取り扱うグローブボックス等は，可能な限り不燃性材料

又は難燃性材料を使用する設計とする。 

セル及びグローブボックスに収納する主要機器を第1.7.5－１表に示

す。 

なお，第1.7.5－１表中の「○」は，安全上重要な施設を示す。 

また，臨界安全管理の対象となる漏えい液受皿を設けるセルを第

1.7.5－２表に示し，予備セルを第1.7.5－３表に示す。 
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第 1.7.5－１表 セル及びグローブ ボックス 

建 

セル，グローブ ボックス 

  

主 要 機 器 屋 安全上重要

な施設 

 

名 数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前

処

理

建

屋

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 燃料供給セル  2  燃料横転クレーン 

 燃料横転クレーン保守セル  2  

 せん断セル ○ 2  せん断機 

 せん断機・溶解槽保守セル  2  

 溶解槽セル ○ 2  溶解槽 

    第１よう素追出し槽 

    第２よう素追出し槽 

    中間ポット 

    エンド ピース酸洗浄槽 

    エンド ピース水洗浄槽 

    ハル洗浄槽 

 硝酸調整槽セル  2  硝酸調整槽 

 中継槽セル ○ 2  中継槽 

 清澄機セル ○ 2  清澄機 

    不溶解残渣回収槽 

    リサイクル槽 

    計量前中間貯槽 

 計量・調整槽セル ○ 1  計量・調整槽 

    計量補助槽 

 計量後中間貯槽セル ○ 1  計量後中間貯槽 

 ＮＯｘ吸収塔第１セル  1  硝酸供給槽 

    〔せん断処理・溶解廃ガス 

    処理設備〕 

     凝縮器 

     ＮＯｘ吸収塔 

     よう素追出し塔 

    〔塔槽類廃ガス処理設備〕 

     凝縮器 

     デミスタ 

     廃ガス洗浄塔 

     極低レベル廃ガス洗浄塔 

 ＮＯｘ吸収塔第２セル ○ 1  硝酸供給槽 

 (注1)   〔せん断処理・溶解廃ガス 

    処理設備〕 

     凝縮器 

     ＮＯｘ吸収塔 

     よう素追出し塔 
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(つづき） 
 
建 

セル，グローブ ボックス 

   

屋 安全上重要

な施設 

 主 要 機 器 

名 数  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

前

処

理

建

屋

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 塔槽類廃ガス処理セル  1  〔塔槽類廃ガス処理設備〕 

     高性能粒子フィルタ 

 塔槽類廃ガスよう素フィル  1  〔塔槽類廃ガス処理設備〕 

 タセル     よう素フィルタ 

 せん断処理・溶解廃ガス  3  〔せん断処理・溶解廃ガス 

 処理セル    処理設備〕 

     ミスト フィルタ 

     加熱器 

     高性能粒子フィルタ 

     よう素フィルタ 

 放射性配管分岐第１セル ○ 1  

 放射性配管分岐第２セル ○ 1  

 放射性配管分岐第３セル ○ 1  

 放射性配管分岐第４セル ○ 1  

  グローブ ボックス  2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分

離

建

屋

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 溶解液中間貯槽セル ○ 1  溶解液中間貯槽 

 溶解液供給槽セル ○ 1  溶解液供給槽 

 抽出塔セル ○ 1  抽出塔 

    第１洗浄塔 

    ＴＢＰ洗浄塔 

 分配塔セル ○ 1  第２洗浄塔 

    プルトニウム分配塔 

    ウラン洗浄塔 

 プルトニウム洗浄器セル ○ 1  補助抽出器 

    ＴＢＰ洗浄器 

    プルトニウム洗浄器 

    プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器 

    ウラン逆抽出器 

    ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器 

 抽出廃液受槽セル ○ 1  抽出廃液受槽 

    抽出廃液中間貯槽 

    補助抽出廃液受槽 

 抽出廃液供給槽セル ○ 1  抽出廃液供給槽 

 プルトニウム溶液中間 ○ 1  プルトニウム溶液中間貯槽 

 貯槽セル    プルトニウム溶液受槽 

 ウラン濃縮缶供給槽セル  1  ウラン濃縮缶供給槽 
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(つづき） 

建     

屋 セル，グローブ ボックス 安全上重要

な施設 

 主 要 機 器 

名  数  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分

離

建

屋
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ウラン濃縮缶セル  1  ウラン濃縮缶 

 ウラン濃縮液受槽セル  1  ウラン濃縮液受槽 

 ウラン濃縮缶凝縮液受槽  1  ウラン濃縮缶凝縮液受槽 

 セル    

 分離建屋一時貯留処理槽 ○ 1  第１一時貯留処理槽 

 第１セル    第２一時貯留処理槽 

    第５一時貯留処理槽 

    第６一時貯留処理槽 

    第８一時貯留処理槽 

 分離建屋一時貯留処理槽 ○ 1  第３一時貯留処理槽 

 第２セル    第４一時貯留処理槽 

 分離建屋一時貯留処理槽 ○ 1  第７一時貯留処理槽 

 第３セル    第９一時貯留処理槽 

 分離建屋一時貯留処理槽  1  第10一時貯留処理槽 

 第４セル    

 第１酸回収供給槽セル  1  回収硝酸受槽 

    第１供給槽 

    第２供給槽 

 第１酸回収蒸発缶セル  1  蒸発缶 

 第１酸回収精留塔セル  1  精留塔 

 溶媒洗浄器セル  1  第１洗浄器（分離・分配系） 

    第２洗浄器（分離・分配系） 

    第３洗浄器（分離・分配系） 

 高レベル廃液供給槽セル ○ 1  高レベル廃液供給槽 

 高レベル廃液濃縮缶セル ○ 2  高レベル廃液濃縮缶 

 高レベル廃液濃縮缶凝縮器  2  高レベル廃液濃縮缶凝縮器 

 セル    

 減衰器セル  1  減衰器 

 アルカリ廃液供給槽セル  1  アルカリ廃液供給槽 

 アルカリ廃液濃縮缶セル  1  アルカリ廃液濃縮缶 

 アルカリ廃液濃縮缶凝縮器  1  アルカリ廃液濃縮缶凝縮器 

 セル    
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(つづき） 

建     

屋 セル，グローブ ボックス 安全上重要

な施設 

 主 要 機 器 

名  数  

分 

離 

建 

屋 

 塔槽類廃ガス洗浄塔セル  1  〔塔槽類廃ガス処理設備〕 

     凝縮器 

     デミスタ 

     廃ガス洗浄塔 

     極低レベル廃ガス洗浄塔 

 塔槽類廃ガス処理セル  1  〔塔槽類廃ガス処理設備〕 

     高性能粒子フィルタ 

 放射性配管分岐第１セル ○ 1  

 放射性配管分岐第２セル ○ 1  

  グローブ ボックス  6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

精

製

建

屋

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ウラン溶液供給槽セル  1  ウラン溶液供給槽 

 ウラン精製器セル  1  抽出器 

    核分裂生成物洗浄器 

    逆抽出器 

    抽出廃液ＴＢＰ洗浄器 

    ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器 

 ウラン濃縮缶セル  1  ウラン濃縮缶 

 ウラン濃縮缶供給槽セル  1  ウラン濃縮缶供給槽 

    ウラン濃縮液第１受槽 

 リサイクル槽セル  1  リサイクル槽 

 プルトニウム溶液供給槽 ○ 1  プルトニウム溶液供給槽 

 セル    

 プルトニウム精製塔セル ○ 1  第１酸化塔 

    第２酸化塔 

    第１脱ガス塔 

    第２脱ガス塔 

    抽出塔 

    ＴＢＰ洗浄塔 

    核分裂生成物洗浄塔 

    ウラン洗浄塔 

    逆抽出塔 

 抽出廃液中間貯槽セル  1  抽出廃液受槽 

    抽出廃液中間貯槽 

 ウラン逆抽出器セル(注2)  1  ウラン逆抽出器 

    逆抽出液ＴＢＰ洗浄器 

 プルトニウム洗浄器セル(注2) ○ 1  ＴＢＰ洗浄器 

    プルトニウム洗浄器 

 油水分離槽セル ○ 1  油水分離槽 
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（つづき） 
 

建     

屋  セル，グローブ ボックス 安全上重要

な施設 

 主 要 機 器 

名  数  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

精

製

建

屋

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 プルトニウム濃縮缶供給槽 ○ 1  プルトニウム溶液受槽 

 セル    プルトニウム濃縮缶供給槽 

 プルトニウム濃縮缶セル ○ 1  プルトニウム濃縮缶 

 プルトニウム溶液一時貯槽 ○ 1  プルトニウム溶液一時貯槽 

 セル    

 凝縮液受槽セル  1  凝縮液受槽 

    低濃度プルトニウム溶液受槽 

 プルトニウム濃縮液受槽 ○ 1  プルトニウム濃縮液受槽 

 セル    リサイクル槽 

 プルトニウム濃縮液 ○ 1  プルトニウム濃縮液一時貯槽 

   一時貯槽セル    希釈槽 

 プルトニウム濃縮液計量槽 ○ 1  プルトニウム濃縮液計量槽 

 セル    プルトニウム濃縮液中間貯槽 

 精製建屋一時貯留処理槽 ○ 1  第１一時貯留処理槽 

 第１セル    第２一時貯留処理槽 

    第３一時貯留処理槽 

    第４一時貯留処理槽 

    第５一時貯留処理槽 

    逆抽出液受槽 

 精製建屋一時貯留処理槽 ○ 1  第７一時貯留処理槽 

 第２セル    

 精製建屋一時貯留処理槽  1  第８一時貯留処理槽 

 第３セル    第９一時貯留処理槽 

 第２酸回収供給槽セル  1  供給槽 

 第２酸回収蒸発缶セル  1  蒸発缶 

 第２酸回収精留塔セル  1  精留塔 

 第２酸回収回収硝酸受槽  1  回収硝酸受槽 

 セル    

 溶媒洗浄器第１セル(注2)  1  第１洗浄器（プルトニウム精製系） 

    第２洗浄器（プルトニウム精製系） 

 溶媒洗浄器第２セル(注2)  1  第３洗浄器（プルトニウム精製系） 

 溶媒洗浄器第３セル  1  油水分離槽（第２酸回収系） 

    第１洗浄器（ウラン精製系） 

    第２洗浄器（ウラン精製系） 

    第３洗浄器（ウラン精製系） 
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（つづき） 

建     

屋 セル，グローブ ボックス 安全上重要

な施設 

 主 要 機 器 

名  数  

精 
 

 

製 
 

 

建 
 

 

屋 

 溶媒供給槽セル  1  溶媒供給槽 

    廃有機溶媒残渣中間貯槽 

 溶媒蒸発缶セル  1  第１蒸発缶 

    第２蒸発缶 

 回収溶媒第３貯槽セル  1  回収溶媒第３貯槽 

 プルトニウム系塔槽類廃ガ ○ 1  〔塔槽類廃ガス処理設備〕 

 ス洗浄塔セル (注1)    ＮＯｘ廃ガス洗浄塔 

     廃ガス洗浄塔 

     凝縮器 

     デミスタ 

 プルトニウム系塔槽類廃ガ  1  〔塔槽類廃ガス処理設備〕 

 ス処理セル     高性能粒子フィルタ 

 ウラン系塔槽類廃ガス  1  〔塔槽類廃ガス処理設備〕 

 洗浄塔セル     廃ガス洗浄塔 

     凝縮器 

     デミスタ 

 ウラン系塔槽類廃ガス処理  1  〔塔槽類廃ガス処理設備〕 

 セル     高性能粒子フィルタ 

 放射性配管分岐第１セル ○ 1  補助油水分離槽 

 放射性配管分岐第２セル ○ 1  

 グローブ ボックス ○ 5  

  グローブ ボックス  2  
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（つづき） 
 

建     

屋 セル，グローブ ボックス 安全上重要

な施設 

 主 要 機 器 

名  数  

 
 
 
 
 

ウ

ラ

ン

･

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

混

合

脱

硝

建

屋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 硝酸プルトニウム貯槽セル ○ 1  硝酸プルトニウム貯槽 

 混合槽セル ○ 2  混合槽 

 一時貯槽セル ○ 1  一時貯槽 

 凝縮廃液受槽セル  2  凝縮廃液受槽 

 凝縮廃液貯槽セル  1  凝縮廃液貯槽 

 グローブ ボックス ○ 2  定量ポット 

 グローブ ボックス ○ 2  中間ポット 

    凝縮廃液ろ過器 

    脱硝装置 

 グローブ ボックス ○ 8  脱硝皿取扱装置 

 グローブ ボックス ○ 2  焙焼炉 

 グローブ ボックス ○ 2  還元炉 

 グローブ ボックス ○ 2  粉砕機 

    保管容器移動装置 

 グローブ ボックス ○ 2  保管ピット 

    保管昇降機 

 グローブ ボックス ○ 1  混合機 

 グローブ ボックス ○ 1  粉末充てん機 

 グローブ ボックス ○ 1  粉末缶払出装置 

 グローブ ボックス  1  〔塔槽類廃ガス処理設備〕 

     凝縮器 

 グローブ ボックス  3  〔塔槽類廃ガス処理設備〕 

     廃ガス洗浄塔 

 グローブ ボックス ○ 4  

  グローブ ボックス  14  

 
 分析設備のグローブ ボック

ス 
 

11   
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（つづき） 
 

建     

屋 セル，グローブ ボックス 安全上重要

な施設 

 主 要 機 器 

名  数  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高

レ

ベ

ル

廃

液

ガ

ラ

ス

固

化

建

屋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 高レベル濃縮廃液貯槽セル ○ 2  高レベル濃縮廃液貯槽 

 不溶解残渣廃液貯槽セル ○ 2  不溶解残渣廃液貯槽 

 アルカリ濃縮廃液貯槽セル  1  アルカリ濃縮廃液貯槽 

 高レベル廃液共用貯槽セル ○ 1  高レベル廃液共用貯槽 

 高レベル濃縮廃液一時貯槽 ○ 1  高レベル濃縮廃液一時貯槽 

 セル    

 不溶解残渣廃液一時貯槽 ○ 1  不溶解残渣廃液一時貯槽 

 セル    

 高レベル廃液混合槽セル ○ 2  高レベル廃液混合槽 

 アルカリ濃縮廃液中和槽セ  1  アルカリ濃縮廃液中和槽 

 ル    

 塔槽類廃ガス処理セル  6  〔塔槽類廃ガス処理設備〕 

     廃ガス洗浄塔 

     凝縮器 

     デミスタ 

     高性能粒子フィルタ 

     よう素フィルタ 

 放射性配管分岐セル ○ 1  

 供給槽セル ○ 2  供給液槽 

    供給槽 

 固化セル ○ 1 〔高レベル廃液ガラス固化設備〕 

      ガラス溶融炉 

     固化セル移送台車 

     溶接機 

    〔高レベル廃液ガラス固化 

    廃ガス処理設備〕 

     廃ガス洗浄器 

     ミスト フィルタ 

     ルテニウム吸着塔 

     高性能粒子フィルタ 

     加熱器 

     よう素フィルタ 
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（つづき） 
 

建     

屋 セル，グローブ ボックス 安全上重要

な施設 

 主 要 機 器 

名  数  

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋 

 廃ガス洗浄液槽セル  1  廃ガス洗浄液槽 

 廃ガス処理セル  1  〔高レベル廃液ガラス固化 

    廃ガス処理設備〕 

     吸収塔 

     凝縮器 

 固化セル換気処理セル  1  洗浄塔 

    凝縮器 

 分配器セル ○ 1  

 固体廃棄物除染セル  1  

分 

析 

建 

屋 

 分析済溶液受槽セル  1  分析済溶液受槽 

    分析済溶液供給槽 

 分析残液受槽セル  1  分析残液受槽 

    分析残液希釈槽 

    濃縮液受槽 

    濃縮液供給槽 

    抽出液受槽 

    抽出残液受槽 

 回収槽セル  1  回収槽 

    凝縮液受槽 

 分析セル  71   

 グローブ ボックス  81   

 操作ボックス  4   

 廃ガス洗浄塔セル  1  〔塔槽類廃ガス処理設備〕 

     廃ガス洗浄塔 

     凝縮器 

     デミスタ 

  (注１) プルトニウムを含む溶液の主要な流れを構成する配管を収納する。 

  (注２) 壁の一部を視認性を有するパネルで構成する。 
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第1.7.5－２表 臨界安全管理の対象となる漏えい液受皿を設けるセル 

建屋名 セ ル 

プルトニウム精製塔セル 

 精製建屋一時貯留処理槽第１セル 

 抽出廃液中間貯槽セル 

 プルトニウム洗浄器セル 

 油水分離槽セル 

 プルトニウム濃縮缶供給槽セル 

 精製建屋  プルトニウム溶液一時貯槽セル 

 プルトニウム濃縮缶セル 

 プルトニウム濃縮液受槽セル 

 プルトニウム濃縮液一時貯槽セル 

 プルトニウム濃縮液計量槽セル 

 放射性配管分岐第１セル 

 放射性配管分岐第２セル 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋

 硝酸プルトニウム貯槽セル 

 混合槽セル 

一時貯槽セル 

６－１－406



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.7.5－３表 予  備  セ  ル 

建屋名      予  備  セ  ル 

 分離建屋  抽出塔予備セル 

  ウラン濃縮缶予備セル 

  第１酸回収蒸発缶予備セル 

  第１酸回収精留塔予備セル 

  アルカリ廃液濃縮缶予備セル 

 精製建屋  ウラン濃縮缶予備セル 

  プルトニウム濃縮缶予備セル 

  第２酸回収蒸発缶予備セル 

  第２酸回収精留塔予備セル 
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1.7.6 放射性物質の移動に関する設計 

  再処理施設における放射性物質の工程内及び工程間の移動は，配管，容

 器等によるものとし，閉じ込め，臨界防止，遮蔽のための措置等適切な安

 全対策を講ずる設計とする。 

 (１) 気体状の放射性物質の移動は，配管又はダクトによるものとし，配管

  及びダクトは建物内に設置する設計とする。ただし，各建物の塔槽類廃

  ガス処理設備等で処理した後の気体状の放射性物質を各建物から主排気

  筒，北換気筒又は低レベル廃棄物処理建屋換気筒に移送する配管及びダ

  クトは，適切な安全対策を講じた上で，洞道内又は地上に設置する。 

 (２) 液体状の放射性物質の移動は，配管又は容器によるものとし，建物間

  で液体状の放射性物質を移送する配管は，隣接する建物間の場合を除き，

  洞道内に設置する。 

 (３) 固体状の放射性物質は，容器等により移送する設計とする。ただし，

  使用済燃料集合体は，使用済燃料輸送容器から取り出した後は燃料貯蔵

  プール内，セル内等において移送する設計とする。また，ガラス固化体

  は，固化セル移送台車等により建物内又は洞道内を移送する設計とする。 

 

1.7.6.1 配管及びダクトによる移送に関する設計 

  気体状の放射性物質を移送する配管及びダクトは，漏えいし難く，かつ，

逆流し難い設計とする。 

 液体状の放射性物質を移送する配管は，耐食性に優れた材料を使用し，

かつ，漏えいし難い構造とするとともに，系統及び機器の単一故障若しく

は誤動作又は運転員の単一誤操作による液体状の放射性物質の漏えいを想

定しても，漏えいの拡大を防止し，漏えいした液を適切に処理できるよう

漏えい液受皿等を設置する。 
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 液体状の放射性物質を移送する配管は，再処理施設の長期停止を避ける

ため，必要に応じ，予備配管（長期予備）を設ける設計とする。 

 また，これらの配管及びダクトは，移送する放射性物質の性状，量等に

応じてセル内に設置する等閉じ込め，臨界防止，遮蔽のための措置等適切

な安全対策を講ずる設計とする。 

 なお，これらの配管又はダクトを収納する洞道は，以下の方針に基づき

設計する。 

 (１) プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を移送する配管を収納する

  洞道には，セルと同等の閉じ込め機能を有するダクト状の固定されたス

  テンレス鋼製の容器（以下「配管収納容器」という。）を設置し，これ

  ら以外の液体状の放射性物質を移送する配管を収納する洞道には，配管

  収納容器又は受皿を設置する。万一配管から液体状の放射性物質が漏え

  いした場合，漏えいした液は，配管収納容器又は受皿で受け，漏えいの

  拡大を防止し，漏えい検知装置により漏えいを検知するとともに，漏え

  いした液の性状に応じて定めた移送先に移送できる設計とする。移送先

  の選定においては，臨界防止，漏えいした液の沸騰防止等を考慮した設

  計とする。 

 なお，洞道内に収納する液体状の放射性物質を移送する配管は，液溜

まりができないよう適切な勾配を有する設計とする。 

 (２) 配管収納容器の内部は，接続する建物の換気設備のセルの排気系によ

  り，原則として，常時負圧に保つ設計とする。 

 (３) 液体状の放射性物質を移送するための配管を収納する洞道の内部は，

  接続する建物の換気設備により，適切に負圧に維持できる設計とする。 

 (４) プルトニウムを含む溶液を移送する配管を収納する配管収納容器は，

  万一収納する配管からプルトニウムを含む溶液が漏えいした場合，漏え
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  いした液を重力流で臨界管理された回収先に回収できる設計とすること

  により，臨界を防止できる設計とする。 

 (５) 洞道は，十分な強度・剛性及び耐力を有する構造とし，耐震設計上の

  重要度に応じた耐震設計を行うとともに，重要な洞道（耐震Ｓクラスの

  設備を収納する洞道）は，安定な地盤に支持させる設計とする。 

   また，土圧，上部を通過する車両等の荷重に対しても十分な強度を有

する構造とする。 

 

1.7.6.2 容器による移送に関する設計 

  液体状又は固体状の放射性物質を容器等により移送する場合は，以下の

 方針に基づき移送する設計とする。 

 (１) 容器は，内蔵する放射性物質の性状，量等に応じて，耐食性に優れた

  材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造とする。 

 (２) 容器は，不燃性材料を使用する。 

 (３) 容器は，内蔵する放射性物質の性状，量等に応じて臨界防止対策を講

  ずる設計とする。 

 (４) 容器の取扱いに当たっては，内蔵する放射性物質の性状，量等に応じ

  て鉄，鉛等により遮蔽機能を確保できる設計とする。 

 (５) 固体状の放射性物質を移送するための洞道は，十分な強度・剛性及び

  耐力を有する構造とし，耐震設計上の重要度に応じた耐震設計を行うと

  ともに，重要な洞道（耐震Ｓクラスの設備を収納する洞道）は，安定な

  地盤に支持させる設計とする。 

 また，土圧，上部を通過する車両等の荷重に対しても十分な強度を有

する構造とする。 
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1.7.6.3 落下防止に関する設計 

 放射性物質を収納する容器等を搬送する機器は，容器等が落下し難い構

造とするとともに，駆動源喪失時におけるつり荷の保持及び逸走防止等を

考慮した設計とする。 
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1.7.7 安全機能を有する施設の設計 

1.7.7.1 安全機能を有する施設の設計方針 

  安全設計の基本方針の下に以下の安全設計を行う。 

 (１) 再処理施設のうち，安全機能を有する構築物，系統及び機器を安全

機能を有する施設とし，事業指定基準規則に適合した設計とする。 

 (２) 安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又は従事

者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆

又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性

物質又は放射線が工場等外へ放出されることを抑制し又は防止する構

築物，系統及び機器を，安全上重要な施設とする。 

   安全上重要な施設については，機能喪失時の公衆への線量影響等を考

慮して安全機能を有する施設から選定し，事業指定基準規則に適合し

た設計とする。    

 (３) 安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その機

能を確保するものとする。 

 (４) 安全上重要な施設は，機械又は器具の単一故障が発生した場合にお

いてもその機能が失われることのない設計とする。 

(５) 安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至る

までの間に想定される圧力，温度，湿度，線量等各種の環境条件にお

いて，その安全機能を発揮できる設計とする。 

(６) 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，そ

の安全機能の重要度に応じ，再処理施設の運転中又は停止中に検査又

は試験ができる設計とする。なお，安全上重要な機器等の健全性を確

認するため，セル壁に貫通口を設ける設計とする。 

(７) 安全機能を有する施設は，その安全機能を健全に維持するための適
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切な保守及び修理ができる設計とする。なお，安全上重要な機器等の

安全機能を維持するために，必要に応じて保守セル等を設ける設計と

する。 

(８) 安全機能を有する施設は，再処理施設内におけるポンプその他の機

器の損壊に伴う飛散物により，安全機能を損なわない設計とする。 

(９) 安全機能を有する施設は，二以上の原子力施設と共用する場合には，

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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1.7.7.2 安全上重要な施設の分類 

  安全機能を有する施設とは，再処理施設のうち，安全機能を有する構

築物，系統及び機器をいい，安全上重要な施設とは，安全機能を有する

施設のうち，その機能の喪失により，公衆又は従事者に放射線障害を及

ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすお

それがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放射線が工場等

外へ放出されることを抑制し又は防止する構築物，系統及び機器をいう。 

  安全機能を有する施設のうち，下記の分類に属する施設を安全上重要

な施設とする。 

 (１) プルトニウムを含む溶液又は粉末を内蔵する系統及び機器 

 (２) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器 

 (３) 上記(１)及び(２)の系統及び機器の換気系統及びオフガス処理系統 

 (４) 上記(１)及び(２)の系統及び機器並びにせん断工程を収納するセル等 

 (５) 上記(４)の換気系統 

 (６) 上記(４)のセル等を収納する構築物及びその換気系統 

 (７) ウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器の換気系統 

 (８) 非常用所内電源系統及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧

縮空気等の主要な動力源 

 (９) 熱的，化学的又は核的制限値を維持するための系統及び機器 

 (10) 使用済燃料を貯蔵するための施設 

 (11) 高レベル放射性固体廃棄物を保管廃棄するための施設 

 (12) 安全保護回路 

 (13) 排気筒 

 (14) 制御室等及びその換気系統 

 (15) その他上記各系統等の安全機能を維持するために必要な計測制御系
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統，冷却水系統等 

 

  ただし，その機能が喪失したとしても公衆及び従事者に過度な放射線

被ばくを及ぼすおそれのないことが明らかな場合は，安全上重要な施設

から除外する。 
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1.7.7.3 安全機能を有する施設の選定 

  選定の具体化に当たっての主要な考え方を以下に示す。 

 (１) 再処理の工程の特徴は，放射性物質を使用済燃料集合体から開放

（溶解）して処理するため，平常時は廃ガス処理設備を有した機器内

（一次閉じ込め）で処理が進み，何らかの異常で機器から放射性物質

が漏れ出た場合でも独立した換気設備を有したセル又はグローブボッ

クス（二次閉じ込め）で閉じ込めることにより，可能な限り公衆はも

とより，従事者への放射線影響を排除するよう設計する。さらに，二

次閉じ込めが損傷するような事故に発展した場合に備え，独立した換

気設備を有した建屋が三次閉じ込めの機能を果たすよう設計する。 

 (２) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(１)及び(２)については，

プロセス設計を基に公衆影響の観点から，以下のように設定する。 

 ａ．プルトニウム溶液又は高レベル廃液を処理又は貯蔵する以下の主要

な系統を安全上重要な施設とする。 

 (ａ) 溶解設備の溶解槽からウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の

混合酸化物貯蔵容器まで 

 (ｂ) 清澄・計量設備の清澄機から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス

溶融炉まで 

 (ｃ) 分離設備の抽出塔から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉

まで 

 ｂ．その他の塔槽類（一時貯留処理槽等）については，その閉じ込め機

能の必要性を工学的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施設とす

る。 

 (３) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(３)，(５)及び(６)のオフガ

ス処理系統及び換気系統については，気体廃棄物の主要な流れを構成
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している施設及びその閉じ込め機能を維持するために必要なしゃ断弁

等で隔離できる範囲の施設を，放出経路の維持の観点で安全上重要な

施設とする。また，これらの施設のうち，捕集・浄化機能又は排気機

能を有する機器については，その機能の必要性を工学的に判断し，不

可欠な場合はそれぞれの機能維持の観点でも安全上重要な施設とする。

(7)の換気系統については，その閉じ込め機能の必要性を工学的に判断し，

不可欠な場合は安全上重要な施設とする。 

 (４) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(４)のセル及び(６)の洞道

のうち，高レベル廃液の閉じ込め機能の観点で安全上重要な施設とし

たものは，しゃへい機能の観点でも安全上重要な施設とする。 

 (５) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(10)については，使用済

燃料集合体等の遮蔽及び崩壊熱除去のために不可欠なプール水を保持

する施設を安全上重要な施設とする。また，使用済燃料集合体及びバ

スケットの落下・転倒防止機能を有する施設については，その機能の

必要性を工学的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施設とする。 

 (６) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(11)については，高レベ

ル放射性固体廃棄物の遮蔽及び崩壊熱除去の観点で不可欠な施設を安

全上重要な施設とする。 

 (７) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(12)については，事業指

定基準規則の要求事項を踏まえて，運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故の事象のうち，拡大防止対策又は影響緩和対策として期待す

る安全上重要な施設のインターロックである以下の15回路を安全保護

回路とする。 

 ａ．液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による

加熱停止回路 
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 ｂ．精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 

 ｃ．分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

 ｄ．精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

 ｅ．酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高によ

る加熱停止回路 

 ｆ．溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断処

理施設のせん断機のせん断停止回路 

 ｇ．脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路 

 ｈ．分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回路 

 ｉ．液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高

による加熱停止回路 

 ｊ．脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

 ｋ．脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

 ｌ．気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの

閉止回路（分離建屋） 

 ｍ．気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの

閉止回路（精製建屋） 

 ｎ．固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラス

流下停止回路 

 ｏ．気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパ

の閉止回路 

 (８) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(13)については，設計基

準事故の評価において，不可欠な影響緩和機能を有する施設を安全上

重要な施設とする。 

 (９) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(15)については，計測制
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御系統及び冷却水系統の他に，その施設が有する安全機能の必要性を

工学的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施設とする。 

 

  以上の考え方に基づき選定した安全上重要な施設を第1.7.7－１表に示

す。また，第1.7.7－１表中には，各安全上重要な施設に要求される安全

機能を，第1.7.7－２表に示す安全機能の分類に従って記載する。 

  なお，下記(１)から(６)は，その機能が喪失したとしても公衆及び従事者

に過度な放射線被ばくを及ぼすおそれのないことが明らかであることか

ら，安全上重要な施設として選定しないが，これらの施設については，

安全上重要な施設への波及的影響防止及び旧申請書の設計を維持する観

点から，安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設とする。 

 (１) 補助抽出器中性子検出器の計数率高による工程停止回路及び遮断弁 

 (２) 抽出塔供給有機溶媒液流量低による工程停止回路及び遮断弁 

 (３) 抽出塔供給溶解液流量高による送液停止回路及び遮断弁 

 (４) 第１洗浄塔洗浄廃液密度高による工程停止回路及び遮断弁 

 (５) プルトニウム濃縮缶に係る注水槽の液位低による警報 

 (６) 注水槽 
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1.7.7.4 内部発生飛散物による損傷の防止に関する設計方針 

  安全機能を有する施設は，想定するポンプその他の機器又は配管の損壊

に伴う飛散物（以下「内部発生飛散物」という。）の影響を受ける場合に

おいてもその安全機能を確保するために，内部発生飛散物に対して安全機

能を損なわない設計とする。 

  その上で，内部発生飛散物によってその安全機能が損なわれないことを

確認する施設を，全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とする。

内部発生飛散物から防護する施設（以下「内部発生飛散物防護対象設備」

という。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機

器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽

出し，内部発生飛散物により冷却，水素掃気，火災・爆発の防止，臨界の

防止等の安全機能を損なわないよう内部発生飛散物の発生を防止すること

により，安全機能を損なわない設計とする。ただし，安全上重要な構築物，

系統及び機器のうち，内部発生飛散物の発生要因となる機器又は配管と同

室に設置せず内部発生飛散物の発生によって安全機能を損なうおそれのな

いものは内部発生飛散物防護対象設備として抽出しない。 

  上記に含まれない安全機能を有する施設については，内部発生飛散物に

対して機能を維持すること若しくは内部発生飛散物による損傷を考慮して

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修

理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能

を損なわない設計とする。 
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1.7.7.4.1 内部発生飛散物の発生要因の選定 

  再処理施設における内部発生飛散物の発生要因を以下のとおり分類し，

選定する。 

 (１) 爆発による飛散物 

   爆発に起因する機器又は配管の損壊により生じる飛散物については，

水素を取り扱う設備の爆発，溶液及び有機溶媒の放射線分解により発

生する水素の爆発並びにＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による爆発

を想定するが，爆発については，「1.5 火災及び爆発の防止に関する

設計」において火災及び爆発の発生を防止する設計としていることか

ら，内部発生飛散物の発生要因として考慮しない。 

 (２) 重量物の落下による飛散物 

   重量物の落下に起因して生じる飛散物（以下「重量物の落下による飛

散物」という。）については，通常運転時において重量物をつり上げ

て搬送するクレーンその他の搬送機器からのつり荷の落下及び逸走に

よるクレーンその他の搬送機器の落下を発生要因として考慮する。 

 (３) 回転機器の損壊による飛散物 

   回転機器の損壊に起因して生じる飛散物（以下「回転機器の損壊によ

る飛散物」という。）については，回転機器の異常により回転速度が

上昇することによる回転羽根の損壊を発生要因として考慮する。 

   ただし，通常運転時以外の試験操作，保守及び修理並びに改造の作業

において，重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器に

よる重量物の搬送又は仮設ポンプを使用した作業を行う場合であって，

内部発生飛散物の発生により内部発生飛散物防護対象設備の安全機能

を損なうおそれがある場合は，作業内容及び保安上必要な措置を記載

した計画書に内部発生飛散物の発生を防止することにより内部発生飛
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散物防護対象設備の安全機能を損なわないための措置について記載し，

その計画に基づき作業を実施することから，発生要因として考慮しな

い。 
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1.7.7.4.2 内部発生飛散物防護対象設備の選定 

  安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物によってその安全機能が

損なわれないことを確認する施設を，全ての安全機能を有する構築物，系

統及び機器とする。内部発生飛散物防護対象設備としては，安全評価上そ

の機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安

全上重要な構築物，系統及び機器を選定する。ただし，安全上重要な構築

物，系統及び機器のうち，通常運転時に内部発生飛散物の発生要因となる

機器又は配管と同室に設置せず内部飛散物の発生によって安全機能を損な

うおそれのないものは内部発生飛散物防護対象設備として選定しない。 

  上記を踏まえ，想定する内部発生飛散物と同室にある内部発生飛散物防

護対象設備を第1.7.7－４表に示す。また，内部発生飛散物防護対象設備

配置図を第1.7.7－１図から第1.7.7－52図に示す。 
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1.7.7.4.3 内部発生飛散物に係る評価と設計 

  内部発生飛散物の影響評価においては，想定する内部発生飛散物の発生

要因ごとに，内部発生飛散物の発生を防止できる設計であることを確認す

る。 

 (１) 重量物の落下による飛散物の発生防止設計 

   重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器は，内部発生

飛散物防護対象設備と同室に設置する重量物の落下により内部発生飛

散物防護対象設備の安全機能を損なうおそれがないよう，以下による

飛散物の発生を防止し，安全機能を損なわない設計とする。 

 ａ．つりワイヤ，つりベルト又はつりチェーンを二重化する設計とし，つ

り荷の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。 

 ｂ．つり上げ用の治具又はフックにはつり荷の脱落防止機構を設置する又

はつかみ不良時のつり上げ防止のインターロックを設ける設計とし，

つり荷の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。 

 ｃ．逸走防止のインターロックを設ける設計とし，クレーンその他の搬送

機器の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。 

 (２) 回転機器の損壊による飛散物の発生防止設計 

   内部発生飛散物防護対象設備と同室に設置する回転機器の損壊により

内部発生飛散物防護対象設備の安全機能を損なうおそれがないよう，

以下による飛散物の発生を防止し，安全機能を損なわない設計とする。 

 ａ．電力を駆動源とする回転機器は，誘導電動機による回転数を制御する

機構を有することで，回転機器の過回転による回転羽根の損壊に伴う

飛散物の発生を防止できる設計とする。 

 ｂ．電力を駆動源とせず，駆動用の燃料を供給することで回転する回転機

器は，調速器により回転数を監視し，回転数が上限値を超えた場合は
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回転機器を停止する機構を有することで，回転機器の過回転による回

転羽根の損壊に伴う飛散物の発生を防止できる設計とする。 

 

  また，上記に示す内部発生飛散物の発生を防止する設計としていること

から，内部発生飛散物による二次的影響はない。 
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1.7.7.4.4 内部発生飛散物に係るその他の設計 

  通常運転時以外の試験操作，保守及び修理並びに改造の作業において，

重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器による重量物の搬

送又は仮設ポンプを使用した作業を行う場合であって，内部発生飛散物の

発生により内部発生飛散物防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある

場合は，作業内容及び保安上必要な措置を記載した計画書に内部発生飛散

物の発生を防止することにより内部発生飛散物防護対象設備の安全機能を

損なわないための措置について記載し，その計画に基づき作業を実施する。 
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第 1.7.7－１表 安全上重要な施設 

  

   分  類 安 全 上 重 要 な 施 設             

               

   (1) プルトニウムを含む溶液又は粉末  

   を内蔵する系統及び機器  

      

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め   溶解施設            プルトニウム精製設備（つづき） 

         機能（放射性物質の保    溶解設備            プルトニウム濃縮缶供給槽 

         持機能）     溶解槽            プルトニウム濃縮缶 

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放     第１よう素追出し槽      プルトニウム溶液一時貯槽 

         出防止機能（放射性物     第２よう素追出し槽      プルトニウム濃縮液受槽 

         質の保持機能）     中間ポット          プルトニウム濃縮液計量槽 

               清澄・計量設備         プルトニウム濃縮液中間貯槽 

     中継槽            プルトニウム濃縮液一時貯槽 

     清澄機            リサイクル槽 

     リサイクル槽         希釈槽 

     計量前中間貯槽       精製建屋一時貯留処理設備 

     計量・調整槽         第１一時貯留処理槽 

     計量補助槽          第２一時貯留処理槽 

     計量後中間貯槽        第３一時貯留処理槽 

                     第７一時貯留処理槽 

   分離施設 

    分離設備          脱硝施設 

     溶解液中間貯槽       ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

     溶解液供給槽         硝酸プルトニウム貯槽 

     抽出塔            混合槽 

     第１洗浄塔          一時貯槽 

     第２洗浄塔          定量ポット 

    分配設備            中間ポット 

     プルトニウム分配塔      脱硝装置 

     ウラン洗浄塔         焙焼炉 

     プルトニウム溶液        還元炉 

      ＴＢＰ洗浄器        固気分離器 

     プルトニウム溶液受槽     粉末ホッパ 

     プルトニウム溶液中間貯槽   粉砕機 

    分離建屋一時貯留処理設備    保管容器 

     第１一時貯留処理槽      混合機 

     第２一時貯留処理槽      粉末充てん機 

     第３一時貯留処理槽 

     第７一時貯留処理槽    製品貯蔵施設 

     第８一時貯留処理槽     ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

                    粉末缶 

   精製施設             混合酸化物貯蔵容器 

    プルトニウム精製設備 

     プルトニウム溶液供給槽 

     第１酸化塔 

     第１脱ガス塔       プルトニウムを含む溶液又は粉末の主要な流 

     抽出塔          れを構成する配管 

     核分裂生成物洗浄塔 

     逆抽出塔 

     ウラン洗浄塔 

     補助油水分離槽 

     ＴＢＰ洗浄器 

     第２酸化塔 

     第２脱ガス塔 

     プルトニウム溶液受槽 

     油水分離槽 
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設             

               

    (2) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵  

   する系統及び機器  

  

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め   溶解施設            液体廃棄物の廃棄施設（つづき） 

         機能（放射性物質の保    清澄・計量設備          高レベル廃液貯蔵設備 

         持機能）     清澄機              高レベル濃縮廃液貯槽 

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放     不溶解残渣回収槽         不溶解残渣廃液貯槽 

         出防止機能（放射性物                      高レベル廃液共用貯槽 

         質の保持機能）   分離施設               高レベル濃縮廃液一時貯槽 

               分離設備              不溶解残渣廃液一時貯槽 

     抽出塔 

     ＴＢＰ洗浄塔        固体廃棄物の廃棄施設 

     抽出廃液受槽         高レベル廃液ガラス固化設備 

     抽出廃液中間貯槽        高レベル廃液混合槽 

     抽出廃液供給槽         供給液槽 

    分離建屋一時貯留処理設備     供給槽 

     第１一時貯留処理槽       ガラス溶融炉 

     第３一時貯留処理槽 

     第４一時貯留処理槽 

     第６一時貯留処理槽     高レベル廃液の主要な流れを構成する配管 

     第７一時貯留処理槽 

  

   液体廃棄物の廃棄施設 

    高レベル廃液処理設備 

     高レベル廃液濃縮設備 

      高レベル廃液供給槽 

      高レベル廃液濃縮缶 

  
  (3) 上記(1)及び(2)の系統及び機器の換  

   気系統及びオフガス処理系統   気体廃棄物の廃棄施設 

    せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め     塔槽類廃ガス処理設備 

         機能（放出経路の維持     前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

         機能）     分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放      塔槽類廃ガス処理系 

         出防止機能（放出経路      パルセータ廃ガス処理系 

         の維持機能）     精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

      塔槽類廃ガス処理系（Ｐｕ系） 

      パルセータ廃ガス処理系 

     ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 

     高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

      高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

      不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

    高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

  

   液体廃棄物の廃棄施設 

    高レベル廃液処理設備 

     高レベル廃液濃縮設備 

      高レベル廃液濃縮缶凝縮器 

      減衰器 

   脱硝施設 

    安全上重要な施設の固気分離器からウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気 

    設備のグローブボックス・セル排気系統への接続部までの系統 
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設               

               

    (3) 上記(1)及び(2)の系統及び機器の換  

   気系統及びオフガス処理系統  

              （つづき）  

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め 

         機能（放射性物質の捕 

         集・浄化機能） 

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放 

         出防止機能（放射性物 

         質の捕集・浄化機能） 

 

   脱硝施設 

    ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

     高性能粒子フィルタ（空気輸送） 

   ７.２節に粒子除去効率を記載した上記の気体廃棄物の廃棄施設の高性能粒 

    子フィルタ 

   せん断処理・溶解廃ガス処理設備のよう素フィルタ 

   高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄器，吸収塔及びルテ 

              ニウム吸着塔 

  

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め     上記の気体廃棄物の廃棄施設の排風機 

         機能（排気機能）  

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放  

          出防止機能（排気機能）  

          

  

上記(1)及び(2)の安全上重要な施  

設からの廃ガスに対する閉じ込め  

機能（PS）は，本欄に掲げる設備と  

(5)に掲げる安全上重要な施設を収  

納するセル等の換気系統により確  

保し，これらを安全上重要な施設  

とする。  

  

  

  
  (4) 上記(1)及び(2)の系統及び機器並び  

   にせん断工程を収納するセル等  

  

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め    上記(1)及び(2)の系統及び機器を収納するセル及びグローブボックス並びにせ 

         機能（放出経路の維持    ん断セル 

         機能）    プルトニウム精製設備及びウラン・プルトニウム混合脱硝設備の安全上重要 

         体系の維持機能（遮蔽    な施設の配管を収納する二重配管の外管 

         機能）＊  

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放    下記の洞道に設置する配管収納容器のうち，上記(1)及び(2)の配管を収納する 

         出防止機能(放出経路    配管収納容器 

          の維持機能)  

         体系の維持機能（遮蔽     分離建屋と精製建屋を接続する洞道 

         機能）     精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を接続する洞道 

     分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋を接続する洞道 

  

    ＊上記(1)及び(2)のうち核分裂生  

         成物の閉じ込めの観点から不  

         可欠な機能を有する系統及び  

     機器を収納するセルのみ     

  

 

安全機能  
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設             

               

    (5) 上記(4)の換気系統  

  

       ＰＳ／放射性物質の閉じ込   気体廃棄物の廃棄施設の換気設備 

          め機能（放出経路の    前処理建屋換気設備 

          維持機能）     中継槽セル等からの排気系 

     及びＭＳ／放射性物質の過度の     溶解槽セル等からのＡ排気系 

          放出防止機能（放出     溶解槽セル等からのＢ排気系 

          経路の維持機能）    分離建屋換気設備 

     プルトニウム溶液中間貯槽セル等からの排気系 

    精製建屋換気設備 

     プルトニウム濃縮缶セル等からの排気系 

     グローブボックス等からの排気系 

    ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

     硝酸プルトニウム貯槽セル等及びグローブボックス等からの排気系 

    高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

     高レベル濃縮廃液貯槽セル等からの排気系 

     固化セル圧力放出系 

     固化セル換気系 

  

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め     ７.２節に粒子除去効率を記載した上記の気体廃棄物の廃棄施設の換気設備 

         機能（放射性物質の捕    の高性能粒子フィルタ 

         集・浄化機能）    高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放     固化セル換気系の洗浄塔及びルテニウム吸着塔 

         出防止機能  

         （放射性物質の捕集・  

         浄化機能）  

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め    上記の気体廃棄物の廃棄施設の換気設備の排風機 

         機能（排気機能）  

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放  

         出防止機能（排気機能）  

           

  
  (6) 上記(4)のセル等を収納する構築物  

   及びその換気系統  

  

      ＭＳ／放射性物質の過度の放    前処理建屋 

         出防止機能（放出経路    分離建屋 

         の維持機能）    精製建屋 

    ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

     高レベル廃液ガラス固化建屋 

  

   気体廃棄物の廃棄施設の換気設備 

    前処理建屋換気設備 

     汚染のおそれのある区域からの排気系 

    分離建屋換気設備 

     汚染のおそれのある区域からの排気系 

    精製建屋換気設備 

     汚染のおそれのある区域からの排気系 

     ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

     汚染のおそれのある区域からの排気系 

     高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

     汚染のおそれのある区域からの排気系 
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設             

               

    (6) 上記(4)のセル等を収納する構築物  

   及びその換気系統（つづき）  

  

      ＭＳ／放射性物質の過度の放     ７.２節に粒子除去効率を記載した上記の気体廃棄物の廃棄施設の換気設備 

         出防止機能（放射性物    の高性能粒子フィルタ 

          質の捕集・浄化機能）  

      ＭＳ／放射性物質の過度の放    上記の気体廃棄物の廃棄施設の換気設備の排風機 

         出防止機能（排気機能）  

          

  

      ＰＳ／体系の維持機能（遮蔽    下記の洞道のうち，上記(1)及び(2)の配管を収納する洞道 

         機能）＊    分離建屋と精製建屋を接続する洞道 

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放     精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を接続する洞道 

         出防止機能（放出経路     分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋を接続する洞道 

         の維持機能）  

   ＊上記(1)及び(2)のうち核分裂生  

        成物の閉じ込めの観点から不  

        可欠な機能を有する系統及び  

    機器を収納する洞道のみ    

  

  
  (7) ウランを非密封で大量に取り扱う  

   系統及び機器の換気系統  

  

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め   本事項について安全上重要な施設に該当する施設はない。 

         機能  

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放  

         出防止機能  

  

  

  
  (8) 非常用所内電源系統及び安全上重  

   要な施設の機能の確保に必要な圧縮  

   空気等の主要な動力源  

  

  ＰＳ及びＭＳ／安全上重要な施設の安   その他再処理設備の附属施設 

         全機能確保のための支    電気設備 

         援機能     非常用所内電源系統 

    蒸気供給設備 

     安全蒸気系 

    圧縮空気設備 

     安全圧縮空気系（かくはん等のために圧縮空気を供給する系統は除く。） 
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設             

               

    (9) 熱的，化学的又は核的制限値を維  

   持するための系統及び機器  

   ① 核的制限値 

   ＰＳ／体系の維持機能（核的制限値    形状寸法管理の機器 

      （寸法）の維持機能）     各施設の臨界安全管理表に寸法が記載されている機器 

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維    核的制限値を維持する計測制御設備及び動作機器 

      持機能（火災，爆発，臨界等     使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る計測制御設備 

      に係るプロセス量等の維持機      燃焼度計測装置 

      能）  

   ＭＳ／安全に係るプロセス量等の維     せん断処理施設及び溶解施設に係る計測制御設備 

      持機能（熱的，化学的，核的      燃料せん断長位置異常によるせん断停止回路 

      制限値等の維持機能）      エンドピースせん断位置異常によるせん断停止回路 

      溶解槽溶解液密度高によるせん断停止回路 

      第１よう素追出し槽及び第２よう素追出し槽の溶解液密度高による警報 

      エンドピース酸洗浄槽洗浄液密度高によるせん断停止回路 

       

      分離施設に係る計測制御設備 

       プルトニウム洗浄器アルファ線検出器の計数率高による警報 

  

     精製施設に係る計測制御設備 

      プルトニウム洗浄器アルファ線検出器の計数率高による警報 

  

      脱硝施設に係る計測制御設備 

      粉末缶ＭＯＸ粉末重量確認による粉末缶払出装置の起動回路 

  

 

安全機能  

６－１－432



 

安全機能  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設             

               

    (10) 使用済燃料を貯蔵するための施設  

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

      持機能（崩壊熱除去機能）    燃料取出しピット 

   ＰＳ／体系の維持機能（遮蔽機能）    燃料仮置きピット 

        燃料貯蔵プール 

    チャンネルボックス・バ－ナブルポイズン取扱ピット 

     燃料移送水路 

    燃料送出しピット 

  

   ＰＳ／安全上必須なその他の機能（    使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン 

      落下・転倒防止機能）    バスケット仮置き架台 

  
  (11) 高レベル放射性固体廃棄物を保管  

   廃棄するための施設  

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維      高レベル廃液ガラス固化建屋の収納管及び通風管 

      持機能(崩壊熱等の除去機能)      第１ガラス固化体貯蔵建屋の収納管及び通風管 

  

  ＰＳ／体系の維持機能（遮蔽機能）      高レベル廃液ガラス固化建屋のガラス固化体除染室の遮蔽設備 

             高レベル廃液ガラス固化建屋のガラス固化体検査室の遮蔽設備 

      高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵区域の遮蔽設備 

      第１ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵区域の遮蔽設備 

      第１ガラス固化体貯蔵建屋の受入れ室の遮蔽設備 

      第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽設備 

      第１ガラス固化体貯蔵建屋のトレンチ移送台車の遮蔽設備 

  
  (12) 安全保護回路  

   ＭＳ／安全に係るプロセス量等の維   計測制御系統施設 

      持機能（熱的，化学的，核的    高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

      制限値等の維持機能）    逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 

 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

 プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

 第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

  

   ＭＳ／放射性物質の過度の放出防止    可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路＊ 

      機能（ソースターム制限機 [＊せん断停止系含む] 

      能）    固化セル移送台車上の質量高によるガラス流下停止回路 

  

   ＭＳ／安全に係るプロセス量等の維    還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路 

      持機能（火災，爆発，臨界等    プルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回路 

      に係るプロセス量等の維持機    高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高による加熱停止回路 

      能）    焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

    還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

    外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの閉止回路（分離建屋） 

    外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの閉止回路（精製建屋） 

    固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパの閉止回路 

  
  (13) 排気筒 

  気体廃棄物の廃棄施設 

   主排気筒 

   ＭＳ／放射性物質の過度の放出防止 

      機能（放出経路の維持機能） 
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設             

               

    (14) 制御室等及びその換気系統  

  

   ＭＳ／安全上必須なその他の機能（   計測制御系統施設 

      事故時の対応操作に必要な居    中央制御室 

      住性等の維持機能＊ ）    制御建屋中央制御室換気設備 

     （＊遮蔽機能は含まず）  

  
  

  (15) その他上記各系統等の安全機能を 

    維持するために必要な計測制御系統 

    ，冷却水系統等 

 

 

 

    ①  計測制御設備 

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維      せん断処理施設及び溶解施設に係る計測制御設備 

      持機能（火災，爆発，臨界等        せん断刃位置異常によるせん断停止回路 

      に係るプロセス量等の維持機        溶解槽溶解液温度低によるせん断停止回路 

      能）        硝酸供給槽硝酸密度低によるせん断停止回路 

 又はＭＳ／安全に係るプロセス量等の維         溶解槽供給硝酸流量低によるせん断停止回路 

      持機能（熱的，化学的，核的        可溶性中性子吸収材緊急供給槽液位低によるせん断停止回路 

      制限値等の維持機能）        エンドピース酸洗浄槽洗浄液温度低によるせん断停止回路 

        エンドピース酸洗浄槽供給硝酸密度低によるせん断停止回路 

        エンドピース酸洗浄槽供給硝酸流量低によるせん断停止回路 

        溶解槽セル，中継槽セル，清澄機セル，計量・調整槽セル，計量後中間貯 

        槽セル，放射性配管分岐第１セル及び放射性配管分岐第４セルの漏えい 

        液受皿の集液溝の液位警報 

  

      分離施設に係る計測制御設備 

        溶解液中間貯槽セル，溶解液供給槽セル，抽出塔セル，プルトニウム洗浄 

        器セル，抽出廃液受槽セル，抽出廃液供給槽セル，分離建屋一時貯留処理 

        槽第１セル，分離建屋一時貯留処理槽第２セル及び放射性配管分岐第２セ 

        ルの漏えい液受皿の集液溝の液位警報 

  

      精製施設に係る計測制御設備 

        プルトニウム濃縮液受槽セル，プルトニウム濃縮液一時貯槽セル及びプル 

        トニウム濃縮液計量槽セルの漏えい液受皿の集液溝の液位警報 

        プルトニウム精製塔セル，プルトニウム濃縮缶供給槽セル，油水分離槽セ 

        ル及び放射性配管分岐第１セルの漏えい液受皿の集液溝の液位警報（臨界） 

         

      脱硝施設に係る計測制御設備 

        ウラン脱硝設備に係る計測制御設備 

          脱硝塔内部の温度低による硝酸ウラニル濃縮液の供給停止回路 

          ウラン酸化物貯蔵容器充てん定位置の検知によるＵＯ３粉末の充てん起 

          動回路 

        ウラン・プルトニウム混合脱硝設備に係る計測制御設備 

 
         脱硝装置の温度計による脱硝皿取扱装置の起動回路及び照度計による 

シャッタの起動回路 

          空気輸送終了検知及び脱硝皿の重量確認による脱硝皿取扱装置の起動回路 

          保管容器充てん定位置の検知によるＭＯＸ粉末の充てん起動回路 

          粉末缶充てん定位置の検知によるＭＯＸ粉末の充てん起動回路 

          硝酸プルトニウム貯槽セル，混合槽セル及び一時貯槽セルの漏えい液受 

          皿の集液溝の液位警報 
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設             

               

    (15) その他上記各系統等の安全機能を 

    維持するために必要な計測制御系統 

    ，冷却水系統等（つづき） 

 

 

 

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維   ① 計測制御設備（つづき） 

      持機能（火災，爆発，臨界等    気体廃棄物の廃棄施設に係る計測制御設備 

    せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統の圧力警報 

     塔槽類廃ガス処理設備のうち，下記の系統の圧力警報 

     前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

     分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

      塔槽類廃ガス処理系 

     精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

      塔槽類廃ガス処理系（Ｐｕ系） 

     ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 

      高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

     高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の系統の圧力警報 

 

      に係るプロセス量等の維持機 

      能） 

 又はＭＳ／安全に係るプロセス量等の維 

      持機能（熱的，化学的，核的 

      制限値等の維持機能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    液体廃棄物の廃棄施設に係る計測制御設備 

    高レベル廃液処理設備に係る計測制御設備 

    高レベル廃液供給槽セル，高レベル濃縮廃液貯槽セル，高レベル濃縮廃 

    液一時貯槽セル，不溶解残渣廃液貯槽セル，不溶解残渣廃液一時貯槽セ 

    ル及び高レベル廃液共用貯槽セルの漏えい液受皿の集液溝等の液位警報 

 

   固体廃棄物の廃棄施設に係る計測制御設備 

    高レベル廃液ガラス固化設備に係る計測制御設備 

     結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路 

     固化セル及び高レベル廃液混合槽セルの漏えい液受皿の集液溝等の液位 

     警報 

      

    ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維   ② 冷却設備 

     持機能（崩壊熱等の除去機能）    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

     プール水冷却系 

  

     その他再処理設備の附属施設 

     安全冷却水系 

  

     安全冷却水系から第９.５－２表に記載の崩壊熱除去用冷却水を必要とする 

     機器までの配管 

  

    気体廃棄物の廃棄施設 

     ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備 

      貯蔵室からの排気系 

  

    液体廃棄物の廃棄施設 

     高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気と冷却水の切替弁 

  

    安全圧縮空気系から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉の流下 

    停止系までの冷却用空気を供給する配管 

  

ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

持機能（崩壊熱等の除去機能）     補給水設備 

  又はＭＳ／影響緩和機能に係る支援  

    機能（燃料貯蔵プール等の水位  

    の維持機能） 
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（つづき） 

  

   分   類              安 全 上 重 要 な 施 設             

               

 

 

  (15) その他上記各系統等の安全機能を 

    維持するために必要な計測制御系統 

    ，冷却水系統等（つづき） 

 

 ＰＳ／体系の維持機能（遮蔽機能） 

 

 

 

 

 

  ③ 上記(4)，(6)，(10)及び(11)以外で遮蔽機能を有する設備 

固体廃棄物の廃棄施設 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の貯蔵室の遮蔽設備 

ハル・エンドピース貯蔵建屋の貯蔵プールの遮蔽設備 

 

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維   ④ 水素掃気用空気を供給する安全圧縮空気系から第９.３－２表に 

      持機能（掃気機能）     記載の水素掃気を必要とする機器までの水素掃気用の配管 

  

   ＭＳ／放射性物質の過度の放出防止   ⑤ 下記のセルの漏えい液受皿から漏えい液を回収するための系統 

      機能（ソ－スタ－ム制限機    前処理建屋             精製建屋 

      能）     溶解槽セル プルトニウム濃縮液受槽セル 

     中継槽セル プルトニウム濃縮液一時貯槽セル 

     清澄機セル プルトニウム濃縮液計量槽セル 

     計量・調整槽セル ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

     計量後中間貯槽セル 硝酸プルトニウム貯槽セル 

     放射性配管分岐第１セル 混合槽セル 

     放射性配管分岐第４セル 一時貯槽セル 

    分離建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 

     溶解液中間貯槽セル 高レベル濃縮廃液貯槽セル 

     溶解液供給槽セル 不溶解残渣廃液貯槽セル 

     抽出塔セル 高レベル廃液共用貯槽セル 

     プルトニウム洗浄器セル 高レベル濃縮廃液一時貯槽セル 

     抽出廃液受槽セル 不溶解残渣廃液一時貯槽セル 

     抽出廃液供給槽セル 高レベル廃液混合槽セル 

     分離建屋一時貯留処理槽第１セル 固化セル 

     分離建屋一時貯留処理槽第２セル  

     放射性配管分岐第２セル 

    高レベル廃液供給槽セル 
 

 

   ＭＳ／安全に係るプロセス量等の維 

      持機能（熱的，化学的，核的 

      制限値等の維持機能） 

  ⑥ 上記(12)の安全保護回路により保護動作を行う機器及び系統 

   高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路及び 

高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高による加熱停止回路に係る遮断弁 

   逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路に係る遮断弁 

分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路に係る遮断弁 

プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路に係る遮断弁 

第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路に係る遮断弁 

      

   可溶性中性子吸収材緊急供給系 

ガラス溶融炉の流下停止系 

 

 

   ＭＳ／放射性物質の過度の放出防止 

      機能（ソ－スタ－ム制限機 

      能） 

 

   ＭＳ／安全に係るプロセス量等の維 

      持機能（火災，爆発，臨界等 

      に係るプロセス量等の維持機 

      能） 

   還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路に係る遮断弁 

   プルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回路に係る遮断弁    

   建屋給気閉止ダンパ（分離建屋換気設備） 

   建屋給気閉止ダンパ（精製建屋換気設備） 

   固化セル隔離ダンパ 

 

 

 ⑦ 主排気筒の排気筒モニタ 

 

 

   ＭＳ／安全上必須なその他の機能（ 

      事故時の放射性物質の放出量 

      の監視機能） 
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設             

              

   (15) その他上記各系統等の安全機能を 

    維持するために必要な計測制御系統 

    ，冷却水系統等（つづき） 

 

 

 

  

   ＰＳ及びＭＳ／安全上重要な施設の  ⑧ 計装用空気を供給する安全圧縮空気系から上記(9) ，(12)及び(15)項記載の 

          安全機能確保のため    計装用空気を必要とする計測制御設備までの配管 

          の支援機能  

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維  ⑨ 上記(15)項①記載の計測制御設備に係る動作機器 

      持機能（火災，爆発，臨界等   脱硝施設 

      に係るプロセス量等の維持機    ウラン脱硝設備 

      能）     脱硝塔内部の温度低による硝酸ウラニル濃縮液の供給停止回路に係る遮断 

 又はＭＳ／安全に係るプロセス量等の維     弁 

      持機能（熱的，化学的，核的  

      制限値等の維持機能）  

  

   ＰＳ及びＭＳ／安全上重要な施設の 

          安全機能確保のため 

          の支援機能 

 

 

 ⑩ 上記(3)，(5)及び(6)項記載の放射性物質の閉じ込め機能を支援する施設 

  せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

   加熱器 

  高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

   吸収塔の純水系 

    廃ガス洗浄器，吸収塔及び凝縮器の冷水系 

   分離建屋換気設備 

    建屋給気閉止ダンパ 

   精製建屋換気設備 

    建屋給気閉止ダンパ 

   高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

    セル内クーラ 

    固化セル隔離ダンパ 

  

   ＰＳ／安全上必須なその他の機能（  ⑪ 高レベル廃液ガラス固化設備 

      落下・転倒防止機能）     固化セル移送台車 
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第

1
.
7
.
7
－

２
表

 
安

全
上

重
要

な
施

設
に

係
る

安
全

機
能

の
分

類
 

 

 
 
 
 
 
大

分
類

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
中

分
類

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小

分
類

 
 
 
 
 
 
 

 
異
常
の
発
生
防
止
機
能
 

 
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
 

 
・
静
的
な
閉
じ
込
め
機
能
（
放
射
性
物
質
の
保
持
及
び
放
出
経
路
の
維
持
機
能
）
 

 
 
（
Ｐ
Ｓ
）
 

  
・
動
的
な
閉
じ
込
め
機
能
（
放
射
性
物
質
の
捕
集
・
浄
化
及
び
排
気
機
能
）
 

  
安
全
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
量
等
の
維
持
機
能
 
 
・
火
災
，
爆
発
，
臨
界
等
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
量
等
の
維
持
機
能
 

 
  
・
掃
気
機
能
 

 
  
・
崩
壊
熱
等
の
除
去
機
能
 

  
体
系
の
維
持
機
能
 

 
・
核
的
制
限
値
（
寸
法
）
の
維
持
機
能
 

 
  
・
遮
蔽
機
能
 

  
安
全
上
必
須
な
そ
の
他
の
機
能
 

 
・
落
下
・
転
倒
防
止
機
能
 

  
異
常
の
発
生
防
止
機
能
に
係
る
支
援
機
能
 

 

 
異
常
の
拡
大
防
止
機
能
 

 
安
全
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
量
等
の
維
持
機
能
 
 
・
熱
的
，
化
学
的
又
は
核
的
制
限
値
等
の
維
持
機
能
 

 
 
（
Ｍ
Ｓ
）
 

 
異
常
の
拡
大
防
止
機
能
に
係
る
支
援
機
能
 

 

 
影
響
緩
和
機
能
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・
静
的
な
閉
じ
込
め
機
能
（
放
射
性
物
質
の
保
持
及
び
放
出
経
路
の
維
持
機
能
）
 

 
 
（
Ｍ
Ｓ
）
 

 
放
射
性
物
質
の
過
度
 
 
 
 

 
・
動
的
な
閉
じ
込
め
機
能
（
放
射
性
物
質
の
捕
集
・
浄
化
及
び
排
気
機
能
）
 

  
 
 
の
放
出
防
止
機
能
 

 
・
ソ
ー
ス
タ
ー
ム
制
限
機
能
 

  
体
系
の
維
持
機
能
 

 
・
遮
蔽
機
能
 

  
安
全
上
必
須
な
そ
の
他
の
機
能
 

 
・
事
故
時
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量
の
監
視
機
能
 

 
  
・
事
故
時
の
対
応
操
作
に
必
要
な
居
住
性
等
の
維
持
機
能
 

  
影
響
緩
和
機
能
に
係
る
支
援
機
能
 

 

 

放
射
性
物
質
の
 

閉
じ
込
め
機
能
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第
1
.
7
.
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－

３
表
 

安
全
上

重
要
な
施

設
と
同

等
の
信
頼

性
を
維

持
す
る
施

設
に
係

る
施
設
の

管
理

 

旧
申
請
書
等
で
の
 

安
全
機
能
 

安
全
上
重
要
な
施
設
と
同
等
の
信
頼
性
を
維
持
す
る
施
設
 

安
全
上
重
要
な
施
設
と
同
等
の
信
頼
性
を
維
持
す
る
施
設
と
す
る
妥
当
性
 

継
続
的
に
実
施
す
る
施
設
の
管
理
 

備
 
 
考
 

(
9
) 

熱
的
，
化
学
的
又

は
核

的
制

限
値

を
維

持

す
る

た
め

の
系

統
及

び

機
器
 

計
測
制
御
設
備
 

分
離
施
設
に
係
る
計
測
制
御
設
備
及
び
動
作
機
器
 

・
補

助
抽

出
器

中
性

子
検

出
器

の
計

数
率

高
に

よ
る

工
程

停
止

回
路
及
び
遮
断
弁
 

(
1
) 
 
添
付
書
類
八
「
第

1
.3
－
３
表
 
臨
界
へ
の
拡
大
に
係
る
事
象
の
比
較
」
に
お
い
て
，
「
分
離
設
備

の
第
２
洗
浄
塔
で
の
洗
浄
用
液
の
酸
濃
度
低
下
」
が
発
生
し
た
場
合
で
も
，
「
抽
出
廃
液
受
槽
に
お
け

る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
度
は
最
大
許
容
限
度
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
」
，
「
補
助
抽
出
廃
液
受
槽
に
お

け
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
度
よ
り
も
常
に
高
い
補
助
抽
出
器
第
７
段
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
度
が
，
補
助
抽

出
廃
液
受
槽
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
度
の
最
大
許
容
限
度
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
た
め
，
補
助
抽
出
器
中
性
子
検
出
器
の
計
数
率
高
に
よ
る
工
程
停
止
回
路
及
び
遮
断
弁
は
，
分

離
設
備
の
第
２
洗
浄
塔
で
の
洗
浄
用
液
の
酸
濃
度
低
下
に
対
す
る
臨
界
防
止
機
能
と
し
て
必
須
な
機
能

で
は
な
い
。
 

(
1
) 

 
「
補
助
抽
出
器
中
性
子
検
出
器
の
計
数
率
高
に
よ
る
工
程
停
止
回
路
及

び
遮
断
弁
」
に

つ
い
て
は
，
定
期
的
な
イ
ン
タ
ー

ロ
ッ
ク
の
作
動
確
認
，

計
器
の
点
検
及
び
保
守
に
よ
り
，
機
能
及
び
性
能
の
維
持
を
行
う
。
 

(
2
) 

 
前
項
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
機
能
が
作
動
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
，
第

２
洗
浄
塔
へ
供

給
す
る
洗
浄
用
硝
酸
の
濃
度
は
濃

度
計
又
は
流
量
計
の
指

示
値
及
び
警
報

を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
，
流
量

は
流
量
計
の
指
示
値
及

び
警
報
を
監
視

す
る
こ
と
に
よ
り
，
補
助
抽
出
器

内
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃

度
の
上
昇
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
3
) 

 
２
系
統
を
設
置
し
て
い
る
「
補
助
抽
出
器
中
性
子
検
出
器
の
計
数
率
高

に
よ
る
工
程
停

止
回
路
及
び
遮
断
弁
」
の
う
ち
，

１
系
統
が
機
能
喪
失
し

所
定
時
間
内
に

復
旧
で
き
な
い
場
合
及
び
２
系
統

が
機
能
喪
失
し
た
場
合

に
は
分
離
施
設
に
お
け
る
処
理
運
転
の
停
止
措
置
を
行
う
。
 

添
付

書
類

六
の

下

記
項
目
参
照
 

 
 

4
.
4 

分
離
施
設
 

6
.
 

計
測

制
御

系

統
施
設
 

(
1
5)

 
そ

の
他

上
記

各

系
統

等
の

安
全

機
能

を

維
持

す
る

た
め

に
必

要

な
計

測
制

御
系

統
，

冷

却
水
系
統
等
 

計 測 制 御 設 備 

分 離 施 設 に 係 る 計 測 制 御 設 備 及 び 動 作 機 器 

・
抽
出
塔
供
給
有
機
溶
媒
液
流
量
低
に
よ
る
工
程
停
止

回
路
及
び
遮
断
弁
 

(
1
) 
 
添
付
書
類
八
「
第

1
.3
－
３
表
 
臨
界
へ
の
拡
大
に
係
る
事
象
の
比
較
」
に
お
い
て
，
「
分
離
設
備
の

抽
出
塔
で
の
有
機
溶
媒
の
流
量
低
下
」
が
発
生
し
た
場
合
で
も

，
「
抽
出
廃
液
受
槽
に
お
け
る
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
濃
度
は
最
大
許
容
限
度
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
た
め
，
抽
出
塔
供
給
有
機
溶
媒
液
流
量
低
に
よ
る
工
程
停
止
回
路
及
び
遮
断
弁
は
，
分
離
設
備
の

抽
出
塔
で
の
有
機
溶
媒
の
流
量
低
下
に
対
す
る
臨
界
防
止
機
能
と
し
て
必
須
な
機
能
で
は
な
い
。
 

(
1
) 

 
「
抽
出
塔
供
給
有
機
溶
媒
液
流
量
低
に
よ
る
工
程
停
止
回
路
及
び
遮
断

弁
」
に
つ
い
て

は
，
定
期
的
な
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

の
作
動
確
認
，
計
器
の

点
検
及
び
保
守
に
よ
り
，
機
能
及
び
性
能
の
維
持
を
行
う
。
 

(
2
) 
 
前
項
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
機
能
が
作
動
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
，「

第

１
洗
浄
塔
洗
浄

廃
液
密
度
高
に
よ
る
工
程
停
止
回

路
及
び
遮
断
弁
」
に
よ

り
，
抽
出
廃
液

中
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
度
の
上
昇

を
防
止
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

(
3
) 

 
２
系
統
を
設
置
し
て
い
る
「
抽
出
塔
供
給
有
機
溶
媒
液
流
量
低
に
よ
る

工
程
停
止
回
路

及
び
遮
断
弁
」
の
う
ち
，
１
系
統

が
機
能
喪
失
し
所
定
時

間
内
に
復
旧
で

き
な
い
場
合
及
び
２
系
統
が
機
能

喪
失
し
た
場
合
に
は
分

離
施
設
に
お
け
る
処
理
運
転
の
停
止
措
置
を
行
う
。
 

・
抽
出
塔
供
給
溶
解
液
流
量
高
に
よ
る
送
液
停
止
回
路

及
び
遮
断
弁
 

(
1
) 
 
添
付
書
類
八
「
第

1
.3
－
３
表
 
臨
界
へ
の
拡
大
に
係
る
事
象
の
比
較
」
に
お
い
て
，
「
分
離
設
備
の

抽
出
塔
で
の
溶
解
液
の
流
量
増
加
」
が
発
生
し
た
場
合
で
も
，
「
抽
出
廃
液
受
槽
に
お
け
る
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
濃
度
は
最
大
許
容
限
度
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
た
め
，
抽
出
塔
供
給
溶
解
液
流
量
高
に
よ
る
送
液
停
止
回
路
及
び
遮
断
弁
は
，
分
離
設
備
の
抽
出

塔
で
の
溶
解
液
の
流
量
増
加
に
対
す
る
臨
界
防
止
機
能
と
し
て
必
須
な
機
能
で
は
な
い
。
 

(
1
) 

 
「
抽
出
塔
供
給
溶
解
液
流
量
高
に
よ
る
送
液
停
止
回
路
及
び
遮
断
弁
」

に
つ
い
て
は
，

定
期
的
な
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
の
作

動
確
認
，
計
器
の
点
検

及
び
保
守
に
よ
り
，
機
能
及
び
性
能
の
維
持
を
行
う
。
 

(
2
) 
 
前
項
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
機
能
が
作
動
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
，「

第

1
洗
浄
塔
洗
浄

廃
液
密
度
高
に
よ
る
工
程
停
止

回
路
及
び
遮
断
弁
」
に
よ

り
，
抽
出
廃
液

中
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
度
の
上
昇

を
防
止
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

(
3
) 

 
２
系
統
を
設
置
し
て
い
る
「
抽
出
塔
供
給
溶
解
液
流
量
高
に
よ
る
送
液

停
止
回
路
及
び

遮
断
弁
」
の
う
ち
，
１
系
統
が
機

能
喪
失
し
所
定
時
間
内

に
復
旧
で
き
な

い
場
合
及
び
２
系
統
が
機
能
喪
失

し
た
場
合
に
は
分
離
施

設
に
お
け
る
処
理
運
転
の
停
止
措
置
を
行
う
。
 

・
第

1
洗
浄
塔
洗
浄
廃
液
密
度
高
に
よ
る
工
程
停
止
回

路
及
び
遮
断
弁
 

(
1
) 
 
添
付
書
類
八
「
第

1
.3
－
３
表
 
臨
界
へ
の
拡
大
に
係
る
事
象
の
比
較
」
に
お
い
て
，
「
分
離
設
備
の

第
１
洗
浄
塔
で
の
洗
浄
用
液
の
酸
濃
度
低
下
」
が
発
生
し
た
場
合
で
も
，
「
抽
出
廃
液
受
槽
に
お
け
る
プ

ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
度
は
最
大
許
容
限
度
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
た
め
，
第

1
洗
浄
塔
洗
浄
廃
液
密
度
高
に
よ
る
工
程
停
止
回
路
及
び
遮
断
弁
は
，
分
離
設
備
の

第
１

洗
浄

塔
で

の
洗

浄
用

液
の

酸
濃

度
低

下
に

対
す

る
臨

界
防

止
機

能
と

し
て

必
須

な
機

能
で

は
な

い
。
 

(
1
) 
 
「
第

1
洗
浄
塔
洗
浄
廃
液
密
度
高
に
よ
る
工
程
停
止
回
路
及
び
遮
断
弁

」

に
つ
い
て
は
，

定
期
的
な
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
の
作

動
確
認
，
計
器
の
点
検

及
び
保
守
に
よ
り
，
機
能
及
び
性
能
の
維
持
を
行
う
。
 

(
2
) 
 
前
項
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
機
能
が
作
動
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
，「

抽

出
塔
供
給
有
機

溶
媒
液
流
量
低
に
よ
る
工
程
停
止

回
路
及
び
遮
断
弁
」
及

び
「
抽
出
塔
供

給
溶
解
液
流
量
高
に
よ
る
送
液
停

止
回
路
及
び
遮
断
弁
」

に
よ
り
，
抽
出

廃
液
中
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
度
の

上
昇
を
防
止
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

(
3
) 

 
２
系
統
を
設
置
し
て
い
る
「
第

1
洗
浄
塔
洗
浄
廃
液
密
度
高
に
よ
る
工

程
停
止
回
路
及

び
遮
断
弁
」
の
う
ち
，
１
系
統
が

機
能
喪
失
し
所
定
時
間

内
に
復
旧
で
き

な
い
場
合
及
び
２
系
統
が
機
能
喪

失
し
た
場
合
に
は
分
離

施
設
に
お
け
る
処
理
運
転
の
停
止
措
置
を
行
う
。
 

(
1
5)

 
そ

の
他

上
記

各

系
統

等
の

安
全

機
能

を

維
持

す
る

た
め

に
必

要

な
計

測
制

御
系

統
，

冷

却
水
系
統
等
 

  

計
測
制
御
設
備
 

精
製
施
設
に
係
る
計
測
制
御
設
備
 

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

に
係

る
注

水
槽

の
液

位
低

に
よ

る
警

報
 

冷
却
設
備
 

 
精
製
施
設
 

・
注
水
槽
 

 

(
1
)  
 

旧
申

請
書

等
に

お
い
て

，
注

水
槽

は
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃
縮

缶
凝

縮
器

が
機

能
喪

失
し

た
場
合

に
プ

ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

沸
騰

を
停

止
す

る
た

め
の

機
能

を
持
つ

機
器

と
し

て
，

安
全

上
重

要
な
施

設
と

し

た
。
 

(
2
) 

 
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

濃
縮
缶

凝
縮

器
の
機

能
喪
失

を
想
定

し
た
場
合

で
も
，

プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

濃
縮
缶
の
加

熱
停
止
後
，
高
性
能
粒
子
フ
ィ
ル
タ
の
除
染
性
能
が
維
持
可
能
な
時
間
（
約

14
時
間
）
よ
り
も
短
い
時

間
（
約

4
5
分
）
で
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
の
沸
騰
は
自
然
に
停
止
す
る
こ
と
を
解
析
に
よ
り
確
認
し
た

。  

こ
の
た
め
，
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
に
係
る
注
水
槽
の
液
位
低
に
よ
る
警
報
及
び
注
水
槽
は
，
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
の
沸
騰
を
停
止
す
る
た
め
に
必
須
な
機
能
で
は
な
い
。
 

(
1
)  
 
「
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
濃
縮
缶
に
係
る
注
水
槽
の
液

位
低
に
よ
る
警
報
」
及

び
「
注
水
槽
」

に
つ
い
て
は
，
注
水
槽
の
水
位
確

認
，
定
期
的
な
警
報
装

置
の
作
動
確
認

，
計
器
及
び
機
器
の
点
検
並
び
に

保
守
に
よ
り
，
機
能
及

び
性
能
の
維
持
を
行
う
。
 

(
2
)  
 
２
系
統
を
設

置
し
て
い
る
「
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃

縮
缶
に
係
る
注
水
槽
の

液
位
低
に
よ
る

警
報
」
の
う
ち
，
１
系
統
が
機
能

喪
失
し
た
場
合
に
は
プ

ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
に
お
け
る
処
理
運
転
の
停
止
措
置
を
行
う
。
 

添
付

書
類

六
の

下

記
項
目
参
照
 

 
 

4
.
5 

精
製
施
設
 

6
.
 

計
測

制
御

系

統
施
設
 

 

 
 

注
）：

本
表
は
「
1
.7
.7
.3
 
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
の
選
定
」
に
お
い
て
，
安
全
上
重
要
な
施
設
と
同
等
の
信
頼
性
を
維
持
す
る
施
設
と
し
た
施
設
の
管
理
に
適
用
す
る
。
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第 1.7.7－４表(1) 内部発生飛散物防護対象設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（1/3） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

計測制御設備 

電気設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

補給水設備 [ポンプ] 

計測制御設備 

電気設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

補給水設備 [ポンプ] 

計測制御設備 

電気設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

[ポンプ] 

計測制御設備 

電気設備 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

[ポンプ] 

計測制御設備 

電気設備 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

[ポンプ] 

電気設備 

計測制御設備 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

電気設備 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

地下 

２階 
(９) 

回転機器の損壊

による飛散物 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

冷却水設備 安全冷却水系 

補給水設備 

計測制御設備 

電気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－１図及び第 1.7.7－２図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(2) 内部発生飛散物防護対象設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（2/3） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 
(10) 

回転機器の損壊

による飛散物 

補給水設備 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

計測制御設備 

電気設備 

地上 

１階 

(11) 
重量物の落下に

よる飛散物 

燃料取出し設備 [燃料取出しピット，燃

料仮置きピット，燃料仮置きラック] 

燃料移送設備 [燃料移送水路] 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

補給水設備 

電気設備 

計測制御設備 

(12) 
重量物の落下に

よる飛散物 

燃料移送設備 [燃料移送水路] 

燃料貯蔵設備 [燃料貯蔵プール，チャン

ネル ボックス・バーナブル ポイズン取扱

ピット，燃料貯蔵ラック] 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

補給水設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－２図及び第 1.7.7－３図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(3) 内部発生飛散物防護対象設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（3/3） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

１階 

(13) 
重量物の落下に

よる飛散物 

燃料移送設備 [燃料移送水路] 

燃料送出し設備 [燃料送出しピット，バス

ケット，バスケット仮置き架台] 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

補給水設備 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

(15) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

地上 

２階 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(18) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

(19) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

(20) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

地上 

３階 
(21) 

回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－３図～第 1.7.7－５図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(4) 内部発生飛散物防護対象設備 

    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

       安全冷却水系冷却塔Ｂ基礎     

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ] 

計測制御設備 

電気設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ] 

電気設備 

計測制御設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ] 

電気設備 

計測制御設備 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－６図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(5) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（1/7） 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－７図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

４階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 [空気圧縮

機] 

電気設備 

計測制御設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 [空気圧縮

機] 

電気設備 

計測制御設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 [空気圧縮

機] 

電気設備 

計測制御設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ] 

電気設備 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ] 

電気設備 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 
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第 1.7.7－４表(6) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（2/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

４階 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

(９) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

計測制御設備 

(10) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

(11) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

前処理建屋の遮蔽設備 

(12) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋換気設備 

前処理建屋の遮蔽設備 

(13) 
回転機器の損壊

による飛散物 

清澄・計量設備 [計量・調整槽，計量補助

槽] 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－７図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(7) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（3/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

４階 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 

溶解設備 

清澄・計量設備 [計量後中間貯槽] 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

(15) 
回転機器の損壊

による飛散物 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 [凝縮器

，ＮＯｘ吸収塔，よう素追出し塔] 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 [廃ガス

洗浄塔，凝縮器，デミスタ] 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 

清澄・計量設備 [清澄機，リサイクル槽，

不溶解残渣回収槽，計量前中間貯槽] 

溶解設備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

清澄・計量設備 [清澄機，リサイクル槽，

不溶解残渣回収槽，計量前中間貯槽] 

溶解設備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－７図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(8) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（4/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 

(18) 
回転機器の損壊

による飛散物 
計測制御設備 

(19) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 [建屋排風機，セル排

風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(20) 
回転機器の損壊

による飛散物 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

溶解設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

前処理建屋の遮蔽設備 

(21) 
回転機器の損壊

による飛散物 

清澄・計量設備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

計測制御設備 

前処理建屋の遮蔽設備 

(22) 
回転機器の損壊

による飛散物 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 [排風機] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(23) 
回転機器の損壊

による飛散物 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 [排風機] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－８図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(9) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（5/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 
(24) 

回転機器の損壊

による飛散物 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 [排風機] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

地下 

２階 

(25) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

(26) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

前処理建屋の遮蔽設備 

地下 

１階 

(27) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

溶解設備 

前処理建屋の遮蔽設備 

(28) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

地上 

１階 
(29) 

回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

溶解設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－８図～第 1.7.7－11 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(10) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（6/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

１階 

(30) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

(31) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 [ボイラ] 

(32) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 [ボイラ] 

(33) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

(34) 
回転機器の損壊

による飛散物 
溶解設備 

地上 

２階 

(35) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

(36) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

(37) 
回転機器の損壊

による飛散物 
前処理建屋換気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－11 図及び第 1.7.7－12 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(11) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（7/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

２階 

(38) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 [排風機] 

電気設備 

(39) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 [排風機] 

電気設備 

(40) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

電気設備 

前処理建屋の遮蔽設備 

地上 

３階 

(41) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

(42) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

(43) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

(44) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

(45) 
回転機器の損壊

による飛散物 
圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

地上 

４階 
(46) 

回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋換気設備 [溶解槽セルＡ排風機

，溶解槽セルＢ排風機] 

電気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－12 図～第 1.7.7－14 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(12) 内部発生飛散物防護対象設備 分離建屋（1/5） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

分離建屋の遮蔽設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ] 

電気設備 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ] 

電気設備 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

安全保護回路 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 
安全保護回路 

地下 

２階 
(６) 

回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

分離設備 

分離建屋一時貯留処理設備 

高レベル廃液濃縮設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

分離建屋の遮蔽設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－15 図及び第 1.7.7－16 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(13) 内部発生飛散物防護対象設備 分離建屋（2/5） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

高レベル廃液濃縮設備 

計測制御設備 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

(９) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

(10) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

安全保護回路 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

(11) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

(12) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分配設備 

安全保護回路 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－16 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(14) 内部発生飛散物防護対象設備 分離建屋（3/5） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(13) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系 

分離建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

分離設備 

分離建屋一時貯留処理設備 

高レベル廃液濃縮設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

分離建屋の遮蔽設備 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

地上 

１階 
(15) 

回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系 

分離建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

分離設備 

分配設備 

分離建屋一時貯留処理設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

安全保護回路 

分離建屋の遮蔽設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－17 図及び第 1.7.7－18 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(15) 内部発生飛散物防護対象設備 分離建屋（4/5） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

１階 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

分離建屋一時貯留処理設備 

(18) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

分配設備 

溶媒再生系 分離・分配系 

計測制御設備 

安全保護回路 

分離建屋の遮蔽設備 

（19） 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液濃縮設備 

分離建屋の遮蔽設備 

地上 

２階 
(20) 

回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系 

分離建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

分離設備 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

安全保護回路 

分離建屋の遮蔽設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－18 図及び第 1.7.7－19 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(16) 内部発生飛散物防護対象設備 分離建屋（5/5） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

２階 

(21) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系 [排風機] 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系 [排風機] 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(22) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

分離設備 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

(23) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

地上 

３階 

(24) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

安全保護回路 

(25) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋換気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(26) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋換気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

安全保護回路 

地上 

４階 
(27) 

回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋換気設備 [建屋排風機，グローブ 

ボックス・セル排風機] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

高レベル廃液濃縮設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－19 図～第 1.7.7－21 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(17) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（1/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋一時貯留処理設備 

電気設備 

精製建屋換気設備 

精製建屋の遮蔽設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

電気設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋換気設備 

プルトニウム精製設備 

精製建屋の遮蔽設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

精製建屋の遮蔽設備 

地下 

２階 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

精製建屋一時貯留処理設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

精製建屋換気設備 

精製建屋の遮蔽設備 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－22 図及び第 1.7.7－23 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 

 

６－１－456



第1.7.7－４表(18) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（2/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(９) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

(10) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

(11) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

(12) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

プルトニウム精製設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

精製建屋の遮蔽設備 

(13) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

(15) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－23 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(19) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（3/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

精製建屋一時貯留処理設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

精製建屋換気設備 

精製建屋の遮蔽設備 

(18) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

電気設備 

(19) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系） 

プルトニウム精製設備 [ＴＢＰ洗浄器，プ

ルトニウム洗浄器] 

(20) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系） 

(21) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

(22) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

地上 

１階 

(23) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(24) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－24 図及び第 1.7.7－25 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(20) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（4/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

１階 

(25) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

精製建屋の遮蔽設備 

(26) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

安全保護回路 

(27) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(28) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

精製建屋の遮蔽設備 

(29) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

(30) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

(31) 
回転機器の損壊

による飛散物 
計測制御設備 

地上 

２階 

(32) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(33) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－25 図及び第 1.7.7－26 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(21) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（5/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

２階 

(34) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋の遮蔽設備 

(35) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

地上 

３階 

(36) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

(37) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

(38) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

地上 

４階 

(39) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(40) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(41) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系） 

電気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－26 図～第 1.7.7－28 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(22) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（6/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

４階 

(42) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋換気設備 [建屋排風機，グローブ 

ボックス・セル排風機] 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(43) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(44) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

精製建屋換気設備 

(45) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(46) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋換気設備 

(47) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋換気設備 

(48) 
回転機器の損壊

による飛散物 
計測制御設備 

地上 

５階 

(49) 
回転機器の損壊

による飛散物 
圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(50) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系） [排風機] 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系 [排風機] 

電気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－28 図及び第 1.7.7－29 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(23) 内部発生飛散物防護対象設備 ウラン脱硝建屋 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 
計測制御設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 
計測制御設備 

地上 

２階 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン脱硝設備 ウラン脱硝系 [脱硝塔] 

計測制御設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン脱硝設備 ウラン脱硝系 [脱硝塔] 

計測制御設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－30 図及び第 1.7.7－31 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(24) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（1/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 
冷却水設備 安全冷却水系 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 
冷却水設備 安全冷却水系 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 

ウラン･プルトニウム混合脱硝系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃

ガス処理設備 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

[建屋排気フィルタ ユニット，グローブ ボ

ックス・セル排気フィルタ ユニット，建屋

排風機，グローブ ボックス・セル排風機] 

電気設備 

計測制御設備 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系 

[粉砕機，保管容器，固気分離器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

計測制御設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－32 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(25) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（2/6）

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系

[粉砕機，保管容器，固気分離器]

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

計測制御設備 

(８) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

[混合酸化物貯蔵容器]

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系

[粉末充てん機]

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

計測制御設備 

(９) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

[混合酸化物貯蔵容器]

(10) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃

ガス処理設備 [高性能粒子フィルタ，排風

機]

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－32 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(26) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（3/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(11) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

安全保護回路 

(12) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

(13) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 溶液系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽

設備 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 [還元炉，固気分離器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系

[固気分離器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 還元ガ

ス供給系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

安全保護回路 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－33 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(27) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（4/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(15) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 

ウラン･プルトニウム混合脱硝系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 [焙焼炉，固気分離器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

安全保護回路 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 [還元炉，固気分離器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 還元ガ

ス供給系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

安全保護回路 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－33 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(28) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（5/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 

ウラン･プルトニウム混合脱硝系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 [焙焼炉，固気分離器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃

ガス処理設備 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

安全保護回路 

(18) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系 

[保管容器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－33 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(29) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（6/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(19) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系 

[保管容器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

(20) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系

[混合機] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

(21) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 溶液系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

地上 

１階 
(22) 

回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系  

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

 

地上 

２階 

(23) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃

ガス処理設備［廃ガス洗浄塔，高性能粒子

フィルタ，排風機］ 

電気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－33 図～第 1.7.7－35 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(30) 内部発生飛散物防護対象設備  

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋（1/2） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

４階 
(１) 

回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備 [貯蔵室排風機] 

電気設備 

地下 

３階 

(２) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

[混合酸化物貯蔵容器，貯蔵ホール] 

(３) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

[混合酸化物貯蔵容器，貯蔵ホール] 

地下 

２階 
(４) 

回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備 [貯蔵室排風機，貯蔵室排気フィ

ルタ ユニット] 

電気設備 

地下 

１階 

(５) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

[混合酸化物貯蔵容器，貯蔵ホール] 

(６) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

[混合酸化物貯蔵容器，貯蔵ホール] 

(７) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

[混合酸化物貯蔵容器] 

電気設備 

計測制御設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－36 図～第 1.7.7－39 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(31) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋（2/2） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

１階 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

(９) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－40 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(32) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（1/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 
４階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

[排風機] 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 [固

化セル換気系排風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

[排風機] 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 [固

化セル換気系排風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－41 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(33) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（2/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 
４階 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 [ガラス溶融

炉，固化セル移送台車] 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備  

[廃ガス洗浄器，ミスト フィルタ，ルテニ

ウム吸着塔，高性能粒子フィルタ，加熱器

，よう素フィルタ] 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 [ミ

スト フィルタ，セル内クーラ] 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

地下 
３階 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液貯蔵設備 不溶解残渣廃液貯

蔵系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－41 図及び第 1.7.7－42 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(34) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（3/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 
３階 

(９) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

高レベル廃液貯蔵設備 高レベル濃縮廃液

貯蔵系 

高レベル廃液貯蔵設備 不溶解残渣廃液貯

蔵系 

高レベル廃液貯蔵設備 共用貯蔵系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(10) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液貯蔵設備 不溶解残渣廃液貯蔵

系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

安全保護回路 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－42 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(35) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（4/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 
(11) 

回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

高レベル廃液ガラス固化設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

地下 

２階 

(12) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液貯蔵設備 高レベル濃縮廃液

貯蔵系 

高レベル廃液貯蔵設備 不溶解残渣廃液貯

蔵系 

高レベル廃液貯蔵設備 共用貯蔵系 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

安全保護回路 

電気設備 

計測制御設備 

(13) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液貯蔵設備 共用貯蔵系 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(15) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－42 図及び第 1.7.7－43 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(36) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（5/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液貯蔵設備 高レベル濃縮廃液

貯蔵系 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液貯蔵設備 高レベル濃縮廃液

貯蔵系 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(18) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(19) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(20) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－43 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(37) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（6/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 
(21) 

回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

地下 

１階 

(22) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 [セ

ル排風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(23) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

(24) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(25) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

冷却水設備 安全冷却水系 

(26) 
回転機器の損壊

による飛散物 
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－43 図及び第 1.7.7－44 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(38) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（7/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 
１階 

(27) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 [建

屋排風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(28) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

[排風機] 

電気設備 

(29) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

[排風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(30) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－45 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(39) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（8/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 
１階 

(31) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(32) 
回転機器の損壊

による飛散物 
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

(33) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

地上 
２階 

(34) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

電気設備 

(35) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

計測制御設備 

(36) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

(37) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－45 図及び第 1.7.7－46 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(40) 内部発生飛散物防護対象設備 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 
第１ガラス固化体貯蔵建屋の遮蔽設備 

（２） 
回転機器の損壊

による飛散物 
第１ガラス固化体貯蔵建屋の遮蔽設備 

地下 

１階 
(３) 

重量物の落下に

よる飛散物 
第１ガラス固化体貯蔵建屋の遮蔽設備 

地上 
１階 

(４) 
重量物の落下に

よる飛散物 
ガラス固化体貯蔵設備 [貯蔵ピット] 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－47 図～第 1.7.7－49 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(41) 内部発生飛散物防護対象設備 制御建屋 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－50 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 
１階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

制御室換気設備 [中央制御室送風機，中央

制御室フィルタ ユニット] 
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第1.7.7－４表(42) 内部発生飛散物防護対象設備 非常用電源建屋 

*  設置室の番号は，第 1.7.7－51 図及び第 1.7.7－52 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

** 内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 
１階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ] 

電気設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ] 

電気設備 

地上 
１階 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 
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1.7.8 安全設計用の使用済燃料の仕様 

  再処理施設の臨界安全，遮蔽，崩壊熱除去等の安全設計は，使用済燃料

集合体を１体程度の量で取り扱う場合（以下「１体領域」という。），１

日当たりに再処理する使用済燃料を混合し，平均燃焼度が45,000ＭＷｄ

／ｔ・ＵＰｒ以下になるように調整する溶解施設の計量・調整槽以降の溶解

液等を取り扱う場合（以下「１日平均領域」という。）及び使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の崩壊熱除去，放射性物質の推定年間放出量等を

考慮する場合（以下「１年平均領域」という。）に区分して，それぞれの

領域について，再処理を行う使用済燃料の仕様を満たす範囲から，設計の

目的に応じて厳しい側の条件を与える使用済燃料集合体燃焼度，照射前燃

料濃縮度，比出力，使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時からの期間及

び燃料型式を組み合わせ，第1.7.8－１表に示す主な設計用の使用済燃料

の仕様を設定する。 

  ここでいうｔ・ＵＰｒは照射前金属プルトニウム重量換算であり，以下

「ｔ・ＵＰｒ」という。 
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1.7.9 その他外部からの衝撃に対する考慮 

  原子力規制委員会の定める事業指定基準規則の第九条では，再処理施設

は，外部からの衝撃による損傷防止として，安全機能を有する施設は，想

定される自然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事象が発生した場合

においても，安全機能を損なわないものでなければならないとしている。 

  安全機能を有する施設は，再処理施設が想定される自然現象（地震及び

津波を除く。）又は人為事象の影響を受ける場合においても安全機能を損

なわない方針とする。 

その上で，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事

象によってその安全機能が損なわれないことを確認する施設を，再処理施

設の全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とする。想定される自

然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事象から防護する施設（以下

「外部事象防護対象施設」という。）として，安全評価上その機能を期待

する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機

能を有する構築物，系統及び機器を抽出する。外部事象防護対象施設は，

自然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事象により冷却，水素掃気，

火災及び爆発の防止，臨界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強

度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。 

これに加え，外部事象防護対象施設を収納する建屋は，想定される自

然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事象に対して機械的強度を有す

ること等により，収納する外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。 

また，上記に含まれない安全機能を有する施設は，想定される自然現

象（地震及び津波を除く。）又は人為事象に対して機能を維持すること若

しくは損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上
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支障の生じない期間に修理を行うこと又はそれらを組み合わせることによ

り，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，使用済燃料輸送容器に使用済燃料が収納された使用済燃料収納

キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ，想定される

自然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事象により使用済燃料収納キ

ャスクに波及的破損を与えない設計とする。 

  再処理施設の設計において考慮する自然現象の抽出及び抽出した自然現

象に対する安全設計について以下に示す。 

1.7.9.1 自然現象の抽出 

再処理施設の設計に当たっては，国内外の基準
（４３）

や
～

文献
（５４）

等に基づき自然現

象の知見，情報を収集した上で，自然現象（地震及び津波を除く。）を抽

出し，さらに事業指定基準規則の解釈第９条に示される洪水，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森

林火災等の自然現象を含め，それぞれの事象について再処理施設の設計上

の考慮の要否を検討する。設計上の考慮の要否の検討に当たっては，再処

理施設の立地，周辺環境及び海外の文献における選定基準を踏まえ，発生

頻度が極低頻度と判断される事象，敷地周辺では起こり得ない事象，事象

の進展が緩慢で対策を講ずることができる事象，再処理施設に影響を及ぼ

さない事象及び影響が他の事象に包絡される事象を除外し，いずれにも該

当しない事象を再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある事象とし

て選定する。 

検討の結果，設計上の考慮を必要とする事象は，第1.7.9－１表に示す

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学

的事象，森林火災及び塩害といった自然現象とし，敷地及び周辺地域の過

去の記録並びに現地調査を参考にして，予想される最も過酷と考えられる
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条件を適切に考慮する。また，これらの自然現象ごとに，関連して発生す

る可能性がある自然現象も含めて考慮する。 
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1.7.9.2 竜巻，落雷，森林火災及び火山の影響以外の自然現象に対する 

設計方針 

 (１) 風（台風） 

敷地付近の気象観測所で観測された日最大瞬間風速は，八戸特別地

域気象観測所での観測記録（1951年～2018年３月）で41.7ｍ／ｓ

（2017年９月18日）である。外部事象防護対象施設及びそれらを収納

する建屋（以下「外部事象防護対象施設等」という。）の設計に当た

っては，この観測値を基準とし，建築基準法に基づき算出する風荷重

に対して機械的強度を有する設計とすることで安全機能を有する施設

の安全機能を損なわない設計とする。建築基準法に基づき算出する風

荷重は，設計竜巻の最大風速（100ｍ／ｓ）による風荷重を大きく下回

るため，風（台風）に対する安全設計は竜巻に対する防護設計に包絡

される。 

(２) 凍結 

敷地付近の気象観測所で観測された日最低気温は，むつ特別地域気

象観測所での観測記録（1935年～2018年３月）によれば－22.4℃

（1984年２月18日），八戸特別地域気象観測所での観測記録（1937年

～2018年３月）によれば－15.7℃（1953年１月３日）である。外部事

象防護対象施設等の設計に当たっては，敷地内及び敷地周辺の観測値

を適切に考慮するため，六ヶ所地域気象観測所の観測値を参考にし，

屋外施設で凍結のおそれのあるものは保温等の凍結防止対策を行うこ

とにより，設計外気温－15.7℃に対して安全機能を損なわない設計と

する。 

 (３) 高温 

敷地付近の気象観測所で観測された日最高気温は，むつ特別地域気
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象観測所での観測記録（1935年～2018年３月）によれば34.7℃（2012

年７月31日），八戸特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018

年３月）によれば37.0℃（1978年８月３日）である。外部事象防護対

象施設等の設計に当たっては，敷地内及び敷地周辺の観測値を適切に

考慮するため，六ヶ所地域気象観測所の観測値を参考にし，むつ特別

地域気象観測所の夏季（６月～９月）の外気温度の観測データから算

出する超過確率１％に相当する29℃を設計外気温とし，崩壊熱除去等

の安全機能を損なわない設計とする。 

 (４) 降水 

敷地付近の気象観測所で観測された日最大降水量は，八戸特別地域

気象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）で160.0ｍｍ（1982年

５月21日），むつ特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年

３月）で162.5ｍｍ（1981年８月22日及び2016年８月17日），六ヶ所地

域気象観測所での観測記録（1976年４月～2020年３月）で208ｍｍ（19

90年10月26日）である。また，敷地付近で観測された日最大１時間降

水量は，八戸特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）

で67.0ｍｍ（1969年８月５日），むつ特別地域気象観測所での観測記

録（1937年～2018年３月）で51.5ｍｍ（1973年９月24日），六ヶ所地

域気象観測所での観測記録（1976年４月～2020年３月）で46ｍｍ（199

0年10月26日）である。 

外部事象防護対象施設等の設計に当たっては，八戸特別地域気象観

測所で観測された日最大１時間降水量67.0ｍｍを想定して設計した排

水溝及び敷地内排水路によって敷地外へ排水するとともに，「溢水に

よる損傷の防止に関する設計」と同様に，建屋貫通部の止水処理をす

ること等により，雨水が当該建屋に浸入することを防止することで，
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安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 (５) 積雪 

建築基準法施行令第86条に基づく六ヶ所村の垂直積雪量は150ｃｍと

なっているが，敷地付近の気象観測所で観測された最深積雪は，むつ

特別地域気象観測所での観測記録（1935年～2018年３月）によれば170

ｃｍ（1977年２月15日）であり，六ヶ所村統計書における記録（1973

年～2002年）による最深積雪量は190ｃｍ（1977年２月）である。した

がって，外部事象防護対象施設等の設計に当たっては，六ヶ所村統計

書における最深積雪深である190ｃｍを考慮し，積雪荷重に対して機械

的強度を有する設計とすることで安全機能を損なわない設計とする。

また，換気設備の給気系においては防雪フードを設置し，降雪時に雪

を取り込み難い設計とするとともに，給気を加熱することにより，雪

の取り込みによる給気系の閉塞を防止し，安全機能を損なわない設計

とする。 

 (６) 生物学的事象 

生物学的事象としては，敷地周辺の生物の生息状況の調査
（５５）

に基
（５６）

づい
（６０）

て

鳥類，昆虫類，小動物，魚類，底生生物及び藻類を生物学的事象で考慮

する対象生物（以下「対象生物」という。）に選定し，これらの生物が

再処理施設へ侵入することを防止又は抑制することにより，安全機能を

損なわない設計とする。 

換気設備の外気取入口，ガラス固化体貯蔵設備の冷却空気入口シャフ

ト及び冷却空気出口シャフト，屋外に設置する電気設備並びに給水処理

設備に受け入れる水の取水口には，対象生物の侵入を防止又は抑制する

ための措置を施し，安全機能を損なわない設計とする。 

具体的には，換気設備の外気取入口並びにガラス固化体貯蔵設備の冷
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却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトにはバードスクリーン又

はフィルタを設置することにより，鳥類及び昆虫類の侵入を防止又は抑

制する設計とする。 

屋外に設置する電気設備は，密封構造，メッシュ構造，シール処理を

施す構造又はこれらを組み合わせることにより，鳥類，昆虫類及び小動

物の侵入を防止又は抑制する設計とする。 

二又川から給水処理設備に水を受け入れる取水口にはスクリーンを設

置することにより，魚類及び底生生物の侵入並びに藻類の取込みを防止

又は抑制する設計とする。 

 (７) 塩害 

一般に大気中の塩分量は，平野部で海岸から200ｍ付近までは多く，

数百ｍの付近で激減する傾向がある
（５７）

。再処理施設は海岸から約５ｋｍ

離れており，塩害の影響は小さいと考えられるが，安全機能を有する

施設を設置する建屋の換気設備の給気系には粒子フィルタ等を設置し，

屋内の施設への塩害の影響を防止する設計とする。また，直接外気を

取り込むガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管には防食処理（ア

ルミニウム溶射）を施す設計とする。屋外の施設にあっては，塗装す

ること及び腐食し難い金属を用いることにより腐食を防止するととも

に，受電開閉設備については碍子部分の絶縁を保つために洗浄が行え

る設計とする。以上のことから，塩害により安全機能を損なわない設

計とする。 
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1.7.9.3 異種の自然現象の重畳及び自然現象と設計基準事故の組合せ 

抽出した安全機能を有する施設の安全機能に影響を及ぼし得る自然現

象（11事象）に地震を加えた計12事象について，各自然現象によって関連

して発生する可能性がある自然現象も考慮し組合せを網羅的に検討する。

この組合せが再処理施設に与える影響について，竜巻と地震など同時に発

生する可能性が極めて低い組合せ，火山の影響（堆積荷重）と落雷（電気

的影響）など再処理施設に及ぼす影響モードが異なる組合せ及び竜巻と風

（台風）など一方の自然現象の評価に包絡される組合せを除外し，いずれ

にも該当しないものを再処理施設の設計において想定する組合せとする。

その結果，設計上考慮すべき自然現象の組合せとして，積雪及び風（台

風），積雪及び竜巻，積雪及び火山の影響（降灰），積雪及び地震，風（台

風）及び火山の影響（降灰）並びに風（台風）及び地震の組合せが抽出さ

れ，それらの組合せに対して安全機能を有する施設の安全機能が損なわれ

ない設計とする。このうち，積雪及び風（台風）の組合せの影響について

は，積雪及び竜巻の組合せの影響に包絡される。重畳を想定する自然現象

の組合せの検討結果を第1.7.9－３表に示す。なお，津波については，津

波が敷地高さに到達しないことを確認したことから，組合せの検討から除

く。 

また，外部事象防護対象施設等に大きな影響を及ぼすおそれがあると

想定される自然現象により作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる荷重

を，それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して，適切に組み合わせて

設計する。外部事象防護対象施設等に大きな影響を及ぼすおそれがあると

想定される自然現象は「1.7.9.1 外部事象の抽出」で抽出した自然現象に

含まれる。 

外部事象防護対象施設等は，自然現象又はその組合せにより安全機能
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を損なわない設計とする。外部事象防護対象施設等の安全機能を損なわな

ければ設計基準事故に至らないため，外部事象防護対象施設等に大きな影

響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象又はその組合せと設計基準

事故に因果関係はない。したがって，因果関係の観点からは，外部事象防

護対象施設等に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に

より外部事象防護対象施設等に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる

荷重を組み合わせる必要はなく，外部事象防護対象施設等は，個々の自然

現象又はその組合せに対して安全機能を損なわない設計とする。 

また，外部事象防護対象施設等は，設計基準事故の影響が及ぶ期間に

発生すると考えられる自然現象により外部事象防護対象施設等に作用する

衝撃と設計基準事故時に生ずる荷重を適切に考慮する設計とする。 
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1.7.9.4 人為事象の抽出 

再処理施設の設計において考慮する人為事象の抽出及び抽出した人為

事象に対する安全設計について以下に示す。 

再処理施設の設計に当たっては，国内外の基準や文献等に基づき人為

事象の知見，情報を収集した上で人為事象を抽出し，さらに事業指定基準

規則の解釈第９条に示される飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，

近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害等の人為事象を含

め，それぞれの事象について再処理施設の設計上の考慮の要否を検討する。

設計上の考慮の要否の検討に当たっては，再処理施設の立地，周辺環境及

び海外の文献における選定基準を踏まえ，発生頻度が極低頻度と判断され

る事象，敷地周辺では起こり得ない事象，事象の進展が緩慢で対策を講ず

ることができる事象，再処理施設に影響を及ぼさない事象及び影響が他の

事象に包絡される事象を除外し，いずれにも該当しない事象を再処理施設

の安全性に影響を与える可能性のある事象として選定する。 

検討の結果，設計上の考慮を必要とする人為事象は，第1.7.9－２表に

示す飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，電磁的

障害及び再処理事業所内における化学物質の漏えいといった事象とし，敷

地及び周辺地域の過去の記録並びに現地調査を参考にして，予想される最

も過酷と考えられる条件を適切に考慮する。 
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1.7.9.5 航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以外の人為による事象に

対する設計方針 

 (１) 有毒ガス 

有毒ガスの漏えいについては，固定施設（六ヶ所ウラン濃縮工場）

と可動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考えられる。六ヶ所

ウラン濃縮工場から漏えいする有毒ガスについては，再処理施設の安

全機能に直接影響を及ぼすことは考えられないため，再処理施設の運

転員に対する影響を想定する。六ヶ所ウラン濃縮工場は，それらが発

生した場合の周辺監視区域境界の公衆に対する影響が小さくなるよう

設計されており
（５８）

，中央制御室の居住性を損なうことはない。再処理施

設周辺の可動施設から発生する有毒ガスについては，敷地周辺には鉄

道路線がないこと，最も近接する幹線道路については中央制御室が設

置される制御建屋までは約700ｍ離れていること及び海岸から再処理施

設までは約５ｋｍ離れていることから，幹線道路及び船舶航路にて運

搬される有毒ガスが漏えいしたとしても，再処理施設の安全機能及び

中央制御室の居住性を損なうことはない。 

再処理事業所内において化学物質を貯蔵する施設については，化学

物質が漏えいし難い設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備は，近隣工場等の火災及び航空機墜落

火災による有毒ガスの発生と同様に，外気の連絡を遮断し制御建屋の

中央制御室内空気の再循環運転を行うことができる設計とする。再循

環運転については，中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影

響を考慮する。これにより，再処理事業所内において有毒ガスが発生

した場合においても，再循環運転を行うことで中央制御室の居住性を

損なわない設計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
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の制御室については，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員

への影響を防止することで再処理施設の安全機能を損なわない設計と

する。上記以外の建屋については，安全機能維持の観点から運転員の

居住性を考慮する必要はない。 

 (２) 電磁的障害 

計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために

必要な計測制御設備及び安全保護回路は，日本産業規格に基づいたノ

イズ対策を行うとともに，電気的及び物理的な独立性を持たせること

により，安全機能を損なわない設計とする。 

 (３) 再処理事業所内における化学物質の漏えい 

再処理事業所内にて運搬及び貯蔵又は使用される化学物質としては，

試薬建屋の機器に内包される化学薬品，各建屋の機器に内包される化

学薬品並びに試薬建屋への受入れの際に運搬される化学物質がある。

再処理事業所内において化学物質を貯蔵する施設については化学物質

が漏えいし難い設計とするため，人為事象として試薬建屋への受入れ

の際に運搬される化学物質の漏えいを想定する。 

これらの化学物質の漏えいによる影響としては再処理施設に直接被

水すること等による安全機能への影響及び漏えいした化学物質の反応

等によって発生する有毒ガスによる人体への影響が考えられる。 

屋外で運搬又は受入れ時に化学物質の漏えいが発生した場合につい

ては，12条「化学薬品の漏えいによる損傷の防止」で整理する。 

一方，人体への影響の観点から，再処理施設の運転員に対する影響

を想定し，制御建屋中央制御室換気設備は，外気の連絡を遮断し制御

建屋の中央制御室内空気の再循環運転を行うことができる設計とする。

再循環運転については，中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度
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の影響を考慮する。これにより，再処理事業所内において化学物質の

漏えいが発生した場合においても，再循環運転を行うことで中央制御

室の居住性を損なわない設計とする。また，使用済燃料受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室については，必要に応じて外気との連絡口を遮断

し，運転員への影響を防止することで再処理施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

上記以外の建屋については，安全機能維持の観点から運転員の居住

性を考慮する必要はない。 
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1.7.9.6 手順等 

  有毒ガスが発生した場合，必要に応じて制御建屋中央制御室換気設備

の外気の連絡を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気を再循環する措置

を講ずることにより，運転員への影響を防止するよう手順を整備する。 
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空
中

写
真

の
判

読
結

果
に

よ
る

と
，

リ
ニ

ア
メ

ン
ト

及
び

変
動

地
形

は
判

読
さ

れ
な

い
。

ま
た

，
敷
地

は
標

高
約

5
5
ｍ
に

造
成

さ
れ

て
お

り
，

地
滑

り
の
お

そ
れ

の
あ

る

急
斜

面
は

な
い
。
 

×
 

７
 

液
状

化
現

象
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

「
第

六
条

 
安
全

機
能

を
有

す
る
施

設
の

地
盤

」
に

て
考

慮
。
 

－
 

８
 

泥
湧

出
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

「
第

六
条

 
安
全

機
能

を
有

す
る
施

設
の

地
盤

」
に

て
考

慮
。
 

－
 

９
 

山
崩

れ
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地

周
辺

に
は
山

崩
れ

の
お

そ
れ
の

あ
る

急
斜

面
は

存
在

し
な

い
。
 

×
 

1
0
 

崖
崩

れ
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地

周
辺

に
は
崖

崩
れ

の
お

そ
れ
の

あ
る

急
斜

面
は

存
在

し
な

い
。
 

×
 

1
1
 

津
波

 
×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

「
第

八
条

 
津
波

に
よ

る
損

傷
の
防

止
」

に
て

考
慮

。
 

－
 

1
2
 

静
振

 
×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地

周
辺

に
尾
駮

沼
及

び
鷹

架
沼
が

あ
る

が
，

再
処

理
施

設
は

標
高
約

5
5
ｍ

に
造
成

さ
れ

た
敷

地
に
設

置
す

る
た

め
，
静

振
に

よ
る

影
響

を
受

け
な

い
。
 

×
 

1
3
 

高
潮

 
×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

再
処

理
施

設
は
海

岸
か

ら
約

５
ｋ
ｍ

，
標

高
約

5
5
ｍ

に
位
置

す
る

た
め

，
高

潮
に

よ

る
影

響
を

受
け
な

い
。
 

×
 

1
4
 

波
浪

・
高

波
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

再
処

理
施

設
は
海

岸
か

ら
約

５
ｋ
ｍ

，
標

高
約

5
5
ｍ

に
位
置

す
る

た
め

，
波

浪
・

高

波
に

よ
る

影
響
を

受
け

な
い

。
 

×
 

1
5
 

高
潮

位
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

再
処

理
施

設
は
海

岸
か

ら
約

５
ｋ
ｍ

，
標

高
約

5
5
ｍ

に
位
置

す
る

た
め

，
高

潮
位

に

よ
り

再
処

理
施
設

に
影

響
を

及
ぼ
す

こ
と

は
な

い
。
 

×
 

1
6
 

低
潮

位
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

再
処

理
施

設
に
は

，
潮

位
の

変
動
の

影
響

を
受

け
る

よ
う

な
設

備
は
な

い
。
 

×
 

1
7
 

海
流

異
変
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

再
処

理
施

設
に
は

，
海

流
の

変
動
の

影
響

を
受

け
る

よ
う

な
設

備
は
な

い
。
 

×
 

1
8
 

風
（

台
風

）
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○

 

1
9
 

竜
巻

 
×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○
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 （
つ

づ
き

）
 

№
 

事
象

 
除

外
の

基
準

注
１
 

除
外

す
る

理
由
 

設
計

上
 

の
考

慮
注

２
 

基
準

１
 

基
準

２
 

基
準

３
 

基
準

４
 

基
準

５
 

2
0
 

砂
嵐

 
×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地

周
辺

に
砂
漠

や
砂

丘
は

な
い
。

 
×
 

2
1
 

極
限

的
な

気
圧
 

×
 

×
 

×
 

×
 

○
 

「
竜

巻
」

の
影
響

評
価

（
気

圧
差
）

に
包

絡
さ

れ
る

。
 

×
 

2
2
 

降
水

 
×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○

 

2
3
 

洪
水

 
×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

再
処

理
施

設
は
標

高
約

5
5
ｍ

に
造
成

さ
れ

た
敷

地
に

設
置

し
，

二
又
川

は
標

高
約

５

ｍ
か

ら
約

１
ｍ

の
低

地
を

流
れ

て
い

る
た

め
，

再
処

理
施

設
に

影
響

を
与

え
る

洪
水

は
起

こ
り

得
な
い

。
 

×
 

2
4
 

土
石

流
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地

周
辺

の
地
形

及
び

表
流

水
の
状

況
か

ら
，

土
石

流
は

発
生

し
な
い

。
 

×
 

2
5
 

降
雹

 
×
 

×
 

×
 

×
 

○
 

「
竜

巻
」

の
影
響

評
価

（
飛

来
物
）

に
包

絡
さ

れ
る

。
 

×
 

2
6
 

落
雷

 
×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○

 

2
7
 

森
林

火
災
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○

 

2
8
 

草
原

火
災
 

×
 

×
 

×
 

×
 

○
 

「
森

林
火

災
」
の

影
響

評
価

に
包
絡

さ
れ

る
。
 

×
 

2
9
 

高
温

 
×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○

 

3
0
 

凍
結

 
×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○

 

3
1
 

氷
結

 
×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

二
又

川
の

氷
結
に

よ
り

取
水

設
備
に

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

は
な

い
。
 

×
 

3
2
 

氷
晶

 
×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

氷
晶

に
よ

り
再
処

理
施

設
に

影
響
を

及
ぼ

す
こ

と
は

な
い

。
 

×
 

3
3
 

氷
壁

 
×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

周
辺

の
地

形
か
ら

氷
河

，
氷

山
が
再

処
理

施
設

へ
影

響
を

及
ぼ

す
こ
と

は
な

い
。
 

×
 

3
4
 

高
水

温
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

河
川

の
温

度
変
化

が
，

取
水

設
備
へ

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

は
な

い
。
 

×
 

3
5
 

低
水

温
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

河
川

の
温

度
変
化

が
，

取
水

設
備
へ

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

は
な

い
。
 

×
 

3
6
 

干
ば

つ
 

×
 

○
 

○
 

×
 

×
 

過
去

の
実

績
か

ら
す

る
と

，
干

ば
つ

に
よ

っ
て

二
又

川
か

ら
の

取
水

が
不

可
能

と
な

る
こ

と
は

な
い

。
ま

た
，

貯
水

槽
等

の
容

量
と

使
用

量
か

ら
，

干
ば

つ
に

よ
る

影
響

は
な

い
。
 

×
 

3
7
 

霜
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

霜
に

よ
り

再
処
理

施
設

に
影

響
を
及

ぼ
す

こ
と

は
な

い
。
 

×
 

3
8
 

霧
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

霧
に

よ
り

再
処
理

施
設

に
影

響
を
及

ぼ
す

こ
と

は
な

い
。
 

×
 

3
9
 

火
山

の
影

響
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○

 

4
0
 

熱
湯

 
×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地

周
辺

に
熱
湯

の
発

生
源

は
な
い

。
 

×
 

4
1
 

積
雪

 
×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○

 

4
2
 

雪
崩

 
×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

周
辺

の
地

形
か
ら

雪
崩

は
発

生
し
な

い
。
 

×
 

4
3
 

生
物

学
的

事
象
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○
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（
つ

づ
き

）
 

№
 

事
象

 
除

外
の

基
準

注
１
 

除
外

す
る

理
由
 

設
計

上
 

の
考

慮
注

２
 

基
準

１
 

基
準

２
 

基
準

３
 

基
準

４
 

基
準

５
 

4
4
 

動
物

 
×
 

×
 

×
 

×
 

○
 

「
生

物
学

的
事
象

」
の

影
響

評
価
に

包
絡

さ
れ

る
。
 

×
 

4
5
 

塩
害

 
×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○

 

4
6
 

隕
石

 
○

 
×
 

×
 

×
 

×
 

隕
石

の
衝

突
は
，

極
低

頻
度

な
事
象

で
あ

る
。
 

×
 

4
7
 

陥
没

 
×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

「
第

六
条

 
安
全

機
能

を
有

す
る
施

設
の

地
盤

」
に

て
考

慮
。
 

－
 

4
8
 

土
壌

の
収

縮
・
膨

張
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

「
第

六
条

 
安
全

機
能

を
有

す
る
施

設
の

地
盤

」
に

て
考

慮
。
 

－
 

4
9
 

海
岸

浸
食
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

再
処

理
施

設
は

海
岸

か
ら

約
５

ｋ
ｍ

に
位

置
す

る
こ

と
か

ら
，

海
岸

浸
食

が
再

処
理

施
設

に
影

響
を
与

え
る

こ
と

は
な
い

。
 

×
 

5
0
 

地
下

水
に

よ
る
浸

食
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地

の
地

下
水

の
調

査
結

果
か

ら
，

再
処

理
施

設
に

影
響

を
与

え
る

地
下

水
に

よ
る

浸
食

は
起

こ
り
得

な
い

。
 

×
 

5
1
 

カ
ル

ス
ト
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地

周
辺

は
カ
ル

ス
ト

地
形

で
は
な

い
。
 

×
 

5
2
 

海
氷

に
よ

る
川
の

閉
塞
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

二
又

川
の

海
氷
に

よ
る

閉
塞

が
，
取

水
設

備
へ

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と
は

な
い

。
 

×
 

5
3
 

湖
若

し
く

は
川
の

水
位

降
下
 

×
 

×
 

×
 

×
 

○
 

「
干

ば
つ

」
の
影

響
評

価
に

包
絡
さ

れ
る

。
 

×
 

5
4
 

河
川

の
流

路
変
更
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地

近
傍

の
二

又
川

は
谷

を
流

れ
て

お
り

，
取

水
に

影
響

を
及

ぼ
す

大
き

な
河

川
の

流
路

変
更

が
発
生

す
る

こ
と

は
な
い

。
 

×
 

5
5
 

毒
性

ガ
ス
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地

周
辺

に
は
毒

性
ガ

ス
の

発
生
源

は
な

い
。
 

×
 

注
１

：
除

外
の
基

準
は

，
以

下
の
と

お
り

。
 

基
準

１
：

発
生
頻

度
が

極
低

頻
度
と

判
断

さ
れ

る
事

象
 

基
準

２
：

敷
地
周

辺
で

は
起

こ
り
得

な
い

事
象
 

基
準

３
：

事
象
の

進
展

が
緩

慢
で
対

策
を

講
ず

る
こ

と
が

で
き

る
事
象

 

基
準

４
：

再
処
理

施
設

に
影

響
を
及

ぼ
さ

な
い

事
象
 

基
準

５
：

影
響
が

他
の

事
象

に
包
絡

さ
れ

る
事

象
 

○
：

 
 

基
準
に

該
当

す
る
 

×
：

 
 
基

準
に

該
当

し
な

い
 

注
２

：
要

否
の
標

記
は

，
以

下
の
と

お
り

。
 

○
：

設
計

上
考
慮

す
る

必
要

の
あ
る

事
象
 

－
：

設
計

上
考
慮

す
る

必
要

の
あ
る

事
象

（
他

の
条

文
に

お
い

て
適
合

性
の

確
認

を
行

う
事

象
）
 

×
：

設
計
上

の
考

慮
を

必
要

と
し
な

い
事

象
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第
1
.
7
.
9
－

２
表

 
事

象
（

人
為

に
よ

る
事

象
）

の
抽

出
及

び
検

討
結

果
 

№
 

事
象

 
除

外
の

基
準

注
１
 

除
外

す
る

理
由
 

設
計

上
 

の
考

慮
注

２
 

基
準

１
 

基
準

２
 

基
準

３
 

基
準

４
 

基
準

５
 

１
 

船
舶

事
故

に
よ
る

油
流

出
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

再
処

理
施

設
は
，

海
岸

か
ら

約
５
ｋ

ｍ
離

れ
て

お
り

影
響

を
受

け
な
い

。
 

×
 

２
 

船
舶

事
故

（
爆

発
，

化
学

物
質

の

漏
え

い
）
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

再
処

理
施

設
は
，

海
岸

か
ら

約
５
ｋ

ｍ
離

れ
て

お
り

影
響

を
受

け
な
い

。
 

×
 

３
 

船
舶

の
衝

突
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

再
処

理
施

設
は
，

海
岸

か
ら

約
５
ｋ

ｍ
離

れ
て

お
り

影
響

を
受

け
な
い

。
 

×
 

４
 

航
空

機
落

下
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○

 

５
 

鉄
道

事
故

（
爆

発
，

化
学

物
質

の

漏
え

い
）
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地

周
辺

に
は
鉄

道
路

線
が

な
い
。

 
×
 

６
 

鉄
道

の
衝

突
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地

周
辺

に
は
鉄

道
路

線
が

な
い
。

 
×
 

７
 

交
通

事
故

（
爆

発
，

化
学

物
質

の

漏
え

い
）
 

×
 

×
 

×
 

○
 

 
爆

発
 

○
 

化
学

物
質

の
漏

え
い

 

冷
却

，
水

素
掃

気
，

火
災

及
び

爆
発

の
防

止
，

臨
界

防
止

，
遮

蔽
並

び
に

閉
じ

込
め

の
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は

，
幹

線
道

路
か

ら
4
0
0
ｍ

以
上

離
れ

て
お

り
，

爆
発

に
よ

り
当

該
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

は
考

え
ら

れ
な

い
。

化
学

物
質

の
漏

え
い

に
つ

い
て

は
，
「

再
処

理
事

業
所

内
に

お
け

る
化

学
物

質
の

漏
え

い
」

の
影

響

評
価

に
包

絡
さ
れ

る
。
 

×
 

８
 

自
動

車
の

衝
突
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

周
辺

監
視

区
域

の
境

界
に

は
フ

ェ
ン

ス
を

設
置

し
て

お
り

，
自

動
車

の
衝

突
に

よ
る

影
響

を
受

け
な

い
。

敷
地

内
の

運
転

に
際

し
て

は
速

度
制

限
を

設
け

て
お

り
，

安
全

機
能

に
影

響
を
与

え
る

よ
う

な
衝
突

は
考

え
ら

れ
な

い
。
 

×
 

９
 

爆
発

 
×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○

 

1
0
 

工
場

事
故

（
爆

発
，

化
学

物
質

の

漏
え

い
）
 

×
 

×
 

×
 

×
 

○
 

「
爆

発
」
，
「

近
隣

工
場

等
の

火
災

」
及

び
「

再
処

理
事

業
所

内
に

お
け

る
化

学
物

質

の
漏

え
い

」
の
影

響
評

価
に

包
絡
さ

れ
る

。
 

×
 

1
1
 

鉱
山

事
故

（
爆

発
，

化
学

物
質

の

漏
え

い
）
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地

周
辺

に
は

，
爆

発
，

化
学

物
質

の
漏

え
い

の
事

故
を

起
こ

す
よ

う
な

鉱
山

は
な

い
。

 
×
 

1
2
 

土
木

・
建

築
現

場
の

事
故

（
爆

発
，

化
学

物
質
の

漏
え

い
）
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地

内
で

の
工

事
は

十
分

に
管

理
さ

れ
る

こ
と

及
び

敷
地

外
で

の
工

事
は

敷
地

境
界

か
ら

再
処

理
施

設
ま

で
距

離
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
再

処
理

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
よ

う
な

土
木

・
建
築

現
場

の
事

故
の
発

生
は

考
え

ら
れ

な
い

。
 

×
 

1
3
 

軍
事

基
地

の
事

故
（

爆
発

，
化

学

物
質

の
漏

え
い
）
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

三
沢

基
地

は
敷
地

か
ら
約

2
8
ｋ

ｍ
離

れ
て

お
り

影
響

を
受

け
な

い
。
 

×
 

1
4
 

軍
事

基
地

か
ら
の

飛
来

物
 

○
 

×
 

×
 

×
 

×
 

軍
事

基
地

か
ら
の

飛
来

物
は

，
極
低

頻
度

な
事

象
で

あ
る

。
 

×
 

1
5
 

パ
イ

プ
ラ

イ
ン

事
故

（
爆

発
，

化

学
物

質
の

漏
え
い

）
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

む
つ

小
川

原
国

家
石

油
備

蓄
基

地
の

陸
上

移
送

配
管

は
，

1
.
2
ｍ

以
上

の
地

下
に

埋

設
さ

れ
る

と
と

も
に

，
漏

え
い

が
発

生
し

た
場

合
は

，
配

管
の

周
囲

に
設

置
さ

れ
た

漏
油

検
知

器
に

よ
り

緊
急

遮
断

弁
が

閉
止

さ
れ

る
こ

と
か

ら
，

火
災

の
発

生
は

想
定

し
難

い
。
 

×
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 （
つ

づ
き

）
 

№
 

事
象

 
除

外
の

基
準

注
１
 

除
外

す
る

理
由
 

設
計

上
 

の
考

慮
注

２
 

基
準

１
 

基
準

２
 

基
準

３
 

基
準

４
 

基
準

５
 

1
6
 

再
処

理
事

業
所

内
に

お
け

る
化

学

物
質

の
漏

え
い
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○

 

1
7
 

人
工

衛
星

の
落
下
 

○
 

×
 

×
 

×
 

×
 

人
工

衛
星

の
衝
突

は
，

極
低

頻
度
な

事
象

で
あ

る
。
 

×
 

1
8
 

ダ
ム

の
崩

壊
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地

の
周

辺
に
ダ

ム
は

な
い

。
 

×
 

1
9
 

電
磁

的
障

害
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○

 

2
0
 

掘
削

工
事
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地

内
で

の
工

事
は

十
分

に
管

理
さ

れ
る

こ
と

及
び

敷
地

外
で

の
工

事
は

敷
地

境
界

か
ら

再
処

理
施

設
ま

で
距

離
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
再

処
理

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
よ

う
な

掘
削

工
事
に

よ
る

事
故

の
発
生

は
考

え
ら

れ
な

い
。
 

×
 

2
1
 

重
量

物
の

落
下
 

×
 

×
 

×
 

○
 

×
 

重
量

物
の

運
搬

等
は

十
分

に
管

理
さ

れ
る

こ
と

か
ら

，
再

処
理

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
よ

う
な

重
量
物

の
落

下
は

考
え
ら

れ
な

い
。
 

×
 

2
2
 

タ
ー

ビ
ン

ミ
サ
イ

ル
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

敷
地

内
に

タ
ー
ビ

ン
ミ

サ
イ

ル
を
発

生
さ

せ
る

よ
う

な
タ

ー
ビ

ン
は
な

い
。
 

×
 

2
3
 

近
隣

工
場

等
の
火

災
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○

 

2
4
 

有
毒

ガ
ス
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
○

 

注
１

：
除

外
の
基

準
は

，
以

下
の
と

お
り

。
 

基
準

１
：

発
生
頻

度
が

極
低

頻
度
と

判
断

さ
れ

る
事

象
 

基
準

２
：

敷
地
周

辺
で

は
起

こ
り
得

な
い

事
象
 

基
準

３
：

事
象
の

進
展

が
緩

慢
で
対

策
を

講
ず

る
こ

と
が

で
き

る
事
象

 

基
準

４
：

再
処
理

施
設

に
影

響
を
及

ぼ
さ

な
い

事
象
 

基
準

５
：

影
響
が

他
の

事
象

に
包
絡

さ
れ

る
事

象
 

○
：

 
 

基
準
に

該
当

す
る
 

×
：

 
 
基

準
に

該
当

し
な

い
 

注
２

：
要

否
の
標

記
は

，
以

下
の
と

お
り

。
 

○
：

設
計

上
考
慮

す
る

必
要

の
あ
る

事
象
 

－
：

設
計

上
考
慮

す
る

必
要

の
あ
る

事
象

（
他

の
条

文
に

お
い

て
適
合

性
の

確
認

を
行

う
事

象
）
 

×
：

設
計
上

の
考

慮
を

必
要

と
し
な

い
事

象
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第
1
.
7
.
9
－

３
表

 
重

畳
を

想
定

す
る

自
然

現
象

の
組

合
せ

の
検

討
結

果
 

  

＜
凡

例
＞

 

a
：

 
同

時
に

発
生

す
る

可
能

性
が

極
め

て
低

い
組

合
せ

 

b
：

 
再

処
理

施
設

に
及

ぼ
す

影
響

モ
ー

ド
が

異
な

る
組

合
せ

 

c
：

 
一

方
の

自
然

現
象

の
評

価
に

包
絡

さ
れ

る
組

合
せ

 

d
：

 
重

畳
を

考
慮

す
る

組
合

せ
 

 

 
 

風
 

( 台
風

) 
竜

巻
 

降
水

 
落

雷
 

森
林

 
火

災
 

高
温

 
凍

結
 

火
山

の
 

影
響

 
積

雪
 

生
物

学
 

的
事

象
 

塩
害

 
地

震
 

風
（

台
風

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

竜
巻

 
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

降
水

 
c, 

b 
c, 

b 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

落
雷

 
b 

b 
b 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

森
林

火
災

 
c 

a 
b 

b  
 

 
 

 
 

 
 

 

高
温

 
c 

b 
b 

b 
c 

 
 

 
 

 
 

 

凍
結

 
b 

b 
b 

b 
b 

a 
 

 
 

 
 

 

火
山

の
影

響
 

d 
a 

c 
b 

a 
b 

b 
 

 
 

 
 

積
雪

 
d 

d 
c 

b  
b 

b 
b 

d 
 

 
 

 

生
物

学
的

事
象

 
b 

b 
b 

b  
b 

b 
b 

b 
b 

 
 

 

塩
害

 
b 

b 
b 

b  
b 

b 
b 

b 
b 

b 
 

 

地
震

 
d 

a 
b 

b 
a 

b 
b 

a 
d 

b 
b 
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1.7.10 竜巻防護に関する設計 

1.7.10.1 竜巻防護に関する設計方針 

原子力規制委員会の定める事業指定基準規則の第九条では，外部から

の衝撃による損傷の防止として，安全機能を有する施設は，想定される自

然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合においても安全機能を損

なわないものでなければならないとしており，敷地の自然環境を基に想定

される自然現象の一つとして，竜巻を挙げている。 

再処理施設の供用期間中に極めてまれに発生する突風，強風を引き起

こす自然現象としての竜巻及びその随伴事象等によって安全機能を有する

施設の安全機能を損なわない設計であることを評価するため，「原子力発

電所の竜巻影響評価ガイド」（平成25年６月19日 原規技発第13061911号 

原子力規制委員会決定）（以下「竜巻ガイド」という。）を参照し，以下の

竜巻影響評価について実施する。 

 

(１) 設計竜巻及び設計荷重（設計竜巻荷重及びその他の組合せ荷重）の

設定 

(２) 再処理施設における飛来物に係る調査 

(３) 飛来物発生防止対策 

(４) 考慮すべき設計荷重に対する設計対処施設の構造健全性等の評価を

行い，必要に応じ対策を行うことで安全機能が維持されることの確

認 

 

安全機能を有する施設は，再処理施設が竜巻の影響を受ける場合にお

いてもその安全機能を確保するために，竜巻に対して安全機能を損なわな

い設計とする。 
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その上で，竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確認する

施設を，再処理施設の全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とす

る。設計竜巻から防護する施設（以下「竜巻防護対象施設」という。）と

しては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく

抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽

出する。竜巻防護対象施設及びそれらを収納する建屋（以下「竜巻防護対

象施設等」という。）は，竜巻により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防

止，臨界防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等に

より，安全機能を損なわない設計とする。 

また，その施設の倒壊等により竜巻防護対象施設等に波及的影響を及

ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設及び竜巻防護対象施設を収

納する建屋は，機械的強度を有すること等により，竜巻防護対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。ここで，竜巻防護対象施設，竜巻防護対

象施設を収納する建屋及びその施設の倒壊等により竜巻防護対象施設等に

波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設を併せて，

設計対処施設という。 

上記に含まれない安全機能を有する施設は，竜巻及びその随伴事象に

対して機能を維持すること若しくは竜巻及びその随伴事象による損傷を考

慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間

での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安

全機能を損なわない設計とする。 

なお，使用済燃料収納キャスクは，再処理施設内に一時的に保管され

ることを踏まえ，竜巻により使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与え

ない設計とする。 

６－１－557



 

1.7.10.2 設計対処施設 

設計対処施設は，竜巻防護対象施設の安全機能を損なわないよう，設

計竜巻に対して設計上の考慮を行う施設全体とする。 

安全機能を有する施設のうち，安全評価上その機能を期待する施設の

安全機能を維持し，かつ，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界

防止等の安全機能を損なわないようにするため，安全上重要な施設を竜

巻防護対象施設とする。 

これらの施設を第1.7.10－１図～第1.7.10－３図に示す選定フローに

従い，竜巻による風圧力，気圧差及び飛来物に対する設計対処施設とし

て選定するとともに竜巻防護対象施設を収納する建屋を設計対処施設と

して選定する。また，建屋に収納される竜巻防護対象施設のうち第1.7.1

0－４図に示す選定フローに従い選定される設計荷重（竜巻）に対して十

分な耐力を有しない建屋に収納される竜巻防護対象施設及び開口部を有

する室に設置される竜巻防護対象施設のうち第1.7.10－５図に示す選定

フローに従い選定される竜巻防護対象施設は，建屋に収納されるが防護

が期待できない竜巻防護対象施設として選定する。 

以上の選定結果から，竜巻防護対象施設は以下のように分類できる。 

 

(１) 建屋に収納される竜巻防護対象施設（外気と繋がっている竜巻防護対

象施設を除く） 

(２) 屋外の竜巻防護対象施設 

(３) 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 

(４) 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設 

 

また，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設については，当
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該施設の破損等により竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機

能を損なわせる可能性がある施設又はその施設の特定の区画を，竜巻防護

対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設として選定する。 

竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設としては，竜巻防護

対象施設等を除く構築物，系統及び機器の中から，竜巻防護対象施設等に

対し，倒壊による機械的影響を及ぼし得る施設及び付属施設の破損等によ

る機能的影響を及ぼし得る施設を以下のとおり選定する。 

竜巻防護対象施設等に機械的影響を及ぼし得る施設としては，建物・

構築物の高さと竜巻防護対象施設等との距離を考慮して，破損又は倒壊に

より竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるお

それがある施設を竜巻防護対象施設に機械的影響を及ぼし得る施設として

選定する。 

竜巻防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設としては，竜巻防護

対象施設の付属設備のうち屋外にあるもので，風圧力，気圧差及び飛来物

の衝突による破損等により竜巻防護対象施設の安全機能を損なわせるおそ

れがある施設を竜巻防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設として選

定する。 

選定した結果から，設計対処施設は以下に分類される。 

・屋外の竜巻防護対象施設 

・竜巻防護対象施設を収納する建屋 

・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 

・建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設 

・竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

設計対処施設を以下のとおり，分類ごとに選定する。 

ａ．屋外の竜巻防護対象施設 
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(ａ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ， 

Ｂ 

(ｂ) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

(ｃ) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａに接続する屋外設備 

(ｄ) 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

(ｅ) 主排気筒 

(ｆ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｇ) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｈ) 前処理建屋換気設備 

(ｉ) 分離建屋換気設備 

(ｊ) 精製建屋換気設備 

(ｋ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

(ｌ) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

ここで，屋外の竜巻防護対象施設のうち，(ｃ) を「冷却塔に接続する

屋外設備」，(ｆ)～(ｌ)を合わせて「主排気筒に接続する屋外配管及び屋

外ダクト」という。 

ｂ．竜巻防護対象施設を収納する建屋 

(ａ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

(ｂ) 前処理建屋 

(ｃ) 分離建屋 

(ｄ) 精製建屋 

(ｅ) ウラン脱硝建屋 

(ｆ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

(ｇ) ウラン酸化物貯蔵建屋 

(ｈ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 
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(ｉ) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

(ｊ) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

(ｋ) チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 

(ｌ) ハル・エンドピース貯蔵建屋 

(ｍ) 制御建屋 

(ｎ) 分析建屋 

(ｏ) 非常用電源建屋 

(ｐ) 主排気筒管理建屋 

ｃ．建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 

(ａ) せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

(ｂ) 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｃ) 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｄ) 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｅ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｆ) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｇ) 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

(ｈ) 前処理建屋換気設備の排気系 

(ｉ) 分離建屋換気設備の排気系 

(ｊ) 精製建屋換気設備の排気系 

(ｋ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の排気系 

(ｌ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の貯蔵室から

の排気系 

(ｍ) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の排気系 

(ｎ) ガラス固化体貯蔵設備の収納管 

(ｏ) 制御建屋中央制御室換気設備 
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ｄ．建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設 

(ａ) 第２非常用ディーゼル発電機 

(ｂ) 前処理建屋の安全蒸気系 

(ｃ) 前処理建屋の非常用所内電源系統 

(ｄ) 前処理建屋の計測制御系統施設 

(ｅ) 精製建屋の非常用所内電源系統 

(ｆ) 精製建屋の計測制御系統施設 

(ｇ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所内電源系統 

(ｈ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の計測制御系統施設 

(ｉ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系 

(ｊ) 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器 

(ｋ) 非常用電源建屋の非常用所内電源系統 

(ｌ) 主排気筒の排気筒モニタ 

(ｍ) 制御建屋中央制御室換気設備 

ｅ．竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

(ａ) 北換気筒 

(ｂ) 使用済燃料輸送容器管理建屋 

(ｃ) 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

(ｄ) 低レベル廃棄物処理建屋 

(ｅ) 出入管理建屋 

なお，再処理施設内に一時的に保管される使用済燃料収納キャスクは，

竜巻により波及的破損を与えない設計とする。 
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1.7.10.3 設計荷重（竜巻）の設定 

1.7.10.3.1 設計竜巻の設定 

設計竜巻の特性値については，現状，設定に足る十分な信頼性を有し

た観測記録等が無いため，竜巻ガイドを参考に設定する。設計竜巻の特性

値を第 1.7.10－１表に示す。また，設計竜巻については，今後も継続的

に観測データ及び増幅に関する新たな知見の収集に取り組み，必要な事項

については適切に反映を行う。 

 

(１) 設計竜巻の移動速度（ＶＴ） 

設計竜巻の移動速度（ＶＴ）は，独立行政法人原子力安全基盤機構が

東京工芸大学に委託した研究の成果（以下「東京工芸大学委託成果
（７３）

」

という。）を参考に，日本の竜巻における移動速度と最大竜巻風速の関

係に基づく以下の式を用いて算定する。 

ＶＴ＝0.15×ＶＤ 

ＶＤ（ｍ／ｓ）：設計竜巻の最大風速 

(２) 設計竜巻の最大接線風速（ＶＲｍ） 

設計竜巻の最大接線風速（ＶＲｍ）は，米国原子力規制委員会の基準
（７４）

類を参考に，以下の式を用いて算定する。 

ＶＲｍ＝ＶＤ－ＶＴ 

(３) 設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径（Ｒｍ） 

設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径（Ｒｍ）は，東京工芸

大学委託成果
（７３）

による日本の竜巻の観測記録を基に提案されたモデルを

参考として，以下の値を用いる。 

Ｒｍ＝30（ｍ） 

(４) 設計竜巻の最大気圧低下量（ΔＰｍａｘ） 
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設計竜巻の最大気圧低下量（ΔＰｍａｘ）は，米国原子力規制委員会

の基準類
（７４）

のランキン渦モデルによる風速分布を参考に， 以下の式を用

いて算定する。 

ΔＰｍａｘ＝ρ×ＶＲｍ
２ 

ρ：空気密度（1.22（ｋｇ／ｍ３）） 

(５) 設計竜巻の最大気圧低下率（（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ） 

設計竜巻の最大気圧低下率（（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ）は，米国原子力規

制委員会の基準類
（７４）

のランキン渦モデルによる風速分布を参考に， 以下

の式を用いて算定する。 

（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ＝（ＶＴ／Ｒｍ）×ΔＰｍａｘ 

 

1.7.10.3.2 設計飛来物の設定 

竜巻ガイドを参考に再処理事業所内をふかんした現地調査及び検討を

行い，再処理事業所内の資機材の設置状況を踏まえ，設計対処施設に衝突

する可能性のある飛来物を抽出する。抽出した飛来物に竜巻ガイドに例示

される飛来物を加え，それぞれの寸法，質量及び形状から飛来の有無を判

断し，運動エネルギ及び貫通力の大きさを考慮して，設計竜巻により設計

対処施設に衝突し得る飛来物（以下「設計飛来物」という。）を設定する。

衝突時に設計対処施設に与える運動エネルギ又は貫通力が設計飛来物によ

るものより大きくなるものについては，浮き上がり又は横滑りの有無を考

慮した上で，固定，固縛，建屋収納又は敷地からの撤去により飛来物とな

らないようにする。 

設計対処施設以外の建屋及び屋外施設は，衝突時に設計対処施設に与

える運動エネルギ又は貫通力が設計飛来物より大きくなる飛来物を発生さ

せることのないよう，建屋の屋根及び外壁を固定する運用とすることから，
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飛来物の発生源として考慮しない。 

車両については，周辺防護区域への入構を管理するとともに，固縛又

は退避を必要とする区域（以下「飛来対策区域」という。）を設定し，竜

巻の襲来が予想される場合には，停車又は走行している場所に応じて固縛

するか又は飛来対策区域外の避難場所へ退避することにより，飛来物とな

らないよう管理を行うことから，設計飛来物として考慮しない。 

また，再処理事業所外から飛来するおそれがあり，かつ，再処理事業

所内からの飛来物による衝撃荷重を上回ると想定されるものとしてむつ小

川原ウィンドファームの風力発電施設のブレードがある。むつ小川原ウィ

ンドファームの風力発電施設から設計対処施設までの距離及び設計竜巻に

よるブレードの飛来距離を考慮すると，ブレードが設計対処施設まで到達

するおそれはないことから，ブレードは設計飛来物として考慮しない。 

以上のことから，竜巻ガイドに例示される鋼製材を設計飛来物として

設定する。さらに，飛来物防護ネットの形状及び寸法を考慮して，鋼製材

より小さく飛来物防護ネットを通過する可能性がある設計飛来物として，

竜巻ガイドに例示される鋼製パイプを設定する。 

鋼製パイプより小さく，飛来物防護ネットで捕捉できない飛来物とし

て砂利が考えられるが，衝突時の運動エネルギは十分小さく，飛来物防護

ネットを設置する施設は砂利による影響を受けない。 

なお，降下火砕物の粒子による影響については，設計飛来物の影響に

包絡される。 

第1.7.10－２表に再処理施設における設計飛来物を示す。 

 

1.7.10.3.3 荷重の組合せと許容限界 

(１) 設計対処施設に作用する設計竜巻荷重 
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設計竜巻により設計対処施設に作用する設計竜巻荷重を以下に示す。 

ａ．風圧力による荷重 

竜巻の最大風速による荷重であり，竜巻ガイドを参考に次式のと

おり算出する。 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

ここで， 

ＷＷ ：風圧力による荷重 

ｑ ：設計用速度圧 

Ｇ ：ガスト影響係数（＝1.0） 

Ｃ ：風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位に応じ

て設定する。） 

Ａ ：施設の受圧面積 

ｑ＝（1／2）・ρ・ＶＤ
２ 

である。ここで， 

ρ ：空気密度 

ＶＤ ：設計竜巻の最大風速 

である。 

ただし，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風速として

算定されるが，鉛直方向の風圧力に対してぜい弱と考えられる設計

対処施設が存在する場合には，鉛直方向の最大風速に基づいて算出

した鉛直方向の風圧力による荷重についても考慮した設計とする。 

ｂ．気圧差による荷重 

外気と隔離されている区画の境界部が気圧差による圧力影響を受

ける設備並びに竜巻防護対象施設を収納する建屋の壁及び屋根にお

いては，設計竜巻による気圧低下によって生じる設計対処施設の内
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外の気圧差による圧力荷重を考慮し，より厳しい結果を与える「閉

じた施設」を想定して次式のとおり算出する。「閉じた施設」とは

通気がない施設であり，施設内部の圧力が竜巻の通過以前と以後で

等しいとみなせる。他方，施設の外側の圧力は竜巻の通過中に変化

し，施設内外に圧力を生じさせる。 

ＷＰ＝ΔＰｍａｘ・Ａ 

ここで， 

ＷＰ ：気圧差による荷重 

ΔＰｍａｘ：最大気圧低下量 

Ａ    ：施設の受圧面積 

である。 

ｃ．飛来物の衝撃荷重 

竜巻ガイドを参考に，衝突時の荷重が大きくなる向きで設計飛来物

が設計対処施設に衝突した場合の衝撃荷重を算出する。 

また，貫通評価においても，設計飛来物の貫通力が大きくなる向き

で衝突することを考慮して評価を行う。 

(２) 設計竜巻荷重の組合せ 

設計対処施設の設計に用いる設計竜巻荷重は，竜巻ガイドを参考に

風圧力による荷重（ＷＷ），気圧差による荷重（ＷＰ）及び設計飛来物

による衝撃荷重（ＷＭ）を組み合わせた複合荷重とし，複合荷重ＷＴ１及

びＷＴ２は米国原子力規制委員会の基準類
（７５）

を参考として，以下のとおり

設定する。 

ＷＴ１＝ＷＰ 

ＷＴ２＝ＷＷ＋（1／2）・ＷＰ＋ＷＭ 

設計対処施設にはＷＴ１及びＷＴ２の両荷重をそれぞれ作用させる。 

６－１－567



(３) 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおりとする。 

ａ．設計対処施設に常時作用する荷重及び運転時荷重 

ｂ．竜巻以外の自然現象による荷重 

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり
（３２）

，積乱雲の発達時

に竜巻と同時に発生する可能性がある自然現象は，落雷，積雪，降雹

及び降水である。これらの自然現象により発生する荷重の組合せの考

慮は，以下のとおりとする。 

なお，風（台風）に対しては，「1.7.9 その他外部からの衝撃に

対する考慮」にて考慮することとしている建築基準法に基づく風荷重

が設計竜巻を大きく下回ることから，設計竜巻荷重に包絡される。 

ただし，竜巻と同時に発生する自然現象については，今後も継続的

に新たな知見の収集に取り組み，必要な事項については適切に反映を

行う。 

(ａ) 落  雷 

竜巻及び落雷が同時に発生する場合においても，落雷による影響

は雷撃であり，荷重は発生しない。 

(ｂ) 積  雪 

再処理施設の立地地域は，冬季においては積雪があるため，冬季

における竜巻の発生を想定し，建築基準法に基づいて積雪の荷重を

適切に考慮する。 

(ｃ) 降  雹 

降雹は積乱雲から降る直径５ｍｍ以上の氷の粒であり，仮に直径

10ｃｍ程度の大型の降雹を仮定した場合でも，その質量は約0.5ｋ

ｇである。竜巻及び降雹が同時に発生する場合においても，直径10
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ｃｍ程度の降雹の終端速度は59ｍ／ｓ
（ ３ ３ ）

，運動エネルギは約0.9ｋＪ

であり，設計飛来物の運動エネルギと比べて十分小さく，降雹の衝

突による荷重は設計竜巻荷重に包絡される。 

(ｄ) 降  水 

竜巻及び降水が同時に発生する場合においても，降水により屋外

施設に荷重の影響を与えることはなく，また降水による荷重は十分

小さいため，設計竜巻荷重に包絡される。 

ｃ．設計基準事故時荷重 

設計対処施設に作用させる設計竜巻荷重には，設計基準事故時に

生ずる荷重の組合せを適切に考慮する設計とする。すなわち，竜巻

により設計対処施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる荷

重を，それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合

わせて設計する。また，設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生する

と考えられる竜巻により，設計対処施設に作用する衝撃と設計基準

事故時に生ずる荷重を適切に考慮して設計する。 

設計対処施設は，設計竜巻に対して安全機能を損なわない設計と

することから，設計竜巻と設計基準事故は独立事象となる。設計竜

巻と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小さいことから，設

計基準事故時荷重と設計竜巻の組合せは考慮しない。 

仮に，設計基準事故発生時に，風速が小さく発生頻度の高い竜巻

が襲来した場合，安全上重要な施設に荷重を加える設計基準事故で

ある「プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災」及び「プ

ルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」による荷

重との組合せが考えられる。これらの設計基準事故による荷重を受

けるプルトニウム精製塔セル及びプルトニウム濃縮缶は，竜巻によ
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る荷重を受けることはないため，設計基準事故時荷重と竜巻の組合

せは考慮しない。 

 (４) 許容限界 

建屋・構築物の設計において，設計飛来物の衝突による貫通及び裏

面剥離発生の有無の評価については，貫通及び裏面剥離が発生する限

界厚さ及び部材の最小厚さを比較することにより行う。さらに，設計

荷重（竜巻）により発生する変形又は応力が安全上適切と認められる

以下の規格及び規準等による許容応力度等の許容限界に対して安全余

裕を有する設計とする。 

・建築基準法 

・日本産業規格 

・日本建築学会等の基準，指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1987（日本電気協会） 

・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の基準・指針類 

設備の設計においては，設計飛来物の衝突による貫通の有無の評価

について，貫通が発生する限界厚さ及び部材の最小厚さを比較するこ

とにより行う。さらに，設計荷重（竜巻）により発生する応力が安全

上適切と認められる以下の規格及び規準等による許容応力等の許容限

界に対して安全余裕を有する設計とする。 

・日本産業規格 

・日本建築学会等の基準，指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1987（日本電気協会） 

・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の基準・指針類 
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1.7.10.4 竜巻防護設計 

竜巻に対する防護設計においては，竜巻ガイドを参考に，基準竜巻，

設計竜巻及び設計荷重を適切に設定し，竜巻防護対象施設又は竜巻防護対

象施設を収納する区画の構造健全性を確保するため，機械的強度を有する，

建物の外壁及び屋根により建物全体を保護する，あるいは竜巻防護対策を

講ずることにより，以下の事項に対して安全機能を損なわない設計とする。 

(１) 飛来物の衝突による建屋・構築物の貫通，裏面剥離及び設備（系

統・機器）の損傷 

(２) 設計竜巻荷重及びその他の荷重（常時作用する荷重，運転時荷重，

竜巻以外の自然現象による荷重及び設計基準事故時荷重）を適切に組

み合わせた設計荷重（竜巻） 

(３) 竜巻による気圧の低下 

竜巻防護対象施設，竜巻防護対象施設を収納する建屋及び竜巻防護

対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設の設計竜巻からの防護設計方

針を以下に示す。また，竜巻防護対象施設及び防護対策等を第1.7.10

－３表に，竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設及び防護

対策等を第1.7.10－４表に，竜巻防護対象施設を収納する建屋及び防

護対策等を第1.7.10－５表に示す。 

 

1.7.10.4.1 屋外の竜巻防護対象施設 

屋外の竜巻防護対象施設は，設計荷重（竜巻）により安全機能を損な

う可能性のある場合には，竜巻防護対策を講ずることにより安全機能を

損なわない設計とする。具体的には以下のとおりである。 

 (１) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，

Ｂ 
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，独立し

た２系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ及び配管系により構成する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，

Ｂは，風圧力による荷重及び冷却塔の自重に対して構造健全性を維持

し，安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，２系列の冷却塔に対して，飛来物防護ネット及び飛来物

防護板を設置し，飛来物の衝突による損傷を防止することによって，

安全機能を損なわない設計とする。 

(２) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

再処理設備本体用 安全冷却水系は，独立した２系列の冷却塔，冷

却水循環ポンプ及び配管系により構成する。 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂは，風圧力による荷

重及び冷却塔の自重に対して構造健全性を維持し，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

その上で，２系列の冷却塔に対して，飛来物防護ネット及び飛来物

防護板を設置し，飛来物の衝突による損傷を防止することによって，

安全機能を損なわない設計とする。 

(３) 冷却塔に接続する屋外設備 

冷却塔に接続する屋外設備は，再処理設備本体用 安全冷却水系冷

却塔Ａにて除熱した安全冷却水を，再処理設備本体用の安全冷却水系

に供給するための冷却水配管及び再処理設備本体用 安全冷却水系冷

却塔Ａへの給電系統のうち屋外に設置される範囲をいう。 

冷却塔に接続する屋外設備は，設計荷重（竜巻）に対して構造健全

性を維持し，安全機能を損なわない設計とする。また，冷却塔に接続

する屋外設備は，飛来物の衝突による貫通を防止することができるよ

６－１－572



うに，それ自体が十分な厚さを有する配管又は鋼板で構成すること，

又は設計飛来物の衝突により損傷するおそれがある箇所について，飛

来物防護板を設置することによって安全機能を損なわない設計とする。 

(４) 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

第２非常用ディーゼル発電機は，独立した２系列の冷却塔を有する

設計とする。 

第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂは，風

圧力による荷重及び冷却塔の自重に対して構造健全性を維持し，安全

機能を損なわない設計とする。 

その上で，飛来物防護ネット及び飛来物防護板を設置し，飛来物の

衝突による損傷を防止することによって安全機能を損なわない設計と

する。 

(５) 主排気筒 

主排気筒は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理

設備及び高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で処理した気体状の

放射性物質を，換気設備の排気とともに大気へ放出する。 

主排気筒は，設計荷重（竜巻）に対して構造健全性を維持し，安全

機能を損なわない設計とする。また，主排気筒の筒身は，飛来物の衝

突によって貫通し，排気経路の維持機能を損なわないよう十分な厚さ

を有する設計とする。 

(６) 主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクト 

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトは，風圧力による荷重

及び主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの自重に対して構造

健全性が維持され安全機能を損なわない設計とする。また，主排気筒

に接続する屋外配管及び屋外ダクトに対しては，設計飛来物の衝突に
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より損傷することを考慮して，飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突

による貫通を防止することによって安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.7.10.4.2 竜巻防護対象施設を収納する建屋 

竜巻防護対象施設を収納する建屋は，設計荷重（竜巻）に対して，主

架構の構造健全性を維持するとともに，個々の部材の破損により施設内

の竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離の発生により

竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。具体的には以下

のとおりである。 

(１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，分離建屋，ウラン脱硝建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋及び分析建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持するとともに，

個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設

計とする。 

また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離の発生によ

り施設内の竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

(２) 前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持するとともに，

個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設

計とする。 

また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離の発生によ

り竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 
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非常用所内電源系統，計測制御系統施設，安全冷却水系及び安全蒸

気系を設置する室の外壁，屋根及び開口部には飛来物防護板を設置し，

設計飛来物の衝突による貫通及び裏面剥離を防止する設計とする。 

(３) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持する設計とす

るとともに，個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が安全機能を

損なわない設計とする。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器を設置する

室の外壁には飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通及

び裏面剥離を防止する設計とする。 

(４) 非常用電源建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持する設計とす

るとともに，個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が安全機能を

損なわない設計とする。 

第２非常用ディーゼル発電機及びこれに接続される非常用所内電源

系統を設置する室の外壁及び開口部には飛来物防護板を設置し，設計

飛来物の衝突による貫通を防止する設計とする。 

(５) 主排気筒管理建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持する設計とす

る。 

主排気筒の排気筒モニタを設置する室の外壁及び屋根には飛来物防

護板を設置し，飛来物の衝突による貫通を防止する設計とする。 

(６) 制御建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持するとともに，

個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設
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計とする。 

また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離の発生によ

り竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備を設置する室の開口部には飛来物防護

板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通及び裏面剥離を防止する設

計とする。 

 

1.7.10.4.3 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 

外気と繋がっている竜巻防護対象施設は，気圧差荷重に対して構造健全

性が維持できるものとする。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処

理設備，前処理建屋換気設備の排気系，分離建屋換気設備の排気系，精

製建屋換気設備の排気系，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

の排気系，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の貯蔵室

からの排気系及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の排気系は，気

圧差荷重に対して構造健全性を維持できるよう十分な強度を有する設計

とする。 

ガラス固化体貯蔵設備の収納管は，通風管との間に冷却空気を流す構造

としている。収納管は気圧差による荷重に対して構造健全性を維持でき

るよう十分な強度を有する設計とし，安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.7.10.4.4 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設 
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建屋に収納される竜巻防護対象施設のうち，建屋が設計竜巻の影響に

より損傷する可能性があるために設計竜巻による影響から防護できない

可能性のある竜巻防護対象施設は，竜巻防護対策を講ずることにより，

設計荷重（竜巻）による影響に対して，安全機能を損なわない設計とし，

安全上重要な施設の安全機能を損なわない設計とする。 

なお，設計竜巻による開口部の開放及び設計飛来物の衝突による開口

部の建具の貫通が発生することが考えられるが，竜巻防護対象施設を設

置する室の開口部には竜巻防護対策を講ずることにより，竜巻防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とする。具体的には以下のとおりであ

る。 

(１) 第２非常用ディーゼル発電機 

第２非常用ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に，再処

理施設（使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設を除く）の安全上

重要な施設の安全機能の確保に必要な負荷（以下「安全上重要な負

荷」という。）に給電するための非常用所内電源として２台備える。 

設計飛来物の衝突により，第２非常用ディーゼル発電機の安全機能

が喪失するおそれのある建屋外壁及び開口部には，飛来物防護板を設

置し，設計飛来物の衝突による貫通を防止することによって，竜巻に

よる外部電源喪失時にも安全機能を損なわない設計とする。 

(２) 前処理建屋の安全蒸気系 

安全蒸気系は，崩壊熱による沸騰のおそれがあるか，又はｎ－ドデ

カンの引火点に達するおそれのある漏えい液を安全に移送するための

スチームジェットポンプに蒸気を供給するための設備であり，セル等

内に設置の機器から液体状の放射性物質の漏えいが生じた場合で一般

蒸気系が使用できない場合に使用する。 
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前処理建屋の安全蒸気系を設置する室の外壁及び屋根並びに前処理

建屋の安全蒸気系の安全機能が喪失するおそれのある建屋開口部には

飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突による貫通及び裏面剥離を防止

することによって安全機能を損なわない設計とする。 

(３) 前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所

内電源系統及び計測制御系統施設並びに高レベル廃液ガラス固化建屋

の安全冷却水系 

前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所

内電源系統は，6.9ｋＶ非常用主母線から変圧器を通して460Ｖ非常用

母線に受電し，前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋内の安全上重要な負荷に給電する。 

また，前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の計

測制御系統施設は，安全機能を有する施設の健全性に係るプロセス変

数を集中的に監視及び制御する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系は，冷却水によってそ

の安全機能が維持される再処理施設の安全上重要な施設のうち高レベ

ル廃液ガラス固化建屋に設置される施設へ冷却水を供給する。 

設計飛来物の衝突により，非常用所内電源系統，計測制御系統施設

及び安全冷却水系の安全機能が喪失するおそれのある建屋開口部には，

飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通及び裏面剥離を

防止することによって安全機能を損なわない設計とする。 

(４) 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンに設置する遮蔽容器は，

ガラス固化体３本，収納管プラグ及び収納管ふたを収納する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器を設置する
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室の外壁には飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突による貫通及び裏

面剥離を防止することによって遮蔽容器の安全機能を損なわない設計

とする。 

(５) 非常用電源建屋の非常用所内電源系統 

非常用電源建屋の非常用所内電源系統は，第２非常用ディーゼル発

電機から6.9ｋＶ非常用主母線を通して各建屋の460Ｖ主母線に給電す

る。これらの一連の非常用所内電源系統に対して建屋開口部に飛来物

防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通を防止することによっ

て安全機能を損なわない設計とする。 

(６) 主排気筒の排気筒モニタ 

主排気筒管理建屋に設置される排気筒モニタは，主排気筒から放出

される気体廃棄物に含まれる放射性希ガスを連続監視する。 

主排気筒の排気筒モニタ及びこれを設置する主排気筒管理建屋に飛

来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通を防止することに

よって安全機能を損なわない設計とする。 

(７) 制御建屋中央制御室換気設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び外部火災

により発生する有毒ガスに対して，運転員その他の従事者を防護する

設備である。 

設計飛来物の衝突により当該機能が喪失するおそれのある建屋開口

部に飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通及び裏面剥

離を防止することによって安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.7.10.4.5 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設については，設計荷
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重（竜巻）を考慮しても倒壊等に至らないよう必要に応じて補強すること

等により，周辺の竜巻防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

具体的には以下のとおりである。 

北換気筒，使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管

理建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び出入管理建屋は，倒壊等に至った場

合には周辺の施設に波及的影響を及ぼすおそれがあることから，設計飛来

物の衝突による貫通及び風圧力による荷重を考慮しても倒壊等に至らない

設計とし，周辺の竜巻防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 
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1.7.10.5 竜巻随伴事象に対する設計 

竜巻ガイドを参考に，過去の他地域における竜巻被害状況及び再処理

施設の配置を図面等により確認した結果，竜巻随伴事象として以下の事象

を想定し，これらの事象が発生した場合においても，竜巻防護対象施設が

安全機能を損なわない設計とする。 

(１) 火  災 

竜巻により屋外にある危険物貯蔵施設等（ボイラ用燃料受入れ・貯

蔵所，ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所及びボイラ用燃料貯

蔵所）が損傷し，漏えい及び防油堤内での火災が発生したとしても，

火災源と竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえて熱影響を評価した上

で，竜巻防護対象施設の許容温度を超えないように防護対策を講じ，

竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計とすることを

「1.7.11 外部火災防護に関する設計」にて考慮する。 

建屋内に設置される竜巻防護対象施設のうち開口部を有する室に設

置されるものは，飛来物防護板の設置による防護対策を講ずることを

考慮すると，設計飛来物が当該室に侵入することはないことから，設

計竜巻により建屋内に火災が発生し，竜巻防護対象施設に影響を及ぼ

すことは考えられない。 

(２) 溢  水 

再処理事業所内の屋外タンク等の破損による溢水を想定し，溢水源

と竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえた影響評価を行った上で，竜

巻防護対象施設の安全機能が損なわれないよう必要に応じて堰を設け

る等の防護対策を講じ，竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えな

い設計とすることを「1.7.15 溢水防護に関する設計」にて考慮する。 

建屋内に設置される竜巻防護対象施設のうち開口部を有する室に設置
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されるものは，飛来物防護板の設置による防護対策を講ずることを考慮

すると設計飛来物が当該室に侵入することはないことから，設計竜巻に

より建屋内に溢水が発生し，竜巻防護対象施設に影響を及ぼすことは考

えられない。また，竜巻防護対象施設のない開口部を有する室について

は，設計竜巻による建屋内の溢水が発生したとしても安全機能に影響を

与えることはない。 

(３) 外部電源喪失 

設計竜巻，設計竜巻と同時に発生する雷・雹等，あるいはダウンバ

ースト等による外部電源喪失に対しては，非常用所内電源系統，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔並びに第２

非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔の安全機能を確保で

きる設計とすることにより，竜巻防護対象施設の安全機能を維持する

設計とする。 
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1.7.10.6 手順等 

(１) 飛来物発生防止対策 

設計竜巻による飛来物の発生防止を図るため，以下の事項を考慮し

た手順を定める。 

・設計対処施設以外の建屋，屋外施設及び資機材で飛来物となる可能

性のあるものは，浮き上がり又は横滑りの有無を考慮した上で，飛

来時の運動エネルギ及び貫通力が設計飛来物である鋼製材よりも大

きなものについて，設置場所に応じて固定，固縛，建屋収納又は敷

地からの撤去を行う。 

・車両については，周辺防護区域内への入構を管理するとともに，飛

来対策区域を設定し，竜巻の襲来が予想される場合に車両が飛来物

とならないよう固縛又は飛来対策区域外の退避場所へ退避する。 

・飛来対策区域は，車両から距離を取るべき離隔対象施設と車両との

間に取るべき離隔距離を考慮して設定する。 

離隔距離の検討に当たっては，先ず解析により車両の最大飛来距離を

求める。解析においては，フジタモデル
（６９）

の方がランキン渦モデルより

も地表面における竜巻の風速場をよく再現していること及び車両は地

表面にあることから，フジタモデルを適用する。フジタモデルを適用

した車両の最大飛来距離の算出結果を第 1.7.10－６表に示す。車両

の最大飛来距離の算出結果は 170ｍであるが，フジタモデルを適用し

た解析における不確実性を補うため，算出結果に安全余裕を考慮して，

離隔距離を 200ｍとする。 

飛来対策区域を第1.7.10－６図のとおりとする。 

・車両の退避場所は，周辺防護区域内及び周辺防護区域外に設ける。 

また，フジタモデルを適用した解析における不確実性を補うため，周
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辺防護区域内の退避場所に退避する車両については固縛の対象とする。 

・竜巻に対する運用管理を確実に実施するために必要な技術的能力を

維持・向上させることを目的とし，教育及び訓練を定期的に実施す

る。 
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第 1.7.10－１表 設計竜巻の特性値 

最大風速 

ＶＤ 

（ｍ／ｓ） 

移動速度 

ＶＴ 

（ｍ／ｓ） 

最大接線風速 

ＶＲｍ 

（ｍ／ｓ） 

最大接線風速半径 

Ｒｍ 

（ｍ） 

最大気圧低下量 

ΔＰｍａｘ 

（ｈＰａ） 

最大気圧低下率 

（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ 

（ｈＰａ／ｓ） 

100 15 85 30 89 45 

 

 

第 1.7.10－２表 再処理施設における設計飛来物 

飛来物の種類 鋼製パイプ 鋼製材 

寸法 

（ｍ） 

長さ×直径 

2.0×0.05 

長さ×幅×奥行き 4.2×

0.3×0.2 

質量 

（ｋｇ） 
8.4 135 

最大水平速度 

（ｍ／ｓ） 
49 51 

最大鉛直速度 

（ｍ／ｓ） 
33 34 
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設
を

設
置

す
る

室
の
開

口
部
へ

の
飛

来
物
防

護

板
設
置
 

・
安
全

蒸
気
系

を
設

置
す

る
室
の

外
壁
，

屋
根

及
び
開

口
部

へ
の

飛
来
物

防
護
板

の
設

置
 

精
製

建
屋
 

・
設
計

荷
重
（

竜
巻

）
に

対
し
て

主
架
構

の
構

造
健
全

性
を

維
持

す
る
と

と
も
に

，
個

々
の
部

材

の
破
損

に
よ
り

施
設

内
の

竜
巻
防

護
対
象

施
設

が
安
全

機
能

を
損

な
わ
な

い
設
計
 

・
設
計

飛
来
物

の
衝

突
に

対
し
て

貫
通
及

び
裏

面
剥
離

に
よ

り
安

全
機
能

を
損
な

わ
な

い
設
計
 

・
非
常

用
所
内

電
源

系
統

及
び
計

測
制
御

系
統

施
設
を

設
置

す
る

室
の
開

口
部
へ

の
飛

来
物
防

護

板
設
置
 

高
レ

ベ
ル

廃
液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋
 

・
設
計

荷
重
（

竜
巻

）
に

対
し
て

主
架
構

の
構

造
健
全

性
を

維
持

す
る
と

と
も
に

，
個

々
の
部

材

の
破
損

に
よ
り

施
設

内
の

竜
巻
防

護
対
象

施
設

が
安
全

機
能

を
損

な
わ
な

い
設
計
 

・
設
計

飛
来
物

の
衝

突
に

対
し
て

貫
通
及

び
裏

面
剥
離

に
よ

り
安

全
機
能

を
損
な

わ
な

い
設
計
 

・
非
常

用
所
内

電
源

系
統

，
計
測

制
御
系

統
施

設
及
び

安
全

冷
却

水
系
を

設
置
す

る
室

の
開
口

部

へ
の
飛

来
物
防

護
板

設
置
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－

５
表

 
竜

巻
防

護
対

象
施

設
を

収
納

す
る

建
屋

及
び

防
護

対
策

等
（

つ
づ

き
）

 

竜
巻

防
護

対
象
施

設
を

収
納

す
る
建

屋
 

竜
巻

の
最

大
 

風
速

 

想
定

す
る
 

設
計

飛
来

物
 

飛
来

物
対

策
 

防
護

対
策
 

第
1
ガ

ラ
ス

固
化

体
貯

蔵
建

屋
 

1
0
0
ｍ

／
ｓ
 

鋼
製

材
 

鋼
製

パ
イ

プ
 

固
縛

又
は

車
両

の
退

避
等

の
飛

来
物

発
生

防
止
 

・
設
計

荷
重
（

竜
巻

）
に

対
し
て

主
架
構

の
構

造
健
全

性
を

維
持

す
る
と

と
も
に

，
個

々
の
部

材

の
破
損

に
よ
り

施
設

内
の

竜
巻
防

護
対
象

施
設

が
安
全

機
能

を
損

な
わ
な

い
設
計
 

・
設
計

飛
来
物

の
衝

突
に

対
し
て

貫
通
及

び
裏

面
剥
離

に
よ

り
安

全
機
能

を
損
な

わ
な

い
設
計
 

・
第

1
ガ
ラ
ス

固
化

体
貯

蔵
建
屋

床
面
走

行
ク

レ
ー
ン

の
遮

蔽
容

器
を
設

置
す
る

室
の

外
壁
へ

の

飛
来
物

防
護
板

設
置
 

主
排

気
筒

管
理
建

屋
 

・
主
排

気
筒
の

排
気

筒
モ

ニ
タ
を

設
置
す

る
室

の
外
壁

及
び

屋
根

に
飛
来

物
防
護

板
設

置
 

非
常

用
電

源
建
屋
 

・
設
計

荷
重
（

竜
巻

）
に

対
し
て

主
架
構

の
構

造
健
全

性
を

維
持

す
る
と

と
も
に

，
個

々
の
部

材

の
破
損

に
よ
り

施
設

内
の

竜
巻
防

護
対
象

施
設

が
安
全

機
能

を
損

な
わ
な

い
設
計
 

・
設
計

飛
来
物

の
衝

突
に

対
し
て

貫
通
及

び
裏

面
剥
離

に
よ

り
安

全
機
能

を
損
な

わ
な

い
設
計
 

・
第
２

非
常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発
電

機
を
設

置
す

る
室
の

外
壁

及
び

開
口
部

へ
の
飛

来
物

防
護
板

設

置
 

・
第
２

非
常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発
電

機
に
接

続
す

る
非
常

用
所

内
電

源
系
統

を
設
置

す
る

室
の
開

口

部
へ
の

飛
来
物

防
護

板
設

置
 

制
御

建
屋
 

・
設
計

荷
重
（

竜
巻

）
に

対
し
て

主
架
構

の
構

造
健
全

性
を

維
持

す
る
と

と
も
に

，
個

々
の
部

材

の
破
損

に
よ
り

施
設

内
の

竜
巻
防

護
対
象

施
設

が
安
全

機
能

を
損

な
わ
な

い
設
計
 

・
設
計

飛
来
物

の
衝

突
に

対
し
て

貫
通
及

び
裏

面
剥
離

に
よ

り
安

全
機
能

を
損
な

わ
な

い
設
計
 

・
制
御

建
屋
中

央
制

御
室

換
気
設

備
を
設

置
す

る
室
の

開
口

部
へ

の
飛
来

物
防
護

板
設

置
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第 1.7.10－６表 現地調査にて抽出した車両の諸元及び最大飛来距離 

車両の種類 
長さ 

（ｍ） 

幅 

（ｍ） 

高さ 

（ｍ） 

質量 

（ｋｇ） 

最大飛来距離

（ｍ） 

大型バス 12 2.5 3.8 12,100 130 

トラック 8.5 2.2 2.5 3,790 160 

乗用車 普通 4.4 1.7 1.5 1,140 150 

乗用車 ワゴン１ 4.8 1.8 1.5 1,510 90 

乗用車 ワゴン２ 5.2 1.9 2.3 1,890 170 

軽自動車１ 3.4 1.5 1.6 840 160 

軽自動車２ 3.4 1.5 1.5 710 170 
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第 1.7.10－１図 風圧力に対する設計対処施設の選定フロー 

  

安全上重要な施設か? 

安全機能を有する施設 

建屋に収納されている

か? 設計対処施設 

設計対処施設 

＜屋外の竜巻防護対象施設＞ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷

却塔Ａ，Ｂ 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

冷却塔に接続する屋外設備 

第2非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

主排気筒 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備

及び高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の

屋外配管並びに前処理建屋換気設備，分離建屋換気設備，

精製建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換

気設備及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の屋外ダ

クト ＜竜巻防護対象施設を収納する建屋＞ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，高レベル廃

液ガラス固化建屋，第 1 ガラス固化体貯蔵建屋，チ

ャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋，

ハル・エンドピース貯蔵建屋，制御建屋，分析建

屋，非常用電源建屋，主排気筒管理建屋 

対象外 

Yes 

Yes 

No 

No 

６－１－591



第 1.7.10－２図 気圧差に対する設計対処施設の選定フロー 

安全上重要な施設

か? 

安全機能を有する施設 

建屋に収納されて

いるか? 

設計対処施設 

設計対処施設 

＜建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設＞ 

せん断・溶解廃ガス処理設備，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分

離建屋塔槽類廃ガス処理設備，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液

ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガ

ス処理設備，前処理建屋換気設備の排気系，分離建屋換気設備の排気

系，精製建屋換気設備の排気系，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

換気設備の排気系，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設

備の貯蔵室からの排気系，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の排

気系，ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び制御建屋中央制御室換気設

備

対象外 

Yes 

Yes 

No 

No 

外気から隔離され

ているか? 

対象外 

Yes 

No 

＜竜巻防護対象施設を収納する建屋＞ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，高レベル廃

液ガラス固化建屋，第 1 ガラス固化体貯蔵建屋，チ

ャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋，

ハル・エンドピース貯蔵建屋，制御建屋，分析建

屋，非常用電源建屋，主排気筒管理建屋
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第 1.7.10－３図 飛来物に対する設計対処施設の選定フロー 

 

  

安全上重要な施設

か? 

安全機能を有する施設 

建屋に収納されて

いるか? 
設計対処施設 

設計対処施設 

＜屋外の竜巻防護対象施設＞ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却

塔Ａ，Ｂ 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

冷却塔に接続する屋外設備 

第 2非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

主排気筒 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備及

び高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の屋外

配管並びに前処理建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建

屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備及

び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の屋外ダクト 

 
＜竜巻防護対象施設を収納する建屋＞ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラン・プルトニウム混合

酸化物貯蔵建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，第 1ガラス

固化体貯蔵建屋，チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，制御建屋，分

析建屋，非常用電源建屋，主排気筒管理建屋 

対象外 

Yes 

Yes 

No 

No 
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第 1.7.10－４図 建屋の耐力に関する設計対処施設の選定フロー 

  

設計荷重（竜巻）に対して十

分な耐力を有しているか？ 

竜巻防護対象施設を収納する建屋 

設計対処施設 

設計対処施設 

＜建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設＞ 

前処理建屋の安全蒸気系 

第１ガラス固化体貯蔵建屋の床面走行クレーンの遮蔽容器 

第２非常用ディーゼル発電機 

＜竜巻防護対象施設を収納する建屋＞ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化

物貯蔵建屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，高レベル

廃液ガラス固化建屋，第 1 ガラス固化体貯蔵建屋，チャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン処理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建

屋，制御建屋，分析建屋，非常用電源建屋，主排気筒管理建屋 

Yes 

No 
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第 1.7.10－５図 開口部に対する設計対処施設の選定フロー 

 

  

竜巻防護対象施

設の安全機能維

持に影響はある

か?※ 

No 

Yes 

設計飛来物の侵入を

防止する設計として

いるか？ 

竜巻防護対象施設を収納 

する建屋の開口部 

室内に竜巻防護

対象施設がある

か? 

設計対処施設 
対象外 

Yes 

Yes 

No 

No 

※設計飛来物が開口部を通じて室内へ侵入した場合に，

安全上重要な施設へ衝突する可能性の有無を確認す

る。 

＜建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設＞ 

前処理建屋の安全蒸気系 

前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の非常

用所内電源系統及び計測制御系統施設 

高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系 

非常用電源建屋の非常用所内電源系統 

制御建屋中央制御室換気設備 
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第 1.7.10－６図 車両に対する離隔対象施設及び飛来対策区域 
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1.7.11 外部火災防護に関する設計 

1.7.11.1 外部火災防護に関する設計方針 

原子力規制委員会の定める事業指定基準規則の第九条では，外部から

の衝撃による損傷の防止として，安全機能を有する施設は，想定される自

然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事象が発生した場合においても

安全機能を損なわないものでなければならないとしている。 

安全機能を有する施設は，外部火災の影響を受ける場合においてもそ

の安全機能を確保するために，防火帯の設置，離隔距離の確保，建屋によ

る防護等により，外部火災に対して安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，外部火災により発生する火炎及び輻射熱からの直接的影響

並びにばい煙等の二次的影響によってその安全機能が損なわれないことを

確認する施設を，再処理施設の全ての安全機能を有する構築物，系統及び

機器とする。外部火災から防護する施設（以下「外部火災防護対象施設」

という。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機

器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽

出し，外部火災により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界の防止

等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機

能を損なわない設計とする。 

上記に含まれない安全機能を有する施設については，外部火災に対し

て機能を維持すること若しくは外部火災による損傷を考慮して代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障が生じない期間での修理を行

うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわな

い設計とする。 

なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管される

ことを踏まえ，外部火災により使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与

えない設計とする。 

６－１－597



 

ここでの外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイ

ド」（平成25年６月19日 原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定）

（以下「外部火災ガイド」という。）を参考として，森林火災，近隣の産

業施設の火災及び爆発並びに航空機墜落による火災を対象とする。また，

外部火災防護対象施設へ影響を与えるおそれのある敷地内に存在する屋外

の危険物貯蔵施設及び可燃性ガスボンベ（以下「危険物貯蔵施設等」とい

う。）については，外部火災源としての影響及び外部火災による影響を考

慮する。ただし，地下に設置する第１非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵

設備，第２非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備，重油貯槽，第１軽油

貯槽，第２軽油貯槽，硝酸ヒドラジン受入れ貯槽，ＴＢＰ受入れ貯槽及び

ｎ－ドデカン受入れ貯槽については，熱影響を受けないことから危険物貯

蔵施設等の対象から除外する。 

さらに，近隣の産業施設の火災においては，外部火災ガイドを参考と

して，近隣の産業施設周辺の森林へ飛び火することにより再処理施設へ迫

る場合を想定し，近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳を考慮する。ま

た，敷地内への航空機墜落による火災を想定することから，航空機墜落に

よる火災と危険物貯蔵施設等の火災及び爆発との重畳を考慮する。 

外部火災の影響評価は，外部火災ガイドを参考として実施する。 

外部火災にて想定する火災及び爆発を第1.7.11－１表に示す。また，

危険物貯蔵施設等を第1.7.11－２表に，危険物貯蔵施設等の配置を第

1.7.11－１図に示す。 
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1.7.11.2 設計対処施設 

外部火災防護対象施設は，建屋内に収納され防護される設備及び屋外

に設置される設備に分類されることから，外部火災防護対象施設を収納す

る建屋及び屋外に設置する外部火災防護対象施設を設計対処施設とする。

ただし，地下階に設置されている外部火災防護対象施設は外部火災からの

熱影響を受けないため，外部火災防護対象施設を地下階のみに収納してい

る建屋は設計対処施設の対象外とする。 

上記方針に基づき，設計対処施設のうち，外部火災防護対象施設を収

納する建屋を以下のとおり選定する。 

(１)  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

(２)  前処理建屋 

(３)  分離建屋 

(４)  精製建屋 

(５)  ウラン脱硝建屋 

(６)  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

(７)  ウラン酸化物貯蔵建屋 

(８)  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

(９)  高レベル廃液ガラス固化建屋 

(10)  第１ガラス固化体貯蔵建屋 

(11)  制御建屋 

(12)  非常用電源建屋 

(13)  主排気筒管理建屋 

設計対処施設のうち，屋外に設置する外部火災防護対象施設を以下の

とおり選定する。 

(１)  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

(２)  再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 
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(３)  第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

(４)  再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔に接続する屋外設備 

(５)  主排気筒 

(６)  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(７)  高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(８)  前処理建屋換気設備 

(９)  分離建屋換気設備 

(10)  精製建屋換気設備 

(11)  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

(12)  高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

上記の，屋外に設置する外部火災防護対象施設のうち，(６)～(12)を合わ

せて「主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクト」という。 

設計対処施設を第1.7.11－３表に，設計対処施設の配置を第1.7.11－

１図に示す。また，設計対処施設のうち，外部火災防護対象施設を収納す

る建屋の熱影響評価で考慮する外壁厚さを第1.7.11－４表に示す。 

さらに，二次的影響として，火災に伴い発生するばい煙及び有毒ガス

を抽出し，その上で，安全機能を有する施設のうち，外気を取り込むこと

により，外部火災防護対象施設の安全機能が損なわれるおそれがある設備

を以下のとおり選定する。 

(１)  設計対処施設の各建屋の換気設備 

(２)  制御建屋中央制御室換気設備 

(３)  第１非常用ディーゼル発電機 

(４)  第２非常用ディーゼル発電機 

(５)  安全圧縮空気系の空気圧縮機 

(６)  ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管 

６－１－600



1.7.11.3 森林火災の想定 

1.7.11.3.1 概要 

想定される森林火災については，外部火災ガイドを参考として，初期

条件（可燃物量（植生），気象条件及び発火点）を，再処理施設への影響

が厳しい評価となるように設定し，森林火災シミュレーション解析コード

（以下「ＦＡＲＳＩＴＥ」という。）を用いて影響評価を実施する。 

この影響評価の結果に基づき，必要な防火帯及び離隔距離を確保する

ことにより，設計対処施設の温度を許容温度以下とし，外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とする。 
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1.7.11.3.2 森林火災の想定 

  想定する森林火災については，外部火災ガイドを参考として，初期条件

（可燃物量（植生），気象条件（湿度，温度，風速，風向）及び発火点）

を，工学的判断に基づいて再処理施設への影響が厳しい評価となるよう以

下のとおり設定する。 

 (１) 森林火災における各樹種の可燃物量は，青森県の森林簿及び森林計

画図のデータによる現地の植生を用いるとともに，敷地内の各樹種の

可燃物量は現地調査により，現地の植生を用いる。また，樹種及び林

齢を踏まえ，可燃物量が多くなるように植生を設定する。 

(２) 気象条件は，立地地域及びその周辺地域における過去 10 年間の気象

条件を調査し，青森県の森林火災の発生頻度を考慮して，最小湿度，

最高気温及び最大風速の組合せとする。 

(３) 風向は，最大風速記録時の風向から卓越風向を設定する。 

(４) 発火点は，青森県の森林火災の発生原因で最多となっている煙草及

びたき火を踏まえて，再処理施設から直線距離 10ｋｍの範囲における

人為的行為を考慮し，火を取り扱う可能性のある箇所で火災の発生頻

度が高いと想定される居住地域近傍の道路沿い及び人の立ち入りがあ

る作業エリアまでの道路沿いを候補とし，卓越風向から施設の風上と

なることも考慮し外部火災の発生を想定したときに再処理施設への影

響評価の観点で，ＦＡＲＳＩＴＥより出力される火線強度及び反応強

度（火炎輻射強度）の影響が厳しい評価となるよう，以下のとおり設

定する。発火点の位置を第 1.7.11－２図に示す。 

ａ．森林火災の発生原因として多い人為的な火災発生の可能性があり，可

燃物量（植生）及び卓越風向「西北西」を考慮し，敷地西側に位置

（約 9.5ｋｍ）する横浜町吹越地区の居住区域近傍の道路沿いを「発火
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点１」として設定する。 

ｂ．森林火災の発生原因として多い人為的な火災発生の可能性があり，可

燃物量（植生）及び卓越風向「東南東」を考慮し，敷地東側に位置

（約７ｋｍ）するむつ小川原国家石油備蓄基地（以下「石油備蓄基

地」という。）の中継ポンプ場及び中継ポンプ場までのアクセス道路沿

いを「発火点２」として設定する。 

ｃ．森林火災の発生原因として多い人為的な火災発生の可能性があり，可

燃物量（植生），卓越風向「西北西」及び再処理施設までの火炎の到達

時間が最短であることを考慮し，敷地西側に位置（約 0.9ｋｍ）する石

油備蓄基地及び石油備蓄基地までのアクセス道路沿いを「発火点３」

として設定する。 

 (５) 太陽光の入射により，火線強度が増大することから，日照による火

線強度の変化を考慮し，火線強度が最大となる時刻を発火時刻として

設定する。 
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1.7.11.3.3 評価対象範囲 

  評価対象範囲は，外部火災ガイドを参考として，森林火災の発火想定地

点を敷地周辺の10ｋｍ以内とし，植生，地形及び土地利用データは発火点

までの距離に安全余裕を考慮し，南北12ｋｍ及び東西12ｋｍとする。 
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1.7.11.3.4 入力データ 

ＦＡＲＳＩＴＥの入力データは，外部火災ガイドを参考に，以下のと

おりとする。 

 (１) 地形データ 

敷地内及び敷地周辺の土地の標高及び地形のデータについては，現

地状況をできるだけ模擬するため，10ｍメッシュの「基盤地図情報 

数値標高モデル
（３４）

」を用いる。 

 (２) 土地利用データ 

敷地周辺の土地利用データについては，現地状況をできるだけ模擬

するため，100ｍメッシュの「国土数値情報 土地利用細分メッシュ
（３５）

」

を用いる。 

 (３) 植生データ 

植生データについては，現地状況をできるだけ模擬するため，敷地

周辺の樹種や生育状況に関する情報を有する森林簿
（３６）

及び森林計画図の

空間データ
（３７）

を使用する。ここで，森林簿の情報を用いて，土地利用デ

ータにおける森林領域を，樹種及び林齢によりさらに細分化する。 

また，敷地内の樹種や生育状況に関する情報は，実際の植生を調査

し，その調査結果を使用する。 

植生が混在する場合は，厳しい評価となるように可燃物量，可燃物

の高さ及び可燃物熱量を考慮して入力する植生データを設定する。 

 (４) 気象データ 

気象条件については，外部火災ガイドを参考とし，過去10年間を調

査し，森林火災の発生
（３８）

頻度
（６１）

が
（６２）

年間を通じて比較的高い３月から８月の

最高気温，最小湿度及び最大風速の組合せを考慮し，風向は卓越方向

を考慮する。再処理施設の最寄りの気象官署としては，気候的に敷地
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に比較的類似している八戸特別地域気象観測所及びむつ特別地域気象

観測所があり，敷地近傍には六ヶ所地域気象観測所がある。最高気温，

最小湿度及び最大風速については，気象条件が最も厳しい値となる八

戸特別地域気象観測所の過去10年間の気象データから設定する。風向

については，再処理施設の風上に発火点を設定する必要があることか

ら，敷地近傍にある六ヶ所地域気象観測所の過去10年間の気象データ

から，最大風速時の風向の出現回数及び風向の出現回数を調査し，卓

越方向を設定する。 

ＦＡＲＳＩＴＥによる評価に当たっては，厳しい評価となるよう以

下のとおり，風向，風速，気温及び湿度による影響を考慮する。 

 ａ．風向及び風速については，火災の延焼性を高め，また，敷地側に対す

る風の影響を厳しく想定するため，風速は最大風速で一定とし，風向

は卓越風向とする。 

 ｂ．気温については，可燃物の燃焼性を高めるため，最高気温で一定とす

る。 

 ｃ．湿度については，可燃物が乾燥し燃えやすい状態とするため，最小湿

度で一定とする。 
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1.7.11.3.5 延焼速度及び火線強度の算出 

外部火災ガイドを参考として，ホイヘンスの原理に基づく火炎の拡大

モデルを用いて，評価結果が厳しくなるよう火炎をモデル化した上で，上

記の設定を基にＦＡＲＳＩＴＥにて，延焼速度（平均0.04ｍ／ｓ（発火点

３）），火線強度及び火炎輻射強度を算出する。 
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1.7.11.3.6 火炎到達時間による消火活動 

  外部火災ガイドを参考として，ＦＡＲＳＩＴＥにより，発火点から防火

帯までの火炎到達時間（５時間１分（発火点３））を算出する。敷地内に

は，消火活動に必要な消火栓等の消火設備の設置及び大型化学消防車等を

配備することで，森林火災が防火帯に到達するまでの間に敷地内に常駐す

る自衛消防隊の消火班による消火活動が可能であり，万一の飛び火等によ

る火災の延焼を防止することで設計対処施設への影響を防止し，外部火災

防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

安全機能を有する施設のうち防火帯の外側に位置する放射線管理施設

の環境モニタリング設備のモニタリングポスト，ダストモニタ及び積算線

量計については，森林火災発生時は，自衛消防隊の消火班による事前散水

により延焼防止を図ること及び代替設備を確保することにより，その機能

を維持する設計とする。 
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1.7.11.3.7 防火帯幅の設定 

  ＦＡＲＳＩＴＥによる影響評価により算出される最大火線強度（9,128

ｋＷ／ｍ（発火点２））に対し，外部火災ガイドを参考として，風上に樹

木がある場合の火線強度と最小防火帯の関係から，必要とされる最小防火

帯幅24.9ｍを上回る幅25ｍ以上の防火帯を確保することにより，設計対処

施設への延焼を防止し，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設

計とする。設置する防火帯の位置を第1.7.11－１図に示す。 
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1.7.11.3.8 危険距離の確保及び熱影響評価について 

 (１) 森林火災の想定 

森林火災を以下のとおり想定する。 

ａ．外部火災ガイドを参考に，森林火災による熱を受ける面と森林火災の

火炎の地点は同じ高さにあると仮定する。 

ｂ．外部火災ガイドを参考に，森林火災の火炎は，円筒火炎モデルとし，

火炎の高さは燃焼半径の３倍とする。 

ｃ．円筒火炎モデル数は，火炎最前線のセルごとに設定する。 

ｄ．設計対処施設への熱影響が厳しくなるよう，火炎最前線のセルから，

最大の火炎輻射強度（750ｋＷ／ｍ２（発火点３））となるセルを評価対

象の最短として配置し，火炎最前線の火炎が到達したセルを横一列に

並べて，全てのセルからの火炎輻射強度を考慮する。 

 (２) 危険距離 

最大の火炎輻射強度を踏まえた輻射強度に基づき，防火帯の外縁

（火炎側）から設計対処施設までの離隔距離を，外壁表面温度がコン

クリートの圧縮強度が維持できる温度である200
（３９）

℃となる危険距離23ｍ

以上確保することで，設計対処施設への延焼を防止し，建屋内に収納

する外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

危険距離については，設計対処施設が受ける輻射強度の影響が最大

となる発火点３の森林火災に基づき算出する。 

 (３) 設計対処施設への熱影響について 

外部火災ガイドを参考として，熱影響評価を実施する。 

ａ．外部火災防護対象施設を収納する建屋 

評価対象は，防火帯から最も近い位置（約170ｍ）にある使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋外壁が受ける
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輻射強度（1.4ｋＷ／ｍ２（発火点３））については，外部火災ガイドを

参考とし，設計対処施設への輻射強度の影響が最大となる発火点３の

森林火災に基づき算出する。この輻射強度に基づき算出する使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋の外壁表面温度を，コンクリートの許容温度200
（３９）

℃

以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。 

ｂ．屋外に設置する外部火災防護対象施設（安全冷却水系冷却塔） 

評価対象は，防火帯から最も近い位置（約129ｍ）にある設計対処施

設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ

とする。使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却

塔Ａが受ける輻射強度（2.1ｋＷ／ｍ２（発火点３））については，外部

火災ガイドを参考とし，設計対処施設への輻射強度が最大となる発火

点３の森林火災に基づき算出する。この輻射強度に基づき算出する使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａの冷却

水出口温度を最大運転温度以下とすることで，外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。 

ｃ．屋外に設置する外部火災防護対象施設（主排気筒に接続する屋外配管

及び屋外ダクト）  

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトについては，主要材が

鋼材であり，熱に対しての許容温度が高い。また，森林火災の評価対

象である使用済燃料受入れ・貯蔵建屋より距離が離れていることから，

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトが火炎から受ける輻射強

度は，評価対象より低い。森林火災に対して，評価対象の外壁表面温

度はコンクリートの許容温度200
（３９）

℃以下とすることから，主排気筒に接

続する屋外配管及び屋外ダクトについても安全機能を損なうことはな
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い。 

ｄ．非常用ディーゼル発電機 

第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機は建

屋内に収納し，建屋の外気取入口から室内へ空気を取り込み，その室

内空気をディーゼル発電機へ取り込む設計とする。そのため，非常用

ディーゼル発電機を収納する設計対処施設の外気取入口から室内に流

入する空気の温度が森林火災の熱影響によって上昇したとしても室内

温度の最高温度以下とすることで，室内から空気を取り込む非常用デ

ィーゼル発電機の安全機能を損なわない設計とする。 

空気温度の評価については，可燃物量が多く，火災の燃焼時間が長

く輻射熱の影響が厳しい石油備蓄基地火災の熱影響評価に包絡される。 
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1.7.11.3.9 異種の自然現象の重畳及び設計基準事故との組合せ 

  森林火災と同時に発生する可能性がある自然現象としては，風（台風）

及び高温が考えられる。森林火災の評価における気象条件については，外

部火災ガイドを参考とし，過去10年間を調査し，森林火災の発生頻度が年

間を通じて比較的高い月の最高気温及び最大風速の組合せを考慮している。

そのため，風（台風）及び高温については，森林火災の評価条件として考

慮されている。 

設計対処施設への森林火災の影響については，設計基準事故時に生ず

る荷重の組合せを適切に考慮する設計とする。すなわち，森林火災により

設計対処施設に作用する荷重及び設計基準事故時に生ずる荷重を，それぞ

れの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせて設計する。ま

た，設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考えられる森林火災の荷

重と設計基準事故時に生ずる荷重を適切に考慮する設計とする。 

設計対処施設は，森林火災に対して安全機能を損なわない設計とする

ことから，森林火災と設計基準事故は独立事象である。また，設計基準事

故発生時に，森林火災が発生した場合，安全上重要な施設に荷重を加える

設計基準事故である「プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災」

及び「プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」による

荷重との組合せが考えられるが，これらの設計基準事故による荷重を受け

るプルトニウム精製塔セル及びプルトニウム濃縮缶は，森林火災の影響を

受けることはないため，設計基準事故時荷重と森林火災の組合せは考慮し

ない。 

６－１－613



 

1.7.11.4 近隣の産業施設の火災及び爆発 

1.7.11.4.1 概要 

  近隣の産業施設の火災及び爆発については，外部火災ガイドを参考とし

て，敷地周辺10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産業施設及び敷地内の危険物

貯蔵施設等を網羅的に調査し，石油備蓄基地（敷地西方向約0.9ｋｍ）の

火災，敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発を対象とする。 

  敷地周辺10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産業施設及び敷地内の危険物貯

蔵施設等の配置を第1.7.11－１図及び第1.7.11－３図～第1.7.11－５図に

示す。 

また,敷地周辺に国道338号線及び県道180号線があることから，燃料輸

送車両の火災による影響が想定される。燃料輸送車両は，消防法令におい

て移動タンク貯蔵所の上限が定められており，公道を通行可能な上限のガ

ソリンが積載された状況を想定した場合でも，貯蔵量が多く設計対処施設

までの距離が近い敷地内に存在する危険物貯蔵施設（重油タンク）火災の

評価に包絡されることから，燃料輸送車両の火災による影響は評価の対象

外とする。 

  漂流船舶の影響については，再処理事業所は海岸から約５ｋｍ離れてお

り，敷地近傍の石油備蓄基地火災の影響に包絡されることから，評価の対

象外とする。 

  設計対処施設である外部火災防護対象施設を収納する建屋については，

外部火災ガイドを参考として，建屋の外壁で受ける，火炎から算出された

輻射強度を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により，コンクリ

ートの許容温度となる輻射強度（以下「危険輻射強度」という。）以下と

することで，危険距離以上の離隔を確保する設計とし，建屋内に収納する

外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 
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  設計対処施設である屋外に設置する外部火災防護対象施設については，

外部火災ガイドを参考として，影響評価により算出する輻射強度を考慮し

た場合においても，離隔距離の確保等により，許容温度以下とすることで，

外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

  近隣の産業施設の火災により周辺の森林へ飛び火し敷地へ火炎が迫るこ

とを想定し，近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳評価を行い，石油備

蓄基地火災と森林火災の輻射熱量及び離隔距離を考慮し，石油備蓄基地火

災と森林火災から受ける輻射強度が大きくなる設計対処施設を重畳評価の

対象に選定する。評価に当たっては，外部火災ガイドを参考として，影響

評価により算出される輻射強度に基づき，設計対処施設の温度を許容温度

以下とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計と

する。 

  危険物貯蔵施設等の火災については，外部火災ガイドを参考として，影

響評価により算出される輻射強度に基づき，設計対処施設の温度を許容温

度以下とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。 

  再処理施設の危険物貯蔵施設等及びＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガス

トレーラ庫の爆発については，設計対処施設への影響がなく外部火災防護

対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 
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1.7.11.4.2 石油備蓄基地火災 

  石油備蓄基地火災については，外部火災ガイドを参考として，以下のと

おり石油備蓄基地火災を想定し，設計対処施設への熱影響評価を実施する。 

 (１) 石油備蓄基地火災の想定 

ａ．気象条件は無風状態とする。 

ｂ．石油備蓄基地に配置している51基の原油タンク（約11.1万ｍ３ ／
（４０）

基）

の原油全てが防油堤内に流出した全面火災を想定し，原油タンクから

流出した石油類は全て防油堤内に留まるものとする。 

ｃ．火災は原油タンク９基（３列×３行）又は６基（２列×３行）を１単

位とした円筒火災モデルとし，火炎の高さは燃焼半径の３倍とする。 

ｄ．原油タンクは，燃焼半径が大きく，燃焼時に空気供給が不足し，大量

の黒煙が発生するため，放射発散度の低減率（0. 3
（４

）
１）

を考慮する。 

 (２) 設計対処施設への熱影響について 

 ａ．外部火災防護対象施設を収納する建屋 

評価対象は，第1.7.11－３図に示すとおり，石油備蓄基地からの距

離が最短（約1,450ｍ）となる第１ガラス固化体貯蔵建屋とする。外部

火災ガイドを参考とし，想定される石油備蓄基地火災により第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋の建屋外壁で受ける火炎からの輻射強度を算出する。

この輻射強度を危険輻射強度（2.3ｋＷ／ｍ２）以下とすることで，危

険距離以上の離隔を確保する設計とする。また，危険輻射強度以下と

することで外壁表面温度をコンクリートの許容温度20 0
（３９）

℃以下とし，建

屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計と

する。 

 ｂ．屋外に設置する外部火災防護対象施設（安全冷却水系冷却塔） 

評価対象は，第1.7.11－３図に示すとおり，石油備蓄基地からの距
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離が最短（約1,640ｍ）となる設計対処施設の使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂとし，外部火災ガイドを参考

とし，想定される石油備蓄基地火災から受ける火炎からの輻射強度を

算出する。この輻射強度に基づき算出する冷却水出口温度を最大運転

温度以下とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわな

い設計とする。 

 ｃ．屋外に設置する外部火災防護対象施設（主排気筒に接続する屋外配管

及び屋外ダクト）  

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトについては，主要材が

鋼材であり，熱に対しての許容温度が高い。また，石油備蓄基地火災

の評価対象とした第１ガラス固化体貯蔵建屋より距離が離れているこ

とから，主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトが火炎から受け

る輻射強度は，評価対象より低い。石油備蓄基地火災に対して，評価

対象の外壁表面温度はコンクリートの許容温度20 0
（３９）

℃以下とすることか

ら，主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトについても安全機能

を損なうことはない。 

 ｄ．非常用ディーゼル発電機 

第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機は建

屋内に収納し，建屋の外気取入口から室内へ空気を取り込み，その室

内空気をディーゼル発電機へ取り込む設計とする。 

そのため，非常用ディーゼル発電機を収納する設計対処施設の外気

取入口から室内に流入する空気の温度が石油備蓄基地火災の熱影響に

よって上昇したとしても室内温度の最高温度以下とすることで，室内

から空気を取り込む非常用ディーゼル発電機の安全機能を損なわない

設計とする。 
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評価対象は，第1.7.11－３図に示すとおり，石油備蓄基地からの距

離が最短（約1,660ｍ）となる第２非常用ディーゼル発電機を収納する

非常用電源建屋とする。評価については，想定される石油備蓄基地火

災により，建屋外壁等がコンクリートの許容温度20 0
（３９）

℃に上昇した状態

を想定し，建屋外壁等からの熱伝達により，外気取入口から室内に流

入する空気温度を算出する。この空気温度を室内温度の最高温度以下

とすることで，室内から空気を取り込む第２非常用ディーゼル発電機

の安全機能を損なわない設計とする。 
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1.7.11.4.3 近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳評価 

  石油備蓄基地火災においては，防油堤外部へ延焼する可能性は低いが，

外部火災ガイドを参考として，石油備蓄基地周辺の森林へ飛び火すること

により再処理施設へ迫る場合を考慮し，石油備蓄基地火災と森林火災の重

畳を想定する。評価に当たっては，石油備蓄基地火災と森林火災の輻射熱

量及び離隔距離を考慮し，石油備蓄基地火災と森林火災から受ける輻射強

度が大きくなる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａを重畳評価の対象とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋については，建屋外壁が受ける輻射強度

を外部火災ガイドを参考として算出する。この輻射強度に基づき算出する

外壁表面温度をコンクリートの許容温度20 0
（３９）

℃以下とすることで，建屋内

に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａにつ

いては，安全冷却水系冷却塔が受ける輻射強度を外部火災ガイドを参考と

して算出する。この輻射強度に基づき算出した冷却水出口温度を最大運転

温度以下とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設

計とする。 
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1.7.11.4.4 敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災及び爆発 

  敷地内に複数存在する危険物貯蔵施設等の中から，貯蔵量，配置状況及

び設計対処施設への距離を考慮し，設計対処施設に火災及び爆発の影響を

及ぼすおそれがあるものを選定する。 

 (１) 危険物貯蔵施設等の火災 

火災源として考慮する危険物貯蔵施設等を第1.7.11－５表に示す。 

ａ．危険物貯蔵施設等の火災の想定 

危険物貯蔵施設等の火災は，外部火災ガイドを参考とし以下のとお

り想定する。 

 (ａ) 気象条件は無風状態とする。 

 (ｂ) 危険物貯蔵施設内の重油全てが防油堤内に流出した全面火災を想定

し，流出した重油は全て防油堤内に留まるものとする。 

 (ｃ) 火災は円筒火災モデルとし，火炎の高さは燃焼半径の３倍とする。 

 (ｄ) 輻射発散度の低減は考慮しない。 

ｂ．評価対象施設 

評価対象施設は，輻射強度が最大となる火災を想定するため，危険

物貯蔵施設等からの距離が最短となる設計対処施設を対象とする。 

危険物貯蔵施設等の火災の影響評価の対象となる設計対処施設を第

1.7.11－６表に示す。 

ｃ．設計対処施設への熱影響について 

設計対処施設への熱影響は，外部火災ガイドを参考として評価を実

施する。 

 (ａ) ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所の火災 

   評価対象は，ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所からの距離が最短となるウ

ラン酸化物貯蔵建屋（約580ｍ）及び再処理設備本体用 安全冷却水系
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冷却塔Ｂ（約490ｍ）とする。 

   ウラン酸化物貯蔵建屋については，建屋外壁が受ける火炎からの輻射

強度（0.088ｋＷ／ｍ２）を外部火災ガイドを参考として算出する。こ

の輻射強度に基づき算出する外壁表面温度を，コンクリートの許容温

度20 0
（３９）

℃以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。 

   再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂについては，冷却塔が受け

る火炎からの輻射強度（0.13ｋＷ／ｍ２）を外部火災ガイドを参考とし

て算出する。この輻射強度に基づき算出する冷却水出口温度を最大運

転温度以下とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

   主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトについては，主要材が鋼

材であり，熱に対しての許容温度が高い。また，ボイラ用燃料受入

れ・貯蔵所の火災の評価対象であるウラン酸化物貯蔵建屋より距離が

離れていることから，主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトが

火炎から受ける輻射強度は，評価対象より低い。ボイラ用燃料受入

れ・貯蔵所の火災に対して，評価対象の外壁表面温度はコンクリート

の許容温度20 0
（３９）

℃以下とすることから，主排気筒に接続する屋外配管及

び屋外ダクトについても安全機能を損なうことはない。 

 (ｂ) ボイラ用燃料貯蔵所の火災 

評価対象は，ボイラ用燃料貯蔵所からの距離が最短となる使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋（約210ｍ）及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂ（約210ｍ）とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋については，建屋外壁が受ける火炎か

らの輻射強度（0.079ｋＷ／ｍ２）を外部火災ガイドを参考として算出
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する。この輻射強度に基づき算出する外壁表面温度をコンクリートの

許容温度20 0
（３９）

℃以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂに

ついては，冷却塔が受ける火炎からの輻射強度（0.079ｋＷ／ｍ２）を

外部火災ガイドを参考として算出する。この輻射強度に基づき算出す

る冷却水出口温度を最大運転温度以下とすることで，外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトについては，主要材が

鋼材であり，熱に対しての許容温度が高い。また，ボイラ用燃料貯蔵

所の火災の評価対象とした使用済燃料受入れ・貯蔵建屋より距離が離

れていることから，主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトが火

炎から受ける輻射強度は，評価対象より低い。ボイラ用燃料貯蔵所の

火災に対して，評価対象の外壁表面温度はコンクリートの許容温度

20 0
（３９）

℃以下とすることから，主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダク

トについても安全機能を損なうことはない。 

 (ｃ) ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所の火災 

評価対象は，ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所からの距離

が最短となる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（約100ｍ）及び使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂ（約100ｍ）とす

る。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋については，建屋外壁が受ける火炎か

らの輻射強度（0.45ｋＷ／ｍ２）を外部火災ガイドを参考として算出す

る。この輻射強度に基づき算出する外壁表面温度をコンクリートの許

容温度20 0
（３９）

℃以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施
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設の安全機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂに

ついては，冷却塔が火炎から受ける輻射強度（0.45ｋＷ／ｍ２）を外部

火災ガイドを参考として算出する。この輻射強度に基づき算出する冷

却水出口温度を最大運転温度以下とすることで，外部火災防護対象施

設の安全機能を損なわない設計とする。 

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトについては，主要材が

鋼材であり，熱に対しての許容温度が高い。また，ディーゼル発電機

用燃料油受入れ・貯蔵所の火災の評価対象である使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋より距離が離れていることから，主排気筒に接続する屋外配

管及び屋外ダクトが火炎から受ける輻射強度は，評価対象より低い。

ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所の火災に対して，評価対象

の外壁表面温度はコンクリートの許容温度20 0
（３９）

℃以下とすることから，

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトについても安全機能を損

なうことはない。 

 (２) 危険物貯蔵施設等の爆発 

爆発源として考慮する危険物貯蔵施設等を第1.7.11－５表に示す。 

ａ．再処理施設の危険物貯蔵施設等の爆発 

危険物貯蔵施設等は屋内に収納され，着火源を排除するとともに可

燃性ガスが漏えいした場合においても滞留しない構造とすることで爆

発を防止する設計とする。 

また，危険物貯蔵施設等のうち，低レベル廃棄物処理建屋 プロパ

ンボンベ庫及びボイラ建屋 ボンベ置場については，外部火災ガイド

を参考に危険限界距離を算出する。設計対処施設は，低レベル廃棄物

処理建屋 プロパンボンベ庫及びボイラ建屋 ボンベ置場から危険限
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界距離以上の離隔を確保することで，外部火災防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。 

精製建屋ボンベ庫及び還元ガス製造建屋については，設計対処施設

に隣接しており，危険限界距離の確保は出来ない。そのため，設計対

処施設については，爆発によって発生する爆風圧に対して健全性を維

持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

ｂ．ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫の爆発 

ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫は，高圧ガス保安法

に基づき，着火源を排除するとともに可燃性ガスが漏えいした場合に

おいても滞留しない構造とすること及び爆発時に発生する爆風や飛来

物が上方向に開放される構造として設計することから，設計対処施設

への影響がなく，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。 

また，設計対処施設は，第１高圧ガストレーラ庫に対する危険限界

距離以上（55ｍ）以上の離隔距離を確保する設計とする。 
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1.7.11.5 航空機墜落による火災 

1.7.11.5.1 概要 

航空機墜落による火災については，外部火災ガイド及び航空機落下評

価ガイドを参考として，航空機墜落による火災の条件となる航空機の選定

を行う。また，航空機墜落地点については，建屋外壁等で火災が発生する

ことを想定する。この航空機墜落による火災の輻射強度を考慮した場合に

おいて，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 
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1.7.11.5.2 航空機墜落による火災の想定 

  航空機墜落による火災の想定は，以下のとおりとする。 

 (１) 航空機は，対象航空機を種類別に分類し，燃料積載量が最大の機種と

する。 

 (２) 航空機は，燃料を満載した状態を想定する。 

 (３) 航空機墜落地点は，建屋外壁等の設計対処施設への影響が厳しい地点

とする。 

 (４) 航空機の墜落によって燃料に着火し，火災が起こることを想定する。 

 (５) 気象条件は無風状態とする。 

 (６) 火災は円筒火災をモデルとし，火炎の高さは燃焼半径の３倍とする。 

 (７) 油火災において任意の位置にある輻射強度を計算により求めるには，

半径が1.5ｍ以上の場合で火炎の高さを半径の３倍にした円筒火災モデ

ルを採用する。 
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1.7.11.5.3 墜落による火災を想定する航空機の選定 

  外部火災ガイドを参考に，航空機墜落による火災の対象航空機について

は，航空機落下評価ガイドの落下事故の分類を踏まえ，以下の航空機の落

下事故における航空機を選定する。 

 (１) 自衛隊機又は米軍機の訓練空域内を訓練中及び訓練空域周辺を飛行

中の落下事故 

外部火災ガイドを参考として，燃料積載量が最大の自衛隊機である

ＫＣ－767を選定する。 

また，三沢対地訓練区域を訓練飛行中の自衛隊機又は米軍機のうち，

当社による調査結果から，自衛隊機のＦ－２又は米軍機のＦ－16を選

定する。さらに，今後訓練飛行を行う主要な航空機となる可能性のあ

るＦ－35についても選定する。 

 (２) 計器飛行方式民間航空機の空路を巡航中の落下事故 

   直行経路を巡航中の計器飛行方式民間航空機の落下事故については，

「1.7.3.5 航空機落下確率評価」に示す計器飛行方式民間航空機の航

空機落下確率の評価式を用いると，航空機落下の発生確率が10－７回／

年となる範囲が敷地外となる。 

敷地外における外部火災については，「1.7.11.4 近隣の産業施設の

火災及び爆発」で，石油備蓄基地に配置している51基の原油タンク

（約11.1万ｍ３ ／
（４０）

基）の原油全てが防油堤内に流出した全面火災を想

定している。計器飛行方式民間航空機の墜落による火災について，厳

しい条件となる最大燃料積載量の多い機種（燃料積載量約240ｍ３）を

対象としても，石油備蓄基地の原油量と比較すると火災源となる可燃

物量が少ないことから，計器飛行方式民間航空機の墜落による火災は，

近隣の産業施設の火災影響評価に包絡される。 
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1.7.11.5.4 航空機墜落地点の設定 

  再処理施設は敷地内に放射性物質を取り扱う建屋が多く，面的に広く分

布していることを踏まえ，離隔距離を想定しない航空機墜落による火災と

してとらえ，航空機墜落地点は，建屋外壁等の設計対処施設への影響が厳

しい地点とする。また，航空機墜落事故として単独事象を想定する。 

設計対処施設のうち外部火災防護対象施設を収納する建屋については，

外壁の至近に円筒火災モデルを設定し，火災の発生から燃料が燃え尽きる

までの間，一定の輻射強度を与えるものとして熱影響を評価する。 

屋外に設置する設計対処施設については，外部火災防護対象施設を収

納する建屋への評価と同様に，設計対処施設の外殻となる竜巻防護対策設

備の至近で航空機墜落による火災が発生することを想定し，設計対処施設

の安全機能を損なわない設計とする。また，竜巻防護対策設備についても，

屋外に設置する設計対処施設に航空機墜落による火災を起因とした波及的

影響を与えることのない設計とする。 
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1.7.11.5.5 設計対処施設への熱影響評価について 

 (１) 外部火災防護対象施設を収納する建屋 

外部火災防護対象施設を収納する建屋については，建屋外壁が受け

る火炎からの輻射強度を外部火災ガイドを参考として算出する。この

輻射強度に基づき算出される外壁及び建屋内の温度上昇により建屋内

の外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない及び建屋外壁が要求

される機能を損なわない設計とする。 

 (２) 屋外に設置する外部火災防護対象施設 

火炎から輻射熱を直接受熱する屋外に設置する外部火災防護対象施

設及び竜巻防護対策設備については，火炎からの輻射熱を受けて高温

になるため，耐火被覆，遮熱板等の防護対策を講ずることにより，外

部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

屋外に設置する外部火災防護対象施設は，主要部材である鋼材の強

度が維持される温度32 5 ℃
（97）（98）

以下とすることで，安全機能を損なわない

設計とする。また，安全冷却水系冷却塔については，火炎からの輻射

強度に基づき算出する冷却水出口温度を最大運転温度以下とすること

で，安全機能を損なわない設計とする。 

竜巻防護対策設備については，屋外に設置する外部火災防護対象施

設に波及的影響を与える場合は，支持構造物である架構等に耐火被覆，

遮熱板等の防護対策を講ずる設計とする。 

 (３) 非常用ディーゼル発電機 

第２非常用ディーゼル発電機を収納する非常用電源建屋について，

飛来物防護板を設置する。外部火災ガイドを参考とし，飛来物防護板

が受ける火炎からの輻射強度を算出する。この輻射強度に基づき飛来

物防護板から建屋内への熱影響により算出される，第２非常用ディー
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ゼル発電機の温度を，第２非常用ディーゼル発電機の性能維持に必要

な温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。また，

第２非常用ディーゼル発電機の安全機能に影響がある場合は，飛来物

防護板については耐火被覆，遮熱板等の防護対策を講ずる設計とする。 
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1.7.11.5.6 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び

爆発の重畳について 

  設計対処施設のうち，建屋については，航空機墜落による火災と敷地内

の危険物貯蔵施設による火災が重畳した場合の熱影響に対して，建屋の外

壁温度が，熱に対するコンクリートの強度が維持できる温度以下とし，か

つ，建屋内の温度上昇により外部火災防護対象施設の安全機能を損なわな

い設計とする。 

さらに，設計対処施設は，航空機墜落による火災と敷地内の可燃性ガ

スを貯蔵するボンベの爆発が重畳した場合の爆風圧に対して，外部火災ガ

イドを参考として危険限界距離を算出し，可燃性ガスを貯蔵するボンベま

での離隔距離を確保し，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設

計とする。また，危険限界距離を確保することが出来ない設計対処施設に

ついては，爆発によって発生する爆風圧に対して健全性を維持する設計と

することで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 (１) 火災の重畳 

航空機墜落による火災に対する危険物貯蔵施設等の火災の影響につ

いては，発生熱量が大きく設計対処施設に与える影響が大きい事象を

想定する。発生熱量が一番大きくなる想定として，重油タンクが航空

機墜落により火災を発生させることを想定する。 

航空機が危険物貯蔵施設等に直撃し，危険物及び航空機燃料による

重畳火災を想定したとしても，離隔距離が最も短いディーゼル発電機

用燃料油受入れ・貯蔵所の重畳火災により，設計対処施設である使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋が受ける輻射強度は１ｋＷ／ｍ２程度であり，

設計対処施設の直近での航空機墜落による火災を想定した場合の輻射

強度（30ｋＷ／ｍ２）よりも小さく，設計対処施設の直近における航空
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機墜落による火災評価に包絡される。 

 (２) 爆発の重畳 

低レベル廃棄物処理建屋 プロパンボンベ庫及びボイラ建屋 ボン

ベ置場については，外部火災ガイドを参考に危険限界距離を算出する。

設計対処施設は，低レベル廃棄物処理建屋 プロパンボンベ庫及びボ

イラ建屋 ボンベ置場から危険限界距離以上の離隔を確保することで，

外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

精製建屋ボンベ庫及び還元ガス製造建屋については，設計対処施設

に隣接しており，危険限界距離の確保は出来ない。そのため，設計対

処施設については，爆発によって発生する爆風圧に対して健全性を維

持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 
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1.7.11.6 危険物貯蔵施設等への影響 

1.7.11.6.1 概要 

  危険物貯蔵施設等への熱影響については，森林火災及び近隣の産業施設

の火災の影響を想定しても，敷地内の危険物貯蔵施設等の貯蔵物の温度を

許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設等の火災及び爆発を防止し，

設計対処施設へ影響を与えない設計とする。また，近隣の産業施設の爆発

の影響を想定しても，危険物貯蔵施設等の爆発を防止し，設計対処施設へ

影響を与えない設計とする。 
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1.7.11.6.2 熱影響の評価対象 

  評価対象は，防火帯及び石油備蓄基地からの距離が最短となる危険物貯

蔵施設等とする。ただし，森林火災又は石油備蓄基地火災の発生を想定し

ても，建物及び構築物により火炎の輻射の受熱面がない場合には，その危

険物貯蔵施設等は，当該火災評価の際の評価対象としない。 

森林火災及び近隣の産業施設の火災における評価対象を第1.7.11－７

表に示す。 
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1.7.11.6.3 熱影響について 

(１) 森林火災 

森林火災においては，重油タンク，水素ボンベ及びプロパンボンベ

に対し，火災の燃焼時間を考慮し，一定の輻射強度で重油タンク，水

素ボンベ及びプロパンボンベが加熱されるものとして，内部温度を算

出する。算出される内部温度を貯蔵物の許容温度以下とすることで，

危険物貯蔵施設等の火災及び爆発を防止し，設計対処施設へ影響を与

えない設計とする。 

 (２) 近隣の産業施設の火災 

石油備蓄基地火災においては，重油タンク及びプロパンボンベが受

ける火炎からの輻射強度に基づき，重油タンク及びプロパンボンベの

表面での放熱量と入熱量の関係から，表面温度を算出する。算出した

表面温度を貯蔵物の許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設等の

火災及び爆発を防止し，設計対処施設へ影響を与えない設計とする。 
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1.7.11.6.4 近隣の産業施設の爆発の影響について 

  ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫は，高圧ガス保安法に基

づき，着火源を排除するとともに可燃性ガスが漏えいした場合においても

滞留しない構造とすること及び爆発時に発生する爆風や飛来物が上方向に

開放される構造として設計することから，危険物貯蔵施設等に対して影響

を与えない設計とする。 

また，危険物貯蔵施設等は第１高圧ガストレーラ庫に対する危険限界

距離（55ｍ）以上の離隔距離を確保する設計とする。 
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1.7.11.7 二次的影響評価 

1.7.11.7.1 概要 

ばい煙及び有毒ガスによる影響については，外部火災ガイドを参考と

して第1.7.11－８表の設備を対象とし，ばい煙及び有毒ガスの侵入を防止

するため，適切な対策を講ずることで外部火災防護対象施設の安全機能を

損なわない設計とする。ただし，他に二次的影響が想定される爆風につい

ては，「1.7.11.4 近隣の産業施設の火災及び爆発」で示す。 
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1.7.11.7.2 ばい煙の影響 

 (１) 換気空調系統 

設計対処施設の各建屋の換気設備の給気系は，粒子フィルタ又は中

性能フィルタにより，ばい煙の侵入を防止することで，外部火災防護

対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

制御建屋の中央制御室は，運転員の居住性を確保するため，制御建

屋中央制御室換気設備の外気取入口に高性能粒子フィルタを設置し，

一定以上の粒径のばい煙粒子を捕獲するとともに，制御建屋中央制御

室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内の空

気を再循環する措置を講ずる設計とする。再循環については，制御建

屋の中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮する。

これにより，再処理事業所内においてばい煙が発生した場合において

も，再循環する措置を講ずることで制御建屋の中央制御室の居住性を

損なわない設計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室については，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員

への影響を防止する設計とする。 

 (２) ディーゼル発電機 

外部火災防護対象施設の第１非常用ディーゼル発電機については中

性能フィルタ，第２非常用ディーゼル発電機についてはステンレス製

ワイヤーネットにより，ばい煙の侵入を防止することで，安全機能を

損なわない設計とする。 

 (３) 安全圧縮空気系の空気圧縮機 

外部火災防護対象施設の空気圧縮機の吸気側については，中性能フ

ィルタにより，ばい煙の侵入を防止することで，安全機能を損なわな

い設計とする。 
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 (４) ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管 

ガラス固化体貯蔵設備は，間接自然空冷貯蔵方式により，貯蔵する

ガラス固化体からの崩壊熱を利用して冷却空気入口シャフトから外気

を取り入れ，外部火災防護対象施設である収納管と通風管で形成する

円環流路を上昇しながらガラス固化体を冷却し，冷却空気出口シャフ

トより排出している。 

外気とともに自然空冷の通気流路にばい煙が流入するが，流路の閉

塞を防止する構造とし，安全機能を損なわない設計とする。 
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1.7.11.7.3 有毒ガスの影響 

  制御建屋の中央制御室は，運転員の居住性を確保するため，有毒ガスの

侵入を防止できるよう，制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を

遮断し，制御建屋の中央制御室内の空気を再循環する措置を講ずる設計と

する。再循環については，制御建屋の中央制御室内の酸素濃度及び二酸化

炭素濃度の影響を考慮する。これにより，再処理事業所内において有毒ガ

スが発生した場合においても，再循環する措置を講ずることで制御建屋の

中央制御室の居住性を損なわない設計とする。また，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室については，必要に応じて外気との連絡口を遮

断し，運転員への影響を防止する設計とする。 
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1.7.11.8 消火体制 

外部火災発生時には，再処理事業部長等により編成する自衛消防隊を

設置し，再処理施設への影響を軽減するため，自衛消防隊の消火班により

事前散水を含む消火活動を実施する。また，外部火災発生時に必要となる

通報連絡者及び初期消火活動のための要員として自衛消防隊の消火班のう

ち消火専門隊は敷地内に常駐する運用とする。自衛消防隊組織図を，第

1.7.11－６図に示す。 
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1.7.11.9 火災防護計画を策定するための方針 

外部火災に対する対策を実施するため，以下の内容を含めた火災防護

計画を定める。 

 (１) 外部火災に対する消火設備の選定方針，設置目的及び運用方法 

 (２) 外部火災に対する消火活動を実施するための消火栓等の消火設備の

設置並びに大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消

防車の配備 

 (３) 外部火災の対応に必要な設備の維持管理に係る体制及び手順 

(４) 初期消火活動及びその後の消火活動に係る体制並びに火災時の装備 

(５) 再処理施設が影響を受けるおそれがある場合の工程停止等の措置 

(６) 計画を遂行するための体制の整備（責任の所在，責任者の権限，体

制の運営管理，必要な要員の確保に係る事項を含む）並びに教育及び

訓練 

(７) 外部火災発生時の対応，防火帯の維持及び管理並びにばい煙及び有

毒ガス発生時の対応に係る手順 

(８) 外部火災発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体制

の整備 
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1.7.11.10 手順等 

  外部火災に対しては，火災発生時の対応，防火帯の維持及び管理並びに

ばい煙及び有毒ガス発生時の対応を適切に実施するための対策を火災防護

計画に定める。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所

在，責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保，教育訓練及び外

部火災発生時の対策を実施するために必要な手順を定める。 

以下に外部火災に対する必要な手順等を示す。 

 (１) 防火帯の維持及び管理に係る手順並びに防火帯に可燃物を含む機器

等を設置する場合には，延焼防止機能を損なわないよう必要最小限と

するとともに，不燃性シートで覆う等の対策を実施する手順を整備す

る。 

 (２) 設計対処施設及び危険物貯蔵施設等の設計変更に当たっては，外部

火災によって，外部火災防護対象施設の安全機能を損なうことがない

よう影響評価を行い確認する手順を整備する。 

 (３) 外部火災によるばい煙及び有毒ガス発生時には，必要に応じてフィ

ルタ交換の対策を実施する手順を整備する。また，対策に必要な資機

材を整備する。 

 (４) 敷地外の外部火災に対する事前散水を含む消火活動及び敷地内の外

部火災に対する消火活動については，敷地内に常駐する自衛消防隊の

消火班が実施する手順を整備する。また，消火活動に必要な消火栓等

の消火設備の設置並びに大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車，

化学粉末消防車及びその他資機材の配備を実施する。 

 (５) 外部火災の対応に必要な設備の維持管理に係る手順を整備する。 

 (６) 外部火災によるばい煙及び有毒ガスの発生時には，必要に応じ制御

建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央
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制御室内空気を再循環することにより，中央制御室内へのばい煙及び

有毒ガスの侵入を防止する手順を整備する。また，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室については，必要に応じて外気との連絡

口を遮断し，運転員への影響を防止する手順を整備する。 

 (７) 外部火災発生時の連絡体制，防護対応の内容及び手順の火災防護に

関する教育並びに総合的な訓練を定期的に実施する手順を整備する。 

 (８) 敷地周辺及び敷地内の植生に関する定期的な現場確認を実施する手

順を整備する。また，ＦＡＲＳＩＴＥの入力条件である植生に大きな

変化があった場合は，再解析を実施する手順を定める。 

 (９) 外部火災の評価の条件に変更があった場合は，外部火災防護対象施

設の安全機能への影響評価を実施する手順を定める。 

 (10) 敷地内の外部火災が発生した場合は，再処理施設の工程停止等の措

置を講ずる手順を整備する。また，敷地外の外部火災が発生した場合

は，火災の状況に応じて，再処理施設が影響を受ける場合には工程停

止等の措置を講ずる手順を整備する。さらに，必要に応じて運転員が

消火活動の支援を行えるよう，手順を整備する。 
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第 1.7.11－１表 外部火災にて想定する火災及び爆発 

種別 考慮すべき火災及び爆発 

森林火災 
敷地周辺 10ｋｍ以内に発火点を

設定した再処理施設に迫る火災 

近隣の産業施設の火災及び爆発 

敷地周辺 10ｋｍ以内に存在する

石油備蓄基地の火災 

敷地内に存在する屋外の危険物

貯蔵施設等の火災及び爆発 

敷地内に設置されるＭＯＸ燃料

加工施設のエネルギー管理建屋

に隣接する第１高圧ガストレー

ラ庫における水素の爆発 

航空機墜落による火災 敷地内への航空機墜落時の火災 
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第 1.7.11－２表 敷地内に存在する危険物貯蔵施設等 

危険物貯蔵施設等 貯蔵物 

ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所 重油 

ボイラ用燃料貯蔵所 重油 

ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所 重油 

技術開発研究所重油貯槽 重油 

精製建屋ボンベ庫 水素 

還元ガス製造建屋 水素 

ボイラ建屋 ボンベ置場 プロパン 

低レベル廃棄物処理建屋 プロパンボンベ庫 プロパン 

第１高圧ガストレーラ庫 ＊  水素  

＊：ＭＯＸ燃料加工施設の危険物貯蔵施設等 

 

６－１－646



第 1.7.11－３表 設計対処施設（１／２） 

防護対象 設計対処施設 

外 部 火 災 防

護 対 象 施 設

を 収 納 す る

建屋 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋  

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン脱硝建屋 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

・ウラン酸化物貯蔵建屋 

・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

・高レベル廃液ガラス固化建屋 

・第 1 ガラス固化体貯蔵建屋 

・制御建屋 

・非常用電源建屋 

・主排気筒管理建屋 

屋 外 に 設 置

す る 外 部 火

災 防 護 対 象

施設 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全

冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

・再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

・第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系

冷却塔Ａ，Ｂ 

・再処理設備本体用  安全冷却水系冷却塔に接続

する屋外設備 

・主排気筒 
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第 1.7.11－３表 設計対処施設（２／２） 

防護対象 設計対処施設 

屋 外 に 設 置

す る 外 部 火

災 防 護 対 象

施設 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 

・高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理

設備 

・前処理建屋換気設備 

・分離建屋換気設備 

・精製建屋換気設備 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

・高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 
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第 1.7.11－４表  外部火災防護対象施設を収納する建屋の熱影

響評価で考慮する壁厚 

設計対処施設 壁厚（ｍ） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 約 1.2 

前処理建屋 
約 1.2 

（約 0.3） ＊  

分離建屋 約 1.2 

精製建屋 約 1.2 

ウラン脱硝建屋 約 1.2 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋  約 1.1 

ウラン酸化物貯蔵建屋  約 1.2 

ウラン・プルトニウム混合酸化物  

貯蔵建屋  
約 1.2 

高レベル廃液ガラス固化建屋  約 1.2 

第 1 ガラス固化体貯蔵建屋  約 0.3 

制御建屋  約 1.2 

非常用電源建屋  約 0.3 

主排気筒管理建屋  約 0.2 

＊：括弧内は安全蒸気系のＬＰＧボンベユニットを収納する部屋

の壁厚 
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第 1.7.11－５表 火災源及び爆発源として考慮する危険物貯蔵施設等 

 危険物貯蔵施設等 貯蔵物 

火災源 

ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所 重油 

ボイラ用燃料貯蔵所 重油 

ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所 重油 

爆発源 

精製建屋ボンベ庫 水素 

還元ガス製造建屋 水素 

ボイラ建屋 ボンベ置場 プロパン 

低レベル廃棄物処理建屋 プロパンボンベ庫 プロパン 

第１高圧ガストレーラ庫 ＊  水素  

＊：ＭＯＸ燃料加工施設の危険物貯蔵施設等 

 

６－１－650



第 1.7.11－６表 危険物貯蔵施設等の火災の影響評価の対象 

となる設計対処施設 

 
危険物貯蔵施設等  設計対処施設  

離隔距離  

（ｍ）  

外 部 火 災

防 護 対 象

施 設 を 収

納 す る 建

屋 に 対 す

る 熱 影 響

評価  

ボ イ ラ 用 燃 料 受 入 れ ・

貯蔵所  

ウラン酸化物貯蔵建屋  580 

ボイラ用燃料貯蔵所  

使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋  

210 

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用 燃

料油受入れ・貯蔵所  

使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋  

100 

屋 外 に 設

置 す る 外

部 火 災 防

護 対 象 施

設 に 対 す

る 熱 影 響

評価  

ボ イ ラ 用 燃 料 受 入 れ ・

貯蔵所  

再 処 理 設 備 本 体 用  安 全

冷却水系冷却塔Ｂ  
490 

ボイラ用燃料貯蔵所  

使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施

設 及 び 貯 蔵 施 設 用  安 全

冷却水系冷却塔Ｂ  

210 

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用 燃

料油受入れ・貯蔵所  

使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施

設 及 び 貯 蔵 施 設 用  安 全

冷却水系冷却塔Ｂ  

100 
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第 1.7.11－７表 森林火災及び近隣の産業施設の火災における 

影響評価の対象となる危険物貯蔵施設等 

種別 危険物貯蔵施設等  貯蔵物  

離隔  

距離  

（ｍ）  

森林火災 

ボイラ用燃料貯蔵所 重油  168 

精製建屋ボンベ庫 水素  230 

ボイラ建屋 ボンベ置場 プロパン 151 

近隣の産業

施設の火災 

ボイラ用燃料貯蔵所 重油  1,500 

ボイラ建屋 ボンベ置場  プロパン 1,500 
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第 1.7.11－８表 ばい煙及び有毒ガスによる影響評価の対象 

となる設備 

 分類 影響評価対象設備 

機器への 

影響 

外気を取り込む 

空調系統 

・設計対処施設の各建屋の 

建屋換気設備 

・制御建屋中央制御室換気設備 

外気を取り込む 

機器 

・第１非常用ディーゼル発電機 

・第２非常用ディーゼル発電機 

・安全圧縮空気系の空気圧縮機 

・ガラス固化体貯蔵設備 
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第1.7.11－２図　発火点位置図
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第 1.7.11－３図 石油コンビナート等特別防災区域内の配置概要図 

むつ小川原国家石油備蓄基地 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 

約 1,450ｍ 

むつ小川原国家石油備蓄基地 

使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂ 

約 1,640ｍ 

むつ小川原国家石油備蓄基地 

非常用電源建屋 

約 1,660ｍ 

むつ小川原国家石油備蓄基地 

パイプライン 

中継ポンプ場 

再処理施設 

10ｋｍ範囲内 

約 0.9ｋｍ 

「Courtesy of JAXA」 
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第 1.7.11－４図 石油備蓄基地以外の産業施設の配置概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.7.11－５図 高圧ガス貯蔵施設の配置概要図 

：給油取扱所 

：屋外タンク貯蔵所 

10ｋｍ範囲内 

六ケ所ウラン濃縮工場 

むつ小川原国家石油備蓄基地 

食品工場 

ごみ処理場 

協力会社事務所棟等 
再処理施設 

国際核融合エネルギー 
研究センター むつ小川港 

「Courtesy of JAXA」 

10ｋｍ範囲内 

プロパンガス販売所 

ＭＯＸ燃料加工施設 第１高圧トレーラ庫 
        ＬＰＧボンベ庫 

濃縮機器製造工場 
高圧ガス／消費施設 

プロパンガス販売所 

再処理施設 

「Courtesy of JAXA」 
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1.7.12 落雷に関する設計 

  原子力規制委員会の定める事業指定基準規則の第九条において，外部か

らの衝撃による損傷防止として，安全機能を有する施設は，想定される自

然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合においても安全機能を損

なわないものでなければならないとしており，敷地の自然環境を基に想定

される自然現象の一つとして，落雷を挙げている。したがって，再処理施

設の設計においては，落雷によってもたらされる影響及び再処理施設の特

徴を考慮し，耐雷設計を行う。 
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1.7.12.1 落雷に関する設計方針 

  安全機能を有する施設は，想定される落雷が発生した場合において安全

機能を損なわない設計とする。また，落雷によってもたらされる影響及び

再処理施設の特徴を考慮し，直撃雷に対する落雷防護対象施設及び間接雷

に対する落雷防護対象施設を選定して耐雷設計を行う。 

その上で，落雷によってその安全機能が損なわれないことを確認する施

設を，再処理施設の全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とする。

落雷防護対象施設としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統

及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物,

系統及び機器を抽出する。落雷防護対象施設及びそれらを収納する建屋は

落雷により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全機能

を損なわない設計とする。 

上記に含まれない安全機能を有する施設は，落雷の影響に対して機能を

維持すること，落雷による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に

組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.7.12.1.1 落雷の特徴 

  落雷による影響としては，直撃雷による影響及び間接雷による影響があ

る。 

直撃雷は，外気にさらされた建屋及び屋外施設に対して影響を及ぼし，

これらに設置する避雷設備及び送電線から侵入することが考えられる。一

般的に落雷は高い建物及び構築物に対して発生しやすい。 

間接雷は，建屋及び屋外施設への落雷により，避雷設備を介して雷撃電

流が大地へ拡散及び分流する過程で，雷サージとなって接地系統から侵入
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し，屋内に設置される設備に対して影響を及ぼし得る。 

 

1.7.12.1.2 耐雷設計上考慮する再処理施設の特徴 

再処理施設の建物及び構築物は，広大な敷地内に分散して配置している。

主排気筒は高さが約150ｍであり，再処理施設の他の建物及び構築物と比べ

て非常に高く，雷の直撃を受けやすい。雷撃電流の大きな落雷ほど雷撃距

離が長くなるため，高い建物及び構築物に直撃する傾向が強いといえる。 

また，再処理施設の建屋間には，配管，ダクト及びケーブルを収納する

洞道が設置され，各施設の監視及び制御は制御建屋で集中的に行う設計と

している。このため，間接雷による雷サージによって各建屋に接地電位上

昇の差が生じることが考えられ，建屋間を取り合う計測制御系統施設等は

過電圧の影響を受けるおそれがある。 
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1.7.12.2 設計対処施設 

1.7.12.2.1 直撃雷により影響を受ける施設 

建屋内に設置する落雷防護対象施設は，建屋による防護により，直撃雷

によって安全機能を損なわない設計とすることから，落雷防護対象施設を

収納する建屋及び屋外の落雷防護対象施設を直撃雷の影響から防護する設

計対処施設とする。 

なお，設計対処施設以外の施設のうち，建築基準法及び消防法の適用を

受ける建屋，構築物については，設計対処施設と同様の設計とする。 

直撃雷に対する設計対処施設の選定フローを第1.7.12－１図に，直撃雷

に対する設計対処施設の一覧を第1.7.12－１表に示す。 

 

1.7.12.2.2 間接雷により影響を受ける施設 

  「1.7.12 落雷に関する設計」の「1.7.12.1 落雷に関する設計方針」

の「1.7.12.1.2 耐雷設計上考慮する再処理施設の特徴」に示すとおり，

建屋間には配管，ダクト及びケーブルを収納する洞道を設置し，各施設の

監視及び制御を制御建屋で集中的に行う設計としていることから，落雷防

護対象施設のうち建屋間を取り合う計測制御系統施設，電気設備及び放射

線監視設備は，間接雷による雷サージの影響で各建屋に接地電位上昇の差

が生じ，過電圧の影響を受けるおそれがある。したがって，建屋間を取り

合う計測制御系統施設，電気設備及び放射線監視設備を間接雷の影響から

防護する設計対処施設とする。 

間接雷に対する設計対処施設の一覧を第1.7.12－２表に示す。 
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1.7.12.3 耐雷設計 

1.7.12.3.1 想定する落雷の規模 

  間接雷に対する設計対処施設の耐雷設計においては，再処理事業所及び

その周辺で過去に観測された最大のものを参考に落雷の規模を想定する。 

再処理事業所及びその周辺で過去に観測された最大の落雷の雷撃電流

は，全国雷観測ネットワーク（ＪＬＤＮ：Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｌｉｇｈｔ

ｎｉｎｇ  Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ）の観測記録によると

211ｋＡである。 

ＪＬＤＮによって観測される雷撃電流値の精度については，夏季雷と冬

季雷で違いがあること及びほぼ正確との見解がある
（６３）

一方で15～20％程度低

く算出される
（６４）

との見解もあること並びに観測データは過去約15年間のもの

であることを考慮し，観測値に安全余裕を見込んで，想定する落雷の規模

を270ｋＡとする。 

 

1.7.12.3.2 異種の自然現象の重畳及び設計基準事故との組合せ 

  落雷と同時に発生することが想定される自然現象については，その衝撃

の組合せを適切に考慮する。また，設計基準事故については，落雷の影響

との因果関係及び時間的変化を考慮した上で，その応力を適切に組み合わ

せる。 

 (１) 異種の自然現象の重畳 

   落雷と同時に発生する可能性がある自然現象としては，竜巻，積雪，

降雹及び降水が考えられる。これらの自然現象の組合せの考え方は，以

下のとおりとする。 

 ａ．竜巻 

落雷及び竜巻が同時に発生する場合においても，竜巻による影響は風
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荷重，飛来物の衝突荷重及び気圧差による荷重であり，落雷による雷撃

とは影響が異なるため，落雷と竜巻の組合せは考慮しない。 

 ｂ．積雪 

落雷と積雪の組合せを想定しても，積雪による影響は建屋及び屋外施

設に対する堆積荷重であり，落雷による雷撃とは影響が異なるため，落

雷と積雪の組合せは考慮しない。 

 ｃ．降雹 

落雷と降雹の組合せを考慮しても，降雹の影響は建屋及び屋外施設に

対する衝撃荷重であり，落雷による雷撃とは影響が異なるため，落雷と

降雹の組合せは考慮しない。 

 ｄ．降水 

落雷と降水が同時に発生する場合においても，降水による影響は浸水

であり，落雷による雷撃とは影響が異なるため，落雷と降水の組合せは

考慮しない。 

 (２) 設計基準事故時荷重の組合せ 

   設計対処施設に作用させる荷重には，設計基準事故時に生ずる荷重を

適切に考慮する設計とする。すなわち，落雷により設計対処施設に作用

する衝撃及び設計基準事故時に生ずる荷重を，それぞれの因果関係及び

時間的変化を考慮して適切に組み合わせて設計する。また，設計基準事

故時の影響が及ぶ期間に発生すると考えられる落雷により，設計対処施

設に作用する衝撃と設計基準事故時に生ずる荷重を適切に考慮して設

計する。 

設計対処施設は，想定される落雷に対して安全機能を損なわない設計

とすることから，落雷と設計基準事故は独立事象である。また，設計基

準事故時に落雷が発生した場合，安全上重要な施設に荷重を加える設計
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基準事故である「プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災」及

び「プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」による

荷重との組合せが考えられるが，これらの設計基準事故による荷重を受

けるプルトニウム精製塔セル及びプルトニウム濃縮缶は，落雷の影響を

受けることはないため，設計基準事故時荷重と落雷の組合せは考慮しな

い。 

 

1.7.12.3.3 直撃雷の防止設計 

直撃雷に対する設計対処施設は，「原子力発電所の耐雷指針」（ＪＥＡ

Ｇ4608
（６５）

-2007），建築基準法及び消防法に基づき，日本産業規格に準拠した

避雷設備を設置する設計とする。各々の設計対処施設に設置する避雷設備

は，構内接地系と連接することにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構

内接地系の電位分布の平坦化を図る設計とする。 

避雷設備の設置対象を第1.7.12－３表に示す。 

なお，「1.7.12 落雷に関する設計」の「1.7.12.1 落雷に関する設計

方針」の「1.7.12.1.2 耐雷設計上考慮する再処理施設の特徴」に示すと

おり，落雷は最も高い構築物である主排気筒に発生しやすいため，特に雷

撃電流150ｋＡを超える落雷については，雷撃電流と雷撃距離の関係（Ａｒ

ｍｓｔｒｏｎｇ ＆ Ｗｈｉｔｅｈｅａｄの式
（６６）

）から，第1.7.12－２図に

示すとおり主排気筒にて捕捉できる。 

 

1.7.12.3.4 間接雷による雷サージ抑制設計 

間接雷による雷サージ抑制設計としては，間接雷に対する設計対処施設

への雷サージの侵入及び伝播経路を考慮し，雷撃電流270ｋＡの主排気筒

への落雷の影響に対して，安全機能を損なわない設計とする。 
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 (１) 接地設計 

   避雷設備は，各接地系の連接による構内接地系の電位分布の平坦化を

図り，接地抵抗値を，最大故障電流による最大接地電位上昇値，歩幅電

圧及び歩幅電圧の制限によって定められる所定の目標値（ＪＩＳ Ａ 

4201による標準設計値10Ω）を十分下回る設計とし，３Ω以下とする。 

 (２) 雷サージの影響阻止設計 

 ａ．計測制御系統施設，放射線監視設備 

間接雷に対する設計対処施設のうちアナログ信号式の計測制御系統

施設（計測制御系統施設のうち建屋間でアナログ信号を取り合う部分を

いう）に対しては， 雷撃電流270ｋＡの落雷によって想定される雷サー

ジ電圧（3.0ｋＶ）に対して安全機能を損なわないよう，3.0ｋＶ以上の

雷インパルス絶縁耐力を有する又は絶縁耐力5.0ｋＶ以上の保安器を設

置する設計とする。保安器を設置する場合は，信号の出力側の建屋と信

号の入力側の建屋の両方に設置する。また，信号の出力側にアイソレー

タを設置し，安全上重要な警報及びインターロック機能への影響を防止

するとともに，シールドケーブルを使用した上で接地する。間接雷に対

する設計対処施設のうちデジタル信号式の計測制御系統施設及び放射

線監視設備（計測制御系統施設及び放射線監視設備のうち建屋間でデジ

タル信号を取り合う部分をいう）については，雷撃電流270ｋＡの落雷に

よって想定される雷サージ電圧（3.0ｋＶ）に対して安全機能を損なわな

いよう，シールドケーブルを使用した上で両端接地とするか又は光伝送

ケーブルを用いる設計とする。 

 ｂ．電気設備 

   間接雷に対する設計対処施設のうち電気設備については，雷撃電流270

ｋＡの落雷によって想定される雷サージ電圧（3.0ｋＶ）に対して安全機
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能を損なわないよう，3.0ｋＶ以上の雷インパルス絶縁耐力を有する設計

とする。 
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第 1.7.12－１表 直撃雷に対する設計対処施設一覧 

建物及び構築物 
対象 

建 消 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ○ － 

前処理建屋 ○ － 

分離建屋 ○ ○ 

精製建屋 ○ ○ 

ウラン脱硝建屋 ○ － 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 － － 

ウラン酸化物貯蔵建屋 － － 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 － － 

高レベル廃液ガラス固化建屋 ○ － 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 ○ － 

チャンネルボックス･バーナブルポイズン処理建屋 ○ － 

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ○ － 

分析建屋 ○ － 

制御建屋 － － 

非常用電源建屋 － ○ 

主排気筒管理建屋 － － 

主排気筒 ○ － 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔 － － 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 － － 

第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔 － － 

＜凡例＞ 
建： 建築基準法 
消： 消防法 
○： 適用を受けるもの 
－： 適用を受けないもの 
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第 1.7.12－２表 間接雷に対する設計対処施設一覧 

建物及び構築物 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

前処理建屋 

分離建屋 

精製建屋 

ウラン脱硝建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

制御建屋 

非常用電源建屋 

主排気筒管理建屋 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 

第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔 
 

６－１－669



第 1.7.12－３表 避雷設備の設置対象一覧 

建物及び構築物 避雷設備 接地網 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ○ ○ 
前処理建屋 △ ○ 

分離建屋 △ ○ 

精製建屋 ○ ○ 
ウラン脱硝建屋 ○ ○ 
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ○ ○ 
ウラン酸化物貯蔵建屋 ○ ○ 
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 ○ ○ 
高レベル廃液ガラス固化建屋 △ ○ 
第１ガラス固化体貯蔵建屋 ○ ○ 
チャンネルボックス･バーナブルポイズン処理建屋 ○ ○ 
ハル・エンドピース貯蔵建屋 ○ ○ 
分析建屋 ○ ○ 
制御建屋 ○ ○ 
非常用電源建屋 ○ ○ 

主排気筒管理建屋 △ ○ 

主排気筒 ○ ○ 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ  ○※ ○ 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂ △ ○ 
再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ  △※ ○ 
再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ  ○※ ○ 
第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ  ○※ ○ 
第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ｂ  ○※ ○ 

＜凡例＞ 
○： 避雷設備（突針，棟上導体）又は接地網を設置 
△： 周辺の避雷設備の保護範囲に入るため，一部又は全部が設置対象外 
 

※安全冷却水系冷却塔を覆う竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット）に避雷設備を設
置する。 
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第 1.7.12－１図 直撃雷に対する設計対処施設の選定フロー 

安全上重要な施設 

 屋外に設置されるか 

安全上重要な施設を収納する建屋が設計対処施設 設計対処施設 

例：主排気筒，安全冷却水系冷却塔 例：分離建屋，ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋 

No 

Yes 

 

６－１－671



 

 

※ Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ ＆ Ｗｈｉｔｅｈｅａｄの式（ｒ＝6.72×Ｉ0.8，r：雷撃距離，Ｉ：雷撃
電流）より，雷撃電流 150ｋＡの落雷の雷撃距離は約 370ｍとなる。 

第 1.7.12－２図 主排気筒による 150ｋＡの落雷の捕捉範囲の想定 

雷撃電流 150ｋＡを想定した落雷の主排気筒による捕捉範囲 
（主排気筒を中心とした半径 370ｍの範囲） 

：間接雷に対する落雷防護対象施設のうち安全上重要な施設に係るもの 
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1.7.13 火山事象に関する設計 

  原子力規制委員会の定める「事業指定基準規則」第九条において，外部

からの衝撃による損傷防止として，安全機能を有する施設は，想定される

自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合においても安全機能を

損なわないものでなければならないとしており，敷地の自然環境を基に想

定される自然現象の一つとして，火山の影響を挙げている。 

  火山の影響により再処理施設の安全性を損なうことのない設計であるこ

とを評価するため，火山影響評価を行い，再処理施設の安全機能を損なわ

ないことを評価する。 

  火山影響評価は，「原子力発電所の火山影響評価ガイド」（平成25年６

月19日 原規技発第13061910号 原子力規制委員会決定）（以下「火山影

響評価ガイド」という。）を参考に，火山影響評価の基本フローに従い評

価を行う。 

 

1.7.13.1 火山事象に関する設計方針 

  安全機能を有する施設は，再処理施設の運用期間中に想定される火山事

象である降下火砕物の影響を受ける場合においてもその安全機能を確保す

るために，降下火砕物に対して安全機能を損なわない設計とする。 

  その上で，降下火砕物によってその安全機能が損なわれないことを確認

する施設を，再処理施設の全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器

とする。降下火砕物から防護する施設（以下「降下火砕物防護対象施設」

という。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機

器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物，系統

及び機器を抽出し，降下火砕物により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防

止，臨界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等
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により，安全機能を損なわない設計とする。 

  上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対し

て機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修理を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわ

ない設計とする。 

  なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されるこ

とを踏まえ，降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与

えない設計とする。 

  火山事象の評価においては，火山影響評価ガイドを参考に実施する。 

  想定する火山事象としては，再処理施設に影響を及ぼし得る火山事象と

して抽出された降下火砕物を対象とし，降下火砕物の特性による直接的影

響及び間接的影響を評価し，降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

  また，十和田及び八甲田山は，再処理施設の運用期間中における巨大噴

火の可能性が十分小さいと評価しているが，火山活動のモニタリングを行

い，評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されているこ

とを確認する。火山活動のモニタリングの結果，火山の状態に応じた判断

基準に基づき，観測データに有意な変化があったか判断し，火山専門家の

助言を踏まえ，当社が総合判断を行い対処内容を決定する。対処に当たっ

ては，その時点の最新の科学的知見に基づき使用済燃料の受入れの停止及

び新たなせん断処理の停止，工程内の核燃料物質等は溶解，分離，精製，

脱硝を行い，ＵＯ３及びＭＯＸ粉末とし貯蔵する，高レベル廃液はガラス

固化体とし貯蔵する等の可能な限りの対処を行う方針とする。 
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1.7.13.2 設計対処施設の選定 

  降下火砕物防護対象施設は，建屋内に収納され防護される設備，降下火

砕物を含む空気の流路となる設備，外気から取り入れた屋内の空気を機器

内に取り込む機構を有する設備及び屋外に設置される設備に分類される。

そのため，設計対処施設は降下火砕物防護対象施設を収納する建屋，降下

火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設，外気から取り入

れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設

及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設とする。 

  設計対処施設のうち，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋として，

以下の建屋を選定する。 

 (１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

 (２) 前処理建屋 

 (３) 分離建屋 

 (４) 精製建屋 

 (５) ウラン脱硝建屋 

 (６) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 (７) ウラン酸化物貯蔵建屋 

 (８) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

 (９) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

 (10) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

 (11) チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 

 (12) ハル・エンドピース貯蔵建屋 

 (13) 制御建屋 

 (14) 分析建屋 

 (15) 非常用電源建屋 
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 (16) 主排気筒管理建屋 

  設計対処施設のうち，降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防

護対象施設として，以下の設備を選定する。 

 (１) 制御建屋中央制御室換気設備 

 (２) ガラス固化体貯蔵設備のうち収納管及び通風管 

 (３) 第１非常用ディーゼル発電機 

 (４) 第２非常用ディーゼル発電機 

 (５) 安全圧縮空気系空気圧縮機 

  設計対処施設のうち，外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込

む機構を有する降下火砕物防護対象施設として，以下の設備を選定する。 

 (１) 計測制御設備のうち空気を取り込む機構を有する制御盤 

 (２) 安全保護回路を収納する制御盤のうち空気を取り込む機構を有する

制御盤 

 (３) 非常用所内電源系統のうち空気を取り込む機構を有する電気盤 

 (４) 放射線監視設備のうち空気を取り込む機構を有する監視盤 

  設計対処施設のうち，屋外に設置する降下火砕物防護対象施設として，

以下の設備を選定する。 

 (１) 主排気筒 

 (２) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

 (３) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

 (４) 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

 (５) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の屋外配管並びに前処

理建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設備，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋換気設備及び高レベル廃液ガラス固化建屋換
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気設備の屋外ダクト 

 (６) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔に接続する屋外設備 

  なお，使用済燃料収納キャスクは，降下火砕物による波及的破損を防止

する設計とする。 
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1.7.13.3 設計条件 

1.7.13.3.1 降下火砕物の設計条件及び特徴 

 (１) 降下火砕物の設計条件 

   再処理施設における降下火砕物の諸元については，給源を特定できる

降下火砕物のうち，敷地に最も影響を与える甲地軽石の降下火砕物シ

ミュレーション結果を踏まえ，敷地での層厚は55ｃｍとする。 

   また，甲地軽石を対象とした密度試験の結果を踏まえ，湿潤状態の密

度を1.3ｇ／ｃｍ３とする。 

   降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態と

した場合における荷重，個々の設計対処施設に常時作用する荷重，運転

時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた

荷重（以下「設計荷重（火山）」という。）を設定する。 

   また，火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と

同時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討により，風（台

風）及び積雪による荷重を考慮する。 

   設計対処施設に作用させる設計荷重（火山）には，設計基準事故時に生

ずる荷重の組合せを適切に考慮する設計とする。すなわち，降下火砕物に

より設計対処施設に作用する荷重及び設計基準事故時に生ずる荷重を，そ

れぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせて設計する。

また，設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考えられる降下火砕物

の荷重と設計基準事故時に生ずる荷重を適切に考慮する設計とする。 

   設計対処施設は降下火砕物に対して安全機能を損なわない設計とするこ

とから，設計基準事故とは独立事象である。 

   また，設計基準事故発生時に，降下火砕物が到達した場合，安全上重要

な施設に荷重を加える設計基準事故である「プルトニウム精製設備のセル
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内での有機溶媒火災」及び「プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応」による荷重との組合せが考えられるが，これらの設計基準

事故による荷重を受けるプルトニウム精製塔セル及びプルトニウム濃縮缶

は，降下火砕物の影響を受けることはないため，設計基準事故時荷重と降

下火砕物の組合せは考慮しない。 

 (２) 降下火砕物の特徴 

   各種文献の調査結果により，一般的な降下火砕物の特徴は以下のとお

りである。 

   (ⅰ) 火山ガラス片及び鉱物結晶片から成る。
（７０）

ただし，砂よりもろく

硬度は小さい。
（７１）

 

   (ⅱ) 亜硫酸ガス，硫化水素，ふっ化水素等の毒性及び腐食性のある

火山ガス成分が付着している。
（７０）

ただし，直ちに金属腐食を生じさ

せることはない。
（７２）

 

   (ⅲ) 水に濡れると導電性を生じる。
（７０）

 

   (ⅳ) 湿った降下火砕物は，乾燥すると固結する。
（７０）

 

   (ⅴ) 降下火砕物の粒子の融点は，一般的な砂と比べ約1,000℃と低い。
（７０）

 

1.7.13.3.2 降下火砕物で考慮する影響 

  火山影響評価ガイドを参考に，降下火砕物の特性による影響は，直接的

影響として降下火砕物の堆積による荷重，粒子の衝突，閉塞，磨耗，腐食，

大気汚染，水質汚染及び絶縁低下並びに間接的影響として外部電源喪失及

びアクセス制限を想定し，これらに対する影響評価を行う。 
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1.7.13.4 設計対処施設に影響を与える可能性のある影響因子  

1.7.13.4.1 直接的影響因子 

 (１) 降下火砕物の堆積による荷重 

   「降下火砕物の堆積による荷重」について考慮すべき影響因子は，設

計対処施設のうち，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外

に設置する降下火砕物防護対象施設の上に堆積し静的な負荷を与える

「構造物への静的負荷」である。 

   降下火砕物の荷重は，堆積厚さ55ｃｍ，密度1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤状

態）に基づくとともに，火山以外の自然現象として積雪及び風（台

風）による荷重との組合せを考慮する。 

 (２) 衝  突 

   「衝突」について考慮すべき影響因子は，設計対処施設のうち，降下

火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防

護対象施設に対して，降下火砕物の降灰時に衝撃荷重を与える「構造

物への粒子の衝突」である。 

 (３) 閉  塞 

   「閉塞」について考慮すべき影響因子は，設計対処施設に対して，降

下火砕物の侵入による閉塞並びに降下火砕物を含む空気による換気系，

機器の吸気系及び冷却空気の流路を閉塞させる「構造物，換気系，電

気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響（閉塞）」

である。 

 (４) 磨  耗 

   「磨耗」について考慮すべき影響因子は，設計対処施設に対して，大

気に含まれる降下火砕物により，動的機器を磨耗させる「構造物，換

気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響
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（磨耗）」である。 

 (５) 腐  食 

   「腐食」について考慮すべき影響因子は，設計対処施設のうち降下火

砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護

対象施設に対して，腐食性のあるガスが付着した降下火砕物に接する

ことによる接触面の腐食並びに換気系，電気系，計測制御系及び安全

圧縮空気系において降下火砕物を含む空気の流路等を腐食させる「構

造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学

的影響（腐食）」である。 

 (６) 大気汚染 

   「大気汚染」について考慮すべき影響因子は，設計対処施設のうち，

制御建屋の中央制御室において，降下火砕物自体の侵入又はそれに付

着した毒性のあるガスの侵入により居住性を劣化させる「中央制御室

の大気汚染」である。 

 (７) 水質汚染 

   「水質汚染」について考慮すべき影響因子については，安全冷却水系

は循環運転をしており大量の取水を必要としないこと等から，取水が

必要となる降下火砕物防護対象施設がないため，「水質汚染」の影響を

考慮する必要はない。 

 (８) 絶縁低下 

   「絶縁低下」について考慮すべき影響因子は，設計対処施設に対して，

湿った降下火砕物が電気系及び計測制御系の絶縁部に導電性を生じさ

せることによる「電気系及び計測制御系の絶縁低下」である。 

 

1.7.13.4.2 間接的影響因子 
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 (１) 外部電源喪失 

   降下火砕物によって再処理施設に間接的な影響を及ぼす因子は，再処

理事業所外で生じる送電網への降下火砕物の影響により発生する７日

間の外部電源喪失である。 

 (２) アクセス制限 

   降下火砕物によって再処理施設に間接的な影響を及ぼす因子は，敷地

内外に降下火砕物が堆積し，交通の途絶が発生することによる「アク

セス制限」である。 
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1.7.13.5 設計対処施設の設計方針 

  「1.7.13.4 設計対処施設に影響を与える可能性のある影響因子」にて

記載した因子に基づき，その影響を適切に考慮し，降下火砕物防護対象施

設の安全機能を損なわない設計とする。 

1.7.13.5.1 直接的影響に対する設計方針 

 (１) 構造物への静的負荷 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕

物防護対象施設は，設計荷重（火山）の影響により，安全機能を損な

わない設計とする。 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕

物防護対象施設は，当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷

重を設定し，設計荷重（火山）に対して安全余裕を有することにより，

構造健全性を失わず，安全機能を損なわない設計とする。 

   降下火砕物の堆積荷重と組み合わせる自然現象として同時発生の可能

性のある積雪及び風（台風）を考慮する。 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋においては，建築基準法にお

ける多雪区域の積雪の荷重の考え方に準拠し，降下火砕物の除去を適

切に行うことから，降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として

扱う。また，降下火砕物による荷重と他の荷重を組み合わせた状態に

対する許容限界は次のとおりとする。 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋に要求されている気密性及び

遮蔽性等を担保する屋根スラブは，建築基準法の短期許容応力度，耐

震壁は，「原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本電

気協会）」に基づき許容限界を設定する。 

   屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は許容応力を「原子力発電所
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耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本電気協会）」等に準拠する。 

 (２) 構造物への粒子の衝突 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕

物防護対象施設は，構造物への降下火砕物の粒子の衝突の影響により，

安全機能を損なわない設計とする。 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕

物防護対象施設は，コンクリート又は鋼構造物であるため，微小な鉱

物結晶であり，砂よりも硬度が低い特性を持つ降下火砕物の衝突によ

る影響は小さい。そのため，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋

及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設の構造健全性を損なうこ

とはない。 

   なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻の設計飛来物の影

響に包絡される。 

 (３) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する

機械的影響（閉塞） 

   屋外に設置する降下火砕物防護対象施設のうち主排気筒は，降下火砕

物の侵入による閉塞の影響により，安全機能を損なわない設計とする。 

   建屋に収納される降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物を含む空気

の流路となる降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物を含む空気によ

る流路の閉塞の影響により，安全機能を損なわない設計とする。 

   主排気筒は，排気の吹き上げにより降下火砕物が侵入し難い構造とす

る。降下火砕物が主排気筒内に侵入した場合でも，主排気筒下部に異

物の除去が可能なマンホール及び異物の溜まる空間を設けることによ

り閉塞し難い構造とする。 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気
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設備は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構

造とする。降下火砕物が取り込まれたとしても，制御建屋中央制御室

換気設備にはプレフィルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，中央制

御室内への降下火砕物の侵入を防止することにより，安全機能を損な

わない設計とする。降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設

備についても，プレフィルタ及び粒子フィルタ又は中性能フィルタを

設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，安全

機能を損なわない設計とする。さらに，降下火砕物がフィルタに付着

した場合でも交換又は清掃が可能な構造とすることで，降下火砕物に

より閉塞しない設計とする。 

   ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風管等で構成する貯蔵ピットの冷

却空気流路については，冷却空気入口シャフトの外気取入口に防雪フ

ードを設け降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が侵入し

た場合でも，貯蔵ピットの下部には空間があり，冷却空気流路が直ち

に閉塞することはない。また，必要に応じ点検用の開口部より，吸引

による除灰を行う。 

   第１非常用ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼル発電機及び安全

圧縮空気系空気圧縮機は，外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物

が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込まれたとしても，設備

内部への降下火砕物の進入を防止するため，中性能フィルタ又はステ

ンレス製ワイヤネットを設置することにより，安全機能を損なわない

設計とする。また，降下火砕物用フィルタの追加設置など，さらなる

降下火砕物対策を実施できるよう設計する。さらに，降下火砕物がフ

ィルタに付着した場合でもフィルタの交換又は清掃が可能な構造とす

ることで，降下火砕物により閉塞しない設計とする。 
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 (４) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する

機械的影響（磨耗） 

   建屋に収納される降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物を含む空気

の流路となる降下火砕物防護対象施設のうち，制御建屋中央制御室換

気設備，第１非常用ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼル発電機

及び安全圧縮空気系空気圧縮機並びに屋外に設置される降下火砕物防

護対象施設のうち安全冷却水系の冷却塔は，降下火砕物による磨耗の

影響により，安全機能を損なわない設計とする。 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気

設備は，外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難い構造

とする。降下火砕物が取り込まれたとしても，制御建屋中央制御室換

気設備にはプレフィルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，中央制御

室内部への降下火砕物の侵入を防止する。降下火砕物防護対象施設を

収納する建屋の換気設備についても，プレフィルタ及び粒子フィルタ

又は中性能フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止

することにより，安全機能を損なわない設計とする。また，上記のフ

ィルタは，交換又は清掃が可能な構造とする。 

   第１非常用ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼル発電機及び安全

圧縮空気系空気圧縮機は，外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物

が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込まれたとしても，設備

内部への降下火砕物の侵入を防止するため，中性能フィルタ又はステ

ンレス製ワイヤネットを設置することにより，安全機能を損なわない

設計とする。また，降下火砕物用フィルタの追加設置など，さらなる

降下火砕物対策を実施できるよう設計する。 

   安全冷却水系の冷却塔において降下火砕物の影響を受けると想定され
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る駆動部として，冷却ファンの回転軸部がある。これに対しては，冷

却空気を上方に流し降下火砕物が侵入し難い構造とすることで，安全

機能を損なわない設計とする。 

 (５) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する

化学的影響（腐食） 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋，建屋に収納される降下火砕

物防護対象施設，降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護

対象施設及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物

に含まれる腐食性のあるガスによる化学的影響（腐食）により，安全

機能を損なわない設計とする。 

   降下火砕物の特性として，金属腐食研究の結果より，直ちに金属腐食

を生じさせることはないが，降下火砕物を含む空気の流路となる降下

火砕物防護対象施設及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は，

塗装，腐食し難い金属の使用又は防食処理（アルミニウム溶射）を施

した炭素鋼を用いることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口に防雪フード

を設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込ま

れたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備に

ついては，プレフィルタ及び粒子フィルタ又は中性能フィルタを設置

し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，安全機能

を損なわない設計とする。制御建屋中央制御室換気設備についてはプ

レフィルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，中央制御室内部への降

下火砕物の侵入を防止することにより，安全機能を損なわない設計と

する。 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水がな

６－１－687



されていることから，降下火砕物による化学的腐食により短期的に影

響を及ぼすことはない。 

   また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した

降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに日

常的な保守及び修理を行うことにより，安全機能を損なわない設計と

する。 

 (６) 中央制御室の大気汚染 

   設計対処施設のうち，制御建屋の中央制御室は，降下火砕物による大

気汚染により，運転員の居住性を損なわない設計とする。 

   制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口には防雪フードを設け，降

下火砕物が侵入し難い構造とすることにより，中央制御室の大気汚染

を防止する。降下火砕物が取り込まれたとしても，制御建屋中央制御

室換気設備にはプレフィルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，中央

制御室内への降下火砕物の侵入を防止することで，運転員の居住性を

損なわない設計とする。 

   また，敷地周辺で大気汚染が発生した場合は，制御建屋中央制御室換

気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内の空気を

再循環する措置を講ずる設計とする。再循環については，制御建屋の

中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮する。これ

により，敷地周辺で大気汚染が発生した場合においても，再循環する

措置を講ずることで制御建屋の中央制御室内の居住性を損なわない設

計とする。使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，

必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への影響を防止する設

計とする。 

 (７) 電気系及び計測制御系の絶縁低下 

６－１－688



   電気系及び計測制御系のうち，外気から取り入れた屋内の空気を機器

内に取り込む機構を有する設備は，降下火砕物による絶縁低下の影響

により，安全機能を損なわない設計とする。 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気

設備は，外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難い構造

とする。また，降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護

対象施設を収納する建屋の換気設備については，プレフィルタ及び粒

子フィルタ又は中性能フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の

侵入を防止することにより，計測制御設備のうち空気を取り込む機構

を有する制御盤，安全保護回路を収納する制御盤のうち空気を取り込

む機構を有する制御盤，非常用所内電源系統のうち空気を取り込む機

構を有する電気盤及び放射線監視設備のうち空気を取り込む機構を有

する監視盤の安全機能を損なわない設計とする。制御建屋中央制御室

換気設備についてはプレフィルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，

中央制御室内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，安全機

能を損なわない設計とする。 

 

1.7.13.5.2 間接的影響に対する設計方針 

 (１) 外部電源喪失 

   再処理事業所外で生じる送電網への降下火砕物の影響による長時間の

外部電源喪失に対し，第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用デ

ィーゼル発電機を各々２系統設置する設計とし，外部電源喪失により

安全上重要な施設の安全機能を損なわない設計とする。 

   また，外部からの支援を期待できない場合においても，電力の供給を可

能とするため，再処理施設内に第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常
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用ディーゼル発電機が７日間以上連続で運転できる燃料貯蔵設備を設け，

重油タンク及び燃料油貯蔵タンクにＡ重油を貯蔵する設計とし，降下火砕

物防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 (２) アクセス制限 

   敷地外で交通の途絶が発生した場合，安全上重要な施設に電力を供給

する第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機の

燃料の供給が外部から受けられないが，再処理施設内に第１非常用デ

ィーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機が７日間以上連続で

運転できる燃料貯蔵設備を設け，重油タンク及び燃料油貯蔵タンクに

Ａ重油を貯蔵する設計とし，降下火砕物防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。 

   敷地内において交通の途絶が発生した場合でも，安全上重要な施設の

安全機能は再処理施設内で系統が接続されることにより，交通の途絶

の影響を受けない設計とし，降下火砕物防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。 

   また，敷地内の道路において降下火砕物が堆積した場合には，降灰後

に除灰作業を実施し復旧することを手順等に定める。 
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1.7.13.6 火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活動を行う

体制の整備の方針 

  火山事象による影響が発生し又は発生するおそれがある場合（以下「火

山影響等発生時」という。）において，再処理施設の保全のための活動を

行う体制の整備として，以下の措置を講ずる。 

 (１) 計画の策定 

   火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活動を行うため

の計画を策定する。 

 (２) 要員の確保 

   火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活動を実施する

ために必要な要員を確保する。 

 (３) 教育及び訓練 

   火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活動を確実に実

施するための教育及び訓練を年１回以上実施する。 

 (４) 資機材の配備 

   火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活動に必要な資

機材を配備する。  

 (５) 体制の整備 

   火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活動に必要な体

制を整備する。 

 (６) 定期的な評価 

   降下火砕物による火山影響評価に変更がないか定期的に確認し，変更

が生じている場合は火山影響評価を行う。火山影響評価の結果，変更

がある場合はそれぞれの措置の評価を行い，対策の見直しを実施する。 
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1.7.13.7 実施する主な手順 

  火山に対する防護については，降下火砕物による影響評価を行い，設計

対処施設に長期にわたり荷重がかかることや化学的影響（腐食）を発生

させることを避け，安全機能を維持するための手順を定める。実施する

主な手順を以下に示す。 

 (１) 大規模な火山の噴火があり降灰予報が発表され，再処理施設の処理

運転に影響を及ぼすと予見される場合には，使用済燃料の受入れの停

止や新たなせん断処理の停止など，再処理施設の運転を停止する。 

 (２) 降灰が確認された場合には，状況に応じて降下火砕物防護対象施設

を収納する建屋の換気設備の風量を低減する措置を講ずる。降下火砕

物の影響により建屋の換気設備の給気フィルタの差圧が交換差圧に達

した場合は，状況に応じ外気の取り込みの停止又はフィルタの清掃や

交換を実施する。 

 (３) 降灰が確認された場合には，状況に応じて制御建屋中央制御室換気

設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気を再循

環する措置又は風量を低減する措置を講ずる。降下火砕物の影響によ

り制御建屋中央制御室換気設備の給気フィルタの差圧が交換差圧に達

した場合は，状況に応じ外気の取り込みを停止又はフィルタの清掃や

交換を実施する。 

 (４) 第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーセル発電機の運

転時には，フィルタの状況を確認し，状況に応じてフィルタの清掃や

交換，降下火砕物用フィルタ，除灰用ろ布等の設置を実施する。 

 (５) 降灰後は設計対処施設への影響を確認するための点検を実施し，降

下火砕物の堆積が確認された箇所については降下火砕物の除去を行い，

長期にわたり積載荷重がかかること及び化学的影響（腐食）が発生す

ることを防止する。 
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1.7.13.8 火山の状態に応じた対処方針 

  十和田及び八甲田山は，再処理施設の運用期間中における巨大噴火の可

能性が十分小さいと評価しているが，火山活動のモニタリングを行い，評

価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されていることを確

認する。火山活動のモニタリングの結果，火山の状態に応じた判断基準に

基づき，観測データに有意な変化があった場合は，火山専門家の助言を踏

まえ，当社が総合判断を行い対処内容を決定する。 

  対処に当たっては，火山影響等発生時において，保全のための活動を行

うため，必要な資機材の準備，体制の整備等を実施するとともに，その時

点の最新の科学的知見に基づき可能な限りの対処を行う。 

  主な対処例を以下に示す。 

 (１) 換気設備の風量の低減措置，制御建屋の中央制御室内空気を再循環

する措置及び外気の取り込みの停止 

 (２) 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火

砕物防護対象施設に堆積した降下火砕物等の除去 

 (３) 使用済燃料の受入れの停止及び新たなせん断処理の停止 

 (４) 工程内の核燃料物質はＵＯ３粉末及びＭＯＸ粉末とし貯蔵並びに高レ

ベル廃液はガラス固化体とし貯蔵 
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1.7.14 再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する設計 

再処理施設への人の不法な侵入等を防止するため，以下の設計とする。 

また，人の容易な侵入を防止できる柵等を他施設と共用する場合は，共用

によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

1.7.14.1 安全設計 

(１) 再処理施設への人の不法な侵入等の防止の設計方針 

再処理施設への人の不法な侵入等並びに核燃料物質等の不法な移動

又は妨害破壊行為を核物質防護対策として防止するため，区域の設定，

人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁

による防護，巡視，監視，出入口での身分確認及び施錠管理を行うこ

とができる設計とする。 

核物質防護上の措置が必要な区域については，接近管理及び出入管

理を効果的に行うため，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視す

ることができる設計とするとともに，核物質防護措置に係る関係機関

との通信及び連絡を行うことができる設計とする。 

また，再処理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人

に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み

（郵便物等による敷地外からの爆発物及び有害物質の持込みを含

む。）を核物質防護対策として防止するため，持込み点検を行うこと

ができる設計とする。 

さらに，不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を核物質防護

対策として防止するため，再処理施設及び特定核燃料物質の防護のた

めに必要な設備又は装置の操作に係る情報システム（以下「情報シス

テム」という。）が電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバ

ーテロを含む。）を受けることがないように，当該情報システムに対

する外部からの不正アクセスを遮断することができる設計とする。 
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1.7.14.2 体制 

再処理施設への人の不法な侵入等を核物質防護対策として防止するた

め，「原子炉等規制法」に基づき核物質防護管理者を選任し，再処理事

業部長の下，核物質防護管理者が核物質防護に関する業務を統一的に管

理する体制を整備する。 

再処理施設への人の不法な侵入等が行われるおそれがある場合又は行

われた場合に備え，核物質防護に関する緊急時の対応体制を整備する。 

核物質防護に関する緊急時の組織体制を第 1.7.14－１図に示す。 

1.7.14.3 手順等 

再処理施設への人の不法な侵入等を核物質防護対策として防止するた

め，接近管理，出入管理，持込み点検，外部からの不正アクセス行為

（サイバーテロを含む。）の遮断措置及び特定核燃料物質が持ち出され

ていないことの確認として，以下を実施する。 

(１) 接近管理，出入管理及び持込み点検，情報システムへの不正アクセ

ス行為（サイバーテロを含む。）の防止並びに敷地内の人による核燃

料物質等の不法な移動の防止を的確に実施するために，予め手順を整

備する。 

(２) 設備の機能を維持するため，保守管理を実施するとともに，必要に

応じ修理を行う。 

(３) 接近管理，出入管理，持込み点検及び特定核燃料物質が持ち出され

ていないことの確認を的確に実施するために，警備員等に対し定期的

に教育を実施する。 

(４) 情報システムへの不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防

止を的確に実施するために，関係者に対し定期的に教育を実施する。 
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1.7.15 溢水防護に関する設計 

1.7.15.1 溢水防護に関する設計方針 

  事業指定基準規則の要求事項を踏まえ，安全機能を有する施設は，再処

理施設が溢水の影響を受ける場合においても，その安全機能を確保するた

めに，溢水に対して安全機能を損なわない方針とする。 

そのために，「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成25年６

月19日原規技発第13061913号原子力規制委員会決定）」（以下「内部溢水

ガイド」という。）を参考に，溢水防護対象設備として，安全評価上機能

を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出し，こ

れらの設備が，没水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損な

わない設計（多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損な

わない設計）とする。 

自然現象により発生する溢水及びその波及的影響により発生する溢水

に関しては，溢水防護対象設備の配置を踏まえて，最も厳しい条件となる

影響を考慮し，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 
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1.7.15.2 溢水防護対象設備を抽出するための方針 

  溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施

設を全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とし，その上で事業指

定基準規則及びその解釈並びに内部溢水ガイドで安全機能の重要度，溢水

から防護すべき安全機能等が定められていることを踏まえ，全ての安全機

能を有する構築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期待するもの

として，安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を溢水防護対象

設備として抽出する。 

具体的には，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの

及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を

防止するため，放射性物質又は放射線が再処理施設外へ放出されることを

抑制し，又は防止するために必要な設備（使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール，チャン

ネルボックス・バーナブルポイズン取扱いピット，燃料移送水路及び燃料

送出しピット（以下「燃料貯蔵プール・ピット等」という。）の冷却及び

給水の機能を適切に維持するために必要な設備を含む。）がこれに該当し，

これらの設備には，事故等の拡大防止及び影響緩和のために必要な設備が

含まれる。 

なお，以下の設備は溢水影響を受けても，必要とされる安全機能を損

なわないことから，溢水による影響評価の対象として抽出しない。 

 (１) 臨界管理対象設備のうち溢水により臨界の発生に至らないもの 

 ａ．清澄機，抽出塔，定量ポット等 

 (２) 溢水によって安全機能が損なわれない静的な安全機能を有する構築

物，系統及び機器 

 ａ．燃料貯蔵プール，セル，躯体等の構築物 
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 ｂ．容器，熱交換器，配管，手動弁等の静的機器 

 ｃ．被覆されているケーブル 

 ｄ．水中に設置する燃料貯蔵ラック，燃料用バスケット等 

 (３) 耐水性を有する動的機器 

 ａ．屋外に設置する安全冷却水系冷却塔 

 ｂ．水中に設置する第１ステップ測定装置等 

 (４) 動的機能が喪失しても安全機能に影響しない機器（フェイルセイフ

機能を持つ設備を含む。） 

 

  上記に含まれない安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修

理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安

全機能を損なわない設計とする。 
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1.7.15.3 考慮すべき溢水事象 

  溢水源及び溢水量としては，発生要因別に分類した以下の溢水を想定し

て評価することとし，評価の条件については内部溢水ガイドを参考とする。 

 (１) 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢

水（以下「想定破損による溢水」という。） 

 (２) 再処理施設内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために

設置される系統からの放水による溢水（以下「消火水等の放水による

溢水」という。） 

 (３) 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水（燃料貯蔵プール・

ピット等のスロッシングにより発生する溢水を含む。）（以下「地震起

因による溢水」という。） 

 (４) その他の要因（地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等）に

より生じる溢水（以下「その他の溢水」という。） 

 

  溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器（塔，槽類を含

む。以下同じ。）とし，設計図書（施工図面等）及び必要に応じ現場確認

等により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。な

お，「1.7.16.3.2.1 漏えいによる影響を検討する化学薬品及び構成部材の

抽出」に示す化学薬品についても，機器等に内包される液体であることを

踏まえ，ここで溢水源として想定する。 

  (１)又は(３)の評価において，応力又は地震により破損を想定する機器を

それぞれの評価での溢水源として想定する。 

 

  (１)又は(２)の溢水源の想定に当たっては，一系統における単一の機器の

破損，又は単一箇所での異常事象の発生とし，他の系統及び機器は健全な
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ものと仮定する。また，一系統にて多重性又は多様性を有する機器がある

場合においても，そのうち単一の機器が破損すると仮定する。 
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1.7.15.4 溢水源及び溢水量の想定 

1.7.15.4.1 想定破損による溢水 

 (１) 想定破損における溢水源の想定 

   想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，一系統における単

一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を内包する配

管とし，配管の破損箇所を溢水源として想定する。 

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，

以下に定義する高エネルギ配管又は低エネルギ配管に分類する。 

 ａ．「高エネルギ配管」とは，呼び径25Ａ（１Ｂ）を超える配管であって，

プラントの通常運転時に運転温度が95℃を超えるか又は運転圧力が1.9

ＭＰａ[gauge]を超える配管。ただし，被水及び蒸気の影響については

配管径に関係なく評価する。 

 ｂ．「低エネルギ配管」とは，呼び径25Ａ（１Ｂ）を超える配管であって，

プラントの通常運転時に運転温度が95℃以下で，かつ運転圧力が1.9Ｍ

Ｐａ[gauge]以下の配管。ただし，被水の影響については配管径に関係

なく評価する。なお，運転圧力が静水頭圧の配管は除く。 

 

   配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全

全周破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1／2の長さと配管

肉厚の1／2の幅を有する貫通クラック（以下「貫通クラック」とい

う。）」を想定する。 

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場

合は，発生応力Ｓｎと許容応力Ｓａの比により，以下で示した応力評

価の結果に基づく破損形状を想定する。 

また，応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果
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に影響するような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理を

実施する。 

【高エネルギ配管（ターミナルエンド部を除く。）】 

Ｓｎ≦0.4Ｓａ          ⇒ 破損想定不要 

0.4Ｓａ＜Ｓｎ≦0.8Ｓａ ⇒ 貫通クラック 

0.8Ｓａ＜Ｓｎ          ⇒ 完全全周破断 

【低エネルギ配管】 

Ｓｎ≦0.4Ｓａ          ⇒ 破損想定不要 

0.4Ｓａ＜Ｓｎ          ⇒ 貫通クラック 

   ここでＳｎ及びＳａ の記号は，日本機械学会「発電用原子力設備規

格設計・建設規格（JSME S NC1-2005/2007）」又は日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規格」（JSME S NC1-2012）による。 

 

 (２) 想定破損における溢水量の設定 

   想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水影響が最も大きくなる

位置とし，溢水量は，異常の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定

並びに現場又は中央制御室からの隔離（運転員の状況確認及び隔離操

作含む。）により漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定す

る破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統の

保有水量を合算して算出する。 

手動による漏えい停止のために現場等を確認し操作する手順は，保

安規定又はその下位規定に定める。 

ここで，流出量は，配管の破損形状を考慮した流出流量に破損箇所

の隔離までに必要な時間（以下「隔離時間」という。）を乗じて算出

する。 
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1.7.15.4.2 消火水等の放水による溢水 

 (１) 消火水等の放水による溢水源の想定 

   評価対象となる溢水防護対象設備が設置されている溢水防護建屋（以

下「溢水防護建屋」という。）内において，水を使用する消火設備と

して，消火栓及び水噴霧消火設備がある。その他，消火設備ではない

が，消火活動に供する設備として，水を噴霧する連結散水があるため，

これらについて，放水による溢水影響を考慮する。 

なお，再処理施設内にはスプリンクラの設置されている建屋がある

が，溢水防護建屋内には，自動作動するスプリンクラを設置しない設

計とする。 

したがって，火災時における溢水源としては，消火栓，連結散水及

び水噴霧消火設備からの放水を溢水源として想定する。 

ただし，水消火設備を用いず，ガス消火設備や消火器等を用いて消

火活動を行うことを前提としている区画（部屋）については，放水量

を０㎥とし，当該区画における放水を想定しない。 

なお，再処理施設には，上記の消火設備以外に発電炉の格納容器ス

プレイのような，設計基準事故時等における異常事象の拡大防止のた

めの放水設備はない。 

 

 (２) 消火水の放水による溢水量の設定 

   消火設備等からの単位時間当たりの放水量と放水時間から溢水量を設

定する。消火設備等のうち，消火栓からの放水量については，原則３

時間の放水により想定される放水量を溢水量として設定する。火災源

が小さい場合は，日本電気協会電気技術指針「原子力発電所の火災防
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護指針（JEAG4607-2010）」解説-4-5（1)の規定による「火災荷重」及

び「等価火災時間」を用いて放水量を算定し，溢水量を設定する。 

 

1.7.15.4.3 地震起因による溢水 

 (１) 再処理施設内に設置された機器の破損による溢水 

 ａ．地震起因による溢水源の想定 

   地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動によ

る地震力によって破損は生じないことから，流体を内包する系統のう

ち，基準地震動による地震力に対する耐震性が確認されていない耐震

Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として想定する。 

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動による地震力に対

して耐震性が確保されるものについては，溢水源として想定しない。 

 ｂ．地震起因による溢水量の設定 

   溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水

防護対象設備への溢水の影響が最も大きくなるように評価する。 

溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内

包する機器のうち，基準地震動によって破損が生じる可能性のある機

器について破損を想定し，その影響を評価する。この場合において，

溢水源となる配管は，全周破断とし，溢水源となる容器については，

全保有水量を想定する。配管の破損により生じる流出流量と自動隔離

機能による隔離時間とを乗じて得られる漏水量と，隔離範囲内の保有

水量を合算して溢水量を算出する。さらに，評価におけるより厳しい

結果を与えるため，複数系統・複数箇所の同時破損を想定し，伝播も

考慮した上で各区画における最大の溢水量を算出する。 

なお，地震による機器の破損が複数箇所で同時に発生する可能性を
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考慮し，地震動の検知による自動隔離機能を有する場合を除き，隔離

による漏えい停止は期待しない。 

 

耐震評価の具体的な考え方を以下に示す。 

 (ａ) 構造強度評価に係る応答解析は，基準地震動を用いた動的解析によ

ることとし，機器の応答性状を適切に表現できるモデルを設定する。

その上で，当該機器の据付床の水平方向及び鉛直方向それぞれの床応

答を用いて応答解析を行い，それぞれの応答解析結果を適切に組み合

わせる。 

 (ｂ) 応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基

準，既往の振動実験，地震観測の調査結果等を考慮して適切な値を定

める。 

 (ｃ) 応力評価に当たり，簡易的な手法を用いる場合は，詳細な評価手法

に対してより厳しい結果を与えるよう留意し，簡易的な手法での評価

結果が厳しい箇所については詳細評価を実施することで健全性を確保

する。 

 (ｄ) 基準地震動による地震力に対する発生応力の評価基準値は，安全上

適切と認められる規格及び基準で規定されている値又は試験等で妥当

性が確認されている値を用いる。 

 (ｅ) バウンダリ機能確保の観点から，設備の実力を反映する場合には，

規格基準以外の評価基準値の適用も検討する。 

 

 (２) 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水 

 ａ．燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水源の想定 

   燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基
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準地震動による地震力により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロ

ッシングによる漏えい水を溢水源として想定する。 

 ｂ．燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の設定 

   燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算出に当た

っては，基準地震動による地震力により生じるスロッシング現象を実

績のある解析プログラムを用いた三次元流動解析により評価し，燃料

貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量を考慮する。 

なお，評価に当たっては，燃料貯蔵プール・ピット等の内部構造物に

よる水の抵抗を考慮しないなどのより厳しい結果を与える解析条件を設

定する。 

 

1.7.15.4.4 その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴

う溢水，溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象を想

定する。 

具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影

響と，飛来物等による屋外タンク等の破壊のような間接的な影響，機器

ドレン，機器損傷（配管以外），人的過誤及び誤作動を想定する。 
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1.7.15.5 溢水防護区画及び溢水経路を設定するための方針 

 (１) 溢水防護区画の設定 

   溢水防護に対する評価対象区画を溢水防護区画として，以下のとお

り設定する。 

 ａ．溢水防護対象設備が設置されている全ての区画 

 ｂ．中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

 ｃ．運転員が，溢水が発生した区画を特定する，又は必要により隔離等

の操作が必要な設備にアクセスする通路部（以下「アクセス通路部」

という。） 

 

   溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによっ

て他の区画と分離される区画として設定し，溢水防護区画を構成する

壁，扉，堰，床段差等については，現場の設備等の設置状況を踏まえ，

溢水の伝播に対する評価の条件を設定する。 

 

 (２)  溢水経路の設定 

   溢水影響評価において考慮する溢水経路は，溢水防護区画とその他

の区画（溢水防護対象設備が存在しない区画又は通路）との間におけ

る伝播経路となる防水扉及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫通部，

天井開口部及び貫通部，床面開口部及び貫通部，床ドレンの連接状況

及びこれらに対する流入防止対策の有無を踏まえ，溢水防護区画内の

水位が最も高くなるように，より厳しい結果を与える経路を設定する。 

具体的には，溢水防護区画内で発生する溢水に対しては，床ドレン，

貫通部，扉から他区画への流出は想定せず，より厳しい結果を与える

条件で溢水経路を設定し，溢水防護区画内の溢水水位を算出する。 
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溢水防護区画外で発生する溢水に対しては，床ドレン，開口部，貫

通部，扉を通じた溢水防護区画内への流入が最も多くなるよう（流入

防止対策が施されている場合は除く。），より厳しい結果を与える条

件で溢水経路を設定し，溢水防護区画内の溢水水位を算出する。 

なお，上層階から下層階への伝播に関しては，階段等を経由して，

全量が伝播するものとする。溢水経路を構成する壁，扉，堰，床段差

等は，基準地震動による地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じ

る荷重や環境に対し，必要な健全性を維持できるとともに，保守管理

並びに防水扉及び水密扉の閉止の運用を適切に実施することにより溢

水の伝播を防止できるものとする。 

また，貫通部に実施した流出及び流入防止対策も同様に，基準地震

動による地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に

対し，必要な健全性を維持できるとともに，保守管理を適切に実施す

ることにより溢水の伝播を防止できるものとする。 

なお，火災により貫通部の止水機能が損なわれる場合には，当該貫

通部からの消火水の流入を考慮する。消火活動により区画の防水扉

（又は水密扉）を開放する場合は，開放した扉からの消火水の伝播を

考慮する。 
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1.7.15.6 溢水防護対象設備を防護するための設計方針 

  想定破損による溢水，消火水等の放水による溢水，地震起因による溢水

及びその他の溢水に対して，溢水防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影

響を受けて，安全機能を損なわない設計とするとともに，燃料貯蔵プー

ル・ピット等のスロッシングによる水位低下を考慮しても，燃料貯蔵プー

ル・ピット等の冷却及び給水の機能を維持できる設計とする。 

また，溢水が発生した場合における現場の環境温度及び線量並びに溢

水水位を考慮するとともに，アクセス通路部のアクセス機能が損なわれな

い設計とする。具体的には，アクセス通路部の滞留水位が原則 20cm 以下

となる設計とする。ただし，通行に支障がないことを別途試験等により評

価できる場合には，これを考慮する。 

さらに，アクセス通路部については，適切に保守管理を行うものとす

る。 

なお，必要となる操作を中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室で行う場合は，操作を行う運転員がそれぞれの制御室に

常駐していることからアクセス性を失わずに対応できる。 

 

1.7.15.6.1 没水の影響に対する設計方針 

 (１) 没水の影響に対する評価方針 

「1.7.15.3 考慮すべき溢水事象」にて想定した溢水源から発生す

る溢水量と「1.7.15.5 溢水防護区画及び溢水経路を設定するための

方針」にて設定した溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位

に対し，溢水防護対象設備が安全機能を損なうおそれがないことを評

価する。 

   具体的には，以下に示す要求のいずれかを満足していれば溢水防護対
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象設備が安全機能を損なうおそれはない。 

 ａ．発生した溢水による水位が，溢水の影響を受けて溢水防護対象設備又

は化学薬品防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある高さ（以下

「機能喪失高さ」という。）を上回らないこと。その際，溢水の流入状

態，溢水源からの距離，溢水が滞留している区画での人のアクセスに

よる一時的な水位変動を考慮し，発生した溢水に対して安全余裕を確

保していること。また，溢水防護区画への設備の追加，変更及び資機

材の持込みによる床面積への影響を考慮すること。系統保有水量の算

出に当たっては，算出量に 10％の安全余裕を確保する。ただし，蒸気

影響評価では，この限りではない。 

   機能喪失高さについては，溢水防護対象設備の各付属品の設置状況も

踏まえ，没水によって安全機能を損なうおそれのある高さを設定する。

溢水防護区画ごとに当該エリアで機能喪失高さが最も低い設備を選定

し，機能喪失高さと溢水水位を比較することにより当該エリアの影響

評価を実施する。 

 ｂ．多重性又は多様性を有している溢水防護対象設備の各々が別区画に設

置され，同時に機能喪失しないこと。 

その際，溢水を起因とする事故等に対処するために必要な機器の単

一故障を考慮すること。 

 

溢水防護対象設備の機能喪失高さの考え方の例を第 1.7.15－１表に

示す。 

 

 (２) 没水の影響に対する防護設計方針 

   没水による影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことにより，溢
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水防護対象設備が没水により安全機能を損なわない設計とする。 

 ａ．溢水源又は溢水経路に対する対策 

 (ａ) 漏えい検知器等により溢水の発生を早期に検知し，中央制御室から

の手動遠隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設

計とする。 

 (ｂ) 溢水防護区画外の溢水に対して，壁，扉，堰，床段差等の設置状況

を踏まえ，壁，防水扉（又は水密扉），堰，床ドレン逆止弁による流入

防止対策を図り溢水の流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），堰，床ドレ

ン逆止弁は，溢水により発生する水位や水圧に対して流入防止機能が

維持できるとともに，基準地震動による地震力等の溢水の要因となる

事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が可能な限り損

なわれない設計とする。 

 (ｃ) 想定破損による溢水に対しては，破損を想定する配管について応力

評価を実施し，破損形状を貫通クラックとできるか，又は破損想定が

不要とできるかを確認する。その結果より必要に応じ，補強工事等の

実施により発生応力を低減し，溢水源から除外することにより溢水量

を低減する。 

 (ｄ) 地震起因による溢水に対しては，破損を想定する機器について耐震

対策工事を実施することにより基準地震動による地震力に対して耐震

性を確保する設計とし，溢水源から除外することにより溢水量を低減

する。 

 (ｅ) 地震起因による溢水に対しては，建屋内又は建屋間（建屋外の洞道

含む。）に設置する緊急遮断弁により，地震の発生を早期に検知し，自

動又は中央制御室からの手動遠隔操作により他建屋から流入する系統
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を早期に隔離できる設計とすることにより，溢水防護建屋内で発生す

る溢水量を低減する設計とする。 

 (ｆ) その他の溢水のうち機器の誤作動や弁グランド部，配管フランジ部

からの漏えい事象等に対しては，漏えい検知システムや床ドレンファ

ンネルからの排水による一般排水ピット等の液位上昇により早期に検

知し，溢水防護対象設備の安全機能が損なわれない設計とする。 

 

 ｂ．溢水防護対象設備に対する対策 

 (ａ) 評価の各段階におけるより厳しい結果を与える条件とあわせて考慮

した上で，溢水防護対象設備の機能喪失高さに対して，溢水防護対象

設備の設置高さが発生した溢水による水位を十分に上回る設計とする。 

 (ｂ) 溢水防護対象設備周囲に堰を設置し，溢水防護対象設備が没水しな

い設計とする。設置する堰については，溢水により発生する水位や水

圧に対して流入防止機能が維持できる設計とするとともに，溢水の要

因となる地震や火災等により生じる荷重やその他環境条件に対して当

該機能が損なわれない設計とする。 

 

1.7.15.6.2 被水の影響に対する設計方針 

 (１) 被水の影響に対する評価方針 

   「1.7.15.3 考慮すべき溢水事象」にて想定した溢水源からの直線軌

道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水による被水，天井面の開

口部若しくは貫通部からの被水の影響を受ける範囲内にある防護対象

設備が被水により安全機能を損なうおそれがないことを評価する。 

具体的には，以下に示す要求のいずれかを満足していれば溢水防護

対象設備が安全機能を損なうおそれはない。 
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 ａ．溢水防護対象設備があらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な

影響を生じないよう，以下に示すいずれかの保護構造を有しているこ

と。 

 (ａ) 「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード）」に

おける第二特性数字４以上相当の防滴機能を有すること。 

 (ｂ) 実機での被水の条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水

試験等により確認した溢水防護板の設置又は溢水防護対象設備の電源

接続部，端子台カバー接合部等へのコーキング等の水密処理により，

被水防護措置がなされていること。 

 ｂ．多重性又は多様性を有している溢水防護対象設備の各々が別区画に設

置され，同時に機能喪失しないこと。その際，溢水を起因とする事故

等に対処するために必要な機器の単一故障を考慮すること。 

 

 (２) 被水の影響に対する防護設計方針 

   被水による影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことにより，溢

水防護対象設備が被水により安全機能を損なわない設計とする。 

 

 ａ．溢水源又は溢水経路に対する対策 

 (ａ) 溢水防護区画外の溢水に対して，壁，扉，堰，床段差等の設置状況

を踏まえ，壁，防水扉（又は水密扉），堰，床ドレン逆止弁による流入

防止対策を図り溢水の流入を防止する設計とする。 

   流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），堰，床ドレ

ン逆止弁は，溢水により発生する水位や水圧に対して流入防止機能が

維持できるとともに，基準地震動による地震力等の溢水の要因となる

事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が可能な限り損
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なわれない設計とする。 

 (ｂ) 想定破損による溢水に対しては，破損を想定する配管について応力

評価を実施し，破損形状を貫通クラックとできるか，又は破損想定が

不要とできるかを確認する。その結果より必要に応じ，補強工事等の

実施により発生応力を低減し，溢水源から除外することにより被水の

影響が発生しない設計とする。 

 (ｃ) 地震起因による溢水に対しては，破損を想定する機器について耐震

対策工事を実施することにより基準地震動による地震力に対して耐震

性を確保する設計とし，溢水源から除外することにより被水の影響が

発生しない設計とする。 

 (ｄ) 消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置さ

れている溢水防護区画において固定式消火設備等の水を用いない消火

手段を採用することにより，被水の影響が発生しない設計とする。 

   また，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動によ

る被水の影響を最小限に止めるため，溢水防護対象設備に対して不用

意な放水を行わないことを消火活動における運用及び留意事項として

火災防護計画に定める。 

 

 ｂ．溢水防護対象設備に対する対策 

 (ａ) 「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード）」に

おける第二特性数字４以上相当の保護等級を有する機器への取替えを

行う。 

 (ｂ) 溢水防護対象設備を，IP 等級の試験機関にて試験を実施し，保護等

級（IP コード）における第二特性数字４以上相当の防滴機能を有する

ものであることを確認する。 
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 (ｃ) 溢水防護対象設備を覆う溢水防護板の設置により，被水から防護す

る設計とする。溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は難燃性材料

を用い製作し，基準地震動による地震力に対して耐震性を確保する設

計及び実機での被水の条件を考慮しても安全機能を損なわないことを

被水試験等により確認する設計とする。 

 (ｄ) 溢水防護対象設備の電源接続部，端子台カバー接合部等にコーキン

グ等の水密処理を実施することにより，被水から防護する設計とする。

水密処理は，機器の破損により生じる溢水の水圧に対して当該機能が

損なわれない設計とする。 

 

1.7.15.6.3 蒸気放出の影響に対する設計方針 

 (１) 蒸気放出の影響に対する評価方針 

   「1.7.15.3 考慮すべき溢水事象」にて想定した溢水源からの漏えい

蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために，熱流動解析コ

ードを用い，実機を模擬した空調の条件や解析区画を設定して解析を

実施し，溢水防護対象設備が蒸気放出の影響により安全機能を損なう

おそれのないことを評価する。具体的には，以下に示す要求のいずれ

かを満足していれば溢水防護対象設備が安全機能を損なうおそれはな

い。 

 ａ．溢水防護対象設備が，溢水源から漏えいした蒸気の直接噴出及び拡散

による影響を受け，蒸気曝露試験又は机上評価によって健全性が確認

されている条件（温度，湿度及び圧力）を超えない耐蒸気性を有する

仕様であること。 

 ｂ．多重性又は多様性を有している溢水防護対象設備の各々が別区画に設

置され，同時に機能喪失しないこと。 
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その際，溢水を起因とする事故等に対処するために必要な機器の単

一故障を考慮すること。 

 

 (２) 蒸気の影響に対する防護設計方針 

   蒸気による影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことにより，溢

水防護対象設備が蒸気放出の影響により安全機能を損なわない設計と

する。 

 

 ａ．溢水源又は溢水経路に対する対策 

 (ａ) 溢水防護区画外の蒸気放出に対して，壁，扉等による流入防止対策

を図り蒸気の流入を防止する設計とする。 

   流入防止対策として設置する壁，扉等は，溢水により発生する蒸気に

対して流入防止機能が維持できるとともに，基準地震動による地震力

等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当

該機能が損なわれない設計とする。 

 (ｂ) 想定破損による溢水に対しては，破損を想定する配管について応力

評価を実施し，破損形状を貫通クラックとできるか，又は破損想定が

不要とできるかを確認する。その結果より必要に応じ，補強工事等の

実施により発生応力を低減し，溢水源から除外することにより蒸気放

出による影響が発生しない設計とする。 

 (ｃ) 溢水源となる一般蒸気等の系統を，溢水防護区画内外で閉止するこ

とにより，溢水防護区画内において蒸気放出による影響が発生しない

設計とする。 

   具体的には，蒸気の漏えいを検知し，自動で漏えい蒸気を早期隔離す

る遠隔隔離システムを設置することにより，蒸気影響を緩和する設計
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とする。遠隔隔離システムは，温度検出器及び蒸気遮断弁から構成し，

中央制御室からの手動遠隔隔離も行える設計とする。 

   また，遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備の健全性が確保さ

れない場合には，破損想定箇所にターミナルエンド防護カバーを設置

することで漏えい蒸気量を抑制して，溢水防護区画内雰囲気温度への

影響を軽減する設計とする。 

   蒸気影響評価における配管の想定破損評価の条件を第 1.7.15－２表

に示す。 

 (ｄ) 地震起因による溢水に対しては，破損を想定する機器について耐震

対策工事を実施することにより基準地震動による地震力に対して耐震

性を確保する設計とし，溢水源から除外することにより蒸気放出によ

る影響が発生しない設計とする。 

 

 ｂ．溢水防護対象設備に対する対策 

 (ａ) 蒸気放出の影響に対して耐性を有しない溢水防護対象設備について

は，蒸気曝露試験又は机上評価によって蒸気放出の影響に対して耐性

を有することが確認された機器への取替え（シール，パッキン等の部

品の取替えを含む。）を行う。 

 (ｂ) 溢水防護対象設備に対し，実機での蒸気の条件を考慮しても耐蒸気

性能を確認した蒸気防護板を設置することによる蒸気防護措置を実施

する。蒸気防護板は，基準地震動による地震力に対して耐震性を確保

する設計及び蒸気配管の破損により生じる環境温度及び圧力に対して

当該機能が損なわれない設計とする。 
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1.7.15.6.4 その他の溢水に対する設計方針 

  地下水の流入，竜巻による飛来物が屋外タンク等に衝突することにより

生じる漏えい等の地震以外の自然現象に伴う溢水が，それらを評価する上 

で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋に流入するおそれがある場合に

は，壁，水密扉，堰等により溢水防護建屋内への流入を防止する設計とし，

溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

機器の誤操作及び誤作動による漏えい及び配管フランジや弁グランドか

らのにじみについては，基本的に漏えい量が少ないと想定されるが，こ

れらに対しては，漏えい検知器等により，中央制御室で早期に検知し，

隔離を行うことで溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.7.15.6.5 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関す

る設計方針 

  基準地震動による地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵

プール・ピット等の外へ漏えいする水の量を三次元流動解析により算出す

る。その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置する

ことによりスロッシング水量を低減する設計とする。 

止水板及び蓋は，地震や火災荷重や環境条件に対して，当該性能が損な

われない設計とする。 

算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位

低下を考慮しても，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵

プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，それらを用

いることにより適切な水温（水温 65℃以下）及び遮蔽に必要な水位を維

持できる設計とする。 
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1.7.15.6.6 溢水防護区画を有する建屋外からの流入防止に関する設計方針 

  溢水防護区画を有する溢水防護建屋外で発生を想定する溢水が，溢水防

護区画に流入するおそれがある場合には，溢水防護建屋外で発生を想定す

る溢水による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋

内への流入を壁（貫通部の止水処置を含む。），扉，堰等により防止する設

計とし，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

また，地下水の溢水防護区画への流入経路としては，溢水防護建屋外壁

地下部における配管等の貫通部の隙間及び建屋間の連絡通路等が考えら

れるため，これら流入経路に対しては，地下水面からの水頭圧に耐える

壁，扉等による流入防止措置等を実施することにより，地下水の流入に

よる影響を評価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への

流入を防止する設計とし，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設

計とする。 

 

1.7.15.6.7 溢水影響評価 

  溢水により安全上重要な施設の安全機能が損なわれない設計とし，溢水

影響評価に当たっては，事業指定基準規則の解釈に基づき，運転時の異常

な温度変化又は設計基準事故に対処するために必要な機器の単一故障を考

慮しても異常事象を収束できる設計とする。 

 

1.7.15.6.8 手順等 

  溢水影響評価に関して，以下の内容を含む手順を定め，適切な管理を行

う。 

 (１) 配管の想定破損評価において，応力評価の結果により破損形状の想定
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を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを継続的な

肉厚管理で確認する。 

 (２) 配管の想定破損評価による溢水が発生する場合及び基準地震動による

地震力により，耐震Ｂ，Ｃクラスの機器が破損し，溢水が発生する場

合においては，現場等を確認する手順を定める。 

 (３) 溢水防護区画において，各種対策設備の追加，資機材の持込み等によ

り評価の条件としている床面積に見直しがある場合は，あらかじめ定

めた手順により溢水影響評価への影響確認を行う。 

 (４) 防水扉及び水密扉については，開放後の確実な閉止操作，閉止状態の

確認及び閉止されていない状態が確認された場合の閉止操作の手順等

を定める。 

 (５) 溢水防護対象設備に対する消火水の影響を最小限に止めるため，消火

活動における運用及び留意事項を火災防護計画に定める。 

 (６) 溢水発生後の滞留区画等での排水作業手順を定める。 
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第 1.7.15－１表 溢水防護対象設備の機能喪失高さの考え方 

機 器 機能喪失高さ 
溢水により臨界に至るおそれのある形状寸

法管理の機器 
当該機器の下端 

ポンプ，送風機，排風機，ボイラ，冷凍

機，ディーゼル発電機，脱湿装置及び空気

圧縮機 

電動機下端又は操作箱下端のいずれか低い方 
 

収納管及び通風管 冷却空気の流動を維持できる高さ 
自動ダンパ及び自動弁 駆動部下端 
フィルタ類 ポート下端 
計器 トランスミッタ下端 
盤 
(電気盤，計装ラック) 

床置き盤 ・外観からケーシングの枠材が見える場合：下

部枠材の上端 
・外観からケーシングの枠材が見えない場合：

基礎の上端。基礎の上端が確認できない場合

は扉下端 
壁掛け盤 ケーシング下端 

蓄電池 端子が上部 本体上端（樹脂ナットに止水性がないため） 
端子が側面 端子部下端 

αモニタ ケーブル接続部下端 
VOG入気フィルタ フィルタユニットのポート下端 
粉末状のプルトニウムを取り扱う室にある

溢水防護対象設備 
粉末のプルトニウムに直接水がかかると臨界に

至る可能性があるため機能喪失高さを０cmとす

る。（測定不要） 
溢水から防護する屋内のアクセス通路部 溢水収束後の溢水水位とするため（測定不要） 

アクセス性の判断基準として，国土交通省発行

の「地下空間における浸水対策ガイドライン」

を参考に，溢水水位を原則20cm以下とする。 
ただし，通行に支障がないことを別途試験等に

より評価できる場合には，これを考慮する。 
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第 1.7.15－２表 蒸気影響における配管の想定破損評価の条件 

系 統 破損想定 隔離 

 

一般蒸気系 
一般部 

完全全周破断又は貫

通クラック 
自動/手動 

ターミナルエンド部 完全全周破断 自動/手動 
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1.7.16 化学薬品の漏えい防護に関する設計 

1.7.16.1 化学薬品の漏えい防護に関する設計方針 

事業指定基準規則の要求事項を踏まえ，安全機能を有する施設は，再

処理施設が化学薬品の漏えいの影響を受ける場合においても，その安全機

能を確保するために，化学薬品の漏えいに対して安全機能を損なわない方

針とする。 

そのために，内部溢水ガイドを参考に，化学薬品防護対象設備として，

安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機

器を抽出し，これらの設備が，内部溢水ガイドに示す没水，被水及び蒸気

の影響評価手法等を参考に，漏えいした化学薬品の影響を受けて，その安

全機能を損なわない設計（多重性又は多様性を有する設備が同時にその安

全機能を損なわない設計）とする。 
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1.7.16.2 再処理施設における化学薬品取扱いの基本方針 

再処理施設においては，液体として硝酸，水酸化ナトリウム，ＴＢ

Ｐ，ｎ－ドデカン，硝酸ヒドラジン，硝酸ヒドロキシルアミン（以下

「ＨＡＮ」という。），硝酸ガドリニウム，硝酸ナトリウム，炭酸ナト

リウム，亜硝酸ナトリウム，硫酸，ヒドラジン，りん酸ナトリウム及

び模擬廃液並びに気体として窒素酸化物（以下「ＮＯｘ」という。）ガ

ス，水素ガス，窒素ガス，酸素ガス等の化学薬品を使用する。これら

の化学薬品のうち，再処理におけるプロセス工程（以下「再処理プロ

セス」という。）において大量に取り扱う硝酸，水酸化ナトリウム，Ｔ

ＢＰ，ｎ－ドデカン，硝酸ヒドラジン，ＨＡＮ及び炭酸ナトリウムは，

試薬建屋の化学薬品貯蔵供給設備に貯蔵し，必要な量を各施設の化学

薬品貯蔵供給系に移送する設計とする。 

再処理施設における化学薬品の取扱いは，「消防法」，「労働安全衛生

法」及び「毒物及び劇物取締法」の要求を満足するものとする。 

化学薬品の取扱いの基本方針として，再処理施設及び従事者の安全

性を確保するために，以下の安全設計及び対策を行う。 

(１) 化学薬品を内包する設備は，化学薬品の性状に応じた材料を選定

し，腐食し難い設計とする。 

(２) 化学薬品を内包又は化学薬品が通過する機器の継ぎ手部は，化学

薬品の性状に応じて適切な材料を選定するとともに，化学薬品が継

ぎ手部から漏えいした際に従事者に飛散する可能性がある場合には，

飛散防止措置を講ずる。 

(３) 化学薬品の漏えいが生じるおそれのある区画及び漏えいが伝播す

るおそれのある経路並びにそれらに設置する機器等については，耐

薬品性を有する塗装材の塗布等により，漏えいにより生じる腐食性
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ガスの発生等の副次的な影響を低減する設計とする。 

 

また，化学薬品の漏えいに備えた運転員の安全確保に係る対応として，

作業リスクに応じた保護具の装着や漏えい発生時の作業員の対応を定め，

必要な資機材の配備，対応に係る教育訓練等を実施している。 
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1.7.16.3 化学薬品防護対象設備の抽出及び設計上考慮すべき化学薬品の設

定のための方針 

1.7.16.3.1 化学薬品防護対象設備を抽出するための方針 

化学薬品の漏えいによってその安全機能が損なわれないことを確認す

る必要がある施設を全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とし，

その上で事業指定基準規則及びその解釈並びに内部溢水ガイドで安全機能

の重要度，化学薬品の漏えいから防護すべき安全機能等が定められている

ことを踏まえ，全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器の中から安

全評価上機能を期待するものとして，安全上重要な機能を有する構築物，

系統及び機器を化学薬品防護対象設備として抽出する。 

具体的には，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの

及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を

防止するため，放射性物質又は放射線が再処理施設外へ放出されることを

抑制し，又は防止するために必要な設備（燃料貯蔵プール・ピット等の冷

却及び給水の機能を適切に維持するために必要な設備を含む。）がこれに

該当し，これらの設備には，事故等の拡大防止及び影響緩和のために必要

な設備が含まれる。 

なお，以下の設備は「1.7.16.3.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定

のための方針」で設定する化学薬品の漏えいの影響を受けても，必要とさ

れる安全機能を損なわないことから，化学薬品の漏えいによる影響評価の

対象として抽出しない。 

(１) 化学薬品の影響を受けない構成部材で構成する以下の構築物，系統及

び機器 

a.ステンレス鋼でライニングされた燃料貯蔵プール，コンクリートの

セル，躯体等の構築物 
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b.化学薬品の影響を受けない部材で構成された，容器，熱交換器，配

管，手動弁等の静的設備 

(２) 動的機能が喪失しても安全機能に影響しない機器（フェイルセイフ

機能を持つ設備を含む。） 

 

上記に含まれない安全機能を有する施設は，化学薬品の漏えいによる

損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせるこ

とにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.7.16.3.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針 

化学薬品の漏えいに対する設計方針の検討に当たって，再処理事業所内

における化学薬品を内包する機器等の設置状況を踏まえて，構成部材の

腐食等により化学薬品防護対象設備の安全機能を損なうおそれのある化

学薬品を設定する。この際，設計図書（施工図面等）及び必要に応じ現

場確認等により再処理事業所内に存在する全ての化学薬品及び化学薬品

防護対象設備の構成部材を網羅的に抽出し，その中から構成部材の腐食

試験等を踏まえ，短時間で安全機能を損なうおそれのある化学薬品を設

定する。なお，ここで設定した以外の化学薬品については構成部材の腐

食等の影響がないものとして設計上考慮すべき対象から除外する。 

 

1.7.16.3.2.1 漏えいによる影響を検討する化学薬品及び構成部材の抽出 

「1.7.16.3.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針」で抽出

した化学薬品及び化学薬品防護対象設備の構成部材から，化学薬品防護

対象設備の安全機能に影響を及ぼす化学薬品と構成部材の組合せを決定
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するため，文献調査等により，漏えいによる損傷の防止を検討する化学

薬品及び構成部材を抽出する。 

再処理事業所内で用いられる化学薬品は，再処理プロセスにおいて使用

する化学薬品に加え，保守及び補修の非定常作業，その他再処理設備の

附属施設で使用する化学薬品に大別される。 

保守及び補修の非定常作業並びにその他再処理設備の附属施設で使用す

る化学薬品については，取扱作業及び範囲が限定されていること，作業

安全管理を実施すること等により化学薬品の漏えいによる影響を及ぼす

おそれがないため，漏えいによる損傷の防止を検討する化学薬品としな

い。 

再処理プロセスで使用する化学薬品を第 1.7.16－１表に示す。 

 

再処理プロセスにおいて使用する化学薬品は，性状に応じて以下のもの

に分類する。 

 

液体：a.酸性（硝酸，硝酸ヒドラジン，ＨＡＮ，硝酸ガドリニウム， 

硝酸を含む模擬廃液） 

b.アルカリ性（水酸化ナトリウム，炭酸ナトリウム， 

亜硝酸ナトリウム） 

c.中性   （硝酸ナトリウム） 

d.有機溶媒 （ＴＢＰ，ｎ－ドデカン） 

気体：a.腐食性ガス（ＮＯｘガス） 

b.非腐食性ガス（水素ガス，窒素ガス，酸素ガス） 

 

再処理プロセスにおいて使用する化学薬品から，漏えいによる影響を検
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討する化学薬品を抽出する。具体的には，再処理プロセスにおいて使用

する化学薬品の液性，腐食性等を分類する。それらの分類から，腐食性

や反応性を示さないことが明らかであるものを除外することにより，漏

えいによる影響を検討する化学薬品を抽出する。ここで，化学薬品のう

ち，文献調査により腐食性や反応性を示さないことが明らかであるもの

として，固体の化学薬品，中性水溶液，非水溶液のうち燃料油及び非腐

食性のガスとして窒素ガス等を検討の対象から除外する。さらに，再処

理施設において耐食性を有する材料の選定要件となる硝酸濃度が 0.2  

ｍｏｌ／Ｌ以上であることから，0.2ｍｏｌ／Ｌ未満の硝酸を含む溶液は

検討の対象から除外する。 

また，化学薬品防護対象設備の構成部材について，主要な構成部材ごと

に材質を分類する。それらの分類から，化学薬品の漏えいにより損傷を

受けないことが明らかな構成部材を除外し，影響を検討する構成部材を

抽出する。ここで，構成部材のうち，化学薬品の漏えいにより損傷を受

けないことが明らかであるものとして，ステンレスやジルコニウム等の

耐食性を有する金属材料，再処理プロセスで使用する化学薬品に対して，

十分な厚さがあることや塗装が施されていることにより短時間で損傷し

ないコンクリート，再処理プロセスでは使用しない特定の化学薬品（フ

ッ化水素等）のみに対して顕著な反応を示すガラスを検討の対象から除

外する。 

 

1.7.16.3.2.2 検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せを踏まえた設

計上考慮すべき化学薬品の設定 

検討対象とする化学薬品と構成部材を組み合わせることで生じる腐食

等により，化学薬品防護対象設備の安全機能に短時間で影響を及ぼすおそ
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れのある化学薬品を設計上考慮すべき対象として設定する。 

なお，ここでいう短時間とは，事故等の対処期間として見込んでおり，

漏えいした化学薬品の回収等の実施期間として見込むことのできる７日間

とする。 

具体的には，化学薬品防護対象設備で使用する主な構成部材のうち，

検討の対象として選定された炭素鋼，アルミニウム及びプラスチックにつ

いて，検討対象として設定した化学薬品ごとに腐食試験（浸漬及び曝露試

験を含む。）又は文献調査を実施する。ここで，検討の対象とする化学薬

品としては，酸性水溶液として腐食に対する影響の主要因となる硝酸，ア

ルカリ性水溶液として強アルカリであって，文献によりアルミニウムに影

響を及ぼすことが明らかな水酸化ナトリウム，有機溶媒としてプラスチッ

クに影響を与えるおそれがあるＴＢＰ及びｎ－ドデカン，並びに腐食性ガ

スとしてＮＯｘガスを設定する。また，ＮＯｘガスについては，腐食試験

より配管，容器等の機器の安全機能に直ちに影響を与えるものではないこ

とが確認されているが，電子部品の集積回路等の機械的強度を必要としな

い材料厚みの精密機器についても曝露試験により影響を確認する。 

これらの検討の結果から，設計上考慮すべき化学薬品として，0.2  

ｍｏｌ／Ｌ以上の硝酸を含む溶液，水酸化ナトリウム，ＴＢＰ及びｎ－ド

デカン並びにＮＯｘガスを設定する。 

設計上考慮すべき化学薬品と化学薬品防護対象設備の主要な構成部材

の組合せを第 1.7.16－２表に示す。 
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1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の漏えい事象 

化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量としては，発生要因別に

分類した以下の化学薬品の漏えいを想定して評価することとし，評価の

条件については内部溢水ガイドを参考とする。 

(１) 化学薬品の漏えいの影響を評価するために想定する機器の破損等に

より生じる化学薬品の漏えい（以下「想定破損による化学薬品の漏え

い」という。） 

(２) 再処理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために設置される系統

からの消火剤の放出による化学薬品の漏えい（以下「消火剤の放出に

よる化学薬品の漏えい」という。） 

(３) 地震に起因する機器の破損等により生じる化学薬品の漏えい（以下

「地震起因による化学薬品の漏えい」という。） 

(４) その他の要因（地震以外の自然現象，誤操作等）により生じる化学

薬品の漏えい（以下「その他の化学薬品の漏えい」という。） 

 

化学薬品の漏えい源となり得る機器は，化学薬品を内包する配管及び

容器（塔，槽類を含む。以下同じ。）とし，設計図書（施工図面等）及び

必要に応じ現場確認等により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を

踏まえ選定する。なお，液体状の化学薬品については，「1.7.15.3 考慮す

べき溢水事象」で溢水源として想定する。 

(１)又は(３)の評価において，応力又は地震により破損を想定する機器を

それぞれの評価での化学薬品の漏えい源として想定する。 

 

(１)又は(２)の化学薬品の漏えい源の想定に当たっては，一系統における

単一の機器の破損，又は単一箇所での異常状態の発生とし，他の系統及び
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機器は健全なものと仮定する。また，一系統にて多重性又は多様性を有す

る機器がある場合においても，そのうち単一の機器が破損すると仮定する。 
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1.7.16.5 化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量の想定 

1.7.16.5.1 想定破損による化学薬品の漏えい 

想定破損における化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量の想定

の考え方は，「1.7.15.4.1 想定破損による溢水」と同様である。 

 

1.7.16.5.2 消火剤の放出による化学薬品の漏えい 

消火設備については，設備の破壊，誤作動又は誤操作により消火剤が

放出されても，化学薬品防護対象設備に影響を与えない設計とすることを

「1.5.1.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による安全機能への影

響」に示している。 

 

1.7.16.5.3 地震起因による化学薬品の漏えい 

地震における化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量の想定の考

え方は，「1.7.15.4.3 地震起因による溢水」と同様である。 

ただし，地震起因による燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングに

ついては，プール中の流体が設計上考慮すべき化学薬品に該当しないこと

から，化学薬品の漏えい源としては想定しない。 

 

1.7.16.5.4 その他の化学薬品の漏えい 

その他の化学薬品の漏えいについては，地震以外の自然現象やその波

及的影響に伴う化学薬品の漏えい，化学薬品防護対象設備を設置する区画

（以下「化学薬品防護区画」という。）内にて発生が想定されるその他の

漏えい事象を想定する。 

具体的には，飛来物等による，屋外タンク及び化学薬品の運搬及び補

給のために一時的に再処理事業所に立ち入るタンクローリ等の破壊のよう
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な間接的な影響，機器ドレン，機器損傷（配管以外），人的過誤及び誤作

動による漏えいを想定する。 

 

1.7.16.5.5 洞道内で発生する化学薬品の漏えい 

洞道内で発生する化学薬品の漏えいについては，地震起因による化学

薬品の漏えい及び想定破損による化学薬品の漏えいの発生を想定する。 
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1.7.16.6 化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路を設定するための方

針 

(１) 化学薬品防護区画の設定 

化学薬品の漏えい防護に対する評価対象区画を化学薬品防護区画と

して，以下のとおり設定する。 

ａ．化学薬品防護対象設備が設置されている全ての区画 

ｂ．中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

ｃ．アクセス通路部 

 

化学薬品防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せに

よって他の区画と分離される区画として設定し，化学薬品防護区画を

構成する壁，扉，堰，床段差等については，現場の設備等の設置状況

を踏まえ，漏えいした化学薬品の伝播に対する評価の条件を設定する。 

 

(２) 化学薬品の漏えい経路の設定 

化学薬品の漏えい経路の設定の考え方は，「1.7.15.5 溢水防護区画

及び溢水経路を設定するための方針」の「(2) 溢水経路の設定」と同

様である。その上で，漏えい経路上の防水扉，堰等の流入防止機能に

期待する場合は，漏えいした化学薬品の影響を考慮しても，当該機能

を維持できるものとする。 
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1.7.16.7 化学薬品防護対象設備を防護するための設計方針 

想定破損による化学薬品の漏えい，地震起因による化学薬品の漏えい

及びその他の化学薬品の漏えいに対して，内部溢水ガイドに示されている

没水，被水及び蒸気影響に係る影響評価手法並びに硝酸，有機溶媒等の腐

食作用等を有する流体を取り扱う再処理施設の特徴を踏まえ，化学薬品防

護対象設備が漏えいした液体状の化学薬品による没水（以下「没液」とい

う。）及び被液並びに腐食性ガスの放出の影響を受けて安全機能を損なわ

ない設計とする。 

また，化学薬品の漏えいが発生した場合のアクセス通路部の滞留液位

については，「1.7.15.6 溢水防護対象設備を防護するための設計方針」

と同様であるが，漏えいした化学薬品から運転員を防護する観点から，適

切な安全装備を着装するものとする。 

 

1.7.16.7.1 没液の影響に対する設計方針 

(１) 没液の影響に対する評価方針 

「1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の漏えい事象」にて想定した化学薬

品の漏えい源から発生する化学薬品の漏えい量と「1.7.16.6 化学薬

品防護区画及び化学薬品の漏えい経路を設定するための方針」にて設

定した化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路から算出した化学

薬品の漏えい液位に対し，化学薬品防護対象設備が安全機能を損なう

おそれがないことを評価する。 

具体的な評価の考え方は，「1.7.15.6.1 没水の影響に対する設計方

針」と同様である。 

ただし，化学薬品防護対象設備の機能喪失高さは，「1.7.16.3.2 設

計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針」で設定した化学薬品と
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化学薬品防護対象設備の構成部材の組合せを考慮し，化学薬品防護対

象設備の耐薬品性を有していない構成部材の下端とする。 

 

(２) 没液の影響に対する防護設計方針 

没液の影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことにより，化学

薬品防護対象設備が没液により安全機能を損なわない設計とする。 

ａ．化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対する対策 

(ａ) 化学薬品防護区画外の化学薬品の漏えいに対して，壁，扉，

堰，床段差等の設置状況を踏まえ，壁，防水扉（又は水密扉），

堰及び床ドレン逆止弁による流入防止対策を図り漏えいした化

学薬品の流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），堰，

床ドレン逆止弁は，漏えいした化学薬品により発生する液位，

水圧及び腐食又は劣化に起因する化学的損傷の影響に対して流

入防止機能が維持できるとともに，基準地震動による地震力等

の化学薬品の漏えいの要因となる事象に伴い生じる荷重や環境

に対して必要な当該機能が可能な限り損なわれない設計とする。 

また，耐薬品性を有するエポキシ樹脂系の塗装材やシール材

を堰や防水扉等に塗布することにより流入防止機能が維持でき

るものとする。 

(ｂ) 想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定す

る配管について応力評価を実施し，破損形状を貫通クラックと

できるか，又は破損想定が不要とできるかを確認する。その結

果より必要に応じ，補強工事等の実施により発生応力を低減し，

化学薬品の漏えい源から除外することにより化学薬品の漏えい
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量を低減する。 

又は，破損を想定する配管に機器収納ボックスや二重管等を

設置することにより，化学薬品が区画内に漏えいすることを防

止する設計とする。 

あるいは，漏えい検知器を設置することにより，化学薬品の

漏えいの発生を可能な限り早期に検知し，隔離を行うことで発

生する化学薬品の漏えい量を低減する設計とする。化学薬品の

漏えい量低減対策として設置する漏えい検知器は，想定破損に

伴う化学薬品の漏えい源からの被液により当該機能が損なわれ

ない設計とする。 

(ｃ) 地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定す

る機器について耐震対策工事を実施することにより基準地震動

による地震力に対して耐震性を確保する設計とし，化学薬品の

漏えい源から除外することにより化学薬品の漏えい量を低減す

る。 

(ｄ) 地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，建屋内又は建

屋間（建屋外の洞道含む。）に設置する緊急遮断弁により，地震

の発生を早期に検知し，自動又は中央制御室からの手動遠隔操

作により他建屋から流入する系統を早期に隔離できる設計とす

ることにより，化学薬品防護区画で発生する化学薬品の漏えい

量を低減する設計とする。 

 

ｂ ．化学薬品防護対象設備に対する対策 

(ａ) 評価の各段階におけるより厳しい結果を与える条件とあわせ

て考慮した上で，化学薬品防護対象設備の機能喪失高さに対し
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て，化学薬品防護対象設備の設置高さが，発生した化学薬品に

よる液位を十分に上回る設計とする。 

(ｂ) 化学薬品防護対象設備周囲に堰を設置し，化学薬品防護対象

設備が没液しない設計とする。設置する堰については，漏えい

した化学薬品により発生する液位，水圧及び腐食又は劣化に起

因する化学的損傷の影響に対して流入防止機能が維持できると

ともに，基準地震動による地震力等の化学薬品の漏えいの要因

となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が

可能な限り損なわれない設計とする。 

(ｃ) 没液の影響に対して耐性を有しない化学薬品防護対象設備に

ついては，耐薬品性を有する機器への取替え（耐薬品性を有す

る部品の取替えを含む。）を行うことにより，没液から防護する

設計とする。 

(ｄ) 耐薬品性を有する塗装材やシール材を化学薬品防護対象設備

に塗布することにより，没液から防護する設計とする。 

 

1.7.16.7.2 被液の影響に対する設計方針 

(１) 被液の影響に対する評価方針 

「1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の漏えい事象」にて想定した化学薬

品の漏えい源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被液並びに

天井面の開口部若しくは貫通部からの被液の影響を受ける範囲内にあ

る化学薬品防護対象設備が，被液により安全機能を損なうおそれがな

いことを評価する。 

具体的には，「1.7.16.3.2.2 検討対象とする化学薬品と構成部材の

組合せを踏まえた設計上考慮すべき化学薬品の設定」を考慮し，以下
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に示す要求のいずれかを満足していれば，化学薬品防護対象設備が安

全機能を損なうおそれはない。 

ａ．化学薬品防護対象設備があらゆる方向からの化学薬品の飛まつに

よっても有害な影響が生じないよう，以下に示すいずれかの保護構

造を有していること。 

(ａ) 化学薬品防護対象設備，又は，「1.7.15.6.2 被水の影響に対す

る設計方針」に示す水密処理対策について，化学薬品の漏えいに

より機能が損なわれないよう，耐薬品性塗料の塗布等による被液

防護措置がなされていること。 

(ｂ) 機器の破損により漏えいした化学薬品による腐食又は劣化に起

因する化学的損傷に対して当該機能が損なわれない設計とする薬

品防護板の設置により，被液防護措置がなされていること。 

ｂ．多重性又は多様性を有している化学薬品防護対象設備の各々が別

区画に設置され，同時に機能喪失しないこと。その際，化学薬品の

漏えいを起因とする事故等に対処するために必要な機器の単一故障

を考慮すること。 

 

(２) 被液の影響に対する防護設計方針 

被液による影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことにより，

化学薬品防護対象設備が被液により安全機能を損なわない設計とする。 

ａ．化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対する対策 

(ａ) 化学薬品防護区画外の化学薬品の漏えいに対して，壁，扉，堰，

床段差等の設置状況を踏まえ，壁，防水扉（又は水密扉），堰及び

床ドレン逆止弁による流入防止対策を図り漏えいした化学薬品の

流入を防止する設計とする。 
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流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），堰及び

床ドレン逆止弁は，漏えいした化学薬品により発生する液位，水

圧及び腐食又は劣化に起因する化学的損傷の影響に対して流入防

止機能が維持できるとともに，基準地震動による地震力等の化学

薬品の漏えいの要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して

必要な当該機能が可能な限り損なわれない設計とする。 

また，耐薬品性を有するエポキシ樹脂系の塗装材やシール材を

堰や防水扉等に塗布することにより流入防止機能が維持できるも

のとする。 

(ｂ) 想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する

配管について応力評価を実施し，破損形状を貫通クラックとでき

るか，又は破損想定が不要とできるかを確認する。その結果より

必要に応じ，補強工事等の実施により発生応力を低減し，化学薬

品の漏えい源から除外することにより被液の影響が発生しない設

計とする。又は，破損を想定する配管に機器収納ボックスや二重

管等を設置することより，化学薬品が漏えいすることを防止する

設計とする。 

(ｃ) 地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する

機器について耐震対策工事を実施することにより基準地震動によ

る地震力に対して耐震性を確保する設計とし，化学薬品の漏えい

源から除外することにより被液の影響が発生しない設計とする。 

 

ｂ．化学薬品防護対象設備に対する対策 

(ａ) 化学薬品防護対象設備を覆う薬品防護板の設置により，被液か

ら防護する設計とする。薬品防護板は，主要部材に不燃性材料又
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は難燃性材料を用い製作し，基準地震動による地震力に対して耐

震性を確保するとともに機器の破損により漏えいした化学薬品の

腐食又は劣化に起因する化学的損傷の影響に対して当該機能が損

なわれない設計とする。 

(ｂ) 化学薬品防護対象設備の被液の影響部位に耐薬品性を有するコ

ーキング等の水密処理を実施することにより，被液から防護する

設計とする。水密処理は，機器の破損により生じる化学薬品の水

圧に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

(ｃ) 被液の影響に対して耐性を有しない化学薬品防護対象設備につ

いては，耐薬品性を有する機器への取替え（耐薬品性を有する部

品の取替えを含む。）を行うことにより，被液から防護する設計と

する。 

(ｄ) 耐薬品性を有する塗装材やシール材を化学薬品防護対象設備に

塗布することにより，被液から防護する設計とする。 

 

1.7.16.7.3 腐食性ガスの影響に対する設計方針 

(１) 腐食性ガスの影響に対する評価方針 

「1.7.16.3.2.2 検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せを踏

まえた設計上考慮すべき化学薬品の設定」にて検討した，化学薬品防

護対象設備のうち電子部品を有する設備が，「1.7.16.4 考慮すべき化

学薬品の漏えい事象」にて想定した化学薬品の漏えい源からの腐食性

ガスの拡散による影響を確認するために，漏えいが発生した区画から，

天井面の開口部，壁の貫通部等を介して他区画へ伝播する条件とし，

化学薬品防護対象設備のうち電子部品を有する設備が腐食性ガスの影

響により安全機能を損なうおそれのないことを評価する。具体的には，
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以下に示す要求のいずれかを満足していれば化学薬品防護対象設備の

うち電子部品を有する設備が安全機能を損なうおそれはない。 

 

ａ．化学薬品防護対象設備のうち電子部品を有する設備が，腐食性ガ

スの拡散経路以外に設置されていること。 

ｂ．多重性又は多様性を有している化学薬品防護対象設備のうち電子

部品を有する設備の各々が別区画に設置され，腐食性ガスにより同

時に機能喪失しないこと。その際，化学薬品の漏えいを起因とする

事故等に対処するために必要な機器の単一故障を考慮すること。 

 

(２) 腐食性ガスの影響に対する防護設計方針 

腐食性ガスによる影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことに

より，化学薬品防護対象設備が腐食性ガスの影響により安全機能を損

なわない設計とする。 

 

ａ．化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対する対策 

(ａ) 想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する

配管について応力評価を実施し，破損形状を貫通クラックとでき

るか，又は破損想定が不要とできるかを確認する。その結果より

必要に応じ，補強工事等の実施により発生応力を低減し，化学薬

品の漏えい源から除外することにより腐食性ガスによる影響が発

生しない設計とする。又は，破損を想定する配管に機器収納ボッ

クスや二重管等を設置することにより，化学薬品が漏えいするこ

とを防止する設計とする。 

(ｂ) 地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する
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機器について耐震対策工事を実施することにより基準地震動によ

る地震力に対して耐震性を確保する設計とし，化学薬品の漏えい

源から除外することにより腐食性ガスによる影響が発生しない設

計とする。 

(ｃ) 化学薬品の漏えい経路にある開口部に気密処理を実施すること

により，化学薬品防護対象設備の設置区画への化学薬品の移行を

防止し，腐食性ガスの影響から防護する設計とする。気密処理は，

機器の破損により生じる腐食性ガスに対して当該気密機能が損な

われない設計とする。 

 

1.7.16.7.4 その他の化学薬品の漏えいに対する設計方針 

機器の誤操作による漏えい，配管以外の機器損傷（配管フランジや弁

グランドからのにじみを含む。）による漏えいについては，基本的に漏え

い量が少ないと想定されるが，これらに対しても化学薬品防護対象設備の

安全機能が損なわれないよう，機器の開放部又は損傷部（配管以外）から

の漏えいに対しては，当該機器の開放部又は損傷部の周辺には化学薬品防

護対象設備を設置しない設計とし，必要に応じ飛散防止カバーの設置等の

流出防止措置を講ずることにより，安全機能が損なわれない設計とする。 

試薬建屋への受入れの際に運搬する化学物質の漏えいによる影響とし

ては，タンクローリによる屋外での運搬又は受入れ時に化学物質の漏えい

が発生する場合を想定する。当該タンクローリの破損等によって漏えいし

た化学薬品が化学薬品防護区画に流入するおそれがある場合には，化学薬

品の影響を受けない壁，扉，堰等により化学薬品防護区画を有する建屋及

び洞道内への流入を防止する設計とする。 
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1.7.16.7.5 洞道内の化学薬品防護対象設備を防護するための設計方針 

洞道内にある配管，ケーブル等の化学薬品防護対象設備が，洞道内で

発生する化学薬品の漏えいによる影響を受けて，化学薬品防護対象設備の

安全機能を損なわない設計とする。 

具体的には，化学薬品を内包する機器等が地震を要因とした漏えい源

とならないように基準地震動による地震力に対して耐震性を確保する，若

しくは地震による破損を想定した上で，漏えい量を低減するために緊急遮

断弁を設置する，化学薬品防護対象設備に対して耐薬品性を有する塗装材

やシール材を塗布する，薬品防護板を設置する，又はこれらの組合せによ

り安全機能を損なわない設計とする。 

また，想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，地震起因による

化学薬品の漏えいに対する対策に加え，応力評価又は応力評価結果より必

要に応じ，補強工事等の実施により発生応力を低減し，化学薬品の漏えい

源から除外する対策を行う，若しくは二重管等を設置し化学薬品が漏えい

することを防止することにより，化学薬品防護対象設備の安全機能を損な

わない設計とする。 

 

1.7.16.7.6 化学薬品防護区画を有する建屋外からの流入防止に関する設計

方針 

化学薬品防護区画を有する化学薬品防護建屋外で発生を想定する化学

薬品の漏えいが，化学薬品防護区画に流入するおそれがある場合には，壁

（貫通部の止水処置を含む。），扉，堰等により化学薬品防護区画を有する

化学薬品防護建屋内への流入を防止する設計とし，化学薬品防護対象設備

が安全機能を損なわない設計とする。 

また，漏えいした化学薬品の化学薬品防護区画への浸入経路としては，
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洞道において漏えいした化学薬品に対する配管等の貫通部の隙間及び建屋

間の接合部等が考えられるため，これら浸入経路に対しては，貫通部等の

隙間には耐薬品性を有する流入防止措置を実施することにより，漏えいし

た化学薬品が化学薬品防護区画内へ流入することを防止する設計とし，化

学薬品防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.7.16.7.7 化学薬品の漏えい影響評価 

化学薬品の漏えいにより安全上重要な施設の安全機能が損なわれない

設計とし，化学薬品の漏えい影響評価に当たっては，事業指定基準規則の

解釈に基づき，事故等に対処するために必要な機器の単一故障を考慮して

も異常事象を収束できる設計とする。 

 

1.7.16.7.8 手順等 

化学薬品の漏えい影響評価に関して，以下の内容を含む手順を定め，

適切な管理を行う。 

(１) 配管の想定破損評価において，応力評価の結果により破損形状の想

定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを継続的

な肉厚管理で確認する。 

(２) 配管の想定破損評価による化学薬品の漏えいが発生する場合及び基

準地震動による地震力により，耐震Ｂ，Ｃクラスの機器が破損し，化

学薬品の漏えいが発生する場合においては，現場等を確認する手順を

定める。 

(３) 化学薬品防護区画において，各種対策設備の追加，資機材の持込み

等により評価の条件としている床面積に見直しがある場合は，あらか

じめ定めた手順により化学薬品の漏えい影響評価への影響確認を行う。 
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(４) 防水扉及び水密扉については，開放後の確実な閉止操作，閉止状態

の確認及び閉止されていない状態が確認された場合の閉止操作の手順

等を定める。 

(５) 化学薬品の漏えい発生後の回収等に関する手順を定める。 
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第 1.7.16－１表 再処理プロセスで使用する化学薬品 

化学薬品 主な使用目的 使用・保管場所 

硝酸 

使用済燃料の溶解， 

核分裂生成物の洗浄， 

アルカリ性廃液の中和処理 

再処理施設全体 

(保管：試薬建屋) 

水酸化ナトリウム 
酸性廃液の中和処理， 

有機溶媒の洗浄 

再処理施設全体 

(保管：試薬建屋) 

ＴＢＰ 
溶解液からのウラン，プルト

ニウムの抽出剤 

分離建屋，精製建屋 

(保管：試薬建屋) 

ｎ－ドデカン ＴＢＰの希釈剤 
分離建屋，精製建屋 

(保管：試薬建屋) 

硝酸ヒドラジン 
硝酸ウラナスの分解抑制， 

ＨＡＮの安定剤 

分離建屋，精製建屋 

(保管：試薬建屋) 

ＨＡＮ プルトニウムの還元剤 
精製建屋 

(保管：試薬建屋) 

硝酸ガドリニウム 溶解槽における臨界管理 前処理建屋 

硝酸ナトリウム 
ガラス溶融炉供給液の成分

調整 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

亜硝酸ナトリウム アジ化物の分解 

前処理建屋， 

分離建屋，精製建屋，

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

模擬廃液 ガラス溶融炉の洗浄運転 
高レベル廃液ガラス

固化建屋 

調整液 
ガラス溶融炉供給液の成分

調整 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

溶解液 使用済燃料の溶解液 
前処理建屋， 

分離建屋 

硝酸ウラニル 
溶解液からのウラン抽出液， 

ウラン製品溶液 

分離建屋，精製建屋，

ウラン脱硝建屋，ウ

ラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

硝酸プルトニウム 

溶解液からのプルトニウム

抽出液， 

プルトニウム製品溶液 

分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

 

６－１－749



（つづき） 

化学薬品 主な使用目的 使用・保管場所 

硝酸ウラナス プルトニウムの還元剤 分離建屋，精製建屋 

放射性廃液 

ウラン，プルトニウム抽出後

の廃液， 

管理区域内での作業廃液 

再処理施設全体 

重油 ボイラ，発電機等の燃料 再処理施設全体 

ＮＯｘガス 
溶解液のよう素の追い出し， 

プルトニウムの酸化 

前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラ

ン脱硝建屋 

水素ガス 硝酸ウラナスの製造 精製建屋 

窒素ガス 貯槽内の不活性化 再処理施設全体 

酸素ガス 
廃ガス処理（ＮＯｘ回収のた

めのＮＯの酸化） 
前処理建屋 

模擬ガラスビーズ 

（廃液模擬成分を

含む） 

ガラス溶融炉の熱上げ及び

液位調整 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

放射性廃棄物 管理区域内での作業廃棄物 再処理施設全体 
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第 1.7.16－２表 設計上考慮すべき化学薬品と化学薬品防護対象設備の

主要な構成部材の組合せ 

化学薬品 

 

構成部材 

酸性水溶液 

(硝酸溶液) 

アルカリ性水溶液 

水酸化 

ナトリウム 

有機溶媒 

ＴＢＰ， 

ｎ－ドデカン 

腐食性ガス 

(ＮＯｘガス) 

炭素鋼， 

アルミニウム 
○ 

○ 

(アルミニウム) 
－ 

○ 

（電子部品） 

プラスチック － － ○ － 

○：影響（作用）あり 
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1.7.17 誤操作の防止に関する設計 

1.7.17.1 誤操作の防止に関する設計方針 

安全機能を有する施設は，運転員による誤操作を防止するため，以下

の措置を講ずる設計とする。 

(１) 安全機能を有する施設のうち，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤並びに監視制御盤は，操

作性，視認性及び人間工学的観点の諸因子を考慮した盤の配置，操作

器具の配置，計器の配置及び警報表示器具の配置を行い，操作性及び

視認性に留意するとともに，再処理施設の状態を正確，かつ，迅速に

把握できる設計とする。 

(２) 安全機能を有する施設のうち，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤は，多重化を行い分離配

置するとともに，系統ごとにグループ化して集約した操作器具を盤面

上に配置し，操作性及び視認性に留意した設計とする。 

(３) 安全機能を有する施設のうち，中央制御室の監視制御盤は，施設ご

とにエリアを分けて配置する設計とする。また，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の監視制御盤は，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室に配置する。 

(４) 安全機能を有する施設のうち，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の監視制御盤は，監視操作を行う画面を系統

ごとにグループ化して集約し，操作性及び視認性に留意した設計とす

る。 

(５) 安全機能を有する施設の操作器具であるスイッチ及び各建屋に設置

する機器，弁等は，系統等による色分けや銘板取り付けによる識別表

示を講じ，誤りを生じにくいよう留意した設計とする。 
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(６) 安全機能を有する施設のうち，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤の操作器具は，誤接触に

よる誤動作を防止するため，誤操作防止カバーを設置し，誤りを生じ

にくいよう留意した設計とする。 

(７) 安全機能を有する施設のうち，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤の操作器具は，形状によ

る区別を行うとともに，必要により鍵付スイッチを採用することによ

り，誤りを生じにくいよう留意した設計とする。 

(８) 安全機能を有する施設のうち，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の監視制御盤の画面上の操作スイッチは，タ

ッチオペレーション式によるダブルアクション操作及び，通常時操作

と機器単体保守時の操作を制限する施錠機能により，誤りを生じにく

いよう留意した設計とする。 

(９) 安全機能を有する施設のうち，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の監視制御盤は，警報の重要度ごとに色分け

による識別表示をすることにより，正確，かつ，迅速に状況を把握で

きるよう留意した設計とする。 

(10) 安全機能を有する施設の操作器具及び機器，弁等は，保守点検にお

いても，点検状態を示す札掛けを行うとともに，必要に応じて施錠す

ることにより，誤りを生じにくいよう留意した設計とする。 

(11) 運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後，ある時間まで

は，運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保されるよう，

時間余裕が少ない場合においても安全保護回路により，異常事象を速

やかに収束させることが可能な設計とする。 
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1.7.17.2 事故等時における容易な操作に関する設計方針 

安全上重要な施設は，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発

生し，混乱した状況下においても「1.7.17.1 誤操作の防止に関する設計

方針」に示す措置を講じた中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の安全系監視制御盤並びに機器，弁等を使用し，簡単な手順

によって容易に操作できる設計とする。 
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1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

 再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合におい

て，重大事故の発生を防止するために，また，重大事故が発生した場合に

おいても，重大事故の拡大を防止するため，及び工場等外への放射性物質

の異常な水準の放出を防止するために，必要な措置を講じる設計とする。 

 重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境条件を考慮した上で

期待する機能が発揮できる設計とする。また，重大事故等対処設備が機能

を発揮するために必要な系統（供給源から供給先まで，経路を含む）で構

成する。 

 重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件

（重大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内に

設置するＭＯＸ燃料加工施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，

再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に悪影響を及ぼさない場合には共用で

きる設計とする。重大事故等対処設備を共用する場合には，ＭＯＸ燃料加

工施設の重大事故等への対処を考慮した個数及び容量を確保する。また，

同時に発生するＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等による環境条件の影響に

ついて考慮する。 

 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するも

のと外的事象を要因とする重大事故等に対処するものについて，それぞれ

に常設のものと可搬型のものがあり，以下のとおり分類する。 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち常設のものをい

う。また，常設重大事故等対処設備であって耐震重要施設に属する安全機

能を有する施設が有する機能を代替するものを「常設耐震重要重大事故等

対処設備」，常設重大事故等対処設備であって常設耐震重要重大事故等対
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処設備以外のものを「常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備」という。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち可搬型のもの

をいう。 

 

主要な重大事故等対処設備の設備分類を第 1.7.18－１表に示す。 

 また，主要な重大事故等対処設備の設置場所及び保管場所を第 1.7.18

－１図に示す。 

 

 (１) 多様性，位置的分散，悪影響防止等 

 ａ．多様性，位置的分散 

   重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計とする。共通

要因としては，重大事故等における条件，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び「添付書類八 6．6.1 重大事故の発生を仮

定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」に記

載する安全機能を有する施設の設計において想定した規模よりも大きい

規模（以下「設計基準より厳しい条件」という。）の要因となる事象を

考慮する。 

   共通要因のうち重大事故等における条件については，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を

考慮する。 

   共通要因のうち自然現象については，地震，津波に加え，敷地及びそ

の周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づ

き収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，

地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害等の事象を考
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慮する。その上で，これらの事象のうち，敷地及びその周辺での発生

の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展

に対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与えるお

それがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を

選定する。自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台

風），積雪及び火山の影響を考慮する。 

   共通要因のうち人為事象については，国内外の文献等から抽出し，さ

らに事業指定基準規則の解釈第９条に示される飛来物（航空機落下），

有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場

等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムを考慮する。その上で，これらの事象のう

ち，敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影

響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事

故等対処設備に影響を与えるおそれのある事象として，航空機落下，

有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場

等の火災及び爆発を選定する。故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムについては，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じ

ることとする。 

共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，溢水，化学薬品

漏えい，火災による波及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。 

   共通要因のうち「添付書類八 6．6.1 重大事故の発生を仮定する際

の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」に記載する

設計基準より厳しい条件の要因となる事象については，外的事象とし

て地震，火山の影響（降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰ま
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り等），森林火災，草原火災，干ばつ，積雪及び湖若しくは川の水位

降下を考慮する。また，内的事象として動的機器の多重故障，多重誤

作動，多重誤操作（以下「動的機器の多重故障」という。），長時間

の全交流動力電源の喪失及び配管の全周破断を考慮する。 

 

 (ａ) 常設重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の安

全機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的

分散を考慮して適切な措置を講ずる設計とする。 

   重大事故等における条件に対して常設重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及

び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故

等における条件に対する健全性については，「(３) 環境条件等」に記

載する。 

   常設重大事故等対処設備は，「添付書類四 4．4.6 基礎地盤及び周

辺斜面の安定性評価」に基づく地盤に設置し，地震，津波及び火災に

対しては，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.8 耐津

波設計」及び「1.5.2 重大事故等対処施設に対する火災及び爆発の防

止に関する設計」に基づく設計とする。設計基準より厳しい条件の要

因となる外的事象のうち地震に対して，地震を要因とする重大事故等

に対処する常設重大事故等対処設備は,「(５) 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。地震，津波及び

火災に対する健全性については，「（３） 環境条件等」に記載する。た

だし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対
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処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用す

る常設重大事故等対処設備は，地震により機能が損なわれる場合，代

替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での

修理の対応を行うこと又はこれらを適切に組み合わせることにより，

その機能を確保する。また，上記機能が確保できない場合に備え，関

連する工程を停止する等の手順を整備する。また，溢水，化学薬品漏

えい，火災及び設計基準より厳しい条件の要因となる内的事象の配管

の全周破断に対して常設重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処

するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，可能な限り位置的分散を図るか又は溢水，化学薬品漏えい，

火災及び配管の全周破断に対する常設重大事故等対処設備の健全性に

ついては，「（３） 環境条件等」に記載する。ただし，内的事象を要因

とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重

要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処

設備は，溢水，化学薬品漏えい及び火災による損傷を考慮して，代替

設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修

理の対応を行うこと又はこれらを適切に組み合わせることにより，そ

の機能を確保する。また，上記機能が確保できない場合に備え，関連

する工程を停止する等の手順を整備する。 

   常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，

積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣

工場等の火災及び爆発に対する健全性について，「（３） 環境条件等」

に記載する。ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常

設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有す
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る施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，竜巻，落雷，火山の影

響及び航空機落下による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又

はこれらを適切に組み合わせることにより，その機能を確保する。ま

た，上記機能が確保できない場合に備え，関連する工程を停止する等

の手順を整備する。森林火災に対して外的事象を要因として発生した

場合に対処するための可搬型重大事故等対処設備を確保しているもの

は，可搬型重大事故等対処設備により重大事故等に対処するための機

能を損なわない設計とするとともに，損傷防止措置として消防車によ

る事前散水による延焼防止の措置により機能を維持する。 

周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対しては，回転羽の

損壊により飛散物を発生させる回転機器について回転体の飛散を防止

する設計とし，常設重大事故等対処設備が機能を損なわない設計とす

る。ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事

故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と

兼用する常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物を考慮して，代

替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での

修理の対応を行うこと又はこれらを適切に組み合わせることにより，

その機能を確保する。また，上記機能が確保できない場合に備え，関

連する工程を停止する等の手順を整備する。 

設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外的事象のうち火山の

影響（降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等），森林火

災，草原火災，干ばつ，積雪及び湖若しくは川の水位降下に対して常

設重大事故等対処設備は，火山の影響（降下火砕物による積載荷重，

フィルタの目詰まり等）に対してはフィルタ交換，清掃及び除灰する
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手順を，森林火災及び草原火災に対しては消防車による初期消火活動

を行う手順を，積雪に対しては除雪する手順を，干ばつ及び湖若しく

は川の水位降下に対しては再処理工程を停止した上で必要に応じて外

部からの給水を行う手順を整備することにより，設計基準事故に対処

するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれないことから，

設計上の考慮は不要である。設計基準より厳しい条件のうち動的機器

の多重故障に対して常設重大事故等対処設備は，当該動的機器の多重

故障の影響を受けないことから，設計上の考慮は不要である。設計基

準より厳しい条件の要因となる事象の内的事象のうち長時間の全交流

動力電源の喪失に対して常設重大事故等対処設備は，長時間の全交流

動力電源の喪失の影響を受けないことから，設計上の考慮は不要であ

る。 

周辺機器等からの影響のうち地震に対して常設重大事故等対処設備

は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって機能を損なわな

い設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷

を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措

置を行う。内部発生飛散物に対して常設重大事故等対処設備は，周辺

機器等からの回転羽の損壊による飛散物により設計基準事故に対処す

るための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，可能な限り位置的分散を図る。内部発生飛散物に対する健全性

について，「（３） 環境条件等」に記載する。ただし，内的事象を要因

とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重

要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処

設備は，内部発生飛散物を考慮して，代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと又はこ
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れらを適切に組み合わせることにより，その機能を確保する。また，

上記機能が確保できない場合に備え，関連する工程を停止する等の手

順を整備する。 

 

 (ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

   可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の

安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために

必要な機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位

置的分散を考慮して適切な措置を講ずる設計とする。 

   また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現象

又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，設計基準事故

に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設

計とする。 

   重大事故等における条件に対して可搬型重大事故等対処設備は，想定

される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線，

荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等

時における条件に対する健全性については，「(３) 環境条件等」に記

載する。 

   屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「添付書類四 4． 

4.6 基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」に基づく地盤に設置する前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建

屋，非常用電源建屋，主排気筒管理建屋，第１保管庫・貯水所，第２
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保管庫・貯水所，緊急時対策建屋及び洞道に位置的分散することによ

り，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故

等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないように保管する設計とする。屋外に保管

する可搬型重大事故等対処設備は，転倒しないことを確認する，又は

必要により固縛等の処置をするとともに，「1.6.2 重大事故等対処施

設の耐震設計」の地震により生じる敷地下斜面のすべり，液状化又は

揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，

地中埋設構造物の損壊等の影響を受けない複数の保管場所に位置的分

散することにより，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又

は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能

と同時にその機能が損なわれるおそれがないように保管する設計とす

る。また，設計基準より厳しい条件の要因となる外的事象のうち地震

に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等

時に機能を期待する可搬型重大事故等対処設備は,「(５) 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。津波

に対して可搬型重大事故等対処設備は，「1.8 耐津波設計」に基づく

津波による損傷を防止した設計とする。火災に対して可搬型重大事故

等対処設備は,「(６) 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防

護方針」に基づく火災防護を行う。地震，津波，火災，溢水，化学薬

品漏えい，内部発生飛散物，設計基準より厳しい条件の要因となる内

的事象の配管の全周破断に対する健全性については，「（３） 環境条件

等」に記載する。溢水，化学薬品漏えい，内部発生飛散物，設計基準

より厳しい条件の要因となる内的事象の配管の全周破断に対して可搬

型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全
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機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可能な限り位

置的分散を図る。 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象及び人為事

象に対して風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷

地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び

爆発に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内

に保管し，かつ，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は

常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と

同時にその機能を損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対処

するための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる

場所に保管する設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事象

及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，設計

基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設

備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能を損な

われるおそれがないよう，設計基準事故に対処するための設備又は常

設重大事故等対処設備これらを考慮して設置される建屋の外壁から 100

ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管するとともに異なる場所にも

保管することで位置的分散を図る。また，屋外に設置する設計基準事

故に対処するための設備からも 100ｍ以上の離隔距離を確保する。可搬

型重大事故等対処設備を保管する外部からの衝撃による損傷の防止が

図られた建屋等及び屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備に対す

る健全性については，「（３） 環境条件等」に記載する。 

   設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外的事象のうち火山の影

６－１－764



 

響（降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等），森林火災，

草原火災，干ばつ，積雪及び湖若しくは川の水位降下に対して常設重

大事故等対処設備は，火山の影響（降下火砕物による積載荷重，フィ

ルタの目詰まり等）に対してはフィルタ交換，清掃及び除灰する手順

を，森林火災及び草原火災に対しては消防車による初期消火活動を行

う手順を，積雪に対しては除雪する手順を，干ばつ及び湖若しくは川

の水位降下に対しては再処理工程を停止した上で必要に応じて外部か

らの給水を行う手順を整備することにより，設計基準事故に対処する

ための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれないことから，設

計上の考慮は不要である。設計基準より厳しい条件のうち動的機器の

多重故障に対して常設重大事故等対処設備は，当該動的機器の多重故

障の影響を受けないことから，設計上の考慮は不要である。設計基準

より厳しい条件の要因となる事象の内的事象のうち長時間の全交流動

力電源の喪失に対して可搬型重大事故等対処設備は，長時間の全交流

動力電源の喪失の影響を受けないことから，設計上の考慮は不要であ

る。 

 

 (ｃ) 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口 

   建屋等の外から水，空気又は電力を供給する可搬型重大事故等対処設

備と常設設備との接続口は，共通要因によって接続することができな

くなることを防止するため，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置

する設計とする。 

   重大事故等における条件に対して接続口は，想定される重大事故等が

発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，

その機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等における条件に
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対する健全性については，「(３) 環境条件等」に記載する。 

   接続口は，「添付書類四 4．4.6 基礎地盤及び周辺斜面の安定性評

価」に基づく地盤に設置する建屋等内に設置し，地震，津波及び火災

に対しては，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.8 耐

津波設計」及び「1.5.2 重大事故等対処施設に対する火災及び爆発の

防止に関する設計」に基づく設計とする。地震，津波及び火災に対す

る健全性については，「（３） 環境条件等」に記載する。溢水，化学薬

品漏えい及び火災に対して建屋の外から水，空気又は電力を供給する

可搬型重大事故等対処設備と常設設備との接続口は，溢水，化学薬品

漏えい及び火災によって接続することができなくなることを防止する

ため，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。 

   接続口は，自然現象及び人為事象に対して，風（台風），竜巻，凍結，

高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩

害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁

的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対する健全性について，「（３） 

環境条件等」に記載する。接続口は，複数のアクセスルートを踏まえ

て自然現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムに対して建屋等内の適切に離隔した隣接しない位置の異なる複

数の場所に設置する。 

   設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外的事象のうち地震に対

して接続口は，「(５) 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とする。地震に対する健全性については，「（３） 

環境条件等」に記載する。設計基準より厳しい条件の要因となる事象

の外的事象のうち火山の影響（降下火砕物による積載荷重，フィルタ

の目詰まり等），森林火災，草原火災，干ばつ，積雪及び湖若しくは
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川の水位降下に対して常設重大事故等対処設備は，火山の影響（降下

火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等）に対してはフィルタ

交換，清掃及び除灰する手順を，森林火災及び草原火災に対しては消

防車による初期消火活動を行う手順を，積雪に対しては除雪する手順

を，干ばつ及び湖若しくは川の水位降下に対しては再処理工程を停止

した上で必要に応じて外部からの給水を行う手順を整備することによ

り，設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能

が損なわれないことから，設計上の考慮は不要である。設計基準より

厳しい条件の要因となる事象の内的事象のうち配管の全周破断に対し

て常設重大事故等対処設備は，配管の全周破断に対する健全性につい

て，「（３） 環境条件等」に記載する。設計基準より厳しい条件のうち

動的機器の多重故障に対して常設重大事故等対処設備は，当該動的機

器の多重故障の影響を受けないことから，設計上の考慮は不要である。

設計基準より厳しい条件の要因となる事象の内的事象のうち長時間の

全交流動力電源の喪失に対して常設重大事故等対処設備は，長時間の

全交流動力電源の喪失の影響を受けないことから，設計上の考慮は不

要である。 

 また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合には，そ

れぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とする。 

 

 

 ｂ．悪影響防止 

   重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設備（安全機能を有す

る施設，当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備，ＭＯＸ

燃料加工施設及びＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等対処設備を含
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む。）に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

   重大事故等対処設備は，重大事故等における条件を考慮し，他の設備

への影響としては，重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な

影響（電気的な影響を含む。），内部発生飛散物並びに竜巻により飛

来物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

   系統的な影響について重大事故等対処設備は，弁等の操作によって安

全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備

としての系統構成とすること，重大事故等発生前（通常時）の隔離若

しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設

備としての系統構成とすること，他の設備から独立して単独で使用可

能なこと，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用すること等により，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

   また，可搬型放水砲については，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及

び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への放水により，当該設備の使用を想

定する重大事故時において必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

   重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による影響については，高

速回転機器の破損を想定し，回転体が飛散することを防ぐことで他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

   竜巻による影響を考慮する重大事故等対処設備は，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建屋等内に設置又は保管することで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする，又は風荷重を考慮し，屋外に
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保管する可搬型重大事故等対処設備は必要により当該設備の固縛等の

措置をとることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。風

（台風）及び竜巻に対する健全性について，「（３） 環境条件等」に記

載する。 

 

 (２) 個数及び容量 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，

想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目

的を果たすために，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等

の収束は，これらの系統と可搬型重大事故等対処設備の組合せにより達

成する。 

   「容量」とは，タンク容量，伝熱容量，発電機容量，計装設備の計測

範囲及び作動信号の設定値等とする。 

   常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に十分に余裕がある

容量を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，動

的機器の単一故障を考慮した予備を含めた個数を確保する。 

常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有する施設の系統及び機器

を使用するものについては，安全機能を有する施設の容量の仕様が，系

統の目的に応じて必要となる容量に対して十分であることを確認した上

で，安全機能を有する施設としての容量と同仕様の設計とする。 

   常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的とし

て設置する系統及び機器を使用するものについては，系統の目的に応じ

て必要な個数及び容量を有する設計とする。 

   常設重大事故等対処設備のうち，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する常設
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重大事故等対処設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重

大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。 

 

 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

   可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，

想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応手段としての系統

設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せ又はこれらの

系統と常設重大事故等対処設備の組合せにより達成する。 

   「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，ボンベ容量，

計測器の計測範囲等とする。 

   可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量に対し

て十分に余裕がある容量を有する設計とするとともに，設備の機能，信

頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保する。 

   可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼用することで，設

置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に要求される可能性が

ある複数の機能に必要な容量を合わせた設計とし，兼用できる設計とす

る。 

   可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に必要な個数（必

要数）に加え，予備として故障時のバックアップ及び点検保守による待

機除外時のバックアップを合わせて必要数以上確保する。また，再処理

施設の特徴である同時に複数の建屋に対し対処を行うこと及び対処の制

限時間等を考慮して，建屋内及び建屋近傍で対処するものについては，

複数の敷設ルートに対してそれぞれ必要数を確保するとともに，建屋内

に保管するホースについては１本以上の予備を含めた個数を必要数とし

て確保する。 
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   可搬型重大事故等対処設備のうち，臨界事故，冷却機能の喪失による

蒸発乾固，放射線分解により発生する水素による爆発，有機溶媒等によ

る火災又は爆発，使用済燃料貯蔵槽等の冷却機能等の喪失に対処する設

備は，当該重大事故等が発生するおそれがある安全上重要な施設の機器

ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する。ただし，

安全上重要な施設の安全機能の喪失を想定した結果，その範囲が系統で

機能喪失する重大事故等については，当該系統の範囲ごとに重大事故等

への対処に必要な設備を１セット確保する。また，安全上重要な施設以

外の施設の機器で発生するおそれがある場合についても同様とする。 

   可搬型重大事故等対処設備のうち，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可

搬型重大事故等対処設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設におけ

る重大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。 

 

 (３) 環境条件等 

 ａ．環境条件 

   重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処する

ものと外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対

して想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，

放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設

置場所（使用場所）及び保管場所に応じた耐環境性を有する設計とす

るとともに，操作が可能な設計とする。 

   重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度，圧⼒，

湿度，放射線，荷重に加えて，重大事故による環境の変化を考慮した

環境圧力，環境湿度による影響，重大事故等時に汽水を供給する系統
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への影響，自然現象による影響，人為事象の影響及び周辺機器等から

の影響を考慮する。 

   荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加え

て，環境温度，環境圧力及び自然現象による荷重を考慮する。また，

同時に発生を想定する重大事故等としては，冷却機能の喪失による蒸

発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発を考慮する。系

統的な影響を受ける範囲において互いの事象による温度及び圧力の影

響を考慮する。なお，再処理施設において，重大事故等が連鎖して発

生することはない。 

   自然現象の選定に当たっては，地震，津波に加え，敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集

した洪水，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害等の事象を考慮する。

その上で，これらの事象のうち，重大事故等時における敷地及びその

周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速

度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合

せについては，地震，風（台風），積雪及び火山の影響を考慮する。 

   人為事象としては，国内外の文献等から抽出し，さらに事業指定基準

規則の解釈第９条に示される飛来物（航空機落下），有毒ガス，敷地

内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，

ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムを考慮する。その上で，これらの事象のうち，重大事故等時
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における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備へ

の影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重

大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるおそれのある事象と

して，電磁的障害を選定する。 

   重大事故等の要因となるおそれとなる「添付書類八 6．6.1 重大事

故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機

器の特定」に記載する設計基準より厳しい条件の要因となる事象を環

境条件として考慮する。具体的には，外的事象として，地震，火山の

影響（降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等），森林火

災，草原火災，干ばつ，積雪及び湖若しくは川の水位降下を考慮する。

また，内的事象として，動的機器の多重故障，長時間の全交流動力電

源の喪失及び配管の全周破断を考慮する。 

   周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水，化学薬品漏えい

による波及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。 

また，同時に発生する可能性のあるＭＯＸ燃料加工施設における重

大事故等による影響についても考慮する。 

 

 (ａ) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に

発揮できるよう，その設置場所（使用場所）に応じた耐環境性を有する

設計とする。放射線分解により発生する水素による爆発の発生及びＴＢ

Ｐ等の錯体による急激な分解反応の発生を想定する機器については，瞬

間的に上昇する温度及び圧力の影響により必要な機能を損なわない設計

とする。使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止の対処に係る常設重大
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事故等対処設備は，重大事故等時における使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内の環境条件を考慮した設計とする。同時に発生を想定する冷却機能の

喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発に対

して常設重大事故等対処設備は，系統的な影響を受ける範囲において互

いの事象による温度，圧力及び湿度に対して，機能を損なわない設計と

する。 

   重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水

するコンクリート構造物については，腐食を考慮した設計とする。 

   常設重大事故等対処設備の操作は，制御建屋の中央制御室，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物

質の漏えい，近隣工場等の火災及び爆発に対して常設重大事故等対処設

備は，建屋等に設置し，外部からの衝撃による損傷を防止できる設計と

する。 

風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して屋外の常設重大事故

等対処設備は，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火

砕物による積載荷重により機能を損なわない設計とする。 

   凍結，高温及び降水に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，凍結

対策，高温対策及び防水対策により機能を損なわない設計とする。 

   生物学的事象に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫

類及び小動物の侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制できる

設計とする。 

森林火災に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，防火帯の内側に

設置することにより，機能を損なわない設計とする。また，森林火災か
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らの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等によ

り，常設重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処す

る常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有

する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，森林火災発生時に消防

車による事前散水による延焼防止を図るとともに代替設備により機能を

損なわない設計とする。 

塩害に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，再処理事業所の敷地

が海岸から約４ｋｍ離れており，また，短期的に影響を及ぼすものでは

なく，その影響は小さいことから，設計上の考慮は不要とする。 

航空機落下については，三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施

設に墜落することを想定した防護設計の有無を踏まえた航空機落下確率

評価の結果，再処理施設への航空機落下は考慮する必要がないことから，

航空機落下に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，設計上の考慮は

不要とする。 

有毒ガスについては，再処理施設周辺の固定施設で発生する可能性の

ある有毒ガスとしては，六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化

ウランが加水分解して発生するふっ化ウラニル及びふっ化水素を考慮す

るが，重大事故等対処設備が有毒ガスにより影響を受けることはないこ

とから，有毒ガスに対して屋外の常設重大事故等対処設備は，設計上の

考慮は不要とする。 

化学物質の漏えいについては，機能を損なわない高さへの設置，被液

防護を行うことにより，機能を損なわない設計とする。 

近隣工場の火災，爆発については，石油備蓄基地火災，ＭＯＸ燃料加

工施設の第１高圧ガストレーラ庫の爆発を考慮するが，石油備蓄基地火
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災の影響は小さいこと，ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫

からの離隔距離が確保されていることから，近隣工場等の火災及び爆発

に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，設計上の考慮は不要とする。 

自然現象及び人事象に対して内的事象を要因とする重大事故等へ対処

する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，当該設備が地震，風

（台風），竜巻，積雪，落雷，火山の影響，凍結，高温，降水及び航空

機落下により機能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はこれら

を適切に組み合わせることにより，その機能を確保する。また，上記機

能が確保できない場合に備え，関連する工程を停止する等の手順を整備

する。 

地震に対して常設重大事故等対処設備は，「1.6.2 重大事故等対処

施設の耐震設計」に記載する地震力による荷重を考慮して，機能を損な

わない設計とする。外的事象の地震を要因とする重大事故等に対する常

設重大事故等対処設備は,「(５) 地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

津波に対して常設重大事故等対処設備は，「1.8 耐津波設計」に基

づく設計とする。 

落雷に対して全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等

に対処する常設重大事故等対処設備は，直撃雷及び間接雷を考慮した設

計を行う。直撃雷に対して，当該設備は当該設備自体が構内接地網と連

接した避雷設備を有する設計とする又は構内接地網と連接した避雷設備

を有する建屋等に設置する。間接雷に対して，当該設備は雷サージによ

る影響を軽減できる設計とする。 
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電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，重大事故等時におい

ても電磁波により機能を損なわない設計とする。 

   周辺機器等からの影響について，地震に対して常設重大事故等対処設

備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって機能を損なわな

い設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を

考慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

行う。想定する溢水量に対して常設重大事故等対処設備は，機能を損な

わない高さへの設置，被水防護を行う。化学薬品漏えいに対して屋内の

常設重大事故等対処設備は，想定される化学薬品漏えいにより機能を損

なわないよう，化学薬品漏えい量を考慮した高さへの設置，被液防護を

行う。火災に対して常設重大事故等対処設備は，「1.5.2 重大事故等

対処施設に対する火災及び爆発の防止に関する設計」に基づく設計とす

る。ただし，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する

常設重大事故等対処設備は，溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して，

これら事象による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はこれらを

適切に組み合わせることにより，その機能を確保する。また，上記機能

が確保できない場合に備え，関連する工程を停止する等の手順を整備す

る。内部発生飛散物に対して常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺

機器の高速回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮し，影響

を受けない位置へ設置することにより機能を損なわない設計とする。 

設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外的事象のうち火山の影

響（降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等），森林火災，

草原火災，干ばつ，積雪及び湖若しくは川の水位降下に対して常設重大

事故等対処設備は，火山の影響（降下火砕物による積載荷重，フィルタ
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の目詰まり等）に対してはフィルタ交換，清掃及び除灰する手順を，森

林火災及び草原火災に対しては消防車による初期消火活動を行う手順を，

積雪に対しては除雪する手順を，干ばつ及び湖若しくは川の水位降下に

対しては再処理工程を停止した上で必要に応じて外部からの給水を行う

手順を整備することにより，設計基準事故に対処するための設備の安全

機能と同時にその機能が損なわれないことから，設計上の考慮は不要で

ある。設計基準より厳しい条件の要因となる事象のうち，配管の全周破

断に対して常設重大事故等対処設備は，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のあるＭＯＸ燃料

加工施設における重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受けない

設計とする。 

  

 (ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

   可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合

における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効

に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）及び保管場所に応じた耐

環境性を有する設計とする。使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止の

対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時における使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度を考慮した設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して汽水を通水する

又は尾駮沼で使用する可搬型重大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使

用する設計とする。また，尾駮沼から直接取水する際の異物の流入防止

を考慮した設計とする。 

   可搬型重大事故等対処設備の操作は，設置場所で可能な設計とする。 
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風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物

質の漏えい，近隣工場等の火災及び爆発に対して可搬型重大事故等対処

設備は，建屋等に保管し，外部からの衝撃による損傷を防止できる設計

とする。 

風（台風）及び竜巻に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風

（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必要により当該設備又は当該

設備を収納するものに対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する

設計とする。 

積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，積

雪に対しては除雪する手順を，火山の影響（降下火砕物による積載荷重，

フィルタの目詰まり等）に対してはフィルタ交換，清掃及び除灰する手

順を整備する。 

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍

結対策，高温対策及び防水対策により機能を損なわない設計とする。 

生物学的事象に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，鳥類，昆

虫類，小動物及び水生植物の付着又は侵入を考慮し，これら生物の侵入

を防止又は抑制できる設計とする。 

森林火災に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，防火帯の内側

に保管することにより，機能を損なわない設計とする。また，森林火災

からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等に

より，機能を損なわない設計とする。 

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，換気設備の建屋給

気ユニットへの粒子フィルタの設置，直接外気を取り込む施設の防食処

理により，機能を損なわない設計とする。また，屋外の可搬型重大事故
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等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は絶縁性の維持

対策により，機能を損なわない設計とする。 

航空機落下については，三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施

設に墜落することを想定した防護設計の有無を踏まえた航空機落下確率

評価の結果，再処理施設への航空機落下は考慮する必要がないことから，

航空機落下に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設計上の考慮

は不要とする。 

有毒ガスについては，再処理施設周辺の固定施設で発生する可能性の

ある有毒ガスとしては，六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化

ウランが加水分解して発生するふっ化ウラニル及びふっ化水素を考慮す

るが，重大事故等対処設備が有毒ガスにより影響を受けることはないこ

とから，有毒ガスに対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設計上

の考慮は不要とする。 

化学物質の漏えいについては，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，

機能を損なわない高さへの設置，被液防護を行うことにより，機能を損

なわない設計とする。 

近隣工場の火災，爆発については，石油備蓄基地火災，ＭＯＸ燃料加

工施設の第１高圧ガストレーラ庫の爆発を考慮するが，石油備蓄基地火

災の影響は小さいこと，ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫

からの離隔距離が確保されていることから，近隣工場等の火災及び爆発

に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設計上の考慮は不要とす

る。 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，当該設備の落下防止，転

倒防止，固縛の措置を講ずる。外的事象の地震を要因とする重大事故等

に対する可搬型重大事故等対処設備は,「(５) 地震を要因とする重大事
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故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，「1.8 耐津波設計」に

基づく設計とする。 

   落雷に対して，全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故

等に対処する可搬型重大事故等対処設備は，直撃雷を考慮した設計を行

う。直撃雷に対して，当該設備は構内接地網と連接した避雷設備で防護

される範囲内に保管する又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建

屋等に保管する。 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時にお

いても電磁波により機能を損なわない設計とする。 

   周辺機器等からの影響について，地震に対して可搬型重大事故等対処

設備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって機能を損なわ

ない設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷

を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置

を行う。想定する溢水量に対して可搬型重大事故等対処設備は，機能を

損なわない高さへの設置又は保管，被水防護を行う。化学薬品漏えいに

対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，想定される化学薬品漏えい

により機能を損なわないよう，化学薬品漏えい量を考慮した高さへの設

置又は保管，被液防護を行う。火災に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「(６) 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針」に

基づく火災防護を行う。内部発生飛散物に対して可搬型重大事故等対処

設備は，当該設備周辺機器の高速回転機器の回転羽の損壊による飛散物

の影響を考慮し，影響を受けない位置へ保管することにより機能を損な

わない設計とする。 

   設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外的事象のうち火山の影
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響（降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等），森林火災，

草原火災，干ばつ，積雪及び湖若しくは川の水位降下に対して可搬型重

大事故等対処設備は，火山の影響（降下火砕物による積載荷重，フィル

タの目詰まり等）に対してはフィルタ交換，清掃，除灰及び可搬型重大

事故等対処設備を屋内へ配備する手順を，森林火災及び草原火災に対し

ては消防車による初期消火活動を行う手順を，積雪に対しては除雪する

手順を，干ばつ及び湖若しくは川の水位降下に対しては再処理工程を停

止した上で必要に応じて外部からの給水を行う手順を整備することによ

り，設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が

損なわれないことから，設計上の考慮は不要である。設計基準より厳し

い条件の要因となる事象のうち，配管の全周破断に対して可搬型重大事

故等対処設備は，漏えいを想定するセル及びグローブボックス内で漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能

を損なわない場所に保管する。 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のあるＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受けな

い設計とする。 

 

 (ｃ) 重大事故等時における環境条件 

   重大事故等時の温度，圧力，湿度，放射線の影響として，以下の条件

を考慮しても機能を喪失することはなく，必要な機能を有効に発揮する

ことができる設計とする。各重大事故等時の環境条件は以下のとおり。

重大事故等時における環境温度，環境圧力，湿度及び放射線を第

1.7.18－２表に示す。 
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  ⅰ．臨界事故の拡大を防止するための設備 

    臨界の発生による溶液の温度の上昇及び沸騰により発生する蒸気に

よる圧力及び湿度の上昇を考慮し，以下を使用条件とする。 

    ・温度 

       可溶性中性子吸収材の供給系統 

        機器内：110℃ 

        機器外：40℃ 

       機器から廃ガス貯留槽までの系統：110℃ 

       機器に空気を供給するための系統 

        機器内：110℃ 

        機器外：40℃ 

    ・圧力 

       可溶性中性子吸収材の供給系統：３ｋＰａ  

       機器から貯留設備の空気圧縮機までの系統：３ｋＰａ 

       貯留設備の空気圧縮機から廃ガス貯留槽までの系統 

： 0.5ＭＰａ  

       機器に空気を供給するための系統：0.69ＭＰａ 

    ・湿度 

       可溶性中性子吸収材の供給系統 

        機器内：接液又は気相部 100％ 

       機器から廃ガス貯留槽までの系統：100％ 

       機器に空気を供給するための系統 

        機器内：接液又は気相部 100％ 

    ・放射線：10Ｓｖ／ｈ 
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  ⅱ．冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 

    崩壊熱による溶液の温度の上昇，沸騰により発生する蒸気による圧

力及び湿度の上昇，並びに外部からの水の供給圧力を考慮し，以下を

使用条件とする。また，同時に発生するおそれのある「放射線分解に

より発生する水素による爆発」の使用条件も考慮する。 

    ・温度 

       内部ループ通水の系統 

        機器内の冷却水配管：130℃ 

        機器外（冷却水出口／入口系統）：60℃ 

       機器注水の系統 

        機器内：130℃ 

        機器外：60℃ 

       冷却コイル又は冷却ジャケット通水の系統 

機器内の冷却水配管：130℃ 

        機器外（冷却水出口／入口系統）：60℃ 

       機器から導出先セルまでの系統 

        凝縮器上流：130℃ 

        凝縮器下流：50℃ 

       導出先セルから排気までの系統：50℃ 

    ・圧力 

       内部ループ通水の系統：0.98ＭＰａ 

水素爆発と同時発生を想定する冷却機能の喪失による蒸発

乾固を想定する貯槽：0.5ＭＰａ 

       機器注水の系統：0.98ＭＰａ 

冷却コイル又は冷却ジャケット通水の系統：0.98ＭＰａ 
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       機器から導出先セルまでの系統：３ｋＰａ 

水素爆発と同時発生：0.003～0.5ＭＰａ 

       導出先セルから排気までの系統：－4.7ｋＰａ 

    ・湿度 

       内部ループ通水の系統 

        機器内：接液 

       機器注水の系統 

        機器内：接液又は気相部 100％ 

冷却コイル又は冷却ジャケット通水の系統 

        機器内：接液 

       機器から導出先セルまでの系統 

        凝縮器上流：100％（蒸気） 

        凝縮器下流：０％ 

       導出先セルから排気までの系統 

        セル導出以降の排気：０％ 

       凝縮水回収系：接液 

 

  ⅲ．放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 

    水素の燃焼による温度及び圧力の上昇，並びに外部からの圧縮空気

の供給圧力を考慮し，以下を使用条件とする。また，同時に発生する

おそれのある「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の使用条件も考慮す

る。 

    ・温度 

       放射線分解により発生する水素による爆発を想定する貯槽 

       ：110℃ 
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       圧縮空気の供給系統 

        蒸発乾固と同時発生：130℃ 

        単独事象：50℃ 

       圧縮空気の供給系統 

        蒸発乾固と同時発生：130℃ 

        単独事象：50℃ 

       機器から導出先セルまでの系統 

        凝縮器上流 

         蒸発乾固と同時発生：130℃ 

        凝縮器下流 

         蒸発乾固と同時発生：50℃ 

       導出先セルから排気までの系統 

        蒸発乾固と同時発生：50℃ 

    ・圧力 

       放射線分解により発生する水素による爆発を想定する貯槽 

       ：0.5ＭＰａ 

       圧縮空気の供給系統 

        圧縮空気貯槽及び可搬型空気圧縮機の系統：0.69ＭＰａ 

        圧縮空気ユニットの系統 

：14ＭＰａ（減圧弁から供給先まで 0.97ＭＰａ） 

       機器から導出先セルまでの系統：0.003～0.5ＭＰａ 

      導出先セルから排気までの系統：－4.7ｋＰａ 

    ・湿度 

       圧縮空気の供給系統 

        蒸発乾固との同時発生：100％ 
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       機器から導出先セルまでの系統 

        凝縮器上流 

         蒸発乾固との同時発生：100％ 

        凝縮器下流 

         蒸発乾固との同時発生：０％ 

       導出先セルから排気までの系統：０％ 

 

  ⅳ．有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 

    ＴＢＰ等の錯体による急激な分解反応が発生した時の温度及び圧力，

当該事象発生後の温度及び圧力を考慮し，以下を条件とする。 

    ・温度 

       ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生時 

        プルトニウム濃縮缶気相部：370℃ 

       プルトニウム濃縮缶の加熱の停止に使用する設備：215℃ 

       プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止に使用する設備 

：50℃ 

       機器から廃ガス貯留槽までの系統：100℃ 

       機器から排気までの系統：100℃ 

    ・圧力 

       ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生時 

        プルトニウム濃縮缶気相部：0.84ＭＰａ 

       プルトニウム濃縮缶の加熱の停止に使用する設備 

：1.96ＭＰａ 

       プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止に使用する設備 

       ：0.97ＭＰａ 
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       機器から貯留設備の空気圧縮機までの系統：３ｋＰａ以下 

       貯留設備の空気圧縮機から廃ガス貯留槽までの系統 

       ：0.5ＭＰａ 

       機器から排気までの系統：30ｋＰａ（系統内の最大圧力） 

    ・湿度 

       プルトニウム濃縮缶の加熱の停止に使用する設備：100％ 

       プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止に使用する設備 

：100％ 

       機器から廃ガス貯留槽までの系統：100％ 

       機器から排気までの系統：100％ 

 

  ⅴ．使用済燃料貯蔵槽等の冷却等のための設備 

    崩壊熱による燃料貯蔵プール水の温度の上昇及び沸騰による燃料貯

蔵プール周辺の湿度の上昇を考慮し，以下を使用条件とする。 

    ・温度 

       想定事故１，想定事故２：100℃（燃料貯蔵プール水） 

    ・圧力 

       想定事故１，想定事故２ 

       使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料の受入

れ施設の使用済燃料受入れ設備の燃料仮置きピット，並

びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料

の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備の燃料貯蔵プール及び

燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール等」とい

う。）へ注水するための系統：1.2ＭＰａ 

 

６－１－788



 

 (ｄ) 自然現象等による条件 

   自然現象及び人為事象（故意によるものを除く。）（以下「自然現象

等」という。）に対しては以下に示す条件において，機能を喪失するこ

とはなく，必要な機能を有効に発揮することができる設計とする。 

   ・地震については，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設計」に基

づく地震力を考慮する。また，外的事象の地震を要因とする重大事

故等に対処する重大事故等対処設備に対しては，「（５） 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく地震力を考

慮する。 

   ・津波については，津波による影響を受けない標高約 50ｍから約 55

ｍ及び海岸からの距離約４ｋｍから約５ｋｍの位置に設置，保管す

ることから，設計上の考慮は不要である。 

   ・風（台風）については，最大風速 41.7ｍ／ｓを考慮する。 

   ・竜巻については，最大風速 100ｍ／ｓを考慮する。 

   ・凍結及び高温については，最低気温（－15.7℃）及び最高気温

（34.7℃）を考慮する。 

   ・降水については，最大１時間降水量（67.0ｍｍ）を考慮する。 

   ・積雪については，最深積雪量（190ｃｍ）を考慮する。 

   ・落雷については，最大雷撃電流 270ｋＡを考慮する。 

   ・火山の影響については，降下火砕物の積載荷重として層厚 55ｃｍ，

密度 1.3ｇ／ｍ３を，また，降下火砕物の侵入による閉塞を考慮す

る。 

   ・生物学的事象については，鳥類，昆虫類，小動物及び水生植物の付

着又は侵入を考慮する。 

   ・森林火災については，敷地周辺の植生を考慮する。 
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   ・塩害については，海塩粒子の飛来を考慮するが，再処理事業所の敷

地は海岸から約４ｋｍ離れており，また，短期的に影響を及ぼすも

のではなく，その影響は小さいと考えられる。 

   自然現象の組合せについては，風（台風）及び積雪，積雪及び竜巻，

積雪及び火山の影響，積雪及び地震，風及び火山の影響，風（台風）

及び地震を想定し，屋外に設置する常設重大事故等対処設備はその荷

重を考慮する。 

 

   ・有毒ガスについては，再処理施設周辺の固定施設で発生する可能性

のある有毒ガスとしては，六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六

ふっ化ウランが加水分解して発生するふっ化ウラニル及びふっ化水

素を考慮するが，重大事故等対処設備が有毒ガスにより影響を受け

ることはない。 

   ・化学物質の漏えいについては，再処理事業所内で運搬する硝酸及び

液体二酸化窒素の屋外での運搬又は受入れ時の漏えいを考慮するが，

重大事故等対処設備が化学物質により影響を受けることはないが，

屋外の重大事故等対処設備は保管に際して漏えいに対する高さを考

慮する。 

   ・電磁的障害については，電磁波の影響を考慮する。 

   ・近隣工場の火災，爆発については，石油備蓄基地火災，ＭＯＸ燃料

加工施設の第１高圧ガストレーラ庫の爆発を考慮するが，石油備蓄

基地火災の影響は小さいこと，ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガス

トレーラ庫からの離隔距離が確保されていることから，重大事故等

対処設備が影響を受けることはない。 
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   ・航空機落下については，三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が

施設に墜落することを想定した防護設計の有無を踏まえた航空機落

下確率評価の結果，再処理施設への航空機落下は考慮する必要がな

いことから，重大事故等対処設備が航空機落下により影響を受ける

ことはない。 

 

 ｂ．重大事故等対処設備の設置場所 

   重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作及び復旧作業に支障がないように，線量率の高くなるおそれの

少ない場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設

備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若

しくは離れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時

対策所で操作可能な設計とする。 

 

 

 ｃ．可搬型重大事故等対処設備の設置場所 

   可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の

設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有する

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急

時対策所で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接

続が可能な設計とする。 
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 (４) 操作性及び試験・検査性 

 ａ．操作性の確保 

 (ａ) 操作の確実性 

   重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作を確実なものとするため，重大事故等における条件を考慮し，

操作する場所において操作が可能な設計とする。 

   操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確

実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，防護

具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備する。 

   現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具

又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設計とする。工具は，作

業場所の近傍又は再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路（以下「アク

セスルート」という。）の近傍に保管できる設計とする。可搬型重大事

故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよう，人力又は車両等による

運搬，移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張

出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

   現場の操作スイッチは非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計と

する。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充電部

への近接防止を考慮した設計とする。 

   現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計とする。 

   現場での接続操作は，ボルト･ネジ接続，フランジ接続又はより簡便

な接続方式等，接続方式を統一することにより，速やかに，容易かつ確

実に接続が可能な設計とする。 

   現場操作における誤操作防止のために重大事故等対処設備には識別表

示を設置する設計とする。 
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   また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，

必要な時間内に操作できるように中央制御室での操作が可能な設計とす

る。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計と

する。 

   想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動

的機器は，その作動状態の確認が可能な設計とする。 

 

 (ｂ) 系統の切替性 

   重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全機能を有する施設として

の用途等）以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

は，通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統

に必要な弁等を設ける設計とする。 

 

 (ｃ) 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性 

   可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容

易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができ

るよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式を用い，

配管・ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度等の特性に

応じたフランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。また，

同一ポンプを接続する配管は流量に応じて口径を統一すること等により，

複数の系統での接続方式の統一を考慮した設計とする。 

 

 (ｄ) 再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保 

   想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対

処設備の保管場所から設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は他
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の設備の被害状況の把握のため，再処理事業所内の屋外道路及び屋内通

路をアクセスルートとして以下の設計により確保する。 

   アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含めて自然現象，

人為事象，溢水，化学薬品の漏えい及び火災を考慮しても，運搬，移動

に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数確保する。 

   アクセスルートに対する自然現象については，地震，津波（敷地に遡

上する津波を含む。）に加え，敷地及びその周辺での発生実績の有無に

関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），

竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，塩害等の事象を考慮する。その上で，これらの事象の

うち，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，アク

セスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観

点から，アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として，地震，

津波（敷地に遡上する津波を含む），洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及び森林火災を選定する。 

   アクセスルートに対する人為事象については，国内外の文献等から抽

出し，さらに事業指定基準規則の解釈第９条に示される飛来物（航空機

落下），有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近

隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムを考慮する。その上で，これらの事象の

うち，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，アク

セスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観

点から，アクセスルートに影響を与えるおそれのある事象として選定す

る航空機落下，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工

場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機
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の衝突その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセス

ルートを確保する設計とする。 

   なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突については立地的要因により

設計上考慮する必要はない。落雷及び電磁的障害に対しては，道路面が

直接影響を受けることはないことからアクセスルートへの影響はない。

生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスルートへの

影響はない。 

   屋外のアクセスルートは，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設

計」にて考慮する地震の影響（周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及

び道路面のすべり），その他自然現象による影響（風（台風）及び竜巻

による飛来物，積雪並びに火山の影響）及び人為事象による影響（航空

機落下，爆発）を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，

早急に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を除去可能な

ホイールローダを３台使用する。ホイールローダは，必要数として３台

に加え，予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアッ

プを４台，合計７台を保有数とし，分散して保管する設計とする。 

   屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクからの溢水及び降水

に対しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受け

ない箇所に確保する設計とする。 

   尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又川取水場所Ａ（以下

「敷地外水源」という。）の取水場所及び取水場所への屋外のアクセス

ルートに遡上するおそれのある津波に対しては，津波警報の解除後に対

応を開始する。なお，津波警報の発令を確認時にこれらの場所において

対応中の場合に備え，非常時対策組織要員及び可搬型重大事故等対処設

備を一時的に退避する手順を整備する。 
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   屋外のアクセスルートは，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設

計」にて考慮する地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり

で崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイールローダに

より崩壊箇所を復旧するか又は迂回路を確保する。また，不等沈下等に

伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策を行う設計

とし，ホイールローダにより復旧する。 

   屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に

対して，道路については融雪剤を配備し，車両についてはタイヤチェー

ン等を装着することにより通行性を確保できる設計とする。敷地内にお

ける化学物質の漏えいに対しては，必要に応じて薬品防護具の着用によ

り通行する。なお，融雪剤の配備等については，「添付書類八 5.1.1 

(２) アクセスルートの確保」に示す。 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び人為事象のうち森

林火災及び近隣工場等の火災に対しては，消防車による初期消火活動を

行う手順を整備する。 

   大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他テロリズム

による大規模損壊時の消火活動等については，「添付書類八 5.2 大規

模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他テロリズムへの対

応における事項」に示す。 

   屋外のアクセスルートの地震発生時における，火災の発生防止対策

（可燃物を収納した容器の固縛による転倒防止）及び火災の拡大防止対

策（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置）については，「火

災防護計画」に定める。 

   屋内のアクセスルートは，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設

計」の地震を考慮した建屋等に複数確保する設計とする。 
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屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的要因によりアクセスル

ートへの影響はない。 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学

的事象，森林火災，塩害，航空機落下，爆発，敷地内における化学物質

の漏えい，近隣工場等の火災，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設計とする。 

   屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水及び化学薬品漏え

いに対してアクセスルートでの非常時対策組織要員の安全を考慮した防

護具を着用する。また，地震時に通行が阻害されないように，アクセス

ルート上の資機材の落下防止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災の発

生防止対策を実施する。万一通行が阻害される場合は迂回する又は乗り

越える。 

   屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射線

防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用する。また，

夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照明を配備する。 

 

 ｂ．試験・検査性 

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，再処理施

設の運転中又は停止中に必要な箇所の点検保守，試験又は検査を実施

できるよう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確認，分解点検等が

できる構造とする。 

試験及び検査は，使用前事業者検査，定期事業者検査，自主検査等

に加え，維持活動としての点検（日常の運転管理の活用を含む。）が

実施可能な設計とする。 
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   再処理施設の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は，再処理

施設の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，定期的な試験又は検査

ができる設計とする。また，多様性又は多重性を備えた系統及び機器

にあっては，各々が独立して試験又は検査ができる設計とする。 

   構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則とし

て分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計とし，機能・性能確

認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，分解・開

放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。 

   可搬型重大事故等対処設備のうち点検保守による待機除外時のバック

アップが必要な設備については，点検保守中に重大事故等が発生した場

合においても確実に対処できるようにするため，同時に点検保守を行う

個数を考慮した待機除外時のバックアップを確保する。なお，点検保守

時には待機除外時のバックアップを配備した上で点検保守を行うものと

する。 

 

 (５) 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計 

 ａ．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計の基本方針 

   基準地震動を超える地震に対して機能維持が必要な施設については，

重大事故等対処施設及び安全機能を有する施設の耐震設計における設計

方針を踏襲し，基準地震動の1.2倍の地震力に対して必要な機能が損な

われるおそれがないことを目的として，以下のとおり耐震設計を行う。 

 (ａ) 選定において基準地震動を1.2倍した地震力を考慮する設備は，基準

地震動を1.2倍した地震力に対して，必要な機能が損なわれることによ

って重大事故等の発生のおそれがないように設計する。 

 (ｂ) 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設備
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は，基準地震動を1.2倍した地震力に対して，重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

 ｂ．地震力の算定方法 

   耐震設計に用いる地震力の算定方法は，以下のとおり適用する。 

 (ａ) 動的地震力 

   地震を要因とする重大事故等に対する施設は，「1.6.1.4.2 動的地

震力」に示す基準地震動による地震力を1.2倍した地震力を適用する。 

 ｃ．荷重の組合せと許容限界 

   荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。 

 (ａ) 耐震設計上考慮する状態 

   地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

  ⅰ．建物・構築物 

   １） 運転時の状態 

     「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」の「(１) 建物・構築

物」に示す「ａ．運転時の状態」を適用する。 

   ２） 重大事故等時の状態 

     再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の

状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。 

   ３） 設計用自然条件 

     「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」の「(１) 建物・構築

物」に示す「ｂ．設計用自然条件」を適用する。 

  ⅱ．機器・配管系 

   １） 運転時の状態 

     「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」の「(２) 機器・配管

系」に示す「ａ．運転時の状態」を適用する。 
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２） 運転時の異常な過渡変化時の状態 

     「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」の「(２) 機器・配管

系」に示す「ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態」を適用する。 

   ３） 設計基準事故時の状態 

     「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」の「(２) 機器・配管

系」に示す「ｃ．設計基準事故時の状態」を適用する。 

   ４） 重大事故等時の状態 

再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の

状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。 

 

 (ｂ) 荷重の種類 

  ⅰ．建物・構築物 

   １） 再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷

重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧 

   ２） 運転時の状態で施設に作用する荷重 

   ３） 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

   ４） 積雪荷重及び風荷重 

ただし，運転時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重には，

機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地

震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるものと

する。 

  ⅱ．機器・配管系 

   １） 運転時の状態で施設に作用する荷重 

   ２） 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

 ３） 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 
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 ４） 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用してい

る荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋

外に設置される施設については，建物・構築物に準じる。 

 (ｃ) 荷重の組合せ 

   地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

  ⅰ．建物・構築物 

   １) 選定において基準地震動を1.2倍した地震力を考慮する設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用

している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時の状

態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動を1.2

倍した地震力とを組み合わせる。 

   ２） 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，

常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運

転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震

動を1.2倍した地震力とを組み合わせる。 

   ３） 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，

常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積

雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，

その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係

を踏まえ，適切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動による

地震力）と組み合わせる。この組み合わせについては，事故事象の

発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学
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的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の

成立性も考慮した上で設定する。 

なお，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準

地震動による地震力，弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる

場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

  ⅱ．機器・配管系 

   １) 選定において基準地震動を1.2倍した地震力を考慮する設備に係

る機器・配管系については，常時作用している荷重及び運転時の状

態で施設に作用する荷重と基準地震動を1.2倍した地震力とを組み

合わせる。 

   ２） 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処

設備に係る機器・配管系については，常時作用している荷重及び運

転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動を1.2倍した地震力

とを組み合わせる。 

   ３） 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処

設備に係る機器・配管系については，常時作用している荷重，運転

時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故

等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継

続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基

準地震動又は弾性設計用地震動による地震力）と組み合わせる。こ

の組み合わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震

動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定す

る。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定す

る。 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積
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雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

  ⅲ．荷重の組合せ上の留意事項 

   １) ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と

比較して明らかに厳しいことが判明している場合には，その他の荷

重の組合せ状態での評価は行わないことがある。 

   ２） 重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機

能を確認する場合においては，支持される施設の設備分類に応じた

地震力と常時作用している荷重及びその他必要な荷重とを組み合わ

せる。 

   ３） 積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪に

よる受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪

荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力との組み合わせを考慮

する。 

   ４） 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている

施設のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できな

いような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組み合

わせを考慮する。 

   ５） 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重との組み合わせについ

ては，「(３) 環境条件等」の「ａ．環境条件」の「(ｃ) 重大事故等

時における環境条件」に示す条件を考慮する。 

 

 (ｄ) 許容限界 

   地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下の

とおりとする。 
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  ⅰ．選定において基準地震動を1.2倍した地震力を考慮する設備 

    放射性物質の保持機能を維持する設備の機能の確保に対しては，内

包する放射性物質（液体，気体，固体）の閉じ込めバウンダリを構成

する部材のき裂や破損により漏えいしないこと。 

    核的制限値（寸法）を維持する設備の機能の確保に対しては，地震

による変形等により臨界に至らないこと。 

    落下・転倒防止機能を維持する設備の機能の確保に対しては，放射

性物質（固体）を内包する容器等を搬送する設備の破損により，容器

等が落下又は転倒しないこと。 

    ガラス固化体の崩壊熱除去機能の確保に対しては，収納管及び通風

管の破損により冷却空気流路が閉塞しないこと。 

    上記の各機能について，基準地震動の1.2倍の地震力に対して，

「1.6.1.5.4 許容限界」の「(２) 機器・配管系」の「ａ．Ｓクラス

の機器・配管」に示す「(ａ) 基準地震動による地震力との組合せに対

する許容限界」にて確認した上で，それ以外を適用する場合は各機能

が維持できること。 

    地震に対して各設備が保持する安全機能を第1.7.18－３表に示す。 

  ⅱ．地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設

備 

    地震を要因として発生する重大事故等の対処に必要な常設重大事故

等対処設備は，基準地震動の1.2倍の地震力に対して，「1.6.1.5.4 

許容限界」の「(２) 機器・配管系」の「ａ．Ｓクラスの機器・配管」

に示す「(ａ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界」

にて確認した上で，それ以外を適用する場合は，設備のき裂や破損等

により水及び空気の供給や放出経路の維持等，重大事故等の対処に必
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要な機能が維持できること。 

対象設備は，第1.7.18－１表に示す重大事故等の要因事象のうち，

外的事象に係る常設重大事故等対処設備に示す。 

  ⅲ．ⅰ及びⅱに示す設備を設置する建物・構築物 

    ⅰ及びⅱに示す設備を設置する建物・構築物は，基準地震動を1.2

倍した地震力に対する建物・構築物全体としての変形能力について，

「1.6.1.5.4 許容限界」の「(１) 建物・構築物」の「ａ．Ｓクラス

の建物・構築物」に示す「(ａ) 基準地震動による地震力との組合せに

対する許容限界」を適用する。 

 

 ｄ．可搬型重大事故等対処設備 

   可搬型重大事故等対処設備は，各保管場所における基準地震動を1.2

倍した地震力に対して，転倒しないよう固縛等の措置を講ずるとともに，

動的機器については加振試験等により重大事故等の対処に必要な機能が

損なわれないこと。また，ホース等の静的機器は，複数の保管場所に分

散して保管することにより，地震により重大事故等の対処に必要な機能

が損なわれないこと。 

   対象設備は，第1.7.18－１表に示す重大事故等の要因事象のうち，外

的事象に係る可搬型重大事故等対処設備に示す。 

 

 (６) 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針 

   可搬型重大事故等対処設備は，事業指定基準規則の第33条第３項第６

号にて，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全

機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要

な機能と同時にその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ
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れることがないことを求められている。 

   再処理施設の可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針

を以下に示す。 

 

 ａ．可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止 

   可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋近傍，外部保管エ

リアは，発火性物質又は引火性物質を内包する設備に対する火災発生

防止を講ずるとともに，電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止

対策を講ずる設計とする。 

   重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがある可搬型

重大事故等対処設備の保管場所には，可燃性蒸気又は可燃性微粉が滞

留するおそれがある設備，火花を発する設備，高温となる設備並びに

水素を発生する設備を設置しない設計とする。 

 

 ｂ．不燃性又は難燃性材料の使用 

   可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料

を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使用が困難な場合

は，代替材料を使用する設計とする。また，代替材料の使用が技術的

に困難な場合には，当該可搬型重大事故等対処設備における火災に起

因して，他の可搬型重大事故等対処設備の火災が発生することを防止

するための措置を講ずる設計とする。 

 

 ｃ．落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止 

   敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事故等対処設備への

影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大
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事故等時に可搬型重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事

象として，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。 

   風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して重大事故

等に対処するために必要な機能を損なうことのないように，自然現象

から防護する設計とすることで，火災の発生を防止する。 

   生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対しては，侵入防止対

策によって影響を受けない設計とする。 

   津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び塩害は，発火源と

なり得る自然現象ではなく，火山の影響についても，火山から再処理

施設に到達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮すると，発

火源となり得る自然現象ではない。 

   したがって，再処理施設で火災を発生させるおそれのある自然現象と

して，落雷及び地震について，これらの自然現象によって火災が発生

しないように，火災防護対策を講ずる設計とする。 

 

 ｄ．早期の火災感知及び消火 

   火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等対処設備に対する

火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知

設備及び消火設備を設置する設計とする。 

   可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれのある火災を早期に

感知するとともに，火災の発生場所を特定するために，固有の信号を

発する異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器を組み合

わせて設置する設計とする。 

   消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大事故等
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対処設備に及ばないよう適切に配置する設計とする。 

   消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応

じた容量の消火剤を備える設計とする。 

   火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車

及び化学粉末消防車を配備する設計とする。 

   重大事故等への対処を行う建屋内のアクセスルートには，重大事故等

が発生した場合のアクセスルート上の火災に対して初期消火活動がで

きるよう消火器を配備し，初期消火活動ができる手順を整備する。 

   可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火災発生時の煙又は放

射線の影響により消火活動が困難となるところには，固定式消火設備

を設置することにより，消火活動が可能な設計とする。 

   屋内消火栓，消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，蓄電

池を内蔵した照明器具を設置する。 

 

 ｅ．火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の考慮 

   火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によっても，火災感

知及び消火の機能，性能が維持されるよう，凍結，風水害，地震時の

地盤変位を考慮した設計とする。 
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は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

代
替
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

緊
急
供
給

回
路

緊
急

停
止

系
（

前
処

理
建

屋
用
，

電
路

含
む

）
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

安
全
保
護
回
路
の
可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
緊
急
供
給

回
路
及
び
せ
ん
断
停
止
回
路

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊
急

供
給

槽
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊
急

供
給

弁
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

代
替

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
緊
急

供
給

系
主

配
管

・
弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
全

圧
縮

空
気

系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

緊
急

停
止

系
（

前
処

理
建

屋
用
，

電
路

含
む

）
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

緊
急

停
止

系
（

精
製

建
屋

用
，
電

路
含

む
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸
収

材
供

給
槽

（
ハ

ル
洗

浄
槽

用
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸
収

材
供

給
弁

（
ハ

ル
洗

浄
槽

用
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸
収

材
供

給
系

配
管

・
弁

（
ハ

ル
洗
浄

槽
用

）
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸
収

材
供

給
槽

（
エ

ン
ド

ピ
ー

ス
酸
洗

浄
槽

用
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸
収

材
供

給
弁

（
エ

ン
ド

ピ
ー

ス
酸
洗

浄
槽

用
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸
収

材
供

給
系

配
管

・
弁

（
エ

ン
ド

ピ
ー

ス
酸

洗
浄

槽
用

）
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

一
般

圧
縮

空
気

系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

（
一
般
圧
縮
空
気
系
）

溶
解
設
備
の
可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
緊
急
供
給
系

安
重

代
替
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

緊
急
供
給

系

可
溶
性
中
性
子
吸
収

材
の
自
動
供
給

－
－

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

重
大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収
材
供

給
回

路

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

系
統
機
能

重
大
事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材
供
給

系
－

－

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
4
条
　
臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸
収

材
供

給
槽

（
第

５
一

時
貯

留
処
理

槽
用

）
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸
収

材
供

給
弁

（
第

５
一

時
貯

留
処
理

槽
用

）
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸
収

材
供

給
系

配
管

・
弁

（
第

５
一
時

貯
留

処
理

槽
用

）
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸
収

材
供

給
槽

（
第

７
一

時
貯

留
処
理

槽
用

）
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸
収

材
供

給
弁

（
第

７
一

時
貯

留
処
理

槽
用

）
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸
収

材
供

給
系

配
管

・
弁

（
第

７
一
時

貯
留

処
理

槽
用

）
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
全

圧
縮

空
気

系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
安
全
圧
縮
空
気
系
）

一
般

圧
縮

空
気

系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

（
一
般
圧
縮
空
気
系
）

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
4
条
　
臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

系
統
機
能

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

可
溶
性
中
性
子
吸
収

材
の
自
動
供
給

重
大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収
材
供

給
系

－
－
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

一
般

圧
縮

空
気

系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

（
一
般
圧
縮
空
気
系
）

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
（

溶
解
槽

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
（

エ
ン
ド

ピ
ー

ス
　

酸
洗

浄
槽

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
（

ハ
ル
洗

浄
槽

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
（

第
５
一

時
貯

留
処

理
槽

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
（

第
７
一

時
貯

留
処

理
槽

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

機
器

圧
縮

空
気

供
給

配
管

・
弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

安
全
圧
縮
空
気
系

安
全

圧
縮

空
気

系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
安
全
圧
縮
空
気
系
）

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
4
条
　
臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

臨
界
事

故
時

水
素

掃
気

系

系
統
機
能

臨
界
事
故
に
よ
り
発

生
す
る
放
射
線
分
解

水
素
の
掃
気

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

－
－
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

隔
離

弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

空
気

圧
縮
機

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

逆
止

弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

廃
ガ

ス
貯
留

槽
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

配
管

・
弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
せ
ん
断
処
理
・
溶
解
廃
ガ
ス
処
理
設
備
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
精
製
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
せ
ん
断
処
理
・
溶
解
廃
ガ
ス
処
理
設
備
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
精
製
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
せ
ん
断
処
理
・
溶
解
廃
ガ
ス
処
理
設
備
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
精
製
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
せ
ん
断
処
理
・
溶
解
廃
ガ
ス
処
理
設
備
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
精
製
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
）

せ
ん

断
処

理
・

溶
解

廃
ガ

ス
処
理

設
備

主
配

管
・

弁
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
せ
ん
断
処
理
・
溶
解
廃
ガ
ス
処
理
設
備
）

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理
設

備
搭

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
系

（
プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

主
配

管
・

弁
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
精
製
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
）

前
処

理
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処
理

設
備

主
配

管
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
前
処
理
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
）

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合
脱

硝
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設
備

主
配

管
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
塔
槽
類

廃
ガ
ス
処
理
設
備
）

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

高
レ
ベ

ル
濃

縮
廃

液
廃

ガ
ス

処
理

系
主
配

管

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス

処
理
設
備
）

主
排

気
筒

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
外

安
重

（
主
排
気
筒
）

高
性

能
粒

子
フ

ィ
ル

タ

－

系
統
機
能

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

廃
ガ
ス

貯
留

設
備

－

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

排
風

機

隔
離

弁

貯
留
設
備
に
よ
る
放

射
性
物
質
の
貯
留

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
4
条
　
臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

凝
縮

器
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

一
般

冷
却

水
系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

（
一
般
冷
却
水
系
）

一
般

圧
縮

空
気

系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

（
一
般
圧
縮
空
気
系
）

安
全

圧
縮

空
気

系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
安
全
圧
縮
空
気
系
）

第
１

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

（
第
１
低
レ
ベ
ル
廃
液
処
理
系
）

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

貯
留
設
備
に
よ
る
放

射
性
物
質
の
貯
留

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
4
条
　
臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

系
統
機
能

廃
ガ
ス
貯

留
設

備

設
備
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

内
部

ル
ー

プ
配

管
・

弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

冷
却

コ
イ

ル
配

管
・

弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

冷
却

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
配

管
・

弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

冷
却

水
給

排
水

配
管

・
弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内
・
屋
外

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

可
搬

型
排

水
受

槽

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

ホ
ー

ス
展

張
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

運
搬

車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

運
搬
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

水
供
給

設
備

第
１

貯
水

槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
5
条
　
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
安

全
冷

却
水

系
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通

水
に
よ
る
冷
却

－安
重

安
全
冷
却
水
系

－

系
統
機
能
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

機
器

注
水

配
管

・
弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

冷
却

水
注

水
配

管
・

弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内
・
屋
外

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

ホ
ー

ス
展

張
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

運
搬

車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

運
搬
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

水
供
給

設
備

第
１

貯
水

槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

－

代
替
安

全
冷

却
水

系
安
全
冷
却
水
系

設
備

安
重代

替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

－

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
5
条
　
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備

貯
槽
等
へ
の
注
水

系
統
機
能

６－１－817



重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

冷
却

コ
イ

ル
配

管
・

弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

冷
却

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
配

管
・

弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

冷
却

水
給

排
水

配
管

・
弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内
・
屋
外

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

可
搬

型
排

水
受

槽

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

ホ
ー

ス
展

張
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

運
搬

車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

運
搬
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

水
供
給

設
備

第
１

貯
水

槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

代
替
安

全
冷

却
水

系

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
5
条
　
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備

系
統
機
能

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

安
重

安
全
冷
却
水
系

－
－

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の

通
水
に
よ
る
冷
却
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内
・
屋
外

可
搬

型
配

管

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内
・
屋
外

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

可
搬

型
排

水
受

槽

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

凝
縮

器
冷

却
水

給
排

水
配

管
・
弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

冷
却

水
配

管
・

弁
（

凝
縮

器
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

ホ
ー

ス
展

張
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

運
搬

車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

運
搬
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

水
供
給

設
備

第
１

貯
水

槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

安
全
冷
却
水
系

－
－

セ
ル
へ
の
導
出
経
路

の
構
築
及
び
代
替
セ

ル
排
気
系
に
よ
る
対

応

代
替
安

全
冷

却
水

系

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
5
条
　
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

系
統
機
能

安
重

安
全
冷
却
水
系

設
備

安
重

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

配
管

・
弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

隔
離

弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

か
ら
セ

ル
に

導
出

す
る

ユ
ニ

ッ
ト

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

フ
ィ

ル
タ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

凝
縮

器

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

予
備

凝
縮

器

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
凝

縮
器

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

第
１

エ
ジ

ェ
ク

タ
凝

縮
器

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

気
液

分
離

器

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

凝
縮

液
回

収
系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

セ
ル
へ
の
導
出
経
路

の
構
築
及
び
代
替
セ

ル
排
気
系
に
よ
る
対

応

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

設
備

安
重

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
5
条
　
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備

セ
ル
導

出
設

備

系
統
機
能
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

ダ
ク

ト
・

ダ
ン

パ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

可
搬

型
ダ

ク
ト

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内
・
屋
外

可
搬

型
配

管

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内
・
屋
外

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内
・
屋
外

ダ
ク

ト
・

ダ
ン

パ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内
・
屋
外

主
排

気
筒

へ
排

出
す

る
ユ

ニ
ッ
ト

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

可
搬

型
フ

ィ
ル

タ

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内
・
屋
外

可
搬

型
デ

ミ
ス

タ

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内
・
屋
外

可
搬

型
ダ

ク
ト

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内
・
屋
外

可
搬

型
排

風
機

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内
・
屋
外

主
排

気
筒

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
外

安
重

（
主
排
気
筒
）

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

安
重

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備

安
重

建
屋
換
気
設
備

代
替
セ

ル
排

気
系

セ
ル
導

出
設

備
セ
ル
へ
の
導
出
経
路

の
構
築
及
び
代
替
セ

ル
排
気
系
に
よ
る
対

応

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
5
条
　
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

設
備

系
統
機
能
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

水
素

掃
気

配
管

・
弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

機
器

圧
縮

空
気

供
給

配
管

・
弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

建
屋

内
空

気
中

継
配

管

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

機
器

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ
ッ

ト
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

可
搬

型
空

気
圧

縮
機

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

水
素
爆
発
を
未
然
に

防
止
す
る
た
め
の
空

気
の
供
給

設
備

代
替
安

全
圧

縮
空

気
系

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

安
重

安
全
圧
縮
空
気
系

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
6
条
　
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備

系
統
機
能
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

機
器

圧
縮

空
気

供
給

配
管

・
弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

建
屋

内
空

気
中

継
配

管

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

圧
縮

空
気

手
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

可
搬

型
空

気
圧

縮
機

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

系
統
機
能

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

安
重

代
替
安

全
圧

縮
空

気
系

設
備

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
6
条
　
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備

水
素
爆
発
の
再
発
を

防
止
す
る
た
め
の
空

気
の
供
給

安
全
圧
縮
空
気
系
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

配
管

・
弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

隔
離

弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

水
封

安
全

器

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

か
ら
セ

ル
に

導
出

す
る

ユ
ニ

ッ
ト

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

フ
ィ

ル
タ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

ダ
ク

ト
・

ダ
ン

パ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

可
搬

型
ダ

ク
ト

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

ダ
ク

ト
・

ダ
ン

パ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

主
排

気
筒

へ
排

出
す

る
ユ

ニ
ッ
ト

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
フ

ィ
ル

タ

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

可
搬

型
ダ

ク
ト

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

可
搬

型
排

風
機

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

主
排

気
筒

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

安
重

（
主
排
気
筒
）

設
備

系
統
機
能

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

セ
ル
導

出
設

備

安
重

建
屋
換
気
設
備

安
重

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
6
条
　
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設

備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
セ

ル
排

気
系

セ
ル
へ
の
導
出
経
路

の
構
築
及
び
代
替
セ

ル
排
気
系
に
よ
る
対

応
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮

缶
へ
の
供
給
液
の
供

給
停
止

重
大
事

故
時

供
給

停
止

回
路

緊
急

停
止

系
（

精
製

建
屋

用
，
電

路
含

む
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
－

屋
内

安
重

安
全
保
護
回
路
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
加
熱
蒸
気

温
度
高
に
よ
る
加
熱
停
止
回
路

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮

缶
の
加
熱
の
停
止

重
大
事

故
時

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮
缶
加

熱
停

止
設

備
一

次
蒸

気
停

止
弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

一
般
蒸
気
系

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

隔
離

弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

空
気

圧
縮
機

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

逆
止

弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

廃
ガ

ス
貯
留

槽
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

配
管

・
弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理
設

備
搭

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
系

（
プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

主
配

管
・

弁
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

高
性

能
粒

子
フ

ィ
ル

タ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

隔
離

弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

排
風

機

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

廃
ガ

ス
ポ

ッ
ト

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

－

安
重

（
精
製
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
）

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

設
備

－
廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に

よ
る
放
射
性
物
質
の

貯
留

廃
ガ
ス

貯
留

設
備

系
統
機
能

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
7
条
　
有
機
溶
媒
等
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合
脱

硝
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設
備

主
配

管
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内
・
屋
外

安
重

（
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
塔
槽
類

廃
ガ
ス
処
理
設
備
）

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

高
レ
ベ

ル
濃

縮
廃

液
廃

ガ
ス

処
理

系
主
配

管

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内
・
屋
外

安
重

（
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス

処
理
設
備
）

精
製

建
屋

換
気

設
備

ダ
ク

ト
・
ダ

ン
パ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内
・
屋
外

セ
ル

排
気

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

・
セ

ル
排
風

機
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合
脱

硝
建

屋
換

気
設

備
ダ

ク
ト

・
ダ
ン

パ
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内
・
屋
外

安
重

（
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
換
気
設

備
）

一
般

冷
却

水
系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

（
一
般
冷
却
水
系
）

一
般

圧
縮

空
気

系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

（
一
般
圧
縮
空
気
系
）

安
全

圧
縮

空
気

系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
安
全
圧
縮
空
気
系
）

第
１

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

（
第
１
低
レ
ベ
ル
廃
液
処
理
系
）

主
排

気
筒

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
外

安
重

（
主
排
気
筒
）

（
精
製
建
屋
換
気
設
備
）

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に

よ
る
放
射
性
物
質
の

貯
留

安
重

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
7
条
　
有
機
溶
媒
等
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備

廃
ガ
ス

貯
留

設
備

系
統
機
能

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

水
供
給

設
備

第
１

貯
水

槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

運
搬
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

ホ
ー

ス
展

張
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

運
搬

車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

水
供
給

設
備

第
１

貯
水

槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
○

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

大
型

移
送

ポ
ン

プ
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
外

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
外

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
外

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
外

可
搬

型
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
外

代
替
注

水
設

備

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

－
－

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
8
条
　
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

安
重

補
給
水
設
備

安
重

補
給
水
設
備

ス
プ
レ

イ
設

備

注
水
設

備

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等

へ
の
ス
プ
レ
イ

設
備

系
統
機
能

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等

へ
の
注
水

代
替
安

全
冷

却
水

系
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

ホ
ー

ス
展

張
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
外

運
搬

車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
外

サ
イ

フ
ォ

ン
ブ

レ
ー

カ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

止
水

板
及

び
蓋

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

燃
料

仮
置

き
ラ

ッ
ク

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

安
重

（
燃
料
取
出
し
設
備
）

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

安
重

バ
ス

ケ
ッ

ト

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

安
重

バ
ス

ケ
ッ

ト
仮

置
き

架
台

（
実
入

り
用

）
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

安
重代

替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等

へ
の
ス
プ
レ
イ

代
替
安

全
冷

却
水

系

設
備

系
統
機
能

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
3
8
条
　
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

臨
界
防

止
設

備

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等

の
水
の
漏
え
い
抑
制

漏
え
い

抑
制

設
備

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等

に
お
け
る
臨
界
防
止

（
燃
料
貯
蔵
設
備
）

－
－

プ
ー
ル
水
浄
化
・
冷
却
設
備
　
プ
ー
ル
水
冷
却
系

（
プ
ー
ル
・
ピ
ッ
ト
へ
の
戻
り
の
配
管
の
逆
止
弁
）

安
重
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

水
供
給

設
備

第
１

貯
水

槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

-
○

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

大
型

移
送

ポ
ン

プ
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

-
〇

屋
外

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

-
〇

屋
外

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

-
〇

屋
外

ホ
ー

ス
展

張
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

-
〇

屋
外

運
搬

車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

-
〇

屋
外

水
供
給

設
備

第
１

貯
水

槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

大
型

移
送

ポ
ン

プ
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

可
搬

型
放

水
砲

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

ホ
イ

ー
ル

ロ
ー

ダ

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

ホ
ー

ス
展

張
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

運
搬

車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

－
－

放
水
設

備
－

代
替
安

全
冷

却
水

系

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等

へ
の
大
容
量
の
注
水

建
物
放
水

注
水
設

備

安
重

補
給
水
設
備

－

代
替
安

全
冷

却
水

系

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
0
条
　
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

系
統
機
能

設
備
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

可
搬

型
汚

濁
水

拡
散

防
止

フ
ェ
ン

ス
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

放
射

性
物

質
吸

着
材

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

小
型

船
舶

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

運
搬

車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

水
供
給

設
備

ホ
ー

ス
展

張
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

代
替
安

全
冷

却
水

系
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
運

搬
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

水
供
給

設
備

第
１

貯
水

槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

-
-

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

大
型

移
送

ポ
ン

プ
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

-
-

屋
外

可
搬

型
放

水
砲

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

-
-

屋
外

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

-
-

屋
外

ホ
イ

ー
ル

ロ
ー

ダ

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

-
-

屋
外

ホ
ー

ス
展

張
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

-
-

屋
外

運
搬

車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

-
-

屋
外

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

設
備

代
替
安

全
冷

却
水

系

放
水
設

備

－
－

系
統
機
能

海
洋
，
河
川
，
湖
沼

等
へ
の
放
射
性
物
質

の
流
出
抑
制
に
係
る

措
置

航
空
機
衝
突
に
よ
る

航
空
機
燃
料
火
災
及

び
化
学
火
災
に
係
る

措
置

－
－

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
0
条
　
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備

抑
制
設

備
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

冷
却

機
能

の
喪

失
に

よ
る
蒸

発
乾

固
の

発
生

の
防
止

に
係

る
内

部
ル

ー
プ
通

水
に

よ
る

冷
却

の
た
め

の
水

源
確

保

水
供
給
設

備
第

１
貯

水
槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

冷
却

機
能

の
喪

失
に

よ
る
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防
止

に
係

る
貯

水
槽

か
ら
機

器
へ

の
注

水
の

た
め
の

水
源

確
保

水
供
給
設

備
第

１
貯

水
槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

冷
却

機
能

の
喪

失
に

よ
る
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防
止

に
係

る
代

替
安

全
冷
却

水
系

に
よ

る
冷

却
コ
イ

ル
等

へ
の

通
水

冷
却
の

た
め

の
水

源
確

保

水
供
給
設

備
第

１
貯

水
槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

冷
却

機
能

の
喪

失
に

よ
る
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防
止

に
係

る
放

出
低

減
の
た

め
の

水
源

確
保

水
供
給
設

備
第

１
貯

水
槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷
却

等
の

機
能

喪
失

の
発
生

防
止

に
係

る
燃

料
貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
の

注
水
の

た
め

の
水

源
確

保

水
供
給
設

備
第

１
貯

水
槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
○

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷
却

等
の

機
能

喪
失

の
発
生

防
止

に
係

る
燃

料
貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
の

ス
プ
レ

イ
の

た
め

の
水

源
確
保

水
供
給
設

備
第

１
貯

水
槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

工
場

等
外

へ
の

放
射

性
物
質

等
の

放
出

の
抑

制
に
係

る
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル
等

へ
の

大
容

量
注

水
の
た

め
の

水
源

確
保

水
供
給
設

備
第

１
貯

水
槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

航
空

機
衝

突
に

よ
る

航
空
機

燃
料

火
災

及
び

化
学
火

災
の

た
め

の
水

源
確
保

水
供
給
設

備
第

１
貯

水
槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
－

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

工
場

等
外

へ
の

放
射

性
物
質

等
の

放
出

の
抑

制
に
係

る
建

物
放

水
の

た
め
の

水
源

確
保

水
供
給
設

備
第

１
貯

水
槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

系
統
機
能

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
1
条
　
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

第
１

貯
水

槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

第
２

貯
水

槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
〇

屋
内

大
型

移
送

ポ
ン

プ
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
〇

屋
外

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
〇

屋
外

ホ
ー

ス
展

張
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
〇

屋
外

運
搬

車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
〇

屋
外

第
１

貯
水

槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

給
水
処
理
設
備

大
型

移
送

ポ
ン

プ
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
〇

屋
外

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
〇

屋
外

ホ
ー

ス
展

張
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
〇

屋
外

運
搬

車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

○
〇

屋
外

非
安
重

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
1
条
　
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

系
統
機
能

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

－
－

－
－

第
２
貯
水
槽
か
ら
第

１
貯
水
槽
へ
の
水
の

補
給

水
供
給

設
備

水
供
給

設
備

給
水
処
理
設
備

敷
地
外
水
源
か
ら
第

１
貯
水
槽
へ
の
水
の

補
給
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

受
電

開
閉

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
外

受
電

変
圧

器

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
外

非
常

用
電

源
建

屋
の

6
.
9
ｋ
Ｖ
非
常

用
主

母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

前
処

理
建

屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
非

常
用
母

線
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

制
御

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
非

常
用
母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合
脱

硝
建

屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
非

常
用

母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及
び

貯
蔵

施
設

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
非

常
用
母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の

6
.
9
ｋ
Ｖ

運
転

予
備

用
主

母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の

6
.
9
ｋ
Ｖ

常
用

主
母

線
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の

6
.
9
ｋ
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

第
２

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の
6
.
9

ｋ
Ｖ

運
転

予
備

用
主

母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

第
２

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の
6
.
9

ｋ
Ｖ

常
用

主
母

線
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

前
処

理
建

屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
運
転
予
備

用
母

線
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

分
離

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予
備
用

母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

精
製

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予
備
用

母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

制
御

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予
備
用

母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

受
電
開

閉
設

備

非
安
重

（
非
常
用
所
内
高
圧
系
統
）

（
常
用
所
内
高
圧
系
統
）

非
安
重

所
内
高

圧
系

統

安
重

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

常
設
重
大
事
故
等
対

処
設
備
に
よ
る
給
電

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
2
条
　
電
源
設
備

系
統
機
能

設
備

（
受
電
開
閉
設
備
）
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合
脱

硝
建

屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予
備
用
母

線
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
処

理
建

屋
の
6
.
9

ｋ
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及
び

貯
蔵

施
設

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
常

用
母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

非
常

用
電

源
建

屋
の

4
6
0
Ｖ
非
常
用

母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

前
処

理
建

屋
の

4
6
0
Ｖ

非
常

用
母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

分
離

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

非
常

用
母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

精
製

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

非
常

用
母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

制
御

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

非
常

用
母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合
脱

硝
建

屋
の

4
6
0
Ｖ

非
常

用
母

線
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建
屋

の
4
6
0
Ｖ

非
常

用
母

線
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及
び

貯
蔵

施
設

の
4
6
0
Ｖ

非
常

用
母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の

4
6
0
Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

第
２

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の
4
6
0

Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

前
処

理
建

屋
の

4
6
0
Ｖ

運
転
予
備
用

母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

分
離

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

運
転

予
備
用
母

線
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

精
製

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

運
転

予
備
用
母

線
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

制
御

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

運
転

予
備
用
母

線
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

系
統
機
能

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
2
条
　
電
源
設
備

常
設
重
大
事
故
等
対

処
設
備
に
よ
る
給
電

（
非
常
用
所
内
低
圧
電
源
）

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

所
内
低

圧
系

統

非
安
重

所
内
高

圧
系

統

非
安
重

（
常
用
所
内
高
圧
系
統
）

安
重

（
常
用
所
内
低
圧
系
統
）
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合
脱

硝
建

屋
の

4
6
0
Ｖ

運
転

予
備
用
母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建
屋

の
4
6
0
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
処

理
建

屋
の
4
6
0

Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

ハ
ル

・
エ

ン
ド

ピ
ー

ス
貯

蔵
建
屋

の
4
6
0
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

ウ
ラ

ン
脱

硝
建

屋
の

4
6
0
V
運
転
予

備
用

母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及
び

貯
蔵

施
設

の
第

１
非

常
用

直
流
電

源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

非
常

用
電

源
建

屋
の

第
２

非
常
用

直
流

電
源

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

前
処

理
建

屋
の

第
２

非
常

用
直
流

電
源

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

分
離

建
屋

の
第

２
非

常
用

直
流
電

源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

精
製

建
屋

の
第

２
非

常
用

直
流
電

源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

制
御

建
屋

の
第

２
非

常
用

直
流
電

源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合
脱

硝
建

屋
の

第
２

非
常

用
直

流
電
源

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建
屋

の
第

２
非

常
用

直
流

電
源

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の

直
流
電

源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

第
２

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の
直

流
電

源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

前
処

理
建

屋
の

直
流

電
源

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

制
御

建
屋

の
直

流
電

源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

直
流
電

源
設

備

安
重

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
2
条
　
電
源
設
備

系
統
機
能

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

非
安
重

（
常
用
直
流
電
源
設
備
）

非
安
重

（
常
用
所
内
低
圧
系
統
）

（
非
常
用
直
流
電
源
設
備
）

常
設
重
大
事
故
等
対

処
設
備
に
よ
る
給
電

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

所
内
低

圧
系

統
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
処

理
建

屋
の
直

流
電

源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

建
屋

の
直
流

電
源

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

ハ
ル

・
エ

ン
ド

ピ
ー

ス
貯

蔵
建
屋

の
直

流
電

源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

ウ
ラ

ン
脱

硝
建

屋
の

直
流

電
源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

前
処

理
建

屋
の

非
常

用
計

測
制
御

用
交

流
電

源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

分
離

建
屋

の
非

常
用

計
測

制
御
用

交
流

電
源

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

精
製

建
屋

の
非

常
用

計
測

制
御
用

交
流

電
源

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

制
御

建
屋

の
非

常
用

計
測

制
御
用

交
流

電
源

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合
脱

硝
建

屋
の

非
常

用
計

測
制

御
用
交

流
電

源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建
屋

の
非

常
用

計
測

制
御

用
交

流
電
源

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及
び

貯
蔵

施
設

の
非

常
用

計
測

制
御
用

交
流

電
源

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
建

屋
の

計
測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

第
2
ユ

ー
テ

ィ
リ

テ
ィ

建
屋

の
計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

前
処

理
建

屋
の

計
測

制
御

用
交
流

電
源

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

分
離

建
屋

の
計

測
制

御
用

交
流
電

源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

精
製

建
屋

の
計

測
制

御
用

交
流
電

源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

制
御

建
屋

の
計

測
制

御
用

交
流
電

源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合
脱

硝
建

屋
の

計
測

制
御

用
交

流
電
源

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建
屋

の
計

測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
2
条
　
電
源
設
備

系
統
機
能

非
安
重

安
重

非
安
重

（
非
常
用
計
測
制
御
用
交
流
電
源
設
備
）

（
常
用
計
測
制
御
用
交
流
電
源
設
備
）

（
常
用
直
流
電
源
設
備
）

直
流
電

源
設

備

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

設
備

常
設
重
大
事
故
等
対

処
設
備
に
よ
る
給
電

計
測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

６－１－836



重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

常
設
重
大
事
故
等
対

処
設
備
に
よ
る
給
電

計
測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及
び

貯
蔵

施
設

の
計

測
制

御
用

交
流
電

源
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
-

屋
内

非
安
重

（
常
用
計
測
制
御
用
交
流
電
源
設
備
）

前
処

理
建

屋
可

搬
型

発
電

機
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

分
離

建
屋

可
搬

型
発

電
機

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合
脱

硝
建

屋
可

搬
型

発
電

機
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建
屋

可
搬

型
発

電
機

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

制
御

建
屋

可
搬

型
発

電
機

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及
び

貯
蔵

施
設

可
搬

型
発

電
機

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

前
処

理
建

屋
の

重
大

事
故

対
処
用

母
線

(
常

設
分

電
盤

，
常

設
電

源
ケ
ー
ブ

ル
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

分
離

建
屋

の
重

大
事

故
対

処
用
母

線 (
常

設
分

電
盤

，
常

設
電

源
ケ
ー
ブ

ル
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

精
製

建
屋

の
重

大
事

故
対

処
用
母

線 (
常

設
分

電
盤

，
常

設
電

源
ケ
ー
ブ

ル
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合
脱

硝
建

屋
の

重
大

事
故

対
処

用
母
線

(
常

設
分

電
盤

，
常

設
電

源
ケ
ー
ブ

ル
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建
屋

の
重

大
事

故
対

処
用

母
線

(
常

設
分

電
盤

，
常

設
電

源
ケ
ー
ブ

ル
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

前
処

理
建

屋
の

可
搬

型
電

源
ケ
ー

ブ
ル

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

分
離

建
屋

の
可

搬
型

電
源

ケ
ー
ブ

ル
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

精
製

建
屋

の
可

搬
型

電
源

ケ
ー
ブ

ル
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

ウ
ラ

ン
・

プ
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱
硝

建
屋

の
可

搬
型

電
源

ケ
ー

ブ
ル

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建
屋

の
可

搬
型

電
源

ケ
ー

ブ
ル

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

制
御

建
屋

の
可

搬
型

電
源

ケ
ー
ブ

ル
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及
び

貯
蔵

施
設

の
可

搬
型

電
源

ケ
ー
ブ

ル
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

安
重代

替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

可
搬
型
重
大
事
故
等

対
処
設
備
に
よ
る
給

電

代
替
電

源
設

備

代
替
所

内
電

気
設

備

安
重

電
気
設
備

系
統
機
能

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
2
条
　
電
源
設
備
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

前
処

理
建

屋
の

可
搬

型
分

電
盤

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

分
離

建
屋

の
可

搬
型

分
電

盤

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

精
製

建
屋

の
可

搬
型

分
電

盤

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

ウ
ラ

ン
・

プ
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱
硝

建
屋

の
可

搬
型

分
電

盤
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建
屋

の
可

搬
型

分
電

盤
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及
び

貯
蔵

施
設

の
可

搬
型

分
電

盤
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

制
御

建
屋

の
可

搬
型

分
電

盤

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内
・
屋
外

代
替
安

全
冷

却
水

系
運

搬
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
外

－
－

計
装
設

備
け

ん
引

車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

－
－

第
１

軽
油

貯
槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

第
２

軽
油

貯
槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

軽
油

用
タ

ン
ク

ロ
ー

リ

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
2
条
　
電
源
設
備

系
統
機
能

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

代
替
所

内
電

気
設

備

安
重

電
気
設
備

補
機
駆
動
用
燃
料
補

給
設
備
に
よ
る
給
油

補
機
駆

動
用

燃
料

補
給

設
備

安
重

燃
料
貯
蔵
設
備

可
搬
型
重
大
事
故
等

対
処
設
備
に
よ
る
給

電

６－１－838



重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

安
全

圧
縮

空
気

系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
安
全
圧
縮
空
気
系
）

一
般

圧
縮

空
気

系

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以

外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

（
一
般
圧
縮
空
気
系
）

臨
界

検
知

用
放

射
線

検
出

器

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

圧
力

計

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

流
量

計

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

放
射

線
モ
ニ

タ
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

溶
解

槽
圧

力
計

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

計

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

ガ
ン

マ
線

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

中
性

子
線

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

可
搬

型
貯

槽
掃

気
圧

縮
空

気
流
量

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

（
計
測
制
御
設
備
）

－

－
－

臨
界
事
故
の
拡
大
を

防
止
す
る
た
め
の
設

備
の
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ

計
装
設

備
－ 安
重

系
統
機
能

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

圧
縮
空

気
設

備

設
備

共
通

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
3
条
　
計
装
設
備

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

可
搬

型
貯

槽
温

度
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
冷

却
水

流
量

計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
冷

却
コ

イ
ル

通
水

流
量
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
貯

槽
液

位
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
機

器
注

水
流

量
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
凝

縮
器

出
口

排
気

温
度
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
凝

縮
器

通
水

流
量

計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
凝

縮
水

槽
液

位
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
セ

ル
導

出
ユ

ニ
ッ

ト
フ
ィ

ル
タ

差
圧

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
フ

ィ
ル

タ
差

圧
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
膨

張
槽

液
位

計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
冷

却
コ

イ
ル

圧
力

計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

冷
却
機
能
の
喪
失
に

よ
る
蒸
発
乾
固
に
対

処
す
る
た
め
の
設
備

の
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

計
装
設

備

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
3
条
　
計
装
設
備

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

系
統
機
能
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

可
搬

型
廃

ガ
ス

洗
浄

塔
入

口
圧
力

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
導

出
先

セ
ル

圧
力

計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
漏

え
い

液
受

皿
液

位
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

安
重
／
非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
建

屋
供

給
冷

却
水

流
量
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

可
搬

型
冷

却
水

排
水

線
量

計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

系
統
機
能

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
3
条
　
計
装
設
備

冷
却
機
能
の
喪
失
に

よ
る
蒸
発
乾
固
に
対

処
す
る
た
め
の
設
備

の
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

計
装
設

備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

設
備

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

可
搬

型
圧

縮
空

気
自

動
供

給
貯
槽

圧
力

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
圧

縮
空

気
自

動
供

給
ユ

ニ
ッ

ト
圧

力
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
機

器
圧

縮
空

気
自

動
供
給

ユ
ニ

ッ
ト

圧
力

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
圧

縮
空

気
手

動
供

給
ユ

ニ
ッ

ト
接

続
系

統
圧

力
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
貯

槽
掃

気
圧

縮
空

気
流
量

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
水

素
濃

度
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

可
搬

型
水

素
掃

気
系

統
圧

縮
空
気

圧
力

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
か

く
は

ん
系

統
圧

縮
空
気

圧
力

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
セ

ル
導

出
ユ

ニ
ッ

ト
流
量

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

可
搬

型
セ

ル
導

出
ユ

ニ
ッ

ト
フ
ィ

ル
タ

差
圧

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
フ

ィ
ル

タ
差

圧
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
廃

ガ
ス

洗
浄

塔
入

口
圧
力

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
導

出
先

セ
ル

圧
力

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
貯

槽
温

度
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

放
射
線
分
解
に
よ
り

発
生
す
る
水
素
に
よ

る
爆
発
に
対
処
す
る

た
め
の
設
備
の
監
視

パ
ラ
メ
ー
タ

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
3
条
　
計
装
設
備

系
統
機
能

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

設
備

計
装
設

備
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽
液

位
計

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

（
計
測
制
御
設
備
）

供
給

槽
ゲ

デ
オ

ン
流

量
計

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

（
計
測
制
御
設
備
）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
圧

力
計

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

（
計
測
制
御
設
備
）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
気

相
部
温

度
計

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

（
計
測
制
御
設
備
）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
液

相
部
温

度
計

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

（
計
測
制
御
設
備
）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
加

熱
蒸
気

温
度

計
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
計
測
制
御
設
備
）

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

圧
力

計

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

－
－

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

流
量

計

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

－
－

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

（
計
測
制
御
設
備
）

系
統
機
能

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
3
条
　
計
装
設
備

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

有
機
溶
媒
等
に
よ
る

火
災
又
は
爆
発
に
対

処
す
る
た
め
の
設
備

の
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

計
装
設

備
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
水
位

計
（

超
音

波
式

）
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
水
位

計
（

メ
ジ

ャ
ー

）
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
水
位

計
（

電
波

式
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
水
位

計
（

エ
ア

パ
ー

ジ
式

）
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
温
度

計
（

サ
ー

ミ
ス

タ
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
温
度

計
（

測
温

抵
抗

体
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
代

替
注

水
設

備
流

量
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

可
搬

型
ス

プ
レ

イ
設

備
流

量
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

－
－

可
搬

型
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
A

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

可
搬

型
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
B

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

可
搬

型
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
C

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

可
搬

型
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
D

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

可
搬

型
空

冷
ユ

ニ
ッ

ト
E

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

系
統
機
能

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
3
条
　
計
装
設
備

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽

の
冷
却
等
の
た
め
の

設
備
の
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

計
装
設

備
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
状
態

監
視

カ
メ

ラ
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
空
間

線
量

率
計

（
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

放
射
線
監
視
設
備

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
空
間

線
量

率
計

（
線

量
率

計
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

放
射
線
監
視
設
備

可
搬

型
計

測
ユ

ニ
ッ

ト

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

可
搬

型
監

視
ユ

ニ
ッ

ト

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

可
搬

型
計

測
ユ

ニ
ッ

ト
用

空
気
圧

縮
機

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

計
装
設

備
け

ん
引

車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

－
－

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
3
条
　
計
装
設
備

計
装
設

備

系
統
機
能

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽

の
冷
却
等
の
た
め
の

設
備
の
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

可
搬

型
放

水
砲

流
量

計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

可
搬

型
放

水
砲

圧
力

計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
状
態

監
視

カ
メ

ラ
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

可
搬

型
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
空
間

線
量

率
計

（
線

量
率

計
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

放
射
線
監
視
設
備

計
装
設

備
可

搬
型

建
屋

内
線

量
率

計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

放
射
線
監
視
設
備

放
射
線

監
視

設
備

建
屋

内
線

量
率

計

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

（
放
射
線
監
視
設
備
）

可
搬

型
貯

水
槽

水
位

計
（

ロ
ー
プ

式
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

可
搬

型
貯

水
槽

水
位

計
（

電
波

式
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

可
搬

型
第

１
貯

水
槽

給
水

流
量
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
外

－
－

計
装
設

備

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

計
装
設

備

重
大
事
故
等
へ
の
対

処
に
必
要
と
な
る
水

の
供
給
設
備
の
監
視

パ
ラ
メ
ー
タ

系
統
機
能

工
場
等
外
へ
の
放
射

性
物
質
等
の
放
出
を

抑
制
す
る
た
め
の
設

備
の
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
3
条
　
計
装
設
備

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

監
視

制
御

盤

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

安
全

系
監

視
制

御
盤

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

前
処

理
建

屋
可

搬
型

情
報

収
集
装

置
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

分
離

建
屋

可
搬

型
情

報
収

集
装
置

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

精
製

建
屋

可
搬

型
情

報
収

集
装
置

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合
脱

硝
建

屋
可

搬
型

情
報

収
集

装
置

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建
屋

可
搬

型
情

報
収

集
装

置
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

制
御

建
屋

可
搬

型
情

報
収

集
装
置

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建
屋

可
搬

型
情

報
収

集
装

置
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

制
御

建
屋

可
搬

型
情

報
表

示
装
置

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

中
央
制
御
室

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建
屋

可
搬

型
情

報
表

示
装

置
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御

室

第
１

保
管

庫
・

貯
水

所
可

搬
型
情

報
収

集
装

置
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

第
２

保
管

庫
・

貯
水

所
可

搬
型
情

報
収

集
装

置
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

情
報

把
握

計
装

設
備

可
搬

型
発
電

機
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

情
報

把
握

計
装

設
備

用
屋

内
伝
送

系
統

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

建
屋

間
伝

送
用

無
線

装
置

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

計
測
制
御
設
備

計
測
制

御
装

置
（
制
御
室
）

情
報
把

握
計

装
設

備

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

監
視
・
記
録
設
備

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
3
条
　
計
装
設
備

系
統
機
能
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

代
替

中
央

制
御

室
送

風
機

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

制
御

建
屋

の
可

搬
型

ダ
ク

ト
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

代
替

制
御

室
送

風
機

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及
び

貯
蔵

施
設

の
可

搬
型

ダ
ク

ト
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

中
央

制
御

室
送

風
機

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

制
御

建
屋

の
換

気
ダ

ク
ト

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

制
御

室
送

風
機

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建
屋

の
換

気
ダ

ク
ト

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

制
御

建
屋

安
全

系
監

視
制

御
盤

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建
屋

安
全

系
監

視
制

御
盤

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

中
央
制

御
室

代
替

照
明

設
備

可
搬

型
代

替
照

明
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

使
用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び
貯
蔵

施
設

の
制

御
室

代
替

照
明
設
備

可
搬

型
代

替
照

明

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

中
央
制

御
室

遮
蔽

中
央

制
御

室
遮

蔽
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

制
御
室

遮
蔽

制
御

室
遮

蔽
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
酸

素
濃

度
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
窒

素
酸

化
物

濃
度

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
酸

素
濃

度
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
窒

素
酸

化
物

濃
度

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

非
安
重

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設
備

制
御
室
換
気
設
備

非
安
重

安
重

安
重

制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備

－－

－

制
御
室
照
明
設
備

計
測
制

御
装

置

安
重

（
制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備
）

（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設

備
）

－

使
用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び
貯
蔵

施
設

の
制

御
室

環
境

測
定
設
備

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
4
条
　
制
御
室

代
替
制

御
建

屋
中

央
制

御
室

換
気
設
備

代
替
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵
建
屋

制
御

室
換

気
設

備

制
御
建

屋
中

央
制

御
室

換
気

設
備 使
用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋
制
御

室
換

気
設

備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

設
備

中
央
制

御
室

環
境

測
定

設
備

制
御
室
環
境
測
定
設

備

（
制
御
室
）

照
明
設
備

（
制
御
室
遮
蔽
設
備
）

非
安
重

系
統
機
能

制
御
室
遮
蔽
設
備
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

ガ
ン

マ
線

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

（
Ｓ

Ａ
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

ア
ル

フ
ァ

・
ベ

ー
タ

線
用

サ
ー
ベ

イ
メ

ー
タ

（
Ｓ

Ａ
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
ダ

ス
ト

サ
ン

プ
ラ

（
Ｓ

Ａ
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

ガ
ン

マ
線

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

（
Ｓ

Ａ
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

ア
ル

フ
ァ

・
ベ

ー
タ

線
用

サ
ー
ベ

イ
メ

ー
タ

（
Ｓ

Ａ
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
ダ

ス
ト

サ
ン

プ
ラ

（
Ｓ

Ａ
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
4
条
　
制
御
室

中
央
制

御
室

放
射

線
計

測
設

備

系
統
機
能

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

－

設
備

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

－ －
使
用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び
貯
蔵

施
設

の
制

御
室

放
射

線
計
測
設

備

制
御
室
放
射
線
計
測

設
備
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

主
排

気
筒

の
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

設
備

排
気

筒
モ

ニ
タ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

安
重

主
排

気
筒

の
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

設
備

排
気

サ
ン

プ
リ

ン
グ

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

主
排

気
筒

の
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

設
備

排
気

筒
モ

ニ
タ

（
配

管
の

一
部
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

安
重

主
排

気
筒

の
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

設
備

排
気

サ
ン

プ
リ

ン
グ

設
備

（
配
管

の
一

部
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

非
安
重

北
換

気
筒

（
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

換
気

筒
）

の
排
気

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

排
気

筒
モ

ニ
タ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

北
換

気
筒

（
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

換
気

筒
）

の
排
気

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

排
気

サ
ン

プ
リ

ン
グ

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建
屋

換
気

設
備

（
建

屋
排

風
機

か
ら

北
換

気
筒
ま

で
の

ダ
ク

ト
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内
・
屋
外

非
安
重

（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御
室
換
気
設

備
）

北
換

気
筒

（
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵
建

屋
換

気
筒

）
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
外

非
安
重

（
北
換
気
筒
）

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

ダ
ス

ト
モ

ニ
タ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

非
安
重

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

放
射
性
物
質
の
濃
度

及
び
線
量
の
測
定

設
備

放
射
線

監
視

設
備

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
5
条
　
監
視
測
定
設
備

（
放
射
線
監
視
設
備
）

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

（
放
射
線
監
視
設
備
）

系
統
機
能
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

安
重

主
排
気
筒
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

排
気
筒
モ
ニ
タ

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

非
安
重

北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気

筒
）
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

排
気
筒
モ
ニ
タ

可
搬

型
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設
備

可
搬

型
排

気
サ

ン
プ

リ
ン

グ
設
備

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

非
安
重

主
排
気
筒
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

排
気
サ
ン
プ
リ
ン
グ
設
備

北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気

筒
）
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

排
気
サ
ン
プ
リ
ン
グ
設
備

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

安
重

主
排
気
筒
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

排
気
筒
モ
ニ
タ

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

非
安
重

北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気

筒
）
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

排
気
筒
モ
ニ
タ

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

安
重

主
排
気
筒
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

排
気
筒
モ
ニ
タ

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

非
安
重

北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気

筒
）
の
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

排
気
筒
モ
ニ
タ

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

非
安
重

放
射
線
監
視
設
備

屋
外
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
，
ダ
ス
ト
モ
ニ
タ

可
搬

型
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
用
発

電
機

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

安
重

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建
屋

換
気

設
備

（
ダ

ク
ト

の
一

部
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
‐

屋
内

非
安
重

（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
設
備
）

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

系
統
機
能

設
備

可
搬

型
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設
備

可
搬

型
ガ

ス
 
モ

ニ
タ

可
搬

型
デ

ー
タ

表
示

装
置

可
搬
型

代
替
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
放
射
性
物
質
の
濃
度

及
び
線
量
の
測
定

可
搬
型

可
搬

型
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
用

デ
ー

タ
伝

送
装

置

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
5
条
　
監
視
測
定
設
備

可
搬
型
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

可
搬

型
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設
備

可
搬

型
線

量
率

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

可
搬

型
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設
備

可
搬

型
ダ

ス
ト

モ
ニ

タ
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

可
搬

型
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
用

デ
ー

タ
伝

送
装

置
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

－
〇

屋
内

－
〇

屋
内

可
搬

型
建

屋
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

設
備

中
性

子
線

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

（
Ｓ

Ａ
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

非
安
重

放
射
線
監
視
設
備

屋
外
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

－
〇

屋
内

－
〇

屋
内

－
〇

屋
内

－
〇

屋
内

可
搬

型
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
用
発

電
機

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

安
重

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

監
視

測
定

用
運

搬
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
外

－
－

系
統
機
能

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

可
搬

型
建

屋
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

設
備

ア
ル

フ
ァ

・
ベ

ー
タ

線
用

サ
ー
ベ

イ
メ

ー
タ

（
Ｓ

Ａ
）

代
替
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

非
安
重

非
安
重

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

放
射
線
監
視
設
備

屋
外
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト

可
搬
型

可
搬

型
建

屋
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

設
備

ガ
ン

マ
線

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

（
Ｓ

Ａ
)

放
射
線
監
視
設
備

屋
外
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
，
ダ
ス
ト
モ
ニ
タ

放
射
性
物
質
の
濃
度

及
び
線
量
の
測
定

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
5
条
　
監
視
測
定
設
備

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

可
搬
型

可
搬

型
建

屋
周

辺
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

設
備

可
搬

型
ダ

ス
ト

サ
ン

プ
ラ

（
Ｓ

Ａ
）

非
安
重

放
射
線
監
視
設
備

屋
外
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

ダ
ス
ト
モ
ニ
タ

可
搬
型
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

放
出

管
理

分
析

設
備

放
射

能
測

定
装

置
（

ガ
ス

フ
ロ
ー

カ
ウ

ン
タ

）
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

放
出

管
理

分
析

設
備

放
射

能
測

定
装

置
（

液
体

シ
ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
カ

ウ
ン

タ
）

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

放
出

管
理

分
析

設
備

核
種

分
析

装
置

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

環
境

試
料

測
定

設
備

核
種

分
析

装
置

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

可
搬

型
試

料
分

析
設

備
可

搬
型

放
射

能
測

定
装

置
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

可
搬

型
試

料
分

析
設

備
可

搬
型

核
種

分
析

装
置

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

可
搬

型
試

料
分

析
設

備
可

搬
型

ト
リ

チ
ウ

ム
測

定
装

置
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

環
境
管

理
設

備
放

射
能

観
測

車
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
外

非
安
重

（
環
境
管
理
設
備
）

可
搬

型
放

射
能

観
測

設
備

ガ
ン

マ
線

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

（
Ｎ

ａ
Ｉ

（
Ｔ

ｌ
）

シ
ン

チ
レ
ー

シ
ョ

ン
）

（
Ｓ

Ａ
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

可
搬

型
放

射
能

観
測

設
備

ガ
ン

マ
線

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

（
電

離
箱

）
（

Ｓ
Ａ

）
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

可
搬

型
放

射
能

観
測

設
備

中
性

子
線

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

（
Ｓ

Ａ
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

可
搬

型
放

射
能

観
測

設
備

ア
ル

フ
ァ

・
ベ

ー
タ

線
用

サ
ー
ベ

イ
メ

ー
タ

（
Ｓ

Ａ
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

可
搬

型
放

射
能

観
測

設
備

可
搬

型
ダ

ス
ト

・
よ

う
素

サ
ン
プ

ラ
（

Ｓ
Ａ

）
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
5
条
　
監
視
測
定
設
備

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

設
備

非
安
重

非
安
重

非
安
重

放
射
性
物
質
の
濃
度

及
び
線
量
の
測
定

系
統
機
能

試
料
分
析

関
係

設
備

代
替
試
料

分
析

関
係

設
備

試
料
分
析
関
係
設
備

放
出
管
理
分
析
設
備
，
環
境
試
料
測
定
設
備

（
試
料
分
析
関
係
設
備
）

代
替
放

射
能

観
測

設
備

放
射
線
管
理
施
設

環
境
管
理
設
備

放
射
能
観
測
車
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

環
境
管

理
設

備
気

象
観

測
設

備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
外

非
安
重

（
環
境
管
理
設
備
）

可
搬

型
気

象
観

測
設

備
（

風
向
風

速
計

，
日

射
計

，
放

射
収

支
計
，

雨
量

計
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

可
搬

型
気

象
観

測
用

デ
ー

タ
伝
送

装
置

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

可
搬

型
デ

ー
タ

表
示

装
置

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

非
安
重

環
境
管
理
設
備

気
象
観
測
設
備
（
気
象
盤
）

可
搬

型
風

向
風

速
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

非
安
重

環
境
管
理
設
備

気
象
観
測
設
備

可
搬

型
気

象
観

測
用

発
電

機

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

非
安
重

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

監
視

測
定

用
運

搬
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
外

－
－

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

用
可

搬
型
発

電
機

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
内

安
重

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

監
視

測
定

用
運

搬
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
外

－
－

環
境
管
理
設
備

気
象
観
測
設
備

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
5
条
　
監
視
測
定
設
備

系
統
機
能

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス

ト
等
の
電
源
回
復
又

は
機
能
回
復

風
向
，
 
風
速
そ
の
他

の
気
象
条
件
の
測
定

設
備

非
安
重

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

代
替
気

象
観

測
設

備

環
境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
用

代
替

電
源
設
備
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

緊
急

時
対

策
所

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

緊
急

時
対

策
建

屋
の

遮
蔽

設
備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

－
－

緊
急

時
対

策
建

屋
送

風
機

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

緊
急

時
対

策
建

屋
排

風
機

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

緊
急

時
対

策
建

屋
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

緊
急

時
対

策
建

屋
加

圧
ユ

ニ
ッ
ト

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

緊
急

時
対

策
建

屋
換

気
設

備
ダ

ク
ト

・
ダ

ン
パ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

緊
急

時
対

策
建

屋
加

圧
ユ

ニ
ッ
ト

配
管

・
弁

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

対
策

本
部

室
差

圧
計

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

待
機

室
差

圧
計

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

監
視

制
御

盤
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
酸

素
濃

度
計

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
窒

素
酸

化
物

濃
度

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
ダ

ス
ト

サ
ン

プ
ラ

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

ア
ル

フ
ァ

・
ベ

ー
タ

線
用

サ
ー
ベ

イ
メ

ー
タ

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
線

量
率

計
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
ダ

ス
ト

モ
ニ

タ
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
デ

ー
タ

伝
送

装
置

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
発

電
機

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

監
視

測
定

用
運

搬
車

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
外

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
6
条
　
緊
急
時
対
策
所

－

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

設
備

系
統
機
能

緊
急
時
対

策
建

屋

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

－
－

緊
急
時

対
策

建
屋

環
境
測

定
設

備

－
緊
急
時

対
策

建
屋

換
気
設

備

緊
急
時

対
策

建
屋

放
射
線

計
測

設
備

居
住
性
を
確
保
す
る

た
め
の
設
備

－
－
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

情
報

収
集

装
置

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

情
報

表
示

装
置

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

デ
ー

タ
収

集
装

置
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

（
デ
ー
タ
収
集
装
置
）

デ
ー

タ
表

示
装

置
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

（
デ
ー
タ
表
示
装
置
）

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

Ｉ
Ｐ

電
話

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

デ
ー

タ
伝

送
設

備
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
衛

星
電

話
（

屋
内

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
衛

星
電

話
（

屋
外

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

一
般

加
入

電
話

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

一
般

携
帯

電
話

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

衛
星

携
帯

電
話

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

可
搬

型
衛

星
電

話
（

屋
内

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
衛

星
電

話
（

屋
外

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
（

屋
内

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
（

屋
外

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

ペ
ー

ジ
ン

グ
装

置
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

専
用

回
線

電
話

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

系
統
機
能

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
6
条
　
緊
急
時
対
策
所

必
要
な
指
示
及
び
通

信
連
絡
に
関
わ
る
設

備

緊
急
時

対
策

建
屋

情
報
把

握
設

備

通
信
連
絡
設
備

通
信
連
絡
設
備

非
安
重

－
－

再
処
理

事
業

所
内

へ
の

通
信

連
絡
設
備

再
処
理

事
業

所
外

へ
の

通
信

連
絡
設
備

必
要
な
指
示
及
び
通

信
連
絡
に
関
わ
る
設

備

（
通
信
連
絡
設
備
）

非
安
重

（
通
信
連
絡
設
備
）

非
安
重

非
安
重

非
安
重

非
安
重

（
通
信
連
絡
設
備
）
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

緊
急

時
対

策
建

屋
用

発
電

機
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

緊
急

時
対

策
建

屋
高

圧
系

統
6
.
9
k
V
緊

急
時

対
策

建
屋

用
母
線

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

緊
急

時
対

策
建

屋
低

圧
系

統
4
6
0
V
緊

急
時

対
策

建
屋

用
母

線
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

燃
料

油
移

送
ポ

ン
プ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

燃
料

油
配

管
・

弁
常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

重
油

貯
槽

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

－

系
統
機
能

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

緊
急
時
対
策
建
屋

電
源
設
備

緊
急
時

対
策

建
屋

代
替
電

源
設

備
－

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
6
条
　
緊
急
時
対
策
所
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

ペ
ー

ジ
ン

グ
装

置

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

所
内

携
帯

電
話

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

専
用

回
線

電
話

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

一
般

加
入

電
話

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

プ
ロ

セ
ス

デ
ー

タ
伝

送
サ

ー
バ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

放
射

線
管

理
用

計
算

機

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

環
境

中
継

サ
ー

バ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

総
合

防
災

盤

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

代
替

通
話

系
統

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
通

話
装

置

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
衛

星
電

話
（

屋
内

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
（

屋
内

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
衛

星
電

話
（

屋
外

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
（

屋
外

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
7
条
　
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備

系
統
機
能

設
備

代
替
通

信
連

絡
設

備
通
信
連
絡
設
備

非
安
重

非
安
重

非
安
重

再
処
理
事
業
所
内
の

通
信
連
絡

再
処
理
事
業
所
内
の

通
信
連
絡

通
信
連

絡
設

備

（
通
信
連
絡
設
備
）

（
通
信
連
絡
設
備
）

通
信
連

絡
設

備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

前
処

理
建

屋
可

搬
型

情
報

収
集
装

置
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

分
離

建
屋

可
搬

型
情

報
収

集
装
置

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

精
製

建
屋

可
搬

型
情

報
収

集
装
置

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合
脱

硝
建

屋
可

搬
型

情
報

収
集

装
置

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建
屋

可
搬

型
情

報
収

集
装

置
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

制
御

建
屋

可
搬

型
情

報
収

集
装
置

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建
屋

可
搬

型
情

報
収

集
装

置
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

第
１

保
管

庫
・

貯
水

所
可

搬
型
情

報
収

集
装

置
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

第
２

保
管

庫
・

貯
水

所
可

搬
型
情

報
収

集
装

置
可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

情
報

把
握

計
装

設
備

用
屋

内
ケ
ー

ブ
ル

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

情
報

把
握

計
装

設
備

無
線

装
置

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
外
・
屋
内

安
重

放
射
線
監
視
設
備

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
外
・
屋
内

非
安
重

放
射
線
監
視
設
備

代
替
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
可

搬
型

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

用
デ

ー
タ

伝
送

装
置

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
外
・
屋
内

非
安
重

放
射
線
監
視
設
備

代
替
気

象
観

測
設

備
可

搬
型

気
象

観
測

用
デ

ー
タ
伝
送

装
置

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
〇

屋
外
・
屋
内

非
安
重

環
境
管
理
設
備

代
替
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
可

搬
型

排
気

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

用
デ

ー
タ

伝
送

装
置

可
搬
型

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

再
処
理
事
業
所
内
の

通
信
連
絡

非
安
重

計
測
制
御
設
備

情
報
把

握
計

装
設

備

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
7
条
　
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備

系
統
機
能

設
備
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重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
分
類

設
備
分
類

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
置
，

保
管
場
所

設
備

名
称

構
成

す
る

機
器

常
設
／
可
搬
型

分
類

内
的
事
象

外
的
事

象
屋
内
と
屋
外
の
両
方
該
当
す
る
場

合
は
「
屋
内
・
屋
外
」
と
併
記

安
重
／
非
安
重

設
備

一
般

加
入

電
話

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

一
般

携
帯

電
話

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

衛
星

携
帯

電
話

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
－

屋
内

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

Ｉ
Ｐ

電
話

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

デ
ー

タ
伝

送
設

備

常
設

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
衛

星
電

話
（

屋
内

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

可
搬

型
衛

星
電

話
（

屋
外

用
）

可
搬
型

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備

〇
〇

屋
内

（
通
信
連
絡
設
備
）

通
信
連

絡
設

備
再
処
理
事
業
所
外
へ

の
通
信
連
絡

代
替
通

信
連

絡
設

備
通
信
連
絡
設
備

非
安
重

非
安
重

第
1
.
7
.
1
8
－
１
表
　
主
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
設
備
分
類

第
4
7
条
　
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備

系
統
機
能

設
備

重
大
事
故
等
の
要
因
事
象

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
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設
備

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

分
類

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

，
保

管
場

所

設
備

名
称

常
設
／

可
搬

型
臨

界
事

故
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ

る
蒸

発
乾

固

放
射

性
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発

有
機

溶
媒

等
に

よ
る

火
災

又
は

爆
発

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷

却
等

の
機

能
の

喪
失

屋
内

と
屋

外
の

両
方

該
当

す
る

場
合

は
「

屋
内

・
屋

外
」

と
併

記
安

重
／

非
安

重
設

備

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
流

路
，

通
水

先
，

注
水

先
，

供
給

先
，

排
出

元
等

使
用

済
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

等
常

設
－

－
－

－
○

屋
内

安
重

（
使

用
済

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

）

第
1
.
7
.
1
8
－

１
表

　
主

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
備

分
類

そ
の

他
の

設
備

（
使

用
済

燃
料

受
入

れ
･
貯

蔵
建

屋
）

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

系
統

機
能

重
大

事
故

等
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設
備

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

分
類

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

，
保

管
場

所

設
備

名
称

常
設
／

可
搬

型
臨

界
事

故
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ

る
蒸

発
乾

固

放
射

性
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発

有
機

溶
媒

等
に

よ
る

火
災

又
は

爆
発

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷

却
等

の
機

能
の

喪
失

屋
内

と
屋

外
の

両
方

該
当

す
る

場
合

は
「

屋
内

・
屋

外
」

と
併

記
安

重
／

非
安

重
設

備

中
間

ポ
ッ

ト
常

設
－

○
－

－
－

屋
内

安
重

（
中

間
ポ

ッ
ト

）

中
継

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
中

継
槽

）

リ
サ

イ
ク

ル
槽

常
設

－
○

－
－

－
屋

内
安

重
（

リ
サ

イ
ク

ル
槽

）

計
量

前
中

間
貯

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
計

量
前

中
間

貯
槽

）

計
量

・
調

整
槽

常
設

－
○

○
－

－
屋

内
安

重
（

計
量

・
調

整
槽

）

計
量

補
助

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
計

量
補

助
槽

）

計
量

後
中

間
貯

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
計

量
後

中
間

貯
槽

）

溶
解

槽
常

設
○

－
－

－
－

屋
内

安
重

（
溶

解
槽

）

ハ
ル

洗
浄

槽
常

設
○

－
－

－
－

屋
内

非
安

重
（

ハ
ル

洗
浄

槽
）

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄
槽

常
設

○
－

－
－

－
屋

内
非

安
重

（
エ

ン
ド

ピ
ー

ス
酸

洗
浄

槽
）

第
1
.
7
.
1
8
－

１
表

　
主

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
備

分
類

そ
の

他
の

設
備

（
前

処
理

建
屋

）

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

重
大

事
故

等

系
統

機
能

重
大

事
故

等
に

対
処
す

る
た

め
の

流
路
，

通
水

先
，

注
水
先

，
供

給
先

，
排
出

元
等
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設
備

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

分
類

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

，
保

管
場

所

設
備

名
称

常
設
／

可
搬

型
臨

界
事

故
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ

る
蒸

発
乾

固

放
射

性
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発

有
機

溶
媒

等
に

よ
る

火
災

又
は

爆
発

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷

却
等

の
機

能
の

喪
失

屋
内

と
屋

外
の

両
方

該
当

す
る

場
合

は
「

屋
内

・
屋

外
」

と
併

記
安

重
／

非
安

重
設

備

溶
解

液
中

間
貯

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
溶

解
液

中
間

貯
槽

）

溶
解

液
供

給
槽

常
設

－
○

○
－

－
屋

内
安

重
（

溶
解

液
供

給
槽

）

抽
出

廃
液

受
槽

常
設

－
○

○
－

－
屋

内
安

重
（

抽
出

廃
液

受
槽

）

抽
出

廃
液

中
間

貯
槽

常
設

－
○

○
－

－
屋

内
安

重
（

抽
出

廃
液

中
間

貯
槽

）

抽
出

廃
液

供
給

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
抽

出
廃

液
供

給
槽

）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

常
設

－
－

○
－

－
屋

内
安

重
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

中
間

貯
槽

常
設

－
－

○
－

－
屋

内
安

重
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

中
間

貯
槽

）

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
－

○
－

－
－

屋
内

安
重

（
第

１
一

時
貯

留
処

理
槽

）

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
－

－
○

－
－

屋
内

安
重

（
第

２
一

時
貯

留
処

理
槽

）

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
第

３
一

時
貯

留
処

理
槽

）

第
４

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
第

４
一

時
貯

留
処

理
槽

）

第
６

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
－

○
－

－
－

屋
内

安
重

（
第

６
一

時
貯

留
処

理
槽

）

第
1
.
7
.
1
8
－

１
表

　
主

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
備

分
類

そ
の

他
の

設
備

（
分

離
建

屋
）

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

重
大

事
故

等

系
統

機
能

重
大

事
故

等
に

対
処
す

る
た

め
の

流
路
，

通
水

先
，

注
水
先

，
供

給
先

，
排
出

元
等
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設
備

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

分
類

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

，
保

管
場

所

設
備

名
称

常
設
／

可
搬

型
臨

界
事

故
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ

る
蒸

発
乾

固

放
射

性
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発

有
機

溶
媒

等
に

よ
る

火
災

又
は

爆
発

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷

却
等

の
機

能
の

喪
失

屋
内

と
屋

外
の

両
方

該
当

す
る

場
合

は
「

屋
内

・
屋

外
」

と
併

記
安

重
／

非
安

重
設

備

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
－

○
－

－
－

屋
内

安
重

（
第

７
一

時
貯

留
処

理
槽

）

第
８

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
－

○
－

－
－

屋
内

安
重

（
第

８
一

時
貯

留
処

理
槽

）

高
レ

ベ
ル

廃
液

供
給

槽
常

設
－

○
－

－
－

屋
内

安
重

（
高

レ
ベ

ル
廃

液
供

給
槽

）

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃

縮
缶

）

第
1
.
7
.
1
8
－

１
表

　
主

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
備

分
類

そ
の

他
の

設
備

（
分

離
建

屋
）

系
統

機
能

重
大

事
故

等
に

対
処
す

る
た

め
の

流
路
，

通
水

先
，

注
水
先

，
供

給
先

，
排
出

元
等

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

重
大

事
故

等
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設
備

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

分
類

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

，
保

管
場

所

設
備

名
称

常
設
／

可
搬

型
臨

界
事

故
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ

る
蒸

発
乾

固

放
射

性
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発

有
機

溶
媒

等
に

よ
る

火
災

又
は

爆
発

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷

却
等

の
機

能
の

喪
失

屋
内

と
屋

外
の

両
方

該
当

す
る

場
合

は
「

屋
内

・
屋

外
」

と
併

記
安

重
／

非
安

重
設

備

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

供
給

槽
常

設
－

－
○

－
－

屋
内

安
重

（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
溶

液
供

給
槽

）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

常
設

－
○

○
－

－
屋

内
安

重
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

）

油
水

分
離

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
油

水
分

離
槽

）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽

常
設

－
○

○
－

－
屋

内
安

重
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽

）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

常
設

－
○

○
－

－
屋

内
安

重
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
常

設
－

－
○

○
－

屋
内

安
重

（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
液

受
槽

）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
液

一
時

貯
槽

）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽

常
設

－
○

○
－

－
屋

内
安

重
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽

）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
中

間
貯

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
液

中
間

貯
槽

）

リ
サ

イ
ク

ル
槽

常
設

－
○

○
－

－
屋

内
安

重
（

リ
サ

イ
ク

ル
槽

）

希
釈

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
希

釈
槽

）

重
大

事
故

等

第
1
.
7
.
1
8
－

１
表

　
主

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
備

分
類

そ
の

他
の

設
備

（
精

製
建

屋
）

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
流

路
，

通
水

先
，

注
水

先
，

供
給

先
，

排
出

元
等

系
統

機
能
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設
備

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

分
類

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

，
保

管
場

所

設
備

名
称

常
設
／

可
搬

型
臨

界
事

故
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ

る
蒸

発
乾

固

放
射

性
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発

有
機

溶
媒

等
に

よ
る

火
災

又
は

爆
発

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷

却
等

の
機

能
の

喪
失

屋
内

と
屋

外
の

両
方

該
当

す
る

場
合

は
「

屋
内

・
屋

外
」

と
併

記
安

重
／

非
安

重
設

備

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
－

○
－

－
－

屋
内

安
重

（
第

１
一

時
貯

留
処

理
槽

）

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
第

２
一

時
貯

留
処

理
槽

）

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
第

３
一

時
貯

留
処

理
槽

）

第
５

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
○

－
－

－
－

屋
内

非
安

重
（

第
５

一
時

貯
留

処
理

槽
）

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
常

設
○

－
○

－
－

屋
内

安
重

（
第

７
一

時
貯

留
処

理
槽

）

重
大

事
故

等
代

替
す

る
機

能
を

有
す

る
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設

系
統

機
能

第
1
.
7
.
1
8
－

１
表

　
主

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
備

分
類

そ
の

他
の

設
備

（
精

製
建

屋
）

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
流

路
，

通
水

先
，

注
水

先
，

供
給

先
，

排
出

元
等
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設
備

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

分
類

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

，
保

管
場

所

設
備

名
称

常
設
／

可
搬

型
臨

界
事

故
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ

る
蒸

発
乾

固

放
射

性
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発

有
機

溶
媒

等
に

よ
る

火
災

又
は

爆
発

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷

却
等

の
機

能
の

喪
失

屋
内

と
屋

外
の

両
方

該
当

す
る

場
合

は
「

屋
内

・
屋

外
」

と
併

記
安

重
／

非
安

重
設

備

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

常
設

－
○

○
－

－
屋

内
安

重
（

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

）

混
合

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
混

合
槽

）

一
時

貯
槽

常
設

－
○

○
－

－
屋

内
安

重
（

一
時

貯
槽

）

重
大

事
故

等
代

替
す

る
機

能
を

有
す

る
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
流

路
，

通
水

先
，

注
水

先
，

供
給

先
，

排
出

元
等

系
統

機
能

第
1
.
7
.
1
8
－

１
表

　
主

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
備

分
類

そ
の

他
の

設
備

（
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）
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設
備

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

分
類

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

，
保

管
場

所

設
備

名
称

常
設
／

可
搬

型
臨

界
事

故
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ

る
蒸

発
乾

固

放
射

性
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発

有
機

溶
媒

等
に

よ
る

火
災

又
は

爆
発

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷

却
等

の
機

能
の

喪
失

屋
内

と
屋

外
の

両
方

該
当

す
る

場
合

は
「

屋
内

・
屋

外
」

と
併

記
安

重
／

非
安

重
設

備

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
高

レ
ベ

ル
廃

液
混

合
槽

）

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

常
設

－
○

○
－

－
屋

内
安

重
（

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

）

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

常
設

－
○

○
－

－
屋

内
安

重
（

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

）

高
レ

ベ
ル

濃
縮

液
一

時
貯

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
高

レ
ベ

ル
濃

縮
液

一
時

貯
槽

）

供
給

槽
常

設
－

○
○

－
－

屋
内

安
重

（
供

給
槽

）

供
給

液
槽

常
設

－
○

○
－

－
屋

内
安

重
（

供
給

液
槽

）

第
1
.
7
.
1
8
－

１
表

　
主

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
備

分
類

そ
の

他
の

設
備

（
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

）

重
大

事
故

等

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
流

路
，

通
水

先
，

注
水

先
，

供
給

先
，

排
出

元
等

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

系
統

機
能
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第
1
.
7
.
1
8
－

２
表

 
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
環

境
温

度
，

環
境

圧
力

，
湿

度
及

び
放

射
線

 

＊
 

：
本

表
は

，
有

効
性

評
価

範
囲

（
拡

大
防

止
対

策
成

功
時

の
事

態
収

束
ま

で
）

に
お

け
る

環
境

条
件

を
示

す
。

 

※
１

：
1
0
m
S
v
/
h
を

超
え

る
と

き
は

，
操

作
時

間
の

制
限

や
遮

蔽
材

を
設

置
す

る
等

の
措

置
を

講
ず

る
。

 

※
２

：
環

境
温

度
が

上
昇

す
る

前
に

，
設

置
・

接
続

等
の

作
業

を
完

了
さ

せ
る

。
 

 
 

重
大

事
故

等
 

重
大

事
故

等
の

発
生

を
想

定
す

る
建

屋
内

 

（
前

処
理

建
屋

，
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

，
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
，

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
，

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
）
 

環
境

温
度

 
環

境
圧

力
 

湿
度

 
放

射
線
 

通
常

 
事

故
時

 
通

常
 

事
故

時
 

通
常

 
事

故
時

 
通

常
 

事
故

時
 

臨
界

事
故

 

W
/
G
/
Y
：

 

1
0
～

4
0
℃

 

作
業

場
所

は
通

常
温

度
 

W
：

大
気

圧
 

G
/
Y
：

-
2
0
P
a
[
g
a
g
e
]
 

W
：

大
気

圧
 

G
/
Y
：

-
2
0
P
a
[
g
a
g
e
]
 

（
通

常
状

態
）

 

外
気

と
運

転
状

態
に

よ
り

変
化

 

外
気

と
運

転
状

態
に

よ

り
変

化
 

（
通

常
状

態
）

 

W
：

≦
1
.
7
μ

S
v
/
h
 

G
/
Y
：

≦
5
0
0
μ

S
v
/
h
 

作
業

場
所

は
 

～
1
0
0
m
S
v
/
h
 

※
１

 

冷
却

機
能

喪
失

に
よ

る

蒸
発

乾
固

 
約

2
8
℃

 

～
約

8
0
℃

 

※
２

 

W
：

大
気

圧
 

G
/
Y
：

-
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建屋 確保する機能等 評価対象

使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋

使用済燃料受入れ設
備　燃料取出し設備

燃料仮置きラック 核的制限値（寸法） 寸法

使用済燃料貯蔵設備
燃料貯蔵設備

燃料貯蔵ラック 核的制限値（寸法） 寸法

使用済燃料貯蔵設備
燃料送出し設備

バスケット仮置き架台 落下・転倒防止 ボルト

前処理建屋 溶解設備 溶解槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第１よう素追出し槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第２よう素追出し槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

中間ポット 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

ハル洗浄槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

水バッファ槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

清澄・計量設備 中継槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

清澄機 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

リサイクル槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

計量前中間貯槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

計量・調整槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

計量補助槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

計量後中間貯槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

不溶解残渣回収槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

分離建屋 分離設備 溶解液中間貯槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

溶解液供給槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

抽出塔 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第１洗浄塔 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第２洗浄塔 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

ＴＢＰ洗浄塔 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

抽出廃液受槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

抽出廃液中間貯槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

抽出廃液供給槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

分配設備 プルトニウム分配塔 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

ウラン洗浄塔 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

プルトニウム溶液受槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

プルトニウム溶液中間貯槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

プルトニウム洗浄器 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第１一時貯留処理槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第２一時貯留処理槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第３一時貯留処理槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第７一時貯留処理槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第８一時貯留処理槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第４一時貯留処理槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第６一時貯留処理槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第５一時貯留処理槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第９一時貯留処理槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第10一時貯留処理槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

高レベル廃液供給槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

高レベル廃液濃縮缶 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

溶媒回収設備　溶媒
再生系　分離・分配
系

第１洗浄器 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第1.7.18－３表　安全機能に対する設備の耐震設計

対象設備

分離建屋一時貯留処
理設備

高レベル廃液濃縮設
備　高レベル廃液濃
縮系
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（つづき）

建屋 確保する機能等 評価対象

プルトニウム溶液供給槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第１酸化塔 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第１脱ガス塔 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

プルトニウム洗浄器 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第７一時貯留処理槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

第４一時貯留処理槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

希釈槽

第１一時貯留処理槽

第２一時貯留処理槽

第３一時貯留処理槽

プルトニウム濃縮液受槽

プルトニウム濃縮液計量槽

プルトニウム濃縮液中間貯槽

プルトニウム濃縮液一時貯槽

リサイクル槽

プルトニウム溶液受槽

油水分離槽

プルトニウム濃縮缶供給槽

プルトニウム濃縮缶

プルトニウム溶液一時貯槽

ウラン洗浄塔

補助油水分離槽

ＴＢＰ洗浄器

第２酸化塔

第２脱ガス塔

プルトニウム精製設
備

精製建屋一時貯留処
理設備

精製建屋

対象設備

抽出塔

核分裂生成物洗浄塔

逆抽出塔
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（つづき）

建屋 確保する機能等 評価対象

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

核的制限値（寸法） 寸法

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

脱硝装置 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

ウラン・プルトニウ
ム混合酸化物貯蔵建
屋

ウラン・プルトニウ
ム混合酸化物貯蔵設
備

貯蔵ホール 核的制限値（寸法） 寸法

高レベル濃縮廃液貯槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

高レベル濃縮廃液一時貯槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

不溶解残渣廃液貯槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

不溶解残渣廃液一時貯槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

高レベル廃液貯蔵設
備　共用貯蔵系

高レベル廃液共用貯槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

高レベル廃液混合槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

供給液槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

供給槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

ガラス溶融炉 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

廃ガス洗浄液槽 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

廃ガス洗浄器 放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

ガラス固化体貯蔵設
備

収納管及び通風管 冷却機能 冷却空気流路

第１ガラス固化体貯
蔵建屋

ガラス固化体貯蔵設
備

収納管及び通風管 冷却機能 冷却空気流路

前処理建屋，分離建
屋，精製建屋，ウラ
ン・プルトニウム混
合脱硝建屋，高レベ
ル廃液ガラス固化建
屋，分離建屋と精製
建屋を接続する洞
道，精製建屋とウラ
ン・プルトニウム混
合脱硝建屋を接続す
る洞道，分離建屋と
高レベル廃液ガラス
固化建屋を接続する
洞道

－
安全上重要な施設のうち，プルトニウ
ムを含む溶液及び高レベル廃液の主要
な流れを構成する配管

放射性物質の漏えい防止 閉じ込めバウンダリ

混合槽

一時貯槽

定量ポット

中間ポット

硝酸プルトニウム貯槽

高レベル廃液ガラス
固化設備

対象設備

ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝設備　溶
液系

ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋

高レベル廃液ガラス
固化建屋

高レベル廃液貯蔵設
備　高レベル濃縮廃
液貯蔵系

高レベル廃液貯蔵設
備　不溶解残渣廃液
貯蔵系

高レベル廃液ガラス
固化廃ガス処理設備

ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝設備　ウ
ラン・プルトニウム
混合脱硝系
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1.7.19 準拠規格及び基準 

  再処理施設は，下記に示す国内法令を満足するとともに，下記に示す規

格，基準等に準拠して設計する。 

  安全上重要な施設については，その施設の設計，材料の選定，製作及び

検査は，下記の適切な規格及び基準による。 

(１) 国内法令

ａ．原子力基本法 

ｂ．核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

ｃ．放射性同位元素等の規制に関する法律 

ｄ．放射線障害防止の技術的基準に関する法律 

ｅ．労働安全衛生法 

ｆ．労働基準法 

ｇ．高圧ガス保安法 

ｈ．消防法 

ｉ．毒物及び劇物取締法 

ｊ．電気事業法 

ｋ．建築基準法 

ｌ．そ の 他   

(２) 国内規格，基準，指針等

ａ．日本産業規格（ＪＩＳ） 

ｂ．空気調和・衛生工学会規格（ＳＨＡＳＥ） 

ｃ．日本エレベーター協会規格（ＪＥＡＳ） 

ｄ．日本建築学会各種構造設計及び計算基準（ＡＩＪ） 

ｅ．高圧ガス保安協会規格（ＫＨＫＳ） 

ｆ．電気学会電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

６－１－875



 ｇ．日本電気協会で規定する電気技術規程及び指針（ＪＥＡＣ，ＪＥ  

   ＡＧ） 

 ｈ．日本電気計測器工業会規格（ＪＥＭＩＳ） 

 ｉ．日本電機工業会規格（ＪＥＭ） 

 ｊ．日本電線工業会規格（ＪＣＳ） 

 ｋ．石油学会規格（ＪＰＩ） 

 ｌ．日本溶接協会規格（ＷＥＳ） 

 ｍ．工場電気設備防爆指針 

 ｎ．日本機械学会規格（ＪＳＭＥ） 

 ｏ．そ の 他   

(３) 審査指針等 

   再処理施設は，下記に示すａ及びｂに基づき，またその他を参考とし

設計する。 

 ａ．再処理施設安全審査指針 

 ｂ．核燃料施設安全審査基本指針 

 ｃ．その他関連安全審査指針等 

 (４) 国外の規格，基準等 

   なお，設計，材料の選定等に当たっては，原則として現行国内法規に

基づく規格，基準等によるが，これらに規定がない場合においては，

必要に応じて，十分使用実績があり，信頼性の高い以下に示す国外の

規格，基準等に準拠する。 

ａ．ＡＮＳＩ規格(American National Standards Institute) 

ｂ．ＡＳＴＭ規格(American Society for Testing and Materials) 

ｃ．ＩＥＥＥ規格(The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) 
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ｄ．ＡＳＭＥ規格(American Society of Mechanical Engineers) 

ｅ．ＢＳ規格(British Standards) 

ｆ．ＤＩＮ規格(Deutsches Institut fur Normung e.V.) 

ｇ．ＮＦ規格(Normes Francaises) 
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1.8 耐津波設計 

設計上考慮する津波から防護する施設は，事業指定基準規則の解釈

別記３に基づき安全機能を有する施設のうち耐震重要施設及び重大事

故等対処施設とし，これらの施設は大きな影響を及ぼすおそれがある

津波に対して必要な機能が損なわれないものとする。 

耐震重要施設，重大事故等対処施設のうち常設重大事故等対処設備

を設置する敷地及び可搬型重大事故等対処設備を保管する敷地は，標

高約50ｍから約55ｍ及び海岸からの距離約４ｋｍから約５ｋｍの地点

に位置しており，断層のすべり量が既往知見を大きく上回る波源を想

定した場合でも，より厳しい評価となるように設定した標高40ｍの敷

地高さへ津波が到達する可能性はなく，また，低レベル廃液処理建屋

及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋から導かれ，汀線部から沖合約

３ｋｍまで敷設する海洋放出管は，低レベル廃液処理建屋及び使用済

燃料受入れ・貯蔵管理建屋が標高約55ｍの敷地に設置することから，

海洋放出管の経路からこれらの建屋に津波が流入するおそれはない。 

したがって，津波によって，耐震重要施設の安全機能及び重大事故

等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるお

それはないことから，津波防護施設等を新たに設ける必要はない。 

なお，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，使用時に津波による

影響を受けるおそれのない場所を選定する。 

重大事故等対処施設について，当該設備の保管場所及び使用場所の

敷地高さを踏まえれば，耐津波設計を講じなくとも，重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれはない。 
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1.9 再処理施設に関する「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」への適合性 

1.9.1 概  要 

再処理施設は，事業指定基準規則に十分適合するように設計する。事業

指定基準規則に対する適合のための設計方針は，以下のとおりである。 
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1.9.2  核燃料物質の臨界防止 

（核燃料物質の臨界防止）  

第二条 安全機能を有する施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがない

ようにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置を

講じたものでなければならない。  

２ 再処理施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要

な設備を設けなければならない。  

 

 適合のための設計方針 

 第１項について 

安全機能を有する施設は，核燃料物質が臨界に達するおそれがない

ようにするため，以下の方針に基づき設計する。 

 (１) 単一ユニットの臨界安全 

単一ユニットについては，形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同

位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，適

切な臨界安全設計を行い，それに応じて適切な核的制限値を設定し臨

界安全を確保する設計とする。 

プルトニウム溶液を取り扱う機器は，原則として全濃度安全形状寸

法管理及び必要に応じて中性子吸収材の併用による臨界安全設計を行

う。 

核的制限値の設定に当たっては，取り扱う核燃料物質の物理的・化

学的性状並びにカドミウム，ほう素及びガドリニウムの中性子の吸収

効果並びに酸化物中の水分濃度，溶解槽中のペレット間隔，エンドピ

ース酸洗浄槽中のペレット間隔及び水の密度並びにセル壁構造材及び
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機器構造材の反射条件に関し，工程，ユニットの設置環境及び使用済

燃料の仕様も含めて，それぞれの想定される状態の変動の範囲におい

て，中性子増倍率が最も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計算

誤差も含めて，十分な安全余裕を見込んで設定する。 

また，核的制限値は，未臨界であることを保証できる値以下に設定

し，その設定に当たっては，十分に検証された計算コードシステムで

計算された実効増倍率が0.95以下となるようにする。 

濃度管理，質量管理及び可溶性中性子吸収材による臨界管理を行う

系統及び機器は，その単一故障又は誤動作若しくは運転員の単一誤操

作を想定しても，臨界にならない設計とするとともに，臨界管理され

ている系統及び機器から単一故障又は誤動作若しくは運転員の単一誤

操作によって，臨界管理されていない系統及び機器へ核燃料物質が流

入することがないように設計する。 

 (２) 複数ユニットの臨界安全 

複数ユニットについては，単一ユニット相互間の中性子相互干渉を

考慮し，直接的に計量可能な単一ユニット相互間の配置，間接的に管

理可能な単一ユニット相互間の配置，中性子吸収材の配置及び形状寸

法について適切な核的制限値を設定し，臨界安全を確保する設計とす

る。 

核的制限値の設定に当たっては，単一ユニット相互間の中性子の吸

収効果，減速条件及び反射条件に関し，核燃料物質移動時の核燃料物

質の落下，転倒及び接近の可能性も踏まえ，それぞれの想定される変

動の範囲において，反応度が最も大きくなる場合を仮定し，計算コー

ドの計算誤差を含めて，十分な安全余裕を見込んで設定する。 

また，核的制限値は，未臨界であることを保証できる値以下に設定
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するが，計算によって未臨界を保証できる値を決めるに当たっては，

以下の判定基準に従うこととする。 

十分に検証された計算コードシステムを使用する場合には，計算に

より得られた実効増倍率が0.95以下であること。 

複数ユニットの核的制限値の維持については，十分な構造強度をも

つ構造材を使用する等適切な対策を講ずる設計とする。 

 

 第２項について 

臨界が発生する可能性は極めて低いと考えられるが，臨界事故を想

定しても，公衆及び従事者の被ばくを最小限に抑えるため，以下の対

策を講ずる設計とする。 

 (１) 設計基準事故として臨界を想定している溶解施設の溶解槽並びに臨界

事故を想定した場合に，従事者に著しい放射線被ばくをもたらすおそ

れのあるセル及び室の周辺には，臨界の発生を直ちに検知するため臨

界警報装置を設置する。 

 (２) 多数の管理方法の組合せで臨界を防止していることにより，臨界管理

上重要な施設としている溶解施設の溶解槽では，万一臨界が発生した

場合においても，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び可溶性中性子

吸収材緊急供給系により，自動で中性子吸収材の注入による未臨界措

置が講じられる設計とする。 
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添付書類六の下記項目参照 

         1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

                 3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

                 4. 再処理設備本体 

                 5. 製品貯蔵施設 

                 9. その他再処理設備の附属施設 
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1.9.3 遮蔽等 

（遮蔽等） 

第三条 安全機能を有する施設は、運転時及び停止時において再処理

施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が

十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなけ

ればならない。 

２ 安全機能を有する施設は、工場等内における放射線障害を防止す

る必要がある場合には、次に掲げるものでなければならない。 

一 管理区域その他工場等内の人が立ち入る場所における線量を低

減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものとすること。 

二 放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において、迅速な対応をするために必要な操作ができるもの

とすること。 

 

 適合のための設計方針 

 第１項について 

安全機能を有する施設は，再処理施設からの直接線及びスカイシャ

イン線による公衆の線量が，運転時及び停止時において合理的に達成

できる限り低減できるよう再処理施設の配置を考慮した遮蔽設計を行

う。 

第２項について 

安全機能を有する施設は，工場等内における放射線障害を防止する

必要がある場合には，次の方針に基づき遮蔽設計を行う。 
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第一号について 

安全機能を有する施設は，放射線業務従事者の外部放射線による放

射線障害を防止できるように，以下のような放射線防護上の措置を講

ずる。 

 (１) 遮  蔽 

安全機能を有する施設は，外部放射線による放射線障害を防止する

ため，遮蔽設計区分を設け，各区分に定める基準線量率を満足するよ

う遮蔽設計を行う。また，開口部又は配管，ダクト等の壁貫通部に対

しては，迷路構造，遮蔽材を設置する等の処理をして放射線を遮蔽す

る設計とする。 

遮蔽設計に当たっては，遮蔽計算に用いる遮蔽材の形状，材質等を

考慮し，最も厳しい評価結果となるよう計算する。 

管理区域は，外部放射線に係る線量率の高低，空気中の放射性物質

の濃度又は床，壁及び天井の表面の放射性物質の密度に起因する汚染

の高低等を勘案して区分する。 

 (２) 換気設備 

換気設備は，汚染のおそれのある区域を，清浄区域より負圧に維持

できるようにするとともに，汚染の程度の低い区域から汚染の程度の

より高い区域に向かって空気を流し，汚染の拡大を防止する設計とす

る。 

 (３) 放射性物質の漏えい防止 

安全機能を有する施設は，放射性物質を限定した区域に閉じ込め，

放射性物質の漏えいを防止する設計とする。 

 (４) その他 

せん断機，溶解槽等の機器は，セル内に収納し，放射性物質を限定
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した区域に閉じ込めるとともに，セル遮蔽により機器等からの放射線

を低減する設計とする。 

再処理施設の運転の監視及び制御に必要な表示及び操作装置は，中

央制御室に配置し，また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設等の

運転の監視及び制御に必要な表示及び操作装置は，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の制御室に設置することにより，集中的に監視及び制御

ができる設計とする。 

第二号について 

安全機能を有する施設は，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において，放射線業務従事者が，必要な操作及び措置ができる遮

蔽設計及び換気設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.3 放射線の遮蔽に関する設計 

1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計 

6.  計測制御系統施設 

7.  放射性廃棄物の廃棄施設 

添付書類七の下記項目参照 

2.2 管理区域の管理 

5. 平常時における公衆の線量評価 
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1.9.4 閉じ込めの機能 

（閉じ込めの機能） 

第四条 安全機能を有する施設は、放射性物質を限定された区域に適切

に閉じ込めることができるものでなければならない。 

 

 適合のための設計方針 

安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区域に閉じ込める

機能を有する設計とするため，以下の設計を行うものとする。 

 (１) 放射性物質を内包する系統及び機器は，放射性物質が漏えいし難い

構造とする。また，使用する化学薬品等を考慮し，腐食し難い材料を

使用するとともに，腐食しろを確保する設計とする。 

 (２) プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル廃液を内包する系

統及び機器は，原則として，セル等に収納する設計とする。液体状の

放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の床にはステン

レス鋼製の漏えい液受皿を設置し，液体状の放射性物質がセル等に漏

えいした場合は，漏えい検知装置により検知し，漏えいの拡大を防止

するとともに，漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送し処

理できる設計とする。 

 (３) プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，

ウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器，セル等並びにこれら

を収納する建屋は，以下の事項を満足する気体廃棄物の廃棄施設を有

する設計とする。 

 ａ．気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい及び逆流を防止する

設計とする。 
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 ｂ．プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル廃液を内包する系

統及び機器，ウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器，セル

等並びにこれらを収納する建屋は，原則として，常時負圧に保ち，

それぞれの気圧は，原則として，建屋，セル等，系統及び機器の順

に気圧が低くなる設計とする。 

 ｃ．気体廃棄物の廃棄施設は，フィルタ，洗浄塔等により放射性物質を

適切に除去した後，主排気筒等から放出する設計とする。 

 ｄ．設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持，漏えい及び逆流

防止の機能を確保する設計とするとともに，一部の換気系統の機能

が損なわれた場合においても，再処理施設全体として気体の閉じ込

めの機能を確保する設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

         3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

         4. 再処理設備本体 

         5. 製品貯蔵施設 

         7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

         9. その他再処理設備の附属施設 
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1.9.5 火災等による損傷の防止 

（火災等による損傷の防止） 

第五条 安全機能を有する施設は、火災又は爆発により再処理施設の

安全性が損なわれないよう、火災及び爆発の発生を防止することが

でき、かつ、消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全機能

を有する施設に属するものに限る。）及び早期に火災発生を感知する

設備（以下「火災感知設備」という。）並びに火災及び爆発の影響を

軽減する機能を有するものでなければならない。 

２ 消火設備（安全機能を有する施設に属するものに限る。）は、破損、

誤作動又は誤操作が起きた場合においても安全上重要な施設の安全

機能を損なわないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

 第１項について 

   安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再処理施設の安全性が

損なわれないよう，火災及び爆発の発生を防止し，早期に火災発生を

感知し消火を行い，かつ，火災及び爆発の影響を軽減するために，以

下の対策を講ずる。 

 (１) 可燃性物質又は熱的に不安定な物質を使用又は生成する系統及び機

器は，適切に設定した熱的制限値及び化学的制限値を超えない設計と

する。 

 (２) 有機溶媒等を取り扱う設備は，有機溶媒等の温度をその引火点未満

に維持できる設計とする。 

 (３) 有機溶媒等を取り扱う設備をその内部に設置するセル，グローブボ
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ックス及び室は，適切に換気を行うことにより，当該施設から有機溶

媒等が漏えいした場合においても，火災及び爆発を防止できる設計と

する。 

 (４) 水素の発生のおそれがある設備は，塔槽類廃ガス処理設備に接続し，

適切に換気を行い，発生した水素が滞留しない設計とする。 

 (５) 水素を取り扱う又は水素の発生のおそれがある設備をその内部に設

置するセル，グローブボックス及び室は，適切に換気することにより，

当該設備から水素が漏えいした場合においてもそれが滞留しない設計

とし，かつ，当該設備を適切に接地し爆発を防止できる設計とする。 

 (６) 放射性物質を内包するグローブボックスのうち，当該機能を喪失す

ることで再処理施設の安全性を損なうおそれのあるものは，火災によ

り閉じ込め機能を損なうおそれのないよう，不燃性材料又は難燃性材

料を使用する設計とする。閉じ込め部材であるパネルに可燃性材料を

使用する場合は，パネルを難燃性材料により被覆する設計とする。 

 (７) 建屋内外で発生する一般的な火災及び爆発として，電気系統の機器

又はケーブルの短絡及び地絡，落雷及び地震の自然現象並びに漏えい

した潤滑油及び燃料油の引火に起因するものを考慮した設計とする。 

 (８) 安全機能を有する施設のうち，安全評価上その機能を期待する構築

物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，

系統及び機器を設置する区域に対し，火災区域及び火災区画を設定す

る。 

 また，上記以外に係る放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する

構築物，系統及び機器を設置する区域についても，火災区域に設定す

る。 

 設定する火災区域及び火災区画に対して，火災及び爆発の発生防止，
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火災の感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮

した火災防護対策を講ずる設計とする。 

 (９) 安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて機能を確

保する。 

 安全上重要な施設のうちその重要度と特徴を考慮し最も重要な設備

となる「プルトニウムを含む溶液又は粉末及び高レベル放射性液体廃

棄物の閉じ込め機能（異常の発生防止機能を有する排気機能）を有す

る気体廃棄物の廃棄施設の排風機」，「崩壊熱除去機能のうち安全冷

却水系の重要度の高いもの，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建

屋換気設備貯蔵室からの排気系」，「安全圧縮空気系」及び「上記機

能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源系統」に対しては，

以下ａ．～ｃ．のとおり系統分離対策を講ずる設計とする。 

 ａ．互いに相違する系列間が３時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離

されていること。 

 ｂ．互いに相違する系列間の水平距離が６ｍ以上あり，かつ，火災感知設

備及び自動消火設備が当該火災区域又は火災区画に設置されているこ

と。この場合，水平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存

在しないこと。 

 ｃ．互いに相違する系列間が１時間の耐火能力を有する隔壁等で分離され

ており，かつ，火災感知設備及び自動消火設備が当該火災区画に設置

されていること。 

 また，上記以外の多重化された安全上重要な施設は，施設に応じて

適切に系統分離を行うことで火災及び爆発により同時に冷却，水素掃

気，火災及び爆発の防止，臨界防止，遮蔽並びに閉じ込めの安全機能

を喪失することがない設計とする。 
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 (10) 各火災区域又は火災区画における安全上重要な施設への火災防護対

策の妥当性を内部火災影響評価ガイドを参考に評価し，安全上重要な

施設へ火災による影響を及ぼすおそれがある場合には，追加の火災防

護設計を講ずる。 

 (11) 上記に加え，再処理施設を対象とした火災防護対策を実施するため，

火災防護計画を策定する。 

 

 第２項について 

  消火設備の破損，誤作動又は誤操作が発生した場合においても安全上重

要な施設の安全機能を損なわないよう以下の設計とする。 

 (１) 電気盤室に対しては，消火剤に水を使用せず，かつ，電気的絶縁性

の高い消火剤を配置する。 

 (２) 非常用ディーゼル発電機は，不活性ガスを用いる二酸化炭素消火設

備の破損により流出する二酸化炭素の影響による給気不足を引き起こ

さないように外気より給気する構造とする。 

 (３) 電気絶縁性が大きく，揮発性が高いハロゲン化物消火設備を設置す

ることにより，設備の破損，誤作動又は誤操作により消火剤が放出し

ても，電気及び機械設備に影響を与えない設計とする。 

 (４) 固定式消火設備を設置するセルのうち，形状寸法管理機器を収納す

るセルの消火設備には，水を使用しないガス消火設備を選定する。 
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添付書類六の下記項目参照 

         1.5 火災及び爆発の防止に関する設計 

         1.7.5 セル及びグローブボックスに関する設計 

         1.7.15 溢水防護に関する設計 

         4. 再処理設備本体 

         6. 計測制御系統施設 

         7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

         9. その他再処理設備の附属施設 
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1.9.6 安全機能を有する施設の地盤 

（安全機能を有する施設の地盤） 

第六条 安全機能を有する施設は、次条第二項の規定により算定する

地震力（安全機能を有する施設のうち、地震の発生によって生ずる

おそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への

影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）にあ

っては、同条第三項に規定する基準地震動による地震力を含む。）が

作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持す

ることができる地盤に設けなければならない。 

２ 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわ

れるおそれがない地盤に設けなければならない。 

３ 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければ

ならない。 

 

 適合のための設計方針 

 第１項について 

   安全機能を有する施設は，耐震重要度分類のクラスに応じて算定する

地震力（耐震重要施設にあっては，基準地震動Ｓｓによる地震力を含

む。）が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支

持することができる地盤に設ける設計とする。 

 第２項について 

   耐震重要施設は，変形した場合においてもその安全機能が損なわれる

おそれがない地盤に設ける設計とする。 
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 第３項について 

   耐震重要施設は，変位が生じるおそれがない地盤に設ける設計とする。 

 

添付書類四の下記項目参照 

4. 地  盤 

6. 地  震 

添付書類六の下記項目参照 

1.6 耐震設計 
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1.9.7 地震による損傷の防止 

（地震による損傷の防止） 

第七条 安全機能を有する施設は、地震力に十分に耐えることができ

るものでなければならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機

能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への

影響の程度に応じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を

及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以

下「基準地震動による地震力」という。）に対して安全機能が損なわ

れるおそれがないものでなければならない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある

斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなけ

ればならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

 (１) 安全機能を有する施設は，耐震重要度分類に分類し，それぞれに応

じた耐震設計を行う。 

Ｓクラスの施設：自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に

直接関係しておりその機能喪失により放射性物質

を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質

を外部に放出する可能性のある事態を防止するた

めに必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出
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される放射性物質による影響を低減させるために

必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。 

Ｂクラスの施設：安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合

の影響がＳクラスに属する施設と比べ小さい施設。 

Ｃクラスの施設：Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設

以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性

が要求される施設。 

 (２) Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設は，以下に示す地震力に対

しておおむね弾性範囲に留まる設計とする。 

Ｓクラス：弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか

大きい方の地震力。 

Ｂクラス：静的地震力 

共振のおそれのある施設については，弾性設計用地震動

に２分の１を乗じた地震力。 

Ｃクラス：静的地震力 

 ａ．弾性設計用地震動による地震力 

   弾性設計用地震動は，基準地震動との応答スペクトルの比率の値

が，目安として 0.5 を下回らないような値で，工学的判断に基づい

て設定する。 

 ｂ．静的地震力 

 (ａ) 建物・構築物 

   水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃⅰに，次に示す施設の耐震重要

度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定す

るものとする。 

Ｓクラス  3.0 

６－１－897



Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

   ここで，地震層せん断力係数Ｃⅰは，標準せん断力係数Ｃ０を 0.2 以

上とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求めら

れる値とする。 

   また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃⅰ

に乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，耐震重要度分類の各

クラスともに 1.0 とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は 1.0 以

上とする。 

   Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な

方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度 0.3 以上を

基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求め

た鉛直震度より算定するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に

一定とする。 

 (ｂ) 機器・配管系 

   耐震重要度分類の各クラスの地震力は，上記(ａ)に示す地震層せん断力

係数Ｃⅰに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度

とし，当該水平震度及び上記(ａ)の鉛直震度をそれぞれ20％増しとした震

度より求めるものとする。なお，水平地震力と鉛直地震力とは同時に

不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ

方向に一定とする。 

 第３項について 

 (１) 基準地震動は，最新の科学的・技術的知見を踏まえ，敷地及び敷

地周辺の地質・地質構造，地盤構造並びに地震活動性等の地震学及

び地震工学的見地から想定することが適切なものを策定する。 

６－１－898



 (２) 耐震重要施設は，基準地震動による地震力に対して安全機能が損

なわれないよう設計する。 

 第４項について 

   耐震重要施設周辺においては，基準地震動による地震力に対して，

施設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれの

ある斜面はない。 

 

添付書類四の下記項目参照 

4. 地  盤 

6. 地  震 

添付書類六の下記項目参照 

1.6 耐震設計 
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1.9.8 津波による損傷の防止 

（津波による損傷の防止） 

第八条 安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全機能を有す

る施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」

という。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなけれ

ばならない。 

 

 適合のための設計方針 

   耐震重要施設であるＳクラスに属する施設の設置される敷地は，標高

約55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの地点に位置しており，断層のす

べり量が既往知見を大きく上回る波源を想定した場合でも，より厳し

い評価となるように設定した標高40ｍの敷地高さへ津波が到達する可

能性はなく，また，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵管理建屋から導かれ，汀線部から沖合約３ｋｍまで敷設する海洋放

出管は，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋

を標高約55ｍの敷地に設置することから，海洋放出管の経路からこれ

らの建屋に津波が流入するおそれはない。 

   したがって，津波によって，耐震重要施設であるＳクラスに属する施

設の安全機能が損なわれるおそれはないことから，津波防護施設等を

新たに設ける必要はない。 

添付書類四の下記項目参照 

8. 津  波 

添付書類六の下記項目参照 

1.8 耐津波設計 
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1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地震及び津

波を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能

を損なわないものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作

用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したもので

なければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、工場等内又はその周辺において想定され

る再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を

損なわないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

   安全機能を有する施設は，設計基準において想定される自然現象（地

震及び津波を除く。）に対して再処理施設の安全性を損なわない設計と

する。また，安全上重要な施設は，想定される自然現象により作用す

る衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮する。 

 (１) 風（台風） 

   敷地付近の気象観測所で観測された日最大瞬間風速は，八戸特別地域

気象観測所での観測記録（1951年～2018年３月）で41.7ｍ／ｓ（2017

年９月18日）である。安全機能を有する施設の設計に当たっては，こ
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の観測値を考慮し，建築基準法に基づく風荷重に対して安全機能を有

する施設の安全機能を確保すること若しくは風（台風）による損傷を

考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間で修理等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせるこ

とで，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (２) 竜  巻 

   日本で過去（1961年～2013年12月）に発生した最大の竜巻から，設計

竜巻の最大風速は92ｍ／ｓとなるが，竜巻に対する設計に当たっては，

蓄積されている知見の少なさといった不確定要素を考慮し，将来の竜

巻発生に関する不確実性を踏まえ，基準竜巻の最大風速を安全側に切

り上げて，設計竜巻の最大風速を100ｍ／ｓとし，安全機能を有する施

設の安全機能を損なわないよう，飛来物の発生防止対策及び竜巻防護

対策を行う。 

 

 ａ．飛来物の発生防止対策 

   竜巻により再処理事業所内の資機材が飛来物となり，安全機能を有す

る施設の安全機能を損なわないよう，以下の対策を行う。 

 (ａ) 飛来物となる可能性のあるものを固定，固縛，建屋収納又は敷地か

ら撤去する。 

 (ｂ) 車両の周辺防護区域内への入構の管理，竜巻の襲来が予想される場

合の車両の固縛又は飛来対策区域外の退避場所への退避を行う。 

 ｂ．竜巻防護対策 

   安全機能を有する施設は，設計荷重（竜巻）に対して安全機能を損な

わない設計とすること，若しくは竜巻による損傷を考慮して，代替設
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備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理を

行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能

を損なわない設計とする。安全上重要な施設は，竜巻防護対象施設と

し，建物の外壁及び屋根により建物全体で適切に防護することにより

安全機能を損なわない設計とすることを基本とする。屋外に設置され

る竜巻防護対象施設や，建物・構築物による防護が期待できない竜巻

防護対象施設については，設備による竜巻防護対策として，飛来物防

護板及び飛来物防護ネットを設置することにより安全機能を損なわな

い設計とする。 

   竜巻の発生に伴い，降雹が考えられるが，降雹による影響は竜巻防護

設計にて想定している設計飛来物の影響に包絡される。また，冬季に

おける竜巻の発生を想定し，積雪による荷重を適切に考慮する。 

    

 (３) 凍  結 

敷地付近の気象観測所で観測された日最低気温は，むつ特別地域気

象観測所での観測記録（1935年～2018年３月）によれば－22.4℃

（1984年２月18日），八戸特別地域気象観測所での観測記録（1937年

～2018年３月）によれば－15.7℃（1953年１月３日）である。安全機

能を有する施設の設計に当たっては，これらの観測値並びに敷地内及

び敷地周辺の観測値を適切に考慮するため，六ヶ所地域気象観測所の

観測値を参考にし，安全機能を確保すること若しくは凍結による損傷

を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障の

ない期間で修理等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせる

ことで，その安全機能を損なわない設計とする。 
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 (４) 高  温 

敷地付近の気象観測所で観測された日最高気温は，むつ特別地域気

象観測所での観測記録（1935年～2018年３月）によれば34.7℃（2012

年７月31日），八戸特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018

年３月）によれば37.0℃（1978年８月３日）である。安全機能を有す

る施設の設計に当たっては，これらの観測値並びに敷地内及び敷地周

辺の観測値を適切に考慮するため，六ヶ所地域気象観測所の観測値を

参考にし，安全機能を確保すること若しくは高温による損傷を考慮し

て代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間

で修理等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，

その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (５) 降  水 

敷地付近の気象観測所で観測された日最大降水量は，八戸特別地域

気象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）で160.0ｍｍ（1982年

５月21日），むつ特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年

３月）で162.5ｍｍ（1981年８月22日及び2016年８月17日），六ヶ所地

域気象観測所での観測記録（1976年４月～2020年３月）で208ｍｍ（19

90年10月26日）である。また，敷地付近で観測された日最大１時間降

水量は，八戸特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）

で67.0ｍｍ（1969年８月５日），むつ特別地域気象観測所での観測記

録（1937年～2018年３月）で51.5ｍｍ（1973年９月24日），六ヶ所地

域気象観測所での観測記録（1976年４月～2020年３月）で46ｍｍ（199

0年10月26日）である。安全機能を有する施設の設計に当たっては，こ

れらの観測記録を適切に考慮し，安全機能を確保すること若しくは降
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水による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと又はそれらを適切に

組み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (６) 積  雪 

   敷地付近の気象観測所で観測された最深積雪は，むつ特別地域気象観

測所での観測記録（1935年～2018年３月）によれば170ｃｍ（1977年２

月15日）であるが，六ヶ所地域気象観測所での観測記録（1973年～200

2年）による最深積雪量は190ｃｍ（1977年２月）である。したがって，

積雪荷重に対しては，これを考慮するとともに，建築基準法に基づき，

安全機能を有する施設の安全機能を確保すること若しくは積雪による

損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間で修理等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わ

せることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (７) 落  雷 

   安全機能を有する施設の設計においては，落雷によってもたらされる

影響及び再処理施設の特徴を考慮し，直撃雷に対する設計対処施設及

び間接雷に対する設計対処施設を選定して耐雷設計を行う。 

耐雷設計においては，再処理施設が立地する地域の気候，再処理事

業所及びその周辺で過去に観測された落雷データを踏まえるとともに，

観測値に安全余裕を見込んで，想定する落雷の規模を270ｋＡとする。 

   直撃雷に対する設計対処施設は，「原子力発電所の耐雷指針」（ＪＥ

ＡＧ4608-2007），建築基準法及び消防法に基づき，日本産業規格に準

拠した避雷設備を設置する設計とするとともに，避雷設備を構内接地
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系と連接することにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系

の電位分布の平坦化を図る。 

   間接雷による雷サージ抑制設計としては，270ｋＡの主排気筒への落

雷の影響に対して安全機能を損なわない設計とすること，若しくは落

雷による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わ

せることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (８) 火山の影響 

   安全機能を有する施設は，火山の影響が発生した場合においても安全

機能を損なわない設計とする。 

   安全上重要な施設は，再処理施設の運用期間中において再処理施設の

安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として設定した層厚55ｃｍ，密

度1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤状態）の降下火砕物に対し，以下のような設計

とすることにより安全機能を損なわない設計とする。 

 ａ．構造物への静的負荷に対して安全余裕を有する設計とすること 

 ｂ．構造物への粒子の衝突に対して影響を受けない設計とすること 

 ｃ．構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機

械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し難い設計とすること 

 ｄ．構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機

械的影響（磨耗）に対して磨耗し難い設計とすること 

 ｅ．構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化

学的影響（腐食）に対して短期での腐食が発生しない設計とすること 

 ｆ．敷地周辺の大気汚染に対して制御建屋中央制御室換気設備は降下火砕

物が侵入し難く，さらに外気を遮断できる設計とすること 
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 ｇ．電気系及び計測制御系の絶縁低下に対して，換気設備は降下火砕物が

侵入し難い設計とすること 

 ｈ．降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物の除去

や換気設備外気取入口のフィルタの交換又は清掃並びに換気設備の停

止又は循環運転の実施により安全機能を損なわない設計とすること 

 

   その他の安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能

を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行

うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損な

わない設計とする。 

   さらに，降下火砕物による間接的影響である７日間の外部電源喪失及

び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，再処理施

設の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続できるよう

にすることにより安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (９) 生物学的事象 

安全機能を有する施設は，生物学的事象として敷地周辺の生物の生

息状況の調査に基づいて鳥類，昆虫類，小動物，魚類，底生生物及び

藻類の再処理施設への侵入を防止又は抑制することにより,安全機能を

損なわない設計とする。換気設備の外気取入口，ガラス固化体貯蔵設

備の冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフト，屋外に設置す

る電気設備並びに給水処理設備に受け入れる水の取水口には，対象生

物の侵入を防止又は抑制するための措置を施し，安全機能を損なわな

い設計とする。 
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 (10) 森林火災 

安全機能を有する施設は，森林火災の影響が発生した場合において

も安全機能を損なわない設計とすること，若しくは森林火災による損

傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせること

により，その安全機能を損なわない設計とする。 

森林火災については，ＦＡＲＳＩＴＥによる影響評価により算出され

る最大火線強度に基づいた防火帯幅を敷地内に確保する設計とする。

また，火炎からの離隔距離の確保等により，外部火災防護対象施設を

収納する建屋外壁等の温度を許容温度以下とすることで，外部火災防

護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

上記に含まれない安全機能を有する施設については，森林火災によ

り損傷した場合を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障が生じない期間に修理を行うこと又はそれらを組み合わせ

ることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

森林火災により発生するばい煙の影響に対しては，外部火災防護対

象施設を収納する建屋の換気設備，外気を直接設備内に取り込む外部

火災防護対象施設は，フィルタによりばい煙の侵入を防止する設計と

するか，ばい煙が侵入しても閉塞を防止する構造とし，外部火災防護

対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

制御建屋の中央制御室については，制御建屋中央制御室換気設備の

外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気を再循環する

措置を講じ，運転員の居住性を確保する設計とする。また，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，必要に応じて外気
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との連絡口を遮断し，運転員への影響を防止する設計とする。 

 

 (11) 塩  害 

   再処理施設は海岸から約５ｋｍ離れており，塩害の影響は小さいと考

えられるが，換気設備の給気系への粒子フィルタの設置，直接外気を

取り込む施設の防食処理，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は

受電開閉設備の絶縁性の維持対策により，安全機能を有する施設の安

全機能を損なわない設計とする。 

 

 (12) 異種の自然現象の重畳及び自然現象と設計基準事故の組合せ 

   再処理施設の設計において考慮する自然現象については，その特徴を

考慮し，必要に応じて異種の自然現象の重畳を想定する。重畳を想定

する組合せの検討に当たっては，同時に発生する可能性が極めて低い

組合せ，再処理施設に及ぼす影響モードが異なる組合せ及び一方の自

然現象の評価に包絡される組合せを除外し，積雪及び風（台風）,積雪

及び竜巻，積雪及び火山の影響（降灰），積雪及び地震，風（台風）

及び火山の影響（降灰）並びに風（台風）及び地震の組合せを考慮す

る。 

   また，安全上重要な施設は，自然現象又はその組合せにより安全機能

を損なわない設計とする。安全上重要な施設の安全機能を損なわなけ

れば設計基準事故に至らないため，安全上重要な施設に大きな影響を

及ぼすおそれがあると想定される自然現象又はその組合せと設計基準

事故に因果関係はない。したがって，因果関係の観点からは，安全上

重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象

により安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる
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応力を組み合わせる必要はなく，安全上重要な施設は，個々の自然現

象又はその組合せに対して安全機能を損なわない設計とする。また，

安全上重要な施設は，設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考

えられる自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設

計基準事故時に生じる応力を適切に考慮する設計とする。 

 

第３項について 

   安全機能を有する施設は，設計基準において想定される人為事象に対

して再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 (１) 航空機落下 

   航空機落下評価ガイド等に基づき，工程単位で航空機落下に対する防

護設計の要否を確認することとし，安全機能を有する施設のうち安全

上重要な施設を収納する建屋及び安全機能の維持に必要な施設を対象

に航空機落下確率評価を行った。 

   建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする建物・構築物につ

いては１／10の係数を適用した。 

   最大の標的面積となるウラン・プルトニウム混合脱硝のウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び安全機能の維持に必要な施設を対象とした

場合，計器飛行方式民間航空機の航空機落下確率は2.3×10－10（回／

年），自衛隊機又は米軍機の航空機落下確率は4.5×10－８（回／年），航

空機落下確率の総和は，4.6×10－８（回／年）となり，防護設計の判断

基準である10－７（回／年）を超えないことから，追加の防護設計は必

要ない。 

 

 (２) 爆  発 
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安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される

爆発に対して安全機能を損なわない設計とすること，若しくは爆発に

よる損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせ

ることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

敷地周辺10ｋｍの範囲内に存在する石油コンビナートとしては，石油

備蓄基地があるが，危険物のみを有する施設であり，爆発の影響評価

の対象となる高圧ガスを貯蔵していない。 

   敷地周辺10ｋｍの範囲内に存在する高圧ガス貯蔵施設としては，敷地

内に設置されるＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫を対象

とする。 

   ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫は，高圧ガス保安法に

基づき，着火源を排除するとともに爆発時に発生する爆風や飛来物が

上方向に開放される構造として設計することから，外部火災防護対象

施設を収納する建屋等に対して影響を与えない設計とする。また，外

部火災防護対象施設を収納する建屋等は危険限界距離以上の離隔を確

保し，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (３) 近隣の産業施設の火災及び航空機墜落による火災 

 ａ．近隣の産業施設の火災 

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される

近隣の産業施設の火災に対して安全機能を損なわない設計とすること，

若しくは近隣の産業施設の火災による損傷を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理を行うこ

と又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損な
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わない設計とする。 

敷地周辺10ｋｍの範囲内に存在する石油コンビナートとしては，再処

理施設に与える影響が大きい石油備蓄基地（敷地西方向約0.9ｋｍ）を

対象とする。石油備蓄基地の原油タンク火災による輻射強度を考慮し

た場合においても，離隔距離の確保等により，外部火災防護対象施設

を収納する建屋外壁等の温度を許容温度以下とすることで，外部火災

防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

   また，敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災による輻射強度を考

慮した場合においても，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁

温度等を許容温度以下とすること等により外部火災防護対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。 

 ｂ．航空機墜落による火災 

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される航

空機墜落による火災に対して安全機能を損なわない設計とすること，

若しくは航空機墜落による火災による損傷を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理を行うこ

と又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損な

わない設計とする。 

航空機墜落による火災については，建屋外壁等の外部火災防護対象施

設を収納する建屋等への影響が厳しい地点に墜落した場合を想定し，

火炎からの輻射強度の影響により，建屋外壁等の温度上昇を考慮した

場合においても，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。また，熱影響により外部火災防護対象施設の安全機能を損な

うおそれがある場合には，耐火被覆又は遮熱板等の対策を講ずること

により安全機能を損なわない設計とする。 
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   さらに，航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の火災及び爆発と

の重畳を考慮した場合においても，外部火災防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

 ｃ．二次的影響（ばい煙及び有毒ガス） 

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される

近隣の産業施設の火災及び航空機墜落による火災により発生する二次

的影響（ばい煙及び有毒ガス）に対して安全機能を損なわない設計と

する。 

近隣の産業施設の火災及び航空機墜落による火災により発生するば

い煙の影響に対しては，外部火災防護対象施設を収納する建屋の換気

設備，外気を直接設備内に取り込む外部火災防護対象施設は，フィル

タによりばい煙の侵入を防止する設計とするか，ばい煙が侵入しても

閉塞を防止する構造とし，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

   制御建屋の中央制御室については，制御建屋中央制御室換気設備の外

気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気を再循環する措

置を講じ，運転員の居住性を確保する設計とする。また，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，必要に応じて外気と

の連絡口を遮断し，運転員への影響を防止する設計とする。 

 

 (４) 有毒ガス 

安全機能を有する施設は，敷地内及び敷地周辺で発生する有毒ガス

に対して安全機能を損なわない設計とする。また，再処理施設は，想

定される有毒ガスの発生に対し，制御建屋中央制御室換気設備により，

中央制御室の居住性を損なわない設計とする。 
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再処理施設周辺の固定施設で発生する可能性のある有毒ガスとして

は，六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化ウランが加水分解

して発生するふっ化ウラニル及びふっ化水素を想定する。これらの有

毒ガスが，再処理施設の安全機能に直接影響を及ぼすことは考えられ

ない。また，六ヶ所ウラン濃縮工場において六ふっ化ウランを正圧で

扱う工程における漏えい事故が発生したと仮定しても，六ふっ化ウラ

ンが加水分解して発生するふっ化ウラニル及びふっ化水素の濃度は公

衆に対する影響が十分に小さい値となることから，六ヶ所ウラン濃縮

工場の敷地外に立地する再処理施設の運転員に対しても影響を及ぼす

ことはない。 

   再処理施設周辺の可動施設から発生する有毒ガスについては，敷地周

辺には鉄道路線がないこと，最も近接する幹線道路については中央制

御室が設置される制御建屋までは約700ｍ離れていること及び海岸から

再処理施設までは約５ｋｍ離れていることから，幹線道路及び船舶航

路にて運搬される有毒ガスが漏えいしたとしても，再処理施設の安全

機能及び運転員に影響を及ぼすことは考え難い。 

   万一，六ヶ所ウラン濃縮工場又は可動施設から発生した有毒ガスが中

央制御室に到達するおそれがある場合には，必要に応じて制御建屋中

央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室

内空気を再循環する措置を講ずることにより，運転員への影響を防止

することで再処理施設の安全機能を損なわない設計とする。使用済燃

料受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても，必要に応じて外気と

の連絡口を遮断し，運転員への影響を防止することで再処理施設の安

全機能を損なわない設計とする。 

 

６－１－914



 

 

 (５) 電磁的障害 

   計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために必

要な計測制御設備及び安全保護回路は，日本産業規格に基づいたノイ

ズ対策を行うとともに，電気的及び物理的な独立性を持たせることに

より，安全機能を損なわない設計とする。安全上重要な施設以外の計

測制御設備については，その機能の喪失を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，代替設備による機能の確保ができない場合

は当該機能を必要とする運転を停止すること，安全上支障の生じない

期間に修理を行うこと又はそれらを組み合わせることにより，安全機

能を損なわない設計とする。 

 

 (６) 再処理事業所内における化学物質の漏えい 

安全機能を有する施設は，想定される再処理事業所内における化学

物質の漏えいに対し，安全機能を損なわない設計とする。 

再処理事業所内にて運搬及び貯蔵又は使用される化学物質としては，

試薬建屋の機器に内包される化学薬品，各建屋の機器に内包される化

学薬品並びに試薬建屋への受入れの際に運搬される化学物質がある。

このうち，人為事象として試薬建屋への受入れの際に運搬される化学

物質の漏えいを想定する。 

   これらの化学物質の漏えいによる影響としては，安全機能を有する施

設に直接被水すること等による安全機能への影響及び漏えいした化学

物質の反応等によって発生する有毒ガスによる人体への影響が考えら

れる。このうち，屋外で運搬又は受入れ時に化学物質の漏えいが発生

した場合については，12条「化学薬品の漏えいによる損傷の防止」に

て整理する。 
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   人体への影響の観点から，再処理施設の運転員に対する影響を想定し，

制御建屋中央制御室換気設備は外気の連絡口を遮断し，制御建屋の中

央制御室内空気の再循環運転を行うことができる設計とする。また，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室についても，必要に応

じて外気との連絡口を遮断し制御室内空気の再循環運転を行うことが

できる設計とする。 
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添付書類四の下記項目参照 

2. 気  象 

9. 火  山 

10. 竜  巻 

11. 生  物 

12. 落  雷 

添付書類六の下記項目参照 

1.1 安全設計の基本方針 

1.7.3 航空機に対する防護設計 

1.7.9 その他外部からの衝撃に対する考慮 

1.7.10 竜巻防護に関する設計 

1.7.11 外部火災防護に関する設計 

1.7.12 落雷に関する設計 

1.7.13 火山事象に関する設計 

2. 施設配置 

6. 計測制御系統施設 

9. その他再処理設備の附属施設 
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1.9.10 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 

（再処理施設への人の不法な侵入等の防止） 

第十条 工場等には、再処理施設への人の不法な侵入、再処理施設

に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、

又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること

及び不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律

（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正ア

クセス行為をいう。）を防止するための設備を設けなければなら

ない。 

 

適合のための設計方針 

再処理施設への人の不法な侵入，再処理施設に不正に爆発性又は

易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷す

るおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不

正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八

号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。）を核物質

防護対策として防止するため，以下の措置を講じた設計とする。 

 

 (１) 人の不法な侵入の防止 

   再処理施設への人の不法な侵入並びに核燃料物質等の不法な移

動又は妨害破壊行為を核物質防護対策として防止するため，区域の

設定，人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁

等の障壁による防護，巡視，監視，出入口での身分確認及び施錠管

理を行うことができる設計とする。  
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   核物質防護上の措置が必要な区域については，接近管理及び出入

管理を効果的に行うため，探知施設を設け，警報，映像等を集中監

視することができる設計とするとともに，核物質防護措置に係る関

係機関との通信及び連絡を行うことができる設計とする。  

   核物質防護上の措置が必要な区域における障壁，探知施設，通信

連絡設備は，設備の機能を維持するため，保守管理を実施するとと

もに，必要に応じ修理を行う。  

 (２) 爆発性又は易燃性を有する物件等の持込みの防止  

   再処理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に

危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み

（郵便物等による敷地外からの爆発物及び有害物質の持込みを含

む。）を核物質防護対策として防止するため，持込み点検を行うこ

とができる設計とする。  

   不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又

は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることの防

止に係る設備は，設備の機能を維持するため，保守管理を実施する

とともに，必要に応じ修理を行う。 

 (３) 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防止  

   不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を核物質防護対策と

して防止するため，情報システムが電気通信回線を通じた不正アク

セス行為（サイバーテロを含む。）を受けることがないように，当

該情報システムに対する外部からの不正アクセスを遮断すること

ができる設計とする。  

   外部からの不正アクセスを遮断する装置については，設備の機能

を維持するため，保守管理を実施するとともに，必要に応じ修理を
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行う。  

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.14 再処理施設への人の不法な侵入等の 

防止に関する設計 
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1.9.11 溢水による損傷の防止 

（溢水による損傷の防止） 

第十一条 安全機能を有する施設は、再処理施設内における溢水が発

生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならな

い。 

 

 適合のための設計方針 

   安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場

合においても安全機能を損なわない設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.15 溢水防護に関する設計 

9.   その他再処理設備の附属施設 
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1.9.12 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 

（化学薬品の漏えいによる損傷の防止） 

第十二条 安全機能を有する施設は、再処理施設内における化学薬品

の漏えいが発生した場合においても安全機能を損なわないものでな

ければならない。 

 

 適合のための設計方針 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における化学薬品の漏えいが発

生した場合においても安全機能を損なわない設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.15 溢水防護に関する設計 

1.7.16 化学薬品の漏えい防護に関する設計 

9.    その他再処理設備の附属施設 
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1.9.13 誤操作の防止 

（誤操作の防止） 

第十三条 安全機能を有する施設は、誤操作を防止するための措置を

講じたものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、容易に操作することができるものでなけれ

ばならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

   安全機能を有する施設は，誤操作を防止するための措置を講ずる設計

とする。 

   運転員の誤操作を防止するため，盤の配置及び操作器具，弁等の操作

性に留意するとともに，計器表示，警報表示により再処理施設の状態

が正確，かつ，迅速に把握できる設計とする。また，保守点検におい

て誤りを生じにくいよう留意した設計とする。 

   安全機能を有する施設の制御盤は，設備の監視及び制御が可能となる

ように，計器表示，警報表示及び操作器具を配置するとともに，計器

表示，警報表示は，運転員の誤判断を防止し，再処理施設の状態を正

確，かつ，迅速に把握できるよう，色分けや銘板により容易に識別で

きる設計とする。操作器具は，系統ごとにグループ化した配列にする

とともに，色，形状等の視覚的要素により容易に識別できる設計とす

る。 

   運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後，ある時間までは，

運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保されるよう，時

間余裕が少ない場合においても安全保護回路により，異常事象を速や
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かに収束させることが可能な設計とする。 

   さらに，安全機能を有する施設の機器，弁等は，系統等による色分け

や銘板取り付けなどの識別管理や視認性の向上を行うとともに，施錠

管理により誤りを生じにくいよう留意した設計とする。 

 

第２項について 

   安全上重要な施設は，容易に操作することができる設計とする。 

   運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生した状況下（混乱し

た状態等）にあっても，誤操作を防止するための措置を講じた中央制

御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制御盤や

現場の機器，弁等により，簡単な手順によって必要な操作が可能な設

計とする。 

   また，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の制御盤は，操作器具，警報表示等の盤面器具を系統ごとにグルー

プ化して集約し，操作器具の統一化（色，形状，大きさ等の視覚的要

素での識別），並びに，操作器具の操作方法に統一性を持たせることで，

通常運転，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故時において運転

員の誤操作を防止するとともに，容易に操作することができる設計と

する。 

   中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室以外

における操作が必要な安全上重要な施設の機器，弁等に対して，系統

等による色分けや銘板取り付けなどの識別管理や視認性の向上を行い，

運転員が容易に操作することができる設計とする。 
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   添付書類六の下記項目参照 

1.7.17 誤操作の防止に関する設計 

6.   計測制御系統施設 
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1.9.14 安全避難通路等 

（安全避難通路等） 

第十四条 再処理施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別で

きる安全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難

用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照

明を除く。）及びその専用の電源 

 

適合のための設計方針 

 第１項第一号について 

   再処理施設の建屋内及びその他の人が立ち入る区域には，安全避難通

路を設ける設計とする。また，安全避難通路には，必要に応じて，単

純，明確及び永続性のある標識並びに誘導灯及び非常灯を設け，その

位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計と

する。 

 第１項第二号について 

   再処理施設には，照明用の電源が喪失した場合においても機能を損な

わない避難用の照明として，誘導灯及び非常灯を設ける設計とし，誘

導灯及び非常灯は，事業所内のディーゼル発電機，灯具に内蔵した蓄

電池からの給電により，外部からの電源が喪失した場合においてもそ

の機能を損なわない設計とする。 
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 第１項第三号について 

   再処理施設には，昼夜及び場所を問わず，再処理施設内で事故対策の

ための作業が可能となるよう，設計基準事故が発生した場合に用いる

作業用照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源を設け

る設計とする。 

   再処理施設としては，設計基準事故が発生した場合において，再処理

施設の状態を監視及び制御するために必要な中央制御室並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，運転保安灯，直流非常

灯又は蓄電池内蔵型照明を設ける設計とし，必要な監視，操作等が確

実に行えるように非常灯と同等以上の照度を有する設計とする。 

   中央制御室の運転保安灯は，外部電源が喪失した場合においてもその

機能を損なわないように 6.9ｋＶ非常用主母線に接続し，第２非常用デ

ィーゼル発電機から電力を供給する設計とする。 

   中央制御室の直流非常灯は，第２非常用蓄電池に接続し，全交流動力

電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が重大

事故等対処設備から開始される前までの間，点灯可能な設計とする。 

   中央制御室の蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時から重大事

故等に対処するために必要な電力の供給が重大事故等対処設備から開

始される前までの間，点灯可能な内蔵蓄電池を備える設計とする。 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転保安灯は，外部

電源が喪失した場合においてもその機能を損なわないように 6.9ｋＶ非

常用母線に接続し，第１非常用ディーゼル発電機から電力を供給する

設計とする。 

 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の直流非常灯は，第１
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非常用蓄電池に接続し，全交流動力電源喪失時においてもその機能を

損なわない設計とする。 

   また，現場作業の緊急性との関連において，設計基準事故の収束後の

火災の鎮火確認や漏えい液の回収系統のライン形成を行う場合など，

仮設照明の準備に時間的猶予がある場合には，初動操作に対応する当

直（運転員）が滞在している中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室に配備する可搬型照明を活用する設計とする。 

   これらの作業用の照明により，設計基準事故等で操作が必要となる場

所及びそのアクセスルートの照明を確保でき，昼夜及び場所を問わず，

再処理施設で事故対策のための作業が生じた場合に作業が可能となる

設計とする。 

 

    添付書類六の下記項目参照 

2. 施設配置 

9.  その他再処理設備の附属施設 
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1.9.15 安全機能を有する施設 

（安全機能を有する施設） 

第十五条 安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて、

その機能が確保されたものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、機械又は器具の単一故障（単一の原因によっ

て一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと（従属要因による

多重故障を含む。）をいう。以下同じ。）が発生した場合においても

その機能を損なわないものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至る

までの間に想定される全ての環境条件において、その安全機能を発揮

することができるものでなければならない。 

４ 安全機能を有する施設は、その健全性及び能力を確認するため、そ

の安全機能の重要度に応じ、再処理施設の運転中又は停止中に検査又

は試験ができるものでなければならない。 

５ 安全機能を有する施設は、その安全機能を健全に維持するための適

切な保守及び修理ができるものでなければならない。 

６ 安全機能を有する施設は、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴

う飛散物により、その安全機能を損なわないものでなければならない。 

７ 安全機能を有する施設は、二以上の原子力施設と共用する場合には、

再処理施設の安全性を損なわないものでなければならない。 

 

 適合のための設計方針 

第１項について 

   再処理施設のうち，安全機能を有する構築物，系統及び機器を，安
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全機能を有する施設とする。 

   また，安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又

は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時

に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，

放射性物質又は放射線が工場等外へ放出されることを抑制し又は防止

する構築物，系統及び機器から構成される施設を，安全上重要な施設

とする。 

   安全機能を有する施設の設計，材料の選定，製作及び検査に当たっ

ては，原則として現行国内法規に基づく規格及び基準によるものとす

る。また，これらに規定がない場合においては，必要に応じて，十分

実績があり，信頼性の高い国外の規格，基準等に準拠する。 

 

第２項について 

 （１） 安全上重要な系統及び機器については，それらを構成する動的機器

に単一故障を仮定しても，所定の安全機能を果たし得るように多重性

又は多様性を有する設計とする。 

   再処理施設の所内動力用電源は，外部電源として電力系統に接続さ

れる154ｋＶ送電線２回線の他に，非常用所内電源として第１非常用デ

ィーゼル発電機２台及び第２非常用ディーゼル発電機２台を設け，安

全上重要な系統が要求される機能を果たすために必要な容量を持つ設

計とする。 

   安全保護回路を含む安全上重要な施設の安全機能を維持するために

必要な計測制御設備は，動的機器に単一故障を仮定しても，所定の安

全機能を果たし得るよう多重化又は多様化によって対応するとともに，

電気的・物理的な独立性を有する設計とする。 
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 （２） 安全上重要な系統は，単一故障を仮定しても，安全上支障のない期

間内に運転員等による原因の除去又は修理が期待できる場合は，多重

化又は多様化の配慮をしなくてもよいものとする。 

 

第３項について 

安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至る

までの間に想定される圧力，温度，湿度，線量等各種の環境条件にお

いて，その安全機能を発揮できる設計とする。 

なお，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の解析に当たって

は，工程の運転状態を考慮して解析条件を設定するとともに，その間

にさらされると考えられる圧力，温度，湿度，線量等各種の環境条件

について，事象が発生してから収束するまでの間の計測制御系，安全

保護回路，安全上重要な施設等の作動状況及び当直（運転員）の操作

を考慮する。また，使用するモデル及び温度，圧力，流量その他の再

処理施設の状態を示す事項は，評価の結果が，より厳しい評価になる

よう選定する。 

 

第４項について 

   安全機能を有する施設は，必要に応じ，それらの安全機能が健全に

維持されていることを確認するために，再処理施設の運転中又は定期

点検等停止時に安全機能を損なうことなく適切な方法により試験及び

検査ができる設計とする。 
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第５項について 

   安全機能を有する施設は，それらの安全機能を健全に維持するため

の適切な保守及び修理ができる設計とする。 

   また，多量の放射性物質を内包する機器については，必要に応じて

ブロック閉止壁を設置する等により，それらへの接近可能性も配慮し

た設計とする。 

 

第６項について 

   安全機能を有する施設は，再処理施設内におけるポンプその他の機

器又は配管の損壊に伴う飛散物によって，その安全機能を損なわない

設計とする。 

内部発生飛散物とは，ガス爆発，重量機器の落下等によって発生す

る飛散物をいう。なお，二次的飛散物，火災，化学反応，電気的損傷，

配管の損傷，機器の故障等の二次的影響も考慮するものとする。 

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物防護対象設備として

は，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく

抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，内

部発生飛散物により冷却，水素掃気，火災・爆発の防止，臨界の防止

等の安全機能を損なわないよう内部発生飛散物の発生を防止すること

により，安全機能を損なわない設計とする。 

その他の安全機能を有する施設については，内部発生飛散物に対し

て機能を維持すること若しくは内部発生飛散物による損傷を考慮して

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間で

の修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その

安全機能を損なわない設計とする。 
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第７項について 

   安全機能を有する施設は，原子力施設間での共用によって安全性を

損なうことのない設計とする。 

 

 

添付書類六の下記項目参照 

1. 安全設計 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

4. 再処理設備本体 

5. 製品貯蔵施設 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

9. その他再処理設備の附属施設 

添付書類八の下記項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 
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1.9.16 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止 

（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止） 

第十六条 安全機能を有する施設は、次に掲げる要件を満たすもので

なければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化時において、パラメータを安全設計上

許容される範囲内に維持できるものであること。 

二 設計基準事故時において、工場等周辺の公衆に放射線障害を及

ぼさないものであること。 

 

 適合のための設計方針 

   再処理施設の設計の基本方針に深層防護の考え方が適切に適用されてい

ることを確認するために，再処理施設に関して技術的に見て想定される異

常事象の中から事故等を選定し，以下のとおり安全対策の妥当性を評価す

る。 

事故等の拡大の防止の観点から，安全機能を有する施設は，次に掲げる

要件を満たす設計とする。 

 (１) 運転時の異常な過渡変化時において，パラメータ（温度，圧力，流量

その他の再処理施設の状態を示す事項）を安全設計上許容される範囲

内に維持できるものであること。 

 (２) 設計基準事故時において，安全上重要な施設の機能により，工場等周

辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。 

   事故等の評価については，「異常事象を速やかに収束させ，又はその拡

大を防止し，あるいはその結果を緩和することを主たる機能とする系統」

の妥当性を確認する観点から， 
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 (１) 運転時の異常な過渡変化 

 (２) 設計基準事故 

 ａ．冷却機能，水素掃気機能等の安全上重要な施設の機能喪失 

 ｂ．溶媒，試薬，水素，金属微粒子及び固体廃棄物による火災，爆発 

 ｃ．臨界 

 ｄ．その他評価が必要と認められる以下の事象 

 (ａ) 各種機器及び配管の破損及び故障による漏えい 

 (ｂ) 使用済燃料集合体等の取扱いに伴う落下又は破損 

 (ｃ) 短時間の全動力電源の喪失 

 

 を選定し評価する。 

   事故等の評価における線量の解析に当たっての環境に放出された放射性

物質の大気中の拡散については，「発電用原子炉施設の安全解析に関する

気象指針（昭和57年１月28日原子力安全委員会決定）」（以下「気象指

針」という。）を準用する。 

 

添付書類八の下記項目参照 

           1. 安全評価に関する基本方針 

           2. 運転時の異常な過渡変化 

           3. 設計基準事故 
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1.9.17 使用済燃料の貯蔵施設等 

（使用済燃料の貯蔵施設等） 

第十七条 再処理施設には、次に掲げるところにより、使用済燃料の

受入れ施設（安全機能を有する施設に属するものに限る。）及び貯蔵

施設（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を設けなければ

ならない。 

一 使用済燃料を受け入れ、又は貯蔵するために必要な容量を有す

るものとすること。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものであること。 

２ 再処理施設には、次に掲げるところにより、製品貯蔵施設（安全

機能を有する施設に属するものに限る。）を設けなければならない。 

一 製品を貯蔵するために必要な容量を有するものとすること。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものであること。 

 

 適合のための設計方針 

 第１項について 

   使用済燃料の貯蔵容量は，最大再処理能力800ｔ・ＵＰｒ／ｙでの再処

理に対して受け入れた使用済燃料を３年間以上貯蔵できる3,000ｔ・ 

ＵＰｒとし，燃料貯蔵プール・ピット等では，使用済燃料の崩壊熱によ

る過度な温度上昇を防ぐため，１系統で必要な崩壊熱除去機能を有す

るプール水冷却系を２系統設ける設計とする。また，使用済燃料を取

り出すまでの間，キャスクを保管する使用済燃料収納使用済燃料輸送

容器保管庫は，冷却空気の流路を確保し，キャスクに収納された使用

済燃料の崩壊熱を自然冷却により除去し，構造物の健全性を維持でき
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る設計とする。 

 

 第２項について 

   ＵＯ３の貯蔵容量は，4,000ｔ・Ｕ（ここでいうｔ・Ｕは金属ウラン

質量換算である。）のＵＯ３を貯蔵できる容量を有する設計とする。な

お，ＵＯ３については，崩壊熱量が少ないため常時冷却の必要はない。 

   ＭＯＸの貯蔵容量は，60ｔ・（Ｕ＋Ｐｕ）（ここでいうｔ・（Ｕ＋Ｐ

ｕ）は金属ウラン及び金属プルトニウム質量換算である。）のＭＯＸを

貯蔵できる容量とし，混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱による過度な

温度上昇を防ぐため，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気

設備の多重化した排風機により崩壊熱を除去する設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.1 崩壊熱除去に関する設計 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

5. 製品貯蔵施設 
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1.9.18 計測制御系統施設 

（計測制御系統施設） 

第十八条 再処理施設には、次に掲げるところにより、計測制御系統

施設を設けなければならない。 

一 安全機能を有する施設の健全性を確保するために監視すること

が必要なパラメータは、運転時、停止時及び運転時の異常な過渡

変化時においても想定される範囲内に制御できるものとすること。 

二 前号のパラメータは、運転時、停止時及び運転時の異常な過渡

変化時においても想定される範囲内で監視できるものとすること。 

三 設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講じる

ために必要なパラメータは、設計基準事故時に想定される環境下に

おいて、十分な測定範囲及び期間にわたり監視できるものとするこ

と。 

四 前号のパラメータは、設計基準事故時においても確実に記録され、

及び当該記録が保存されるものとすること。 

 

 適合のための設計方針 

第一号について 

核計装設備及び主要な工程計装設備における安全機能を有する施設

の健全性を確保するため，核計装設備の臨界安全管理の観点による，

ガンマ線，中性子等の放射線の測定，並びに主要な工程計装設備によ

る再処理施設の各施設の温度，圧力，流量，液位，密度，濃度等を想

定される範囲内に制御できる設計とする。 
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第二号について 

   第一号のパラメータは，必要な対策を講じ得るように，核計装設備，

主要な工程計装設備等により，想定される範囲内で監視できる設計と

する。 

 

第三号について 

   設計基準事故時においても，核計装設備の臨界安全管理の観点による，

ガンマ線，中性子等の放射線の測定，並びに主要な工程計装設備によ

る再処理施設の各施設の温度，圧力，流量，液位，密度，濃度等は，

設計基準事故時に想定される環境下において，十分な測定範囲及び期

間にわたり監視できる設計とする。 

 

第四号について 

   設計基準事故時においても，核計装設備の状態を監視するために必要

なガンマ線，中性子等の放射線の測定，並びに主要な工程計装設備に

よる再処理施設の各施設の状態を監視するために必要な温度，圧力，

流量，液位，密度，濃度等のパラメータは，事象の経過後において参

照できるよう，確実に記録され，及び当該記録が保存される設計とす

る。 

 

          添付書類六の下記項目参照 

            6. 計測制御系統施設 
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1.9.19 安全保護回路 

（安全保護回路） 

第十九条 再処理施設には、次に掲げるところにより、安全保護回路（安

全機能を有する施設に属するものに限る。以下この条において同

じ。）を設けなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合におい

て、これらの異常な状態を検知し、これらの核的、熱的及び化学的

制限値を超えないようにするための設備の作動を速やかに、かつ、

自動的に開始させるものとすること。 

二 火災、爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが

生じたときに、これらを抑制し、又は防止するための設備（前号に

規定するものを除く。）の作動を速やかに、かつ、自動的に開始さ

せるものとすること。 

三 計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場合であって、

単一故障が生じた場合においても当該安全保護回路の安全保護機能

が失われないものとすること。 

 

適合のための設計方針 

第一号について 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合において，

これらの異常な状態を検知し，これらの核的，熱的及び化学的制限値

を超えないよう，温度計により液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液

濃縮缶加熱蒸気温度を計測し，加熱蒸気温度高により加熱蒸気遮断を

目的とした弁が閉となり工程停止となる機能を有する設備等の作動を

速やかに，かつ，自動で開始させる設計とする。 
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第二号について 

火災，爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生

じたときに，これらを抑制し，防止するため，交流不足電圧継電器に

より外部電源喪失を検知し，建屋給気閉止ダンパを閉止する機能を有

する設備等（第一号に規定するものを除く。）の作動を速やかに，か

つ，自動で開始させる設計とする。 

 

第一号及び第二号について 

第一号及び第二号の要求事項に対して，運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故に対処するために必要な以下の15回路を安全保護回路

として選定する。 

(１) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高によ

る加熱停止回路 

(２) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断

処理施設のせん断機のせん断停止回路 

(３) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 

(４) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(５) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回

路 

(６) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高に

よる加熱停止回路 

(７) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路 

(８) 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回 

   路 
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(９) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度

高による加熱停止回路 

(10) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

(11) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

(12) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ

の閉止回路（分離建屋） 

(13) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ

の閉止回路（精製建屋） 

(14) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラ

ス流下停止回路 

(15) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダン

パの閉止回路 

 

第三号について 

計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場合であって，

単一故障が生じた場合においても当該安全保護回路の安全保護機能が

失われない設計とする。 

安全保護回路は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱

蒸気温度高による加熱停止回路等の変換器，アイソレータ及び検出器

を計測制御系統施設の計測制御設備と共用する以外は，計測制御設備

とは完全に分離する等，計測制御設備での故障が安全保護回路に影響

を与えない設計とする。 

計測制御系統施設の計測制御設備と安全保護回路は，電源，検出器

等を，原則として分離する設計とする。温度計等の検出部を計測制御

設備の表示，記録用検出部と一部共用する場合は，当該温度計等を安

６－１－942



全保護回路として単一故障等を考慮する設計とし，計測制御設備の短

絡，地絡又は断線によって安全保護回路に影響を与えない設計とする。 

 

             添付書類六の下記項目参照 

6. 計測制御系統施設 
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1.9.20 制御室等 

（制御室等） 

第二十条 再処理施設には、次に掲げるところにより、制御室（安全機

能を有する施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を

設けなければならない。 

一 再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視

できるものとすること。 

二 主要な警報装置及び計測制御系統設備を有するものとすること。 

三 再処理施設の外の状況を把握する設備を有するものとすること。 

２ 分離施設、精製施設その他必要な施設には、再処理施設の健全性

を確保するために必要なパラメータを監視するための設備及び再処

理施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うこと

ができる設備を設けなければならない。 

３ 制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が制

御室に出入りするための区域には、設計基準事故が発生した場合に

再処理施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支

障なく制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をと

るための操作を行うことができるよう、遮蔽その他の適切な放射線

防護措置、気体状の放射性物質及び制御室外の火災又は爆発により

発生する有毒ガスに対する換気設備の隔離その他の当該従事者を適

切に防護するための設備を設けなければならない。 
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適合のための設計方針 

第１項について 

   再処理施設には，再処理施設の運転の状態を連続的に監視及び制御す

るため，制御室を設ける設計とする。 

 

第１項第１号について 

   再処理施設の健全性を確保するために，制御室に設ける監視制御盤及

び安全系監視制御盤により，ウランの精製施設に供給される溶液中の

プルトニウム濃度，可溶性中性子吸収材を使用する場合にあっては，

その濃度，使用済燃料溶解槽内の温度，蒸発缶の温度及び圧力，廃液

槽の冷却水の流量及び温度，機器内の溶液の液位，燃料貯蔵プール水

位等の主要なパラメータを監視できる設計とする。また，設計基準事

故時において，設計基準事故の状態を知り対策を講じるために必要な

パラメータである可溶性中性子吸収剤の濃度等の監視が可能な設計と

する。 

 

第１項第２号について 

   制御室には，主要な警報装置及び計測制御系統設備として監視制御盤

及び安全系監視制御盤を設ける設計とする。 

 

第１項第３号について 

   再処理施設に影響を及ぼす可能性があると想定される自然現象等に加

え，昼夜にわたり再処理事業所内の状況を，暗視機能等を持った屋外

の監視カメラを遠隔操作することにより制御室にて把握することがで

きる設計とする。なお，監視カメラの操作は，中央制御室が主として
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行い，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室でも操作が可能

な設計とする。 

   また，地震，竜巻等による再処理事業所内の状況の把握に有効なパラ

メータは，気象観測設備等で測定し中央制御室にて確認できる設計と

する。これらの気象情報等は，中央制御室内のファクシミリ等により

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室でも把握できる設計と

する。 

   さらに，制御室に公的機関から気象情報を入手できる設備を設置し，

地震，竜巻情報等を入手できる設計とする。 

 

第２項について 

   分離施設，精製施設その他必要な施設には，冷却，水素掃気又は閉じ

込め機能に係る再処理施設の安全性を確保するために必要なパラメー

タを監視するための設備として，安全冷却水の供給圧力，安全圧縮空

気系の貯槽圧力又は液位等を表示する設備を設けるとともに，冷却に

係る安全冷却水系の故障系列の隔離，水素掃気に係わる安全圧縮空気

系の空気圧縮機の起動及び停止，空気貯槽の切り替え，安全圧縮空気

系の故障系列の隔離，閉じ込めに係る換気系統のダンパ閉止，安全蒸

気ボイラの起動及び停止並びに非常用ディーゼル発電機の起動及び停

止の操作を手動により行うことができる設備を設ける設計とする。 

 

第３項について 

制御室及びこれに連絡する通路及びに運転員その他の従事者が制御

室に出入りするための区域には，設計基準事故が発生した場合に運転

員その他の従事者が一定期間とどまり，再処理施設の安全性を確保す

６－１－946



 

るための措置がとれるよう，以下の設計及び措置を講ずる。 

 (１) 設計基準事故発生後，設計基準事故の対処をすべき運転員その他の

従事者が制御室に接近できるよう，これらの制御室へのアクセス通路

を確保する設計とする。 

 

 (２) 制御室には，運転員その他の従事者が過度の放射線被ばくを受けな

いような遮蔽を設ける設計とする。具体的に，想定される最も過酷な

事故時においても，「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

の規定に基づく線量限度等を定める告示」に定められた緊急作業に係

る放射線業務従事者の線量限度を十分に下回るように遮蔽を設ける。 

ここで想定される最も過酷な事故時としては，「運転時の異常な過

渡変化」を超える事象のうち，実効線量の最も大きな「短時間の全交

流動力電源の喪失」を対象とし，「原子力発電所中央制御室の居住性

に係る被ばく評価手法について（内規）」（平成21・7・27原院第１号

平成21年8月12日）に定める想定事故相当のソースタームを基とした数

値，評価手法及び評価条件を使用して評価を行う。 

 

 (３) 中央制御室の換気は，設計基準事故時，屋外での火災又は爆発時，

その他の異常状態が発生した時に，外気との連絡口を遮断し，運転員

その他の従事者を放射線被ばく及び火災又は爆発によって発生した有

毒ガスから防護できる設計とする。 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気は，屋

外での火災又は爆発時，その他の異常状態が発生した時に，必要に応

じて外気との連絡口を遮断し，運転員その他の従事者を放射線被ばく

及び火災又は爆発によって発生した有毒ガスから防護できる設計とす
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る。 

 

 (４) 通常運転時及び設計基準事故時の放射線防護及び化学薬品防護に必

要な，防護衣，呼吸器及び防護マスクを含む防護具類，サーベイメー

タを備える設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

6. 計測制御系統施設 

8. 放射線管理施設 

9. その他再処理設備の附属施設 
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1.9.21 廃棄施設 

（廃棄施設） 

第二十一条 再処理施設には、運転時において、周辺監視区域の外の

空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射性物質の海洋放出に起

因する線量を十分に低減できるよう、再処理施設において発生する

放射性廃棄物を処理する能力を有する放射性廃棄物の廃棄施設（安

全機能を有する施設に属するものに限り、放射性廃棄物を保管廃棄

する施設を除く。）を設けなければならない。 

 

 適合のための設計方針 

   再処理施設には，周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び

液体状の放射性物質の海洋放出に起因する線量を十分に低減できるよう，

以下の設計を行う施設を設ける。 

 (１) 気体廃棄物の廃棄施設 

 ａ．せん断処理施設のせん断機及び溶解施設の溶解槽等から発生する廃ガ

スは，環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くす

るよう，ＮＯｘ吸収塔，よう素フィルタ，高性能粒子フィルタ，凝縮

器及びミストフィルタで洗浄，ろ過，ＮＯｘの回収及びよう素除去の

処理をした後，主排気筒から放出する設計とする。 

 ｂ．各施設の塔槽類からの廃ガスは，環境への放射性物質の放出量を合理

的に達成できる限り低くするように廃ガス洗浄塔，高性能粒子フィル

タ，凝縮器，デミスタ，よう素フィルタ及びスプレイ塔で洗浄，ろ過，

ミスト除去及びよう素除去の処理をした後，主排気筒及び北換気筒か

ら放出する設計とする。 
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 ｃ．固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの廃ガスは，環境への放射

性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くするように廃ガス洗浄

器，ミストフィルタ，高性能粒子フィルタ，吸収塔，凝縮器，ルテニ

ウム吸着塔及びよう素フィルタで洗浄，ろ過，ルテニウム除去及びよ

う素除去の処理をした後，主排気筒から放出する設計とする。 

 ｄ．セル，グローブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施

設の換気は，必要に応じて高性能粒子フィルタ，廃ガス洗浄塔，凝縮

器，ミストフィルタ及びルテニウム吸着塔で洗浄，ろ過及びルテニウ

ム除去の処理をした後，主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理

建屋換気筒から放出する設計とする。 

 ｅ．放射性気体廃棄物は，十分な拡散効果の期待できる主排気筒，北換気

筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から監視しながら放出する設計

とする。 

 (２) 液体廃棄物の廃棄施設 

 ａ．周辺環境に放出する放射性液体廃棄物による公衆の線量は，合理的に

達成できる限り低くする設計とする。廃液の放射性物質の濃度，性状

及び廃液に含まれる成分に応じてろ過，脱塩及び蒸発の処理を行う設

計とする。 

 ｂ．周辺環境に放出する放射性液体廃棄物中の放射性物質の量及び濃度を

確認し，十分な拡散効果を有する海洋放出口から海洋に放出する設計

とする。 

 (３) 平常時の線量評価 

   平常時における再処理施設からの放射性物質の放出に起因する線量の

計算に当たっては，「気象指針」を適用し，「発電用軽水型原子炉施設

の安全審査における一般公衆の線量評価について（平成元年３月27日
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原子力安全委員会了承）」を参考とするとともに，適切な解析モデル及

びパラメータの値を用いて評価することで，公衆の線量が合理的に達

成できる限り低くなっていることを確認する。 

 ａ．放射線源となる放射性物質の設定について 

排気及び排水に含まれて放出される放射性物質の組成及びそれぞれ

の年間放出量は，処理する使用済燃料の燃焼度，冷却期間等の燃料の

仕様及び再処理施設の運転を考慮して決定するものとする。 

また，放射性廃棄物等の貯蔵施設については，貯蔵量等の評価の前

提条件を適切に設定するものとする。 

 ｂ．線量の評価について 

   公衆の実効線量の評価に際しては，放射性物質の周辺における拡散等

に関する立地条件を適切に設定し，以下の各被ばく経路による線量を

適切に加え，そのうち最大となる線量を評価の対象とする。 

 (ａ) 排気中の放射性物質の放射性雲からの外部被ばく 

 (ｂ) 排気中の放射性物質の呼吸摂取による内部被ばく 

 (ｃ) 地表に沈着する放射性物質による外部被ばく 

 (ｄ) 農・畜産物摂取による内部被ばく 

 (ｅ) 排水中の放射性物質による外部被ばく 

 (ｆ) 海産物に移行する排水中の放射性物質の摂取による内部被ばく 

 (ｇ) 放射性廃棄物の保管廃棄施設等からの外部被ばく 

   公衆の皮膚の等価線量の評価に際しても，実効線量の評価と同様に，

放射性物質の周辺における拡散等に関する立地条件を適切に設定し，

上記外部被ばく経路（(ａ)，(ｃ)及び(ｅ)）による線量を適切に加え，その

うち最大となる線量を評価の対象とする。 

   なお，眼の水晶体の等価線量は，ガンマ線については皮膚の等価線量
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と同程度であり，ベータ線については皮膚の等価線量よりも小さいた

め，皮膚の等価線量の評価で代表させ，等価線量限度を十分下回るこ

とを確認する。 

 

 添付書類六の下記項目参照 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

添付書類七の下記項目参照 

2. 再処理施設の放射線管理 

4. 放射性廃棄物処理 

5. 平常時における公衆の線量評価 
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1.9.22 保管廃棄施設 

（保管廃棄施設） 

第二十二条 再処理施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄物

の保管廃棄施設（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を設

けなければならない。 

一 放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有するものと

すること。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものであること。 

 

 適合のための設計方針 

 第一号について 

   ガラス固化体貯蔵設備は，約8,200本のガラス固化体を貯蔵できる容

量を有する設計とする。 

   低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，燃料被覆管せん断片及び燃料集合体

端末片を約2,000本（1,000Ｌドラム換算），チャンネルボックス及び

バーナブルポイズンを約7,000本（200ℓ ドラム缶換算），雑固体等を

約82,630本（200ℓ ドラム缶換算）貯蔵できる容量を有する設計とする。 

   なお，雑固体等は，再処理事業の開始から47,783本貯蔵（令和２年

２月29日現在）していることから，これ以降の貯蔵容量は，再処理設

備本体の運転開始以降の雑固体等（推定年間発生量約5,700本）及びＭ

ＯＸ燃料加工施設の雑固体（推定年間発生量約1,000本）を考慮しても，

約６年分である。 

   また，再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び

貯蔵に係る施設から発生する雑固体及び低レベル濃縮廃液の固化体は，

再処理事業の開始から24,628本貯蔵（令和２年２月29日現在）してい

６－１－953



 

 

ることから，これ以降の貯蔵容量は約８年分である。 

 第二号について 

   ガラス固化体貯蔵設備は，冷却空気の流路及び十分な高さの冷却空気

出口シャフトを設け，ガラス固化体からの崩壊熱を，崩壊熱により生

じる通風力によって流れる冷却空気により除去することにより，ガラ

ス固化体及び構造物の温度を適切に維持する設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.1 崩壊熱除去に関する設計 

 7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

添付書類七の下記項目参照 

4. 放射性廃棄物処理 
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1.9.23 放射線管理施設 

（放射線管理施設） 

第二十三条 工場等には、放射線から放射線業務従事者を防護するた

め、放射線管理施設を設けなければならない。 

２ 放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を制御室その他当

該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備（安全機能を有

する施設に属するものに限る。）を設けなければならない。 

 

 適合のための設計方針 

第１項について 

放射線業務従事者等の出入管理，個人被ばく管理及び汚染管理を行う

ため，管理区域への出入管理を行う出入管理設備，外部被ばくに係る

線量当量を測定する個人線量計及び内部被ばくによる線量の評価に用

いるホールボディカウンタ並びに管理区域への出入りに伴う汚染管理

及び除染を行う汚染管理設備を設ける設計とする。 

 

第２項について 

再処理施設の放射線監視のため，屋内モニタリング設備のうちエリア

モニタ及びダストモニタは，その測定値を中央制御室において表示及

び記録し，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を

超えたときは，中央制御室及び必要な箇所において警報を発する設計

とする。また，屋内モニタリング設備のうちエリアモニタ及びダスト

モニタの測定値は，緊急時対策所において表示する設計とする。使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても必要なエリアモ
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ニタ及びダストモニタの表示及び記録を行い，放射線レベル又は放射

能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する設計

とする。 

また，放射線業務従事者等が頻繁に立ち入る箇所については定期的及

び必要の都度，サーベイメータによる外部放射線に係る線量当量率，

サンプリング等による空気中の放射性物質の濃度及び床，壁その他人

の触れるおそれのある物の表面の放射性物質の密度の測定を行い，管

理区域入口付近又は管理区域を有する建屋入口付近に表示する設計と

する。放射線管理用試料の放射能を測定するため，核種分析装置等の

放射線測定設備を設ける設計とする。 

 

 

 

    添付書類六の下記項目参照 

8. 放射線管理施設 

9. その他再処理設備の附属施設 

添付書類七の下記項目参照 

2. 再処理施設の放射線管理 
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1.9.24 監視設備 

（監視設備） 

第二十四条 再処理施設には、運転時、停止時、運転時の異常な過渡

変化時及び設計基準事故時において、当該再処理施設及びその境界

付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並

びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を制御

室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備（安

全機能を有する施設に属するものに限る。）を設けなければならない。 

 

 適合のための設計方針 

   再処理施設の運転時，停止時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時において，再処理施設から放出される放射性物質の濃度や，

周辺監視区域境界付近における空間放射線量率及び空気中の放射性物

質の濃度を監視し，及び測定するため，排気モニタリング設備，排水

モニタリング設備及び環境モニタリング設備を設けるとともに，放出

管理分析設備及び環境試料測定設備を備える設計とする。また，設計

基準事故時における迅速な対応のため，排気モニタリング設備及び環

境モニタリング設備の測定値を中央制御室，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室及び緊急時対策所に表示する設計とする。 

   運転時及び停止時に再処理施設から放出される放射性物質の濃度の監

視及び測定については，「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性

物質の測定に関する指針（昭和53年９月29日原子力委員会決定）」を参

考とした設計とする。また，設計基準事故時に監視及び測定するため

の設備は，「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関
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する審査指針（昭和56年７月23日原子力安全委員会決定）」を参考とし

た設計とする。 

 (１) 再処理施設から放出される放射性物質の濃度の監視及び測定 

   気体廃棄物の放出経路となる主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物

処理建屋換気筒には，放出される放射性物質の濃度を監視及び測定す

るため，排気モニタリング設備として排気筒モニタ及び排気サンプリ

ング設備を設ける設計とする。 

   液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備には，放出される放射

性物質の濃度を監視及び測定するため，排水モニタリング設備として

排水サンプリング設備を設ける設計とする。 

   気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に係る試料の分析及び放射能測定を

行うため，放出管理分析設備を備える設計とする。 

   排気筒モニタは，設計基準事故時における迅速な対応のため，その測

定値を中央制御室において表示及び記録し，放射能レベルがあらかじ

め設定した値を超えたときは，警報を発する設計とする。また，排気

筒モニタの測定値は，緊急時対策所において表示する設計とする。使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても必要な排気筒

モニタの表示及び記録を行い，放射能レベルがあらかじめ設定した値

を超えたときは，警報を発する設計とする。 

 (２) 周辺監視区域境界付近における空間放射線量率等の監視及び測定 

   再処理施設の周辺監視区域境界付近には，空間放射線量率及び空気中

の放射性物質の濃度を監視及び測定するため，環境モニタリング設備

として積算線量計，モニタリングポスト及びダストモニタを設ける設

計とする。 

   周辺監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うため，環境
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試料測定設備を備える設計とする。 

   モニタリングポスト及びダストモニタは，設計基準事故時における迅

速な対応のため，その測定値を中央制御室及び使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室において表示及び記録し，空間放射線量率又

は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警報を発す

る設計とする。モニタリングポスト及びダストモニタの測定値は，緊

急時対策所において表示する設計とする。また，モニタリングポスト

及びダストモニタを設置する場所から中央制御室及び緊急時対策所へ

の伝送は，有線及び無線により，多様性を有する設計とする。 

   モニタリングポスト及びダストモニタは，電源復旧までの期間の電源

を確保するため，非常用所内電源系統に接続する設計とする。さらに，

モニタリングポスト及びダストモニタは，短時間の停電時に電源を確

保するため，専用の無停電電源装置を有する設計とする。 

   平常時及び事故時に敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射性物

質濃度を迅速に測定するため，空間放射線量率測定器，中性子線用サ

ーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び放射能測定器を

搭載した無線通話装置付きの放射能観測車を備えるとともに，敷地周

辺の公衆の線量評価に資するため，敷地内の気象観測設備により風向，

風速その他の気象条件を測定及び記録できる設計とする。 
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 添付書類六の下記項目参照 

8. 放射線管理施設 

9. その他再処理設備の附属施設 

添付書類七の下記項目参照 

2. 再処理施設の放射線管理 

3. 周辺監視区域境界付近及び周辺地域の放射線監視 
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1.9.25 保安電源設備 

（保安電源設備） 

第二十五条 再処理施設は、安全上重要な施設がその機能を維持する

ために必要となる電力を当該安全上重要な施設に供給するため、電

力系統に連系したものでなければならない。 

２ 再処理施設には、非常用電源設備（安全機能を有する施設に属す

るものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

３ 保安電源設備（安全機能を有する施設へ電力を供給するための設

備をいう。）は、電線路及び非常用電源設備から安全機能を有する施

設への電力の供給が停止することがないよう、機器の損壊、故障そ

の他の異常を検知するとともに、その拡大を防止するものでなけれ

ばならない。 

４ 再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線は、当該再

処理施設において受電可能なものであり、かつ、それにより当該再

処理施設を電力系統に連系するものでなければならない。 

５ 非常用電源設備及びその附属設備は、多重性を確保し、及び独立

性を確保し、その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生し

た場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時

において安全上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備

がその機能を確保するために十分な容量を有するものでなければな

らない。 
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 適合のための設計方針 

 第１項について 

   再処理施設は，安全上重要な施設がその機能を維持するために必要と

なる電力を当該安全上重要な施設に供給するため，154ｋＶ送電線２回

線で電力系統に連系した設計とする。 

 

 第２項について 

   再処理施設には，非常用電源設備として，非常用交流電源設備である

非常用ディーゼル発電機及び非常用直流電源設備である非常用蓄電池

を設ける設計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋には，非常用ディ

ーゼル発電機として第１非常用ディーゼル発電機を設置するとともに，

非常用蓄電池として第１非常用蓄電池を設置する。また，非常用電源

建屋には，非常用ディーゼル発電機として第２非常用ディーゼル発電

機を設置するとともに，非常用蓄電池として第２非常用蓄電池を設置

する。さらに，これらに必要な燃料等を備える設計とする。 

 

 第３項について 

   再処理施設の保安電源設備（安全機能を有する施設へ電力を供給する

ための設備をいう。）は，再処理施設に接続する再処理施設内開閉所の

外の電力系統（以下「電線路」という。）及び非常用電源設備から安全

機能を有する施設への電力の供給が停止することがないよう，外部電

源，非常用電源設備，その他の関連する電気系統機器の短絡若しくは

地絡又は母線の低電圧若しくは過電流等を保護継電器にて検知できる

設計とする。また，故障を検知した場合は，ガス絶縁開閉装置あるい

はメタルクラッド開閉装置等の遮断器により故障箇所を隔離すること
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によって，故障による影響を局所化できるとともに，他の安全機能へ

の影響を限定できる設計とする。受電変圧器の一次側において３相の

うちの１相の電路の開放が生じ，安全機能を有する施設への電力の供

給が不安定になった場合においては，自動（地絡や過電流による保護

継電器の動作により）又は手動操作で，故障箇所の隔離，非常用母線

の健全な電源からの受電への切替え，その他の異常の拡大を防止する

対策により，安全機能を有する施設への電力の供給の安定性を回復で

きる設計とする。また，送電線は，巡視点検による異常の早期検知が

できるよう，送電線引留部の外観確認が可能な設計とする。 

 

 第４項について 

   再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも２回線は，電力系統と

非常用所内電源系統とを接続する外部電源系統を少なくとも２つ以上

設けることにより，当該再処理施設において受電可能な設計とし，か

つ，それにより当該再処理施設を電力系統に連系する設計とする。 

   また，154ｋＶ送電線は，約３ｋｍ離れた東北電力ネットワーク株式

会社六ヶ所変電所に連系する設計とする。 

 

 第５項について 

   再処理施設の第１非常用ディーゼル発電機及びその附属設備は，多重

性及び独立性を考慮し，必要な容量のものを使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内の各々異なる区画に２台備え，それぞれ 6.9ｋＶ非常用母線に接

続する設計とする。第２非常用ディーゼル発電機及びその附属設備は，

多重性及び独立性を考慮し，必要な容量のものを非常用電源建屋内の

各々異なる区画に２台備え，それぞれ 6.9ｋＶ非常用主母線に接続する
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設計とする。また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び非常用電源建屋

に非常用ディーゼル発電機用として，燃料貯蔵設備をそれぞれ各々異

なる区画に２系統を設置し，多重性及び独立性を確保する設計とする。

非常用直流電源設備として，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に第１非常

用直流電源設備（110Ｖ）を，その他非常用所内電源を必要とする建物

ごとに第２非常用直流電源設備（110Ｖ）を，さらに制御建屋に第２非

常用直流電源設備（220Ｖ）をそれぞれ２系統ずつ，各々異なる区画に

設置し，多重性及び独立性を確保する設計とする。 

   これらにより，いずれか１系統の単一故障が発生した場合でも，残り

の系統により安全上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設

備の機能を確保する容量を有する設計とする。 

   設計基準事故に対処するために必要な非常用ディーゼル発電機等の連

続運転に必要とする燃料を貯蔵する設備として，第１非常用ディーゼ

ル発電機用に重油タンクを，第２非常用ディーゼル発電機用に燃料油

貯蔵タンクを設置し，それぞれ７日間の連続運転に必要な容量以上の

燃料を貯蔵する設計とする。 

 

 

  添付書類六の下記項目参照 

      9. その他再処理設備の附属施設 
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1.9.26 緊急時対策所 

（緊急時対策所） 

第二十六条 工場等には、設計基準事故が発生した場合に適切な措置

をとるため、緊急時対策所を制御室以外の場所に設けなければなら

ない。 

 適合のための設計方針 

第１項について 

設計基準事故が発生した場合に，再処理施設内の情報の把握等，適切

な措置をとるため，制御室以外の場所に緊急時対策所を設ける。緊急時

対策所は，異常等に対処するために必要な指示を行うための要員等を収

容でき，必要な期間にわたり安全にとどまることができることを確認す

るため可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化

物濃度計を配備する。 

緊急時対策所は，制御室の運転員を介さず設計基準事故に対処するた

めに必要な再処理施設の情報を収集する設備として，データ収集装置及

びデータ表示装置を設置する。 

緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所との通信連絡を行う

ため，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，デ

ータ伝送設備，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシ

ミリ，ページング装置及び専用回線電話を設置又は配備する。 

 

   添付書類六の下記項目参照 

9. その他再処理設備の附属施設 
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1.9.27 通信連絡設備 

（通信連絡設備） 

第二十七条 工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場

等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置（安全機能を有

する施設に属するものに限る。）及び多様性を確保した通信連絡設備

（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を設けなければなら

ない。 

２ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において再処理施設外

の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多様性

を確保した専用通信回線を設けなければならない。 

 

 適合のための設計方針 

 第１項について 

   再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，事業所内

の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴

動等により行うことができる装置及び音声等により行うことができる

設備として，警報装置及び有線回線又は無線回線による通信方式の多

様性を確保した所内通信連絡設備を設ける設計とする。また，緊急時

対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる設備として，

所内データ伝送設備を設ける設計とする。 

   警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備については，非

常用所内電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵することによ

り，外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。 
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 第２項について 

   再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，国，地方

公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る通信連

絡を音声等により行うことができる設備として，所外通信連絡設備を

設ける設計とする。 

   また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対策支援システム（ＥＲ

ＳＳ）へ必要なデータを伝送できる設備として，所外データ伝送設備

を設ける設計とする。 

   所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，有線回線，無線回線又

は衛星回線による通信方式の多様性を確保した構成の専用通信回線に

接続し，輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる設計とす

る。 

   所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，非常用所内電源系統，

無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵することにより，外部電源が期待

できない場合でも動作可能な設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

        6. 計測制御系統施設 

        9. その他再処理設備の附属施設 
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1.9.28 重大事故等の拡大の防止等 

（重大事故等の拡大の防止等） 

第二十八条 再処理施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生

した場合において、重大事故の発生を防止するために必要な措置を

講じたものでなければならない。 

２ 再処理施設は、重大事故が発生した場合において、当該重大事故

の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならな

い。 

３ 再処理施設は、重大事故が発生した場合において、工場等外への

放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じ

たものでなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項及び第２項に規定する「必要な措置」とは、以下に掲げる

措置をいう。 

一 それぞれの重大事故について、発生を防止するための設備、拡

大を防止するための設備が有効に機能するかを確認（有効性評

価）すること。確認に当たっては、重大事故が単独で、同時に又

は連鎖して発生することを想定して評価すること。ただし、類似

の事象が２つ以上ある場合には、最も厳しい事象で代表させるこ

とができるものとする。 

二 上記一の評価に当たっての前提条件は以下に掲げる条件をいう。 

①  確認に当たっての条件 

確認に当たっては、作業環境（線量、アクセス性等を含
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む。）、電力量、冷却材量、資機材、作業員、作業体制等を適

切に考慮すること。 

② 事故発生の条件 

重大事故が単独で、同時に又は連鎖して発生することを想定

するに当たっては、以下に掲げる共通要因故障を考慮すること。

関連性が認められない偶発的な同時発生の可能性を想定する必

要はない。 

a) 長時間の全交流動力電源喪失等によって想定される、冷却設

備や水素掃気設備等の安全機能の喪失の同時発生の可能性 

b) 同一のセル内にある等、同じ防護区画内（発生する事故が、

他の設備・機能に影響を及ぼし得る範囲）にある系統及び機

器については、事故の発生防止対策の機能喪失の同時発生の

可能性 

③ 事象進展の条件 

a) 放射性物質の放出量は、重大事故に至るおそれがある事故の

発生以降、事態が収束するまでの総放出量とする。 

b) セル内（セル内に設置されていない系統及び機器にあっては

建物内）に漏えいする有機溶媒その他の可燃性の液体の量、

放射性物質の量等は、最大取扱量を基に設定する。 

c) 臨界の発生が想定される場合には、取り扱う核燃料物質の組

成（富化度）及び量、減速材の量、臨界継続の可能性、最新

の知見等を考慮し、適切な臨界の規模（核分裂数）が設定さ

れていることを確認する。また、放射性物質及び放射線の放

出量についても、臨界の規模に応じて適切に設定されている

ことを確認する。 
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三 有効性評価の判断基準は、以下に掲げるものとする。 

重大事故について、発生を防止するための設備、拡大を防止す

るための設備が有効に機能することの確認については、作業環境

（線量、アクセス性等を含む。）、電力量、冷却材量、資機材、

作業員、作業体制等が適切に考慮されていることを確認した上で、

以下に掲げることを達成するための対策に有効性があることを確

認すること。 

① 臨界事故 

a) 発生を防止するための設備が機能しなかったとしても、速や

かに未臨界に移行し、及び未臨界を維持できること。 

② 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

a) 蒸発乾固の発生を未然に防止できること。 

b) 発生を防止するための設備が機能しなかったとしても、放射

性物質の発生を抑制し、及び蒸発乾固の進行を緩和できるこ

と。 

③ 放射線分解により発生する水素による爆発 

a) 水素爆発の発生を未然に防止できること。 

b) 水素爆発を防止するための設備が機能しなかったとしても、

水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持できること。 

④ 有機溶媒等による火災又は爆発 

a) 火災及び爆発の発生を未然に防止できること。 

b) 火災又は爆発の発生を防止するための設備が機能しなかった

としても、火災又は爆発を収束できること。 

⑤ 使用済燃料貯蔵槽の冷却のための設備 

使用済燃料貯蔵槽に貯蔵されている燃料の損傷のおそれがあ
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る事故の発生を想定し、それが放射性物質又は放射線の敷地外

への著しい放出に至ることを防止するための適切な措置を講じ

なければならない。 

a) 「使用済燃料貯蔵槽に貯蔵されている燃料の損傷のおそれが

ある事故」とは、使用済燃料貯蔵槽内に貯蔵されている燃料

の損傷に至る可能性のある以下に掲げる事故をいう。 

イ 想定事故１： 

非常用の補給水系（設計基準で要求）が故障して補給水の

供給に失敗することにより、貯蔵槽内の水の温度が上昇し、

蒸発により水位が低下する事故。 

ロ 想定事故２： 

サイフォン効果等により貯蔵槽内の水の小規模な喪失が発

生し、貯蔵槽の水位が低下する事故。 

b) 上記⑤の「放射性物質又は放射線の敷地外への著しい放出に

至ることを防止するための適切な措置を講じなければならな

い」とは、上記 a) の想定事故１及び想定事故２に対して、

以下に掲げる評価項目を満足することを確認することをいう。 

イ 燃料有効長頂部が冠水していること。 

ロ 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。 

ハ 未臨界が維持されていること。 

⑥ 放射性物質の漏えい 

a) 重大事故の発生を未然に防止できること。 

b) 発生を防止するための設備が機能しなかったとしても、重大

事故の拡大を防止できること。 

２ 第３項に規定する「異常な水準の放出を防止する」とは、上記三
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①から④及び⑥において、放射性物質の放出量がセシウム１３７換

算で１００テラベクレルを十分下回るものであって、かつ、実行可

能な限り低いことをいう。 

３ 上記２の「セシウム１３７換算」については、例えば、放射性物

質が地表に沈着し、そこからのガンマ線による外部被ばく及び再浮

遊による吸入摂取による内部被ばくの５０年間の実効線量を用いて

換算することが考えられる。 

 

 適合のための設計方針 

「再処理規則」第一条の三に定められる，設計上定める条件より厳し

い条件の下において発生する重大事故に対しては，対策を検討し，必要な

設備，手順書及び体制を整備し，それらの有効性を評価する。したがって，

重大事故の発生を仮定する機器の特定として，重大事故の起因となる安全

機能の喪失及びその同時発生の範囲，機能喪失後の事象進展，重大事故の

発生規模，並びに重大事故の同時発生の範囲を明確にすることが必要であ

る。 

重大事故の発生を仮定する機器の特定に当たっては，重大事故の発生

を仮定する際の条件を設定し，これによる安全上重要な施設の機能喪失の

範囲を整理することで重大事故の発生を仮定する機器を特定し，重大事故

が単独で，同時に又は連鎖して発生することを仮定するとともに，それぞ

れの重大事故についての有効性評価の条件とする。 

特定された重大事故の想定箇所に対し，重大事故の発生防止対策及び

重大事故の拡大防止対策（以下「重大事故等対策」という。）が有効であ

ることを示すため，評価項目を設定した上で，評価の結果を踏まえて，設

備，手順及び体制の有効性を評価する。 
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有効性評価は，機能喪失の範囲，講じられる対策の網羅性及び生じる

環境条件を基に，代表事例を選定し実施する。 

また，重大事故等の対処に係る有効性を確認するために設定する評価

項目は，重大事故の特徴を踏まえた上で，重大事故の発生により，放射性

物質の放出に寄与する重大事故等のパラメータ又はパラメータの推移とし，

重大事故等対策が講じられた際に大気中へ放出される放射性物質の放出量

がセシウム－137 換算で 100 テラベクレルを十分下回るものであって，か

つ，実行可能な限り低いことを確認する。 

評価する重大事故等のパラメータ又はパラメータの推移は，以下に掲

げることを達成するために必要なパラメータとする。 

 (１) 臨界事故 

 ａ．発生を防止するための設備が機能しなかったとしても，速やかに

未臨界に移行し，及び未臨界を維持できること。 

 (２) 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

 ａ．蒸発乾固の発生を未然に防止できること。 

ｂ．発生を防止するための設備が機能しなかったとしても，放射性物

質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止できること。 

 (３) 放射線分解により発生する水素による爆発 

 ａ．水素爆発の発生を未然に防止できること。 

ｂ．水素爆発を防止するための設備が機能しなかったとしても，水素

爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持できること。 

 (４) 有機溶媒等による火災又は爆発 

有機溶媒等による火災は想定箇所として特定されないことから，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応について，以下に掲げることを達

成するための対策の有効性を確認する。 
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ａ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を防止するための設備が

機能しなかったとしても，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を収束

できること。 

 (５) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

想定事故１（非常用の補給水系が故障して補給水の供給に失敗す

ることにより，貯蔵槽内の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低

下する事故）及び想定事故２（サイフォン効果等により燃料貯蔵プ

ール等内の水の小規模な喪失が発生し，燃料貯蔵プール等の水位が

低下する事故）に関して，以下の評価項目を満足することを確認す

る。 

ａ．燃料有効長頂部が冠水していること。 

ｂ．放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。 

ｃ．未臨界が維持されていること。 

 

 

添付書類八の下記項目参照 

  6. 重大事故等の対処に係る有効性評価の 

基本的な考え方 

7. 重大事故等に対する対策の有効性 

評価 
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1.9.29 火災等による損傷の防止 

（火災等による損傷の防止） 

第二十九条 重大事故等対処施設は、火災又は爆発により重大事故等に

対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災及び爆発

の発生を防止することができ、かつ、消火設備及び火災感知設備を有

するものでなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第２９条の適用に当たっては、本規程第５条第１項に準ずるもの

とする。 

 

適合のための設計方針 

重大事故等対処施設は，火災又は爆発により重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれないよう，火災及び爆発の発生を防止し，早期

に火災発生を感知し消火を行うために，以下の対策を講ずる。 

 (１) 可燃性物質又は熱的に不安定な物質を使用又は生成する系統及び機

器は，適切に設定した熱的制限値及び化学的制限値を超えない設計と

する。 

 (２) 有機溶媒等を取り扱う設備は，有機溶媒等の温度をその引火点未満

に維持できる設計とする。 

 (３) 有機溶媒等を取り扱う設備をその内部に設置するセル，グローブボ

ックス及び室は，適切に換気を行うことにより，当該施設から有機溶

媒等が漏えいした場合においても，火災及び爆発を防止できる設計と

する。 
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 (４) 水素の発生のおそれがある設備は，塔槽類廃ガス処理設備に接続し，

適切に換気を行い，発生した水素が滞留しない設計とする。 

 (５) 水素を取り扱う又は水素の発生のおそれがある設備をその内部に設

置するセル，グローブボックス及び室は，適切に換気することにより，

当該設備から水素が漏えいした場合においてもそれが滞留しない設計

とし，かつ，当該設備を適切に接地し爆発を防止できる設計とする。 

 (６) 放射性物質を内包するグローブボックスのうち，当該機能を喪失す

ることで再処理施設の安全性を損なうおそれのあるものは，火災によ

り閉じ込め機能を損なうおそれのないよう，不燃性材料又は難燃性材

料を使用する設計とする。閉じ込め部材であるパネルに可燃性材料を

使用する場合は，パネルを難燃性材料により被覆する設計とする。 

 (７) 建屋内外で発生する一般的な火災及び爆発として，電気系統の機器

又はケーブルの短絡及び地絡，落雷及び地震の自然現象並びに漏えい

した潤滑油及び燃料油の引火に起因するものを考慮した設計とする。 

 (８) 重大事故等対処施設は,火災及び爆発により重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なうおそれがないよう,重大事故等対処施設を設置

する区域に対し,火災区域及び火災区画を設定する。 

設定する火災区域及び火災区画に対して,火災及び爆発の発生防止，

火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずる設計

とする。 

 (９) 再処理施設を対象とした火災防護対策を実施するため,火災防護計画

を策定する。 
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添付書類六の下記項目参照 

1.5 火災及び爆発の防止に関する設計 

4. 再処理設備本体 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

9.  その他再処理設備の附属施設 
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1.9.30 重大事故等対処施設の地盤 

（重大事故等対処施設の地盤） 

第三十条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める地盤に設けなければならない。 

一 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備の

うち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」とい

う。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対処設

備と接続するために必要な再処理施設内の常設の配管、弁、ケー

ブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」とい

う。）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故に対処する

ための設備が有する機能を代替するもの（以下「常設耐震重要重

大事故等対処設備」という。）が設置される重大事故等対処施設 

基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故

等対処施設を十分に支持することができる地盤 

二 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設 第七条第二項の規定により

算定する地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施

設を十分に支持することができる地盤 

２ 前項第一号の重大事故等対処施設は、変形した場合においても重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地

盤に設けなければならない。 

３ 第一項第一号の重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがな

い地盤に設けなければならない。 
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（解釈） 

１ 第３０条の適用に当たっては、本規程別記１に準ずるものとする。 

２ 第１項第２号に規定する「第七条第二項の規定により算定する地震

力」とは、本規程別記２第７条第２項から第４項までにおいて、当

該常設重大事故等対処設備が代替する機能を有する設計基準事故に

対処するための設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される

地震力と同等のものとする。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

重大事故等対処施設のうち常設のものであって，常設耐震重要重

大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動

による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を

十分に支持することができる地盤に設ける設計とする。 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設は，代替する機能を有する

設計基準事故に対処するための設備が属する耐震重要度分類のクラ

スに応じて算定する地震力が作用した場合においても当該重大事故

等対処施設を十分に支持することができる地盤に設ける設計とする。 

第２項について 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施

設は，変形した場合においても重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがない地盤に設ける設計とする。 

第３項について 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
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は，変位が生じるおそれがない地盤に設ける設計とする。 

 

 

 

添付書類四の下記項目参照 

4. 地  盤 

6. 地  震 

添付書類六の下記項目参照 

1.6 耐震設計 
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1.9.31 地震による損傷の防止 

（地震による損傷の防止） 

第三十一条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、

それぞれ次に定める要件を満たすものでなければならない。 

一 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設 基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。 

二 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設 第七条第二項の規定により

算定する地震力に十分に耐えることができるものであること。 

２ 前項第一号の重大事故等対処施設は、第七条第三項の地震の発生

によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければな

らない。 

 

（解釈） 

１ 第 31 条の適用に当たっては、本規程別記２に準ずるものとする。 

２ 第１項第２号に規定する「第七条第二項の規定により算定する地

震力」とは、本規程別記２第７条第２項から第４項までにおいて、

当該常設重大事故等対処設備が代替する機能を有する設計基準事故

に対処するための設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用され

る地震力と同等のものをいう。 
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適合のための設計方針 

第１項について 

  重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に

対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて「(１) 設備分類」

のとおり分類し，設備分類に応じて「(２) 設計方針」に示す設計方針

に従って耐震設計を行う。耐震設計において適用する地震動及び当該

地震動による地震力等については，安全機能を有する施設のものを設

備分類に応じて適用する。 

  なお，「(２) 設計方針」のａ．及びｂ．に示す設計方針が，それぞ

れ第１項の第一号及び第二号の要求事項に対応するものである。 

 (１) 設備分類 

重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生した場合に

おいて，対処するために必要な機能を有する設備であって常設のも

の。 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設（Ｓクラスに属

する施設）に属する安全機能を有する施設が有する機能を代替する

もの。 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記ａ．以外のもの。 

 (２) 設計方針 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施     

設 

基準地震動による地震力に対して，重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 
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ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設 

    代替する機能を有する安全機能を有する施設の耐震重要度分類

のクラスに適用される地震力に対し十分に耐えることができるよ

うに設計する。 

代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備

は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類

方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏まえて，当該設

備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じて分

類し，その地震力に対し十分に耐えることができるように設計す

る。 

上記設計において適用する動的地震力は，水平２方向及び鉛直方

向について適切に組み合わせたものとして算定する。 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故

等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設，可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，重大

事故等に対処するために必要な機能を損なわないように設計する。 

 

 第２項について 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施

設周辺においては，基準地震動による地震力に対して，重大事故等

に対処するために必要な機能に影響を与えるような崩壊を起こすお

それのある斜面はない。 
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添付書類四の下記項目参照 

4. 地  盤 

6. 地  震 

添付書類六の下記項目参照 

1.6 耐震設計 
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1.9.32 津波による損傷の防止 

（津波による損傷の防止） 

第三十二条 重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなけれ

ばならない。 

 

（解釈） 

１ 第３２条の適用に当たっては、本規程別記３に準ずるものとする。 

 

 適合のための設計方針 

  重大事故等対処施設のうち常設重大事故等対処設備を設置する敷地及び

可搬型重大事故等対処設備を保管する敷地は，標高約50ｍから約55ｍ及び

海岸からの距離約４ｋｍから約５ｋｍの地点に位置しており，断層のすべ

り量が既往知見を大きく上回る波源を想定した場合でも，より厳しい評価

となるように設定した標高40ｍの敷地高さへ津波が到達する可能性はなく，

また，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋から導

かれ，汀線部から沖合約３ｋｍまで敷設する海洋放出管は，低レベル廃液

処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋を標高約55ｍの敷地に設置

することから，海洋放出管の経路からこれらの建屋に津波が流入するおそ

れはない。 

  したがって，津波によって，重大事故等対処施設の重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれはないことから，津波防護施設等

を新たに設ける必要はない。 
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  重大事故等対処施設のうち可搬型重大事故等対処設備の据付けは，使用

時に津波による影響を受けるおそれのない場所を選定する。 

  重大事故等対処施設について，当該設備の保管場所及び使用場所の敷地

高さを踏まえれば，耐津波設計を講じなくとも，重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれはない。 

 

添付書類四の下記項目参照 

8. 津  波 

添付書類六の下記項目参照 

1.8 耐津波設計 
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1.9.33 重大事故等対処設備 

（重大事故等対処設備） 

第三十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければなら

ない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な個数及び容量を有するもの

であること。 

二 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷

重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要

な機能を有効に発揮するものであること。 

三 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できる

ものであること。 

四 健全性及び能力を確認するため、再処理施設の運転中又は停止中

に検査又は試験ができるものであること。 

五 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用す

る設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替え

られる機能を備えるものであること。 

六 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

七 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設

備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、線量が高くなる

おそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その

他の適切な措置を講じたものであること。 

２ 常設重大事故等対処設備は、前項に定めるもののほか、共通要因

によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたもので
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なければならない。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほ

か、次に掲げるものでなければならない。 

一 常設設備（再処理施設と接続されている設備又は短時間に再処理

施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接

続するものにあっては、当該常設設備と容易かつ確実に接続する

ことができ、かつ、二以上の系統が相互に使用することができる

よう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであ

ること。 

二 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続する

ことができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処

設備（再処理施設の外から水又は電力を供給するものに限る。）の

接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであるこ

と。 

三 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等

対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することが

できるよう、線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設

置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものである

こと。 

四 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる影響、設計基準事故に対処するための設

備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常

設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

五 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故

等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、
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工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じた

ものであること。 

六 共通要因によって、設計基準事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と同時に可搬型重大事故等対処設備の重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措

置を講じたものであること。 

 

(解釈） 

１ 第１項第１号に規定する「必要な個数及び容量」については、故障時及

び点検保守による待機除外時のバックアップを考慮した上で、第３４条

「臨界事故の拡大を防止するための設備」、第３５条「冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固に対処するための設備」、第３６条「放射線分解により発生

する水素による爆発に対処するための設備」、第３７条「有機溶媒等によ

る火災又は爆発に対処するための設備」、第３８条「使用済燃料貯蔵槽の

冷却等のための設備」及び第３９条「放射性物質の漏えいに対処するため

の設備」の解釈に準ずるものとする。 

２ 第１項第４号の適用に当たっては、本規程第１５条第４項及び第５項に

準ずるものとする。 

３ 第１項第６号に規定する「他の設備」とは、安全機能を有する施設だけ

でなく、当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備も含むものを

いう。 

４ 第２項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、可能な限り多様性

及び位置的分散を考慮したものをいう。 

５ 第３項第２号について、複数の機能で一つの接続口を使用する場合は、

６－１－989



 

それぞれの機能に必要な容量（同時に使用する可能性がある場合は、合計

の容量）を確保することができるように接続口を設けること。 

６ 第３項第４号について、可搬型重大事故等対処設備の保管場所は、故意

による大型航空機の衝突も考慮することとし、例えば、再処理施設の恒設

の建物から100ｍ以上隔離をとり、再処理施設と同時に影響を受けないこ

と又は故意による大型航空機の衝突に対して頑健性を有すること。 

 

適合のための設計方針 

 

 (１) 多様性，位置的分散，悪影響防止等【第三十三条第１項第六号，第２

項，第３項第二号，第四号，第六号】 

 ａ．多様性，位置的分散（第三十三条第２項，第３項第二号，第四号，第

六号） 

重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計とする。 

共通要因としては，重大事故等における条件，自然現象，人為事象，

周辺機器等からの影響及び「添付書類八 6．6.1 重大事故の発生を

仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」

に記載する設計基準より厳しい条件の要因となる事象を考慮する。 

共通要因のうち重大事故等における条件については，想定される重

大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重

を考慮する。 

共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風（台風），竜巻，

凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火

災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合せについては，地

震，風（台風），積雪及び火山の影響を考慮する。 
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共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有毒ガス，敷地内に

おける化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発を

選定する。故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，可搬型重大事故等対処設備による対策を講ずることとする。 

共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，溢水，化学薬品

漏えい，火災による波及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。 

共通要因のうち「添付書類八 6．6.1 重大事故の発生を仮定する

際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」に記載す

る設計基準より厳しい条件の要因となる事象については，外的事象と

して地震，火山の影響を考慮する。また，内的事象として配管の全周

破断を考慮する。 

 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の

安全機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置

的分散を考慮して適切な措置を講ずる設計とする。 

重大事故等における条件に対して常設重大事故等対処設備は，想定

される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線

及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。重大事

故等時の環境条件に対する健全性については，「1.7.18（３） 環境条件

等」に記載する。 

常設重大事故等対処設備は，「添付書類四 4．4.6 基礎地盤及び

周辺斜面の安定性評価」に基づく地盤に設置し，地震，津波及び火災

に対して常設重大事故等対処設備は，「1.6.2 重大事故等対処施設の
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耐震設計」，「1.8 耐津波設計」及び「1.5.2 重大事故等対処施設に

対する火災及び爆発の防止に関する設計」に基づく設計とする。設計

基準より厳しい条件の要因となる外的事象のうち地震に対して，地震

を要因とする重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備は,

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とする。ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対

処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，地震により機

能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間での修理の対応を行うこと，関連する工程の停止

等又はこれらを適切に組み合わせることにより，その機能を確保する。

また，溢水，化学薬品漏えい及び火災並びに設計基準より厳しい条件

の要因となる内的事象の配管の全周破断に対して常設重大事故等対処

設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，可能な限り位置的分散を図るか

又は溢水，化学薬品漏えい及び火災並びに設計基準より厳しい条件の

要因となる内的事象の配管の全周破断に対して健全性を確保する設計

とする。ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重

大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢水，化学薬品漏えい及び

火災による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと，関連する工程

の停止等又はそれらを適切に組み合わせることで，重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，
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積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣

工場等の火災及び爆発に対する健全性を確保する設計とする。ただし，

内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備

のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設

重大事故等対処設備は，代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと，関連する工程の停

止等，損傷防止措置又はそれらを適切に組み合わせることで，重大事

故等に対処するための機能を損なわない設計とする。森林火災に対し

て外的事象を要因として発生した場合に対処するための可搬型重大事

故等対処設備を確保しているものは，可搬型重大事故等対処設備によ

り重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とするとともに，

損傷防止措置として消防車による事前散水による延焼防止の措置によ

り機能を維持する。 

周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対して，回転羽の損

壊により飛散物を発生させる回転機器について回転体の飛散を防止す

る設計とし，常設重大事故等対処設備が機能を損なわない設計とする。

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等

対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用

する常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物を考慮して，代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等

の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はそれらを適切に組み合

わせることで，重大事故等に対処するための機能を損なわない設計と

する。 

設計基準より厳しい条件の要因となる外的事象のうち火山の影響
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（降下火砕物による積載荷重），積雪に対して，損傷防止措置として実

施する除灰，除雪を踏まえて影響がないよう機能を維持する。 

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備

の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するため

に必要な機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，

位置的分散を考慮して適切な措置を講ずる設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現

象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，設計基準事

故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件

を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する

設計とする。 

重大事故等における条件に対して可搬型重大事故等対処設備は，想

定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射

線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「添付書類四 4． 

4.6 基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」に基づく地盤に設置された

建屋等に位置的分散することにより，設計基準事故に対処するための

設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないように

保管する設計とする。屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，

転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処置をするとと

もに，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設計」の地震により生ずる
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敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及

び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等により必

要な機能を喪失しない複数の保管場所に位置的分散することにより，

設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対

処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が

損なわれるおそれがないように保管する設計とする。また，設計基準

より厳しい条件の要因となる外的事象のうち地震に対して，地震を要

因とする重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備は,「1.7.18 

(５) 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とする。津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，「1.8 耐津

波設計」に基づく津波による損傷を防止した設計とする。火災に対し

て可搬型重大事故等対処設備は,「1.7.18 (６) 可搬型重大事故等対処

設備の内部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行う。溢水，

化学薬品漏えい，内部発生飛散物，設計基準より厳しい条件の要因と

なる内的事象の配管の全周破断に対して可搬型重大事故等対処設備は，

設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，可能な限り位置的分散を図る。 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象及び人為事

象に対して風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷

地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆

発に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に

保管し，かつ，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常

設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同

時にその機能を損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対処す

６－１－995



 

るための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場

所に保管する設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事象

及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して設計基

準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備

の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能を損なわ

れるおそれがないよう，設計基準事故に対処するための設備又は常設

重大事故等対処設備これらを考慮して設置される建屋の外壁から100ｍ

以上の離隔距離を確保した場所に保管するとともに異なる場所にも保

管することで位置的分散を図る。また，屋外に設置する設計基準事故

に対処するための設備からも100ｍ以上の離隔距離を確保する。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，凍

結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，

塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電

磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して健全性を確保する設計

とする。ただし，設計基準より厳しい条件の要因となる外的事象のう

ち火山の影響（降下火砕物による積載荷重），積雪に対しては，損傷防

止措置として実施する除灰，除雪を踏まえて影響がないよう機能を維

持する。 

 

(ｃ)  可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口 

建屋等の外から水，空気又は電力を供給する可搬型重大事故等対処

設備と常設設備との接続口は，共通要因によって接続することができ

なくなることを防止するため，それぞれ互いに異なる複数の場所に設

置する設計とする。 
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接続口は，重大事故等における条件に対して，想定される重大事故

等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮

し，その機能を確実に発揮できる設計とするとともに，建屋等内の適

切に離隔した隣接しない位置の異なる複数箇所に設置する。また，重

大事故等における条件に対する健全性を確保する設計とする。 

接続口は，「添付書類四 4．4.6 基礎地盤及び周辺斜面の安定性

評価」に基づく地盤に設置する建屋等内に設置し，地震，津波及び火

災に対して，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.8 耐

津波設計」及び「1.5.2 重大事故等対処施設に対する火災及び爆発の

防止に関する設計」に基づく設計とする。溢水，化学薬品漏えい及び

火災に対して建屋の外から水，空気又は電力を供給する可搬型重大事

故等対処設備と常設設備との接続口は，溢水，化学薬品漏えい及び火

災によって接続することができなくなることを防止するため，それぞ

れ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。 

接続口は，自然現象及び人為事象に対して風（台風），竜巻，凍結，

高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩

害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁

的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して健全性を確保する設計と

する。接続口は，複数のアクセスルートを踏まえて自然現象，人為事

象及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して建屋

等内の適切に離隔した隣接しない位置の異なる複数の場所に設置する。 

設計基準より厳しい条件の要因となる外的事象のうち地震に対して，

地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を

期待する接続口は，「1.7.18（ホ） 地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計」に基づく設計とする。接続口は，設計基準より厳
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しい条件の要因となる事象の内的事象のうち配管の全周破断に対して

配管の全周破断の影響により接続できなくなることを防止するため，

漏えいを想定するセル及びグローブボックス内で漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）に対して健全性を確保す

る設計とする。なお，その他の設計基準より厳しい条件の要因となる

事象については，接続口に影響を与えることはない。 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合には，そ

れぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とする。 

 

 ｂ．悪影響防止（第三十三条第１項第六号） 

重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設備（安全機能を有

する施設，当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設及びＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等対処設備を含

む。）に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故等対処設備は，重大事故等における条件を考慮し，他の設

備への影響としては，重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的

な影響（電気的な影響を含む。），内部発生飛散物による影響並びに

竜巻により飛来物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

系統的な影響について重大事故等対処設備は，弁等の操作によって

安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設

備としての系統構成とすること，重大事故等発生前（通常時）の隔離

若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処

設備としての系統構成とすること，他の設備から独立して単独で使用

可能なこと，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構
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成で重大事故等対処設備として使用すること等により，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

また，可搬型放水砲については，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及

び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への放水により，当該設備の使用を想

定する重大事故時において必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による影響については，

高速回転機器の破損を想定し，回転体が飛散することを防ぐことで他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる影響については風荷

重を考慮し，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は必要に応じ

て固縛等の措置をとることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

 (２) 個数及び容量【第三十三条第１項第一号】 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，

想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目

的を果たすために，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等

の収束は，これらの系統と可搬型重大事故等対処設備の組合せにより達

成する。 

「容量」とは，タンク容量，伝熱容量，発電機容量，計装設備の計測

範囲及び作動信号の設定値とする。 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に十分に余裕があ
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る容量を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，

動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた個数を確保する。 

常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有する施設の系統及び機器

を使用するものについては，安全機能を有する施設の容量の仕様が，系

統の目的に応じて必要となる容量に対して十分であることを確認した上

で，安全機能を有する施設としての容量と同仕様の設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的とし

て設置する系統及び機器を使用するものについては，系統の目的に応じ

て必要な個数及び容量を有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する常設

重大事故等対処設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重

大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。 

 

 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，

想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応手段としての系統

設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せ又はこれらの

系統と常設重大事故等対処設備の組合せにより達成する。 

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，ボンベ容量，

計測器の計測範囲等とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量に対

して十分に余裕がある容量を有する設計とするとともに，設備の機能，

信頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保する。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼用することで，設

置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に要求される可能性が
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ある複数の機能に必要な容量を合わせた設計とし，兼用できる設計とす

る。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に必要な個数（必

要数）に加え，予備として故障時のバックアップ及び点検保守による待

機除外時のバックアップを合わせて必要数以上確保する。また，再処理

施設の特徴である同時に複数の建屋に対し対処を行うこと及び対処の制

限時間等を考慮して，建屋内及び建屋近傍で対処するものについては，

複数の敷設ルートに対してそれぞれ必要数を確保するとともに，建屋内

に保管するホースについては１本以上の予備を含めた個数を必要数とし

て確保する。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，臨界事故，冷却機能の喪失による

蒸発乾固，放射線分解により発生する水素による爆発，有機溶媒等によ

る火災又は爆発，使用済燃料貯蔵槽等の冷却機能等の喪失に対処する設

備は，安全上重要な施設の安全機能の喪失を想定し，その範囲が系統で

機能喪失する重大事故等については，当該系統の範囲ごとに重大事故等

への対処に必要な設備を１セット確保する。また，安全上重要な施設以

外の施設の機器で発生するおそれがある場合についても同様とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可

搬型重大事故等対処設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設におけ

る重大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。 

 

 (３) 環境条件等【第三十三条第１項第二号，第七号，第３項第三号】 

 ａ．環境条件（第三十三条第１項第二号） 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処す

るものと外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに
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対して想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，そ

の設置場所（使用場所）及び保管場所に応じた耐環境性を有する設計

とするとともに，操作が可能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度，圧

力，湿度，放射線，荷重に加えて，重大事故による環境の変化を考慮

した環境温度，環境圧力，環境湿度による影響，重大事故等時に汽水

を供給する系統への影響，自然現象による影響，人為事象の影響及び

周辺機器等からの影響を考慮する。 

自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発

生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展

に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影

響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，

凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災

及び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合せについては，地震，

風（台風），積雪及び火山の影響を考慮する。 

人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発

生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展

に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影

響を与えるおそれのある事象として，電磁的障害を選定する。 

重大事故等の要因となるおそれとなる「添付書類八 6．6.1 重大事

故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機

器の特定」に記載する設計基準より厳しい条件の要因となる事象を環境

条件として考慮する。具体的には，外的事象として，地震，火山の影響

（降下火砕物による積載荷重）を考慮する。また，内的事象として，
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配管の全周破断を考慮する。 

周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水及び化学薬品漏え

いによる波及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。 

また，同時に発生する可能性のあるＭＯＸ燃料加工施設における重

大事故等による影響についても考慮する。 

 

 (ａ) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合

における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有

効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）に応じた耐環境性を

有する設計とする。放射線分解により発生する水素による爆発の発生

及びＴＢＰ等の錯体による急激な分解反応の発生を想定する機器につ

いては，瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響により必要な機能を損

なわない設計とする。使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止の対処

に係る常設重大事故等対処設備は，重大事故等時における使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度を考慮した設計とする。同

時に発生を想定する冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解に

より発生する水素による爆発に対して常設重大事故等対処設備は，系

統的な影響を受ける範囲において互いの事象による温度，圧力及び湿

度に対して，機能を損なわない設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通

水するコンクリート構造物については，腐食を考慮した設計とする。 

地震に対して常設重大事故等対処設備は，「1.6.2 重大事故等対処

施設の耐震設計」に記載する地震力による荷重を考慮して，機能を損な

わない設計とする。また，設計基準より厳しい条件の要因となる外的事
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象のうち地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するため

に重大事故等時に機能を期待する常設重大事故等対処設備は,「1.7.18 

(５) 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とする。また，地震に対して常設重大事故等対処設備は，当該設備周

辺の機器等からの波及的影響によって機能を損なわない設計とすると

ともに，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮して，

当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う。た

だし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対

処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用す

る常設重大事故等対処設備は，地震により機能が損なわれる場合，代

替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での

修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組

み合わせることにより，その機能を確保する。溢水及び化学薬品の漏

えいに対して常設重大事故等対処設備は，機能を損なわない高さへの

設置，被水防護及び被液防護を行うことにより，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。火災に対して常設重大事故等対

処設備は，「1.5.2 重大事故等対処施設に対する火災及び爆発の防止

に関する設計」に基づく設計とすることにより，重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。ただし，内的事象を要因とする

重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施

設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，

溢水，化学薬品漏えい及び火災による損傷及び内部発生飛散物を考慮

して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない

期間で修理等の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はそれらを

適切に組み合わせることで，重大事故等に対処するための機能を損な
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わない設計とする。 

津波に対して常設重大事故等対処設備は，「 1.8 耐津波設計」に基

づく設計とする。 

屋内の常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，凍結，高温，

降水，積雪及び火山の影響に対して，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，

制御建屋，非常用電源建屋，主排気筒管理建屋，第１保管庫・貯水所，

第２保管庫・貯水所，緊急時対策建屋及び洞道に設置し，重大事故等に

対処するための機能を損なわない設計とする。屋外の常設重大事故等対

処設備は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風（台

風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重に

より重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。凍結，

高温及び降水に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，凍結防止対策，

高温防止対策及び防水対策により，重大事故等に対処するための機能を

損なわない設計とする。ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対

処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能

を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響，凍結，高温，降水及び航空機落下により機能が損な

われる場合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障の

ない期間での修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれら

を適切に組み合わせることにより，その機能を確保する。落雷に対して

全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する常設

重大事故等対処設備は，直撃雷及び間接雷を考慮した設計を行う。直撃

雷に対して，当該設備は当該設備自体が構内接地網と連接した避雷設備
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を有する設計とする又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等

に設置することにより，重大事故等に対処するための機能を損なわない

設計とする。間接雷に対して，当該設備は雷サージによる影響を軽減す

ることにより，重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とす

る。ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故

等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用

する常設重大事故等対処設備は，落雷により機能が損なわれる場合，代

替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修

理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合

わせることにより，その機能を確保する。生物学的事象に対して常設重

大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を考慮し，これら

生物の侵入を防止又は抑制することにより，重大事故等に対処するため

の機能を損なわない設計とする。森林火災に対して常設重大事故等対処

設備は，防火帯の内側に設置することにより，重大事故等に対処するた

めの機能を損なわない設計とする。また，森林火災からの輻射強度の影

響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により，常設重大事故

等対処設備の重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対

処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する

常設重大事故等対処設備は，森林火災発生時に消防車による事前散水に

よる延焼防止を図るとともに代替設備により機能を損なわない設計とす

る。塩害に対して屋内の常設重大事故等対処設備は，換気設備の建屋給

気ユニットへの粒子フィルタの設置，直接外気を取り込む施設の防食処

理により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

また，屋外の常設重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食
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防止対策又は受電開閉設備の絶縁性の維持対策により，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。敷地内の化学物質漏えいに

対して屋外の常設重大事故等対処設備は，機能を損なわない高さへの設

置，被液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，

重大事故等時においても電磁波により機能を損なわない設計とする。 

周辺機器等からの影響について常設重大事故等対処設備は，内部発生

飛散物に対して当該設備周辺機器の高速回転機器の回転羽の損壊による

飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ設置することにより機能

を損なわない設計とする。 

設計基準より厳しい条件の要因となる事象の内的事象のうち配管の全

周破断に対して常設重大事故等対処設備は，漏えいを想定するセル及び

グローブボックス内で漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，

有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のあるＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受け

ない設計とする。 

 

 (ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が

有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）及び保管場所に応

じた耐環境性を有する設計とする。使用済燃料貯蔵槽における燃料損

傷防止の対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時にお

ける使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度を考慮した
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設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通

水する又は尾駮沼で使用する可搬型重大事故等対処設備は，耐腐食性

材料を使用する設計とする。また，尾駮沼から直接取水する際の異物

の流入防止を考慮した設計とする。 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，当該設備の落下防止，

転倒防止，固縛の措置を講ずる。また，設計基準より厳しい条件の要

因となる外的事象のうち地震に対して，地震を要因とする重大事故等

に対処するために重大事故等時に機能を期待する可搬型重大事故等対

処設備は，「1.7.18 (５) 地震を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とする。また，当該設備周辺の機器等からの波

及的影響によって機能を損なわない設計とするとともに，当該設備周

辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機

材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う。溢水及び化学薬品漏え

いに対して可搬型重大事故等対処設備は，想定する溢水量及び化学薬

品漏えいに対して機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護

及び被液防護を行うことにより，火災に対して可搬型重大事故等対処

設備は，「1.7.18 (６) 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する

防護方針」に基づく火災防護を行うことにより，重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，「1.8 耐津波設計」に

基づく設計とする。 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対して

屋内の可搬型重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる建屋等に保管し，重大事故等に対処するための機能を損なわない
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設計とする。屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風（台風）及び竜巻

に対して風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必要により当該設

備又は当該設備を収納するものに対して転倒防止，固縛等の措置を講じ

て保管する設計とする。凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬型重大

事故等対処設備は，凍結防止対策，高温防止対策及び防水対策により，

重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。落雷に対し

て全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する可

搬型重大事故等対処設備は，直撃雷を考慮した設計を行う。直撃雷に対

して，当該設備は構内接地網と連接した避雷設備で防護される範囲内に

保管する又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に保管する。

生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び

小動物の侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制することによ

り，重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。森林火

災に対して可搬型重大事故等対処設備は，防火帯の内側に保管すること

により，重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。ま

た，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距

離の確保等により，可搬型重大事故等対処設備の重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。塩害に対して屋内の可搬型重大事

故等対処設備は，換気設備の建屋給気ユニットへの粒子フィルタの設置，

直接外気を取り込む施設の防食処理により，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。また，屋外の可搬型重大事故等対処設

備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は絶縁性の維持対策によ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。敷地内

の化学物質漏えいに対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，機能を

損なわない高さへの設置，被液防護を行うことにより，重大事故等への
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対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時にお

いても電磁波により機能を損なわない設計とする。 

周辺機器等からの影響について可搬型重大事故等対処設備は，内部発

生飛散物に対して当該設備周辺機器の高速回転機器の回転羽の損壊によ

る飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ保管することにより機

能を損なわない設計とする。 

設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外的事象のうち火山の影

響（降下火砕物による積載荷重）及び積雪に対して可搬型重大事故等対

処設備は，火山の影響（降下火砕物による積載荷重）に対しては除灰及

び可搬型重大事故等対処設備を屋内への配備，積雪に対しては除雪を踏

まえて影響がないよう機能を維持する。設計基準より厳しい条件の要因

となる事象の内的事象のうち配管の全周破断に対して可搬型重大事故等

対処設備は，漏えいを想定するセル及びグローブボックス内で漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損

なわない場所に保管する。 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のあるＭＯＸ

燃料加工施設における重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受

けない設計とする。 

 

 ｂ．重大事故等対処設備の設置場所（第三十三条第１項第七号） 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作及び復旧作業に支障がないように，線量率の高くなるおそれの

少ない場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設

備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若
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しくは離れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時

対策所で操作可能な設計とする。 

 

 ｃ．可搬型重大事故等対処設備の設置場所（第三十三条第３項第三号） 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の

設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有する

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急

時対策所で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接

続が可能な設計とする。 

 

 (４) 操作性及び試験・検査性【第三十三条第１項第三号，第四号，第五号，

第３項第一号，第五号】 

 ａ．操作性の確保 

（ａ）操作性の確実性（第三十三条第１項第三号） 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作を確実なものとするため，重大事故等における条件を考慮し，

操作する場所において操作が可能な設計とする。 

操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確

実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，防護

具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具

又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設計とする。工具は，作
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業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とする。可搬

型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよう，人力又は車両

等による運搬，移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウト

リガの張出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

現場の操作スイッチは非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計と

する。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充電部

への近接防止を考慮した設計とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計とする。 

現場での接続操作は，ボルト･ネジ接続，フランジ接続又はより簡便

な接続方式等，接続方式を統一することにより，速やかに，容易かつ確

実に接続が可能な設計とする。 

現場操作における誤操作防止のために重大事故等対処設備には識別表

示を設置する設計とする。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，

必要な時間内に操作できるように中央制御室での操作が可能な設計とす

る。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計と

する。 

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動

的機器は，その作動状態の確認が可能な設計とする。 

 

 （ｂ）系統の切替性（第三十三条第１項第五号） 

重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全機能を有する施設として

の用途等）以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

は，通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統

に必要な弁等を設ける設計とする。 
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 （ｃ）可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性（第三十三条第３項

第一号） 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容

易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができ

るよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式を用いる

設計とし，配管・ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度

等の特性に応じたフランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計と

する。また，同一ポンプを接続する配管は流量に応じて口径を統一す

ること等により，複数の系統での接続方式の統一を考慮した設計とす

る。 

 

 ｂ．再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保（第三十三条第３項第

五号） 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対

処設備の保管場所から設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は他

の設備の被害状況の把握のため，再処理事業所内の屋外道路及び屋内通

路をアクセスルートとして以下の設計により確保する。 

アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含め，自然現象，

人為事象，溢水，化学薬品の漏えい及び火災を考慮しても，運搬，移動

に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルー

トを確保する。 

アクセスルートに対する自然現象については，重大事故等時における

敷地及びその周辺での発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象

進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルートに影
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響を与えるおそれがある事象として，地震，津波（敷地に遡上する津波

を含む。），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象及び森林火災を選定する。 

アクセスルートに対する人為事象については，重大事故等時における

敷地及びその周辺での発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象

進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルートに影

響を与えるおそれのある事象として選定する航空機落下，敷地内におけ

る化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩

壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。 

屋外のアクセスルートは，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設

計」にて考慮する地震の影響（周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及

び道路面のすべり），その他自然現象による影響（風（台風）及び竜巻

による飛来物，積雪並びに火山の影響）及び人為事象による影響（航空

機落下，爆発）を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，

早急に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を除去可能な

ホイールローダを３台使用する。ホイールローダは，必要数として３台

に加え，予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックア

ップを４台，合計７台を保有数とし，分散して保管する設計とする。 

屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクからの溢水及び降水

に対しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受け

ない箇所に確保する設計とする。 

屋外のアクセスルートは，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設

計」にて考慮する地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり

で崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイールローダに
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より崩壊箇所を復旧するか又は迂回路を確保する。また，不等沈下等に

伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策を行う設計

とし，ホイールローダにより復旧する。 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に

対して，道路については融雪剤を配備し，車両についてはタイヤチェー

ン等を装着することにより通行性を確保できる設計とする。敷地内にお

ける化学物質の漏えいに対しては，必要に応じて薬品防護具の着用によ

り通行する。 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び人為事象のうち森

林火災及び近隣工場等の火災に対しては，消防車による初期消火活動を

行う手順を整備する。 

屋内のアクセスルートは，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設

計」の地震を考慮した建屋等に複数確保する設計とする。 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学

的事象，森林火災，塩害，航空機落下，爆発，敷地内における化学物質

の漏えい，近隣工場等の火災，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設計とする。 

屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水及び化学薬品漏え

いに対してアクセスルートでの非常時対策組織要員の安全を考慮した防

護具を着用する。また，地震時に通行が阻害されないように，アクセス

ルート上の資機材の落下防止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災の発

生防止対策を実施する。 

屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射

線防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用する。
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また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照明を配備す

る。 

 

 ｅ．試験・検査性（第三十三条第１項第四号） 

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，再処理施設

の運転中又は停止中に必要な箇所の点検保守，試験又は検査を実施でき

るよう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確認，分解点検等ができる

構造とする。 

試験及び検査は，使用前事業者検査，定期事業者検査，自主検査等に

加え，維持活動としての点検（日常の運転管理の活用を含む。）が実施

可能な設計とする。 

再処理施設の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は，再処理

施設の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，定期的な試験又は検査が

できる設計とする。また，多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあ

っては，各々が独立して試験又は検査ができる設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則とし

て分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計とし，機能・性能確

認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，分解・開

放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。 
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添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処施設に関する設計 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

4. 再処理設備本体 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

8. 放射線管理施設 

9. その他再処理設備の附属施設 
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1.9.34 臨界事故の拡大を防止するための設備 

（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

第三十四条 セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止す

るための機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第一号に規

定する重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故

等対処設備を設けなければならない。 

 一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持するために必要な設備 

 二 臨界事故が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮

断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になっ

た場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出する

ために必要な設備 

 三 臨界事故が発生した場合において放射性物質の放出による影響

を緩和するために必要な設備 

 

（解釈） 

１ 第１項第１号に規定する「未臨界に移行し、及び未臨界を維持する

ために必要な設備」とは、設計基準の要求により措置した設備と

は異なる中性子吸収材の貯槽への注入設備、溶液の回収・移送設

備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれが

ある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

２ 第１項第２号に規定する「臨界事故が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設備」とは、閉止弁、
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密閉式ダンパ等をいい、「換気系統の配管内が加圧状態になった場

合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するため

に必要な設備」とは、水封安全器等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれが

ある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

３ 第１項第３号に規定する「放射性物質の放出による影響を緩和する

ために必要な設備」とは、セル換気系統を代替するための設備を

いう。 

また、セル換気系統の放射性物質を低減する機能を代替するため

の設備の必要な個数は、再処理施設に設置された排風機の台数と

同数とする。 

４ 上記１及び２については、設備の信頼性が十分に高いと判断されな

い場合には、多様性も考慮して動作原理の異なる設備を追加する

こと。 

５ 同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で、設備を共用

することは妨げない。 

６ 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、施設の状

態を監視するための設備の整備を含む。 

 

適合のための設計方針 

  セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機

能を有する施設には，重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。 
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第一号について 

臨界事故が発生した設備を未臨界に移行し，及び未臨界を維持で

きるようにするために必要な重大事故等対処設備を設置する設計と

する。 

臨界事故の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場

合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対

処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可

溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。また，緊急停止系の

操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止

することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備とし

て，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路を設ける設計とする。 

第二号について 

臨界事故が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断

し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置され

た配管の外部へ放射性物質を排出できるようにするために必要な重

大事故等対処設備を設置する設計とする。 

臨界事故の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場

合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気

中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処

設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。 

第三号について 

臨界事故が発生した場合において，放射性物質の放出による影響
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を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する設

計とする。 

臨界事故の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場

合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気

中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処

設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。廃ガス貯留設備は

第二号に掲げる設備と兼用する。 

また，臨界事故の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生

した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加

え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等

に供給し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における

水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏ

ｌ％未満に移行するために必要な重大事故等対処設備として臨界事

故時水素掃気系を設ける設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

4. 再処理設備本体 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

9. その他再処理設備の附属施設 
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1.9.35 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 

（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備） 

第三十五条 セル内において使用済燃料から分離された物であって液

体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設

には、再処理規則第一条の三第二号に規定する重大事故の発生又は

拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設け

なければならない。 

一  蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要な設備 

二  蒸発乾固が発生した場合において、放射性物質の発生を抑制し、

及び蒸発乾固の進行を緩和するために必要な設備 

三  蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断

するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場

合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために

必要な設備 

四  蒸発乾固が発生した場合において放射性物質の放出による影響を

緩和するために必要な設備 

（解釈） 

１ 第１項第１号に規定する「蒸発乾固の発生を未然に防止するため

に必要な設備」とは、設計基準の要求により措置した設備とは異な

る冷却設備や回収・移送設備、冷却管を用いた直接注水設備等をい

う。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれが

ある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

２ 第１項第２号に規定する「放射性物質の発生を抑制し、及び蒸発
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乾固の進行を緩和するために必要な設備」とは、ルテニウムの気相

への大量移行を抑制するためのショ糖等の注入設備、希釈材の注入

設備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれが

ある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

３ 第１項第３号に規定する「蒸発乾固が発生した設備に接続する換

気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備」とは、閉止弁、

密閉式ダンパ等をいい、「換気系統の配管内が加圧状態になった場合

にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必

要な設備」とは、水封安全器等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれが

ある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

４ 第１項第４号「放射性物質の放出による影響を緩和するために必

要な設備」とは、セル換気系統を代替するための設備をいう。 

また、セル換気系統の放射性物質を低減する機能を代替するため

の設備の必要な個数は、再処理施設に設置された排風機の台数と同

数とする。 

５ 上記１、２及び３については、設備の信頼性が十分に高いと判断

されない場合には、多様性も考慮して動作原理の異なる設備を追加

すること。 

６ 同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で、設備を共

用することは妨げない。 

７ 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、補給水、

施設の状態を監視するための設備の整備を含む。 
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適合のための設計方針 

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は液

体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には，再処理規則第一条の

三第二号に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

 

第一号について 

蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要な重大事故等対処設備を設置

及び保管する設計とする。 

その他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系（再処理設備本

体用）の内部ループに通水することで「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の

発生を想定する対象機器に内包する溶液を冷却するための水供給に必要な重

大事故等対処設備として，代替安全冷却水系を設ける設計とする。 

 

第二号について 

蒸発乾固が発生した場合において，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発

乾固の進行を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する

設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する

溶液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定

する対象機器に注水すること及びその他再処理設備の附属施設の冷却水設備

の安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却コイル又は冷却ジャケットへ通

水することで蒸発乾固の進行を防止するための水供給に必要な重大事故等対

処設備として，代替安全冷却水系を設ける設計とする。 
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第三号について 

蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するため

に必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置

された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する

溶液の沸騰により気相中に移行する放射性物質を，これらの機器に接続する

塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮

断することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機

器からの蒸気を凝縮し，排気をセルに導出するために必要な重大事故等対処

設備として代替安全冷却水系及び代替換気設備のセル導出設備を設ける設計

とする。 

 

第四号について 

蒸発乾固が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和する

ために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器からセルに

導出された放射性エアロゾルを除去し，主排気筒を介して大気中に管理しな

がら放出するために必要な重大事故等対処設備として代替換気設備の代替セ

ル排気系を設ける設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

9. その他再処理設備の附属施設 
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1.9.36 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 

（ 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備） 

第三十六条 セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備

の内部に滞留することを防止する機能を有する施設には、再処理規則第一条

の三第三号に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に

掲げる重大事故等対処設備を設けなければならない。 

一 放射線分解により発生する水素による爆発（以下この条において「水

素爆発」という。）の発生を未然に防止するために必要な設備 

二 水素爆発が発生した場合において水素爆発が続けて生じるおそれがな

い状態を維持するために必要な設備 

三 水素爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断する

ために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセ

ル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設

備 

四 水素爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和

するために必要な設備 

 

（解釈） 

１ 第１項第１号に規定する「放射線分解により発生する水素による爆発

（以下この条において「水素爆発」という。）の発生を未然に防止するた

めに必要な設備」とは設計基準の要求により措置した設備とは異なる圧縮

空気の供給設備、溶液の回収・移送設備、ボンベ等による水素掃気配管へ

の窒素の供給設備、爆発に至らせないための水素燃焼設備等をいう。 
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また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがある

安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

２ 第１項第２号に規定する「水素爆発が発生した場合において水素爆発が

続けて生じるおそれがない状態を維持するために必要な設備」とは、容器

への希釈材の注入設備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがある

安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

３ 第１項第３号に規定する「水素爆発が発生した設備に接続する換気系統

の配管の流路を遮断するために必要な設備」とは、閉止弁、密閉式ダンパ

等をいい、「換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置さ

れた配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備」とは、水封安

全器等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがある

安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

４ 第１項第４号に規定する「放射性物質の放出による影響を緩和するため

に必要な設備」とは、セル換気系統を代替するための設備等をいう。 

また、セル換気系統の放射性物質を低減する機能を代替するための設

備の必要な個数は、再処理施設に設置された排風機の台数と同数とする。 

５ 上記１、２及び３については、設備の信頼性が十分に高いと判断されな

い場合には、多様性も考慮して動作原理の異なる設備を追加すること。 

６ 同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で、設備を共用する

ことは妨げない。 

７ 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、補給水、施設

の状態を監視するための設備の整備を含む。 
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適合のための設計方針 

セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備の内部に

滞留することを防止する機能を有する施設において，水素爆発について評価

する機器は，重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重

大事故等対処設備を設ける設計とする。 

 

第一号について 

水素爆発の発生を未然に防止するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する設計とする。 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，水素爆発の発生を仮

定する対象機器に圧縮空気を供給し，水素爆発の発生を未然に防止するた

めに必要な重大事故等対処設備として，代替安全圧縮空気系の水素爆発を

未然に防止するための空気の供給に使用する設備を設ける設計とする。 

 

第二号について 

水素爆発が発生した場合において水素爆発が続けて生じるおそれがな

い状態を維持するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する設

計とする。 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，水素爆発の発生を仮

定する対象機器に圧縮空気を供給し，水素爆発が続けて生じるおそれがな

い状態を維持するために必要な重大事故等対処設備として，代替安全圧縮

空気系の水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備を設

ける設計とする。 

 

第三号について 
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水素爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するた

めに必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に

設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な重大事故等対

処設備を設置及び保管する設計とする。 

水素爆発の発生により気相中に移行する放射性物質を，これらの機器に

接続する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備

の流路を遮断することで，水素爆発の発生を仮定する対象機器からの排気

をセルに導出するために必要な重大事故等対処設備として，代替換気設備

のセル導出設備を設ける設計とする。 

 

第四号について 

水素爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和

するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する設計とする。 

水素爆発の発生を仮定する対象機器からセルに導出された放射性エア

ロゾルを除去し，主排気筒を介して大気中に管理しながら放出するために

必要な重大事故等対処設備として，代替換気設備の代替セル排気系を設け

る設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

9. その他再処理設備の附属施設 
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1.9.37 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 

（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備） 

第三十七条 セル内において有機溶媒その他の物質を内包する施設に

は、再処理規則第一条の三第四号に規定する重大事故の発生又は拡

大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設けな

ければならない。 

一  火災又は爆発の発生（リン酸トリブチルの混入による急激な分解

反応により発生するものを除く。）を未然に防止するために必要な設

備 

二  火災又は爆発が発生した場合において火災又は爆発を収束させる

ために必要な設備 

三  火災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を

遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になっ

た場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するた

めに必要な設備 

四  火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影

響を緩和するために必要な設備 

（解釈） 

１ 第１項第１号に規定する「火災又は爆発の発生（リン酸トリブチ

ルの混入による急激な分解反応により発生するものを除く。）を未然

に防止するために必要な設備」とは、設計基準の要求により措置し

た設備とは異なる溶液の回収・移送設備、セル内注水設備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれが

ある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 
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２ 第１項第２号に規定する「火災又は爆発が発生した場合において

火災又は爆発を収束させるために必要な設備」とは、設計基準の要

求により措置した設備とは異なる消火設備や窒息消火設備（ダンパ

等の閉止）、漏えいした溶液の冷却設備、セル内注水設備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれが

ある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

３ 第１項第３号に規定する「火災又は爆発が発生した設備に接続す

る換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備」とは、閉止

弁、密閉式ダンパ等をいい、「換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するため

に必要な設備」とは、水封安全器等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれが

ある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

４ 第１項第４号に規定する「放射性物質の放出による影響を緩和す

るために必要な設備」とは、セル換気系統を代替するための設備等

をいう。 

また、セル換気系統の放射性物質を低減する機能を代替するため

の設備の必要な個数は、再処理施設に設置された排風機の台数と同

数とする。 

５ 上記１、２及び３については、設備の信頼性が十分に高いと判断

されない場合には、多様性も考慮して動作原理の異なる設備を追加

すること。 

６ 同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で、設備を共

用することは妨げない。 
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７ 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、補給水、

施設の状態を監視するための設備の整備を含む。 

 

適合のための設計方針 

セル内において有機溶媒その他の物質を内包する施設において，有機溶媒

等による火災又は爆発について評価する機器は，重大事故の発生又は拡大を

防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処施設を設ける設計とする。 

  

第一号について 

有機溶媒等による火災又は爆発は，リン酸トリブチルの混入による急激な

分解反応に相当するＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を対象とするため，第

一号に該当する設備はない。 

 

第二号について 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が継続すること（以下「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の再発」という。）を防止し，それを維持できるようにするために必要な

重大事故等対処設備を設置する設計とする。 

プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した

場合において，重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生を判定した場合に，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止

するとともにプルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。重大事故時

供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合

は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動で停止する設計と

する。また，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備により，プルトニ
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ウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。 

第三号について 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に接続する換気系統の配

管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設

置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにするために必要な重大

事故等対処設備を設置する設計とする。ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が

発生した場合において，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯

留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対

処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。 

 

第四号について 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，放射性物質の

放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設置する設計

とする。 

プルトニウム濃縮缶において，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合に，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中

への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備を設け

る設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

4. 再処理設備本体 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 
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1.9.38 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第三十八条 再処理施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が

喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該

使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の使

用済燃料を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設

備を設けなければならない。 

２ 再処理施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要

因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において使用

済燃料貯蔵槽内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防

止するために必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えい」とは、本規程

第２８条に示す想定事故２において想定する貯蔵槽からの水の漏えい

のことである。第２項に規定する「使用済燃料貯蔵槽からの大量の水

の漏えい」とは、想定事故２において想定する貯蔵槽からの水の漏え

いを超える漏えいをいう。 

２ 第１項の設備とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有す

る措置を講じた設備等をいう。 

一 代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン、ポンプ

車等）を配備すること。代替注水設備は、設計基準対応の冷却、

注水設備が機能喪失し及び小規模な漏えいがあった場合でも、貯

蔵槽の水位を維持できるものであること。 
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３ 第２項の設備とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を講じた設備等をいう。 

一 スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ、ス

プレイライン、ポンプ車等）を配備すること。 

二 スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位

が維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるものであること。 

三 燃料損傷時に、放射性物質又は放射線の敷地外への著しい放出に

よる影響を緩和するための設備等を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備等として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下に

掲げるものをいう。 

一 使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び貯蔵槽上部の空間線量率につ

いて、重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定

可能であること。 

二 使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 

５ 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、補給水、施設

の状態を監視するための設備の整備を含む。 

 

適合のための設計方針 

 再処理施設において，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，

又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料

貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料を冷

却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な次に掲げる設備を

設ける設計とする。 

 また，再処理施設において，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいそ

の他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合におい
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て使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，放射性物

質又は放射線の敷地外への著しい放出による影響を緩和し，及び臨界を防止

するために必要な次に掲げる設備を設ける設計とする。 

 

 第１項について 

  燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水

位が低下した場合において燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，放

射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を設

置及び保管する設計とする。 

  燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水

位が低下した場合において燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，及

び放射線を遮蔽するために必要な重大事故等対処設備として，代替注水設

備を設ける設計とする。燃料貯蔵プール等からの水の漏えいを抑制するた

めに必要な重大事故等対処設備として，漏えい抑制設備を設ける設計とす

る。燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の臨界を防止するために必要な重大

事故等対処設備として，臨界防止設備を設ける設計とする。 

 

 第２項について 

  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合において燃料貯蔵プール等内の使用

済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，放射性物質又は放射線の大気中への

著しい放出による影響を緩和し，及び臨界を防止するために必要な重大事

故等対処設備を設置及び保管する設計とする。 
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  燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が異常に低下した場合において燃料貯蔵プール等内

の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び放射性物質又は放射

線の大気中への著しい放出による影響を緩和するために必要な重大事故

等対処設備として，スプレイ設備を設ける設計とする。燃料貯蔵プール

等内の使用済燃料の臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備と

して，臨界防止設備を設ける設計とする。 

 

 第１項及び第２項について 

  燃料貯蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率

について，重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定する

ために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する設計とする。 

また，燃料貯蔵プール等の状態を監視するために必要な重大事故等対

処設備を設置及び保管する設計とする。 

  燃料貯蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率

について，重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定し，

燃料貯蔵プール等の状態を監視するために必要な重大事故等対処設備とし

て，監視設備を設ける設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

6. 計測制御系統施設 
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1.9.39 放射性物質の漏えいに対処するための設備 

（放射性物質の漏えいに対処するための設備） 

第三十九条 セル内又は建屋内（セル内を除く。以下この条において

同じ。）において系統又は機器からの放射性物質の漏えいを防止する

ための機能を有する施設には、必要に応じ、再処理規則第一条の三

第六号に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な

次に掲げる重大事故等対処設備（建屋内において系統又は機器から

の放射性物質の漏えいを防止するための機能を有する施設にあって

は、第三号を除く。）を設けなければならない。 

一 系統又は機器からの放射性物質の漏えいを未然に防止するために必

要な設備 

二 系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において当該

系統又は機器の周辺における放射性物質の漏えいの拡大を防止する

ために必要な設備 

三 系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した設備に接続する換

気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配

管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放

射性物質を排出するために必要な設備 

四 系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において放射

性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備 

 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「重大事故等対処設備」とは、以下に掲げる設備

又はこれらと同等以上の効果を有する設備をいう。 
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一 第１項第１号に規定する「放射性物質の漏えいを未然に防止するた

めに必要な設備」の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそ

れがある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

二 第１項第２号に規定する「放射性物質の漏えいの拡大を防止するた

めに必要な設備」の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそ

れがある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

三 第１項第３号に規定する「系統又は機器から放射性物質の漏えいが

発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必

要な設備」とは、閉止弁、密閉式ダンパ等をいい、「換気系統の配管

内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備」とは、水封安全器等をいう。 

また、当該設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそ

れがある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

四 第１項第４号に規定する「影響を緩和するために必要な設備」とは、

セル換気系統（建屋内において系統又は機器からの放射性物質の漏

えいを防止するための機能を有する施設にあっては、建屋換気系

統）を代替するための設備等をいう。 

また、セル換気系統の放射性物質を低減する機能を代替するため

の設備又は建屋換気系統の放射性物質を低減する機能を代替するた

めの設備の必要な個数は、再処理施設に設置された排風機の台数と

同数とする。 

五 上記一、二及び三については、設備の信頼性が十分に高いと判断さ

れない場合には、多様性も考慮して動作原理の異なる設備を追加す

ること。 

六 同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で、設備を共用
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することは妨げない。 

七 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、補給水、

再処理施設の状態を監視するための設備の整備を含む。 

 

適合のための設計方針 

放射性物質の漏えいは発生が想定されないことから，放射性物質の漏

えいに対処するための設備に対する設計方針は不要である。 
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1.9.40 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備 

（工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備） 

第四十条 再処理施設には、重大事故が発生した場合において工場等

外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な設備を設

けなければならない。 

（解釈） 

１ 第４０条に規定する「放出を抑制するために必要な設備」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講じた

設備をいう。 

一 再処理施設の各建物に放水できる設備を配備すること。 

二 放水設備は、再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による

航空機燃料火災、化学火災に対応できること。 

三 放水設備は、移動等により、複数の方向から再処理施設の各建物

に向けて放水することが可能なこと。 

四 放水設備は、再処理施設の各建物で同時使用することを想定し、

必要な台数を配備すること。 

五 建物への放水については、臨界安全に及ぼす影響をあらかじめ考

慮すること。 

六 海洋、河川、湖沼等への放射性物質の流出を抑制する設備を整備

すること。 

 

適合のための設計方針 

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備として，再処

理施設の各建物で重大事故等が発生し，大気中へ放射性物質の放出に至る
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おそれがある場合において，大気中への放射性物質の放出を抑制するため

に放水設備を設ける設計とする。 

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備として，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋で重大事故等が発生し，工場等外への放射線の放

出に至るおそれがある場合において，工場等外への放射線の放出を抑制す

るために注水設備を設ける設計とする。 

再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，

化学火災に対応できる設備として，放水設備を設ける設計とする。 

放水設備は，移動等により複数の方向から再処理施設の各建物に向け

て放水することが可能な設計とする。 

放水設備は，再処理施設の各建物で同時使用することを想定し，必要

な台数を配備する。 

建物への放水については，臨界安全に及ぼす影響をあらかじめ考慮し，

実施する。 

海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するために抑制設備

を設ける設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

9. その他再処理設備の附属施設 

添付書類八の下記項目参照 

5．重大事故の発生及び拡大の防止に必要な 

措置を実施するために必要な技術的能力 

６－１－1042



 

1.9.41 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 

（重大事故等への対処に必要となる水の供給設備） 

第四十一条 設計基準事故への対処に必要な水源とは別に、重大事

故等への対処に必要となる十分な量の水を有する水源を確保するこ

とに加えて、再処理施設には、設計基準事故に対処するための設備

及び重大事故等対処設備に対して重大事故等への対処に必要となる

十分な量の水を供給するために必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第４１条に規定する「設計基準事故に対処するための設備及び重大

事故等対処設備に対して重大事故等への対処に必要となる十分な量

の水を供給するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を講じた設備をいう。 

一 想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給で

きること。 

二 複数の代替水源（貯水槽、ダム、貯水池、海等）が確保されて

いること。 

三 各水源からの移送ルートが確保されていること。 

四 代替水源からの移送ホース及びポンプを準備すること。 

 

適合のための設計方針 

重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を有する水源を確保

することに加えて，十分な量の水を供給できる重大事故等対処設備を

設ける設計とする。 

代替水源は，複数を確保する。 
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代替水源から水の供給ができる移送ホース及びポンプを配備し，代

替水源からの水の移送ルートを確保する。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

9. その他再処理設備の附属施設 

添付書類八の下記項目参照 

5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な 

措置を実施するために必要な技術的能力 
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1.9.42 電源設備 

（電源設備） 

第四十二条 再処理施設には、設計基準事故に対処するための設備の

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において当該

重大事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な設

備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第４２条に規定する「電源が喪失したこと」とは、設計基準の要

求により措置されている第２５条に規定する保安電源設備の電源を

喪失することをいう。 

２ 第４２条に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を講じた設備をいう。 

一 代替電源設備を設けること。 

①  代替電源設備は、設計基準事故に対処するための設備に対

して、 独立性を有し、位置的分散を図ること。 

②  代替電源設備は、想定される重大事故等への対処に必要と

なる十分な容量を確保しておくこと。 

二 事業所内恒設蓄電式直流電源設備は、想定される重大事故等の

発生から、計測設備に可搬型代替電源を繋ぎ込み、給電開始で

きるまでの間、電力の供給を行うことが可能であること。また、

必要な容量を確保しておくこと。 

三 事業所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワ

ーセンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤（メタルクラッド(MC)）
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等）は、代替事業所内電気設備を設けることなどにより共通原

因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び

人の接近性の確保を図ること。 

 

適合のための設計方針 

設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失したことにより重

大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処するために必要

な電力を確保するために必要な設備を設置及び保管する設計とする。 

第１項について 

設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失（全交流動力電源

喪失）した場合において，重大事故等に対処するために必要な電力を

確保するため，非常用ディーゼル発電機の代替電源設備として，可搬

型発電機を配備する。また，非常用所内電源系統（非常用所内電源設

備（非常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等）及び

安全上重要な施設への電力を供給するための設備（安全上重要な施設

へ電力を供給する金属閉鎖配電盤（メタルクラッド(MC) ），パワーセ

ンター(P/C)，モーターコントロールセンター(MCC)，ケーブル等）の

一連の設備）の代替所内電気設備として，重大事故対処用母線（常設

分電盤，常設ケーブル）を設置し，可搬型分電盤及び可搬型電源ケー

ブルを配備する。 

(１) 全交流動力電源喪失を要因として発生する重大事故等に対処する

ための電力を確保するための設備による給電 

ａ．代替電源設備 

全交流動力電源喪失が発生した場合の重大事故等対処設備とし

て，代替電源設備を使用する設計とする。 
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代替電源設備は，非常用電源建屋から離れた場所に保管するこ

とで，非常用電源建屋内の非常用ディーゼル発電機に対して，独

立性を有し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位

置的分散を図る設計とし，重大事故等への対処に必要となる十分

な容量を確保する設計とする。 

代替電源設備は，設置場所（使用場所）にて，速やかに起動し，

代替所内電気設備へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

ｂ．代替所内電気設備 

代替所内電気設備は，重大事故対処用母線（常設分電盤，常設

ケーブル），可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルで構成し，代替

電源設備の電路として使用し，必要となる電力を供給する設計と

する。 

代替所内電気設備は，設計基準事故に対処するための設備であ

る安全上重要な施設へ電力を供給するための設備と，共通要因に

よって同時に機能を損なわない設計とする。また，代替所内電気

設備及び設計基準事故に対処するための設備である安全上重要な

施設への電力を供給するための設備は，少なくとも１系統は機能

の維持及び人の接近性の確保を図る設計とする。 

代替電源設備との接続箇所は，共通要因によって接続できなく

なることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置す

る設計とする。 

(２) 全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処す

るための設備による給電 

ａ．設計基準対象の施設と兼用する電気設備 

全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処
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するための電気設備は，設計基準対象の施設の保安電源設備の一

部である受電開閉設備等を兼用し，同じ系統構成で常設重大事故

等対処設備として使用する設計とする。 

外部電源が健全な環境の条件において，動的機器の機能喪失又

は人為的な過失の重畳を要因として発生する重大事故等の対処に

必要な電力を供給する設備は，設計基準事故に対処するための電

気設備を常設重大事故等対処設備として位置付け，位置的分散は

不要とする設計とする。 

(３) 重大事故等の対処に用いる設備に対する補機駆動用燃料補給設備

による給油 

ａ．補機駆動用燃料補給設備 

補機駆動用燃料補給設備は，重大事故等時に補機駆動用の軽油

を補給する設備として，軽油貯槽及び軽油用タンクローリを使用

する。可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ，

大型移送ポンプ車等は，軽油貯槽から軽油用タンクローリを用い

て燃料を補給する設計とする。 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽及び軽油用タンクローリは，

第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク及び第２非常用ディー

ゼル発電機の燃料油貯蔵タンクから離れた屋外に分散して保管す

ることで，独立性を有し，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，位置的分散を図る設計とし，想定する重大事故等への

対処に必要となる十分な容量を確保する設計とする。 

補機駆動用燃料補給設備は，非常用所内電源設備の燃料貯蔵設

備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，異なる燃料

を使用することにより，非常用所内電源設備の燃料貯蔵設備に対
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して多様性を有する設計とする。 

また，重大事故等が発生し，計測機器の直流電源の喪失，その他の

故障により重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメ

ータを計測することが困難となった場合においては，可搬型の計測設

備により重大事故等の対処に有効なパラメータを計測できる設計とし

ている。可搬型の計測設備を可搬型発電機に接続し給電開始できるま

での間は，電源を必要としない計測機器又は乾電池，充電池を用いた

計測設備で重大事故等に対処するために有効なパラメータを計測でき

る設計とすることから，事業所内恒設蓄電式直流電源設備は設けない

設計とする。なお，充電池を用いる計測機器について，充電が枯渇し

た場合には計測機器に付属する充電器により充電を行うことから，整

流器等の充電設備は不要とする設計とする。 

安全上重要な施設を除く安全機能を有する施設（常用所内電源

系統）は，常設耐震重要重大事故等対処設備を設置する重大事故

等対処施設に対し，波及的影響を与えることなく，重大事故等に

対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

9. その他再処理設備の附属施設 
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1.9.43 計装設備 

（計装設備） 

第四十三条 再処理施設には、重大事故等が発生し、計測機器（非常

用のものを含む。）の直流電源の喪失その他の故障により当該重大事

故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において当該パラメータを推定するために

有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。 

２ 再処理施設には、再処理施設への故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムが発生した場合においても必要な情報を把握でき

る設備を設けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって制御室と同時にその機能が損な

われないものでなければならない。 

（解釈） 

第４３条（計装設備） 

１ 第１項に規定する「直流電源の喪失」とは、設計基準の要求によ

り措置されている保安電源設備の直流電源を喪失することをいう。 

２ 第１項に規定する「パラメータを推定するために有効な情報を把

握できる」とは、テスターと換算表を用いて必要な計測を行うこと

等をいう。 

３ 第２項に規定する「必要な情報を把握できる」とは、発生する事

故の特徴から、作業可能な状態が比較的長時間確保できる可能性が

ある場合には、施設の遠隔操作に代えて、緊急時のモニタや施設制

御を現場において行うことを含むものとする。 

４ 第３項に規定する「共通要因によって制御室と同時にその機能が
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損なわれない」とは、第４６条に規定する「緊急時対策所」に、「必

要な情報を把握できる設備」を備えることにより制御室と同時に機

能を喪失しないことをいう。 

 

 適合のための設計方針 

第１項について 

計装設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメータを計測できる設計とす

る。 

計装設備は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含

む。）の直流電源の喪失その他の故障により重大事故等に対処するた

めに監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった

場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握で

きる設計とする。 

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ及び

当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するための設備と

して，パラメータを計測するために必要な設備を重大事故等対処設備

として設置又は配備する。また，重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータ及び当該パラメータを推定するために有効

な情報を把握するための設備のうち，設計基準対象の施設と兼用する

設備は，重大事故等対処設備として位置付ける。 

第２項について 

再処理施設には，再処理施設への故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムが発生した場合において，制御室及び緊急時対策

所において必要な情報を把握するために，重大事故等に対処するた

６－１－1051



めに監視することが必要なパラメータ及び当該パラメータを推定す

るために有効な情報を把握するための設備及び再処理施設への故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合におい

て必要な情報を把握し記録する設備を設ける設計とする。  

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ及び

当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するための設備は，

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合においても当該事象に対処するために把握することが必要

なパラメータを計測する設計とする。 

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが

発生した場合において必要な情報を把握し記録する設備は，「6.2.5. 

4.1(１) 計測制御装置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御装置」を兼用する設

計とする。 

第３項について 

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合において必要な情報を把握し記録する設備は，「9.16 緊急

時対策所」に，「必要な情報を把握できる設備」を設置するとともに，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御装置」によ

り制御室及び緊急時対策所へ必要な情報を伝送し，かつ，監視及び記録

することにより，共通要因によって制御室と同時に必要な情報を把握す

る機能が損なわれない設計とする。 
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添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処施設に関する設計 

6. 計測制御系統施設 

9. その他再処理設備の附属設備 

添付書類八の下記項目参照 

  5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な 

措置を実施するために必要な技術的能力 
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1.9.44 中央制御室 

（制御室） 

第四十四条 第二十条第一項の規定により設置される制御室には、重大事故

が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な設備を設けなけ

ればならない。 

（解釈） 

１ 第４４条に規定する「運転員がとどまるために必要な設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講じた設備をい

う。 

一 制御室用の電源(空調、照明他)は、代替電源設備からの給電を可能と

すること。 

二 重大事故が発生した場合の制御室の居住性について、以下に掲げる要

件を満たすものをいう。 

①  本規程第２８条に規定する重大事故対策のうち、制御室の運転員

の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故を想定すること。 

②  運転員はマスクの着用を考慮しても良い。ただし、その場合は、

実施のための体制を整備すること。 

③  交代要員体制を考慮しても良い。ただし、その場合は、実施のた

めの体制を整備すること。 

④  判断基準は、運転員の実効線量が７日間で１００mSvを超えないこ

と。 

三 制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、制

御室への汚染の持込みを防止するため、モニタリング及び作業服の

着替え等を行うための区画を設けること。 
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適合のための設計方針 

 重大事故等が発生した場合においても，制御室にとどまる実施組織要員の

実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えず，当該重大事故等に対処するために

適切な措置が講じられるよう，次に掲げる実施組織要員が制御室にとどまる

ために必要な重大事故等対処施設を設ける設計とする。 

 

第１項について 

重大事故等が発生した場合においても実施組織要員が制御室にとどまるた

めに必要な居住性を確保するための設備として，代替制御建屋中央制御室換

気設備，制御建屋中央制御室換気設備（「6.1.4.4.1中央制御室」と兼用），

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備（「6.1.4.4.2使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室」と兼用），中央制御室代替照明設備，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室代替照明設備，中央制御室遮蔽（「6.1.4.4.1中央制御

室」と兼用），制御室遮蔽（「6.1.4.4.2使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室」と兼用），中央制御室環境測定設備，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備，中央制御室放射線計測設備，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備を設ける設計とする。

 代替制御建屋中央制御室換気設備及び代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，代替電源設備から給電可能な設計とする。 

第二十条第一項の規定により設置される中央制御室は，とどまる実施組織

要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮せずとも，実効線量が各重大事

故の有効性評価の対象としている事象のうち，中央制御室においては最も厳

しい結果を与える全交流動力電源の喪失を要因とする「放射線分解により発

生する水素による爆発」と「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の重畳におい
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て，実施組織要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えない設計とする。 

同様に，第二十条第一項の規定により設置される使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室は，とどまる実施組織要員のマスクの着用及び交代要

員体制を考慮せずとも,実効線量が各重大事故の有効性評価の対象としてい

る事象のうち，最も厳しい結果をあたえる「臨界事故」において，実施組織

要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えない設計とする。 

制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において，制御室

への汚染の持込みを防止するため，作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，

身体汚染検査並びに除染作業ができる区画を設ける設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

6. 計測制御系統施設 

添付書類八の下記項目参照 

  5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な 

措置を実施するために必要な技術的能力 
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1.9.45 監視測定設備 

（監視測定設備） 

第四十五条 再処理施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びそ

の周辺（工場等の周辺海域を含む。）において再処理施設から放出さ

れる放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びにその結

果を記録することができる設備を設けなければならない。 

２ 再処理施設には、重大事故等が発生した場合に工場等において、風向、

風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができ

る設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「再処理施設から放出される放射性物質の濃度及び

線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができ

る設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を講じた設備をいう。 

一 モニタリング設備は、重大事故等が発生した場合に放出されると

想定される放射性物質の濃度及び線量を測定できるものであるこ

と。 

二 常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪失して

も代替し得る十分な台数のモニタリングカー又は可搬型の代替モ

ニタリング設備を配備すること。 

三 常設モニタリング設備は、代替電源設備からの給電を可能とする

こと。 
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 適合のための設計方針 

第１項について 

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される放

射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記

録できるようにするため，放射線監視設備，代替モニタリング設備，

試料分析関係設備，代替試料分析関係設備，環境管理設備の放射能観

測車及び代替放射能観測設備を設ける設計とする。 

代替モニタリング設備は，常設モニタリング設備（モニタリングポ

スト等）が機能喪失しても代替し得る十分な台数を配備する設計とす

る。 

また，常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）は，環境モ

ニタリング用代替電源設備の環境モニタリング用可搬型発電機からの

給電を可能とする設計とする。 

 

第２項について 

重大事故等が発生した場合に敷地内の風向，風速その他の気象条件

を測定し，及びその結果を記録できるようにするため，環境管理設備

の気象観測設備及び代替気象観測設備を設ける設計とする。 
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添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

8. 放射線管理施設 

添付書類八の下記項目参照 

 5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な 

措置を実施するために必要な技術的能力 
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1.9.46 緊急時対策所 

（緊急時対策所） 

第四十六条 第二十六条の規定により設置される緊急時対策所は、重

大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するため

の適切な措置が講じられるよう、次に掲げるものでなければならな

い。 

一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまる

ことができるよう、適切な措置を講じたものであること。 

二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事

故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けたもの

であること。 

三 再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡

を行うために必要な設備を設けたものであること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員を

収容することができるものでなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講じた設備を

整えたものをいう。 

一 基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時

対策所の機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の

影響を受けないこと。 

二 緊急時対策所と制御室は共通要因により同時に機能喪失しな

いこと。 

三 緊急時対策所は、代替電源設備からの給電を可能とするこ

と。また、当該代替電源設備を含めて緊急時対策所の電源設
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備は、多重性又は多様性を有すること。 

四 居住性が確保されるように、適切な遮蔽設計及び換気設計を

行うこと。 

五 緊急時対策所の居住性については、以下に掲げる要件を満た

すものをいう。 

① 想定する放射性物質の放出量等は、想定される重大事故

に対して十分な保守性を見込んで設定すること。 

② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除

き、対策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用なしと

して評価すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮

しても良い。ただし、その場合は、実施のための体制を

整備すること。 

④ 判断基準は、対策要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを

超えないこと。 

六 緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況

下において、緊急時対策所への汚染の持込みを防止するた

め、モニタリング、作業服の着替え等を行うための区画を設

けること。 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な数の要

員」とは、第１項第１号に規定する「重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員」に加え、少なくとも重大事故等による

工場等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するための必要

な数の要員を含むものをいう。 
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 適合のための設計方針 

重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故等に対処する

ために適切な措置が講じられるよう，次に掲げる重大事故等対処設備

を設ける設計とする。 

第１項第一号について 

重大事故等が発生した場合において，当該重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，居住性を確

保するための設備として，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建

屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策建屋放射線

計測設備を設置又は配備する。また，緊急時対策所の機能を維持する

ために必要な設備に電源を供給するため，多重性を有する電源設備を

設置する。 

緊急時対策所は，基準地震動による地震力に対し，耐震構造とする

緊急時対策建屋内に設けることにより，その機能を喪失しない設計と

する。また，緊急時対策建屋は，大きな影響を及ぼすおそれがある津

波に対して必要な機能が損なわれることがないよう，標高約55ｍ及び

海岸からの距離約５ｋｍの地点に設置する設計とする。 

緊急時対策所の機能に係る設備は，共通要因により制御室と同時に

その機能を喪失しないよう，制御室に対し独立性を有する設計とする

とともに，制御室からの離隔距離を確保した場所に設置又は配備する

設計とする。 

緊急時対策所は，緊急時対策建屋の遮蔽設備及び緊急時対策建屋換

気設備の機能とあいまって，緊急時対策所にとどまる非常時対策組織

の要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えない設計とする。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物質により汚染したような
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状況下において，現場作業に従事した要員による緊急時対策所への汚

染の持ち込みを防止するため，作業服の着替え，防護具の着装及び脱

装，身体汚染検査並びに除染作業ができる区画を設ける設計とする。 

第１項第二号について 

重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう，重大事故等

に対処するために必要な情報を把握できる緊急時対策建屋情報把握設

備を設置する。 

第１項第三号について 

再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡でき

るようにするため，通信連絡設備を設置又は配備する。 

 第２項について 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う支

援組織の要員に加え，重大事故等の対策活動を行う実施組織の要員を

収容できる設計とする。 

ここでいう支援組織は実施組織に対して技術的助言を行う「技術支

援組織」及び実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整える

「運営支援組織」であり，以下「支援組織」という。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

9. その他再処理設備の附属施設 

添付書類八の下記項目参照 

  ５．重大事故の発生及び拡大の防止に必要な 

    措置を実施するために必要な技術的能力 
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1.9.47 通信連絡を行うために必要な設備 

（通信連絡を行うために必要な設備） 

第四十七条 再処理施設には、重大事故等が発生した場合において当

該再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行うために必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第４７条に規定する「再処理施設の内外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うために必要な設備」とは、以下に掲げる

措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じた設備をいう。 

一 通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）

からの給電を可能とすること。 

 

適合のための設計方針 

再処理事業所には，重大事故等が発生した場合において再処理事業

所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必

要な設備として，通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設ける設計と

する。 

代替通信連絡設備は，代替電源設備（電池等の予備電源設備を含

む。）からの給電を可能とした設計とする。 
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添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

9. その他再処理設備の附属施設 

添付書類八の下記項目参照 

  5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な 

措置を実施するために必要な技術的能力 
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2. 施設配置

2.1 概  要 

 再処理施設の建物及び構築物は，安全性の確保及び操作・保守の容易さ

を十分に考慮した配置とする。 

 敷地内には，廃棄物管理事業に係る廃棄物管理施設の建物及び構築物並

びに核燃料物質加工事業に係るＭＯＸ燃料加工施設の建物及び構築物も配

置する。 
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2.2 全体配置 

2.2.1 設計方針 

  再処理施設の建物及び構築物は，以下の方針に基づき敷地内に配置する。

 (１) 平常時における周辺監視区域外での線量が｢原子炉等規制法｣に基づき 

  定められている線量限度を超えないようにするとともに，設計基準事故

  時における敷地境界外での線量が事業指定基準規則を満足するような配

  置とする。 

 (２) 再処理設備本体の運転開始に先立ち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

  る施設を使用することを考慮した配置とする。 

 (３) 操作・保守の容易さを十分に考慮した配置とする。 

 (４) 将来の増設を考慮した配置とする。 

 (５) 安全上重要な施設への不法な接近，侵入の防止措置を考慮した配置と

する。 
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2.2.2 全体配置 

  敷地内の主要な建物及び構築物は，以下のもので構成する。 

 (１) 使用済燃料輸送容器管理建屋 

 (２) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

 (３) 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

 (４) 前処理建屋 

 (５) 分離建屋 

 (６) 精製建屋 

 (７) ウラン脱硝建屋 

 (８) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 (９) ウラン酸化物貯蔵建屋 

 (10) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

 (11) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

 (12) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

 (13) 低レベル廃液処理建屋 

 (14) 低レベル廃棄物処理建屋 

 (15) チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 

 (16) ハル・エンド ピース貯蔵建屋 

 (17) 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 (18) 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 (19) 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 (20) 主排気筒 

 (21) 海洋放出管 

 (22) 制御建屋 

 (23) 分析建屋 
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 (24) 非常用電源建屋 

 (25) 主排気筒管理建屋 

 (26) 緊急時対策建屋 

 (27) 第１保管庫・貯水所 

 (28) 第２保管庫・貯水所 

再処理施設の一般配置図を，2.2－１図(１)から2.2－１図(３)に示す。 

再処理施設の主要な建物及び構築物は，敷地の西側部分を標高約55ｍに

整地造成して，設置する。 

敷地のほぼ中央に主排気筒を設置し，その西側に前処理建屋，分離建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，非常用電源建屋及び第１ガラス固化体

貯蔵建屋を，主排気筒の北西側には使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及びハル・エン

ドピース貯蔵建屋を，主排気筒の北側には第１低レベル廃棄物貯蔵建屋を，

主排気筒の北東側には第４低レベル廃棄物貯蔵建屋を，南東側には緊急時

対策建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所を設置する。主排

気筒の南西側には制御建屋，分析建屋，低レベル廃液処理建屋，低レベル

廃棄物処理建屋，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋及び

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋を，主排気筒の南側には精製建屋，ウラン脱

硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋及び主排気筒管理建屋を設置する。

建物間には，放射性物質の移送等のため洞道を設置する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地下階において，その

南側に隣接する形で設置される貯蔵容器搬送用洞道と接続する。 

海洋放出管は，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理

建屋から導かれ，敷地南側にて合流後おおむね運搬専用道路に沿い，汀線
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部から沖合約３ｋｍまで敷設する。 

主排気筒から敷地境界までの最短距離は，北東方向で約600ｍである。 

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃料輸送容器管理建屋，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，第１低レベ

ル廃棄物貯蔵建屋，海洋放出管の一部，開閉所等は，敷地北西部に集中し

た配置とする。 

再処理施設の建物及び構築物は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋から南方

向へ，プロセスの流れに応じた配置とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と前処理建屋，前処理建屋と分離建屋，前

処理建屋及び分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋等の建物間について

は，操作・保守の便を考慮して互いに接した配置とする。 

整地造成した区域内の西側及び北側部分には，放射性固体廃棄物の貯蔵

施設の将来増設のためにスペースを確保する。 

 なお，安全上重要な施設は，第三者の不法な接近等を未然に防止するた

め，これらを取り囲む物的障壁を持つ防護された区域を設け，その内側に

配置する。 
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2.2.3  評  価 

(１) 再処理施設の建物及び構築物は，敷地境界から十分離隔した配置とし

ており，「添付書類七」に示すように，平常時における周辺監視区域外

での線量が｢原子炉等規制法｣に定められた線量限度を超えないとともに，

「添付書類八」に示すように，設計基準事故時における敷地境界外での

線量が事業指定基準規則を満足する配置としている。 

 (２) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃料輸送容器管理建屋，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，第

１低レベル廃棄物貯蔵建屋，海洋放出管の一部，開閉所等は，敷地北

西部に集中した配置としているので，後続する建物及び構築物の工事

施工により安全を損なわない配置としている。 

 (３) 操作・保守の容易さを十分に考慮した配置としている。 

 (４) 将来の増設を考慮した配置としている。 

 (５) 安全上重要な施設への不法な接近，侵入の防止措置を考慮した配置

としている。 
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2.3 建物及び構築物 

2.3.1 設計方針 

(１) 主要な建物及び構築物は，敷地で予想される洪水，風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火

災等の自然条件を考慮して，これらによって再処理施設の安全性を損な

わないように設計する。 

 (２) 建物及び構築物は，十分な地耐力を有する地盤に支持させる。 

 (３) 建物を互いに接して配置する場合は，構造的に分離する。 

 (４) 防護措置を講ずることを考慮した設計とする。 

(５) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を収納する建物には，必要に 

応じ，後続する建物との取合い工事のための予備的措置を施す。 

(６) ガラス固化体の貯蔵に必要な施設を収納する建物には，必要に応じ， 

増設する建物との取合い工事のための予備的措置を施す。 

 (７) 非常用所内電源系統は，十分な独立性を有する配置とする。 

 (８) 建物には，その位置を明確，かつ，恒久的に表示することにより容易

に識別できる安全避難通路を設ける設計とする。 

 

6－2－10



2.3.2 建物及び構築物 

  主要な建物及び構築物は，敷地で予想される洪水，風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災

等の自然条件について，敷地及び周辺地域の過去の記録，現地調査等を参

考にして，予想される自然条件のうち最も過酷と考えられる条件を適切に

考慮した設計とする。 

  重要な建物・構築物は，安定な地盤である
たかほこ

鷹架層で直接支持するか又は

安定な地盤上に打設するコンクリート等を介して支持する設計とする。 

  また，その他の建物・構築物は，十分な地耐力を有する地盤で直接支持

するか又はくい等を介して支持する設計とする。 

  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と前処理建屋，前処理建屋と分離建屋，前

処理建屋及び分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋，分析建屋と制御建

屋等の建物の間は互いに接して配置するが，構造的に分離する。 

  防護対象特定核燃料物質を取り扱う建物は，防護措置を講ずる設計とす

る。 

  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋には，後続する前処理建屋との取合い工事

のための予備的措置を施す。 

  第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟には，後続する第１ガラス固化体貯蔵建

屋西棟との取合い工事のための予備的措置を施す。 

  非常用所内電源系統は，相互の離隔距離又は障壁によって分離し，１区

分の損傷により安全機能が喪失しない設計とする。 

  建物には，人の立ち入る区域から，出口に至る通路，階段及び踊り場に，

安全避難通路を設けるものとする。安全避難通路は，誘導灯及び非常灯に

より容易に識別できる設計とする。 
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2.3.3  使用済燃料輸送容器管理建屋 

 使用済燃料輸送容器管理建屋は，使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料

輸送容器受入れ・保管設備及び使用済燃料輸送容器保守設備，液体廃棄物

の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の一部等を収納する。 

 主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄

骨造)で，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫，空使用済燃料輸送

容器保管庫及びトレーラエリアが地上１階（地上高さ約26ｍ），除染エリ

アが地上３階（地上高さ約16ｍ），地下１階，並びに保守エリアが地上２

階（地上高さ約21ｍ），地下１階，平面が約68ｍ（南北方向）×約180ｍ

（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図を第2.3－１図～第2.3－５図に

示す。 
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2.3.4  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設」の使用済燃料貯蔵設備，燃料取出し準備設備，燃料取出し設備及び使

用済燃料輸送容器返却準備設備，「液体廃棄物の廃棄施設｣の使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系(洗濯廃液ろ過装置を除く)，｢固体

廃棄物の廃棄施設」のチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系の

一部，廃樹脂貯蔵系(使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る廃樹脂の貯蔵)及

び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系，「計測制御系統施

設」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，「その他再処理設

備の附属施設」の第１非常用ディーゼル発電機等を収納する。 

  主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄

骨造）で，地上３階（地上高さ約21ｍ），地下３階，平面が約130ｍ（南

北方向）×約86ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図を第2.3－６図～第2.3－12図に

示す。 
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2.3.5  使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

  使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋は，液体廃棄物の廃棄施設の「使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系」（洗濯廃液ろ過装置）及び海

洋放出管理系（「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系」から

の処理済廃液の受入れ及び放出)等を収納する。 

  主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（地上高さ約15ｍ），地

下３階，平面が約53ｍ（南北方向）×約33ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

  使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図を第2.3－13図～第2.3－18

図に示す。 
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2.3.6 前処理建屋 

前処理建屋は，せん断処理施設の燃料供給設備及びせん断処理設備，溶

解施設の溶解設備及び清澄・計量設備，気体廃棄物の廃棄施設のせん断処

理・溶解廃ガス処理設備及び前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納す

る。 

せん断機，溶解槽等の機器は，セル内に収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄

骨造）で，地上５階（地上高さ約32ｍ），地下４階，平面が約87ｍ（南北

方向）×約69ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

前処理建屋機器配置図を第2.3－19図～第2.3－28図に示す。 

 また，前処理建屋は，その他再処理設備の附属施設の蒸気供給設備（安

全蒸気ボイラ用ＬＰＧボンベユニット）を，同建屋北東部の一画に収納す

る。同区画の範囲は，平面が約４ｍ（南北方向）×約９ｍ（東西方向）で

ある。 
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2.3.7 分離建屋 

 分離建屋は，分離施設の分離設備，分配設備及び分離建屋一時貯留処理

設備，酸及び溶媒の回収施設の第１酸回収系及び溶媒再生系（分離施設で

発生する使用済溶媒の再生），液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮

設備，気体廃棄物の廃棄施設の分離建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納す

る。 

 抽出塔，プルトニウム分配塔，高レベル廃液濃縮缶等の機器は，セル内

に収納する。 

 主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上４階（地上高さ約26ｍ），地

下３階，平面が約89ｍ（南北方向）×約65ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

 分離建屋機器配置図を第2.3－29図～第2.3－38図に示す。 
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2.3.8  精製建屋 

  精製建屋は，精製施設のウラン精製設備，プルトニウム精製設備及び精

製建屋一時貯留処理設備，酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系，溶媒再

生系(精製施設で発生する使用済溶媒の再生)及び溶媒処理系，気体廃棄物

の廃棄施設の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。 

  抽出塔，核分裂生成物洗浄器，プルトニウム濃縮缶等の機器は，セル内

に収納する。 

  主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上６階（地上高さ約29ｍ），地

下３階，平面が約92ｍ（南北方向）×約71ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

  精製建屋機器配置図を第2.3－39図～第2.3－51図に示す。 
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2.3.9  ウラン脱硝建屋 

  ウラン脱硝建屋は，脱硝施設のウラン脱硝設備，気体廃棄物の廃棄施設

のウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。 

  主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上５階（地上高さ約27ｍ），地

下１階，平面が約39ｍ（南北方向）×約41ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

  ウラン脱硝建屋機器配置図を第2.3－52図～第2.3－58図に示す。 
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2.3.10 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は，脱硝施設のウラン・プルトニウ

ム混合脱硝設備，気体廃棄物の廃棄施設のウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。 

 なお，硝酸プルトニウム貯槽等の機器は，セル内に収容する。 

 主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（地上高さ約16ｍ），地

下２階，平面が約69ｍ（南北方向）×約57ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図を第2.3－59図～第2.3－

63図に示す。 
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2.3.11 ウラン酸化物貯蔵建屋 

 ウラン酸化物貯蔵建屋は，製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備等を収

納する。 

  主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，

地上２階（地上高さ約13ｍ），地下２階，平面が約53ｍ（南北方向）×約

53ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

  ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図を第2.3－64図～第2.3－68図に示す。 
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2.3.12 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，製品貯蔵施設のウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵設備等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上１階（地上高さ約14ｍ），地

下４階，平面が約56ｍ（南北方向）×約52ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

ＭＯＸ燃料加工施設へＭＯＸを収納する混合酸化物貯蔵容器を払い出

すため，地下４階において貯蔵容器搬送用洞道と接続する。また，貯蔵

容器搬送用洞道及びＭＯＸ燃料加工施設の燃料加工建屋の一部は，負圧管

理の境界として共用する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図を第2.3－69図～

第2.3－74図に示す。 
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2.3.13 高レベル廃液ガラス固化建屋 

  高レベル廃液ガラス固化建屋は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液

貯蔵設備，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備及びガラ

ス固化体貯蔵設備の一部，気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固

化廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備

等を収納する。 

  高レベル濃縮廃液貯槽，ガラス溶融炉等の機器は，セル内に収容する。

また，ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピットは，十分な厚みを有する建物の

コンクリート壁等で構築した地下部に配置する。 

  主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄

骨造）で，地上２階（地上高さ約15ｍ），地下４階，平面が約59ｍ（南北

方向）×約84ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋は，ガラス固化体の冷却流路を形成するた

め，流路出入口側に迷路板及びルーバを付設した冷却空気入口シャフト及

び冷却空気出口シャフトを設け，冷却空気を出口シャフトの排気口から排

出する。排気口の高さは約35ｍとする。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図を第2.3－75図～第2.3－83図に

示す。 
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2.3.14 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

  第１ガラス固化体貯蔵建屋は，固体廃棄物の廃棄施設のガラス固化体貯

蔵設備の一部等を収納する。 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟及び西棟

で構成され，西棟建設後，東棟及び西棟間の一部の壁を撤去する。 

 ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピットは，十分な厚みを有する建物のコン

クリート壁等で構築した地下部に配置する。 

  主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄

骨造）で，地上１階（地上高さ約14ｍ），地下２階，平面が第１ガラス固

化体貯蔵建屋東棟で約47ｍ（南北方向）×約56ｍ（東西方向），第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋西棟で約47ｍ（南北方向）×約56ｍ（東西方向）の建物

であり，堅固な基礎版上に設置する。 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋は，貯蔵区域ごとのガラス固化体の冷却流路

を形成するため，流路出入口側に迷路板及びルーバ等を付設した冷却空気

入口シャフト及び冷却空気出口シャフトを設け，冷却空気を出口シャフト

の排気口から排出する。排気口の高さは約35ｍとする。 

  第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図を第2.3－84図～第2.3－87図に示

す。 
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2.3.15 低レベル廃液処理建屋 

  低レベル廃液処理建屋は，液体廃棄物の廃棄施設の第１低レベル廃液処

理系，第２低レベル廃液処理系，油分除去系及び海洋放出管理系（油分除

去系，洗濯廃液処理系及び「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処

理系｣からの処理済廃液の受入れ及び放出），気体廃棄物の廃棄施設の低

レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。 

  主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上３階（地上高さ約17ｍ），地

下２階，平面が約63ｍ（南北方向）×約58ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

  低レベル廃液処理建屋機器配置図を第2.3－88図～第2.3－93図に示す。 
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2.3.16 低レベル廃棄物処理建屋 

  低レベル廃棄物処理建屋は，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル濃縮廃液

処理系，廃溶媒処理系及び雑固体廃棄物処理系，気体廃棄物の廃棄施設の

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。また，低レ

ベル廃棄物処理建屋換気筒を本建屋上に設置する。 

  主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上４階（地上高さ約29ｍ），地

下２階，平面が約98ｍ（南北方向）×約99ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

  低レベル廃棄物処理建屋機器配置図を第2.3－94図～第2.3－100図に示

す。 
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2.3.17 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 

  チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋は，固体廃棄物の廃

棄施設のチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系の一部，廃樹脂

貯蔵系（チャンネルボックス及びバーナブルポイズンの処理に係る廃樹脂

の貯蔵) 及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系，気体廃棄

物の廃棄施設のチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類

廃ガス処理設備等を収納する。 

  主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（地上高さ約26ｍ），地

下１階，平面が約61ｍ（南北方向）×約61ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

  チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋機器配置図を第2.3

－101図～第2.3－104図に示す。 
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2.3.18 ハル・エンドピース貯蔵建屋 

  ハル・エンドピース貯蔵建屋は,固体廃棄物の廃棄施設のハル・エンド

ピース貯蔵系，廃樹脂貯蔵系（ハル・エンドピースの貯蔵に係る廃樹脂の

貯蔵），気体廃棄物の廃棄施設のハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備等を収納する。 

  主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄

骨造）で，地上２階（地上高さ約18ｍ），地下４階，平面が約43ｍ（南北

方向）×約54ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

  ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図を第2.3－105図～第2.3－111図

に示す。 
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2.3.19 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

  第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，固体廃棄物の廃棄施設の第１低レベル

廃棄物貯蔵系等を収納する。 

  主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上１階（地上高さ約６ｍ），平

面が約73ｍ（南北方向）×約38ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎

版上に設置する。 

  第１低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図を第2.3－112図に示す。 
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2.3.20 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

  第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，固体廃棄物の廃棄施設の第２低レベル

廃棄物貯蔵系（第１貯蔵系及び第２貯蔵系）等を収納する。 

  主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（地上高さ約13ｍ），地

下３階，平面が約70ｍ（南北方向）×約65ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図を第2.3－113図～第2.3－118図

に示す。 
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2.3.21 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，固体廃棄物の廃棄施設の第４低レベル

廃棄物貯蔵系等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上１階（地上高さ約６ｍ），平

面が約73ｍ（南北方向）×約38ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎

版上に設置する。 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図を第2.3－119図に示す。 
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2.3.22 主排気筒 

  主排気筒は，地上高さ約150ｍである。 
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2.3.23 海洋放出管 

  海洋放出管は，陸上部約８ｋｍ，海域部約３ｋｍの埋設管である。 

 

6－2－32



 

2.3.24 制御建屋 

  制御建屋は，計測制御系統施設の中央制御室等を収納する。中央制御室

内には，監視制御盤，安全系監視制御盤等を設ける。 

  主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）で，地上３階（地上高

さ約18ｍ），地下２階，平面が約40ｍ（南北方向）×約71ｍ（東西方向）

の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

  制御建屋機器配置図を第2.3－120図～第2.3－125図に示す。 
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2.3.25 分析建屋 

分析建屋は，その他再処理設備の附属施設の分析設備，気体廃棄物の廃

棄施設の分析建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。分析建屋の一角に，

公益財団法人核物質管理センターが運営する六ヶ所保障措置分析所が設置

され，分析建屋の一部を六ヶ所保障措置分析所と共用する。 

 主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，

地上３階（地上高さ約18ｍ），地下３階，平面が約46ｍ（南北方向）×

約104ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

分析建屋機器配置図を第2.3－126図～第2.3－132図に示す。 
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2.3.26 非常用電源建屋 

  非常用電源建屋は，その他再処理設備の附属施設の第２非常用ディーゼ

ル発電機等を収納する。 

  主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（地上高さ約14ｍ），地

下１階，平面が約25ｍ（南北方向）×約50ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

  非常用電源建屋機器配置図を第2.3－133図～第2.3－136図に示す。 
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2.3.27 主排気筒管理建屋 

主排気筒管理建屋は，放射線管理施設の排気モニタリング設備の一部

等を収納する。 

 主要構造は，鉄骨鉄筋コンクリート造で，地上１階（地上高さ約４ｍ）,

平面が約13ｍ（南北方向）×約26ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。 

 主排気筒管理建屋機器配置図を第2.3－137図に示す。 
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2.3.28 緊急時対策建屋 

緊急時対策建屋は，緊急時対策所を設置し，緊急時対策建屋情報把握

設備等を収納する。 

 主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，

地上１階（一部地上２階建て）（地上高さ約17ｍ），地下１階，平面が約

60ｍ（南北方向）×約79ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に

設置する。 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 緊急時対策建屋機器配置図を第2.3－138図及び第2.3－139図に示す。 
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2.3.29 第１保管庫・貯水所 

第１保管庫・貯水所は，その他再処理設備の附属施設の給水施設の第１

貯水槽を設置する。また，保管エリアを有する。 

第１保管庫・貯水所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

第１保管庫・貯水所の主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階

（地上高さ約16ｍ，地下に第１貯水槽を収納する），平面が約52ｍ（南北

方向）×約113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

第１保管庫・貯水所機器配置図を第2.3－140図～第2.3－143図に示す。 
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2.3.30 第２保管庫・貯水所 

第２保管庫・貯水所は，その他再処理設備の附属施設の給水施設の第２

貯水槽を設置する。また，保管エリアを有する。 

第２保管庫・貯水所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

第２保管庫・貯水所の主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階

（地上高さ約16ｍ，地下に第２貯水槽を収納する），平面が約52ｍ（南北

方向）×約113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

第２保管庫・貯水所機器配置図を第2.3－144図～第2.3－147図に示す。 
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2.3.31 その他 

敷地の北西側には，受電開閉設備を収納する開閉所，並びに給水処理設

備，圧縮空気設備等を収納するユーティリティ建屋及び北換気筒を，北側

には蒸気供給設備を収納するボイラ建屋等を，西側には電気設備を収納す

る第２ユーティリティ建屋を設置する。また，冷却水設備は，各所に配置

する。 

分離建屋の東側には，化学薬品貯蔵供給設備を収納する試薬建屋を，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋の東側には，ウラン・プルトニウム混合

脱硝設備の還元ガス供給系の還元ガス供給槽を収納する還元ガス製造建屋

を，高レベル廃液ガラス固化建屋の北側には，模擬廃液受入槽を収納する

模擬廃液貯蔵庫を設置する。また，分析建屋に隣接して出入管理建屋を設

置する。出入管理建屋の一角に，核燃料物質の使用の許可を受けたバイオ

アッセイ設備を設置し，出入管理建屋の一部をバイオアッセイ設備と共用

する。 

北換気筒の東側には，北換気筒管理建屋を設置する。 

 建屋間には，放射性物質等を移送するための配管，ダクト，ケーブル等

を収納する洞道を設置する。主要な洞道は，次の洞道で構成され，その他

再処理設備の附属施設（電気設備の非常用所内電源系統の一部，圧縮空気

設備安全圧縮空気系の一部，冷却水設備安全冷却水系の一部等）等を収納

する。 

 (１) 分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋を接続する洞道 

 (２) 分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，低レベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び分析建

屋を接続する洞道のうち，低レベル廃液処理建屋に接続する東側の洞

道並びにウラン脱硝建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に接
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続する洞道を除く部分 

 (３) 精製建屋とウラン脱硝建屋を接続する洞道 

 (４) 精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を接続する洞道 

 (５) ウラン脱硝建屋とウラン酸化物貯蔵建屋を接続する洞道 

 (６) 高レベル廃液ガラス固化建屋と第１ガラス固化体貯蔵建屋を接続す

る洞道 

 (７) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂを接続する洞道 

 (８) 前処理建屋，分離建屋，精製建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，制御建屋，非常用電源建屋，再

処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，主排気筒及び主排気筒

管理建屋を接続する洞道のうち，安全上重要な施設としての排気ダク

ト又は主排気筒の排気筒モニタに接続する非常用所内電源ケーブルの

みを収納する洞道を除く部分 

 

 主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地下埋設，建築面積約24,000ｍ２

の構築物である。 

 洞道は，十分な強度・剛性及び耐力を有する構造とし，重要な洞道（耐

震Ｓクラスの設備を収納する洞道）は，安定な地盤に支持する。 

 また，土圧，上部を通過する車両等の荷重に対しても十分な強度を有す

る構造とする。 

 主要な洞道の配置図を第2.2－１図(２)に示す。 

敷地の南側には，新消防建屋を設置する。 

新消防建屋の配置図を第2.2－１図(２)及び第2.2－１図(３)に示す。 
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第 2.3－1 図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（地下１階）  
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第 2.3－5 図  使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（断面）  
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